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戦災前の林業試験場本場本館 （東京目黒： 1932（昭和 林業罰験場本場本館（東京目黒： 1949（昭和24）年建

7)年嫌影） 設）

北海道支場旧本館（札幌市： 1953（昭和28）年建設） 東北支場本館（盛岡市： 1960（昭和35年）建設）

関西支場旧本館（京都市 ：1956（昭和31）年建設） 四国支場本館 （高知市： 1964（昭和39）年建設）

九州支場旧本館（熊本市 ：1954（昭和29）年建設） 帝室林野管理局林業試験場（八王子市： 1922（大正11)

年建設）



各支所現況

北海道支所（札幌市） 東北支所（盛岡市）

関西支所（京都市） 四国支所（高知市）

九州支所（熊本市） 多摩森林科学園（八王子市）



皇室の当所（本所・つくば市、多摩森林科学園・八王子市）への行幸啓のご様子

1984 （昭和59）年11月皇太子殿下本場 （J見本所）ヘ

2002 （平成14）年10月桂宮殿下妃殿下本所へ

1972 （昭和47)年6月皇太子ご一家浅川実験林へ

1991 （平成3）年4月秋篠宮殿下多摩森林科学園へ

1985 （昭和60）年3月常陸宮殿下妃殿下本場（現本所）
ハ、

1966 （昭和41）年皇太子殿下浩宮殿下浅川実験林（現

多摩森林科学園）ヘ

1985 （昭和60）年4月天皇陛下浅川実験林へ

2000 （平成12）年4月桂宮殿下多摩森林科学園へ
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本所建設前の敷地航空写真（茎崎町）
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南側駐車場から 正門から

1978 （昭和53）年筑波研究学園都市移転当時の本場本館（茎崎町）

木質耐震 ・快適性工学実験棟（1996（平成8）年3月） 生物多様性研究棟（2000（平成12）年12月）

90周年以降本所に建設された建物（代表的なもの）



“世界で初めて、線虫接種により枯れたマツ”
1969 （昭和44）年 九州支場構内にて撮影（現九州支所：熊本市）

当時九州支場樹病研究室の渚原友也研究員が、マツ材の中からよく分離される線虫を支場情内のマツに接種し
てみたところ、 見事に枯れた。これはその時の写真である。このことがきっかけとなり、マツ枯れはマツノザイ
センチュウを病原体とする材線虫病による被害であることが分かった。

造成時（1971 （昭和46）年4月）の浅川実験林サクラ保存林の様子（現多摩森林科学園： 八王子市）

ー～〈（

1997 （平成9）年4月の多摩森林科学園サクラ保存林遠景（八王子市）



独立行政法人 森林総合研究所「百年のあゆみJによ？て

1.森林総合研究所100年の歩み

独立行政法人森林総合研究所は、 2005（平成17）年をもって創

立百周年を迎えました。本研究所は、農務省山林局の目黒試験苗

園が1905（明治38）年11月1日に同局の林業試験所として公式に

改称された日をもって創立の日としており、その年から数えて

100年、 1世紀が経過したことになります。

この長い道のりは、我が国の林政の展開方向が社会の動きに

沿って変化することに連動して組織変革を繰り返し、決して平坦

なものではなかったと言えましょう。すなわち、戦後の1947（昭

和22）年に行われた林政統一に伴い林業試験機関を合併して農林省林野局林業試験場とし

て再編され、さらに、 1978（昭和53）年政府の学園都市構想により、誕生ω地東京目黒か

ら筑波研究学園都市に移転、 1988（昭和63）年には研究組織を改編して森林総合研究所に

名称変更、そして2001（平成13）年には小泉内閣の行政改革方針に伴う省庁改編により独

立行政法人森林総合研究所として新たに設立され、現在に至っております。また、次年度

2006 （平成18）年4月より非特定独立行政法人化され、いよいよ職員の非公務員化へと進

みます。この聞に幾多の制約や障害を乗り越え、研究 ・運営 ・組織面で的確な変選を自ら

の手で断行されて来た数多くの先輩諸氏、暖かいご支援とご協力を賜った関係各位に深甚

なる感謝の意を表する次第です。皆様のご、尽力のおかげを持ちまして今日の森林総合研究

所が存在するのであります。

いずれにせよ、森林総合研究所のこの100年の歩みは、そのまま日本における森林 ・林

業 ・木材産業に関わる科学と技術の発展の歴史であったことは明らかです。この節目のと

きに当たり創立百周年を記念し、創立から現在までの道のりを振り返るとともに21世紀に

おける今後の発展を願って、ここに「独立行政法人森林総合研究所百年のあゆみJを刊行

いたしました。

当研究所は、明治、大正、昭和、そして平成という時代の流れに伴う社会のニーズに対

応させて試験研究の内容を変化させて行ったのですが、 この変遷の詳細は本誌第 I章「林

業試験場から森林総合研究所へー100年の沿革－J、第E章「専門別試験研究の動向J、第

E章 「地域に対応した試験研究の動向」に述べられます。さらに、第W章では、重要度を

増してきた海外研究 ・国際協力について、そして第V章では、多くの研究課題の中でも1:j1

心的に取り組んできた課題についてその動向と主要成果が記述されます。第VI章には、森

林総合研究所百年の歩みを示す資料・ データが分かりやすい表や図にまとめられています。

2.森林総合研究所の取り組むべき重要課題

創立から100年を経過した今、当研究所は我が国最大の森林 ・林業 ・木材産業に関わる

科学と技術開発研究を担当する研究機関として、その果たすべき責務は益々重要度を増し

て来ております。とくに、地球環境の劣化、そして20世紀の工業化社会を支えてきた化石

資源、金属資源の枯渇が進行する中で、今後の人類の持続的発展を考えるとき、次の二つ



の課題、すなわち、地球温暖化防止対策と生物資源の生産と利用を基盤におく循環型社会

の構築、というこつの重要課題の解決が不可欠でありますが、これらの課題は森林・林’

業・木材産業の展開と直接的に関係するもので、まさに森林総合研究所が総力を挙げて取

り組むべき課題であります。少し大げさな言い方ですが、森林総合研究所の活躍なくして

は、また、森林総合研究所職員の遅滞なき職務遂行がなければ、人類の持続的発展に支障

を来すと言っても過言ではないで、しよう。以下にこれら二つの課題についてコメントを述

べさせていただきます。

①二酸化炭素排出削減問題に関わる森林整備と木材利用の推進

京都議定書が国際的に批准され、我が国は第1約束期間までに1990.（平成2）年のCO2

排出量に対して6.0%の排出削減義務を負ったことになります。このうち上限3.9%までは

森林のCO2吸収固定能で賄うことが合意されています。現在、森林のCO2等温室効果ガ

ス吸収固定に関するメカニズムの解明、我が国森林のCO2吸収固定能の調査、森林整備

の合理化対策、伐採木材の炭素ストックの解明とその取り扱い方法、等々多くの調査研究

が進められています。このような情勢から本課題はまさに当森林総合研究所が総力を挙げ

て今後取り組んでゆかなければならない重要課題であることは明らかです。

さらに、私は次のように考えています。木材の加工・解体・廃棄にかかるエネルギーが

他工業製品に比べてはるかに少ないことから、他製品を木材で逆代替することによるCO2

放出削減量は極めて大きくなり、この削減効果によって我が国に課せられているCO2放

出6.0%削減のかなりの部分を達成できるものと考えています。要するに整備された森林

のCO2吸収能による3.9%削減に加えて、木材への代替による排出削減を数値目標として

示し、カウントを実施できないでしょうか。もちろん、国際的合意が必要ですー

森林を整備すれば必ず木材が産出されます。この木材を資源として有効利用しなければ、

CO2放出を助長するだ、けで、あるし、森林整備そのものも公共事業費を消化するだけの魂の

入っていない一時の事業に終わってしまいます。森林整備と木材利用は車の両輪です。現

状は森林整備に多くの関心が寄せられていますが、むしろ木材利用の合理化と効率化こそ

必須であると考えます。

②森林・林業・木材利用による循環型社会の形成

今、化石資源、金属資源の枯渇の進行、深刻な廃棄物処理問題が厳しく指摘されていま

す。このような中で、自らの生命力と太陽エネルギーで再生産される森林資源、生分解や

熱分解で、環境への負荷が少なく、解体・廃棄ができる木材からの製品作りの重要性がク

ローズアップされてきています。

さて、資源を製品に加工するにはエネルギーの投入が必要であり、このエネルギーを得

るには、 CO2の放出が伴います。また、製品の解体・廃棄の際にもCO2が放出されますo

この放出されるCO2が再び、森林に吸収されて樹木が成長してゆくと考えれば、ここに大き

な循環図が描けます。生物資源である樹木の育成と木材の利用は、このように理想的な循

環系を造っているのです。鉄やプラスチックは生命力を持たないため、資源の再生産は行

えず、廃棄物と資源がつながりません。ここに生物資源である木材と他資源との聞に資源

の持続性、再生産性の面で決定的な違いが存在するのです。

このように森林の育成と木材の利用が支障なく、効率よく回転を始め、与をして我々の生

活の基盤がかなりの部分でこのシステムで支えられるようになること、このことはとりも



なおさず循環型社会の構築が実現し、人類の持続的発展が保証されることを意味します。

森林・林業・木材利用による循環型社会の構築こそ人類の存続的発展を可能にする重要

課題であり、課題解決のための多くの研究開発遂行は当森林総合研究所の責務であります0・

3.次の100年へのスタートに当たって

森林総合研究所が、独立行政法人に移行してすでに4年が経過し、本年度は第 1期中期

目標を達成させる最終年度に至っております。さらに、次期目標に向けて、新たな計画を

設定し、業務を調整・確定するニとが中心的課題となります。同時に本年は新しい100年

に向けてのスタートの年でもあります。森林総合研究所にとっては、ここはまさに正念場

であると言えましょう。

私は研究機関における最も大切なことは、そこに新規性の高い、優れた研究がとぐろを

巻くように多数存在し、研究者が生き生きと毎日の研究に取り組んでいることであると思

います。このことは100年前も100年後も変わりないことです。そしてこの状況を実現する

ためには、いつも有能な事務機構の働きが不可欠であります。この点、当研究所はベテラ

ン揃いの企画調整部、総務部がしっかりと機能しており、冷大変良い状況にあると思います。

当研究所の優れたところは、組織として森林・林業・木材研究が一体化していることだ

と思います。とくに独法化に当たって研究の横断的遂行を容易にした重点課題の設定、そ

，れを主宰する研究管理官を経常研究のラインから独立させた組織改編は、素晴らしいもの

であったと思います。縦糸となる領域研究ラインと横糸となる重点課題研究チームが織り

なす面としての森林・林業・木材研究体制が今後も十分に生かされるよう期待しますb

最後に、本誌の刊行に当たって企画、執筆、編集等にご尽力いただいた森林総合研究所

OBの方々、現役職員・スタッフの皆様、さらに、林野庁を始め関係各位に衷心より深謝

するとともに、皆様と森林総合研究所の益々の発展を祈念して、独立行政法人森林総合研

究所創立百年記念誌刊行に寄せる言葉といたします。

平成17年11月1日

独立行政法人森林総合研究所

理事長 大熊幹章



創立100周年によせて

1905年、林業試験場として発足した森林総合研究所が今年11月

100周年を迎えられる旨、心よ りお慶び、申し上げます。

また、これを記念し 「百年のあゆみJを刊行されることは誠に

意義深いものと思います。

折りしも本年は、 2月に地球温暖化防止のための京都議定書が

発効しました。1997年の京都会議から 7年を要した訳であります

が、この宇宙船地球号を守るため、世界各国が協力して温暖化防

止のための取り決めを行ったことは人類史上画期的なことと思い

ます。

この中で、我が国はCO2排出量の 6%削減を義務付けられ、この2/3に当たる3.. 9%を森林

吸収で賄うこととしております。

今や、森林対策が単に林業の世界を超え、我が国社会全体の中で大きな期待と役割を担

うこととなった訳であります。その意味では、森林 ・林業に携わる者にとって、大きな役

割と責任を課せられた訳でもあります。

今更申し上げるまでもなく、森林 ・林業は息の長い仕事であります。そして又、自然の

中で営まれることから気象条件や立地条件に大きく左右されるものでもあります。しかも、

一度その取扱いを誤れば、その影響は後世にまで亘り極めて甚大で、場合によっては、国

土の防災や生命・ 財産にまで影響を及ぼしかねず、また、それを取りもどすのに何十年と

いう歳月を要するものであります。

その意味で、森林の取扱いは非常に重いものであろうと思います。それと同時に、 大変

むずかしい面もまた有しております。

であるが故にこそ、森林 ・林業を律する技術及び試験 ・研究の役割は極めて大きい訳で

あります。

技術は、客観的法則性の意識的適用であると言われますが、森林・林業の場合、あまり

にもその条件が地域によって、また、立地によって千差万別、 大きく異なり、 中央で律し

きれない。現場での地道な調査と試験、研究そして実践、しかも息の長・い長年月に亘る作

業が必要であり、その集約の上に立つてはじめて一つの法則性等が成し遂げられると思い

ます。 加えて、ほかの産業分野と異なり、経済性も極端に低いところであります。

それが、国としてでなければ、また、組織としてでなければできなかった所以であろう

と思います。

100年という歳月は、その意味で単に物理的な歳月ではなく、大きな意味をもった歳月

であり、極めて意義深く、後世に誇れるものと思います。

このような中で、森林総合研究所は、時代の要請に応えつつ森林 ・林業の施業技術や作

業技術、またJ経営や木材利用、防災等に亘る巾の広い試験、研究、調査に取り組んでき

こところであり、まさに我が国の森林 ・林業技術と研究の総本山として、輝かしい歴史と

重要な役割を果たしてきたところであり妥す。

このような試験場の歩みを「百年のあゆみJとして冊子にすることは、これまでの成果



の集大成であると同時に、未来へのジャンピングボードであり、大変貴重なものでありま

す。

今、我が国の森林・林業はかつてない程厳しい状況下にありますが、 21世紀においてそ

の果たすべき役割は一段と大きくなっており、ぜひ、この一世紀に亘って培ってきた研究

成果を活用しつつ、我が国森林・林業の発展のため一層のお力添えをお願いする次第です。

最後に、森林・林業研究の更なる進展と研究に携わる方々の益々の御活躍を祈念し、記

念誌に寄せる言葉とさせて頂きます。

林野庁長官 前田直登



森林総合研究所100周年にあたって

森林総合研究所が歩んできた100年の研究の歴史は、日本の近

世森林行政の骨格であったといえるでしょう。 明治初期には日本

の森林管理は畿内周辺から紀伊半島の林業地帯など一部を除けば、

生産目標を持ち、それに見合う育林体系や流通をも備えていた地

域は全国的にあまり無かったと言えます。

その中で森林総合研究所の歴史は、日本の国土の森林資源を充

実させるために、 地域に適合した育林技術の研究 ・普及などに大

きな役割を果たしてきたと思います。

また、その時代の要請に応じて育林技術のみならず、植物学、

治山技術、 特用林産物、木材加工、林業機械開発、森林機能、 山村問題の研究、 温暖化問

題等さまざまな研究を続け、とくにそれらを総合して進められてきた人工林の管理技術は

優れた研究が進められました。

100年間さまざまな方々が、森林を如何に良くしていくか、そこに目的を定めた長い研

究の成果が日本を覆う「緑の海」でしょう。

私の知りうる林業試験場、森林総合研究所は、目黒にあったころは試験場の前を通るく

らいで訪問したことはありませんでした。昭和53年に筑波学園都市に移転してからの林業

試験場、昭和63年の森林総合研究所への組織改編、平成13年の独立行政法人への移行が私

にとっての歴史です。もちろん多くの研究者の方々とは面識があり、ともに林業に関する

議論をし、とくに多数の大先輩の方々に影響を受け、育てられました。

そこで、私が100周年に関してお祝いを書く役目は、森林総合研究所の100年の栄光を書

くのではなく、次の100年を遠望して激を飛ばすことが役目かと考えました。

日本ではあまり感じませんが、海外に行くと「Areyou a forester? Jと聞かれることがし

ばしばあります。つまり、森林管理というものは決して素木が単に経験だけに頼って行う

ものではなく、しっかりと専門の知識を持って、管理するものという認識が強いというこ

とです。

私はもともと大学では政治学を学び、その後林業経営に携わりましたが、そのときに「森

林管理は科学だ」と感じ、林学の門をたたきました。 2年間の研究生での経験でしたが、

今、自分が行っている森林管理は常に科学の目を持って接したいと考えています。

日本の森林所有者や森林組合の職員がすべて林学を学んだ“Forester”であるわけは無く、

そこに欠けている森林の科学的な取扱いは、森林総合研究所が常に支えていくことだと思

います。

さて、森林総合研究所は667名の研究員、職員を抱える大きな組織です。この組織が総

力をかけて今行うべきことは圏内の森林の荒廃をどのようにして防止するかだと思われま

す。一つ一つの研究はそれぞれに確たる目的を持っていますが、森林総合研究所としてそ

の時代の最大の問題を解決するための大きな方向付けが必要でしょう。それが森林経営問

題です。
dm：呈止λ

六~H問、 森林の生物多様性に関する研究は急がれることです。野生生物、水土保全、木材



利用、林業機械など、どれも重要です。温暖化問題と森林管理の関係は非常に重要であり、

大きく力を割かなければならないことは論を倹ちません。しかしそれらを実現させる存め

には林業経営の魅力が増して、森林所有者自らが積極的に森林管理を実行する必要があり

ます。

私が考えるには、知何に林野庁が公的な森林管理を前向きに進めても、すべての森林を

公的な管理で行うことは決して効率の良いものではありません。つまり、民間の資金が森

林に投じられることが重要です。そのことをどのようにすれば可能になるかを研究してい

ただきたいものと思っています。森林総合研究所が今後存立するためには最も必要な発想

だと考えます。常に時代の流れを読んで、その方向に研究を集中していく、それが重要だ

と思われます。研究者各々が研究したい領域や現象を研究することは決して無駄ではない

と思います。基礎研究が重要で、あることは間違いないことですし、無駄だと思われている

研究が大きな成果を生む礎になることは研究を知るものにとっては常識でしょう。しかし、

その中でばらばらの研究に方向付けすることこそ、独立行政法人として組織した管理シス

テムが目指したものです。

独立行政法人としての研究機関は、国民の要請に応じた研究をする必要があります。そ

うでなければ、－大学や民間の研究機関と同じになります。

私は林業経営に携わってから、（掛日本林業経営者協会の一員として森林税制の改正に長

く携わってきました。その聞に研究者から税制の適切な助言や研究成果を知らせていただ

いたことは数えるほどしかありません。あるいは森林政策の将来への方向付けを既存の政

策から離れた形で提案している研究もあまり眼にしていません。今後は、政府の一員の研

究機関としては、税制や補助政策など林業経営に関係する政策効果を研究し、より良い状

態に誘導していく必要があると思われます。

－先日も民間の金融専門家に、林業の投資環境を国債と比較して計算をしてもらいました。

結果としては今林業に投資することは、補助金等を考えても到底国債にかなわないという

結論が出ました。また、森林に関係した金融商品も検討されています。このように日本の

森林管理の現場にも、より一般的な視点での経営感覚を持った研究が必要かと思われます。

森林管理だけが長い歴史の中に埋もれているわけには行かない時代になってきました。

純粋な人工林を育てる技術は、日本の林業が世界に誇る技術であり、そうした中で、そ

の科学的裏づけや研究は、持続的森林経営の発想、には無くてはならないものと信じていま

す。世界の原生林を増大する木材需要の伐採圧力から守るには、適切に管理された人工林

からの木材生産は無くてはならないもので、森林総合研究所のさまざまな研究は原生林を

守ること、人工林の育成、木材生産とその持てる力は世界に冠たるものと思われます。

しかし、足元にある圏内森林の危機をどのようにして解決するか、これを乗り越えない

と、患者としての日本の森林が病んでいる横で、それぞれの研究が淡々と進んでいく有様

になってしまいます。まさに 緑の巨塔 になりかねない危険があります。

森林総合研究所が国民の研究機関となるべき方法は、国内の森林の危機を救う手立てを

研究することのほかは無いのでしょう。それには、より明確な意識を持った組織として運

営されていくことが重要であり、喜ばしいことにすでにその姿はできているとd思っていま

す。成果が一日でも早く出されることを期待します。

今後の100年、森林総合研究所の研究者は部屋にこもることなく、常に世界の森の中を



さまよい、木々を仰ぎ見て、その生命力に敬意を表し、生き物としての木を崇め、森から

力を得る。現実に森に入れなくとも、少なくとも心は森を忘れることの無いように、自分

の中で目指すべき森林を育て続けてほしいと思います。

どのような研究をしていようとも、すばらしい森のイメージを持てない研究者の研究成

果からは、すばらしい森は生まれないでしょう。今までの100年の成果が日本の国土を覆

いつくした「緑の海Jであるならば、その100年を作り上げた研究者の心にはすばらしい

森林が育っていたに違いないでしょう。次の100年を担う研究者は今の森をどのように磨

き上げるか、大いに期待するものです。

研究者と森林所有者、森林管理者、そして行政それらが100年先の森を目指し、国民と

語り合っていこうではありませんか。

森林総合研究所100周年本当におめでとうございます。

側日本林業経営者協会副会長 速 水 亨

（速水林業代表）
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第 I章 林業試験場から森林総合研究所ヘ

-100年の沿革一



林業試験場から森林総合研究所ヘ

-100年の沿革一

はじめに

森林総合研究所の創立は、公式には1905

（明治38）年11月1日の山林局組織改組に伴

う、目黒試験苗聞から農商務省山林局林業試

験所への移行時としている。しかし、それま

でにも我が国では林業技術開発改良のための

試験研究は長い間行われていた。その歴史は

藩政時代あるいはそれ以前に遡ることになる

が、ここでは明治維新以降を振り返って記述

する。

なお、 100年という森林総合研究所の歴史

を辿れば、目黒以来の農林省林業試験場のほ

か、 1947（昭和22）年の林政統一以前には内

務省と宮内省に所属していたそれぞれの試験

場が合併して今日があることを想起するため

に、詳細ではないが記述した。

1.揺箆期から戦時体制時までの林業試験場

1. 1 揺盤期一西ケ原時代

(1878 （明治11)年～1899（明治32）年）

揺箪期の試験研究は林業行政や林業教育と

分かち難い。この時代は1878（明治11)年に

できた樹木試験場が目黒に移転する1900（明

治33）年までを含む。

1874 （明治7）年に内務省に設けられた地

理寮は、主として宮林管理のための山林事務

を開始し、次いで1878（明治11)年西ケ原に

樹木試験場を設立した。これが我が国の林業

試験の嘱矢であると同時に林業教育の鳴矢と

もなった。

1. 1. 1 樹木試験場

1871 （明治4）年の廃藩置県という実質的

な維新革命を経て、明治政府の実質的な行政

が動き出した。明治政府の林業行政の事始め

は、 1874（明治7）年の太政官布告「地所名
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称区別Jにより、藩籍奉還された山林等を中

心にできた官林（国有林）の管理が急がれ、

このため、 1874（明治7）年に設立された内

務省地理寮 (1877（明治10）年地理局と改称）

の森林課（同年木石課、山林課と改称）がそ

の実務を担当したことに始まる。

山林課の主たる仕事は宮林の管理であるが、

この宮林の事務開始当初から、その一翼とし

て林業試験事業が掲げられている。この林業

試験事業のため、 1878（明治11）年に内務省

地理局は東京府下滝野川村西ケ原に用地9町

9反余を買収して樹木試験場を開設した。こ

れが林業試験場の前身であるばかりでなく、

我が国近代林業の試験研究機関の鳴矢でもあ

る。

この樹木試験場の狙いは設立趣旨の上申書

にあるように、「各種の樹苗等を栽植培養し、

その樹芸の得失、成長の度、風土の適否等を

参考し、その効験の如きは探究のうえ各地へ

公告し、漸次官民森林改良の基を相立てる」

ことにあった。すなわち、主として造林に関

する試験を狙ったものであったが、同時に内

外主要樹木の見本園を整備して、当時の宮林

の管理に当たる青年官吏の林業教育の場にも

したいという狙いがあった。当初専任の職員

は2名であった。

187.5 （明治8）年にドイツ林学を修めて帰

朝し、大久保利通のもとで内務省雇となった

松野摘は、プロシャの施業案にならって宮林

調査に着手したが、技術者不足のため思うに

任せなかった。維新以前にも藩政維持に力を

注いでいた尾張、土佐、秋田、青森などの林

業従事者はいたが、運材以外は知識が乏しく、

そのため西ケ原樹木試験場には、官林管理の

ための林業技術者教育という松野の狙いがこ



められていた。

宮林の管理組織としては1878（明治11)年

に大、中、小林区署制度ができ、 1879（明治

12）年に内務省内に山林局ができ、宮林事務

が同省の山林局に移ったが、そのとき内務省

山林局長通達で「本課Jに試験場掛が設けら

れた。これが制度の上で林業試験が明示され

た最初である。この試験場掛の担任事項は次

のとおりであった。

(I} 山林学術上の方法得失を考究すること

(2) 木実苗木を栽培し樹木の適否効用を試験

報知すること

(3) 材鑑及び諸器械を蒐集し、山林学の考証

に供すること

(4) 西ケ原試験場掌管のこと

(5) 日本樹木誌編修のこと

(6) 山林叢書編修のこと

(7）雑報編纂のこと

1881 （明治14）年に農商務省が新設され、

山林局がその所管となり、林業試験は同局の

学務課の管掌するところとなった。学務課と

なったのは、山林学校の設立準備の含みが

あったからである。当時の学務課長は松野欄

である。学務課の担任事項は、翻訳が加わっ

たほかは、前述の試験場掛の担任事項と大差

がなく、ただ、植物帯の調査が追加されてい

る。

試験調査は造林に関する事項が主であって、

その細目を種子及び苗圏、森林植物帯、森林

に対する有益有害動物、森林気象観測、林木

と土地との関係の五つに分けている。ここで

森林保護に関する事項と森林気象観測の二事

項が新たに採りあげられたことになる。これ

らの業務は、山林局内の林業試験担当の課と、

その課の管掌下にあった試験場と、官林の管

理機関（山林局出張所、後に大林区署）の三

者で分担した。 1881（明治14）年の農商務省 e

新設に伴い、山林局がその所管となった。

翌年に松野硝の悲願であった東京山林学校

が樹木試験場構内に開校され、漸く林業技術
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者養成の体制が整った。この時、樹木試験場

は山林学校の所管となったが、 1886（明治

19）年同校が東京農学校と合併し、東京農林

学校として駒場に移転したので、その跡地は

山林局用地となり山林局直轄の試験場となっ

た。 1890（明治23）年に同場内に農商務省農

地局農事試験場が新設されて、山林局試験場

の用地は2町2反余に縮小された。

1. 2 拡充発展期一山林局林業試験所から農

林省林業試験場ヘ

(1900 （明治33）年～1923（大正12）年）

1899 （明治32）年に至り、少数精鋭の林務

官によって国有林野特別経営事業が企画され

実施に移された。これは国有林野を整理し、

それから得た資金で造林を大規模に行い林産

物の生産を確保し、これまで活力に乏しかっ

た国有林野事業を活性化しようとするもので

あった。林業試験事業もこの事業の中に繰入

れられ、事業拡大の機会を掴んだ。

内務省山林局を経て設置された農商務省山

林局が1898（明治31)年から1899（明治32)

年にかけて宮林の林区署制度を確立するにつ

れ、山林局と指定の大林区署との二本立てで

林業試験を実行する体制が整えられた。この

時期にはすでに試験場はできてはいたが、山

林局内の課の主管下に橿かれ、林業試験の主

体は山林局内の課にあった。

1900 （明治33）年、西ケ原の山林局試験場

が目黒に移転して林業試験首圃が開設され、

1905 （明治38）年には試験苗圃が山林局林業

試験所と改称し、山林局林業課の管掌から離

れて山林局内の独立した課のような形に置か

れた。ここで初めて林業試験が林業試験所の

主体性のもとに運営されるようになったので、

これをもって林業試験場の創立としている。

1910 （明治43）年10月に山林局林業試験所

から山林局林業試験場と改称、同時に業務分

担が改訂されたがにこれは主として編成替え

であって、新たに追加されたのは林産物の分



析鑑定の業務だけであった。 1911（明治44)

年には森林測侯所が設置されて林業試験場の

管掌となり、 1921（大正10）年には仙台及び

熊本の両支場が設置され、従来大林区署と協

同施行中の試験を支場に吸収して林業試験場

単独施行に移し、自主的な林業試験の運営が

できるようになった。そして1922（大正11)・

年には農林省林業試験場となり、従来の国有

林野経営上の機関という在り方から脱皮した。

1. 2. 1 試験研究機構の整備

1897 （明治30）年に山林局長通牒で林業試

験事項が定められ、試験担当の大林区署が指

定されることになり、林業試験実行の体制が

できた。翌年には全国16大林区署中、青森・

宮城・東京・大阪・石川・高知・広島・熊本

の8大林区暑が林業試験の実行に当たること

になった。各署における試験事業は山林局よ

り指定した試験事項とその細目に従って行わ

れた。

1902 （明治35）年に林業試験規程が改正さ

れた。これによると林業試験の目的は国有林

経営上直接必要な技術的事項を調査すること

とされ、その事項はつぎのとおり。

(1). 土地及び気象に関する事項

林木と土地、森林と気象、水源林と河川

などの関係

(2) 造林及び保護に関する事項

種苗に関する調査及び検定、更新及び手

入の方法、砂防植栽用樹種、外国産樹種、

有益有害動植物、天然の災害、防火などに

関する調査

(3) 林木の成長に関する事項

収穫、材積、間伐及び受光伐などの調査

(4) 林産物の性質及び応用に関する事項

木材の工芸的調査、副産物の製造、製材

の方法、林業の器具器械に関する調査

(5) 混農林業に関する調査

農用樹木の造林及びその施業、放牧の林

野に及ぼす影響、火入れの毛上及び地力に

及ぼす影響、稼及び肥料用草類の生産など
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に関する調査及び試験

1）林業試験所の誕生F

1900 （明治33）年6月に西ケ原山林試験場

は特別経営事業開始とともに廃止され、山林

局は東京府荏原郡目黒村及び平塚村の民有地

を購入し、ここに業務を移転して目黒試験苗

圃と称した。園地の面積l4町6反余、西ケ原

の見本園樹木も同時に移植された。この試験

苗圃の業務は、

(1) 樹木図作製

(2）試験苗圃のこと

(3）森林参考品の蒐集であった。

発足当時の職員は主任白沢保美の外2名で

あった。同年10月試験苗圏内に林業講習所が

開設され1904（明治37）年度に閉鎖されるま

での聞に事務室・標本室・実験室・講習室・

官舎などが建築されて、閉鎖後は林業試験所

に引継がれて設備が充実した。

目黒試験苗圃は1905（明治38）年11月に山

林局林業試験所と改称し、従来の林業課の管

掌から離れて山林局の 1課のような位置付け

となった。初代所長は松野硝である。

林業試験所の所掌事項は

(1) 林業試験に関すること

(2）森林参考品に関すること

(3) 樹木図に関すること

で、験測、保護、工芸、庶務に分課し、林業

試験は造林、林の成長及び収穫、林産製造、

木材の工芸的性質の事項に分けられた。その

後、化学実験室、工芸試験室、標本室が逐次

建設され、明治末には15棟建坪延726坪と

なった。

1908 （明治41)年5月所長松野欄死去、同

年12月白沢保美が所長となった。

2）林業試験場の拡充

林業試験所は、 1910（明治43）年11月、山

林局林業試験場と改称した。試験業務が造林、

林産利用、森林の施業及び保護、混農林業、

森林気象及び観測の 5業務に分化し、種苗の

検査、林産物の分析鑑定をも行う乙とになっ



た。翌年には高萩試験地と鍛冶谷沢木工所と

が開設され、さらに、森林測侯所が付設され

た。

高萩試験地は1910（明治43）年に、山林局

が茨城県多賀郡櫛形村友部上台所在の国有林

に設置し、東京大林区署所管のもとに、原野

の放牧、原野の火入れ試験を開始したものを

林業試験場に移管したものである。面積は国

有林22町6反余であった。鍛冶谷沢木工所は、

1910 （明治43）年に山林局が未利用広葉樹の

利用開発の目的で、宮城県玉造郡鍛冶谷沢に

設置した製材工場を林業試験場に移管し、ブ

ナ材を用いた木工家具の試作と販売を行った。

なお、後年に水害にあって事業は頓挫し、そ

れに加えて行政整理のため1914（大正3）年

に廃止された。

森林測侯所は、 1910（明治43）年に起きた

大水害の対策として立案された国の治水事業

の一部として、各主要河川の水源地帯に設置

したものである。森林測候所は、その地域の

気象を観測し、兼ねて洪水予報の資料蒐集を

目的として、 1912（明治45）年の妙義、日光

を手始めに各地に開設された。林業試験場の

管掌下に置かれ、年次計画により 1919（大正

8）年12月までに、我が国主要河川の流域水

源地帯に合計39箇所の森林測侯所が設置され，

た。

1921 （大正10）年国有林野特別経営事業の

終了とともに、翌年林業試験場も経常事業に

復帰した。この年に仙台、熊本の両支場、小

笠原試験地が開設されたが、その経緯を述べ

る。

従来国有林では8大林区署を指定して林業

試験を行っていたが、 1903（明治36）年同月

からは宮城・東京・大阪・熊本の4大林区署

に限定された。国有林の林業試験の実行は山

林局長が定めた事項の細目について、大林区

署長が方法書を提出し、試験の完結の都度そ

の成績を山林局長に報告する定めであった。

試験項目は大林区署の立地に応じ、造林及
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び保護に関する広範な事項で施行された。こ

れらの試験事項の多くは大正・昭和の年代を

通じて調査が続けられ現在にも引き継がれて

いる。この事業を充実するため1918（大正7)

年度から各大林区署に林業試験担当の専任技

師を置いて林業試験事業の刷新を図ったが、

1921 （大正10）年には林業試験場に仙台、熊

本の両支場を開設、大林区暑の試験担当職員

を支場に結集して国有林内の試験実行及び試

験地管理に当たらせた。ここで、これまでの

大林区署の林業試験は一応発展的解消したの

であった。仙台支場は仙台北六番町仙岳院苗

圏内に設けられ、敷地面積9町4反余、建物

8棟126坪からなる。熊本支場は熊本大林区

署に併置された。支場は造林・利用・保護・

庶務に分課された。

小笠原試験地は向島の国有林が東京府庁か

ら農林省に移管され、府庁時代に設置された

向島の熱帯植物に関する試験機関が林業試験

場に移管されたものである。小笠原小林区署

に併置され、署長が試験地主任を兼務した。

1921 （大正10）年、当時の林業試験場の業

務とその細目は次のとおりであった。

'(l) 造林試験に関する事項

林木と土壌との関係、林木種苗の性質、

造林撫育の方法

(2) 林産物利用に関する事項

林産物の工芸的化学的性質、副産物の増

殖

(3) 森林施業及び保護に関する事項

施業法が林分及び単木の成長に及ぼす影

響、林分及び林木の成長

計算、種子・林木・木竹材の有害動物及

び菌

(4) 森林気象観測に関する事項

森林と気象との関係、山岳地方の降水量

と出水との関係、気候と林木との関係

(5) 混農林業に関する事項

農用樹木の造林及び施業法、放牧d林野

に及ぼす影響、火入の影響



（＠種苗の検査及び配布

(7) 林産物の分析鑑定

(8) 林業参考品の蒐集

1922 （大正11)年に処務規程が改正され、

機構は造林部、生病理部、利用部、化学部、

施業部、気象部の6部及び庶務課に分課され

た。

この期の中頃までは職員の試験事項は掛持

ちが多かったが、後期には職員が増員されて

掛持ちがなくなり、担当の専門事項に専念す

ることができるようになった。

また、この期の後半には温室、庁舎、理化

学実験室、昆虫飼養室、講堂、植物保育室、

定温器室など建設されて施設も充実した。

1922 （大正11)年3月に林業試験場官制が

公布され、山林局林業試験場は農林省林業試

験場となり、本省直轄の外局扱いとなった。

＿？）内務省北海道林業試験場

1947 （昭和22）年の林政統ーによって農林

省林業試験場と合併することになる内務省北

海道庁北海道林業試験場の前身野幌林業試験

場が創設されたのは、目黒の山林局林業試験

所に遅れること 3年後の1908（明治41)年で

ある。これに先だって、官有山林は逐次拓殖

のため民有地に払い下げられ、 1886（明治

19）年に至り北海道の国有林はすべて内閣直

属北海道庁の管理となり、 1897（明治30）年

以降内務省所管になった。このうち1889（明

治22）年から1890（明治23）年にかけ約200

万haが御料林に編入され（このうち1894（明

治27）年に63万haを残し返還された）、さらに、

1906 （明治39）年から逐次道有林への移管が

始まり、明治末に道有林面積は約65万haと

なった。その後も内務省国有林は北海道開発

の趣旨から、かなりの部分が開拓民に開放さ

れた。

野幌林業試験場の庁舎は当初江別村野幌志

文別に建てられ（後に西野幌に移築）、 トド

マツなど原生林を含む3,500haを試験林とし

て管理した。職員は場長を含む3名のほかは
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作業員数名で、あった。野幌試験林は平坦な美

林で幾たびか開放の危機にあったが、 1921（大

正10）年に320haが史跡名勝天然記念物に指

定され、今日に原生林の姿をとどめることに

なった。 1933（昭和8）年北海道林業試験場

と改称された。当時の職員は技師3名を含む

13名で、あった。天然林施業から次第に内外産

樹種の造林や副産物研究などが行われた。

1936 （昭和11)年には軍需産業に応えるべ

く製材所、乾燥工場の建設とともに木材利用

部が新設され、翌年には広葉樹の成分利用な

ど化学的利用の研究も始まった。 1937（昭和

12）年の機構は育林、保護、利用、化学、気

象の5部と庶務課となり、技師6、属2、技

手17のほか助手などを含め総員68名の大所帯

となった。試験地は上川に森林治水試験所、

釧路と弟子屈に混牧林試験所が設けられた。

1947 （昭和22）年の林政統ーにより内務省

北海道林業試験場（野幌）と後述の帝室林野

局北海道林業試験場（豊平）は統一すること

になり、農林省林業試験場札幌支場と改称。

支場を野幌におき、豊平を分室とした。 1953

（昭和28）年に野幌の試験設備を豊平に統合、

北海道支場と改称した。

4）帝室林野局林業試験場

1947 （昭和~2）年の林政統ーによって農林

省林業試験場と合併することになる宮内省帝

室林野局林業試験場が官制上設立されたのは

1921 （大正10）年2月15日のことである。帝

室林野局は皇室財産の基礎の確立を目的に

.1885 （明治18）年御料局として発足したもの

であり、 1908（明治41)年、帝室林野整理局

(1924 （大正13）年帝室林野局と改名）とい

う宮内省の省外部局となって独自の施業案の

もと積極的な経営を行ってきた。御料林事業

の発展につれ試験研究の要望が強くなり、「林

産の増殖及び改良に関する学術的並びに実地

的の調査及び試験事項を行う為に」設置され

ものである。

1922 （大正11)年11月、東京府南多摩郡横



山村大字下長房に完成した庁舎、実験室ほか

の付属施設及び約2,000haの付属地に 8名の

職員をもって業務を開始した。発足当時から

御料林経営に資するという精神により、実地

試験を重点とする伝統は林政統一以降まで続

いた。林木種子の活力検定法、簡易パルプ製

造法、木材軽質油製造法、微生物によるマツ

ケムシ防除などはその例である。職員は1932

（昭和 7）年時点で技師3、技手5を含め計

17名である。その後1937（昭和12）年北海道

御料林用に技師2、技手2の追加など増員が

行われた。

北海道については1940（昭和15）年、帝室

林野局北海道林業試験場ができ、東京の林業

試験場は帝室林野局東京林業試験場となった。

北海道林業試験場は1940（昭和15）年、札

幌市豊平に新設され、定山渓にI30haの試験

林をもった。当時の職員は北海道は技師 1、

技手2を含む計5名、東京は技師3、技手6、

属1を含む計22名であった。

東京林業試験場は1945（昭和20）年8月、

八王子空襲の余波で庁舎ほか施設の大半が消

失したが、翌年いくつかの実験施設を再建し、

1947 （昭和22）年の林政統ーによって、北海

道林業試験場とともに農林省林業試験場に合

併することになる。

1. 3 縮小期一不況の下で

(1924 （大正13）年～1931（昭和6）年）

1874 （明治7）年に内務省に地理寮が設け

られて山林事務を開始して以来、約半世紀の

長い道程をたどり、林業試験を林業試験場一

本の機構に改め、発展の基盤を築きあげた途

端に、 1924（大正13）年の行政整理によって

仙台、熊本両支場廃止など、組織定員予算が

大幅に縮小され、林業試験はまた林業試験場

と営林局との二本立てに逆戻りした。この行

政整理のため縮小された林業試験は、その後

も拡充の機会が見出されず、この期の終末に

は国の予算から林業試験費が払拭されるので
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はないかと懸念されるまでになった。なお、

北海道については、前項1.2. 1の3）の記述

を参照。

1. 3. 1 林業試験場組織の縮小

1924 （大正13）年の行政整理に遭い、林業

試験場の仙台、熊本両支場が廃止され、それ

まで築いた機構がもろくも潰え去り、再び林

業試験場と営林局との共同事業に移すという

従前の形に逆戻りした。なお、この年大小林

区署制が廃され、営林局署制に変更した。森

林測候所もこの前後から廃止が始まった。

この行政整理によって定員は技師 6名、

属・技手9名が減員されて技師14人、属・技

手29人となり、事業費は半減されて、総経費

予算26万円となった。

また、行政整理によって国有林内の試験地

は、再び林業試験場と営林局との共同管理下

に置かれた。この行政整理による試験地の移

管は、従来の試験地を整理した上で合計37試

験地であった。これらの試験地は試験場や営

林局の諸般の事情によって管理が充分でな

かったので、 1934（昭和 9）年にはさらに整

理して、収穫試験地として格付けされた少数

の試験地だけを残し、その維持と試験の進展

を図った。試験地の主管は営林局の造林課で

ある占この収穫試験地はA種、 B種の二種に

分けられた。 A種収穫試験地は成長量の照査、

林分構成の研究、間伐実行上必要な資料なら

びに収穫表調製資料収集を目的とする試験地。

B種収穫試験地は各種作業法の比較研究を行

い、植生、土壌、気象などの基本的要素の精

密試験を行う総合試験的性格を持つ試験地と

規定されている。

昭和期の初めの一時期には、天然更新論議

が盛んになり、燃料開発が脚光を浴び、その

ため植生調査や木炭自動車調査などに人員、

予算が追加されたが、これも緊縮財政の下で

は上昇機運にはならなかった。

1931 （昭和6）年に林業試験場の部課が次

のように再編された。



造林部：種苗・更新・混農林業・立地調査に

関する事項、林木種子の鑑定、種苗の配布

生病理部：植物の生理及び病理、種苗・林

木・木竹材に対する有害動植物の調査なら

びに防除に関する事項

利用部：木材の物理的性質、木材の工芸的性

質、木材処理及び保存に関する事項

化学部：林産物の製造、林産物の分析鑑定、

土壌肥料に関する事項

施業部：森林の施業法、林木の成長査定、材

積算定に関する事項

気象部：森林気象の調査及び観測

庶務課：庶務総務に関する事項

これらの中で造林部に玄地調査、生病理部

に植物の生理、病理が追加されているのが目

立つ。これはこの時期に森林生態学的研究が

．林業試験に取り入れられたことの反映である。

縮小された予算人員の限定のなかで職員は

それぞれ努力したが、 1934（昭和 9）年頃ま

で事業拡大の機会を掴むことかで、きなかった。

そのような状況下で1932（昭和7）年1月

に白沢保美に替わって、藤岡光長が場長の職

についた。白沢保美は1900（明治33）年6月

林業試験首圃主任に就任以来、その後、松野、

村田、松波三氏の短期間の所長時代を除き、

通算26年の長期にわたって林業試験の発展に

尽力した。

1. 4 戦時準備態勢期一農村不況と戦時物資

自給

(1932 （昭和7）年～1944（昭和19）年）

1929 （昭和4）年の世界大恐慌に端を発し、

我が国には深刻な農村不況が1930（昭和 5)

年頃から始まった。林政は山村農家の更生施

策の重要な課題をかかえながら、他方に1931

（昭和 6）年の満州事変に続き1937（昭和

12）年に突発した日華事変を皮切りに、つぎ

つぎに展開してゆく戦時態勢下、林産物の生

産確保、戦時必要物資の自給が至上命題と

なった。このような情勢のもとに林業試験業
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務も一変して、従来の国有林に設けられた造

林・施業に関する試験は一切棚上げさせられ、

それに代わって山村農家の福祉を狙った山林

経営、軍馬育成に関係ある牧野の改良ならび

に戦時の必需物資の生産確保を狙った林産部

門などの試験研究が喫緊の要務として取り上

げられた。これは林業試験場にとって大きな

性格変化をもたらすものであった。かくて前

期の沈滞ムードは払拭されるかに見えた。し

かし、戦争の長期化につれ研究への悪影響が

露わになり、 1942（昭和17）年度以降は戦局

拡大のため、新規事業を企画する余裕を失っ

た。なお、内務省、宮内省の林業試験場につ

いては前々項1.2. 1の3）、 4）を参照。

1. 4. 1 戦時態勢下の林業試験場

未曾有の農村凶荒の対策としての山村更生

の重要課題をかかえながら、戦時態勢を整え．

るという農林行政の二重の目的に即応して、

林業試験もすっかり変容した。従来の造林施

業に関する試験は一切棚上げされて、試験活

動は主として農山村や農家所有の山林経営の

面に集中し、つぎつぎに新規の試験地が開設

され、また戦時態勢下の必需品である林産物

の生産確保のための試験が矢つぎ早に取り上

げられた。これらの試験は、業績の業界への

急速な浸透を狙って、実務的な規模で行われ

た。

1934 （昭和 9）年に東京営林局と共同で埼

玉県今宿村赤沼ほか二つの国有林に、農用林

の試験研究が開始されるなど、時局に即応す

る研究課題が取り上げられ、林業試験再活動

のきざしが認められた。

1935 （昭和10）年には林産物の加工、閥葉

樹利用開発の二つの新事業を開始し、技手3

名の増員となり、ベニヤ製造・合板試験室が

建設された。また、山形県下真室川営林署管

内に釜沸j試験地が開設され、広葉樹の製材、

乾燥、木工の試験を開始した。 1936（昭和

11）年には第二期治水事業が開始されて、従

来の森林測侯所が森林治水試験地と改称され、



当年度14箇所の森林測侯所が廃止され、全部

治水試験地となった。このうち半数は翌年、

翌々年にかけ廃止された。

1937 （昭和12）年には農山村更正のため菌

種培養と配布の事業を始め、技師 1名、属 1

名が増員となり、菌類培養室が建設された。

この菌種培養と配布の事業は、 1941. （昭和

16）年度から林業試験場の指導監督のもとに

全国森林組合連合会に移された。

また、 1937（昭和12）年には岩手県岩手郡

巻堀村好摩に好摩試験地が開設された。この

敷地は試験地設置のために、岩手県が民地を

買上げて林業試験場に貸与したのである。こ

の試験地で、は森林治水試験に併せて、特用樹

木の栽培及び牧野に関する試験、間伐材のパ

ルプ製造、加工炭の製造などの試験研究を

行った。 1938（昭和13）年には牧野改良事業、

間伐材利用、集材法に関する三項の新規試験

が開始され、技師 2名、技手4名の増員と

なった。軍馬生産の基盤である牧野改良事業

は、当年度から開始する山林局の牧野改良事

業に並行して始められたものである。試験地

は福島県下郡山営林署管内の都路国有林内に

置き、林内放牧試験と薪炭林経営試験を開始

した。集材方法の試験は間伐材の架線による

集材方法を研究する目的で閉始され、場内に

建設された集材研究室と神奈川県箱根県有造

林地内とで試験研究を行った。

また、 1937（昭和12）年に高島試験地と赤

沼苗圃が開設された。高島試験地は岡山県上

道郡高島村竜の口山国有林内に設けられた。

大阪営林局と林業試験場との共同施行による

ものである。業務は治水事業に関する観測と

特用樹木の栽培とで、あった。この地方は従来

から水田用水溜池の備林としてのアカマツ林

の水源かん養機能について是非の議論が多

．かったので、この解決のためと、児島半島の

禿山の砂防法の研究をするのが狙いであった。

赤沼苗圃は1934（昭利9）年以来東京営林

局と共同施行中であったが、この年度に事務
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所、官舎、実験室などの施設を整備して、林

業試験場の赤沼首園として発足したもので、あ

る。この苗聞は山林の営農的利用に関する諸

般の試験の見本市式展示を狙ったものである。

国際関係が悪化したため資源の輸入が次第

に困難になり、 1939（昭和14）年には松脂生

産のため生松脂採取奨励規則が公布されたが、

民間工場では不足のため林業試験場にも精製

工場が建築され、生産された生松脂の精製に

当たり、同時に松根油の製造法の改良試験に

着手した。

1941 （昭和16）年には未利用林産資源開発

利用、間伐材利用、工業用木炭の製造ならび

に製炭法の改良、パルプ適樹の生産確保など

の新規試験が開始され、これらを含め職員・

技手4名の増員を得た。このうち未利用林産

資源開発利用の試験は、廃材・樹皮等を資材

とする繊維板の製造試験であった。また、工

業用木炭の製造は大型窯、成型木炭などの中

間工業的装置の性能試験であった。

また、同年末には無霜地帯の宮崎県宮崎郡

田野村に適地を選び、亜熱帯閏の特用樹木の

養苗を始めた。この苗圃は1944（昭和19）年

度に田野試験地となった

1941 （昭和16）年12月8日に始まった太平

洋戦争は、開戦当時こそ連戦連勝し資源問題

を楽観視する気分も一時生じたが、半ばから

次第に戦況の不利が明瞭になった。枯渇する

資源と自給の逼迫に追われて、研究は軍需物

資生産に傾斜した。

1941 （昭和16）年度末の林業試験場の規模

は、本場の営造物が85棟、延2,550坪。職員

は技師21名、属・技手47名、雇員・助手・嘱

託・傭人115名合計183名の大世帯に膨れあ

がっていた。林業試験場の研究も極度の困窮

のなかに、非常時態勢に応じて辛うじて推進

されていたが、 1945（昭和20）年5月24日の

空襲で建物及び施設ならびに図書標本の大半

を焼失して呆然自失の状態となった。



2.戦後復興から筑波移転ヘ

,2. 1 混乱・復興期一敗戦から戦後復興ヘ

(1945 （昭和20）年～1950（昭和25）年）

1945 （昭和20）年8月15日、終戦の日を迎

えた。当時の職員は飢えとの戦いがなにより

優先された。敗戦とそれにつながる混乱のな

か、 1946（昭和21)年度は暗中模索的に復興

計画が進められたが、翌年から本格的に試験

場の焼け跡に新たな林業試験場の施設が復興

し始めた。

1947 （昭和22）年の林政統一に伴い国の林

業試験研究機関の再編が行われ、林業試験場

一本となった。とれについで営林局の試験部

門が支場へ編成替えされ、各地の試験地も所

属が確定された。施設も急ピッチで復興から

拡充され、次の発展を目指し組織再編が行わ

れ研究活動も開始された。 1950（昭和25）年

には、地方分散の必要性の少ない林産部門を

集約する方針のもと、札幌、浅川、釜淵の研

究者と施設を本場に集中し林産部門を強化し、．

基礎から応用まで一貫して試験を行う態勢が

できた。

2. 1. 1 焼け跡からの復興

1945 （昭和20）年5月24日の空襲で建物及

び施設ならびに図書、標本の大半を焼失し、

これに追い打ちをかける 8月15日の敗戦で多

くの職員は呆然自失の状態となった。しかし、

次第に焼け残ったわずかの建物に集まって、

焼け跡の整理に着手し、また、焼け残りの文

献などを手がかりとして、素早く立ちあがろ

うとした。場長はじめ首脳部は施設の早急復

興と、職員の不安を除くため懸命の努力を

．払った。

堅牢な施設を必要とする木材及び林産化学

部門が、ほとんどの実験施設を焼失したため、

しっかりした建物を探すほかないという考え

から、試験場の移転問題がおこったが、諸般

の事情で移転は不可能となり、結局元の位置

に復興計画が立てられた。翌1946（昭和21)

年2月、藤岡光長は14年間の長期にわたった
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困難な戦時態勢下を指導した場長の職を去っ

た。

戦後日本政府の上に君臨した連合軍最高司

令部（GHQ）の天然資源局（NRS）は農地

改革を推進し、また、林政上も初の技術者林

野局長官を誕生させ、林政に関する各種の勧

告を行った。 GHQはまた、林業研究にも林

産研究組織の統一を骨子とする勧告を行った。

1946 （昭和21)年度施設予算として立地研

究室新営費等100万円が認められ、同年着工、

翌年 2月に木造平家建2棟197坪の研究室が

できあがり、これが戦後復興の第一歩となっ

た。続いて作業研究室68坪、防腐研究室107坪、

木炭研究室100坪がそれぞれ林野局経費を

もって建設された。建設資材の多くは、構内

の製材所において現場担当員の手によってつ

ぎつぎと製材され建築に供されていったが、

当時食糧事情が最も劣悪であったにも拘わら

ず、よくその重労働にたえて復興に協力した。

しかし、本格的な復興にはかなりの時間を待

たなければならなかった。

2. 1. 2 林政統一と以降の組織・施設の拡大

大戦後の林政上の最大の課題は、異なる組

織に属していた国有林地の統一で、あった。

1947 （昭和22）年4月1日、それまで準備

が進んでいた帝室林野局御料林の農林省国有

林への移管手続きが終了し、これをもって林

政統一の第一歩がなり、同年5月1日内務省

北海道国有林を農林省に移管し、ここに林政

統ーが完成した。これに伴い、帝室林野局所

管であった東京都南多摩郡横山村所在の東京

林業試験場は林業試験場の浅川支場となり、

北海道札幌市豊平町所在の宮内庁所管の北海

道林業試験場は林業試験場の札幌支場となり、

北海道札幌市江別町野幌所在の内務省所管の

北海道庁林業試験場も林試札幌支場に合併さ

れた。

これに先立つ1947（昭和22）年3月31日、

本場の機構を改編し、総務、造林、保護、防

災、林産化学、木材及び調査室の6部 1室が



設けられ、総務部に庶務、会計、用度の 3課

が置かれた。これと同日付で青森、秋田、大

阪の 3営林局の試験調査部門を支場として編

成替えのうえ、それぞれの局内に併置し、好

摩試験地は青森支場好摩分場に、釜淵試験地

は秋田支場釜淵分場に、また、高島試験地は

大阪支場高島分場に改められた。同年12月1

日、さらに、高知、熊本の 2営林局の試験調

査部門を支場とし編成替えのうえ、それぞれ

の局内に併置し、 1941（昭和16）年に設置さ

れた田野試験地を熊本支場田野分場に改め、

小園、矢岳の 2試験地は熊本支場の直轄とし、

また、 1939（昭和14）年設置の大正試験地は

高知支場の直轄とした。

復興もおおむね順調にすすみ、 1948（昭和

23）年3月には本館事務室木造2階建t棟付

属家付延375坪をはじめ、研究室12棟延750坪

その他が建設され、これが戦後復興の中間点

となった。 1950（昭和25）年に入り、製材試

験室、木材強度研究室、 ドラフト室などが建

設され実験が着手された。研究施設の復興と

ともに最も深刻な問題は住宅困窮下での職員

の住宅確保であったが、新設、転用、その他

南多摩郡稲城村所在の旧軍用施設の借上げな

どによって、約5年間におおむね50世帯の収

容ができた。

1949 （昭和24）年5月31日農林省設置法の

制定により、林業試験場は林野庁の付属機関

となった。また、機構の整備により造林部及

び木材部の一部を分離し、経営部を新たに設

け、 7部 1室とし、経営研究室の建物も建設

された。

復興が進むにつれ試験研究業務もようやく

軌道にのり、 1948（昭和23）年4月には研究

報告第40号が戦後初めて報告として刊行され、

その後相ついで研究成果が公表されるに至っ

た。

このころ、国有林においては林業経営の合

理化対策が治水・治山対策、造林対策と並列

して重要施策として取り上げられ、 1951（昭
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和26）年度予算に計上されるに至った。これ

よりさき、林業経営の集約化のため、さらに

精度の高い収穫表が要求されるようになり、

林野庁は既往の収穫表の検討方法及び新収穫

表調製方法の研究を依頼してきたので、その

要請に応えて経営部測定研究室でこの研究に

着手した。

戦時中及び戦後の森林の乱伐により、本邦

においていまだ、かつてない松枯れ被害が顕著

になった。 1928（昭和 3)・年ごろ兵庫県及び

長崎県下に集団発生して以来、林業試験場の

調査研究が進められたが、これに関する組織

的な調査研究を行うようになったのはむしろ

戦後である。この過程において、いわゆる松

くい虫と称されている各種類の昆虫について、

個生態学的な調査がまず行われ、ついでこれ

らを害虫群集として扱う方向に研究が進めら

れた。 GHQは松枯れを民政上重要視し、防

除方法・組織・研究に関する勧告を行い、こ

れが森林病虫獣害防除法の基礎となった。こ

の調査には林業試験場の研究障が協力した。

林産に関する試験研究を実施するには特に

施設を必要とするので、 1950（昭和25）年4

月浅川、札幌両支場及び釜淵分場の林産部門

の研究施設と研究陣容を本場に集中し、研究

の充実と能率的な進展に努力が払われ、かつ、

基礎部門から中間工業試験までを一元的に行

う計画が進められた。同時に浅川支場を本場

の分室とし浅川分室と改め、高萩、赤沼、十

日町、白河、小塚及び都路の各試験地を本場

の直轄とした。また、前橋、長野、東京、’名

古屋の各営林局で行う林業試験については、

それぞれ駐在員を配置して試験業務を担当さ

せることとした。

2. 2 発展期一好況下での林業林産研究

(1951 （昭和26）年～1961（昭和36）年）

戦後の混乱期から落ち着きを取り戻してき

た195d（昭和25）年頃から、木材増産のため

の生産力増強が国の重要施策として取り上げ



られるようになった。このため、林野諸法制

の整備が始まり、これに呼応して林業試験場

の組織・人員が充実し研究が活性化した。な

かでも生産力増強に関係ある土壌、育種分野

が充実した。また、昭和30年代半ばから経済

が上界期に入り、木材価格が高騰し始めた。

このため木材資源の合理的利用の観点から林

産研究にカが注がれた。

支場の充実も次第に進み、各地域で順々に

新庁舎ができ、地域での研究センターの役割

が期待されるようになった。

戦後復興に中心的役割を果たした斉藤美鴛

場長は1952（昭和27）年、労苦を共にした大

政正隆に交代した。

2. 2. 1 生産力増強

1951 （昭和26）年6月1日、土壌調査部が

設けられ本場は8部1室となった。 1935（昭

和10）年ごろから始まった系統的な森林土壌

の研究は、昭和30年代に国有林から始まった

林野土壌調査事業（林地生産力調査事業）を

背景にして発展期に入った。土壌調査部が独

立して、 2科5研究室が設置されるに及び、

この分野の研究調査手法は大きく発展し、首

木の栄養や首畑施肥の面でも解明が行われ、

林地生産カの増強を目的とした林地肥培の研

究、林地土壌生産力に関する研究が活発に行

われ、拡大造林の技術的基礎を作った。

1950 （昭和25）年頃より、我が固における

林木の育種に対する関心が高まり、 1957（昭

和32）年度から国有林、民有林を通じて、林

木育種事業を本格的に実施することになり、

同年当場管理のもとに、北海道林木育種場が

北海道江別市に、中央林木育種場が茨城県水

戸市笠原町に、九州林木育種場が熊本県菊池

郡西合志村に、また、翌年12月、関西林木育

種場が岡山県勝田郡勝央町に、東北林木育種

場が岩手県岩手郡滝沢村にそれぞれ設置され

た。

国の施設に呼応して一部の道府県において

も育種事業機関を設置し、また、一部パルプ
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会社でも育種研究室を設置し、自主的に育種

事業が進められるようになった。｝959（昭和

34）年4月1日、北海道、中央（関東）、東北、

関西及び九州の各林木育種場が林野庁特別会

計へ移管され一本化され、ここに林木育種事

業が本格化した。

また、本場経営部経済科に経済研究室が設

けられ、林業試験場ではじめて林業の経済研

究が取り上げられた。

2 .. 2. 2 林産研究

林産施設の中央集中については、 1950（昭

和25）年、浅川、札幌、釜淵の林産部門を本

場に集中したほか、施設再建についても数年

にわたり準備が進められた結果、 1954（昭和

29）年5月、鉄筋コンクリ－下 2階建一部3

階建坪421坪延909坪の林産館及び付属変電室

ならびに機械室、ボイラ一室のほか、木材強

度試験室50坪と応用研究室鉄骨スレート葺

365坪が完成し、林産研究業務推進に一転機

を画した。

機構整備においては、 1953（昭和28）年 1

月、林産化学部にパルプ繊維板科を置き、パ

ルプ研究室、繊維板研究室の2研究室とし、

林産化学部林産製造科特殊林産研究室を特殊

林産第1研究室と特殊林産第2研究室に分離

L し、木材部に木材加工科製材研究室、材質改

良科接着研究室が設置された。

戦後我が国における木材の需給関係は年々

逼迫したため、 1955（昭和30）年 1月の閣議

決定に基づき、木材資源利用合理化推進本部

が設けられた。林産研究面では質的にも劣悪

化の傾向にある木材をできるだけ完全に、か

つ、効果的に利用するため技術の開発と、ま

た、建築物で進出著しい競合材料に対し木質

材料の特質を生かし、その付加価値を増大す

るための研究が進められた。

製材技術面では、製材歩止りの向上を目指

し、薄鋸使用の研究とその目立技術確立に努

力が払われ、その試験研究の成果をもとに

1952 （昭和27）年から目立技術講習所の設置



が漸次各府県にみられるようになり、木材加

工専門技術員の協力と相まって薄鋸使用の研

究成果が普及した。

2. 2. 3 機構・施設整備

以上述べたほか、本場及び付置施設につい

ていくつかの整備が行われた。

1954 （昭和29）年11月1日、長野県西筑摩

郡福島町に本場直轄の木曽分場が設置され、

我が国亜高山地帯における林業に関する試験

研究が進められることになった。

翌4月、赤沼試験地に樹芸研究室、浅川実

験林に樹木研究室、十日町試験地に雪害研究

室、高萩試験地に牧野研究室、小国試験地に

立地研究室がそれぞれ設置され、付置機構に

も研究室が設置されたが、後日そのいくつか

は試験地から移籍された。施設面では風洞実

験装置やRI施設などの設置によって、新手法

による研究が進展した。 RI（放射性同位元素）

については、原子力の平和利用の一環として

1955 （昭和30）年度より取り上げられ、翌年

度にトレーサー実験室、 1958（昭和33）年に

鉄筋コンクリート造のガンマー線照射実験室

が建設され、さらに、 1959（昭和34）年には

林木生理実験のためRI専用のガラス室が建設

された。これらの施設を有機的かつ多面的に

利用するためにRI資料準備室25坪が1960（昭

和35）年度に完成し、施設としては一応整備

された。これらの施設は共同利用の立前を

とっているため、一般的管理は調査室があ

たった。

2. 2. 4 支場の整備拡充

本場の整備が一段落し、支場が地域研究の

中核となることが要望され、支場の整備拡充

が始まった。

北海道： 1951（昭和26）年7月20日、それ

まで野幌にあった札幌支場を豊平に移し、豊

平を札幌支場とし、野幌を野幌分室とした。

1953 （昭和28）年10月1日、札幌支場を北海

道支場と改称し、野幌分室は野幌試験地に改

め、野幌分室の試験設備の大部分を札幌市豊
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平所在の支場に移した。同年11月、経営研究

室、昆虫飼育室、土壌調査室、造林研究室、

倉庫などが移改築され、ここに同支場の体制

が整った。

東北： 1959（昭和34）年7月1日、青森支

場、好摩分場、秋田支場を合併し、東北支場

となった。東北支場新庁舎の完成までは東北

支場青森連絡室を青森営林局内に、東北支場

秋田連絡室を秋田営林局内に設けるなど一時

的な処置がとられた。 1960.（昭和35）年に入

り、盛岡市下厨川字鍋屋敷所在の東北農業試

験場の用地の一部39,815坪を同試験場から所

属換を受け、同年12月、同地に東北支場が建

設された。建物施設の主なものは研究室及び

事務室（鉄筋コンクリート造2階建）延712

坪のほか、温室、昆虫飼育室、苗畑作業舎、

倉庫、温室などで、待望の研究施設が乙こに

完成し、研究環境も飛躍的に進展し、東北地

方における地域林業の発展に大きな役割を果

たすこととなった。この時好摩分場は東北支

場好摩試験地となった。

関西： 1952（昭和27）年7月、大阪支場を

京都支場に改称。 1956（昭和31)年3月京都

市伏見区桃山町に京都支場の庁舎、研究室、

木造平家177坪及び倉庫が建設されそれまで

京都市東山区の仮住いから移転した。1959（昭

和34）年、京都支場を関西支場に、京都支場

高島分場を関西支場岡山分場に改称した。同

年治山工法に関する試験地として岡山県玉野

市に関西支場玉野試験地が設置された。

四国： 1959（昭和34）年、高知支場は四国

支場となり、新庁舎の建設を待つことになっ

た（2.3. 3参照）。

九州： 1953（昭和28）年度に熊本支場建設

用地として4.56町を熊本県護国神社から購入

し、翌年3月に庁舎102坪ほか、標本室、作

業舎などが建設され、新庁舎に移転し、営林

局併設支場から独立し、九州の地域林業に大

きな役割を果たすことになった。これと加に

1951 （昭和26）年、熊本支場田野分場は宮崎



市内に宮崎県庁の寄付によって建設された新

庁舎の落成とともにここに移転し、熊本支場 F

宮崎分場と改め、暖帯林研究を行うことに

なった。

2. 3 転換期一国際化と林業不況へ

(1962 （昭和37）年～1973（昭和48）年）

1960年代に始まった高度経済成長の中に

あって、林業は1960（昭和35）年からの外材

自由化の影響が次第に現れ、一般経済に先

だ、って不況がしのびよってきた。 1964（昭和

39）年の林業基本法はその対策として立てら

れ、これに関連した施策をめく、って研究にも

生産力増強から生産性向上が重視されるふう

になった。また、日本の経済大国化に伴い、

途上国への国際協力のほか、木材貿易摩擦な

ど国際的な対応が必要になってきた。

一方、同時に、異常なまでに進展して来た

経済成長は、次第にその歪みをみせはじめ、

国民の豊かな生活への願望が、物量から質へ

と転換するとともに、研究目標も大きく転換

し始めた。 1970年代に入って自然保護運動は

急速に進展するとともに、森林の持つ環境保

全への期待が大きくなってきた。

このような時代に対応すべく、分野横断的

な総合研究が必要となってきた。これらの多

くは、基礎的研究分野において、成果の出始

めたものを、体系づけようとしているもので

ある。

カラマツ造林地の実態調査、合理的短期育

成技術、林地生産力に関する研究、寒害防止

に関する研究、豪雪地帯における造林技術に

関する研究、松くい虫によるマツ類の枯損防

止などである。これらは農林省特別研究など

のほか一部は自主財源で行われ、成果をあげ

た。

この時期の終わりには、時代の研究要請に

応える施設改編が盛んに行われ、また、国の

行政方針に沿った本場の筑波研究学園都市へ

の移転が決定し、建設工事に着工した。

1fi 

2. 3. 1 林業・林産業の生産性向上に向かっ

て‘
1 ）林業研究

工業化を基幹とした急激な経済成長に一次

産業としての林業が遅れをとらないよう、林

業基本法（昭和39年法律第161号）に基づき

各種の施策が実行に移された。産業界の発展

に足並みを揃えるべく、大面積一斉造林、林

地肥培、伐採搬出作業の機械化、施業の省力

化のための除草剤・病虫獣害防除薬剤など、

林業研究も、生産力もさることながら、生産

性の向上に重点がおかれた。林業の機械化は、

作業の能率化と同時に、作業の安全性の研究

が重視され、チェーンソ一等の振動問題はこ

の期の重点課題として進められてきたる除草

剤の研究については、研究室の創設とともに

除草効果の試験と並行して、総合研究として

の除草剤の林地生態系に及ぼす影響調査が行

われた。防災部門においては古くから続いて

きた森林の国土保全機能の研究から、保全機

能を発揮させるための林地の地帯区分の研究

が開始された。森林調査の能率化のために空

中写真の利用法が開発されてきたが、波長別

写真撮影法の開発及び衛星写真利用技術の開

発に伴って、植物の活力判定、大気中の物質

の濃度判定などができるようになり、現在に

至る公害研究の有力な手法となってきた。

一方、大面積一斉造林が進むにつれ、不成

績造林地も各所にみられるようになり、将来

の拡大造林に対する懸念から、その原因を明

らかにする必要が生じた。そのため、立地環

境、気象害、病虫獣害問題が次第に表面化し、

この対策が求められた。これらはいずれも広

い分野の研究が必要であった。その先駆けと

なったのは1955（昭和30）年頃に着手された

カラマツ落葉病の共同調査で、プロジェクト

リーダーのもとに保護、土壌、気象、造林、

育種分野の研究者の現地調査によって立地的

諮要因が発病要因であることを明らかにした。

これはそれまでの専門化、細分化が進展した



研究のやり方では、林地における複合した現

象の解明が困難であり、広域にわたる複雑な

現象への対応という社会の要請に応えるため

には、各専門分野にわたる総合的判断が必要

となってきたことを意味している。

気象害のうち寒害については、 1962（昭和

37）年から1973（昭和48）年にかけて本・支

場にわたって防災、造林、保護分野の共同研

究によって全国にわたる被害実態を明らかに

し、被害発生の各種メカニズムについての知

見が多く得られるとともに、その対策として

樹木または林分としてこの耐性強化に主眼を

おいた保育技術の開発が進展した。

このようにしてプロジェクトシステムが次

第に浸透するなかで、特別研究、別枠研究な

どによりいくつかの成果が生まれた。そのう

ち「まつくいむしによるマツ類の枯損防止に

関する研究」（昭和43～46）は、本・支場の

昆虫・樹病・菌類・造林・土壌・気象各部門

の共同研究によって、松枯れの真因がマツノ

ザイセンチュウとマツノマダラカミキリの共

生的関係によって起きることを明らかにし、

いわゆる松くい虫の研究と対策に一大転機を

もたらした。この特別研究に続いて公立林試

と連携し、松材線虫病の防除研究が進展した。

木材増産に重点をおいて行われてきた研究

は、次第に環境保全との調和を指向した研究

へと移行しつつあった。薬剤のみに頼る病虫

害防除は、林業の経済性と必ずしも一致しな

いのみならず、生態学的にも不合理が多いこ

とから、病虫害の生態的防除に関する研究は

森林保護部門における重要な研究課題となっ

た。別枠研究「害虫の総合防除に関する研究J

（昭和46～50）は農業分野と交流し、林業の

独自性を知らせる絶好の機会となった。

2）林産研究

昭和40年代に入り漸増している需要量を満

たすため輸入が漸増し、 1970（昭和45）年頃

から愉入外材が半数を超えた。これに対応す

るため、林産研究においては、木材の有効利
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用と未利用材の活用研究、特に、木質パネル

とそれに関連する部門の研究が重点的に行わ

れた。また、拡大造林に伴い、間伐材利用開

発のために未成熟材の材質特性とその改良の

研究が進められた。輸入量の増大に伴い、外

材とくに南方材の研究が必然的に増大し、研

究蓄積は次第に増加した。

1974（昭和49）年に始まったツーパイフォー

(2吋×4吋）材による建築は、木材多消費

ではあるが、単純化された規格材を用いた枠

組壁工法であるため次第に普及し、多種類の

寸法の材を用いる在来構法にとって脅威にな

り始めその対応が研究面に要請された。

それまでは輸入材特に南洋材を主対象にし

てきた木材特性や加工利用の研究を進めてき

たが、次第に圏内産材の研究も進んで、きた。

1972 （昭和47）～1974（昭和49）年の 3年か

けて、木材部の全精力をあげ、これに林産化

学部、北海道林産試の共同研究が組まれカラ

マツ材の利用技術の可能性と問題点を明らか

にした。

2. 3. 2 国際協力

農林省では国際協力の精神に基づき、アジ

ア地域、中近東地域、アフリカ地域、中南米

地域の開発途上の国との農林水産業技術協力

の一環として研修生の受け入れを開始した。

コロンボ計画に基づく海外研修生の集団受入

れもその一つで、 1956（昭和31)年に農業関

係の研修コースが組織され、林業関係では、

当場構内に木造2階建延50坪の海外研修生の

研修室が1961（昭和36）年3月に竣工し、林

業経営、林産加工の2コースを開設したが、

1963 （昭和38）年度は森林作業、木材加工研

究の 2コース、 1964（昭和39）年度は森林調

査、林産研究の2コースが開設されるなど、

フィリピン、インド、ビルマ、スーダン、北

ボルネオ、インドネシア、マレーシア、韓国、

及び中華民国から多くの研修生を受け入れた。

我が国の経済成長に伴って、明治以来の海

外技術の導入から逆に、海外への技術協カヘ



と転換し始めた。資源に乏しい我が固として

は、天然資源の有効利用、特に森林について

は、その再生産技術の研究において、国際協

力の必要性が認識され、熱帯降雨林における

更新に関する研究が開始され、在外研究員も

派遣された。また、 1969（昭和44）年、林業

試験場が日本側担当機関となって始まった天

然資源、の開発利用に関する日米会議（切NR)

森林専門部会、さらに、 IUFRO（国際林業試

験機関連合）などを通じ、国際交流はさらに

活発になった。 1972（昭和47）年に東京で開

催された遺伝部会の研究集会はアジア初の

即FROの集会である。

2. 3. 3 現地組織の整理統合と施設の整備拡

充

組織の拡充は一段落し、戦前から各地に散

在している組織としての試験地などが整理統

合され、同時に後回しにされていた本・支場

の施設整備が行われた。また、時代の要請に

より、機械化部の新設が行われ、支場では組

織強化が行われた。

現地組織の整理については、先ず1937（昭

和12）年に馬の放牧試験のために設けられた

福島県都路試験地は、放牧試験の終了に続い

て薪炭林施業法の試験を行っていたが、所期

の目的を達したので1961（昭和36）年に廃止

した。また、北海道上川試験地は1937（昭和

12）年第二期森林治水事業開始のころ内務省

北海道林業試験場に設けられて以来森林の治

水問題の究明を担ってきたが、所期の目的を

達したので廃止した。 1962（昭和37）年、九

州支場小国試験地及び東北支場好摩試験地は

一応所期の目的を達したので、これを廃止し

た。関西支場玉野試験地は試験業務が終了し

たので1964（昭和39）年に廃止し、同岡山分

場は1966（昭和41)年岡山試験地となった。

北海道の釧路試験地は1965（昭和40）年に、

野幌試験地は1972（昭和47）年に廃止された。

これら試験地の整理に関連した研究室の再編

も行われた。
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本・支場の総務部、調査部関係の組織改編

も盛んに行われたが、そのうち地域研究の調

整連絡が重要になったので、 1963（昭和38)

年関西、四国、九州の各支場に調査室が設け

られた。

1965 .（昭和40）年度予算において機械化部

の新設が認められ、同年4月1日から発足し

た。機械化部は従来の経営部作業科を母体と

する機械・作業部門が機械化部として独立し

たものである。

支・分場の組織施設整備については、前期

に続いて行われた。関西支場では1963（昭和

38）年土壌資料調整室が、 1965（昭和40）年

にはRC研究棟の新築のほか昆虫飼育室の増

築が行われ、 196"6（昭和41)年に育林・保護

の2部制となった。また、九州支場は1963（昭

和38）年、ガラス室などのほか防災研究室が、

1968 （昭和43）年に 2階建て（一部3階）共

同実験室が完成した。

四国支場は1964（昭和39）年高知市朝倉行

宮の森の新庁舎に移転した。庁舎の敷地は苗

畑、見本園、実験林、庁舎敷、宿舎敷等あわ

せて7.3ha、建物施設の主なるものは、庁舎、

研究室RC2階建一部地階付、昆虫飼育室、

ガラス室など研究施設、公務員宿舎などであ

る。ここに四園地域の林業研究の中心として

活動が開始された。

北海道支場では昭和40年代から周辺の市街

化が急激に進み移転計画が組上に上がってき

た。 1972（昭和47）年に羊ケ丘への移転整備

計画が承認され、同年から1974（昭和49）年

の3ヵ年にわたって建設工事を行い、 1974（昭

和49）年に羊ケ丘へ移転した。敷地は農林省

北海道農業試験場敷地の一部所管替を受けた

約175haで、施設はRC3階建3,893niの本館

を含み、総面積1万ぱ余に達する。この移転

で北海道での林業試験場の統一が実質的に

成った。

本場の移転についても、昭和30年代末から

話題になっていたが、 1967（昭和42）年に筑



波研究学園都市建設が閣議了承され、林業試

験場も移転機関に含まれることになった。そ

してその後、 1975. （昭和50）年から1977（昭

和52）年の 3年にわたって建設工事を行った

のである（3.2. 1 筑波移転参照）。

（小林富士雄）

3.環境重視の時代ヘ

3. 1 環境問題への対応

1955 （昭和30）年頃から始まった高度経済

成長時代にさまざまな歪みが生じ、環境問題

が人類共通の問題となってきた。我が国では、

水俣病や四日市・川崎瑞息に代表される「公

害Jが大きな社会問題となった。それまでは、

金属精錬所周辺等の限られた地域の問題で

あった大気汚染による農林作物被害が、工業

地帯や大都市周辺で生じるようになり、プロ

ジェクト研究による対応が必要となった。

1973 （昭和48）年と1978（昭和53）年の二度

のオイルショックを経て、我が国の経済は安

定成長期に移行した。これに伴い、上昇を続

けてきた木材需要も頭打ちとなり、 1千万ha

に達した人工林の手入れを担うべき山村人口

の減少は、林業の担い手の減少に加えて、林

業労働力の高齢化を招いたほか、不在村森林

所有者の増加による森林管理の粗放化が顕在

化してきた。

1972 （昭和47）年6月、スウェーデンのス

トックホルムで開催された国連人間環境会議

は最初の世界的な政府閉会合である。 113ヵ

国が参加したこの会議の主題は「かけがえの

ない地球（Only One Earth) Jであり、経済

発展に伴う環境汚染や自然破壊が人類にとっ

て許容できないレベルに達しつつあることが

警告された。同年の、「世界の文化遺産及び

自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条

約）Jの採択、「国連環境計画（UNEP）」の

設立と合わせ、先進諸国の政策は環境を重視

する方向へ大きく転換した。しかし、環境重

視政策が経済発展を匝害する要因ともなった
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ため、発展途上国においては、貧困の解決が

遅れ、「南北問題」を引き起こす原因にもなっ

ている。

環境汚染の問題は都市部だけでなく、下刈

り時の除草剤使用、有機塩素系農薬による害

虫防除などの点で森林施業の現場にも大きな

関係があったb人間環境会議の前年の1971（昭

和46）年は、林野庁長官からBHC剤の全面

使用中止通達、環境庁の設置による鳥獣行政

の移管、世界野生生物基金日本委員会

(WWWJ）の発足など、変革の年で、あった。

3. 1. 1 林業と自然保護の調和

昭和40年代の拡大造林は奥地が対象となり、

ブナ林、亜高山針葉樹林がスギやカラマツの

人工林に転換されるにつれ、自然保護の立場

からの批判が高まってきた。特に、大規模林

道の開発に対する反対運動が各地で発生、大

規模な一斉造林に対して、研究者からも疑問

の声があがるようになった。

森林が存在することの意義や森林の質につ

いての国民の関心が高まり、 1972（昭和47)

年に林野庁は「森林の公益的機能計量化調査J

により、森林が存在することによる価値が年

間12.82兆円という試算結果を発表した。こ

のように、天然更新を確実にするための研究

に加えて、森林が存在しているだけで各種の

公益的機能を発揮していることを強調する研

究が進められるようになった。「農林漁業に

おける環境保全的技術に関する総合研究J、

「山地崩壊ならびに洪水発生危険地判定法の

確立J、「山地傾斜地における草地畜産管理シ

ステムの確立J、「農林水産業が持つ国土資源

と環境の保全機能及びその維持増進に関する

総合研究J、「都市及び都市周辺における樹林

地の維持と管理」、「環境変化に対応した海岸

林の環境保全機能の維持強化技術の確立Jな

どがその現れである。

3. 1. 2 非皆伐施業の推進

拡大造林たよって造成されてきた大面積一

斉造林地については、間伐技術の改善や枝打



ち等、高付加価値材を生産する目的の研究が

体系的に進められた。また、林地保全に関わ

る皆伐時問題を回避するために非皆伐施業が

研究目標となり、複層林施業、非皆伐施業に

適した伐出技術の研究が行われた。一斉単純

林の増大に伴って多発するようになったス

ギ・ヒノキの病虫獣害に関して、できるだけ

薬剤を使わない総合的防除法が模索され、天

敵生物や生理活性物質の利用、育林的防除技，

術の開発が行われた。

3. 1. 3 広葉樹

国産材の需要増大を図るための木材の有効

利用技術の開発は、昭和40年代終期に実施さ

れたカラマツ材や間伐材の利用技術、針葉樹

の単板積層加工利用技術など造林樹種に対す

るものから多様な樹種、新たな用途開発に目

が向けられた。まず、 1980（昭和55）年から

の場内プロジェクト「広葉樹林の育成技術の

予備的解析J、1981（昭和56）年度の技術開

発課題「広葉樹用材林の育成技術j により、

ブナ、ウダイカンバ、ミズナラ、シイの天然

更新技術、好適立地判定技術に関する研究が

進められ、 1982（昭和57）年開始の「ミズナ

ラ等主要広葉樹の用材林育成技術の開発Jに

よって、天然生広葉樹林からの用材林生産を

確立した。ほぽ同時期に開始されたりてイオ

マス変換計画（生物資源の効率的利用技術の

開発に関する総合研究）」では、利用技術が

大きく進展した。薪炭としての利用が無くな

り、紙パルプやしいたけ原木などの低位利用

にとどまっていた広葉樹の新たな利用に道を

開くものであり、良質なタンニン、キシロオ

リゴ糖等の化学成分、さらに、蒸煮・爆砕に

よる家畜の粗飼料製造などである。東北地方

のシラカンバ、九州のコジイなどでは、畜産

試験場との共同研究により飼料化技術が完成

したが、輸入乾草との価格競争に打ち勝つこ

とはできなかった。

シイタケをはじめとした食用きのこ生産は、

19"83 （昭和58）年に、その売り上げ金額が木
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材生産を上回るまでになり、農林複合経営の

基幹作目として山村振興に重琴な役割を果す

ようになった。栽培技術の高度化、原木供給

不足、病虫害の多発などの問題が生じ、公立

林業試験場と共に試験研究行われた。

3. 2 リオサミット以降

1992 （平成4）年6月、「国連環境開発会

議（UNCED)Jがリオデジャネイロで開催さ

れ、「生物の多様性に関する条約J、「気候変

動に関する国際連合枠組条約Jが採択された。

最も重要な問題で、あったはずの森林につい

ては、「すべての種類の森林の経営、保全及

び持続可能な開発に関する，世界的な合意のた

めの法的拘束力のない権威ある原則声明」が

採択されるにとどまったが、さまざまな分野

での行動計画をまとめた「アジェンダ21Jが

合意され、フォローアップのための「持続可

能な開発委員会（CSD)Jが設置された。また、

「生物の多様性に関する条約」、「気候変動に

関する国際連合枠組条約j について、我が国

を含めた150ヵ国以上が署名し、それぞれ、

1993 （平成5）年、 1994（平成6）年に発効

した。

森林に関する残された問題を討議するため

に森林に関する政府間パネルがCSDの下に設

置され、国際的な取り決めの合意を含めた検

討を引き続き行うことになった。これまで、

先進国の環境問題と、発展途上国の貧困解決

という二つの問題が平行iしていたものが、共

通問題として森林減少、地球温暖化、生物多

様性減少など人類の生存基盤に目を向けたと

いうことで画期的な会合であった。そのため、

リオ会議以降は森林が各国の環境政策の中心

となり、森林研究の方向も大きく転換し、「持

続可能な森林経営Jを達成するために、その

進捗状況を測る国際的な「指標と基準J作り

が各地域で活発化した。

リオサミットの背景には、世界的な森林の

危機があった。 FAOの「1990年森林資源調査J



によると世界全体の森林減少は1980・ （昭和

55）年からの10年間で約 l億ha減少した。そ

のほとんどは途上地域での急激な減少であり、

ラテンアメリカ・カリブ地域では4.7%に達

する。気候別に見ると非熱帯地域の森林と樹

林地合計では 1千4百万ha増加できたのに対

し、熱帯では 1億 6千4百万haもの減少と

なっている。生物種の半数以上が生育してい

る熱帯林の減少と劣化は、野生生物種の減少

により遺伝資源の消失を招くだけでなく、森

林生態系内に貯留された二酸化炭素の放出に

よって地球温暖化を促進するなど、地球的規

模での問題となっていたのである。

（持田宏）

3. 2. 1 筑波移転

筑波研究学園都市構想、について国の意志が

初めて明示されたのは、 1963（昭和38）年9

月「研究・学園都市の建設について」の閣議

了解である。その後新都市建設の推進体制が

順次進み、 1967（昭和42）年9月の閣議にお

いて林業試験場を含む36の移転予定機関が決

定した。

1969 （昭和44）年に入り林業試験場の建設

個所として茎崎地区が概定し、現地の調査が

行われ、続いて希望者全員を対象に現地視察

が行われた。移転時期については各種議論が

あったが、翌年 1月場長が全職員に対し移転

計画の説明会を行い、早期建設に踏み切った。

歴史ある目黒を去ることになるために起こる

諸問題のうち、特に深刻な職員家族の移転困

難者問題について、職場移動や住居、子弟教

育などの諸対策を講ずることとなった。

建設推進の体制は、 1971（昭和46）年に設

置した建設委員会で基本計画などを検討して

きたが、 1975（昭和50）年に入り実施体制強

化のためこれを建設本部とし、ここで具体的

な建設の基本計画が作成された。先ず苗畑画

場が造られ、ついで一部の別棟建設が着工さ

れた。

研究本館については機能別の配置、建物の
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構造・外装から実験室・研究居室仕様などが

次々に決定された。内装については可能な限

り木質材料を使用するよう努めた。研究用特

殊実験棟の多くは研究部を中心に検討され、

エネルギーセンタ一、人工気象実験棟、問実

験棟など共用施設、樹木園、工作室・倉庫（体

育館）などは関係部を中心に検討され、JV（建

設共同事業体）により次々に建設された。

このようにして1977（昭和52）年に研究本

館が概成し、 1978（昭和53）年を中心に移転

が行われた。移転作業を進めるため移転本部

を設け、移転に先立つて先発組が受け入れ側

になり、本隊の移転が計画的に行われる体制

をとった。本隊移転が終わったのは同年3月

末であるが、そのあとも後発組が一部残り、

移転事業が正式に終了したのは1979（昭和

54）・年10月の建設本部解散式の時点と言って

よいであろう。筑波移転は準備段階から数え

10年以上にわたり、森林総研百年の歴史に残

る一大事業であった。 （小林富士雄）

s~ 2. 2 森林総合研究所ヘ

日本国内の森林・林業研究を取り巻く環境

が大きく変化している。臨時行政調査会の最

終答申（昭和58年3月）に「省庁の附属機関

等については、整理合理化方針により全面的

な見直しを行い、整理・改編合理化を進める

必要があるJ、また、民間の研究開発に待つ

ことのできないものを中心に研究開発を行う

ことを基本原則とするとして、次のような視

点が明示された。

①設置目的とした試験研究の必要性が社

会・経済情勢等の変化に伴って低下した

ものの整理、合理化

②民間機関（公立、研究組合等を含む）の

能力活用等を前提とした国の直轄機関の

機能の整序・純化による整理、合理化、

③研究の総合化、研究管理の効率化、管理

共通部門の簡素効率化を図るための同種

類似または相互に関連性を有するものの

統合等及び小規模機関の他との統合



④人事交流の促進、職務の特殊性に応じた は極めて弱い状態になっていた。さらに、木

人事管理の適正化 造j主宅建設の停滞、非木質系材料の進出等に

1984 （昭和59）年に総務庁が発足ず科学技 よる木材需要の低迷による収益性の悪化と、

術会議から「新たな情勢変化に対応し、長期 山村の過疎化や林業就業者の減少と高齢化等

的展望に立った科学振興策の総合的基本方策 によって、間伐・枝打ちなどの適正な保育管

について」の答申が出され、 1986（昭和61) 理ができない森林の増大をもたらすこととな

年の「科学技術政策大綱」では、我が国が21 り、林業・林産業は厳しい状況下に置かれた。

世紀の来るべきより豊かな社会及び国民生活 その一方、国民の森林に対する期待・要請は、

の創造に向けて、 国土保全、水資源、かん養、保健休養等の公益

①新しい発展が期待される基礎的、先導的 的機能に移り、多様化、高度化してきた。さ

な科学技術 らに、海外の森林・林業についても、地球規

②経済の活性化のための科学技術 模の視点が求められるようになり、これらに

③社会及び生活の質の向上のための科学技 対応した試験研究を進めることが緊要となっ

術 t てきた。

を重点に研究開発を推進していくことが示さ このため、森林の多面的機能の解明やその

れた。そして、翌年の「国立試験研究機関の 維持・増進技術の開発・高度化、環境保全や

中長期的あり方についてJにより、国立試験 自然保護に配慮した森林生態系の総合的管理

研究機関の方向付けがなされた。 技術の開発、バイオテクノロジ一等を利用し

これらを背景に、総務庁行政監察局による た森林生物の生体機能利用技術の開発、森林

総合実態調査、農林水産技術会議の研究レ バイオマスの有効利用や森林の総合利用、コ

ビューが実施された。そして、 1986（昭和 ストダウン等による林業の活性化方策の確立、

61）年度末に林野庁に設置された「林業試験 木材の需要拡大及び用途拡大のための技術開

場検討会Jで組織と研究運営等の見直しが行 発等が強く求められるようになってきた。

われ、総務庁行政管理局等との調整を経て、 組織改編の具体的な検討に当たって、 1987

林業試験場を再編整備し、 1988（昭和63）年 （昭和62）年1月林野庁内に、指導部長を座

10月に「森林総合研究所j が発足した。この 長に、庁内の関係課長、林業試験場の場長、

とき、所掌とする範囲が「林業Jから「森林 総務部長、調査部長、企画科長並びに学織経

一般」に拡大されることに対し、環境庁から 験者で構成される「林業試験場検討会Jが設

異議が出された。この件は、国立公害研究所 置され、林業試験場の現状と問題点の分析が

（後の国立環境研究所）が対象とする範囲を 行われた。議論を通じて、以下の要点が改め

狭めるものではないということで、森林総合 て確認された。

研究所発足の前夜に合意された。 ①森林資源は、林産物生産機能のみならず

3. 2. 3 組織改編の経緯と要点 国土の保全、水資源のかん養よ自然環境

社会経済情勢上の背景として、我が国が戦 の保全、保健文化活動の場の提供等の諸

後の混乱期から現在の経済大国に成長する過 機能を有しており、その適切な管理を通

程で、増大する木材需要に応え、さらに、森 じて多面的な機能を総合的かつ高度に発

林の復興と森林資源の充実を図って進められ 揮していくことが一層重要となってきて

てきた人工造林も、約 1千万haに達し、一方 いること、

では素材生産量は伸びず、木材自給率は35% ②森林、林業、林産業は、自然との調和の

と低下し、外材に対する国産材の価格競争力 上に成り立ち、しかも地域の社会経済的
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な条件の影響を受けるなど地域性が高い

特性を有していること、

③森林、林業、林産業に関する試験研究は、

広範な科学的な基盤が要求されること等

から、自然科学から社会科学までの諸分

野の進歩等を速やかに反映していくこと

が重要である。

さらに、森林、林業、林産業に関する研究

開発は、長期にわたる観測や調査資料の蓄積

等が不可欠であり、研究分野も広範・多岐に

わたること等から、今後とも、本・支場体制

の下で、公立の試験研究機関等と一層の連携

を図りつつ、林業試験場が中核となって組織

的、一体的に研究開発を推進していく必要が

ある、との共通認識が得られた。

今後期待される役割を十分に発輝していく

ためには、次の諸点が重要であり、これらの

視点から組織機構を見直した上で改編整備す

べきである、との結論に達した。

①研究開発に関する企画調整機能の強化

②森林、林業、林産業分野に関する基礎的、

先導的な研究の推進と分野聞にまたがる

研究推進のための調整機能の強化 I 

③海外林業に関する研究協力、調整機能の

強化

④バイオテクノロジ一等の先端技術に関す

る研究分野の強化

⑤聞かれた試験研究機関としての体制整備

⑥地域林業に関する研究の推進と支場機能

の強化

これらの基本的考え方のもとに行われた改

編の要点は次のとおりである。

①「林業試験場Jを「森林総合研究所Jに

名称変更

森林の持つ生産機能や公益的機能への

期待等国民の森林に対する要請が多様

化・高度化するなかで、森林、林業、林

産業に関わる広範・多岐にわたる試験研

究を総合的に推進していく唯一の国の研

究機関としてよりふさわしい名称とする。
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②専門部門の改編整備

国立研究所に要請されている基礎的な

研究をより着実に推進するため、森林、

林業、林産業の各分野ごとに2部に研究

体制を整備する。さらに、バイオテクノ－

ロジ一等の先端技術部門の研究を強化す

るため、関連分野の研究を一元的に推進

する「生物機能開発部」を設置する。

③企画調整機能の強化

多様化する研究ニーズの的確な把握と

対応、研究の適正な進行管理等、企画調

整機能の強化を図るため、調査部を「企

画調整部j に改編整備する。

④研究管理官及び研究協力宮の新設

専門部門聞にまたがる研究課題を総合

的、一体的に推進するため、 2名の研究

管理官を置くとともに、増大する海外か

らの研究協力の要請に積極的に対応して

いくため、研究協力官を置く。

⑤「多摩森林科学園Jの設置

森林の持つ多面的機能の重要性、そこ

における林業や林産業の役割等について、

試験研究の成果を通して国民の理解を深

めていくため、浅川実験林を改組し「多

摩森林科学園j を新設し、研究成果等の

普及・広報の充実を図る。

⑥地域特性を踏まえた地域研究体制の確保

各支所に、その地域の森林研究の特性

を反映させた研究を推進するための研究

室を整備する。

3. 3 森林総合研究所の新たな目標

3. 3. 1 研究の重点化方向策定と中期計画

新たな組織体制のもとで研究を推進するた

め、 1987（昭和62）年秋から場内に「目標と

運営の検討会Jを設け、「研究基本計画J（昭

和63年10月）と研究運営のための「研究運営

要綱・同細則」（平成元年4月）が策定された。

一方、農林水産技術会議は、我が国の経済

社会の成熟化・国際化に伴う国民の生活様式



の変化等、農林水産研究を巡る状況の変化を

踏まえ、 1983（昭和58）汗の「農林水産研究

基本目標j を改訂した（平成2年2月）。こ

の改訂を踏まえ、森林総合研究所「研究基本

計画Jも一部修正された（平成2年10月）。

林政審議会は、我が国の森林、林業及び木

材産業が直面する危機的状況について、国民

の理解と早急な対策の必要性を訴えた「森林

の危機の克服に向けてJ＇（昭和 60年11月）を

取りまとめた。さらに、 1990（平成2）年12

月「今後の林政の展開方向と国有林野事業の

経営改善Jについての答申を行い、今後の林

政の展開方向として、①「緑と水Jの源泉で

ある多様な森林の整備、②「国産材時代Jを

実現するための林業生産、加工・流通におけ

る条件整備との二つの林政の基本課題を提示

し、これらの課題を達成するため「森林の流

域管理システムJという新しい森林管理のあ

り方を提示した。そして、この新たな仕組み

を実現するために、 1991（平成3）年に森林

法が改正された。さらに、 1992（平成4）年

度に行われた農林水産技術会議による「森林

総合研究所研究レビューJを受け、 1988（昭

和63）年度の研究基本計画を改定し、 1992（平．

成4）年度版森林総合研究所「研究基本計画J

が策定された。

研究基本計画の中では次の六つの研究推進

の方向が宣言された。この時代のプロジェク

ト研究を研究推進の方向で分類すると、以下

のようになる。

①森林生態系の特性解明と森林の環境形成

機能の増進

「農林水産系生態秩序の解明と最適制

御に関する総合研究」、「地球環境変化に

伴う農林水産生態系の動態解明と予測技

術の開発J、「緑資源の総合評価による最

適配置計画手法の確立に関する研究J、

「農林生態系利用による浅層地下水の水

質浄化技術の開発」、「農林業における水

保全・管理機能の高度化に関する総合研
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究J、「火山地域における土砂災害予測手

法の開発に関する国際共同研究J

②森林資源の充実と林業における生産性の

向上

「低位生産地帯のマツ枯損跡地におけ

るヒノキ人工林育成技術の確立J、「主要

マメ科樹木等の生理機能の解明と育苗技

術の開発J、「有用天敵生物の機能向上と

新害虫防除技術の開発」、「野生鳥獣によ

る農林産物被害防止等を目的とした個体

群管理手法及び防止技術J、「生物的防除

手法を導入した松くい虫被害の激化防止

新技術の確立J、「スギ・ヒノキ穿孔性害

虫の生物的防除技術の開発」、「林業機械

化のためのセンシング技術開発J、「林業

機械性能向上J、「林業用ハイブリッド

ベースマシンの試作開発調査J、「品質管

理型林業のためのスギ黒心対策技術の開

発J

③木質系資源、の有効利用技術の向上と新用

途開発

「生物資源の効率的利用技術の開発に

関する総合研究J、「国産針葉樹中小径材

の構造部材への新利用技術開発J、「有機

塩素化合物を排出しない化学パルプ漂白

法の開発J、「新需要創出のための生物機

能の開発・利用技術の開発に関する総合

研究J、「木質系新素材による高強度・高

耐久環境調和型加工技術の開発J、「国産

針葉樹材の適性乾燥技術と耐久性向上処

理技術の開発調査J

④森林生物機能の開発と利用による技術革

新

「生物情報の解明と制御に関する農林

水産技術の開発に関する総合研究J、「糖

鎖の構造・機能解析のための共通基盤技

術の開発J、「糖質の構造改編による高機

能性素材の開発に関する総合研究」、「組

換え体の生態系導入のためのアセスメン

ト手法の開発」、「優良木からの種首増殖



技術の開発J、「菌床栽培用きのこの育種

と栽培技術の改良J、「菌根菌の人工接種

技術の開発J、「きのこ病害虫の発生機構

の解明と生態的防除技術の開発j、「細胞

融合による林木新品種の効率的創出技術

の開発J

⑤地域に根ざした林業の発展と森林の多面

的利用技術の高度化

「農林水産業の持つ国土資源、と環境の

保全機能及びその維持増進に関する総合

研究J、「都市近郊林等森林の公益機能の

維持強化のための管理技術の開発j、「自

然度の高い生態系の保全を考慮した流域

管理に関するランドスケープ・エコロ

ジー的研究j、「森林資源環境の維持管理

支援システムの開発j

⑥国際研究の推進と地球環境問題への貢献

f熱帯林の変動とその影響等に関する

観測研究」、「熱帯林生態系の環境及び構

造解析J、「熱帯林生態系の修復」、「熱帯

林生態系における野生生物種の多様性」、

「森林破壊が野生生物の減少に及ぼす影

響機構j、「熱帯林の環境形成作用の解明J、

「シベリア凍土地帯における温暖化

フィードバックの評価J、「地球の温暖化

が植物に及ぼす影響の解明J、「砂漠化機

構の解明に関する国際共同研究J、「気候

変動が高山・亜高山地域の植物への影響

の解明J、「酸性物質の生態系に与える影

響」、「スギ林における酸性降下物等の動

態解明と影響予測に関する研究j、「酸性

雨等モニタリング・センターステーショ

ンの構築J、「紫外線の増加が植物等に及

ぼす影響J

3. 3. 2 モントリオール・プロセスと基準指

標

1992 （平成 4）年の国連人間環境会議

(UNCED）以降、持続可能な森林経営を実

現するために、世界中の会地域で、それぞれ

地域にふさわしい「基準・指標」のあり方が
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検討されてきた。我が国は、カナダや米国な

ど、温帯林を有する環太平洋諸国と共同でモ

ントリオール・プロセス・グループを結成し

た。具体的な協議は、林野庁と森林総合研究

所の合同検討チームが対処し、 1995（平成7)_ 

年2月の「温帯林等の保全と持続可能な経営

の基準・指標に関する声明、サンチャゴ宣言

(Santiago Declaration: Criteria anc:l Indicators 

for the Conservation and Sustainable 

Management of Temperate and Boreal Forests: 

The Montreal Process）」の作成を行った。

その後のフォローアップ会議や、 1996（平

成8）年のキャンベラ会合で設置が決定され

た技術諮問委員会には森林総研の研究者が委

員として参加している。特に、 2000（平成

12）年の技術諮問委員会第4国会合を森林総

合研究所主催で行い、 2003（平成15）年の報

告書作成の手順と様式を決定した。

日本国内で基準指標の考え方を普及させる

ため、具体的な事例を作成するためのプロ

ジェクトが指定研究として立ち上げられ、調

査の中心となった東京森林管理局笠間森林技

術センターの名を冠したパンフレット－「笠間

レポート (1998)Jを公表した。

1995 （平成7）年度に総理府が実施した「森

林・林業に関する世論調査Jの結果によると、

回答者の68.9%が森林の防災機能に、 59.7% 

が水源かん養機能に期待を寄せている。この

ような国民の期待に応えるためには、公益的

機能の高い森林を育成し、持続的な利用を可

能にする技術開発、さらに、．この基礎となる

森林生態系の動態や維持機構の解明、各種公

益的機能の定量化などの研究に取り組む必要

があり、モントリオール・プロセスの合意に

基づく基準・指標の測定手法を開発し、森林

生態系の動態を長期的にモニタリングする体

制を整えることが急務となった。

一方、地球規模の視点から資源、や環境の問

題を検討するため、海外森林、特に熱帯林の

修復・再生、地球温暖化の抑制、種の多様性



や遺伝的多様性の保全等々、「持続可能な森

F林経営Jの達成に向けた研究協力を二国問、

多国間でさらに一層推進することが求められ

ている。

1998 （平成10）年、林野庁の森林林業、林

産業と地球温暖化防止に関する検討会は、「森

林生態系におけるカーボンサイクルの実態解

明Jや rLCAによる木材の循環利用の有利性

の解明J及び木材の利用促進を図るための研

究開発が必要であると指摘した。 1999（平成

11)年の中央森林審議会答申、「今後の森林

の新たな利用の方向－21世紀型森林文化と新

たな社会の創造一j では国民参加型の森林整

備が重要であることが強調されている。

生物多様性の保全と持続可能な利用に関す

る「生物多様性条約Jは、発効後10年にあた

る2005（平成17）年4月に第6回締約国会議

を開催して、森林の多様性や外来種に関する

決議を行ったが、日本においても 5年目を迎

えた「生物多様性国家戦略Jの全面的な見直

しを同年3月に行っている。森林・林業関係

の動きとしても、社会経済環境の厳しい中で、

「WTO（関税と貿易）に関する新ラウンド‘

交渉Jが開始され、持続可能な森林経営と林

産物貿易という枠組みのもと、地球環境の保

全の視点から、丸太輸出規制や違法伐採の抑

制、林産物のラベリング等の議論が現在も継

続している。

これらの圏内の変化に加えて、国際的には、

「士也球温暖化問題」への対応、「生物多様性

条約Jの批准、「カルタヘナ条約」の見直し、

「セーフガードの暫定実施J等があった。森

林総合研究所が今後ますます発展していくた

めには、競争的環境の整備（外部資金の獲得）

が不可欠であり、これらの研究推進方向へ影

響を及ぼすさまざまな動きに対して、的確に

対応した研究プロジェクトを企画立案してい

くことが極めて重要である。

リオサミット後10年目に当たる2002（平成

14）年度は、世界的なレベルで持続的な社会
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の発展に向けた取り組みが行われ、科学技術

への期待がますます高まった年であった。 8

月に「持続可能な開発に関する世界首脳会議j

が行われ、ミレニアム開発目標の設定や環境

と開発の両立を盛り込んだ「ヨハネスブルグ

宣言j がまとめられたほか、アジエンダ21の

見直しとして気候変動に関する組織的観測等

を盛り込んだ、実施計画が採択された。

3. 3. 3 地球温暖化対策への貢献

1997 （平成9）年12月に京都で開催された

気候変動枠組条約第3回締約国会議で、 2008.

（平成20）～2012（平成24）年には我が国の

温暖化ガスの総排出量を1990（平成2）年の

6%減に抑えるという厳しい削減目標が設定

されるとともに、森林が温暖化ガスである二

酸化炭素の吸収源と位置づけられた。そのた

め、森林研究分野では、温暖化ガスの貯留能

をも含めた、森林の公益的機能の解明により

一層の努力を傾注し、その計量精度の向上に

努めることが求められた。

森林吸収に関する大きな取り組みとしては、

1998 （平成10）年度科学技術庁の総合研究の

新規課題「森林生態系における二酸化炭素フ

ラックスの動態評価と森林群落炭素循環モデ

ルの開発Jにより、森林の二酸化炭素貯留機

能の解明を目指している。これを援助するた

め、補正予算で、温暖化影響実験棟の改修、

二酸化炭素観測タワーの建設、オープンラボ

計画による林産別棟等の改修が進められ、よ

りよい成果を生み出す基盤が整備された。

2001 （平成13）年6月、日本政府は気候変

動枠組条約の「京都議定書Jを正式に受諾し、

「地球温暖化対策推進大綱Jを基礎として「京

都議定書目標達成計画Jを設けた。農林水産

省は「地球温暖化防止森林吸収源10ヵ年対策J

を定めて、日本の森林に期待されている

3. 9%分の二酸化炭素吸収を確保するための

森林整備や木質バイオマスの利用促進など、

吸収源対策に取り組む姿勢を示した。2000（平

成12）年に公布された「循環型社会形成推進



基本法Jに基づき、循環型社会の形成、温暖

化防止及び農林漁業の活性化を踏まえ、木質

系廃材や林地残材を含む生物由来の有機性廃

棄物からエネルギー源や製品を得るバイオマ

スの利活用の推進に関する「バイオマス・

ニッポン総合戦略Jが2002（平成14）年12月

に、さらに、 2003（平成15）年3月には「循

環型社会形成推進基本計画j が閣議決定され

た。

これらの情勢を受けて、森林総合研究所で

は運営費交付金によるプロジェクトとして

「CO2フラックス観測の深化とモデル化によ

る森林生態系炭素収支量の高度評価Jを開始、

林野庁から「森林吸収量報告・検証体制緊急

整備対策事業Jを受託し、都道府県との連携

のもとに、我が国の森林による二酸化炭素吸

収を、透明かつ検証可能な方法で算定・報告

するため、森林資源データの統計的精度を高

め、データを一元的に管理するシステムの構

築を主導することになった。 （時田 宏）

4.独立行政法人化

4. 1 独立行政法人化ヘ至る道程

2001 （平成13）年4月1日から森林総合研

究所は独立行政法人となった。国の機関から

の切り離し、さらに、 2006（平成18）年度か

らの非公務員化へとつながるという点で、独

立行政法人化は森林総合研究所の100年の歴

史の中でも、最大規模の出来事であった。

4. 1. 1 行政改革会議

独立行政法人化の流れは、 1996（平成8)

年10月の第41回総選挙から始まる。橋本内閣

は選挙で掲げた公約である行政の減量化・効

率化を推進するため「行政改革会議」を設置

した。 1996（平成8）年11月28日に初会合が

聞かれ、会議は月 2回のペースで精力的に行

われた。「一人の首も切らずに省庁半減を行

うやり方Jが審議され、その方策として、企

画立案と現業を分離し、現業はアウトソーシ

ングするという原則が立てられた。アウト
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ソーシングの切り札は、イギリスにおける

サッチャー改革のエージェンシー制度の採用

であった。

はじめ、ヱージェンシーは、そのまま「エー

ジェンシーJあるいは「独立行政機関Jと呼

ばれていたが、第 5回会議 (1997（平成 9)

年2月5日）から「独立行政法人」という呼

称が登場する。「独立行政法人」という呼び

名は理解しにくいといった意見も出たが、そ

の後はこの呼び名で定着した。

第28回会議 (1997（平成 9）年 9月3日）

において、「中間報告Jとして、それまでの

議論がとりまとめられ、この中で現業機関の

独立行政法人化の方針が決まった。

試験研究機関の独立行政法人化が具体的に

検討されたのは第29回会議 (1997（平成 9)

年9月17日）以降である。その後3ヵ月間、

独立行政法人の職員の身分、評価等が詳細に

論じられ、第43回会議 (1997（平成9）年12

月3日）の議を経て、同日付けで行政改革会

議の「最終報告j が公表された。この最終報

告で、独立行政法人の創設が正式にうたわれ、

「独立行政法人化等の検討対象となる業務J

のリストが別表1と別表2に分けて表示され

た。別表1は独立行政法人化へ移行とされた

が、別表2は、文教施設・医療厚生、作業施

設、＝検査検定を業務とする機関が含まれてい

て、廃止、民営化、地方移管等を検討した土

で、なおこれらになじまない場合に、独立行

政法人化の検討対象とするとされた。この時

点では、別表1か別表2か、どちらに入るか

が大問題であった。林木育種センターは別表

2であったが、森林総合研究所は、ほとんど

の国立試験研究機関とともに、別表1のリス

トの中にあり、 2001（平成13）年4月1日の

独立行政法人の発足までの、長く、忙しい

日々の出発点となった。

4. 1. 2 中央省庁等改革基本法

d政府は、行政改革会議の最終報告で提案さ

れた諸改革を実行する法律を準備するため、



中央省庁再編等準備委員会を立ち上げた。こ

の委員会は1998（平成10）年1月29日に、「中

央省庁再編等基本法案（仮称）についてJ、
と題する文書を発した。この中で、独立行政

法人のうち、目的、業務等を総合的に勘案し

て必要と認められるものについて、職員に国

家公務員の身分を付与するものとした。

仮称であった法案の名前は、「中央省庁等

改革基本法（以下、基本法という）」となり、

1998 （平成10年） 2月17日に第143国会に提

出され、 5月12日衆議院可決、 6月9日参議

院可決を経て、 6月12日に公布された (1998

（平成10）年法律103号）。この法律で、新体

制への移行時期は、改革の緊要性にかんがみ、

法律公布後の 5年以内、できれば2001（平成

13）年 1月1日を目標とするとされた。

4. 1. 3 基本法に基づく作業

中央省庁等改革推進本部は、基本法に基づ

く作業を進めたため、 1998（平成10）年の夏

は、独立行政法人化への検討で多忙を極めた。

1998 （平成10）年7月28日には、林野庁研

究普及課から「中央省庁等改革基本法に沿っ

た今後の見直しの検討についてJと題する文

，書が出され、林野庁、森林総合研究所、林木

育種センターとも、 8月末の推進本部ヒアリ

ングに向け検討作業を続けた。

検討項目は多岐にわたったが、農林水産省

所管の独立行政法人の数（農林水で一つ、あ

るいは、林は単独で残れるかどうか）、林木

育種センターを森林総研の内部組織とするこ

とは可能か、業績評価、職員の身分等、それ

ぞれに重い課題が多く、検討作業は難渋した。

このような中で、推進本部は1998（平成

10）年9月29日に「中央省庁等改革に係る立

案方針Jを、 1999（平成11)年1月26日には

「中央省庁等改革に係る大綱」を決定した。

これらの推進本部の審議を踏まえ、 1999（平

成11}年4月27日には「中央省庁等改革の推

進に関する方針Jが閣議決定され、森林総合

研究所は単独で残り、合計で59の機関が独立

。ヮ

行政法人へ移行となった（農6、林 l、水 1

の8研究所）。別表2にあった林木育種セン , 

ターも、このリストの中にあり、森林総合研

究所とは別組織の独立行政法人化へという方

針が出た。また、独立行政法人の発足の時期

は、当初2001（平成13）年 1月1日が望まし

いとされていたが、 3ヵ月遅れの、 2001（平

成13）年4月1日発足ということも、ここで

決められた。さらに、森林総合研究所の役職

員の身分は公務員となるなど、その後の法律

整備に向けた一連の方針が出された。

4. 1. 4 通則法

通則法は、独立行政法人の運営の基本その

他の制度の基本となる各独立行政法人に共通 t

の事項を定めるものである。

通則法では、法人の長・監事は主務大臣が

定める、中期目標・中期計画の期間は3～5

年とする、財務・会計、評価委員会等につい

て決められた。

第145国会の審議概況によると、独立行政

法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行

に伴う関連法律の整備に関する法律は、衆議

院では、 1999（平成11)年6月9日に11項目

にわたる付帯決議とともに採択され、参議院

に回され、同年7月8日に、 14項目の付帯決

議とともに成立、同年7月16日公布となった。

衆参両院による付帯決議の中に、中期計画

の終了時における存廃・民営化・国の機関へ

の編入を含む、組織と業務の見直しが明記さ

れた。

独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律は、総務省所管の国家公

務員法をはじめとして、各省庁にわたる合計

42本にのぼる法律を改正する必要が生じた。

4. 1. 5 個別法

個別法は、各独立行政法人の名称、目的、

業務の範囲等に関する事項を定める法律をい

っ。
独立行政法人森林総合研究所法は、第146

国会において審議され、 1999（平成11）年12



月14日、他の独立行政法人の個別法とともに

成立した（公布、同年12月22日）。

独立行政法人森林総合研究所法に、法人の

目的として「森林の保続培養、林業における

技術の向上心業務範囲として「森林及び林

業に関する総合的な試験及び研究Jが掲げら

れた。

4. 1. 6 法人の長の指名と法人の発足

独立行政法人森林総合研究所は2001（平成

13）年4月1日から発足した。それに先立ち、

2001 （平成13）年 1月1日付けで、虞居忠量

が法人の長（理事長）になるべき者としての

任命を農林水産大臣から受けた。（田中 潔）

4.2 独立行政法人後の森林総合研究所

4. 2. 1 組織の改編

主務省から提示された中期目標を達成する

ために、 5ヵ年の中期計画を樹立し、年度計

画を公表しで研究を実行し、毎年度評価委員

会の評価を受けることになった。そこで、従

来、専門研究部を単位として行っていた研究

管理を、目的達成型の進行管理を効率的に行

うために、中期計画に掲げた重点研究分野を

単位とした進行管理を行う方法を採用した。

中期計画に掲げた「アJから「サJまでの

11の研究分野を評価の単位として進行管理を

することになった。一方で、組織、人員、予

算執行、出張や勤務などの管理は、従来の研

究科の規模で、専門研究分野ごとに括って管

理することになり、研究部、研究科を廃止し

て、研究管理を行う研究管理官、組織・人員

管理を行う研究領域を設定した。支所におけ

る研究も、全国規模で展開する専門研究分野

の中の課題として行うことになった。一方で、、

地域のセンターであることを存在基盤と位置

づけている支所では、地方自治体等の単独で

は対応しきれない課題の解決に、国の機関と

して対応すべき研究や調整、指導などを、従

来にも増して積極的に行うために、部長職を

振り替えて地域研究官と研究調整官を新設し

28 

た。

また、単位研究室当たりの研究員を増やす

と同時に、研究室管理から解放された、中期

計画達成のためのプロジェクト研究等を主体

的に遂行する研究チーム長を新設した。支所

においては、研究部単位の研究管理を総合的

な研究推進へと変更させるため、広い分野の

研究者からなる研究グループをそれぞれの支

所の特性に応じて新設した。これらの改編に

伴い、本所では研究部毎にあった庶務係を第

1～第4までの領域庶務係に再編した。総務

部にあっては、従来の人事課と庶務課を総務

課と職員課に組み変え、会計課と経理課、施

設管理課を管財課として名称を変更した。

4. 2. 2 研究の動向

特定独立行政法人として、職員の身分は公

務員法に準拠するものであったが、運営管理

の中で、従来と異なって自主的に運営を決める

ことができるようになった部分については、

大きな変化が生まれてきている。

例えば、野外調査を中心とした研究者の長

い間の要求だった研究費に占める旅費の増加

が可能になったことはその一つである。また、

交付金の使用範囲を拡げることが可能になり、

国際研究集会などへ出掛ける機会が増加した。

国際化が進んでいる現在、これは研究成果を

外国語で書き、外国の雑誌に投稿する機運を

加速している。このことは、国際的な場で活

躍する研究プロジェクトの獲得数が大幅に増

えていることにも、強い影響を与えている。

圏全体の予算が減少傾向にあるものの、科

学技術基本計画では基礎研究分野の研究費を

毎年増額することとしており、競争的予算の

拡充を進めている。このような傾向に対応し

て、競争的予算への応募は着実に増えており、

獲得額も増加している。

このような情勢を得て、研究者の技量や評

価が高まっている。今後とも森林・林業・林

産業に対する国民の期待に応え、国際規模で、

の連携を強めて更なる成果を挙げることを、



新しい100年に向かうこととしたい。

5.次期100年に向けて

第一期の中期計画が2005（平成17）年度に

終了して、翌年から第二期中期計画期間が始

まる。第二期に向けて、総務省政策評価独立

行政法人委員会の勧告を受けて、独立行政法

人は特定を外して非公務員が研究所の事務事

業を担うこととされ、農林水産省はそれに向

けた中期目標を作ることになった。さらに、

地方で出来ることは地方に委ね、独立行政法

人は真に担うべき国が行う必要のある事務・

事業に特化重点化することになった。

国が行うべき試験及び研究業務として、森

林の炭素吸収機能に着目した研究課題等の地

球規模での環境問題や森林の多面的機能の発

揮に関わる課題及び木質バイオマスの利用促

進に関わる課題、全国的に対処すべき課題等

が中期目標として指示されることになった。

いずれも、現在の人間生存環境や資源条件

を大きく変化させうる重要な課題であり、本
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研究所が取り組むのにふさわしい課題である。

100年後にどうなるが解らないのは、過ぎ

去った100年を振り返ってみれば、明らかで

ある。しかし、森林を舞台にした気候変動を

和らげる技術、森林と共存してゆとりある安

全で安心できる生活を享受する技術を獲得し

ている社会の姿が自に浮かぶ。便利さを追求

し続けた結果としての、資源を使い尽くし、

大気や大地を汚染し、水環境を汚濁してしま

うという恐ろしいシナリオを回避して、化石

エネルギーや機械カに依存しすぎた怠惰な生

活と決別した社会が見える。自然カを本来的

には持っている動物部分の人間力を生かして

利用している、省エネルギーの健康な世界が

出現している緑溢れる生存空間、それを逢か

宇宙からも実感している庶民のいる世界、そ

んな科学と直結した世界が実現できるように、

まず自然の仕組み、資源の価値を明らかにし、

利用技術を開発して、共存できる仕組みを作

ることを目的にしたい。 （桜井尚武）
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第E章 成分利用研究領域図ー10(114ページ）
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植物生態研究領域

1. はじめに

林業試験場がその基礎を固めた1900（明治

33）年頃、着手すべき試験項目として政府が

あげた造林研究は種子試験、育苗、植栽・播

種・萌芽・天然更新による森林造成、枝打ち、

間伐、混交林、複層林、外国産樹種など応用

的研究主体の多岐にわたるものであった。造

林地の増加に伴って育苗と更新、間伐が主要

なテーマとなる。我が国では明治期以前から

林業地が各地に発達し、保育技術も経験的に

は確立していたが、学問としての間伐研究が

発展するのは明治期にヨーロッパの林学が導

入され、長期の間伐試験等の成果が現われた

第二次世界大戦後のことになる。極端に林を

疎開したりしなければ、地位が同じであれば

間伐のやり方によって主間伐合計の総収穫量

に有意差はないことや、植栽から間伐、主伐

までの立木密度管理の方法によって材の形質

や大きさを目的に合わせて整えられることが

明らかになった。密度法則や物質生産の研究

を基礎とするこれらの成果は、定量的な立木

密度管理の指針である林分密度管理図に集大

成されていく。

1920年代にヨーロッパの自然主義林業の考

え方が導入されたことをきっかけに、生態学

が森林造成の基礎学として重視されるように

なる。林業試験場にも生態学の思想、と環境解

析の手法が持ち込まれ、第二次世界大戦後に

植物社会学の手法による天然林の組成の解明、

適地適木のための林床植生型などの研究成果

が生まれた。試験場開設初期には少なかった

森林植物の分類や分布、植生、樹木個体の生

態・生理といった基礎的研究もしだいに増え

ていく。樹木個体の成長習性に及ぼす環境影

響の解明や樹木根系の研究を進め、 1970（昭

和45）年頃からは大気汚染や酸性降下物、砂

漠化、地球温暖化といった人間活動が主要な
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原因となった環境変化に対する樹木の反応や

影響予察の研究が増える。

2001 （平成13）年の森林・林業基本法で政

府は、それまでの木材生産・供給など森林の

経済的な側面を重視する政策から森林の多様

な機能の発揮を可能にする森林管理を目指す

方向への転換を明確にした。森林総合研究所

の2001（平成13）年4月の組織改編で植．物生

態研究領域が設立され、旧森林環境部植物生

態科の環境生理研究室が樹木生理研究室に、

旧生産技術部育林技術科の物質生産研究室と

更新機構研究室が物質生産研究室と温暖化影

響チームとなり、それまでの研究課題を継承

しつつ、研究領域の理，念に沿った課題の枠組

みで研究を進めることとなった。植物生態研

究領域では現在均樹木の生理生態的特性や林

木の物質生産プロセスの解明を通して、環境

の変化が樹木や森林に与える影響の研究、森

林の炭素固定機能や木材生産機能を効率的に

発揮させるための研究を行っている。以下に、

改組前も合わせ最近10年間で得られた主な成

果について述べる。

2.樹木の生理生態に関する研究

樹木の光合成・蒸散・水利用など生理機能

や葉の形態に及ぼす温度・乾燥・ CO2など各

種環境要因の影響を熱帯から温帯の樹種まで

幅広く調べてきた。とりわけ、温暖化はさま

ざまな環境の変動をもたらすため、樹木の生

理機能に及ぼす各種環境要因の複合的な影響

の解明に取り組んでいる。

2. 1 熱帯樹木の強光阻害

熱帯林には多くの樹種が共存するが、それ

らの生理生態特性の違いを明らかにすること

で、共存のメカニズムの解明や荒廃地造林な

ど、熱帯林の回復のために有用な情報を提供



図－ 1 ボルネオ烏における熱帯雨林の先駆樹

種マカランガMacarangaconiferaの林

冠葉
葉の傾き具合と強光阻容の関係を調べるために、ワ
イヤーで一部の薬を水平に固定して実験していると

ころ．

してきた。特に熱帯では、樹冠上部の葉は強

光に晒され光合成能力が低下しやすいため、

樹種による強光阻害に対する耐性の違いやそ

のメカニズムを調べることで、そのような樹

種の生理特性と生育場所との関係を明らかに

した。とりわけ、熱帯雨林の先駆樹種である

マカランガ属の樹種を用いて、林冠の葉が傾

斜する（垂れ下がる） ことが強光阻害を回避

することを明らかにした（図－ 1）。

2. 2 小笠原諸島における移入樹種の生理生

態特性

小笠原諸島は「東洋のガラパゴス」といわ

れるほど、多くの画有種を有する。 樹木につ

いてもいくつかの固有種が生育するが、アカ

ギ等の移入樹種の繁茂により固有樹種の分布

が狭められてきた。このような移入樹種繁茂

のメカニズムを探るため、林冠ギャップの形

成に伴う葉の生理特性の応答変化を調べた結

果、アカギはギャップ形成で好転した光環境

資源を素早く獲得し、成長を促進させる能力

が高いことが明らかになった。

また、ギャップのアカギは成長が旺盛で早

くから種子を生産し繁殖を行うため、アカギ

を駆除するためには、ギャ ップに繁茂したア

カギを重点的に行う必要があることを提言し

た（図ー 2）。

2. 3 光、水分環境の変化に対する馴化

根の水や栄養塩の吸収能力といった生理機

能と、業の光合成や蒸散能力、地上部と地下

部の間の物質分配といった、個体レベルでの

馴化の仕方に着目し、光や水分環境などの変

化に対する形態的生理的特性の馴化を樹種間

で比較している。 そして、変動環境下での資

源の獲得能力の違いが樹種間のさまざまな適

地を作り出していることを仮説に研究を進め

ている。

2.4 落葉樹の樹冠内の光環境と葉の光合成

特性

林木の樹冠は陽の当たる上部は明るく、 下

部は庇陰により暗い。そのような樹冠の中で

上部と下部の葉の形態的生理的な分化のメカ

ニズムを調べるとともに、樹冠の中でどのよ

うな葉をどのようにつけ、どのように光合成

を行っているかを陽樹と陰樹の間で比較した。

勝沼で僚お

⑩ うゆ約；散

ーが音、＠
h 司嘩島号事宅髭2三宮処

図－ 2 ギャッフ・1こ優占するアカギの稚幼樹（左）とアカギ繁殖成功に至るまでの要因 （右）
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その結果、陽樹と陰樹それぞれにおいて、明

るp樹冠上部の葉は下部の葉より厚くより高

い光合成能力を持っており、樹冠内の光環境

に適合した葉を作ることによって、樹冠全体

の光合成を高めていることが明らかになった。

。。

スギ人工林の間伐を伴う成長とCO2収支のシ
ミュレーション（Chiba,1989より）

F：；葉群、 C：地上木部、 U：根系、 M：土犠有機物、・と。
は、それぞれ地上木部と葉量の実測値を示す．

の伐根Iは林地に放置され土壌有機物になると

仮定して、スギ人工林にこのモデルを適用し

た結果、現存量の成長経過が良好に再現され、

CO2吸収量は林齢15年生頃に最大となり、そ

の後は間伐による変動を伴いながら漸減して

いく結果が得られた（図ー3）。

図－ 3

3.森林生態系におけるCO2収支に関する研

究

森林の炭素固定能が温暖化の緩和に期待さ

れているが、森林は光合成に匹敵する量の｜呼

吸（植物体呼吸、分解呼吸）を行っているた

め、両者の正確な把握をはじめ環境変動や施

業の影響の評価が求められている。そのため、

物質生産研究室では森林の物質生産（群落光

合成、群落呼吸等）のプロセスの定霊化とモ

デリング、の研究を行ってきた。

4.森林施業に伴う林分成長予測技術に関す

る研究

独法化以前の生産技術部育林技術科では、

非皆伐施業、長伐期施業、天然林施業等、育

林技術に関する研究を行ってきたが、植物生

態研究領域に改組された後もこれを引き継ぎ、

森林施業に伴う林分成長予測技術に関する研

究を進めてきた。

3. 1 樹冠内の窒素の分配と炭素固定

CO2フラックスのタワー観測サイト （富士

吉田アカマツ林、安比ブナ林）や天岳良共同

試験地のヒノキ林、千代田試験地のスギ林、

本所構内のコナラ林等で、群落光合成（個葉

からスケールアップ）や幹呼吸の測定を行い、

物質生産プロセスの詳細な定量化を進めた。

林冠光合成に関与するさまざまな要因をパ

ラメータ化するなかで、光合成能を制限する

葉の窒素が、樹冠内で明るい上層の葉に多く

投入され、限られた窒素で個体全体の炭素固

定量を最大化していることが明らかになった。 4. 1 樹形モデルの開発

枝や幹の形成過程と木材生産との関係の定

量化を目指して、樹形とその成長過程に関す

る研究を行ってきた。幹または枝について、

ある位置の断面積と、その位置より上部の全

重量との関係を調べたところ、針葉樹や広葉

樹などすべての樹種でほぼ比例関係にあるこ

とが明らかになった。これは、幹や枝の断面

には、どの場所でも常に同程度の荷重が加

わっている（樹体が力学的に安定な構造をし

ている） ことを示すものである。さらに、こ

の比例関係から、分枝構造と幹の太さを表現
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3. 2 炭素循環モデルによるスギ人工林の炭

素収支の推定

森林生態系を四つの炭素プール（葉群、地

上木部、根系、土壌有機物）に分割して、各

炭素プール間の炭素移動速度（光合成、 呼吸、

同化産物の転流、リタ一生産などの速度で、

以下炭素フラックスと呼ぶ）を決定すること

で、森林生態系の炭素動態をシミュレートす

るモデルを構築した。個々の炭素フラックス

は林齢に関係なく一定と見なし、間伐材とそ
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林冠ギャッブの中央からの震舷（m)

図－ 4 異なるサイス’の林冠ギャップ（半径2.5m～ 
10m）における散光と直達光を加えた相対的

な明るさの例（lshizukaet al., 2002より改写）。
曲線群がギャッフ．内の高さ別の相対的な明るさを示している．
平坦地の林冠高16m、林内相対照度4%の林分、 直逮光は茨
城県北部における5～10月の成長期間を想定したもの．

するモデル式を誘導し、間伐や枝打ちなどさ

まざまな森林施業に伴って変化する幹形の変

化をシミュレー トすることが可能になった。

4. 2 択伐、群状伐係に伴う林内光環境の予

測

長期育成循環施業の推進により、群状伐採

や帯状伐採による複層林の造成が広がってき

たが、伐採のサイズや上木や下木の成長に伴

うギャップの光環境の変化がある程度予測で

きると施業の計画が立てやすい。そこで、林

し、影響を軽減する適応策を検討することが

重要である。このような視点から、ブナ林と

スギ人工林について温暖化の影響予測研究を

行ってきた。

5. 1 プナ林の分布を規定する気候要因の解

明と温暖化影響予測

3次元メッシュ植生データ（環境省）や気

象メッシュデータ（気象庁）等をもとに、 1 

kmメッシュを単位に、分類樹解析手法を用

いてブナ林の分布を規定する気候因子を解析

し、 ブナ林の分布確率を示す分布可能域マッ

プを作成した。ブナ林分布への気候因子の貢

献度は寒候期降水量、暖かさの指数、最寒月

最低気温、暖候期降水量の順に高いという結

果であった。さらに、 我が国の気候変化シナ

リオに基づいて将来の分布可能範囲を予測し

た。気候変化シナリオの2090年代には、九州、

四国、中国地方、紀伊半島のブナ林の分布可

能域はほとんど消失すると予測された。一方、

北海道では現在の北限よりも東部や北部に分

布可能域が広がるが、温度上昇時には石狩低

地帯付近にブナ林に適さない地域が広がるた

め、石狩低地帯よりも東や北へ分布を拡大す

ることは困難であると予測された（図－ 5）。

冠ギャップを単純に天井に空いた窓のように ‘

想定し、散光条件ばかりでなく直達光も加味 ’ 5. 2 スギ人工林への温暖化の影響

し、任意の林冠高、ギャップ ・サイズにおけ 視暖化に伴う乾燥と高温の進行により、代

るギャップ内の高さ別の光環境を推定するシ

ミュ レーションモデルを作成した（図－4）。

さらに、地位別の樹高曲線と組み合わせるこ

とで、上木や下木の成長に伴うギャップの光

環境変化を簡単に予測する光環境管理図を試

作した。

5.地球温暖化が森林に与える影響に関する

研究

地球温暖化の影響が森林生態系に現れてい

る可能性がある。温暖化の森林生態系へA影

響を的確に把握し、影響の範囲や程度を予測

表的人工林であるスギ林の衰退が危慎されて

いることから、スギ林の分布地と気候要因の

関係を解析した。乾燥ス トレスと関係する雨

量係数（年平均降水量mm／年平均気温℃）を

用いた予測では、渇水年の降水量が温暖化シ

ナリオの予測値の70%であると仮定すると、

スギの生存がほとんど不可能な雨量係数100

以下の地域は、現在のスギ林面積の約 1%か

ら2090年代には約10%に増加すると予測され

た。スギが2090年代に生育不適地となるのは、

関東平野に面する北西地域や東北地方の太平

洋側の地域と予想された（図－ 6左図の赤色）。
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（図B及びC)
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図－5 (A）デナ林の実際の分布、（B）気候値や環
侵条件より推定した現在のブナ林分布可能域、
(C) CCSR/ NIES気候変化シナリオで予

測した場合の2090年代のブナ林分布可能域
(Matsui et al., 2004より）

＊第E章巻頭にカラー図掲載。

一方、スギ表退原因を高温とした場合、すな

わち、年平均気温による予測では、スギが

2090年代に消滅する地域（図－ 6の赤色）は、

関東以南・以西の太平洋に面した低標高地域

で、また、スギ林の衰退地（図－ 6の黄色）

図－6 左図温暖化シナリオCCSRの降水量を70%

とした場合のスギ林分布地における2090～99

年の雨畳係数。この仮定にしたがうと、赤色
の地域はスギ林の生育困難が予想され、黄色
は衰退が予想される。右図：温緩化シナリオ
CCSRによるスギ林分布地の2090～99年の年
平均気温。赤色はスギ林の生育困難が予想さ
れ、 黄色は衰退が予想される地滅。

＊第E章巻頭にカラー図掲載。

と予測された。生育困難地及び衰退の両者を

合わせると、日本全体の森林面積の約10%、

現在のスギ林の50%に達する。

なお、これら将来についての推定には、生

理生態学的な研究の裏付けが必要であるが現

状はまだとぼしい。今後、分布を規定する生

理生態的プロセスの解明と並行して、研究を

は東北地方南部より以南の低標高地域である 進める必要がある。 （清野嘉之 ・石塚森吉）

森林植生研究領域

1. はじめに

森林植生研究領域では植物生態学の知見を

基に、更新 ・育林技術への応用を図っている。

その母体は、古くは林業試験場造林部造林科

（造林第 1・造林第2・種子 ・生理 ・植生・

除草剤の6研究室）にさかのぼる。1988（昭

和63）年の組織改編により森林総合研究所が

設立され、造林科の研究室は、森林環境部植

物生態科（環境生理 ・種生態 ・群落生態の 3

研究室）及び生産技術部育林技術科（更新機

構・物質生産・植生制御の 3研究室）に再編

された。その後2001（平成13）年の独立法人

化により森林植生研究領域が設立され、群落

動態研究室、植生制御研究室及び植物多様性
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チームが、以前の種生態・群落生態 ・植生制

御の3研究室から移行、設立された。ほかの

研究室は植物生態研究領域へと移行した。各

研究室ではそれまでの研究課題を継承しつつ、

研究領域の理念に沿った課題の枠組みで研究

を進めている。なお、林業試験場設置以来の

造林研究の歴史は 「植物生態研究領域」の項

に記述している。

日本の森林に対する国民の期待は木材生産

性から森林の環境維持機能の重視へと変化し

ている。1992（平成4）年の国連環境開発会

議（地球サミット）を節目に、持続可能な森

林経営、生物多様性の保全、地球温暖化の防

止などに関する国際的な研究需要が増加した。



日本政府は2001（平成13）年の森林・林業

基本法において、それまでの木材生産・供給

など森林の経済的な側面を重視する政策から

森林の多様な機能の発揮を可能にする森林管

理を目指す方向への転換を明確にした。森林

の炭素固定能力や生物多様性維持に果たす役

割への期待が高まる一方、その機能の実際の

評価が必要であり、内外の環境問題に関わる

プロジェクト研究が増加している。それらに

対応する一般研究費の研究課題とあわせ、森

林植生領域の研究者は森林総合研究所がもっ

12の研究分野のうち七つ（ア、イ、エ、オ、カ、

キ、シ）の研究推進に関わり、そのほかの受

託事業も含めて、中期基本計画に沿った業務

にたずさわっている。

森林にはいろいろな生物種が生活している。

樹木同士の関係や、樹木と花粉を運ぶ見虫、

種子を運ぶ動物との関係、樹木の養分吸収を

助ける菌根菌との関係といった生物問の相互

作用は、森林の物理的環境の多様さとあい

まって森林の構造を複雑にしている。林業は

この森林に人工の手を加え、林産物を生産す

る産業である。

生産効率を上げるために価値の高い樹木を

集めて育てたのが人工造林の始まりである。

森林の多様な機能を長く受け取れる社会を実

現するには、生物聞の相互作用の理解を深め

ることと、理解に基づいて森林管理の技術を

高めることがともに重要である。このため、

森林植生研究領域では森林の現状の把握と生

態の解明を基本に、天然林の動態と構造に関

する研究、植物多様性に配慮した森林管理の

研究、より安全で効率的な木材生産技術に関

する研究などを行っている。また、それらを

通して、適切な森林管理システムの選択に必

要な情報の提供に努めている。ここでは、最

近10年間で得られた主な成果について述べる。

2.森林における生物群集の長期モニタリン

グとデータベースの構築
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樹木は長い時間をかけて大きく育つ。森林

では自然や人為的撹乱による森林の部分的破

壊と修復が大小さまざまな規模で、繰り返し

起きており、そのありさまを正確に把握する

には、広い面積の森林を対象に時間をかけた

調査を行う必要がある。その調査手法として

大面積プロットによる長期観測が有効である

ことから、日本では先駆的な長期モニタリン

グ試験地を茨城県北部に1987（昭和62）年に

設定した（小川試験地。約lOOha）。同試験地

の森林はコナラ、ブナ、イヌブナが優占し、

シデ類、カエデ類などをまじえる落葉広葉樹

林である。中心となる6haの調査地では樹木

の生活史全体を通じた個体群動態を明らかに

するため、樹種別に種子の生産量、散布量、

実生の発生、生存、樹木の成長を継続調査し

ている。

同様の数ha規模の試験地が、圏内各地の重

要な天然林にその後つぎつぎに設置されてお

り、膨大な科学的データが集積されつつある。

森林総合研究所が持つこれらの基礎情報を

公開し、内外に提供するなどしてその効率的

な利用をはかるため、科学技術振興機構の研

究データベース化事業の支援を受け、データ

の形式を揃えた森林動態データベース（以下、

FDDB）を本・支所m研究員と共同で開発し、

公開している（図」 1）。

FDDBには北海道から九州、屋久島までさ

まざまな森林帯にまたがる 8試験地（苫小牧

（広葉樹林）試験地、カヌマ沢渓畔林試験地、

小川試験地、日光千手が原試験地、苗場山天

然更新試験地、緩リサーチサイト、屋久スギ

林試験地、屋久島照葉樹林試験地）のデータ

を収録している。 FDDBはデータ処理が可能

なリレーショナルデータベースで、試験地の

樹木の幹を単位に個体識別番号、幹の位置情

報、樹種名、 2乃至4年ごとの直径の計測値

データから構成される。幹は成木、稚樹、実

生、当年実生ぱ分けてあり、付随する種子生

産や落葉落枝量、下層植生のデー夕、また、
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図－ 1

凶作年には実がまったく見られない。

このような極端な 「成り年」 現象はマスティ

ングと呼ばれ、 世界中のさまざまな森林で知

られている。マスティングが起きる理由は、

種子を餌とする昆虫やネズミが食べきれない

ほど大量の種子をある年に集中して実らせ、

食べ残しの種子を生き延びさせたり （捕食仮

説）、揃って開花することで受粉の効率を上げ、

遺伝的に健全な種子を増やしたりする（受粉

効率仮説）など、より良い子孫を残すためで

あると言われている。 しかし、 マスティング

の利点に関するこれらの仮説をデータで検証

るが、地形やGIS画像、 環境データなども加えてあ

る。このように整備したデータセットを2003

（平成15）年10月10日に公開し、

成した。希望者は申請に基づき、

利用することもできる。

英語版も作

生データを

4ヌ

天然林の構造と機能の解明

天然林を保全するうえで、結実や種子散布、

萌芽など樹木の繁殖のしくみを知ることがと

くに重要である。樹木の種子生産には大きな

年変動がある。 例えば、ブナの場合、豊作年

には地面に敷き詰められるほどの実が落下す

3. 
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図－ 2 小川試験地（茨城県北部）に生育する樹種の

種子生産の年変動

＊第E章巻頭にカラー図掲載。

した例は世界的に少ない。このため、茨城県

北部の落葉広葉樹林（小川試験地） で、主要

構成樹種の種子生産を、種子トラップを用い

ては年あまり企画調整部実験林室の協力で継

続測定し、 マスティングの実態と利点を明ら

かにした。

樹種同定が済んだ、16樹種9年間の種子生産

の変動幅は樹種によって異なるが、豊凶年は

一致することが多かった （図－ 2）。ブナと

アサダ、イタヤカエデのように近縁でなくて

も部分的に良く似た豊凶パターンを示すこと

があるが、イヌシデとアカシデ （クマシデ属）、

あるいはイタヤカエデとオオモモジ （カエデ

属）といった近縁な樹種がより同調した種子

生産の年変動パターンを示した。 近縁の樹種

がともに豊作の年ほど、各樹種の種子の虫害

率が低くなることから、豊凶を同調させるこ

とで豊作年には飽食、 凶作年には種子を食べ

るものを飢えさせて減少させる効果があると

推察した。また、風媒樹種では開花量が多い

年ほど健全種子の数や割合が増加したので、

豊凶には豊作年に受粉効率を上げ、健全な種

子をつくる利点があると考えられる。この種

子生産調査は継続中で、今後受粉実態の計測、

同定樹種の追加などデータの充実を図ってい

く予定である。

4.省力的 ・低負荷型の育林技術の開発

下刈りは夏に行うのが一般的であるが、炎

天下の過酷な労働であることや、ハチ被害な

どが問題になっている。また、林業労働者の

減少や高齢化の事情もあり、労働負担の軽

減 ・省力化技術が求められている。これまで

冬に下刈りを行わなかったのは、生育養分が

地下に蓄えられる季節に地上部を刈っても効

果が劣るうえに、 寒地などでは植栽木が低温

筈を受ける恐れがあるからなどが理由である

が、最近は上記の事情や、労務の季節的集中

を避ける意味でも魅力が増し、冬下刈りが話

題に上っている。下刈りの効果が劣る分を除

草剤の併用で補う設計で、キイチゴ類とスス

キが優占する茨城県のヒノキ新植地で冬の下

刈り試験を行い、夏に行う下刈りと比較した。

作業時の心拍数を労働負担の指標とし、単位

時間・人当たりの下刈り面積を作業効率の指

標とした。また、同時に作業者に対してアン

ケー ト調査を行った。

この結果、労働負担の軽減には顕著な効果

は見られなかったものの、作業効率は冬の方

が2～3割上がり、また、ハチなどへの不安

感の軽減においては効果があるという結果が

得られた。ほかのメ リットには、植栽木や足

場が見え易いので安心して作業できる、冬場

の仕事を創出できるなどがある。雑草木の抑

制については、冬下刈りと除草剤の組み合わ

せは、本調査地のようにツル類が少なく、下

刈りによりキイチゴ類からススキに植生が遷

移する下刈り地においては、ススキに対する

除草剤の効果により、夏に行う下刈りと同様

な効果が期待できる。 一方、デメリ ットとし

ては下刈り作業と除草剤散布作業の2重のコ

ストをかけたにも拘わらず、夏に行う下刈り

l回分の効果しか得られず、コス トに見合っ

た効果が現段階では得られていない点があげ

られる。 加えて、枯れて硬化した雑草木やツ

ル類に対する下刈り作業者の不慣れや、汗の

冷え、日が短いので作業時間も制約されるこ
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図－3 冬の下刈り風景

とがある。なお、除草剤の使用については、

健康へのリスクが低いことについては比較的

理解は得られたものの、実際の使用に対して

は意見が分かれた（図－ 3）。

刈払い刃の選定方法、組み合わせる除草剤‘

の種類や施用時期、除草剤の残留問題、気候

や植生の違いによる効果の差など技術的な課

題はまだいろいろあるが、林業作業の省力化、

安全性確保がより求められていることから、

従来から行われている以外の作業形態の可能

性も検討する必要がある。

5.スギ花粉症に配慮した森林の適正な管理

技術の開発

スギ花粉症対策には、発症予防や症状軽減

の医療とともに、現存するスギ、ヒノキ林の

花粉生産の抑制管理が重要である。 林業用薬

剤による抑制も検討されているが、林野庁は

スギ、ヒノキ林に対する花粉生産抑制の方策

ともなる間伐や枝打ちに取り組んでいる。そ

こで間伐や枝打ちの効果を把握するためのモ

デルを開発し、間伐の実証試験を行った。ま

た、 現在のスギやヒノキを伐り、アレルゲン

の少ない木に植え替える樹種転換のモデルを

森林作業研究領域と共同で作成し、効果的な

方法を検討した。

間伐による方法では、伐られた木の雄花は

除去されるが、残った木は日当たりが良く

なって雄花の生産は盛んになる。 トータルと

しての抑制効果が期待できる間伐は毎年数%
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図－ 4 スギ、 ヒノキ林の伐採跡に広葉樹（サ
クラ）を植えた例（京都市）

ずつ間伐するか、幹材積にして15%程度の木

を伐る間伐を 5、6年ごとに主伐まで行うと

いうものであった。枝打ちは高い枝まで切り

落とす必要があり、それは幹の成長を落とし

材質の劣化や木の枯死もまねく恐れもあるこ

とから、補助的な手段と考えるべきであるこ

とが分かつた。樹種転換では、同じ面積を転

換するなら小さい転換地をたくさんつくるよ

り、大きな転換地を少数つくる方が大きな効

果を期待できるという算定結果が得られた

（図－ 4）。

樹種転換にはスギ、ヒノキを伐採し、木材

を道まで運び出す費用、跡地に他樹種の苗を

植栽し、保育する費用及びこれらの作業を効

率よく行うための道を増設する費用がかかる。

伐出費と造林費は道が多い方が安くて済むが、

道を増やせば道路建設費がかさむことから、

総費用を最も安くするという観点から樹種転

換費を試算した。路網の現況や森林の位置

データが限られているため、文献等の諸資料

を参考に日本の標準的山林と道路密度を10

m/haと想定して計算したとこ ろ、ha当たり

35mほどに道を増やしながら樹種転換を進め

るのが最も安上がりと分かった。 花粉の飛散

経路の推定に日本気象協会などが取り組んで

いる。そうした情報の精度が上がれば、花粉

症が問題となっている地域に飛んでくる花粉

の供給源となるスギ林、ヒノキ林を特定でき

る。林の位置や道の情報などと合わせて樹種

転換効果の大きい地域を選び、対策の効率を

あげることが重要である。 （清野嘉之）



立地環境研究領域

旧土壌部は1988（昭和63）年の、いわゆる、 －留量区土壌型の面積を乗じて全国の森林土壌

「63体制Jによって、旧防災部や旧造林部の の炭素貯留量を算出し、日本の森林土壌の炭

一部と合体してできた森林環境部立地環境科 素貯留量を約54億トンと推定した。このうち

として再スタートした。さらに、 2001（平成 70%が褐色森林土、 10%が黒色土で占められ

13）年の独立行政法人化に伴い、立地環境研

究領域として、領域長、 2チーム長（温暖化 N 

物質担当、環境影響物質担当（2003（平成 噌 F
15）年10月以降は環境モニタリング担当に変

更））、 3研究室（土壌資源評価研究室、土壌

特性研究室、養分環境研究室）の体制で中期

計画の達成を目指した研究を推進している。

また、立地環境研究領域では、全支所及び木

曽試験地にも研究者を配置し、本・支所の連

1.試験研究の動向

立地環境研究領域における研究は、戦後の

荒廃した森林の復旧や生産力増強に関連する

森林土壌の調査研究を基に発展してきた。昭

和20～30年代は、森林土壌の生成、分布、分

類、理化学的特性の解明等を中心とする基礎

的研究とともに、我が国の国有林野土壌調査

事業や民有林適地適木調査等の推進、指導に

大きな功績があった。高度経済成長期には、

林地生産力や林地肥培、森林の持つ公益的機

能の評価に関する研究が進展した。昭和40年

代以降は、環境問題や熱帯林問題に関する研

究要請が強まり、研究課題もこれらに対応し

て変化した。近年に至り、酸性雨や温暖化等

の地球環境問題が一段と深刻になり、国内の

みならず北方林や熱帯林を含めたグローバル

な温室効果ガス動態、炭素蓄積、降水や渓流

水などの水質等に関連する研究が増加してい

る。

携を図って研究を推進している。

2.研究の成果

以下に立地環境研究領域における近年の主

要な研究成果を掲げる。

2. 1 森林土壌の炭素貯留量の評価に関する

研究（図－ 1)

1997 （平成9）年に採択された京都議定書

では、地球温暖化に対処するため、森林を二

酸化炭素の吸収源と位置づけ、森林だけでな

く落葉落枝、倒木及び土壌に貯留されている

炭素量の変化を評価することになった。その

ため、それぞれが貯留している炭素量を把握

する研究に着手した。

農林水産技術会議の特別研究「林地土壌生

産力に関する研究J（昭和38～42年度）で得

られた全国810箇所の土壌断面の炭素含有量

と容積重のデータを集計して、森林土壌の炭

素貯留量を推定した。その結果、土壌型毎の

深さ方向への積算炭素量は、深さのベキ乗式

で表すことができ、この関係から深さ lmま

でのha当たり炭素貯留量は、適潤性褐色森林

土で約200トン、黒色土で315トンと推定した。

次に、各土嬢型毎の単位面積当たりの炭素貯

Ct/ ha 

．込書

臨問一一幽－
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,. 
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図ー 1 日本の森林壬援の炭素貯留量分布（森貞、
2004) 

＊第E章巻頭にカラー図掲載．
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ている。また、 54億 トンという値は、日本の

森林で樹木が貯留している炭素量の約5倍、

1990 （平成2）年に日本で 1年間に消費され

た化石燃料の約18年分に相当し、森林土壌が

二酸化炭素の封じ込めに重要な役割を果たし

ていることを明らかにした。さらに、この｛直

は国有林野土壌調査事業、民有林適地適木調

査事業で得られたデータを基に推計した森林

土壌の炭素貯留量との整合性が認められた。

2. 2 森林土壌の保水機能の評価に関する研

究 （図－2、3)

1980 （昭和55）年代以降、宝川森林理水試

験地、筑波共同試験地、常陸太田森林理水試

験地等での精密な土壌調査及び孔隙特性の解

析結果を基にして、森林土壌の保水容量の推

定が行われた。また、多目的ダム流域の流出

解析を基にした流域保水容量の推定を含め、

森林土壊が持つ保水機能に関する研究が進展

し、森林流域からの水流出量と土壌の保水容

量が密接な関係を持つことが明らかになりつ

つある。

さらに精密な保水機能の評価を行うために

は、土層深度や微地形の詳細な情報の蓄積及

びこれらの関係の解析が必要である。そのた

め、茨城県桂村に位置する2.3haの小流域を

対象に精密な土層深度の測定を行い、土層深

度と表面微地形との関係を解析した。この研

究では、表層地質が中古生層堆積岩の2.3ha 

の流域全体にわたって微地形分布調査ととも

に、 571地点で土建式簡易貫入計を用いて表

居土層厚と風化層厚を測定した。その結果、

表層土層厚は、谷頭凹地の上流側～谷頭斜面

にかけて 3mを超える厚い土層が線状に分布

している。右岸側の上部谷壁斜面と上部谷壁

凹斜面には広い範囲で4mを超える厚い土層

が分布し、場所によっては 7mを超える地点

も認められた。これに対し、左岸側の頂部斜

面や両岸の下部谷壁斜面では、 表層土居が1

m以下の地点が広く分布している。

一
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図－ 2 表居土居厚の分布（大貫ほか、 2003)
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図ー3 風化居厚の分布（大震ほか、 2003)

風化層厚は、流域全体に lm以下の地点が

広く分布するが、右岸側の頂部斜面、上部谷
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壁斜面、上部谷壁凹斜面に4mを超える地点 ないが、多雪地域では融雪期に溶存有機態及

が認められるほかは、微地形との明瞭な対応 び無機態炭素の流出量が増加する傾向や融雪

関係は認められなかった。この事例のように、 初期に硝酸態窒素濃度が上昇する等の特徴あ

森林流域の土層厚の分布は一様でなく、かつ る変動を示すことを明らかにした。また、関

火山灰の影響が大きい地域では、 4mを超え 東・中部地域の80地域、 270地点の渓流水質

る非常に厚い表層土層が広範囲に認められる を調べ、硝酸イオン濃度が関東平野周辺部の

ことを明らかにした2）。 森林域や愛知県で顕著に高い分布傾向を示す

ことを明らかにした。さらに、代表的森林土

2. 3 酸性雨等のモニタリング調査及び渓流 壌の酸緩衝能についても、その概要を明らか

水質に関する研究 にした。

いわゆる酸性雨は低濃度の広域汚染であり、

森林生態系や渓流、湖沼等への影響は蓄積的 2.4 森林流域における窒素等の自然循環機

かつ慢性的なものといわれる。近年、酸性雨 能に関する研究

の問題が社会的に大きく取り上げられ、 1990 森林・林業は自然環境に依存して成立して

（平成2）年度から林野庁の「酸性雨等森林 いる。特に、生物を介在する窒素等の物質の

被害モニタリング事業Jが開始された。しか 循環に依存し、かつ、これを促進する機能で

し、この事業では、都道府県に委託した降水 ある自然循環機能を利用することで持続的な

の採取が6月の10日間とされたため、全国的 維持が可能となる。 2000（平成12）年度に農

な降水の年間を通じた水質変動を明らかにす 林水産技術会議の特別研究「森林・農地・水

ることが必要となり、森林総合研究所の本・ 域を通ずる自然循環機能の高度な利用技術の

支所の立地環境部門が年間を通した精密なモ 開発Jが開始され、立地環境研究領域では全

ニタリングを担当することとなった。林野庁 研究室が参画している。この研究では平成12

事業との連携を図り、 1990（平成2）年度か ～14年度を前期として、茨城県桂村の桂試験

ら特定研究「酸性雨等モニタリングセンター 流域（面積2.3ha、斜面中・下部が37年生ス

ステーション構築Jを開始した。 2000（平成 ギ人工林、それ以外の部分が落葉広葉樹二次

12）年度からは交付金プ同ジェクト研究「酸 林）を対象とし、樹木が吸収・固定する窒素

性雨等の森林・渓流への影響モニタリングj 量、窒素循環に関わる土壌微生物、土壌一渓

として、渓流水質を含めて調査研究を継続し 流系での窒素の移動・流出プロセス、水循環

てきた。 過程と有機物の流出について、立地環境研究

これまでの結果では、降水のpHや溶存成 領域、森林微生物研究領域、水土保全研究領

分濃度に大きな変化はみられず、特に酸性化 域が共同して研究を行った。その結果、各プ

が進行している兆候は認められない。年間の ロセスでの窒素の現存量や移動量、収支等を

窒素や硫黄等の負荷量も横ばい乃至やや減少 明らかにした。窒素の収支としてみると、降

傾向を示している。溶存物質の負荷量は年に 水による窒素流入量が8～9kg・ha-1・y-1、

よって変動が大きいが、これには降水量の違 渓流を通じた無機態窒素流出量が2～3kg• 
いが強く反映する傾向が認められている。ま ha-1・y-1、有機物としての窒素流出量が

た、大陸からの黄砂が激しい時期の降水では、 約 1kg・ ha-1・y-1であることを明らかに

各地でpHや溶存成分濃度が顕著に変動する した。また、個々の窒素プールの現存量や各

ことを確認している。 プロセスでの窒素フローの大きさは、これま

渓流水質についても大きな変化は認められ での既存の事例と類似の値を示した。2003（平
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成15）年度からの後期では、スギ林の間伐に

よる影響を調査中である。

この自然循環に関する研究では、もう一方

の柱として、矢作川流域を対象に森林一農耕

地一水域全体を通じた窒素の動態解析を行っ

ている。立地環境研究領域では、名古屋大学

と連携して森林域からの窒素流出負荷量の広

域的評価に取り組んでいる。ここでは、矢作

川流域の森林域について、森林タイプ区分を

行い、各タイプ毎の土壌窒素貯留量を推定し

てその分布図を作成した。こうした森林土壌

の窒素貯留量の推定と実際の水流出量や渓流

水質の調査結果を総合的に解析することに

よって、矢作川流域の森林域からの窒素流出

負荷量を推定することとしている。

2. 5 温室効果ガスの動態解明に関する研究

地球温暖化に関連して、二酸化炭素と並ん

でメタンや亜酸化窒素フラックスが大きな問

題となっているが、森林土壌におけるメタン

や亜酸化窒素の動態に関するデータは非常に

乏しいのが現状である。 2002（平成14）年度

に開始した先端技術を活用した農林水産研究

高度化事業「森林・林業・木材産業分野にお

ける温暖化防止機能の計測・評価手法の開

発Jでは、森林総合研究所を中核機関として、

6大学、 10道県等が加わって、北海道から沖

縄県に至る広域の観測ネットワークを構築し、

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素の動態を解

析している。その結果、日本の森林土壌は、

大気中のメタンを吸収し、シンクとして機能

していることを確認した。また、土壌からの

E酸化窒素の発生は、一般に微量で発生のみ

られる森林はごく一部に限られている。この

プロジェクト研究では、温室効果ガスの吸収

や発生メカニズムの解析、皆伐や間伐等の施

業による影響等を解明することとしており、

今後の成果が期待される。

2.6 樹木の細根動態に関する研究

Lf(l 

樹木の細根は、養分や水分の吸収に重要で、

あるとともに、枯死脱落によって土壌に有機

物を供給し、二酸化炭素の固定という面でも

大きな役割を担っている。こうした樹木の細

根の発生・成長量や枯死脱落量を明らかにす

るため、千代田試験地のスギ林において、ミ

ニライゾトロン法と採土円筒を用いた土壌の

一定容積中の細根量の計測を併用して解析を

行った。その結果、細根の成長量は夏季に大

きく、冬季に小さい季節変動を示すこと、枯

死脱落量も同様の変動を示すことを明らかに

した。また、細根バイオマス量の約3倍の細

根が1年間に成長し、ほぽ同量の細根が枯死

することから、細根は年に 3回程度入れ替わ

るが、林分としての細根バイオマス量はほと

んど増加しないことを明らかにした。

2. 7 そのほかの研究成果

上記のほか、簡易貫入試験を併用した土層

の物理性の推定、 2000（平成12）年三宅島噴

火に伴う噴出物の化学特性の変化、関東平野

の平地林における浅層地下水の水質動態、斜

面における土壌の按水性発現メカニズムやそ

の分布実態、近赤外分光分析法による落葉落

枝の分解過程における質的変化、既存土壌調

査データのインペントリー化、スギ苗木の土

壌水分状態と成長との関係、森林生態系にお

ける重金属類の降雨に伴う流入量等に関する

研究成果を蓄積し、関連学会誌などを通じて

公表している。また、周極域北方林やタイ、

マレーシア、インドネシア、カンボジア、ブ

ラジル・アマゾン、南太平洋・マングローブ

林等の熱帯林の森林土壌の物理化学的特性、

物質循環、 CO2やメタン等のガス動態、森林

再生等に関連する研究にも数多くの研究職員

を派遣し、貴重な成果を得つつある。

3.今後の課題

立地環境研究領域で、は、森林土壌をベース

としつつ、森林生態系という視点に立って水



や各種物質の動態解明に関する研究を中心に

推進してきた。近年では、持続可能な森林管

理、地球環境問題等に関連して、国内のみな

らず北方林や熱帯林を含む広範囲な研究成果

が求められ、温室効果ガスの動態や炭素蓄積

量の変動評価に関する研究要請が強くなって

いる。今後は、これまでの研究蓄積を基礎と

して、森林土壌資源が持つ多様な機能の発現

メカニズムの解明とともに、広域的な機能の

分類・評価手法の開発、施業や環境変動に伴

う土壌諸機能の変動予測手法の開発に関する

研究を推進する必要がある。 （加藤正樹）
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水土保全研究領域

1.試験研究の動向

水土保全研究領域に関わる研究は、森林測

候所が1911（明治44）年4月に林業試験場所

管として発足したことに始まる。当時はたび

たび大規模な水害が発生したため、世論の高

まりもあって第l期治水事業が開始されるこ

とになった。この事業を推進するため、森林

測候所が全国各地に設置されることになり、

その業務を林業試験場で取り扱うことになっ

た。

森林測候所の当初の業務は、河川上流山岳

地帯及び森林の気候・気象調査、河川水位観

測などである。森林測候所は、その後施設の

改廃や業務の変更・拡充を経て第2期治水事

業の始まりによって1936（昭和II)年5月に

廃止され、森林治水試験地となった。

森林治水試験の業務は、山地の崩壊及び土

砂かん止保安林の取り扱い、水源かん養保安

林の機能増進、荒廃林地復旧工事の改善、遊

水林及び水害防備林に関する試験などである。

第二次世界大戦後に本場気象部は防災部と

なり、国土保全と森林災害の防止に関する研

究を担当することになった。 1951（昭和26)

年には、治山事業の主目的である国土保全に
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関する研究は防災部治山科（水土保全研究領

域の前身）が担当することになった。

荒廃地の予防・復旧に関する研究では、戦

時中から戦後にかけて度重なる台風の襲来に

より全国的に水害や土砂災害が多発し、森林

の荒廃が著しく進行した。そのため、水害・

山地災害の現地調査を行い、森林の崩壊防止

機能について多くの知見が得られ、林業生産

基盤の安定という見地から予防治山の必要性

が再認識されるようになっ：てきた。一方、全

国各地に発生した山地荒廃地を復旧するため、

各地で侵食の実態調査を行い、荒廃地土壌の

理化学性、侵食の発生機構、流出土砂量の測

定法などの基礎的な研究成果が得られた。そ

れらの成果に基づき、山地荒廃地の早期全面

緑化を図るため、治山用樹草の繁殖法、施肥

法、植栽方法についての研究が進展した。な

かでも外来草を導入したことは、その後の早

期斜面緑化工法の発展に大きく貢献した。

昭和30年代には再び台風による水害・土砂

災害が多発したため現地調査を行い、それら

のデータの集積によって降水、地形、地質、

林相など山地荒廃と関色の深い要因を抽出し、

多重回帰式による崩壊危険地の判定手法の開



発が進められた。また、森林の崩壊防止機能

を定量的に解明するため、林木根系の引き抜

き試験を実施し、伐採による根系の腐朽が土

壌緊縛力に及ぼす影響を力学的に評価した。

治山事業の拡大に伴って、全国を気象、地

質そのほかの立地条件から類型的な地帯区分

を行い、その地帯の特性に適した工法を経済

性や施工効果も考慮して施工するため、経済

的治山工法に関する総合的な研究が実施され

た。さらに、施工後の保育・管理を主眼とし

た既施工地の取り扱い方法についてもあわせ

て研究を行った。

治山構造物については、治山ダムに作用す

る土庄、動水圧などの外力に関する基礎的研

究のほか、材料強度や耐久性に関する研究も

行われた。

森林の理水機能に関する研究では、森林測

候所時代から水源かん養機能に関する調査が

行われてきたが、戦後、本場・支場等に設置

された森林理水試験地において水文観測を継

続するとともに、森林の理水機能に関する研

究が進められた。戦後まもなく発生した利根

川の水害では、出水解析に当たり宝川森林理

水試験地の水文データが有力な資料として利

用された。森林の状態が流出に及ぼす影響に

ついては、各森林理水試験地の地域性にあわ

せて伐採、火入れ、刈払いなどの処理を行い、

それぞれの特性に応じた林木の成長と流出の

関係、たとえば、釜淵森林理水試験地ではな

だれ防止のための階段工施工が流出に及ぼす

影響について、竜の口山森林理水試験地では

山火事・渓岸伐採が流出に及ぼす影響などに

ついて解析を行った。その結果、森林の伐採・

消滅が流出量、特に洪水時ピーク流量を増大

させることが明らかになった。また、宝川森

林理水試験地では、ライシメータを用いて

行った階段、溝、穴など山腹理水工法の効果

に関する現地実証試験も行われた。

1978 （昭和53）年には、本場が東京目黒か

ら筑波研究学園都市に移転し、それを機に地
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すべりに関する研究室が新設された。1988（昭

和63）年になって林業司験場から森林総合研

究所に改組され、防災部は、土壌部及び造林

部の一部とともに森林環境部を構成し、その

中で治山科は水土保全科として森林の水土保

全機能の維持増進に関する研究を担当するこ

とになった。

森林の国土保全機能に関する研究では、森

林の崩壊防止機能を定量的に評価するため、

樹木根系の現地引き抜き試験や大型一面せん

断試験を行い、スギ根系によるせん断抵抗力

の補強モデルを開発した。将来発生が懸念さ

れる大規模地震による山体の地震動シミュ

レーション解析を托い、大地震による山地災

害危険地の判定手法を開発した。積雪地帯に

おける地すべりの移動機構を解明するため、

地すぺり移動量、積雪量、融雪水量などを現

地観測した結果、融雪末期のみならず積雪初

期においても地すぺり移動量の大きいことが

明らかになった。水源かん養機能に関する研

究では、ヒノキ人工林の間伐により林分の蒸

発散量、樹冠遮断量が減少し、林内雨量が増

加することが現地観測により明らかになった。

また、温暖湿潤地帯の森林流域を対象に、森

林伐採が水流出に及ぼす影響を評価するため、

貯留型の水収支モデルを開発して解析を行っ

た。その結果、調査流域においては、森林伐

採に伴い年直接流出量が21.3%、年基底流出

量が11.5%増加し、年蒸発散量は30.0%減少

することが予測された。

2001 （平成13）年には、森林総合研究所の

独立行政法人への移行に伴い、水土保全科は

水土保全研究領域として森林の国土保全、水

資源かん養機能の高度発揮に関する研究を担

当することになった。研究組織は、研究領域

長以下水資源利用担当チーム長、災害危険地

判定担当チーム長、水保全研究室、山地災害

’研究室、治山研究室の 2チーム長・ 3研究室

である。

担当する研究項目は、人工林地帯における



崩壊防止機能の力学的評価手法の開発、山地

崩壊・地すべり発生に関わる間隙水圧と土塊

移動の相互作用の解明、水資源かん養機能の

解明と評価及びモデルの構築である。

以下に水土保全研究領域における近年の主

要な研究成果を示す。

2 研究の成果

2. 1 山地荒廃の予防に関する研究

2. 1. 1 林木根系の崩壊防止機能に関する研

究1)

樹木による斜面崩壊防止機能は、崩壊すぺ

り面における根の量とその根による崩壊に対

する抵抗力によって発揮されている。ここで

は、スギ根系による崩壊防止機能を評価する

ため、スギ根系の分布状態をシミュレートで

きるスギ根系分布再現モデルとスギの根によ

る土のせん断抵抗力補強強度を、根の引き抜

き抵抗力から算定する手法を開発した。スギ

根系分布再現モデルは、樹高、胸高直径、根

の最大成長深さの情報から任意の深さの直径

階別根系本数を推定することができる。

スギ林地の安全計算を行うため、スギ伐採

後の根の引き抜き試験を行い、直径別の引き

抜き抵抗力の経年変化を求めた。その結果、

根の引き抜き抵抗力は、伐採後徐々に低下し、

10年目になると崩壊防止機能はほとんど消滅

することが示された。また、スギ収穫表に示

されている胸高直径、樹高、本数密度等の値

に従って成長している林分を想定して斜面安

定解析を行い、間伐が表層崩壊防止機能に及

ぼす影響をシミュレーション手法により評価

した一例を示す。この場合の間伐林の斜面安

全率は、非開伐林と比較して15年生、 20年生

の時点では若干高いが、 25年生、 30年生の時

点ではほぼ同程度、 35年生以上になると徐々

に低くなる傾向が認められた（図－ 1)。林

地崩壊は一般に幼齢期に多く発生することか

ら、幼齢期では間伐林の方が崩壊発生の危険

度は低くなる傾向が示された。一方、壮齢期
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図ー 1 スギ間伐林分（収穫表）及び非間伐林分にお
ける斜面安全率の変化

では間伐林、非間伐林とも斜面安全率が高く

なり崩壊発生の危険性は低くなるため、斜面

安全率の差はそれほど崩壊発生に影響しない

と推定された。

2. 1. 2 レーダーアメダスデータを用いた崩

壊危険度判定手法に関する研究

台風や梅雨時の集中豪雨による山地崩壊は、

下流域に甚大な被害を与えることから、その

被害を軽減・防止するため、山地崩壊の発生

危険度予測の精度向上が期待されている。現

在、山地崩壊の発生危険度予測には、既往の

災害データを用いた統計的手法が用いられて

いるが、この方法は、災害発生箇所の特定や

リアルタイムで予測結果を出すことは困難で、

精度もあまり高くない。そこで、気象庁が1

時間毎に発表している、今後6時間後までの

時間降雨量予測データ（レーダーアメダス 6

時間降雨予測データ）を用いて山地崩壊の発

生位置及び発生時刻を予測できる山地崩壊危

険度予測手法を開発したので、その概要を以

下に示す。

まず、山地崩壊危険度を求めようとしてい

る対象地域のレーダーアメダス 6時間降雨予

測データを入手し、このデータと崩壊に密接

に関連する地形、土質、植生などのデータを

斜面安定解析モデルに代入して、どこの斜面

が、いつ崩れるかを計算する。ここでは、予 d

測の対象地域を一辺が50m四方の区域（グ



3時間後

図－2 降雨開始3時間後の崩嬢危険地予測地図

リッド）に区切り、各グリッ ド毎に崩壊が発

生するか否かを計算する。その結果、崩壊が

発生すると判定されたグリッドを地図データ

に重ね合わせて描画することにより山地崩壊

の危険地を示すことができる。この手法を用

いて静岡県大井川支流の流域で崩壊危険度を

判定した結果、時間降雨量100mmを連続し

て与えた場合、 3時間後に93箇所のグリッド

で崩壊の発生が予測された（図－ 2）。本手

法は、さらに精度向上を図るため、さまざま

な条件下で実証試験を重ねる必要がある。

2. 2 山地荒廃の復旧に関する研究

2. 2. 1 情報通信技術 (IT）を活用した地す

べり総合管理手法に関する研究

近年、地すべり対策事業が進捗し、多くの

地すべり地で工事概成を迎えているが、施工

後の経年変化による施工効果の減退や新たな

不安定斜面の発生などに起因して地すべりの

再活動の可能性が指摘されている。そのため、

重要な保全対象を持つ地すべり地では、工事

概成後も監視を継続し、地すべりの兆候を早

期に発見して再発を防ぐため、本研究ではIT

技術を活用した自動観測システムと地理情報

システム （GIS）を取り入れた地すべり総合
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管理手法を開発した。

対戸地すべり地は静岡県由比地すべり地で、

同地すべり地は長年にわたり降雨や地震動に

対する安定解析やそれに基づくさまざまな地

すべり対策工事が施工されてきた。まず、地

すべりの移動を観測するための孔内傾斜計や

地中伸縮計、その誘因となる降雨、間隙水圧

を観測するためのセンサ一、そのほか地震計

及び監視カメラなどを地すべり地内に多数設

置した。これらの観測データを管理する自動

観測システムは、目的に応じた複数のコン

ビュータによって構成され、それらをデジタ

ル通信回線で相互に接続してイ ントラネッ ト

，を形成した。このシステムの中核となるデー

ヲベース装置は、現地から定期的に送信され

る計測データを蓄積すると同時に管理基準値

に対して超過判定を行しに万が一基準値超過

が認められた場合には、各関係機関に対し自

動的に電話、 FAX、電子メールなどによる警

戒通知を発信するようになっている。一方、

各関係機関には情報端末を設置し、この端末

からデータベース装置に接続すれば地すべり

地における最新観測データを常に把握するこ

とができる。さらに、 GISの特徴である複合

検索及びレイヤー（重ね合わせ）機能を用い

て、災害時における最適避難経路の判定がで

きる（図－ 3）。本研究によって開発された
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図－ 3 自動観測lシステムのホームページ（避難経路
を示す）

＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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地すべり総合管理システムは、 2001（平成

13）年度から由比地すべり地において採用さ

れ、その有効性は静岡県による防災訓練など

で確認されている。

2. 2. 2 崩壊土砂の流動化に関する研究2)

近年、豪雨による大規模な山地崩壊やそれ

に伴う崩壊土砂の流動によ り甚大な被害を

被っている。さらに、都市域の山間地への拡

大と過疎地域における高齢化は、潜在的な土

砂災害危険度を増加させている。今後は災害

危険区域と安全区域の判別を行って、効果的

な防災施設の配置計画や箸戒避難対策の構築

が望まれている。そこで、斜面崩壊の運動を

再現できる数値シミュレーションモデルの開

発とその成果を検証するための粒状体の崩，

壊 ・移動実験を行った。さらに、崩壊した土

砂の流動化継続条件を解明するため、 2003

（平成15）年11月12日と14日に現地崩壊実験

をf子った。

まず、斜面が崩壊する現象を物理的に正し

く表現するため、崩壊土砂が土粒子の集合体

であることを直接的に表現したモデルを構築

するとともに、粒状体運動シミュレーション

手法を開発した。それによると、粒子は互い

に衝突やすべりを繰り返しながら運動量を伝

達し、運動エネルギーを消耗していくことが

分かつた。さらに、このモデルを検証するた

め、一辺が10cmの花園岩ブロックを最大

l, 000個用いて、斜面上端から一気に落下さ

せる崩壊実験を行った。 この実験結果とシ

ミュレーションを比較したところ、崩落した

ブロックの堆積様式及び先端の到達した距離

ともシミュレーションでよく再現できた。一

方、土質試験や室内崩壊実験によって得られ

た、崩壊土砂の流動化継続条件を検証するた

め、茨城県加波山の国有林内に実験斜面を設

定し、人工降雨装置を用いて散水し、土層内

の間隙水圧の変動、斜面の挙動、斜面からの

流出水・土砂量を観測した。 1日目は降雨強

度約78mm/hで、4時間30分、累積雨量にして
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図－4 崩i裏後の実験斜面の概況 （加波山）

349mm散水した。 1日おいて再び散水し、

実験開始から 5時間30分後に斜面中下部が表

層近くまで飽和し、斜面中央部で変位が観測

された。その後加速度的に変位が増大し、 6

時間51分経過後、斜面下端から約17mを滑落

崖として崩壊が発生した（図－ 4）。崩壊土

層深は約 lmで、崩壊土砂量は約40m3と．見積

もられた。崩壊した土砂は流動化して対岸に

乗り上げた後、速度を落として地形に沿って

下流側に約30m流下したところで先端が停止

した。また、観測データの分析により、崩壊

に至るまでの地表面の移動量と崩壊に伴う過

剰間隙水圧が観測され、土質試験や室内崩壊

実験との整合性が認められた。

2. 3 水源の理水に関する研究

2. 3. 1 森林の水流出調節機能の向上技術に

関する研究

河川の水量を安定的に確保するためには、

森林の水源かん養機能を向上させることが必

要である。森林は、樹冠遮断や蒸散などの蒸

発散機構と保水性に富む表層土壌によって水

流出に関与している。ここでは、森林施業が

水収支、水流出に及ぼす影響を明らかにする



ため、モデル林分における間伐試験と流域単

位の施業試験を行った。F

間伐試験では、ヒノキ人工林において本数

換算で40%、胸高断面積換算で43%の間伐を

行った。その結果、年降水量に占める樹冠通

過雨量及び樹幹流下量の総量の割合は、間伐

前では82.9%、間伐後は90.4%となり、樹冠

遮断率の減少は約44%と見積もられ、 間伐率

とほぼ一致した。間伐前のデータによる回帰

式を用いて、間伐をしなかった場合の樹冠遮

断量の予測値を求め、間伐後の実測値と比較

すると、樹冠通過雨量が168.6mm増加し、

樹幹流下量が29.5mm減少した。この結果、

樹冠遮断量は139.1mm減少したが、これは

間伐前の樹冠遮断量の約40%に相当する。

一方、流域試験では、面積6.48haの森林小

流域を等高線に沿って帯状にー列おきに伐採

した。帯状伐採後は伐採前と比較して、期間

流出量に占める平水流出量、低水流出量、渇

水流出量の割合が大きくなった。温暖期の蒸

発散量は帯状伐採によって平均で66.3mm減

少した。これは皆伐による減少量の43%に相

当する。直接流出量は帯状伐採により流出率

で6～13%の増加が認められ、 一連続降水量

が100mmを超える場合のピーク流量は伐採

前と比較してL16～1. 41倍となった。しかし、

これらの値は皆伐試験と比較して小さな値で

ある。

森林の量的変化により、流出量を調節する
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図－ 5 伐採による流出特性の変化

ことは、高水時の流量を許容範囲内に抑え、

いかに低水時の利用水量を増加させることが

できるかということであることから（図－5）、

間伐などの保育、帯状伐採などの非皆伐施業

は、水保全機能を向上させる森林管理技術で

あることが示された。

2. 3. 2 水涜出経路の解明に関する研－究3)

降雨などにより変動する川の水量を正確に

予測するためには、流域内の水移動について

の科学的知識が不可欠である。大河も無数の

支流から成り立ち、それらの支流を遡れば谷

頭斜面と呼ばれる凹地形に達する。つまり、

谷頭斜面は山と川の接点であり、 水や各種物

質が集まり、また、気候条件や土地利用の変

化などの影響を敏感に受けやすい場所でもあ

る。したがって、谷頭斜面における水や物質

の移動を解明し、予測することは、森林管理

の面からも重要な課題となっている。

そこで、茨城県常陸太田市内の試験地にお

いて、谷頭斜面 （図中のHZ;0. 25ha）、 1次

流域（HA; 0. 84ha）、それらを含む観測流域

全体（HB; 2. 48ha）の流出塁、降水量、谷

頭斜面内の地下水位などを観測した（図－6）。

その結果、谷頭斜面が流域全体の流出に寄与
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する程度は、全く流出の生じない状態から、

単位面積当たりでは流域内で最も多くの流出

を生じる状態まで、流域全体の乾湿状況に応

じて大きく変化することが明らかになった。

さらに、谷頭斜面からの流出が飛躍的に増加

するのは、谷頭斜面の上部と下部を繋ぐよう

な地下水分布が現れる時と一致することが判

明した。このような谷頭斜面の流出特性を定

量的に解析するため、 TOPMODELと呼ばれ

る準分布型流出モデルを観測結果に適用した。

このモデルは、主に流域地形に関するパラ

メータから予測できるようにつくられている。

このモデルによる流域全体（HB）の流出の

再現結果は良好であったが、谷頭斜面白Z)

の流出については乾期の予測が実測と食い

違っていた。これは、土壌が湿潤な時の水移

動には重力の影響が車越するのに対して、土

壌が乾燥している時は毛管張力など重力以外

の影響が相対的に強く表れることを示してい

ると考えられる。

このように、流域内の水移動には地域因子

以外にもさまざまな因子が作用しており、そ

れらの因子を考慮して、より広範囲な状況に

適用可能な予測法の開発が今後の課題である。

（竹内美次）
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気象環境研究領域

1.試験研究の動向

気象環境研究領域におげる研究は、林業試

験場気象部からスタートした。 1947（昭和

22）年の林政統一時に林業試験場の本場気象

部は防災部に改編された。このとき防災部に

は砂防、理水、風害、雪害の4研究室が設置

され、後者の2研究室が現在の気象環境研究

領域の基礎となった。防風林及び森林の風害

関係を風害研究室、なだれ防止林及び森林の

雪害関係の研究を雪害研究室が担当した。

1951 （昭和26）年には気象研究室を造林部

から移管し、森林の立地気象と森林災害の防

止の研究を担う体制に替えた。 1964（昭和

39）年には防災部内d治山科、防災科の両科

が設置され、防災科は防災第1研究室、防災
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第2研究室、気象研究室に編成替えになった。

「63体制Jの再編整備では林業試験場防災部

防災科から森林総合研究所森林環境部防災科

への改編を行い、 2001（平成13）年の独立行

政法人化に伴い、気象環境研究領域として、

領域長、 lチーム長（渓畔林担当）、 2研究

室（気象研究室、気象害・防災林研究室）、

十日町試験地の体制で幅広い研究を推進して

いる。

1. 1 第1期治水、第2期森林治水時代の研

究動向

1907 （明治40）～1910（同43）年にわたる

大洪水を機に、 1910（明治43）年12月の帝国

議会で第1期治山事業計画が成立した。この



計画により1911（明治44）年度から61年度に

至る聞に森林測候所が全国初重要河川の上流

地帯に計39箇所（延べ41箇所）に設置された。

森林測候所関係の組織として、林業試験場本

場に森林気象系 (1922（大正11)年4月1日

から気象部）が属し、各地に森林測候所（職

員3名）を置いた。第2期森林治水事業計画

では、森林測候所も実際の事業に連繁した調

査研究機関に拡充転換することが考慮された。

1936 （昭和11)年から第2期森林治水事業

に入り、現存した森林測候所14箇所で森林治

水試験を行うことになった。林政統ーまでの

森林治水試験としては、気象観測、水源かん

養林試験、土砂かん止取扱い試験、なだれ防

止の基礎試験、出水通報等の内容であった。

1934 （昭和 9）年の東北地方冷害を契機と

して防風林の調査試験を開始した。また、北

海道では林帯の防霧効果を測定した。さらに、

十日町試験地を中心にしてなだれ防止に関す

る研究が前進した。

1. 2 林政統一後から現在までの研究動向

1. 2. 1 森林気象害・防災林に関する研究

森林気象害に関する研究は、 1954（昭和

29）年の15号台風による風害の総合調査、ス

ギ・ヒノキの凍害の全国的な危険区域調査、

1956 （昭和31)年の冠雪害調査、 1961（昭和

36）年の岩手県三陸海岸の大火災調査等各種

の災害研究を実行した。昭和40年代には拡大

造林に伴う干害・雪害に対応する研究や山火

事の消化剤やヘリコプターによる消火法、空

中消火業務の運用法に関する研究が進展した。

また、森林内の道路開設による森林の風害・

捨土害等の発生や植物群落に与える影響の研

究も新たな研究課題として取り組んだ。

昭和50年代には、 56豪雪 (1981)による冠

雪害 e 雪庄害ゃなだれ災害、 1984（昭和59)

年の寒波等に伴う寒害や寒風害の発生機構に

ついての研究が進展した。昭和60年代には、

北海道のカラマツ林の冠雪害の発生機構を明
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らかにした。また、日光白根山の山岳林衰退

現地で酸性霧等の複合被害の調査研究が行わ

れた。独法化後は、風害に関し、間伐施業が

樹幹の揺れに及ぼす影響や風害危険度地区区

分図の作成を行った。また、林野火災に関し、

火災延焼速度の推定やニワトリを利用した防

火帯の林床可燃物の除去方法を開発した。

防災林に関する研究は、昭和20年代には雛

形防風林試験によって、林帯による海風中の

塩分溜過機能を定量的に解明した。また、海

岸林及び内陸防風林の基準幅決定方法を提案

した。さらに、 1953、54（昭和28、29）年の

九州地域の水害の際、水害防備林の効果調査

を行った。昭和30年代に入ると、伊勢湾台風

やチリ地震津波を契機に潮害防備林や防潮林

の津波防止効果や海岸林の取り扱い法に関す

る研究、さらに、 1963（昭和38）年豪雪を機

に、十日町試験地と共同で林木のなだれ防止

機能の研究が行われた。昭和40年代には海岸

林の必要限度幅がほぼ把握できるようになっ

た。また、なだれの発生を防止できる最小限

度の立木密度がほぼ明らかになった。さらに、

森林の騒音防止機能を明らかにした。昭和50

年代になると環境変化に対応した海岸林の機

能と維持管理に関する研究を北海道の石狩海

岸から宮崎県のーツ葉海岸まで、多くの海岸

林を対象にして取り組み、海岸林の環境保全

能力の判定や保育更新法について成果をあげ

た。 19~3 （昭和58）年の日本海中部沖地震津

波被害では、海岸林の被害軽減効果に関する

調査研究を行った。さらに、多雪・豪雪地帯

の雪食荒廃地に関する実態調査が実行された。

昭和60年代に入ると海岸防災林の塩分捕捉機

能や海岸林の適性配置に関する研究に取り組

んだ。また、低木性広葉樹（ボイ）のなだれ

防止機能とポイ山の改良試験を行った。独法

化後は、海岸林の維持管理のため、本数調整

遅れ林分、幼齢林分に分け、本数調整伐の指

針の作成に取り組んでいる。また、渓畔林の

環境保全機能に関する研究では、渓畔域の保



全を考慮した．治山施設の整備ならびに渓畔林

の施業に資するために、渓畔域が持つ多様な

機能を明らかにするとともに、渓畔域の機能

を評価する手法の開発を行っている。さらに、

なだれ発生危険度判定の精度を向上するため、

湿雪なだれの発生しやすい気象条件を明らか

にし、アメダス気象データにより融雪量をリ

アルタイムに推定するシステムを開発し、な

だれ発生と融雪量の関係を明らかにする研究

に取り組んでいる。

I. 2. 2 森林気象に関する研究

森林立地気象に関する研究は昭和40年代に

は北海道における任意地点の月平均気温推定

法や東北地方における任意地点の平均気温の

推定法を開発し、それぞれ分布図を作成した。

また、全国を対象にした寒風害危険地帯区分

図の作成や群馬県、岩手県単位の寒風害危険

区分が試みられた。昭和50年代には風しよう

地の風速をササ群落から推定する方法や寒風

害対策に関連し、ヒノキ上木による下木植栽

の微気象改良機能について研究が進展した。

昭和60年代に入ると、地球環境研究も中心

的な課題として位置づけられ、森林と大気の

熱・物質交換機構によるさまざまなスケール

での気候形成作用に関する基礎的研究に取り

組んだ。特に、森林群落内部に設置した気象

観測タワーを用いた乱流変動法（渦相関法）

の適用により、森林一大気聞のエネルギー交

換特性が把握される等、森林の気候形成機能

に関する基礎的知見が得られた。独法化後は、

1997° （平成 9）年の温暖化防止京都会議

(COP3）に関するさまざまな社会的要請に

応え、森林生態系による大気からのCO2吸収

量の解明に取り組んだ。気候帯や森林群落タ

イプの異なる全国6箇所に微気象観測サイト

を設定し、気象観測タワーを設置した。その

結果、各サイトで森林一大気聞のCO2交換量

の季節変化を明らかにするとともに、森林生

態系の純生産量に及ぼす気候の影響を明らか

にした。また、地域規模の気候を再現する数
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値モデルを用いて、森林による蒸散活動の強

弱が広域の気温形成に及ぼす影響を明らかに

した。さらに、流体力学的数値モデルを開発

し、タワー観測による測定データと乱流の空

間構造との関係を検討し、タワーによるフ

ラックス測定手法の妥当性を検証した。

2.研究の成果

森林環境部防災科と気象環境研究領域が、

1998 （平成10）年から10年間に行った主要な

研究の概要を以下に述べる。

2. 1 国際的なフラックス観測ネットワーク

と森林における二酸化炭素の発生・吸収

量のメカニズムに関する研究

地球温暖化防止の国際的な取り組みにおい

て、 1997（平成9）年に開催された温暖化防

止京都会議（COP3）以降、温帯森林におけ

る二酸化炭素吸収量の解明は重要な社会的要

請課題になった。現在、陸域生態系のCO2収

支に関わるフラックス観測の国際的な研究

ネットワークワーク（FLUXNET）が構築さ

れつつあり、アジア域をまとめるAsiaFluxが

2000年に活動を開始した。森林総合研究所フ

ラックス観測ネットワーク（FFP阻 Flux

Net）も、アジア域の森林生態系においてフ

ラックス観測研究を展開する数少ない研究グ

ループとして、 AsiaFluxに参加し、国際的な

フラックス観測ネットワークの一翼を担って

いる 1)。

森林に、大気の二酸化炭素のフラックス観

測タワーを設置し、圏内でいち早く観測を開

始したのが、埼玉県川越試験地である。ここ

で観測手法を開発し、この成果をもとに森林

総研ではほかの圏内5箇所の試験地での森林

一大気聞のCO2フラックス測定を1999（平成

11)年に開始し、 CO2吸収量について異なっ

た樹種毎に特徴ある季節変化を明らかにした。

凶－ 1は富士吉田のアカマツ林で観測された

群落上のco~フラックスの季節変化である。
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図－1 富士吉田アカマツ林における群落上のCO2フラックスの季節変化
Absorption、Releaseはそれぞれ日中に吸収、夜間に放出されたCO2、Netはその合計を表す．
森林による吸収をマイナス側として、 5日間の移動平均値で表す．
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クスを過小評価する問題が提起された。そこ

で、風の空間分布を詳細に再現できるLES

(L紅geEddy Simulation）数値モデルを開発し、

渦相関法によるフラックスが熱収支から要請

されるフラックスに比べて過小評価となるイ

ンバランスの原因に関する考察を行った。

理想化された森林付近の渦の空間構造をモ

デルにより再現した。風の中には大小さまざ

まな渦が存在し、それらが二酸化炭素等を上

下方向に運ぶ役割を担っている。この渦構造

が風下へ流され、それを観測タワーで計測す

るのが、渦相関法の概念である。図－ 2は森

林上端における、ある瞬間の二酸化炭素濃度

の水平分布で‘あるが、高濃度を示す暖色部分、

このような観測結果から、各地の森林におけ

るCO2収支の特徴が明らかになってきている。

。諸説
風下距離／群落高

森林上端における二酸化炭素の水平分布（図
- 1と同時刻：暖色；高濃度、寒色 ；低漉

度）
＊第E章巻頭にカラー図掲眼。

Z
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2. 2 森林の気候緩和機能に関する研究

森林の気候緩和機能を定量化するため、埼

玉県川越市において、落葉広葉樹林の森林気

象試験地に観測タワーを設置して観測を行っ

た。その結果、冬期（落葉期）には潜熱割合

が小さく、正味放射の大部分が顕熱となり、

森林が大気を強く加熱する。この状況は樹木

の展葉とともに急変し、潜熱へのエネルギー

配分が大きくなるため、夏期（着葉期）には

顕熱が小さくなる。森林の気候緩和機能を定

量的に説明するため、森林と大気聞の熱、水

蒸気の変換過程をモデル化した。さらに、地

域規模の気候を再現する数値モデル（局地循

環モデル）を構築し、森林による蒸発散活動

の強弱が広域の気温形成に及ぼす影響につい

てシミュレーションを行った。関東・中部地

方に適応した結果、森林の活性の違いによっ

て広域の地上気温に大きな影響があらわれる

ことが分かった2）。

図－2
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LESモデルによる熱収支インバランス

問題に対する検討

世界各国で、森林と大気間の二酸化炭素や

熱エネルギーのフラックスを観測タワーを設

置し、渦相関法によって解析してきた。この

方法は、精度が高いとされてきたが、渦の空

間構造の影響を受け、 場合によってはフラッ

2. 3 



低濃度を示す寒色部分がパッチ状に存在して

いる。暖色パッチ付近では上下方向への二酸

化炭素輸送が活発に行われ、一方、低濃度を

示す寒色部分では、渦が弱いため輸送は活発

ではない。縦軸4～5くらいのところに、渦

の弱い青色部分が風下方向に長く形成される

ことがある。もし、この部分に観測タワーが

入ってしまうとフラックスを過小評価してし

まう。観測領域内に定常的な流れが存在し、

その流れがスカラー量の場と空間的相関を

持っている場合には、点計測フラックスでは

系統的に負のインバランスが生じることを明

らかにした。

2. 4 林野火災に関する研究

林野火災対策に関しては、林野火災の延焼

状態の正確な予測は消火活動を進める上で重

要な課題である。 2002（平成14）年4月岐阜

県各務原市権現山周辺の林野火災をもとに

「林野火災応急シミュレーションJソフトウ

エアによる予測と現実の適合性の検証を行っ

た。その結果、延焼方向や領域の予測、消防

隊配置の反復シミュレーション等の判断材料

として活用できると考えられた。今後の検討

課題として、飛火発生後の延焼予測精度向上

のための飛火モデルのパラメータの再検討、

林野火災の燃焼熱による風系の乱れを風系モ

デルに組み込むこと等があげられる。

2. 5 紫外線増加が生物に与える影響評価

成層圏のオゾン層破壊に伴い、地表面に到

達する紫外線量が増加し、生態系への影響が

懸念されている。特に高山帯にまで分布域が

広がる森林生態系への長期的な紫外線増加量

の影響評価は重要である。樹木幼苗への

UV-B照射試験における照射強度に伴う生育

量の変化をみると、乗鞍岳等の標高の高い山

岳地帯における紫外線環境の場合には、強い

UV-B紫外線が樹木の光合成阻害を引き起こ

すことが確認された。 UV-Bが樹木に及ぼす
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影響の発現機構に関しては未解明であるが、

照射によって樹木細胞内の産物が発現・増加

することが確認されるとともにDNA損傷量

が増加することを明らかにした。

2. 6 渓畔林の環境保全機能に関する研究

渓畔林の研究は気象環境領域のほかに水土

保全研究領域、森林植生研究領域、東北支所、

埼玉県農林総合研究センターが参画している。

これまでの森林施業や治山事業は、木材生

産や土砂災害の防止を主目的としてきた。し

かし、森林に対するニーズは多様化し、自然

環境の保全と調和した治山事業の実施は時代

の要請である。渓畔域の持つ多様な機能を明

らかにするとともに、渓畔域の保全に配慮し

た治山事業の方向性を提示することを目的に

研究が推進されている。堰堤建設による土砂

堆積の変化、主要な渓畔樹種の種特性と地形

区分の関係、樹冠が夏期の渓流水温に及ぼす

影響等を推定した。また、渓流に対する有機

物供給源としてリター供給と藻類生産を比較

すると、ブナ自然林、スギ人工林ともに大部

分をリター供給が占めること等が判明した。

2. 7 なだれ防止に関する研究

大規模ななだれ災害は、短時間に多量に降

るドカ雪時に発生することはよく知bれてい

~ 100「相 .1001-t「 100“→叩
en I E、E

：ご：四四：4 ・2 O o_ ,_ ~ o 4 8 txto2 txta3 1x10・1x1<>5
emp,CC) U『yd骨剛ty Walercon胞nt Sheats同時lh(P圃｝ Stratigraphy 

(k似内 側 by明知me)

図－ 3 積雪の断面観測結果とせん断強度の鉛直分布

の推定
*2001 （平成13）年 1月18日に森林総合研究所＋田町民験地

で測定した． ' 
＊雪質Iま4朴＋新雪、／／／はこしまり雷、．．．はしまり君、

000はざらめ雷を示す．



る。なだれの発生予知には、積雪深や降雪深、

降水量、気温などの気象データが必要である

が、重要な降雪深を自動計測する装置は無い。

そこで、自動計測化が可能な積雪深と降水

量のデータから降雪深を推定するシステムを

開発した。このシステムから得られた数値を

用いて斜面積雪の密度、強度、荷重、安定度

を推定し、 ドカ雪のなだれ発生予知を可能に

した。また、本州に広く分布する温暖積雪地

強度と密度の関係はこれまで不明な点が多

かったo 濡r雪は乾き雪に比べせん断強度が

小さく、含水率が大きくなるほどせん断強度

が小さくなる傾向がみられた。そこで、せん

断強度の低下率の関係を体積含水率の指数関

数で表すことによって、積雪の密度、体積含

水率及び雪質からせん断強度を推定した（図

-3) 3）。この推定式によって積雪断面調

査にせん断強度の鉛直分布を明らかにするこ

域では、濡れ雪に関わるなだれが発生してい とができた。 （河合英二）

る。しかし、濡れ雪やしもざらめ雪のせん断
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森林微生物研究領域

1.研究の動向

2001 （平成13）年の独立行政法人化を機に、

それまで森林環境部に所属していた土壌微生

物分野と森林生物部に所属しでいた樹病分野

が統合され、今日の森林微生物研究領域を構

成するに至った。遡るとこのうち樹病分野は、

1800年代の末に世人の注意をひきはじめ、

1900年代始めには、全国的に被害が拡大した

スギ赤枯病を契機として、その解決のために

当時の農商務省農事試験場に樹病研究者が配

置され、その後当所の前身である林業試験場

に移されたところに端を発する。ここでの研

究成果や研究内容の推移については後の病害

群毎の説明に譲るが、戦前戦後を通して木材

生産を脅かす針葉樹病害研究を主として進め

た。この問、 1969（昭和44）年のマツノザイ

センチュウ発見は、末長く歴史にとどめられ
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ょう。一方、土壌微生物分野は1950（昭和

25）年土壌部土壌肥料科土壊微生物研究室と

してスタートした。当初は荒廃した山林に緑

を復活することが目的であったが、最近では

火山災害等に伴う荒廃地の緑化技術の開発な

どが大きなウェイトを占めるに至っている。

1988 （昭和63）年の森林総合研究所への改

組の頃から、広葉樹を含む樹木病害研究のほ

か森林管理指標としての多様性や森林の健全

性評価といった研究も展開され始めた。また、

研究手法として微生物の高度な識別や発病機

構解明に遺伝子解析が取り入れられ、不可欠

の研究手法となっている。

1. 1 今後の課題

海外からの侵入病原体の脅威は依然として

続いており、それらの潜在感染を識別・診断



する技術を構築し、初期段階で対応できる体

制を整えておく必要がある。また、マツ材線

虫病など防除にコストがかかるもの、有効な

防除手段のない病害についての遺伝子解析は、

将来的な防除構築に重要なヒントを与える。

また、地球レベルの環境問題を考える上で

も二酸化炭素の削減は喫緊の課題であり、国

内はもとより地域の在来植物を使い、共生微

生物により環境耐性を付加し、砂漠などの緑

化に利用し得る技術の研究ニーズも益々高ま

ると考えられる。 （楠木学）

2.マツ材線虫病

2. 1 試験研究の動向

九州から始まり戦後に分布範囲を急速に広

げてきた激害型マツ枯損の原因は、樹皮下に

寄生する穿孔虫（松くい虫）であろうと長い

間考えられていた。しかし、穿孔虫が産卵す

る前には必ず樹脂流出の停止（衰弱）が起こっ

ていることが明らかとなると、穿孔虫枯損原

因説に疑念が生じた。被害拡大に抜本的な解

決策を求められていたこともあり、技会特別

研究「まつくいむしによるマツ類の枯損防止

に関する研究、 1968（昭和43）～1971（昭和

46）年Jが行われることになり、本・支所（場）

の樹病関係研究室はそれぞれ原因微生物の探

索を分担し、枯損原因としてマツノザイセン

チュウを発見したが、これはその時から現在

まで続く、発病・枯損機構解明研究の始まり

となった。

2. 2 研究の成果

2. 2. 1 マツノザイセンチュウの発見

枯損木から収集した糸状菌等微生物の中に、

病原性をもつものは認められなかった。その

取り組みの中で、九州支場樹病研究室では、

収集した各地の被害材から、普遍的に検出さ

れる線虫を見出した。この線虫を培養し、マ

ツ苗木やマツ生立木に接種したところ、樹脂

流出を停止させ、その後急速に黄赤色に葉が
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退色するという激害型マツ枯損の特徴的症状

が再現され、接種枯死木からは接種源に用い

た種類と同じ線虫が分離された。これらの事

実は、コッホの4原則を満たすもので、、内外

の学会で真の枯損原因がこの線虫であること

が認知された。この線虫には、和名マツノザ

イセンチュウが与えられたoなお、マツ材線

虫病以外に、たき火跡に限定的にみられるマ

ツ枯損が子のう菌ツチクラゲによることが東

北・樹病研究室によって究明され、これに対

しては殺菌剤の土壌処理による防除方法が開

発された。

2. 2. 2 マツノザイセンチュウの分布拡大

激害型マツ枯損の原因がマツノザイセン

チュウであることが発見されると、マツ林か

らマツ林へと分布拡大する機構を解明するた

め、場内特別研究「マツ類材線虫によるマツ

類の枯損防止に関する研究、 1972（昭和47）年J

等が行われた。研究の開始からほどなく、こ

の線虫の媒介者マツノマダラカミキリが見つ

かったことにより、激害型マツ枯損が何故急

速に、自然界で分布を拡大していくのかの機

構が解明され、防除対象別に各種防除法が開

発された。

1975 （昭和50）年には、マツノザイセンチュ

ウの分布範囲は、太平洋側の北限が宮城県、

日本海側では、石川県であった（その後30年

近くを経過した現在は、青森県・北海道以外

のすべての都府県に－分布している）。この調

査を進める中で、マツノザイセンチュウに良

く似た線虫が発見され、これに和名ニセマツ

ノザイセンチュウが付けられた（学名

Bursaphelenchus mucrona似s）。 1981（昭和56)

年には、 1934（昭和 9）年のマツノザイセン

チュウのタイプ標本（学名B.勾1Jophilus）が

アメリカに存在することが分かり、マツノザ

イセンチュウの方が侵入生物で、ニセマツノ

ザイセンチュウの方が日本在来種であると推

定された。このことは、 1990年代における各

国の線虫の遺伝子解析によって裏付けられた。



2. 2. 3 マツノザイセンチュウの病原性と発

病機構の解明

枯損原因としてのマツノザイセンチュウは

解明されたが、それでは何故マツノザイセン

チュウはマツを枯死させるのか、の疑問が残

された。それが解明されることにより新しい

防除技術が開発されるのではないかという期

待がよせられ、技会特別研究「マツ枯損防止

に関する新防除技術開発のための発病機構の

解明 (1981（昭和56）～1984（昭和59）年）J

が行われた。

この中で、マツノザイセンチュウが、多種

の糸状菌上で容易に増殖するだけでなく、マ

ツや、アルフアルファ．のカルスでも繁殖する

こと、この線虫が食菌性である一方、食植性

であること、また、無菌のマツ稚苗に無菌の

マツノザイセンチュウを接種し、無菌での枯

死を明らかにした。これらにより、マツノザ

イセンチュウがマツ樹体内でほかの生物の介

在がなくとも寄生できる可能性が示された。

マツノザイセンチュウを接種し、マツ材線

虫病を起こしたマツ樹体には、樹脂道から仮

道管に流出した樹脂による水分通導の限害現

象（キャビテーション、エンボリズム）がみ

られるが、マツノザイセンチュウの浮遊液か

ら抽出した細胞壁分解酵素（セルラーゼ）の

投与マツ苗木には、これと類似の病徴がみら

れることを見出した。 2004（平成16）年には、

マツノザイセンチュウからセルラーゼ遺伝子

を単離し、これが糸状菌類のものと類似の配

列を持つものであることを明らかにした。

2. 3 今後の課題

材内での分散型幼虫の発現機構、強弱病原

性線虫による媒介虫への乗り移り機構、強弱

病原性線虫の系統発生機構、マツ材線虫病に

よるマツの発病機構、抵抗性機構など今後に

残された解明すべき課題は多い。（松浦邦昭）

3.針葉樹病害
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3. 1 試験研究の動向

明治末期から第二次世界大戦前までは、林

業上重要な針葉樹病害の記載及びその病原菌

の探索研究が主であった。多数の病原菌及び

発生生態が報告されたが、病因が未解明の病

害も多かった。そのなかでスギ赤枯病に関す

る研究は特筆に値する成果を生んだ。第三次

大戦後の混乱期を経て、時代の要請とともに

樹病研究が本格的に始動した。国土緑化推進

政策の下に造林用苗木が大量に育苗されるよ

うになると、首畑病害が問題になった。造林

面積の急増に呼応するように造林木の重要病

害が次々に発生し、精力的に問題解決に対応

した。導入外来樹種の病害についても注目す

べき成果が得られた。近年には、マツ材線虫

病枯損跡地への造林面積の増加とともに全国

的に顕在化したヒノキ病害、全国的に広く発

生するスギの枝枯れ性病害など材質劣化病害

についての成果が得られた。

3. 2 研究の成果

スギ赤枯病は1910（明治43）年頃には被害

が全国の苗畑に蔓延し、累々たるスギの枯死

首の山を築き、スギ育苗を危機に陥れた。当

時の研究では病原菌の確定が後に残されたが、

濃厚ボルドー液散布を主体とした予防法が開

I発され、育苗に貢献した。第二次世界大戦後、

造林需要に伴ってスギ育苗が急増すると、再

び全国的に大流行した。これを契機として病

原菌の確定及び適切な防除体系の確立がなさ

れ、以降の安定的なスギ育苗に貢献した。ス

ギ溝腐病は苗木時代に茎幹に形成されるスギ

赤枯病の胴枯型病斑が基になって発生するこ

とが証明され、苗畑における健全苗の育成及

び山行苗の厳重検査の重要さが示された。ま

た、本病原菌は北米からの侵入病原菌である

ことが明らかにされた。

播種床の苗立枯病については、主要な病原

菌の確定及び病害発生環境の解明、有機水銀

剤による種子消毒と土壌消毒を組み合わせた



防除体系の確立がなされた。後に水銀剤の代

替薬剤が探索され、新防除体系が確立された。

育苗床の病害であるくもの巣病、暗色雪腐

病や菌核病などについても的確な防除法が確

立され、安定的な苗木生産に貢献した。

カラマγ林では早期落葉を起こすカラマツ

落葉病が発生した。次いで1960（昭和35）年

を境に、茎枝頂端の枯死により樹高成長を停

止させ、造林の成否を左右するとも思われた

、』』，

じく病原菌侵入または発病の契機になってい

ることが明らかにされた。発生誘因の除去を

念頭に傷害回避のための適正な造林地の選択

と施業が提言された。

スギ黒点枝枯病については、スギ落枝葉に

形成される子のう盤が病原菌の完全世代であ

ることが発見され、新種として命名記載が行

われた。さらに、雄花をポリエチレン袋で覆

う方法により、病原菌の感染時期及び感染部

カラマツ先枯病が激発した。これらの研究に 位などが解明され、それらの成果を基に予防
r 

は樹病だけでなく造林や土壌部門が参画する 対策が立てられた。スギ黒粒葉枯病も全国的

研究班が組織され、病害発生生態の解明及び に局地的な恒常発生や広域的な大発生を引き

防除法の確立を目指して共同研究が行われた。 起こすが、病原菌の生活史、感染時期、潜伏

落葉病については林木育種場と協力し、抵

抗性クローンの選抜育種が推進された。また、

先枯病については強風が病原菌侵入の誘因で

あることを実証するなど、研究に新機軸を拓

いた。各地の幼齢造林地で萎凋枯死被害を起

こしたカラマツならたけ病については、加湿

または極度の土壊乾燥による樹勢低下が誘因

であることが明らかにされ、適地適木の観点

から病害回避と軽減に指針を与えた。

1950年代に北海道では外来樹種のストロー

プマツ導入が積極的に進められたが、欧米に

おいて猛威を振るう五葉マツ類発疹さび病に

対する危倶がもたれた。 1~72 （昭和4_7）年に

北海道で発疹さび病が初めて発見され、その

後北海道各地の造林地で相次いで発生が確認

期間などが明らかにされ、被害の軽減と回避

対策が提言された。スギ暗色枝枯病は枝枯れ

被害に伴って木部に材変色を起こすことに加

え、心材が黒く変色する、いわゆる、黒心の

発生原因のひとつになっていることが明らか

にされた。激害を受けやすい特定のスギ品種

の植栽を避けることが提言された。

3. 3 今後の課題

スギ赤枯病やマツ材線虫病など外国からの

侵入病害により未曾有の被害を被ったが、こ

のような海外からの侵入病原体による病害に

迅速に対応する体制の確保が必要である。

（河辺祐嗣）

された。これを契機に従来日本ではハイマツ 4.腐朽病害

そうほう病とされていた病害が実は発疹さぴ 4. 1 試験研究の動向

病菌であることが明らかにされた。この成果 大正期から木材腐朽菌類に関する研究が行

は広く北半球に分布する発疹さび病菌に病原 われ、当初は建築用材の腐朽を中心に菌の向

性を異にする系統があることを明らかにした 定、主要な種の培養的性質、腐朽力などが研

もので、世界的な注目を集めた。 究された。第二次世界大戦後は明治・大正期

ヒノキ樹脂胴枯病については、伝染源とな に植栽されたカラマツ造林木の腐朽が問題と

るヒノキ科樹木、特に造林地の天然生ネズミ なり、被害実態調査や原因究明が進められた。

サシの除去が防除に有効であることを示した。 奥地の天然林開発が進められた時期には、

ヒノキ漏脂病は特別研究として取り組まれ、 ブナ材の変色防止の研究や天然林の腐朽被害

異論があった病原菌が再確認され、ヒノキカ の実態調査が実施された。食用きのこの栽培

ワモグリガ食害が凍害や雪害による傷害と同 に関する研究も木材腐朽菌研究の一部として
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推進された。近年は戦後植栽された造林木に

各地で腐朽被害が発生し、原因究明や被害軽

減対策が求められている。一方では森林生態

系における木材腐朽菌類の役割が認識され、

生物多様性保全や物質循環の面からも注目さ

れるようになった。

4. 2 研究の成果

明治期に長野県下でカラマツの腐心病が発

見され、大正末にはその原因がカイメンタケ

であることが報告された。昭和30年代にはカ

ラマツ根株腐朽被害が調査され、ハナビラタ

ケ、レンゲタケなど数種の腐朽菌が同様の被

害を起こすこと、立地条件が誘因となること

が明らかにされた。カラマツの幹腐朽の原因

となる菌類や発生環境が報告された。

石狩川源流原生林調査により、エゾマツや

トドマツの風倒木の腐朽被害の実態が報告さ

れた。九州南部のヒノキの根株腐朽や、千葉 ・

茨城県下のスギの非赤枯性溝腐病の調査が行

われ、それぞれの原因がキゾメタケとチャア

ナタケモドキであることが明らかにされた。

木材腐朽菌類の分類学的研究も進み、多く

の日本新産種が記載され、所属や学名が整理

された。さらに、培養菌糸の形態的特徴によ

る木材腐朽菌の種の判別技術の開発が行われ

た。

1990年代以降は新たな腐朽病害が問題と

なった。沖縄県石垣島の防風林の枯損がシマ

サルノコシカケによることを確認して南根腐

病と命名し、本菌が根系の接触などを通して

隣接木に感染することを確認した。その後本

病害は沖縄県や鹿児島県の島唄で次々に発見

され、現在では南西諸島における樹木の重要

病害となっている。

茨城県下のサワラ老齢林の根株腐朽被害が

ナミダタケモドキによる未報告の被害である

ことを明らかにした。四国支所と共同研究を

行い、香川県下のヒノキ人工林の根株腐朽被

害がキンイ ロアナタケによることを明らかに

日目

図ー 1 F制民腐病によるモクマオウ防風林の枯
損被害

図－ 2 ナミダタケモドキによるサワラの根株
腐朽被害

した。また、ポンゴシ材木橋の腐朽・ 落下事

故の原因がシイサルノコシカケであることを

明らかにした。

日本産ナラタケ類の生物学的種と分布を整

理した。狭義のナラタケについて海外のナラ

タケとの類縁関係を解析した結果、日本産ナ

ラタケはアフリカ産ナラタケと同じグループ

に属することを明らかにした。日本産アイカ

ワタケ属菌の分子系統解析を行った結果、日

本産種が四つのクラスターに分かれ、 ヒラフ

スベとアイカワタケは同種であることが判明

した。

4. 3 今後の課題

従来、腐朽被害が少なかったスギやヒノキ

にも、近年は腐朽被害の発生が多く報告され

ている。長伐期化が進むにつれて腐朽被害は

増加すると考えられ、対応が必要となる。樹

木医制度の定着などにより、都市部における

樹木管理が社会的に関心を持たれ、緑化樹や

街路樹の腐朽病害への対応を求められること



が多くなった。緑化樹木の腐朽病害は重要な

課題であるが所掌上の問題もあり、調査研究

の円滑な遂行には行政部局との調整が必要で

ある。 （阿部恭久）

5.広葉樹病害

5. 1 試験研究の動向

林業試験場発足からの90年間における広葉

樹病害に関する研究報告は意外に少ない。そ

れは、用材生産を目的として広葉樹が殆ど植

林されなかったことと、天然生広葉樹に顕著

な被害がなかったことによる。そのような中

で注目されるのは、特用林産樹種として重要

なキリの病害とサクラに代表される緑化樹病

害に関する研究である。一方、林業試験場か

ら森林総合研究所に改組された後の10年間に

おける広葉樹病害研究は、従来からの病害の

ほか、森林生態系の構成員である多種類の天

然生広葉樹の病害が加わった。

5. 2 研究の成果

キリは我が固における重要な林産物であり、

精力的に研究が行われて来た。キリに胴枯性

病害を引き起こすキリ腐らん病菌の侵入機構

や発生生態が明らかにされた。また、新病害

としてキリさめ肌胴椅病が記載された。緑化

樹に関する病害研究も古くから行われてきた

が、特にサクラにおいて、てんぐ巣病、幼果

菌核病、ならたけ病などの発生生態や薬剤防

除に関する研究が実施され、防除法が開発さ

れた。 1970年代、北海道各地のヤチダモ、ウ

ダイカンパ、イタヤカエデにがんしゅ病が発

生し、 Nectria属菌によって発生することが

突き止められた。 1980年代街路樹として多植

されたトウカエデに、首垂細菌病が発生し壊

滅的な被害を与えた。本被害はXanthomonas

acerneaによって発生することが明らかにされ、

薬剤防除法が開発された。一方、近年10年間

における広葉樹婦害の研究では、遺伝子技術

を利用した病原学的研究と天然生広葉樹に発
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生する病害研究が注目される。すなわち、キ

リてんぐ巣病、ホルトノキ萎黄病などでPCR

法を用いて、病原体のファイトプラズマを検。

出・識別する手法が開発された。ブナ稚樹の

生育や更新の匝害因子としてColletotrich11m

dematiumが見出され、ブナ稚樹の枯死・消

失の主要な原因菌であることが判明した。ま

た、 1980（昭和55）年以降日本海側の地域に

おいて、里山林を構成するナラ類に発生した

集団枯損被害はカシノナガキクイムシによっ

て運ばれる新種の菌、 Raffaeleaψtercivoraに

よって引き起こされる萎凋病害であることが

明らかになった。

近年、細菌による樹木病害が発生し、重要

性が高まっている。北海道において発生した

イヌエンジュがんしゅ病は、 Pseudomonas

syri昭~eにより、またヤナギ類水紋病は、

Erwina salicisによる細菌病であることが突き

止められた。九州において確認されたカシ・

ナラ類枝枯細菌病は、 Xanthomonascampestris 

の新病原型であることが明らかにされた。現

在、これら細菌病の発生生態に関する研究が

行われており、防除法の確立に向けた研究が

進められている。

5. 3 今後の課題

1980 （昭和55）年以降猛威を振るっていた

ナラ類集団枯損被害の原因菌が、 2002（平成

-14）年に明らかにされた。しかし、本病に対

する有効な防除法は未だ確立されておらず、

林地保全や公益的機能維持の点で、依然危倶

を抱かせている。このように、天然生広葉樹

林に発生した病害は人間の生活に重大な影響

を与える恐れがあることから、今後の広葉樹

病害の研究では、防除法を立案する研究が重

要になるであろう。 （窪野高徳）

6.根粒・菌根分野

6. 1 試験研究の動向

我が国の近代産業の発展に森林資源は多大



な貢献をした。しかし、時とともに資源の枯

渇、 山地の荒廃が進んだ。戦後、緑の復活に

向けた施策とともに1950（昭和25）年土壌部

土壌肥料科土壌微生物研究室が設置され、共

生微生物の機能を荒廃地の回復に活用する研

究に着手した。以降、 一貫して共生微生物の

生理 ・生態学的な解明を進めるとともに、お

もに荒廃地の回復、食用菌栽培、森林生態系

における役割解明を担い社会ニーズに応えて

きた。

6. 2 研究の成果

植物の根と共生する微生物群（根粒菌、菌

根菌）への取り組みは、この半世紀で飛躍的

な発展を遂げた。植物は単独で生育するより

根と共生した微生物を伴うことで、成長促進

を始め、乾燥や凍害、病害といった諸障害の

軽減化、根圏を通じてほかの微生物との相互

作用、土壌動物の個体群調節に関わるなど土

壌生態系における重要な役割を担い、さらに、

植生選移に影響を与えるなど数多くの知見を

得た。

当所では、非マメ科樹木の根粒菌が放線菌

であることを明らかにし、各所の荒廃地に適

用した。菌根分野では、 1917（大正6）年に

いち早く内生 ・外生菌根に着目し、 1968（昭

和43）年には外生菌根菌、 1973（昭和48）年

にはAM菌（＝VA菌根菌）についてそれぞれ

本格的に取り組みはじめ、その後の研究を先

導した。 15府県とのマツタケに関する共同研

究は約20年間継続した。 1980年代に入ると、

土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発

(1984 （昭和59）～1988（昭和63））、根圏環

境の動態解明と制御技術の開発 (1986（昭和

61)～1991 （平成3））、主要マメ科樹木等の

行7

図－ 3 三宅島噴火災害地における菌根共生を

生かした緑化

生理機構の解明と育苗技術の開発に関する研

究 (1988（昭和63）～1991（平成3））、農林

水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総

合研究 (1989（平成元）～1998（平成10))

などにおいて、根粒や菌根の生理、生態機能、

また植物と共生微生物問の相互作用の解明を

行い、農業や緑化技術への実用化に貢献した。

これまでの研究は、有用微生物群の生理 ・生

態的な特性情報を得て、森林生態系における

役割解明、さらに、現地への適用技術の開発、

たとえば、桜島、雲仙普賢岳、三宅島などの

火山性荒廃地で共生微生物の活用にみること

ができる。

6. 3 今後の課題

近年、森林の衰退や荒廃地化、地球温暖化、

酸性雨問題、生物多様性、有機農法といった

天災、人災、社会的な課題に対して森林の共

生 ・分解微生物が有用な微生物として着目さ

れている。生物機能や物質循環機能に関わる

共生微生物の生態解明がこれまで以上に求め

られる。そのためには、共生系の再現性や森

林における共生機能の解析技術をさらに向上

させ、これらを応用面に活かす必要がある。

（阿部宏秋）



森林昆虫研究領域

1.試験研究の動向

1905 （明治38）年の林業試験場設立当時よ

り昆虫研究は重要な位置を占めていた。当初

は被害調査が主だったが、しだいに応用昆虫

学の一部として森林昆虫を研究する体制が整

い、 1910（明治43）年以降は首畑害虫や各種

林木害虫の防除試験などが行われた。さらに、

第二次．世界大戦以降は、害虫防除が林業経営

上不可欠と認識されたことで多様な観点から

研究が行われたのである。コガネムシなど苗

畑害虫、マツカレハなどの食葉性昆虫は被害

が自に付きやすいこともあり、最も古くから

調べられ、生活史や発生予察、薬剤・生物的

防除に関する成果が得られた。

研究資源の傾注という点から見ると、マツ

ノマダラカミキリは群を抜いている。マツノ

ザイセンチュウの媒介者としての役割が明ら

かとなった1970年代初頭以降、その生態、形

態、生理、行動について多大の資源を投入し

て研究されることとなった。侵入生物である

この線虫が日本在来のカミキリと出会い、強

力な松キラーとしてほぼ全土を席巻したあり

さまは、比類のない生物被害の表れではあっ

たが、一面非常に興味深い研究材料を提供し

続けてきたわけである。

1970年代中盤以降、スギ・ヒノキ穿孔性害

虫が多くのプロジェクトの研究テーマとなっ

た。第二次世界大戦後の拡大造林の所産であ

る1,000万haの人工林の大部分を占めるこれ

ら針葉樹の若齢造林地に、スギカミキリ、ス

ギノアカネトラカミキリ、ヒノキカワモグリ

ガ、スギザイノタマバエといった害虫の被害

が顕在化してきたためである。これらの昆虫

については生活史の解明や被害解析など総合

的な研究が精力的に推進され、被害回避のた

めの方法が提案されるにいたった。また、 ト

ドマツオオアブラやスギタマバエ、マツバノ
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タマパエなどの吸汁性・虫えい形成害虫に関

しでも総合防除法が開発され、採種園での種

子球果害虫についても研究された。こうした

生態・防除研究の一方で、カミキリムシやキ

クイムシ、ゾウムシ、コマユパチなど重要な

森林昆虫の分類研究も綿々と行われてきた。

さて、最近10年を振り返るなら、生物多様

性関連の研究の重要性が従前より一層増して

きたことでまず特徴づけられる。いうまでも

なく昆虫は種数の点でも生態系内で果たす機

能の点でも、森林の生物多様性において最も

重要な要素の一つであり、多様性関連研究が

前面に出てくるのは必然的な流れといえよう。

2001 （平成1~）年の独立行政法人化に伴う

組織改編により、昆虫関連分野の研究室は、

それ以前の 5研究室体制（昆虫管理、化学制

御、昆虫生態、昆虫病理、及び昆虫生理）か

ら2研究室体制（昆虫管理、昆虫生態）に統

合された。また、課題構成も大きく変更され

た。とはいえ、独法化前後の研究課題が全く

断絶しているわけでなく、むしろ継承されて

いることは言うまでもない。それゆえここで

は、独法化前後であえて区切ることはせず、

ここ10年聞の研究を次のように分けて振り

返ってみる。

2.研究の成果

2. 1 分類や生活史に関する研究

熱帯の昆虫多様性研究が本格的に始まった

ことは大きな動きである。インドネシア東カ

リマンタンのムラワルマン大学ブキットスハ

ルトの森林では700種以上のカミキリムシが

得られた。わずか2年間の調査で捕獲された

種数は日本全土のそれに匹敵する。北米全土

約2,200万km2にカミキリムシ950種というこ

とを考えれば、この数字は驚異的であるし、

熱帯降雨林の生物多様性の高さが改めて裏付
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図－ 1 多変量解析によるスギカミキリ個体群の形態
的特徴〈森林総合研究所平成15年度成果選集
より〉

けられた。また、日本産のカミキリムシにつ

いても分類学的な整理が進み、将来的に約

770種となるとの予測を行った。

スギ・ヒノキの代表的害虫スギカミキリの

進化を寄主であるスギの分布変遷と結びつけ

る研究がなされた（図－ 1）。多変量解析に

よるスギカミキリ外部形態の解析から、太平

洋側の個体群と、若狭湾付近の個体群の間で

形態は大きく異なること、中園地方と岩手個

体群はその中間的な形態を持つことが判明し

た。これは、太平洋側と日本海側に分断され
レフユジア

ていた宿主であるスギの最終氷期の待避地問

でスギカミキリが遺伝的に分化したためと考

えられた。さらに、ミトコシドリアDNAの

地理的な変異にもその進化の道筋が刻まれて

いた。

ナラ類の集団枯損を引き起こす病原菌の伝

播者、カシノナガキクイムシに関して、その

Cytb及びCOi.について、無被害地である南西

諸島のサンプルを含む分子系統樹を作成した

結果、カシノナガキクイムシは、石垣島（無

被害地）、徳之島（無被害地）、本州・九州（被

害地）の三つのグループに分けられと？ことが

分かつた。

代表的な寄生蜂であるコマユバチは森林昆

虫の捕食寄生者として森林生態系の動態に深

く関わっている。形態から分けた五つの系統

群（亜科群）は、寄主や寄生様式にそれぞれ

特殊化が見られることが明らかになった。コ

マユバチの寄生様式には寄主を発育させなが

らその体内に寄生する飼い殺し寄生者と産卵

時に寄主を永久麻酔してしまう殺傷寄生者が

ある。これら二つの様式や寄主範囲は、 E科

群の中でよく安定していることが明らかと

なった。

また、クマムシや昆虫寄生性のダニについ

ても新種記載や、生活史の解明が進んだ。キ

ノウエコナダニ科のダニは特定の有剣ハチ類

と共生するものが多いが、クマバチやドロバ

チ類に寄生するダニについて、寄主の巣内で

の発育過程や便乗のメカニズムなどが明らか

にされた。

社会性狩りバチラであるスズメバチ類は、林

野作業の刺傷害をもたらす点から大いに嫌わ

れるが、森林害虫を含むさまざまな見虫の天

敵としての役割を果たしている。誘引トラッ

プを用いた調査によって、オオスズメバチ、

コガタスズメバチなど重要な種ごとの季節消

長が明らかとなり、また、スズメバチの寄生

虫であるネジレバネが高頻度で寄生している

ことが分かったo さらに、やはり社会性昆虫

であるムネボソアリの営巣場所の違いや社会

構造の変異は、系統的な分化を伴わないこと

がミトコンドリアDNA、リボソームDNAの

分析から示され、環境に応じて種内レベルで

柔軟に対応することが分かつた。

2. 2 生物多様性や保全に関わる研究

北茨城の小川学術参考林とその周辺におい

て、夏期にライトトラップで得られた蛾の群

集について解析すると、基本的に原生林では
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図－ 2 落葉広葉樹林の二次選移に伴うチョウ類の種
数（森林総合研究所平成15年度成果選集より）

ひとかたまりになり、林業地域（伐採地・ス

ギ林・二次林）とは異なっていた。ただし、

二次林を詳しく見ると、 2林分がほかの林業

地帯と一緒のグループに、また別の 2林分が

原生林と同じグループに分類されており、遷

移に沿って蛾類群集が修復されコつあること

が示された。一方、スギ林は全く別のグルー

プにひとかたまりとなって分類された。

また、チョウ類について見ると、草原性の

種は採草地や若い林で多く、十数年生以上の

林にはほとんど見られなかった（図ー 2）。

森林性の種も採草地や若い林に多く古い林で

は減少した。これは採草地や伐採跡地には

チョウの餌となる花が森林内よりも多いため

のようである。しかし、原生林を好む種の種

数と個体数は、若い二次林では少なく、約50

年生以上の高齢林では多くなることが分かつ

た。チョウの保全には草原的環境と原生林的

環境の双方が必要なわけである。

小川及びその周辺についてはこのほか、甲

虫類、ハチ類、ハエ類、土壌動物などさまざ

まな分類群で系統的な調査が行われ、林齢や

林分構造と、昆虫の種組成や種多様性との対

応が探られているところである。また、植物

と昆虫との対応をより正確に把握するため、

植物研究者と共同研究も行われ、さらに効率

的な調査法の開発も進められている。

帯に生息するが、年々減少し、将来の絶滅も

危倶されている。本種の生息地を人工的に造

成し、導入・保護するための基礎的な技術の

開発のために、食樹の生育しやすい環境作り、

巣の移動、天敵からの保護などが効果的であ

ることが明らかにされた。

固有昆虫が多数生息することで知られる小

笠原諸島の研究でも、精力的な調査がなされ

た。 1997（平成9）年にマレーストラップで

捕獲された甲虫は、父島が50種770個体、母

島が48種743個体で大半が材に穿入する昆虫

であった。共通種数での比較では、母島と父

島がはっきり分かれた。これは両島で島ごと

の固有種がかなりあるためと考えられる。ま

た、甲虫組成に関して父島のムニンヒメツバ

キーコブガシ群集が似ており、母島の桑ノ木

山のウドノキーシマホルトノキ群集は、ほか

とはかなり異なっていた。また、多くの植物

の送粉者（花粉媒介者）と考えられるハナパ

チ類を各島で調査すると、母島や父島ではほ

とんどセイヨウミツバチとオガサワラクマバ

チしか見られなかった。一方無人島の兄島で

はクマバチ以外の在来ハナパチが多数採集さ

れ、母島や父島での表退ぶりが裏付けられた。

さらに、小笠原では、固有陸産員類の絶滅

原因が外来プラナリアであることをはじめて

裏付ける研究や、固有昆虫を捕食し絶滅に追

い込んでいる原因として、やはり外来種であ

るトカゲの 1種グリーンアノールの影響を強

く示唆する研究など、外来種の脅威を裏付け

る成果がもたらされている。

保全に関わるテーマとしては、両生は虫類

や昆虫における内分泌撹乱物質の蓄積に関す

る研究も行われ、昆虫の食性によって蓄積す

る物質の構成が異なることなどが明らかと

なった。

2. 3 群集に関わる生態学

絶滅のおそれのあるチョウ、ミヤマシロ 森林昆虫が果たす生態系サービスを考える ' 

チョウは長野県を中心とする本州中部亜高山 際、森林生物が生態系の中でどのような群集

70 



を保ち、その多様性がどのようなメカニズム

で維持されているかを知ることが重享である。

土壌動物のなかには分解者として大きな役

割を果たすものが多いが、 代表的な土壌節足

動物である トビムシとササラダニについて、

その群集を特徴づける要因として、総有機物

量、針葉・広葉の量、含水量などが上げられ

ることがリターバッグを使った調査などから

明らかとなった。

甲虫群集が長期的に変動する様式を解明す

るため、誘引トラップで得られた 5年間の結

果を解析した。捕獲個体数は年により大きく

変動したが、科数や種数は比較的安定し、科

ごとの組成にも大きな変化はみられなかった。

一方、種組成は年により大きく愛化した。数

十倍から数千倍もの個体数変動を示す種が含

まれている反面、かなり安定して採集された

種もいた。

図－ 3 サピマダラオオホソカタムシの成虫
(A）、卵（B）、 幼虫 （C)

漬けて含水量を高くして成虫を接種すれば、

材内での繁殖が室内で可能になり、研究の進

展に大きく寄与した。

マツノマダラカミキリの捕食性天敵である

オオコクヌス トは、マツノマダラカミキリと

同じようにα－ピネンとエタノールに誘引さ

れることを室内の行動実験によって明らかに

した。さらに、マツの匂いを経験したオオコ

クヌストのαーピネンとエタノールに対する

2.4 森林昆虫の生理や行動に関わる研究 定位速度が、マツの匂いを経験する前よりも

スギカミキリについては人工飼料で成虫を 迅速になることも解明された。

得ることが可能となっていたが、それを産卵

させるための最適条件が分かつていなかった。

そこで、羽化5日後から5～7℃で90日間、

15℃で10日間低温処理し、 20℃で産卵させる

のが最適であることが分かつた。また、マツ

ノマダラカミキリの卵形成（卵巣発育）に、

成虫が後食するマツ内の成分が及ぼす影響の

研究も進められた。

マツノマダラカミキリの有力な捕食性天敵

であるサビマダラオオホソカタムシの人工飼

育法も大きな成果である。 一般的に捕食性昆

虫は共食いなどを起こしやすく、飼育しにく

い。飼育法と飼料に工夫を重ね、乾燥酵母 ・

酵母抽出物 ・しょ糖 ・ペプトン ・大豆油と

ラードの混合物 ・仔牛血清 ・寒天 ・防腐剤 ・

蒸留水などを成分とする幼虫用の人工飼料で

正常な成虫まで飼育することに成功した。

また、カシノナガキクイムシ研究のネック

となっていた飼育法についても、 丸太を水に
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2. 5 化学信号物質を用いた虫害制御技術

スギ ・ヒノキ材の重要な穿孔性害虫である

スギノアカネトラカミキリの雄成虫が放出し

雌をごく近距離から誘引する性フェロモンが、

(R)-3 －ハイドロキシー2－ヘキサノンと （R)-

3－ハイドロキシー2－オクタノ ンの混合物で

あることを明らかにし、すでに実用化されて

いる訪花誘引剤（メチルフェニルアセテート）

と組み合わせると誘殺された雄成虫数が誘引

剤単独のときの約2倍に増えた。誘引剤に惹

かれて トラップ周囲にやってきた成虫を最終

的に正確に トラップに導くのに、性フェロモ

ンが役に立っており、その結果捕獲される雌

成虫が増えたのだろうと考えられる。

マッシュルームの重要な筈虫であるツクリ

タケクロバネキノコパエについて、化学生態

学的な防除を目指した性フェロモンの研究も

なされた。



コウモリガはさまざまな樹種に穿孔し、折

損や枯死をもたらすこともある害虫で、特に

広葉樹造林で大きな問題となっている。性

フェロモンを利用した防除法を開発するため、

従来ほとんと、記録のなかった配偶行動の詳細

な解析や、雄性フェロモンの決定がなされた。

また、多種の広葉樹に幼虫が穿孔するヒメポ

クトウ雌成虫が放出する性フェロモンが、

(E)-3－テ トラデセニルと（Z)-3－テ トラデ

セニルの混合物であり、フェロモントラップ

に多数の雄成虫が誘殺されることを野外にて

明らかにした。今後ヒメボクトウ防除への実

用化が期待される。

また、カシノナガキクイムシのフェロモン

を用いた防除を目指した研究が進められ、揮

発成分の触覚に対する影響を電気生理学的方

法で測定するための方法を開発することに成

功した。有効成分の同定と合成フェロモンの

開発に拍車がかかるであろう。

2. 6 天敵微生物を用いた制御技術

マツノマダラカミキリの天敵微生物である

ボーベリア菌Beauveriabassianaを用いた防除

試験は、以前からなされてきたが、不織布上

に菌を培養し、それを枯損木に貼り付けて中

に生息する幼虫を駆除する方法が開発された。

嬬蒸剤に変わる方法として期待される。さら

に、キイロコキクイムシという微小な昆虫が

マツの枯損木に集まることを利用し、この見

虫の体にポーベリア菌を付着させ、 マツの枯

損木内に菌を誘導する方法も試みられた。さ

らに、ボーベリア菌をカミキリの成虫に対し

ても効果的に感染させる方法への取り組みも

始まっている。また、全く新しい試みとして

マツノザイセンチュウの餌であるマツ材内の

背変菌を、措抗する菌によって減らし、線虫

を制御するという野心的な研究もスター 卜し

ている。

コガネAシ類幼虫は「根切り虫Jと呼ばれ、

かねてよりスギ・ヒノキ苗畑の主要な害虫だ
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図－4 サナギタケの人工泊費

が、その重要な天敵生物にクシダネマがいる。

この線虫は共生細菌によってコガネムシ幼虫

を殺すが、細菌がどのようにして昆虫の生体

防御機構を回避するのかを明らかにするため、

この幼虫の主要な抗菌ペプチドに着目し、そ

の相補的DNA(cDNA）を単離して構造解析

を行い、特性を明らかにした。このような分

子レベルの解析により、殺虫効率をより高め

る研究へ発展させることが期待される。

天敵生物を「防除技術」ではなく、有用産

物として利用するための研究もなされた。冬

草夏虫である。虫を殺して生えるキノコ、冬

虫夏草 （Cordycゆs属）の仲間は、漢方薬や高

級中華料理材料として注目を浴びている。人

工的に品質のそろった子実体（キノコ） をよ

り短期間で生産する技術を開発することを目

的とし、この菌類の大量生産、価格低下に資

するための研究を行った。冬虫夏草の一種サ

ナギタケを液体振とう培養して増殖させた細

胞を、蛾の~！雨に注射接種することにより 、 短

期間で効率よく子実体を得ることに成功した。

2. 7 緑化樹や拡大危倶害虫の研究

テントウノミハムシ属等の重要な緑化樹害

虫に関してその生活史に関する詳細な試験に

基づき、有効な防除法がたてられたことが大

きな成果といえる。また、 近年関東地域で分

布を広げているチョウの 1種、ムラサキツバ

メに関して分布域の拡大過程の様相を詳細に
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図－ 5 森林病虫獣害発生情報の トップページ

記録することができた。これは今後、さまざ

まな昆虫の拡大推移を考えるうえでモデル

ケースとして重要となろう。

森林害虫の発生情報の収集は、被害の拡大

や突発的な発生を監視する目的で以前から行

われている。2001（平成13）年からは森林総

合研究所に設置した専用サーバに、発生情報

収集用のウェブサイトを開設した。これによ

り、従来のハガキ形式の調査票に加え、専用

のサーバに設けられた入力用ページから手軽

に発生情報を報告でき（図－5）、ハガキよ

り手軽に情報を寄せることが可能となった。

2001 （平成13）年9月から2004（平成16）年

5月までの問に、約200件の虫害情報が寄せ

られている（松くい虫を除く）。 こうして収

集された発生情報は、速やかに雑誌、『森林防

疫』に掲載されるシステムになっている。

昆虫による被害は、初期にはごくわずかで

も、拡大することが多々ある。 特に近年外来

生物の侵入が、大きな問題となっているが、

万一こうした外来生物の初期の発生があった

場合、こうした発生情報システムは早期警戒

システムとして有効に機能すると思われる。
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今後は情報の発信をより広範囲にH手びかける

などして、さらなる充実を図ることが必要で

ある。

3.今後の課題

100年という節目を迎えた後、森林総合研

究所の昆虫研究は何を目指して進んでいくべ

きだろうか。生物を研究対象とする私たちと

しては、人類共通の課題である生物多様性保

全と、森林資源の持続的利用が大きな目的で

あることは当然である。従来の昆虫研究は「生

態の解明Jを主とするテーマと、「害虫の制御J

を主とするテーマがかなりはっきり分かれて

きた。しかし 「害虫」は、 人工林であれ、天

然林であれ、 生態系の構成要素であることは

間違いない。健全な森林生態系では、捕食者

や寄生者が存在することにより、特定の見虫

が爆発的に増えることや、その状態が継続す

ることを難しくしているとされる。健全な森

林生態系が求められるゆえんである。しかし、

生態系の健全性とはどのように評価すればよ

いのだろうか。単に捕食者がいればよいわけ

ではない。花粉媒介者、分解者、寄生者といっ

たさまざまな生物が機能を果たしていなけれ

ばならない。

進むべき方向のームつとしては、森林の健全

性の客観的な評価に対して、見虫領域のさま

ざまな局面からアプローチすることが挙げら

れよう。幸い私たちには、生態学、分類学、

化学生態学、昆虫病理学、分子生物学等多く

の分野を専門とするスタッフがいる。こうし

た専門分野の知識と技術で、森林生態系の健

全性を評価できれば、それはおのずと持続可

能な森林管理への貢献となるだろう。

．（牧野俊一）



野生動物研究領域

1. 90周年までの林業試験場、森林総合研究

所における鳥獣研究の沿革

農林省における鳥獣類研究の歴史は古く、

1883 （明治16）年、農商務省通達により農業

上有益な鳥の繁殖保護、有害な烏の駆除に関

する調査を開始したことに端を発する。主に

その任にあたったのが鳥獣調査室であり、鳥

獣調査事業として、鳥獣の分布ならびにその

密度、渡り、繁殖そのほかの習性に関する研

究、鳥類の食性調査、鳥類の飼育試験などの

基礎研究、有益鳥類の保護繁殖、人工繁殖に

関する応用研究を行った。そのうち、鳥類の

渡りの調査研究のために、林業試験場所属の

十日町（新潟県中魚沼郡十日町）、十日市（広

島県双三郡十日市）、榛原（高知県高岡郡梅

原村）の各森林測候所などにその当時、調査

を委託している。また、全国各地の灯台のう

ち、特に渡り鳥の中継地と推定される59箇所

に依託し、灯台衝突死鳥の回収を行い、貴重

な情報を得た。その折りに全国から収集した

鳥類標本は、森林総合研究所に現在も保管さ

れており、重要な研究資料として数多くの研

究に活用されている。鳥獣実験場（現在の多

摩試験地）では、 1917（大正6）年から狩猟

鳥類、特にキジ類の飼育繁殖に関する研究を

開始し、同場で人工繁殖したキジの一部は、

種烏として、毎年各府県に提供された。

その後、第二次世界大戦の混乱期を経て、

1947 （昭和22）年に林業試験場本場に野生鳥

獣に関する研究室が創設された。当時は、マ

ックイムシ、野蚕に対する天敵としての鳥類

の有用性を分析、また、野生鳥類の保護増殖

に関する研究が主体であった。 1959（昭和

34）年に林野庁造林保護課に属していた野生

鳥獣研究班が移籍、鳥獣第l、第2の2研究

室ができた。鳥獣第 l研究室では、森林有害

動物の駆除、動物害の防除を研究、第2研究
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室では、野生鳥獣の保護、管理等を主要な研

究課題とし、合わせて狩猟行政実施に必要な

基礎資料の整備を行っていた。この体制は、

1988 （昭和63）年に森林総合研究所に体制が

移行するまで維持された。この間、林業へ被

害を与える害獣としての野ネズミ及びノウサ

ギに対する研究の比重がかなり大きく、本場

のみならず支場、分場でもこれら加害種につ

いての防除研究が精力的に行われた。特に、

北海道支場では、野鼠研究室が1950（昭和

25）年に作られ、エゾヤチネズミの防除研究

がかなり進行した。

一方、 1970（昭和45）年に入ると、開発に

よる自然破壊に対する国民の反発意識が高揚

し、 1971（昭和46）年の環境庁発足に伴い、

自然保護の考え方が浸透してきた。環境庁の

誕生により、それまで林野庁に置かれていた

鳥獣行政は同庁へ移管され、林業試験場にお

ける鳥獣研究も、これまでどおり有害鳥獣の

防除研究にとどまらず、環境保全に伴う野生

鳥獣の保護に関する研究べと方向を発展させ

ていった。この傾向は、 1980年代、 90年代に

なって、さらに発展するとともに、森林環境

の変化に伴仏、主要加害獣類が、野ネズミ類、

ノウサギからシカ、カモシカ及びクマといっ

た大型動物に変化していったことを反映して、

有害獣の被害防除に関する研究もその性質を

大きく変えていった。したがって、 90周年ま

での林業試験場、森林総合研究所の鳥獣研究

は、森林加害獣の被害防除に関する研究と森

林性野生鳥獣類の生態と保全に関する研究の

二つに大別される。それぞれについての研究

動向を示すと以下のようになる。

1.1 森林加害獣の被害防除に関する研究

1. 1. 1鈴ネズミ、ノウサギを対象とした被

害防除研究



前述のように、戦後から1980年代に至るま

で、主要森林加害獣であった野ネズミ、ノウ

サギに関する被害防除研究が進行した。特に、

周期的に個体群の大発生をくり返す北海道の

エゾヤチネズミの林木への大被害を防除する

ための研究は、 1948（昭和23）年に北海道営

林局内に北海道森林有害動物調査所が設立さ

れたことを契機に本格的に開始され、その後

林業試験場北海道支場野鼠研究室に引き継が

れた。そこでは、北海道における野ネズミの

生息分布を中心に研究が進められ、さらに、

基礎的な生態に関する知見を数多く蓄積、殺

鼠剤の改良に関する研究も進展し、防除技術

の確立に大きく寄与した。殺鼠剤の空中散布

には、焼き払い地ごしらえなどの林床処理を

加味することで防除効果が挙がることを明ら

かにし、ヱゾヤチネズミの食性調査から、ク

マイザサが周年をとおして重要な餌植物であ

ることを突き止めた。これらは、防除技術の

確立に大きく寄与する基礎資料となった。ま

た、殺鼠剤の二次被害、環境汚染の問題に対

して、基材となる雑穀の詳細な配合法を開発

するなど、今日広く普及している殺鼠剤の基

礎を作り上げた。殺鼠剤の野外における散布

量の適正化の研究を行い、空中散布の技術に

理論的な裏付けを与えた。 1990年代には、造

林面積の小規模化、中・高齢級に成長した造

林木といった林況変化に伴う野ネズミ防除対

策の改良を目的としたプロジェクト「林況変

化に伴う野鼠被害の防除に関する研究」が実

施され、小面積造林地におけるエゾヤチネズ

ミの行動の変化などについて、数多くの知見

を得た。ノウサギについては、飼育法を確立

し、飼育下における繁殖習性や成長過程に関

する重要な結果を得た。一方、野外において－、

雪上の足跡から推定するノウサギの生息数調

査法を開発し、推定式を検討した。

1. 1. 2 シカ、カモシカなどの大型獣類を対

象とした被害防除研究

一方、 1980（昭和55）年以降、新植造林地
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の減少、大規模に植林した造林木の成長に伴

い、加害種、加害形態も変化して、守れまで

の小型輸乳類中心の被害防除から、大型哨乳

類の防除、個体群管理の必要性が強調される

ようになった。シカ、カモシカを始めとする

大型林業加害種については、防護柵の設置や

忌避剤の散布などといった防除や、有害鳥獣－

駆除などによる個体数調整がおもに行われ、

その方法も改良を重ねてきた。 1981（昭和

56）～1985 （同60）年にかけて行われた農林

水産技術会議受託プロジェクト「森林食害発

生機構の解明及び被害抑制技術に関する研

究Jでは、カモシカの個体数増加による林業

被害について、当時の環境、文化、林野の 3

庁協議による特別駆除が行われるにあたって、

共存を目的として、カモシカの個体群構成、－

分散動向などを適切に分析、保護管理手法を

開発することを目的とした。その中で、ヘリ

コプターによるセンサス法を導入し、より精

度の高いカモシカ個体数推定法として地形や

森林形態に適した飛行方法を開発した。本法

は、その後もシカなどの個体数推定法として、

有効利用されている。

しかし、従来行われてきたような対症療法

的な防除では、根本的な解決にはならず、方

法を誤ると、逆に被害を他地域に拡充させる

結果となるなど、不備な点が浮き彫りにされ

て、地域的なまとまりをもったレベルでの野

生動物個体群管理を念頭に置いた、科学的な

管理目標策定、実行の必要性が叫ばれるよう

になった。

1. 2 森林性野生鳥獣類の生態と保全に関す

る研究

1. 2. 1 森林性鳥類の生態と有益性に関する

研究

森林害虫に対する捕食者として、森林保護

上、鳥類がきわめて重要な役割を果たしてい

るという観点から、 1950（昭和25）～1960（同

35）年に、・野生鳥類の食性調査が盛んに行わ



れた。まず、食性調査法につき、材料の集め

方、調査の方法、まとめ方の解説を行い、実

際に数多くの鳥類について食性調査を実施し、

その有益性を強調した。このように、食習性

から農林業との関係を追求することによって、

森林性鳥類の誘致に重要な意味づけを行った。

また、環境庁受託プロジェクト「野生鳥獣の

保護増殖に係る体系的手法の開発に関する研

究 (1977（昭和52）～1981（昭和56）年）」

の中で、巣箱に設置した自動記録装置による

猛禽類の給餌物の分析により、食物連鎖の高

位に位置する動物の生息に必要な環境収容力

について、詳細な解析を行った。さらに、成

体の飼育による餌摂食量の計測により、非繁

殖期における食物要求量を推測するなど、森

林生態系を構成する重要な要素としての鳥類

の生息制限要因を明らかにした（フクロウ、

ハイタカ）。また、昆虫食鳥類の餌内容と給

餌総重量について、ふ化から巣立ちまで直接

観察で詳細に調査した。特にマツノザイセン

チュウの媒介者で知られる林業主要害虫マツ

ノマダラカミキリ幼虫の主要な捕食者として

重要なアカゲラの保護増殖を目的として、ね

ぐら用巣箱を開発した。

野生鳥類の保全管理に不可欠な生息個体数

把握のための手法として、東北支場（のちの

東北支所）を中心に、精力的な研究を推進し

た。すなわち、繁殖期のなわばり記図法（テ

リトリーマッピング）、線センサス法（ライ

ントランセクト）の適切な応用に関する検討、

記録率、結果に及ぼす諸要因の解析などを

行った。さらに、繁殖期に加えて、冬期にお

ける最適の森林原野性鳥類生息数推定法の高

度化を目指し、確立された森林原野性鳥類の

生息数推定法を活用して、各種林相における

野生鳥類の生息状況を調査した。

1. 2. 2 希少野生動物種の遺伝的多様性とそ

の保存に関する研究

野生動物生息地の孤立、分断化等による個

体群サイズの縮小、近親交配などとそれに伴
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う遺伝的多様性の減少により絶滅への危機が

おとずれる可能性がある。そこで、希少野生

動物の絶滅を防ぐために、生息地での分布状

況、－個体群サイズ、個体群の遺伝的多様性と

その変動を生態学、集団遺伝学の立場から総

合的に把握することを目的として、環境庁受

託プロジェクト「希少野生動物の遺伝的多様

性とその保存に関する研究 (1993（平成 5)

～1995 （平成7）年）」が開始され、なかで

も大型晴乳類であるツキノワグマを対象に、

繁殖などの生活史特性の知見をレビューし、

ブナ、ミズナラの豊凶の変動幅を推定、これ

を環境のゆらぎとして、それに伴う繁殖特性

と個体群サイズの変化をシミュレーションに

よって追跡した。その結果、 50年後の絶滅確

率を10%以下にするためには、少なくとも

100頭以上の初期個体群サイズが必要となり、

これが、人口学的な最小維持個体群サイズ

(MVP）と思われた。成獣生存率のわずか

な低下が絶滅確率の急激な増加につながるた

めに、この初期個体群サイズを維持できる生

息地面積（最小要求面積）は、かなり広大と

なり、まとまったブナ、ミズナラ林を確保し

たり、回復させたりする努力が必要と考えら

れた。また、隣接集団の存在が絶滅率を飛躍

的に低下させる効果があることから、複数の

集団からなる地域個体群の分布域を孤立化さ

せないための回廊による連結などの手法が重

要であることを指摘した。

2. 90周年以降における鳥獣研究

2. 1 鳥獣被害防除と個体群管理手法に関す

る研究

森林加害獣に対する被害防除研究では、従

来の防除技術の開発に加え、加害獣も森林生

態系の構成要素としての重要性を考慮し、共

存の考え方に基づき、適正な管理技術の開発

に重きを置いてきている。特に、 1999（平成

11)年に「鳥獣保護及び狩猟に関する法記l

の一部改正が行われ、そ．の数が著しく増加も



しくは減少している鳥獣に対して都道府県知

事が特定鳥獣保護管理計画を策定し、科学的

な根拠に基づく個体群管理を行うこととなっ

た。それに伴い、管理計画に必要な技術的指

針、考え方を提供する方向で研究が進められ

ている。 2001（平成13）年度に組織が独立行

政法人化の後、ウ分野「森林に対する生物被

害、気象災害等の回避・防除技術に関する研

究」の一項目「野生動物群集の適正管理手法

現状のままでは絶滅の危険性が高く、初期個

候数と環境収容力の両要因が重要であること

が指摘され、当面、有害駆除捕獲数の減少努

力が絶滅を回避させる方策の一つであること

を示した。また、エゾヤチネズミ実験個体群

を用いて4世代ごとのヘテロ接合体率の変化

を追跡した結果、創始世代でもっとも高い接

合体率を示し、世代が下るにしたがって減少

する傾向を認め、近親交配を回避している機

の開発Jとして統合され、研究を推進するこ 構が働いていると考えられた。さらに、「地

ととなうた。この聞における主要な成果及び 理的スケールにおける生物多様性の動態と保

現在進行中の研究は以下のとおりである。 全に関する研究 (1999（平成11)～2001（平

1999 （平成11)～2000（同12）年度に実施 成13）年度）Jの中で、野生鳥獣の生物多様

された行政対応研究「野生鳥獣の農作物被害 t 性の保全を目的に、ランドスケープ構造と野

の防止に関する研究Jでは、主要成果として、 生鳥獣のメタ個体群動態やその維持機構の解

九州のシカ被害が標高により発生頻度が異な 明に着手した。まず、ニホンリスについて、

ること、被害は地域的にまとまって発生．し、 高尾山周辺における森林断片化の歴史と現状

隣接地域で被害発生が見られる場合には、拡 の森林面積、隔離程度とニホジリスの生息状

大する可能性が高いことを明らかにした。さ

らに、 2001（平成13）年度から、農林水産技

術会議受託プロジェクト「野生鳥獣による農

林業被害軽減のための農林生態系管理技術の

開発Jでは、茨城県北部に2箇所の大規模実

験シカ柵を設置し、シカを放獣することによ

り、既知の生息密度を作り出し、その内部で

のシカによる環境への負荷を年を追って追跡

する研究を続けている。

2. 2 生物多様性研究

希少野生動物種についての保全生物学的研

究が本格的に開始され、独法化以前には、環

境庁地球環境総合推進費プロジェクト「野生

生物集団の絶滅プロセスに関する研究 (1993

（平成8）～1999（平成11)年度）Jの中で、

野生動物が絶滅に至る主要要因として考えら

れる生息地の破壊消失に伴う少数集団化した

個体群を絶滅に導く機構として、人口学的、

遺伝学的変動とその要因についてシミュレー

ションモデルを作成することを目的とした研

究を行った。下北半島ツキノワグマ個体群は
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況との関わりを明らかにし、断片化された森

林環境におけるリスの保全策として、生息林

分面積として112ha以上が必要なこと、また、

森林間の最短距離も28m以上必要なことを明

らかにした。また、分布域の最西端にあたる

西日本のツキノワグマ個体群の遺伝的特性を

明らかにするためにマイクロサテライトプラ

イマーを開発し、それを用いて遺伝的多様性

を調べた。その結果、西日本のツキノワグマ

個体群は、森林の分断化により西中園、東中

園、北近畿といったさらに小さな孤立した個

体群に分かれており、それらの遺伝的多様性

がかなり低くなっていることを明らかにした。

このように、森林分断化による生息域の孤立

化、遺伝的多様性の低下など、希少野生動物

の保全に関わる重要な知見を明らかにしてい

る。

独法化に伴い、ア分野「森林における生物

多様性の保全に関する研究Jの中で、野生鳥

獣研究は、生物多様性把握指標の開発、人為

による森林分断化が及ぼす影響の解明、脆弱

な生態系における希少・固有個体群に及ぼす



影響の解明などの多岐にわたる項目の中に位 さらに、希少野生動物種個体群に及ぼす影

置づけされ、現在も中期計画に基づき、それ 響要因のーっとして、外来種が近年問題視さ

ぞれの観点から研究を推進中である。 れてきている。そこで、環境省地球環境推進

環境省国立公害研究プロジェクト「アンブ 費プロジェクト「侵入生物による生物多様性

レラ種であるオオタカを指標とした生物多様 影響機構に関する研究（2001（平成13）～

性モニタリング手法の開発に関する研究 2003 （平成15）年度）Jの中で、タイワンリス、

(1999 （平成11)～2002（平成14）年度）J ソウシチョウ及びガビチョウを取り上げ、そ

及び「生物間相互作用ネットワークの動態解 れらが在来動物群集に与える影響を解明し、

析に基づく孤立した森林生態系の修復技術の 外来種への対策に示唆を与える研究を行った。

開発に関する研究 (1999（平成11)～2002（平 また、鳥獣の生態研究にとどまらず、深刻

成14）年度）Jでは、オオタカやシカといっ な社会問題となった環境汚染物質と野生動物

た重要な指標となる野生動物を中心に研究が との関係についても積極的に取り組み、農林

推進され、重要な研究成果が蓄積されてきた。 水産技術会議受託研究「農林水産業における

すなわち、絶滅危倶種として注目されている 内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関

オオタカに関して、本種を保全することが生 する研究(1999（平成11)～2004（平成16）年）J

息域の生物多様性を保全することにつながる において、食物連鎖を通じ、魚食鳥類や捕食

ことになるかどうかについて、オオタカ行動 性晴乳類で高い濃度のダイオキシン類が蓄積

域内と外での環境組成とそこに生息する鳥類、 していることを明らかにした。

蝶類、地表性甲虫類、植物などの多様性の差

を求めた。その結果、オオタカの生息は、地 3.今後の課題

域的な種多様性全体の保全には必ずしも有効 これまでの森林総合研究所の鳥獣研究を術

とはいえないが、生息環境に特異的な生物種 撤してみると、それぞれの時代を反映して、

の抽出が可能となった。 的確な対応を求められてきたことが分かる。

また、個体数増加により自然生態系にも影 すなわち、保全生物学的研究については、森

響を及ぼしているシカについて、甚大な被害 林生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様

をもたらしている奈良県大台ヶ原を調査地と 性の三つのレベルに応じた適切な研究課題の

ーして、シカ個体数管理とササ現存量の管理実 設定が求められ、森林性鳥獣類の生息環境変

験区を設けて、シカーササー土壌聞の窒素循 化にいち早く対応する姿勢が必要である。希

環動態についてシミュレーションモデルを作 少動物種保全に対するニーズはさらに高まる

成、さらに、シカ個体数増加に伴う樹木実生、 ことが予想され、生息環境の改善のみならず、

鳥類、地表節足動物、土壌動物といった生態 外来生物による影響なども考慮した総合的な

系構成要素の多様性に及ぼす影響を組み入れ 対策研究が求められている。

て、シミュレートした結果、大台ヶ原の森林 また、近年、新たにニホンザル、イノシシ

生態系修復に最適な手法の提示を行うことが といったこれまでおもに農業害獣として対処

できた。このように、これまでの鳥獣に関す されてきた野生動物に対する被害防除研究、

る生態研究にとどまらず、それを取り巻く生 個体群管理手法の開発などの研究において、

息環境を広く生態系としてとらえ、微妙なバ 行政もしくは社会的要望が大きく、従来から

ランスのもとでの森林管理手法を提示してい のシカやカモシカといった林業加害獣に対す

' る面で、これらはこれまでの研究と比較して る的確な生態的管理手法の開発などとともに、

非常に特異的主いえる。 しっかり対応する態勢が必要である。さらに、
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ツキノワグマに代表されるように、森林生態 に対する提言が求められる種も少なくない。

系の連続性（緑p回廊の有効性の検討）のよ （川路則友）

うな行政課題、保護管理に対する的確な施策

森林遺伝研究領域

1.試験研究の動向

東京・目黒の農林省林業試験場時代は、造

林部育種科に育種、生理、植生に関する研究

室が設けられていたが、 1966（昭和41)年の

遺伝育種科への組織改編で遺伝育種第1～4

研究室体制区なった。この頃は国の林木育種

事業の進展と密接に連携し、林野庁各林木育

種場及び農業技術研究所放射線育種場との人

的交流も活発であった。国有林、民有林での

精英樹選抜の進展とともに、サシキ、ツギキ、

採種圏、採穂園、開花結実、着花促進、人工

交配技術、種子、遺伝率、次代検定等、精英

樹選抜育種に関連する研究が主に行われた。

これと並行して、抵抗性育種、材質育種、

産地試験に関する研究も開始された。遺伝的

変異の解析対象は形態変異や放射線による突

然変異、色素異常であり、それらの諸形質に

ついて遺伝子分析が行われた。

1978 （昭和53）年3月に林業試験場は筑波

移転し、翌年に組織培養研究室が新設され、

遺伝育種科は5研究室に拡大した。遺伝育種

第 1研究室では成長等の量的形質についての

統計遺伝解析、次代検定林データの分析プロ

グラム開発、気象害や病虫害抵抗性の遺伝様

式の解明など、第2研究室では成長と抵抗性、

材質等の複数の実用形質を集積する育種法の

開発、雑種強勢の発現解析、ハンノキやスギ

の倍数性育種に関する研究が行われた。第3

研究室ではジペレリン処理等による有性繁殖

技術の向上、採種園での花粉飛散に関する研

究が行われ、第4研究室では林木遺伝資源の

評価と保全に関する調査、アイソザイムによ
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るスギやヒノキ等天然林の遺伝的構造や遺伝

的分化に関する解析が進められた。組織培養

研究室ではバイテクによる大量増殖技術の確

立を目指して、プロトプラストの単離及び融

合、カルス培養による器官分化、怪培養に用

いる培地の探索等の研究が始められた。

1988 （昭和63）年4月には森林総合研究所

に改組され、造林部遺伝育種科は生物機能開

発部遺伝科として3研究室に集約された。大

まかにみて遺伝育種第2研が遺伝分析研に、

第1研が集団遺伝研に、第4研の業務内容が

生態遺伝研に振り替わったと見なしてよい。

その後の大きな変革は、 2001（平成13）年

4月の独立行政法人化に伴う組織改編であろ

う。研究部・科が廃止され、これまでの 3研

究室体制から森林遺伝研究領域として2研究

室（ゲノム解析研、’生態遺伝研）に統合され

た。同時に独法化された林木育種センターと

の関連で業務の仕分けが問題になったが、森

林総研は森林の主要な構成要素である森林植

物を対象とした遺伝研究を行うということに

は変わりはない。

研究ニーズとしては、森林生物が持つ多様

な機能を解明し利用するために、それぞれの

機能を支配する遺伝的背景を明らかにする必

要があること、また、森林生態学や保全生態

学等の分野への新たな研究手法i科学的知見

を提供する波及効果に大きな期待がある。

想定される研究領域は、森林生物の生命現

象解明のための基礎的・先導的研究について

は、ゲノム研究等による生物遺伝情報の蓄積

がある。また、森林の保続培養のための森林



生態系の維持機構の解明については、林木の

遺伝的多様性及び多様性維持機構の解明が主

要な課題となる。

最近の動向として、分子マーカーを用いた

各種技術の実用化が急速に進み、個体識別や

集団の遺伝的構造の解明等にDNA多型を利

用する研究が精力的に進められてきたことが

あげられる。 DNAマーカーを利用する量的

形質遺伝子座の解析とともに、基盤となる連

鎖地図作製等のゲノム研究への対応が求めら

れる。また、生物多様性の保全と持続的利用

への関心から、特に森林遺伝資源の現地保全

のための集団生物学的研究への期待が大きく

なった。 1996（平成8）年に策定された「農

林水産ゲノム研究の推進方策Jでは、林木、

果樹、野菜を含めた今後の研究目標が示され、

林木でも高密度汎用連鎖地図の構築と、量的

形質のDNAマーカー選抜による育種年限の

短縮を目指したゲノム研究の進展に期待が高

まった。 2001（率成13）年に閣議決定された

「第2期科学技術基本計画Jでも、ライフサ

イエンス及び環境分野が最重要分野とされ、

森林・林業においても、ゲノム解析、遺伝子

機能の解明、森林植物の遺伝的多様性の保全

等が生産性の向上や環境問題の解決等に資す

ると期待されている。同年の「森林・林業基

本法Jでも、森林の生物多様性保全機能が重

鎖地図構築及びDNA遺伝マーカーを開発し、

分子レベルでの利用を効率的に行うとともに、

塩基配列情報による森林遺伝資源の高度な管

理を目指すことが目的であった。

DNAマーカーの作出では、多型性のある‘

共優性のマーカーを中心に約500遺伝子座以

上の分子マーカーを開発した。これらのマー

カーは簡便な設備投資で使用可能になるため、

都県等の研究施設への急速な普及が期待され

る。また、スギの分子マーカーをヒノキに応

用したところ約 1/3が直接利用可能である

ことが明らかになり、今後、スギゲノム研究

の成果を直接ヒノキの比較連鎖地図の構築及

びヒノキ科樹種の遺伝資源評価にも活用でき

る目途がついた。高密度連鎖地図の作製では、．

複数家系で作製した連鎖地図を統合し、スギ

の基本染色体数と同じ11連鎖群からなる基盤

連鎖地図を構築した。この地図は今後の分子

育種及び遺伝資源管理に利用するために十分

な遺伝子座数を備えたものである。これらの

情報を効率的に活用するためにスギゲノム

データベースの構築もあわせて行い、イン

ターネットで森林総研ホームページに公開し

た。今後の問題点として11連鎖群と11本の染

色体との対応解明が残されている（図－ 1）。

スギ天然林集団の遺伝的多様性評価では、

高密度連鎖地図情報に基づき開発された

要な機能として位置づけられており、2004（平． CAPSマーカー94遺伝子座を用いて、全国か

成16）年の生物多様性条約締結国会議（COP6) ら収集した20集団の遺伝的多様性の解析を

では、森林における生物多様性の保全が論議 行ったところ、東日本集団よりも西日本集団

された。このような内外の動向から生物多様 の多様性が高い傾向にあった。また、日本海

性の評価手法及び生物多様性の保全に関わる 側集団と太平洋側集団が遺伝的に分化してい

研究の一層の進展が求められている。 ることが明らかになった。これまでの研究例

では、限られた遺伝子座でしか遺伝的分化の

2.研究の成果 研究が行われていなかったが、高密度にマッ

2. 1 スギゲノム解析及びその応用研究 プされたゲノム情報をもとにした解析で、従

1997 .（平成9）年から 5年間、生物系特定 来見落とされていたわずかな変異をも把握で

産業技術研究推進機構（生研機構）プロジェ きるようになった。

クトで「スギのゲノム解析とその高度利用に スギゲ、ノム情報を活用して、島根県三瓶山

関する基礎的研究Jを行った。スギの基盤連 の噴火で約3,600年前に埋没した古代スギか
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11連鎖群に統合されたスギ基盤連鎖地図

カー6遺伝子座を用いて、 5箇所のスギ採種

圏での遺伝子流動解析を行った。外部花粉混

入率は採種園によって35～68%と大きく異－

な－った。周囲のスギ植栽面積と外部花粉混入

率は密接な相闘があることが明らかになったo

また、周囲にほとんどスギ林がなくとも30%

程度の花粉混入が見られた。 5箇所の採種園

で花粉親としての貢献度はクローンによって

有意に偏っていることが明らかとなった。こ

れは花粉生産量及び開花フェノロジーの違い

により生じていることが示唆された。これら

の結果から、ハウス等の室内採種園が必要な

こと、自殖率は植栽されている構成クローン

数及びそれらの平均ラメート数と関係がある

ため、少なくとも40クローン以上が望ましい

ことが明らかになった。今後、小面積で生産

性が高く、しかも植栽後4年で種子生産が期

待できるミニチュア採種園の活用が望まれる。

スギの雄花着花に関する遺伝子を解析し、

雄花について1,500遺伝子、栄養シュートに

関して350遺伝子が組織特異的である可能性

を認めた。さらに、他の植物種の遺伝子情報

との比較から、新たにGIG釧 TEA、HEN2、

FT、GAiなどと相向性を持つ遺伝子の部分塩

基配列を得た。
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図－ 1

ら抽出した遺伝子を増幅することができた。

周辺のスギ天然林と比較したところ、現代の

スギからは古代スギに無い遺伝子が見出され

た。今後、遺伝的多様性の歴史的比較研究へ

の応用が期待される。

スギゲノム解析の成果はヒノキ解析のため

のマーカー開発にも応用された。ヒノキの遺

伝的多様性について明確な地理的傾向はな

かったが、天然分布の南限（屋久島）と北限

（いわき）集団は明らかに低い値を示した。

また、特定の集団で高い連鎖不平衡が検出さ

れたが、これは過去の集団の縮小または個体

密度の低さが主な原因であることが考えられ

た。集団聞の遺伝的分化は低いものであった

が、分化程度の大きな地域は中園、四国、九

州であり、大きな天然分布のある中部と近畿

は近縁で分化程度は低かった。集団関の距離

と遺伝的な近縁関係が示唆された。

マイクロサテライトマーカーを多数開発し、

スギ採種園における遺伝子流動を解析した。

採種園で生産される種子の品質及び遺伝的特

性の総合評価を行い、得られた情報をもとに

遺伝的に保証された優良種苗の生産が可能に

なるような採種園の管理のありかたを提案す

ることを目的とした。多型性が高く安定した

パターンが得られるマイクロサテライトマー



2. i DNA塩基配列に基づく連鎖地図作製及

び系統進化解析

葉緑体DNAを用いて針葉樹45種の分子系

統樹を構築し、ヒノ；キ科がスギ科の中に含ま

れること、コウヤマキがスギ科から独立した

位置にあることを明らかにした。モミ属5種

の集団レベルでの遺伝的多様性と種分化のメ

カニズムを調べ、葉緑体及びミトコンドリア

ゲノムそれぞれで種内、種聞に多様な変異を

認め、葉緑体多型が約40kbpの逆位に起因す

ることを明らかにした。

バイカル湖から採取されたマツ化石花粉の

DNA解析を試み、現生マツ科樹種のDNAと

比較して、 DNA塩基配列に基づくマツ科樹

木の系統進化関係を多数の種で明らかにし、

花粉及びDNAデータベースを構築した。

マレーシアにおけるフタバガキ科樹木につ

いては、葉緑体及びミトコンドリアDNAの

遺伝子の塩基置換程度を調べ、フタバガキ科

の分子系統関係とホペア属の遺伝的多様性の

程度を明らかにした。

濃縮法を用いて大量に開発したマイクロサ

テライトマーカーを、サクラソウの基盤連鎖

地図作製のためのアンカーマーカーとして活

用し、 AFLPマーカーも加えて10連鎖群から

なる連鎖地図を構築した。地域集団内の局所

集団関での遺伝的分化はほとんどないこと、

ラメートが沢沿いに流出していることを明ら

かにした。

2. 3 三宅島治山緑化のための遺伝変異調査

2000 （平成12）年の三宅島火山活動で壊滅

的被害を受けた森林植生回復のために、遺伝

的多様性の観点から適切な緑化種苗の選択法

について考察した。

ハチジョウイタドりでは、アイソザイム変

異において集団関分化の程度が高く、葉緑体

DNAにおいても多くのハプロタイプが観察

された。三宅島集団については他の集団と遺

伝的に遠いため、神津島など他の島興集団か

》ぃ

らの導入を極力避けるべきと考えられる。

オオパヤシャブシでは、葉緑体DNA変異

は伊豆諸島内の分化はほとんど見られなかっ

た。 AFLP分析では神津島の集団が遺伝的に

最も近いことが明らかになったことから、オ

オパヤシャブシを他の島慎集団から導入する

際には神津島の集団を用いるとよい。

ハチジョウススキでは、アイソザイム変異

において集団関分化の程度は最も低く、御蔵

島、次いで伊豆半島が近いことが分かつた。

しかし、葉緑体DNA変異では伊豆半島は八

丈島とともに他の島棋集団では稀なハプロタ

イプを高い頻度で保有していた。したがって、

アイソザイム変異には反映されていないが、

伊豆半島と三宅島の集団関の遺伝的な分化は

進んでいると考えられた。以上の結果から、

ハチジョウススキについて他の島棋集団から

の導入を行う場合は御蔵島の集団からの導入

が望ましいということになる。一方、三宅島

内のススキ7集団の解析では形態的及び遺伝

的分化が見られた。このことは同じ島内で

あっても緑化の際には十分な遺伝的配慮が必

要であることを意味している。

三宅島早期遷移種について、タマアジサイ

では葉緑体DNAの1領域において、八丈島

の個体にユニークな塩基多型が見られた。ガ

クアジサイでは6島棋集団を用いAFLPにつ

いて多型解析を行った。オオシマザクラでは

葉緑体DNAの2領域において塩基多型が見

られ、自家不和合性遺伝子の変異に明瞭な地

理的勾配があることが明らかになった。また、

優性遺伝をするAFLPマーカーの情報を効率

的に解析するソフトウェアを開発した。

2. 4 主要樹木の遺伝的多様性及び保全に関

する研究

森林植物の遺伝的多様性管理手法の開発を

進めるために、主要樹種及び北方系樹種の遺

伝的多様性や地域分化、繁殖動態を解析した。

雄性両全性異株樹木のアオダモ集団は、個
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体密度が高い集団ほど高い自殖率を示すが、

発芽後大きな近交弱勢が現れるため、号殖個

体は消滅し、次世代への遺伝子伝達の点では

外交配集団になっていることを実証した。ま

た、 Lloyd理論「雄性両全性異株植物の性表

現に関する理論Jでは説明できない高い雄比

をもっ集団があることが明らかになった。

ホオノキに関して、シミュレーションの結

果、突然変異率が高ければ、自殖不稔個体の

増加が致死遺伝子頻度を増加させ、近交弱勢

が大きくなることが示された。ホオノキ集団

では高頻度の他家受粉不足が本種における自

家和合性の進化・維持の原因となっている可

能性が示唆された。

トドマツについてマイクロサテデイトマー

カーを開発し遺伝的多様性を比較した。奥定

山渓及び糠平のトドマツ天然林では 1マイク

ロサテライト遺伝子座で、3 対立遺伝子数が5

個と 8個、遺伝子多様度が0.670と0.785であ

り、糠平集団で高かった。また、阿寒集団が

定山渓集団より多型性が高かったo アカエゾ

マツの阿寒集団では7座のうち 6座で多型が

あり、 0～0.817の遺伝的多様性を示した。

カラマツの繊維長について最外周年輪とそ

れ以前の年次の年輪との間で相関の高いこと

が明らかになった。ウダイカンバの成長形質

について16家系の分散分析を行った結果、樹

高と胸高直径で家系聞に有意差が検出された’O

シラカンバの日周性の産地問変異を研究す

るため、人工気象室で異なる日長条件に対す

る成長反応を調べ、山梨産では10時間以下を、

北海道産では14時間以下を短日として認識す

ることを確認した。

ブナ天然林で遺伝変異の空間構造を解析し

た結果、斜面の上下、母樹の有無、個体間の

距離によって、遺伝子頻度や遺伝子の類似度

に空間的な不均質性が確認された。ギャップ

内の実生集団では有性繁殖によると思われる

遺伝変異の顕著な増加を認めた。丹沢山系の

ブナ局所集団の個体分布調査では3地域集団
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内で特定遺伝子の局所分布が顕著であった。

アイソザイムで調べたコナラ属3種19集団

の遺伝距離は非常に小さく、カシワに比べコ

ナラとミズナラはより近縁であることを明ら

かにした。ミズナラ、カシワ及び種間雑種個

体でフェノロジーに個体間差を確認した。

北海道石狩地方の海岸線から内陸にかけて、

カシワ及びミズナラで構成されている林分の

浸透交雑を調査した。マイクロサテライト及

びM‘LPの双方において、種特異的なマー

カーとして利用できる結果は得られなかった

が、 AFLP多型フラグメントの出現頻度が種

間で異なることが明らかになった。 40マー

カーの結果を用いて主座標分析を行ったとこ

ろ、第1座標でカシワとミズナラを明隙に区

別することができた。

コナラ属の26集団の遺伝子頻度は種により

分布に特徴のある遺伝子座が見られたが、地

域による違いはあまり大きいものではなかっ

た。長野地域のミズナラについては、北部の

飯山地方集団は他の集団と比較して遺伝距離

が大きい傾向が見られた。ミズナラ林分で調

査した実生144本中37本は周辺40m内の親木

に当てはまらない遺伝子型を有しており、重．

カ落下以外にカケスやネズミなどによる持込

みが示唆された。

スダジイ老齢林では対立遺伝子の空間配置

において同類の対立遺伝子が近い位置に出現

する傾向が見られるのに対して、二次林では

そのような傾向が見られず、天然林の特性は

遺伝的多様性の高さだけでなく遺伝構造にも

見られることを明らかにした。シイ老齢林4

haプロット内の成木と中心部の lhaの稚幼樹

について、マイクロサテライト遺伝子型を決

定した。実生890本中224本は親木が見つから

ず、 470本は片親のみ、 194本は両親が検出さ

れ、動物による50m以上の種子の持込みが示

唆された。

マングローブのメヒルギ及びオヒルギにつ

いて多型性の高いマイクロサテライトマー



カーを新たに開発した。

2. 5 希少及び固有樹種の遺伝的多様性及び

保全に関する研究

絶滅が危倶される希少樹種等の個体群構造

や生活史特性を解析し、遺伝的多様性の現状

と劣化の程度を把握することにより、具体的

な保全条件を解明した。

カバノキ属の核リボソームDNAのITS領域

の塩基配列の比較により、アポイカンパにつ

いて近縁のダケカンバ及びヤチカンバとの系

統関係を比較すると、アポイカンバは両種聞

のランダムな交雑によってできた雑種起源の

種とみなすことができた。アポイカンパは自

家不和合性で、健全種子の生産は花粉不足に

よって制限されていることが認められた。ア

ポイカンパの母樹集団と実生集団をマイクロ

サテライトマーカーの表現型で比較解析した

結果、自殖率も種間和合性も低いと推定され

た。一方、健全種子は十分に生産されている

ことから、当面は現存集団の生息域内保全は

繁殖過程に関して十分に可能と考えられた。

ケショウヤナギについて、新たに日高山脈

を源流とする 7河川にも同種が分布すること

を明らかにするとともにDNAサンプルを収

集した。 500個体以下と分布が限られている

帯広川集団における種子の父性解析の結果、

花粉親として関与した花粉の70%以上は 1

km以上離れた雄個体から供給されたものと

認められた。帯広川の両側に流れる 2河川の

集団のうち、北側の美生川集団は他の2集団

と遺伝的に分化していた。

早池峰山のアカエゾマツ遺存集団において

マイクロサテライトマーカーによる遺伝的多

様性を解析した結果、小集団は大集団より多

様性が多少減少する傾向が見られた。アカエ

ゾマツ遺存集団の林分構造解析より、一定間

隔で繰り返された土石流によってアカエゾマ

ツ集団が維持されたと考えられ、大きな撹乱

のない条件下ではアカエゾマツの更新は困難
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で、次世代はコメツガやヒパが優先する森林

に移行することが示された。北海道集団との

遺伝的多様性を比較した結果、遺存集団の多

様性は明らかに低かった。

ユビソヤナギのマイクロサテライト遺伝

マーカー8座を開発し、それを用いて湯槍曽

川流域内の集団を解析した結果、後継稚樹の

地理的分布に明らかな遺伝構造があることが

．認められた。只見川水系伊南川流域で、ユビ

ソヤナギの分布範囲としては最大規模の分布

を初めて確認した。ユビソヤナギを含む林分

の最高林齢は約50年で、この間ユビソヤナギ

は河川撹乱に対応して個体群を維持している

ことが分かつた。湯檎曽川では河川に沿って

強い遺伝的構造や遺伝子流動の方向性を示す

が、集団や個体が稀な和賀川ではこうした構

造は認められず、多様性も低かった。河川改

修の影響で遺伝的多様性の低下と構造の分断

化をもたらすことが示唆された。

ヤツガタケトウヒとヒメマツハダは、球果

の大きさやRAPD分析から、別種としての区

別が困難である乙とを報告した。ヤツガタケ

トウヒのマイクロサテライト変異に基づく遺

伝解析により、西岳遺伝資源保存林の特殊性

が確認された。孤立母樹の種子の多くは自殖

由来であることが認められ、更新には人為的

管理が必要であることが示唆された。八ヶ岳

から南アルプスにわたる 5地域9集団の遺伝

解析の結果、八ヶ岳の遺伝資源保存林として

最も大きい集団であるカラマツ沢集団は遺伝

的多様性が低い一方、その他の集団は地域で

異なる遺伝的変異を持つことから、赤石山地

集団がヤツガタケトウヒの保全上重要である

ことが確認された。

ヒメバラモミについてマイクロサテライト

マーカーを適用し極めて高い変異性を示す遺

伝子座を確認した。ヒメバラモミの分布域を

詳細に踏査し、現存する母樹総数は1,000本

以下と推定した。赤石山域では母樹密度が高

いが、八ヶ岳域では母樹のほとんどが単木的



に残存し、更新の可能性は非常に低い。成木

段階では他殖性が高く近親交配による繁殖は

行われていないが、単木分布の母樹の近隣に

ある稚樹は自殖由来が多かった。

ハナノキ集団の雌雄の性比は 1: 1から雄

側に偏る傾向があった。花粉媒介昆虫は自生

地によってやや異なり、一部の雌花に機能し

ない約があることが認められた。林分構造解

析から、ハナノキ林は人為との関わりで成立

し維持されたと考えられ、更新はほとんど行

われていなかった。地理的に隔離している居

谷里集団は遺伝的にも離れていると認められ

た。

東海地方に隔離的に分布するシデコブシで

は、遺存する集団関の遺伝的分化が大きく進

んでいることが明らかになった。マイクロサ

テライトマーカーを用いたシデコブシ集団の

解析を他のモクレン属樹種と比較すると、遺

伝的変異性はホオノキ集団より低く、オオヤ

マレンゲ集団より高い傾向が認められた。結

実率では近交弱勢が認められた。シデコブシ

種子は種子親から距離的に近い個体が花粉親

になる傾向が強い一方、比較的長距離の花粉

散布も生じている可能性が示唆された。小集

団では近親交配の程度が高いこと、また、そ

のような集団では致死遺伝子が自然選択に

よって除去され、近交弱勢の大きさが減少す

ること、花粉不足や資源不足などの近交弱勢

以外の要因が自然受粉花における脹の生存率

を低くしている場合があることなどが認めら

れた。結実率に現れる近交弱勢と実生生存率

に現れる近交弱勢との聞には負の相闘が認め

られ、推移確率行列モデルによるシミュレー

ションでは、シデコブシ集団は孤立化して個

体数が半減すると、 5世代後には結実率が20

～30%減少する可能性が示された。

から、現在見られる切株の多くが江戸時代に

伐採され宇ものだと考えられ、その伐採はき

わめて大規模で、細い個体までの皆伐に近い

もので、あったと推測された。その4ha試験地

の過去集団である切株について、 110本から

DNA抽出とPCR増幅を試みたが、約 1/5の

個体からPCR増幅に成功し遺伝子型を決定し

た。平均ヘテロ接合度、対立遺伝子多様度は

それぞれHo=O.665、Ar=14. 81であった。

近隣集団（Ho=O.738、Ar=14. 74）と比較し

た結果、過去の森林もほぼ同程度の遺伝的多

様性を保持していたことが明らかとなった。

江戸時代に択伐された切株の個体群、択伐以

前から存在していた個体群、択伐以後に更新

した個体群の間で遺伝的多様性の差は見られ

なかった。ヤクスギ集団と全国のスギ集団を

遺伝的に比較した結果では、ヤクスギ集団は

太平洋側の集団に含まれ、遺伝的多様性はか

なり高いものであった。

同じ屋久島のヤクタネゴヨウの個体数減少

に、マツ材線虫病の関与の可能性は低いこと

を明らかにした。更新阻害要因の検討では、

充実種子率と周囲個体の雄花着生量とに相関

関係は見られなかった。破沙岳においてヤク

タネゴヨウ生残個体の分布位置及び個体サイ

ズを調査した。胸高直径分布はL字型分布を

示し、最大個体は145cmであった。高平岳に

おいて枯死した 1個体からはマツノザイセン

チュウは検出されなかった。球果着果個体率

は50～70%であったが、着果の非常に少ない

個体が多く、約70%の個体が種子生産に十分

寄与していなかった。 Neiの標準遺伝距離に

基づきデンドログラムを作成すると、屋久島

の高平岳集団は、同じ島内の他の2地域とは

遺伝的に遠く、むしろ種子島集団と比較的近

い関係が示唆された。西部林道の調査地域内

屋久島のヤクスギについて、稀な対立遺伝 において、新たに22個体の成木を確認した。

子の数が本州等のスギよりも有意に多い傾向 西部林道の試験区内12個体の樹冠下に設置し

が見られたが、巨樹の調査では遺伝子突然変 たトラップに落下した雄花と種子数の平均は、

異は認められなかった。ヤクスギ切株の調査 屋久島森林管理署構内の植栽個体に比ぺ雄花
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で20%、種子は30%と低い値を示し、種子生

産が活発に行われていない実態が示された。

種子島では1994（平成6）年からの枯死が合

計41個体に達し、生残率は70%まで減少した。

枯死要因の50%はマツ材線虫病で、あった。立

地に関して地形面ではヤクタネゴヨウのみが

急斜面に多く分布し、他種が定着しにくい立

地に分布する傾向が明らかとなった。

オガサワラグワへのシマグ、ワによる遺伝子

汚染の実態をアイソザイムで調べ、雑種化の

進行を明らかにした。オガサワラグワと移入

種シマグワを識別するためにSCARマーカー

を開発し、弟島、父島等で純粋なオガサワラ

グワの個体位置図作成に着手した。オガサワ

ラグワ、シマホルトノキの林内外での生残率

れている。スギではゲノム解析による高密度

連鎖地図を構築し、天然林の遺伝資源として

の再評価及び特定林分集団における遺伝子流

動研究等に顕著な成果をあげた。今後は、保

全研究にも連鎖地図情報を活用した取り組み

がさらに求められてくる。それには、それぞ

れの植物種または個体が保有する環境適応遺

伝子の検出を可能にすることが急務だと考え

られる。これらの遺伝子研究は種の進化とも

直接関わり、基礎的でかつ将来への発展性も

ある重要な研究分野である。

環境適応遺伝子の検出は植物の遺伝的改変

に応用でき、保全研究でもそれぞれの地域に

あった遺伝子資源の管理を可能にする。また、

遺伝子汚染研究にも活用が期待される遺伝子

は、より暗い林内での低下が顕著であった0 ． である。広葉樹の植林が各地で行われている

オガサワラグワでは、父島や母島の集団に比 が、そこで植えられる種苗の由来について、

較して、弟島集団の遺伝的多様性がやや低い 地域固有の変異を無視した移動による遺伝子

傾向が示唆され、島暁生態系での遺伝資源保 撹乱が心配されている。遺伝的変異性を考慮

全に貴重な情報を提供した。

3.今後の問題

森林植物の連鎖地図を構築しそのゲノム情

報を遺伝子保全研究に応用することが期待さ

した植物集団の導入について、その取り扱い

基準を早急に作成する必要がある。このため

に、それぞれの緑化対象種の保有する遺伝的

多様性及び地域間での遺伝的分化を詳細に把

握することが重要になる。 （長坂薄俊）

生物工学研究領域

1.試験研究の動向

ライフサイエンスを基礎とするバイオテク

ノロジーは、 21世紀の農林水産業に新たな展

開をもたらすと期待されている。「総合科学

技術会議分野別推進戦略Jの中でもライフサ

イエンス分野が重点分野として位置付けられ

ている。また、「バイオテクノロジ一戦略大綱J

でも、バイオテクメロジーの発展は「生きるJ

「食べるJ「暮らすj という人間生活の基本

的な分野で巨大な変革をもたらし、国民経済

へ大きなインパクトを与えると考えられてい

86 

る。植物科学の分野では、植物のゲノム解読

と遺伝子機能の解明を進め、環境ストレス耐

性、生産性や病害虫抵抗性に関わる遺伝子と

その発現機構を多数解明し、革新的な組換え

植物を開発すること、遺伝子組換え・技術等に

よる生物機能の高度活用技術の開発などが重

要視されている。しかし、バイオテクノロ

ジーの活用には、その基礎となるライフサイ

エンス研究を深化させることが前提とされて

いる。

樹木の生理特性は未解明な点が多く、林



業・林産業へのバイオテクノロジーの活用に

は未知の樹木の生理特性を分子レベルで解析

する必要がある。生物工学科（遺伝子発現研・

細胞操作研・組織培養研・生理機能研）は森

林総合研究所と同時に誕生し、独法化後は2

チーム長及び2研究室（分子生物研・形質転

換研）の生物工学研究領域が発足した。ここ

では、生物工学科と生物工学研究領域の主要

成果を紹介する。 （篠原健司）

2.研究の成果

2. 1 樹木の耐塩性に関する研究

塩ストレスは植物の生育に大きな影響を及

ぼす環境要因である。植物の耐塩性機構は多

様であるが、浸透圧調節物質の蓄積もその一

つである。植物は浸透圧調節物質を細胞内に

蓄積し、その浸透圧を高めることで、浸透圧

の高い高塩土壌からも吸水できると考えられ

ている。 eアカシアはオーストラリアやアフリ

カの半乾燥地に生育する樹木であるが、樹種

によって耐塩性の程度が異なる。そこで、耐

塩性 の 強 いAcaciaamplicepsと弱いA.

holosericeaを用い、塩処理後の浸透圧調節物

質であるプロリン量の変化を解析した。その

結果、両種とも塩処理によってプロリンが10

倍以上に培加した（図－ 1）。しかし、顕著

な増加は耐塩性の弱いAholosericeaで見られ、

耐塩性の強弱とプロリン量の変化の大きさに

因果関係はなかった。また、プロリン合成に

関わる酵素遺伝子を単離し、塩処理後の遺伝

250 

t 2叩
bO 
〉

~ 150 
ミ

λ100 ・『、
ロ
T、田

A. ampliceps 

子発現も解析したが、明確な耐塩性の強弱と

遺伝子発現量の変化の関係は？られなかった。

（横田智）

2. 2 樹木の遺伝子研究

樹木の成長や環境適応の機構を遺伝子やタ

ンパク質のレベルで理解するため、それらの

現象に関わる遺伝子を単離し、遺伝子の機能

や発現調節機構の解明に取り組んだ。

針葉樹の葉の寿命は落葉樹に比べて長く、

数年間にわたって光合成を行う。この特性に

着目し、葉齢の進行に伴う光合成機能の低下

と光合成関連遺伝子群の発現量の変動の関係

を解析した。光合成活性φ最も高い初夏のク

ロマツからその年に伸び光葉（当年葉）、前

年に伸びた葉（一年葉）、 2年前に伸びた葉

（二年葉）をそれぞれ採取し、光合成機能を

担うタンパク質の量とその遺伝子の発現レベ

ルを調べた。光合成の電子伝達系で中心的な

働きをする光化学系 I及びEのうち、光化学

系E複合体は葉齢が進むにつれて増加したが、

光化学系 I複合体は一年葉で最も多く、二年

葉では減少した。光化学系E複合体を構成す

るタンパク質遺伝子の一つである，psbAの発現

レベルは老化の始まった二年葉でも当年葉の

約90%を維持していた。一方、光化学系 I複

合体を構成するタンパク質遺伝子歩1saA/Bの発

現レベルは二年葉では当年葉の約30%に低下

していた（図－ 2）。調べた各遺伝子の発現

レベルはそれぞれの光化学系タンパク質の変

A. holosericea 

0 2 4 6 8 ・ 10 0 2 4 6 8 10 

塩処理期間（目｝ ・ 塩処理期間（日）

図ー 1 アカシアの薬におけるプロリン量に及ぼす塩ストレスの影響
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図－ 2 光合成遺伝子の発現レベルの変化。針葉当た
りの相対変化を当年葉を基準として示す。

psbA：光化学系E複合体の遺伝子、psaん包： 光化学系I複
合体の遺伝子

動と関連していた。このように、 個々の遺伝

子は葉齢により異なる発現調節を受け、光化

学系 Iと光化学系Eの構成比は葉齢の進行に

従い減少した。この構成比の減少が、葉齢の

進行による光合成機能の低下をもたらす要因

の一つであると考えられる。

樹木には内樹皮（飾部）に、特定の糖との

み結合する性質をもっレクチンとよばれるタ

ンパク質を蓄積するものがある。この内樹皮

レクチンは秋から冬に蓄えられ、春になると

速やかに減少することから、窒素等の貯蔵の

役割を担っていると考えられる。内樹皮レク

チン遺伝子は主に内樹皮で発現するという特

徴をもつが、この遺伝子がどのような発現調

節を受けているかは不明であった。そこで、

レクチン遺伝子を単離し、発現調節領域の塩

基配列の構造と機能を解析した。マメ科の落

葉樹であるニセアカシアから 4種類のレクチ

ン遺伝子を単離した。それらの塩基配列と各

器官別の発現様式を調べることにより内樹皮

2・宅、
司＂：

司．
－ー． 

0.5mm 

レクチンをコードする遺伝子を特定した。遺

伝子が特定の器官で発現するよう制御される

機構には、プロモーターとよばれる遺伝子の

発現調節領域の塩基配列が深く関わっている。

内樹皮レクチン遺伝子プロモーターが内樹皮

（飾部）だけで遺伝子を発現させることがで

きるかどうかを確かめるために、そのプロ

モーターにレポーター遺伝子（どこでどれく

らい発現しているかを簡単に調べることので

きる指標となる遺伝子）をつないだ、融合遺伝

子を、実験植物であるタバコに導入した。遺

伝子導入したタバコにおいて、 レポーター遺

伝子は樹木の内樹皮に相当する茎の内部飾部、

外部飾部及び外部飾部周辺の柔細胞だけで発

現していた（図－ 3）。したがって、内樹皮

レクチンのプロモーターは組換え植物を作出

する際に、飾部に特異性の高いプロモーター

として利用可能である。

樹木は一定の場所で長年月生育するために、

環境の変化や病虫害などのさまざまなストレ

スから身を守る能力を備えている。一般に、

生物はストレスなどの外界の情報を細胞に存

在する「受容体Jと呼ばれるタンパク質によっ

て受け取り、それを細胞核内の遺伝子へ伝え、

必要な遺伝子が働き、外部環境の変化に対応

する。種々の生物で「受容体型プロテインキ

ナーゼ（リン酸化酵素）」と呼ばれるタンパ

ク質が受容体として機能していることが分

かつてきたが、樹木ではこの受容体に関する

報告例は全くなかった。樹木の受容体型プロ

ん外部箭部

z

h
f
 

メ
部
部
也

内
箭

a合：弘／’
E怒）.• 4. 

4掛 ~
図－ 3 遺伝子導入したタバコの茎におけるレクチンプロモーターによるレポーター遺

伝子の発現様式
青色の部分がレポーター遺伝子の発現している部位を示す. CB）は（A）の枠内を鉱大したもの．

＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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(B) 

受容体型
プロテインキナーセ．
泣伝子

傷害 無処理

0 1 3 6 0 1 3 6 （時間後）

松山段~·奇磁場・－－－
図ー 4 受容体型プロテインキナーゼ遺伝子の傷害による発現誘導

(A）傷害実験の方法 (B）傷害によって発現が誘導された受容体型プロテインキナーゼ遺伝子．ホ
スホグリセリン厳キナーゼ遺伝子はそれぞれの試料で閉じ量のRNAが含まれていることを示す対
照として調べた．

テインキナーゼの役割を明らかにするため、

ポプラの受容体型プロテインキナーゼ遺伝子

を単離した。単離した遺伝子を用い組換えタ

ンパク質を作製し、酵素活性を測定したとこ

ろ、このタンパク質はタンパク質をリン酸化

する活性を持つことが分かつた。つまり、こ

の受容体型プロテインキナーゼは情報を伝え

るために必要なリン酸化活性を保持している。

この遺伝子はポプラの根や成熟葉、増殖中の

培養細胞で発現していたが、若い葉ではほと

んど発現していなかった。しかし、若い葉に

傷害を与えると、新たな遺伝子の発現が誘導

した（図－ 4）。以上の結果から、この受容

体型プロテインキナーゼ遺伝子は樹木の生体

防御に関与していると考えられる。さらなる

追伝子の機能解析は樹木の防御機構の解明に

つながると期待される。

スギ花粉症患者の増加が大きな社会問題と

なっている。その原因の一つに戦後、造林さ

れたスギやヒノキ林の多くが着花年齢に達し、

花粉の生産量が急激に増加したことが挙げら

れる。遺伝子組換え技術を用い、花粉症の原

因物質であるアレルゲンを作らないスギを創

出するため、スギのアレルゲン遺伝子を単離

し、それらの発現特性を解析した。スギ花粉

の主要なアレルゲンとしてCryj 1とCryj 2が

ある（表－ 1）。これらをコードする遺伝子

を単離し、ほかのアレルゲン遺伝子と比較し

たところ、スギ科及びヒノキ科樹木のアレル

ゲン遺伝子の配列と類似していた。 ーアレルゲ

ンの構造が似ていることがスギとヒノキの両

方に反応する花粉症患者が多い原因となって

いる。 2種類のアレルゲン遺伝子はどちらも

花粉で大量に発現していた。ビャクシン（ヒ

ノキ科）花粉症ではスギ、のCryj l、Cryj 2に

相当するアレルゲンのほかに、第3のアレル

ゲンが報告されている。それに対応するスギ

のアレルゲン遺伝子を探索し、候補となる 6

種類のCηj3迫ー伝子を単雌した。 このうち

Cワj3.5遺伝子は花粉での発現レベルが高く、

スギの新規アレルゲンをコー ドしている可能

性が高い。本研究で単離したアレルゲン遺伝

子はアレルゲンフリーの組換えスギの開発だ

けでなく、ペプチド療法やDNAワクチン、

機能性食品の開発などスギ花粉症の治療にも

応用できる。

遺伝子組換え技術は遺伝子の機能解析等の

基礎研究だけでなく、形質の改良を目指した

アレルゲン

Cry j 1 

表－ 1 スギ花粉アレルゲンの特徴

主な発現組織 タンパク質の特性

Cry j 2 

Cry j 3 

(Cry j 3.1～Cry j 3.6) 

花粉
花粉
Cry j 3.5：花粉
C可 j3.5以外：雌性球果、雄性球果
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図－5 スギの不定匪分化に及ぼすPSKの効果
(A）埼地上に誘導された不定匪 （矢印） (B）不定径の拡大写
真 (C）幼植物体

＊第E章巻頭にカラー図掲載。

応用研究にも有用である。遺伝子組換えには、

導入して発現させる遺伝子、遺伝子を導入す

る技術、遺伝子を導入した細胞から個体を再

生する技術が必要である。これまで遺伝子組

換えスギの作出例は報告されていない。それ

は培養細胞からの効率の良い個体再生技術が

確立されていなかったためである。そこで、

被子植物で報告されている細胞増殖因子ファ

イ トスルフォカイン（PSK; phytosulfokine) 

をスギ個体再生系へ応用した。 PSKは五つの

アミノ酸から成るペプチ ドで、 細胞の増殖や

特定の組織への分化を促進することができる。

これまでアスパラガス、ニンジンなどの被子

植物でその存在が確認されていたが、裸子植

物からの報告例はない。 スギについて調べた

ところ、 PSK遺伝子が存在し、その遺伝子が

発現していることを明らかにした。これは裸

：子植物での初めての発見である。PSKをスギ

培養細胞の増殖培地や分化培地に添加すると、

細胞増殖を良好にする効果、細胞分裂の活性

低下を抑制する効果、不定限への分化を促進

する効果等が認められ（図－ 5）、培養細胞

を効率良く不定旺へ分化誘導することに成功

した。誘導した不定l庄は正常に発芽し、幼植

物体に成長した。この成果は組換えスギの作

出に大きく貢献するものである。

そのほかにも、ヤナギの熱ショ ックタンパ

ク質遺伝子や雄花で特異的に発現する多糖類

分解酵素遺伝子、スギの雄花の形態形成を支

配する遺伝子を単離し、その機能や発現特性

を調べた。また、 DNA制限酵素断片長多型

等を遺伝マーカーとして、スギ基盤連鎖地図

を作製した。この成果は、後に遺伝研究領域

による高密度遺伝子連鎖地図の構築に発展し

た。 ．（吉田和正）

2. 3.不定涯を経由した針葉樹個体再生技術

の開発

主要針葉樹において、遺伝子組換えや大量

増殖に必須な不定腔（受精によらず、体細胞

から形成された腔）経由の個体再生技術を開

発した。スギでは6月下旬から7月中旬にか

けて採取した未熟庇より不定佐形成細胞の誘

導に成功し、不定旺培養用培地を開発した。

不定）庄の成熟には、糖としてマルトースを

用い、ポリエチレングリコールやアブサイシ

ン酸が必要なことを明らかにした。不定庇の

発芽は植物ホルモン無添加の活性炭含有培地

で行い、 発芽した幼植物体はバーミキュライ

ト土壌で順化することができた。このほかに

図－6 不定匪を経由したサワラ個体再生系の開発
(A）サワラ不定底 (B）野外で生育する不定匪経由で再生したサワラ

＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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も、ヒノキ、サワラ、クロマツ、アカマツ、

ヤクタネゴ同ウで未熟種子！圧からの不定庇経

由の個体再生系を開発した（図－ 6）。再生

された植物体は苗畑で育苗した後、試験地に

植栽して、健全な生育を確認した。不定旺経

由の針葉樹個体再生技術の開発により、追伝

子組換え研究が促進されると期待できる。

（石井克明）

2. 4 樹木の遺伝子組換え研究

遺伝子組換え技術はもとの植物の望ましい

形質を全て保持させたまま、目的とする形質

のみを選択的に改変する手段である。この技

術を利用すれば、従来の交雑育種では不可能

なほかの生物種由来の遺伝形質をも導入でき、

短期間で新品種の作出が可能となる。そこで、

アグロバクテリウム法を用い、セイヨウハコ

ヤナギとギンドロのポプラ 2種、シラカンバ、

ニセアカシア及びココノエギリの広葉樹で遺

伝子組換え技術を開発した。また、ホメオ

ボックス造伝子の過剰発現によるセイヨウハ

コヤナギの形態制御や除草剤抵抗性を付与し

たギンド口の作出に成功した（図ー 7）。針

葉樹では、パーティクルガン法を用い、スギ、

クロマツやアカマツへの遺伝子導入技術を開

発した。 （毛利武）

3.今後の課題

シロイヌナズナやイネの全ゲノムの塩基配

列が決定され、植物においてもゲノム機能の

解析が本格化している。これらのモデル植物

では、ポストゲノム時代に対応すべく変具体

ラインの作製、完全長cDNAの収集、 DNAマ

イクロアレイ技術やバイオインフォマティク

ス（生命情報学）の拡充など遺伝子機能研究

のための手法開発が活発に進められている。

一方、ポプラの全ゲノムの塩基配列は2004

（平成16）年9月に解説され、モデル樹木と

01 

図一 7 組換え広葉樹の例
(A）ホメオボックス遺伝子0SH1によるセイヨウハコヤナギ
の形態制御 (B）除草剤耐性を付与した組鍛えギンドロ
Bar= 1 cm 

してのポプラの役割が重要視されている。今

後は、ポストゲノムとしてのポプラ完全長

cDNAライブラリーコレクションの整備が急

務である。また、スギゲノムの遺伝子情報の

集積も忘れてならない。 こうした樹木のゲノ

ム情報を、 DNAマイクロアレイによる多数

の遺伝子発現パターンの網羅的解析手法に利

用すると、樹木の生理現象が遺伝子レベルで

理解でき、迅速な有用遺伝子の単搬にも役立

つはずである。

樹木の辿伝子組換え分野では、耐乾燥性や

耐塩性等環境ストレス耐性を強化した組換え

樹木、環境汚染対策を目指した組換え樹木や

病虫害抵抗性を強化した組換え樹木の開発が

重要である。また、遺伝子組換え技術による

成長制御や花成制御も必要である。特に、導

入遺伝子の拡散防止策として、開花の抑制技

術または花粉や種子の不稔化技術の開発は最

重要課題である。効率的な日本産針葉樹の組

換え体作出技術の確立も残されている。組換

え樹木の実用化には、パブリ ックアクセプタ

ンスの獲得、すなわち、国民の関心に的確に

対応した情報を提供し、最新の科学的知見に

基づく安全性評価を実施することが必須であ

る。国連気候変動枠組条約締結圏第9回会合

(COP9）の中でも、地球温暖化対策として、

組換え樹木の植林も条件付きで合意しており、

21世紀の組換え樹木の事業化も期待されてい

る。 （篠原健司）



樹木化学研究領域

樹木化学研究領域では、植物細胞壁の構造

と機能の解明、樹木抽出成分の特性解明と利

用、木材炭化に関する三つの試験研究を主に

推進してきた。

植物細胞壁の構造と機能の解明に関する研

究は、 1988（昭和63）年の林業試験場から森

林総合研究所への組織改編時に、樹木生化学

研究室が新たに設置され、本格的に着手され

た。樹木生化学研究室では、それまでの木材

成分を対象とした研究から、成長中の樹木の

細胞壁多糖類の化学構造と機能を解明する新

たな分野に重点的に取り組むこととなった。

樹木抽出成分の特性解明と利用に関する研

究は、戦時中から林産化学部抽出成分研究室

で行われてきたが、 1988（昭和63）年の組織

改編に伴い、木材化工部抽出成分研究室と機

能開発部生物活性物質研究室の2研究室で実

施されることになった。前者は主に抽出成分

の特性解明、利用障害、木材の着色機構に関

する研究を担当し、後者は主に抽出成分の生

物活性を担当した。独法化後は、再び樹木抽

出成分研究室に統合されて現在に至っている。

当所における木材炭化の研究の歴史は芽常

に長く、炭の燃焼試験の報告が1908（明治

41)年の林業試験場報告に初めて掲載されて

いる。以後、木材炭化研究室において製炭、

木炭の土壌施用、木酢液の利用に関する多く

の研究が行われてきた。 1988（昭和63）年の

組織改編時に、木材炭化研究室は生物活性物

質研究室に改称されたが、その後も木酢液・

木タールの物性、成分組成や木炭の微生物増

殖機能に関する研究が継続されている。

以下、上記三つの試験研究の動向、主な成

果を年代順に振り返って記すこととする。

（大原誠資）

1.木本植物細胞壁の構造と機能
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1. 1 試験研究の動向

樹木の成長は形成層組織で誕生した細胞が

体積を増加する伸長成長と伸長した細胞が肥

厚、木化（リグニンの堆積）する 2段階から

なる。この二つのステージを経て形成された

強靭な細胞壁の集合体が木材である。木材を

有効利用するためにこれまで、は主に成熟した

木材組織を対象に研究が行われており、成長

中の樹木組織に関する研究は少なく、不明な

点が多かった。そこで、成長中の樹木の細胞

壁多糖類の化学構造と機能を解明するための

研究に着手した。得られた主な三つの成果に

ついて概説する。

1. 2 研究の成果

1. 2. 1 伸長成長を停止するフェルラ酸の架

橋

成長中の植物細胞壁は少量の多糖類に結合

したフェルラ酸を含む。このフェルラ酸は

パーオキシダーゼの作用により重合し、ダイ

フェルラ酸を形成して多糖類を架橋するo こ

の架橋により細胞伸長を停止すると仮説され

ていた（図－ 1）。この仮説を証明するため、

タケノコ約500kgを細胞壁分解酵素で加水分

解してダイフェルラ酸を含むオリゴ糖を単離、

同定した。これによりダイフェルラ酸架橋が

実存することが初めて証明された。その後、

この架橋は細胞壁が硬さを増すにつれて増加

し、成長が停止した組織に多いことが報告さ

れ、成長に関与することが示唆された。

1. 2. 2 スギ形成層組織の多糖類の化学構造

針葉樹と広葉樹では外観が著しく異なるだ

けでなく、木材の化学組成も異なる。そこで、

針葉樹を代表するスギと広葉樹を代表するポ

プラの形成層帯組織の細胞壁の化学構造に差

があるかどうかを検討した。ポプラ形成層帯

組織の化学構造は既に報告されていたため、
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図－1 フェルラ酸の重合による多糖の架橋

スギの形成層帯組織を対象とした。スギは千

代田試験地に植栽されていた樹齢15～20年生

のものを伐倒し、 1本当たり約 lgの形成層

帯組織を採取した。詳細な分析の結果、スギ

形成層帯の化学構造はポプラのそれと同じで

あることを明らかにした（表－ 1）。また、

これまでに研究されたカエデ、培養細胞、ダイ

ズ、モヤシ、タバコ培養細胞などとも同じで

あった。これらの結果から成長中の植物細胞

壁は植物の種類に拘らず同じ機能を持つこと

が予想され、ダイズやカボチャなど 1年生草

木植物を使用した成果が成長中の樹木細胞壁

にも適用できると考えられた。

1. 2. 3 植物の必須微量元素ホウ素の機能解

明

1978 （昭和53）年にカエデの細胞壁から単

敵されたペクチン多糖の一つであるラムノガ

ラクツロナンIl(RG-Il)怯非常に複雑な構

造を持つ。なぜ植物が100以上の酵素を使っ

てこの複雑な構造をしたRG-11を作るかは長

い間謎であった。植物の必須微量元素である

ホウ素がRG-Ilの結合部分であることが明ら

かになって、この謎が解けた。ホウ素が欠乏

した組織ではRG-11はホウ素と結合できない

ので単体として存在し、細胞壁が膨潤する。

ホウ素が十分に供給されると、 RG-Ilは2

量体を形成し、細胞壁は薄く密度が高く、正

常なものと同じ厚さに回復する。これらの結

果から、植物の必須微量元素であるホウ素は

ペクチン多糖を架橋して細胞壁の構造安定化

に働いていることが明らかになった 1)。

（石井忠）

2.樹木抽出成分の特性及び利用

2. 1 試験研究の動向

大正時代における当所の木材抽出成分の研

表－ 1 成長中の植物細胞壁の主要な多糖類＊

双子葉植物 裸子植物
、 多 糖 類 カエデ ポプラ ダグラス71- ス ギ

培養細胞 形成層組織 培養組織 形成層組織

セルロース 30 22 23 35 
ヘミセルロース －キシログルカン 25 6 15 18 

キシラン 5 11 2 5 
グルコマンナン 一 一 8 

ペクチン ホモガラクツロナン 15 
ラムノガラクツロナン I 15 } 47 } 22 } 35 
ラムノガラクツロナンE 5 

＊細胞壁当たりの重量%
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究は、樟脳・漆・油脂関連の特殊林産物とい

う概念で行われていた。本格的に木材抽出成

分の研究が行われるようになったのは1950

（昭和25）年以降のことである。当時の研究

は、主に抽出成分による木材識別の観点で行

われていた。昭和40年代以降になると、邦産

材及び熱帯材を対象とした木材の利用障害や

選択育種との関連が考察されるようになり、

昭和50～60年代以降では抽出成分の生物活性

やアレロパシーの研究が主流になった。平成

になってからは、林地残材や製材工場残廃材

から得られる精油や樹皮抽出成分の機能解明

に関する研究が中心になり、技術研究組合や

民間企業との共同研究を通した実用化研究も

進められている。

2. 2研究の成果

2. 2. 1 特殊林産物

大正時代における抽出成分の研究は、その

時々の社会情勢が反映されており、樟脳を安

価に生産するためのクスノキの製脳試験、皮

革工業に関連したカシワ樹皮からのタンニン

の生産・定量等が行われた。またy キリ油の

軍需物質としての重要性からアブラギリ種子

の分析・品質判定が行われていた。北海道で

はイタヤカエデ樹液の採取試験が行われ、そ

の結果に基づいて第二次世界大戦末期には飲

料用としての大量生産が試みられたが、精製

工程に入らないうちに終戦を迎え、実用化に

は至らなかった。

2. 2. 2 木材識別

マツ属樹木の化学分類上の基準物資である

ピノシルビン系フェノール物質を分別定量す

る簡易法が開発された。サクラ属については

化学分類の面から詳細な研究が行われ、 24種

のサクラ属樹木の材成分が検索され、フラボ

ノイド類による化学的分類が試みられた。昭

和40年代にはケヤキ及び関連ニレ科樹木の材

から多数のカダレン型セスキテルペン、フラ

ボノールc－配糖体の存在が明らかにされ、
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ニレ科樹木の化学成分分類が詳細に考察され

た。

2. 2. 3 木材利用障害

主に熱帯産樹木を対象に、輸入木材の利用

障害を解明する目的で実施された。樹脂障害

は抽出成分含有量と関連しており、全抽出物

量が6%以上含まれる材に著しく現れた。ま

た、チーク材からシミ状変色原因物質、ジャ

イアントイピルイピル材からパルプの色戻り

原因成分を同定するとともに、中国との二国

間研究協力で輸送過程におけるキリ、ナラ材

の変色原因物質とその防止法を解明した。さ

らに、スギ材の利用上大きな障害となる黒心

材の対策として、黒心化原因成分の同定及び

生成機構の解明を行った。

2. 2. 4 生物活性

昭和50～60年代以降、天然物の有する生理

機能が注目され、当所でも樹木抽出成分の有

する抗菌性、抗蟻性、植物成長制御作用、殺

ダニ性、抗酸化能等の生物活性に関する研究

が盛んに行われた。タウン材、エゴノキ材、

ハリギリ材から多種のサポニンを分離同定し、

これらの魚毒性、抗蟻性を検定したよまた、

化学反応、酵素反応によってトリテルペンに

糖鎖を導入し、得られたサボニンの糖鎖構造

と生物活性との構造活性相闘が解明された。、

魚毒性、抗蟻性に関しては短い糖鎖構造（糖

残基数1～2個）が有効であり、一方、植物

成長制御作用及びヒラタケ子実体誘起活性で

は、比較的長い糖鎖（糖残基数4個）を有す

るサボニンが高い活性を示した。

ハツカダイコン等の検定植物の幼根及び腔

軸の成長を測定する方法及びブラインシュリ

ンプ幼生の致死活性を調べる検定法により、

アカギ、アオモリトドマツからトリテルペン

類、フェノール類等のアレロパシ一物質を見

出した。また、ヒノキ科サワラ葉の樹脂酸（ピ

シフェリン酸）及びその類縁体が強い抗酸化

能及び殺ダニ作用を肴することを明らかにし

た。特にピシフェリン酸メチルは強い抗酸化



表－ 2 主な樹種の精油含量＊

樹種 葉油含量（ml) 材油含量（ml)

ヒノキ 4.0 1. 0～2. 5 
サワラ 1. 4 1. 0～2.0 
ヒパ 1. 4 1. 0～1. 5 
スギ 3. 1 0.5～1. 0 
トドマツ 8.0 ～0. 5 
クスノキ 2.4 2.0～2.3 

＊試料100g当たりの精油含量

能を示す合成品BHT（ブチル化ヒドロキシ

トルエン）よりも強い活性を示した。

木材腐朽菌や細菌に対する抗菌成分の研究

も進められており、熱帯産樹木Gmelina

arborea心材からのリダナン類やミカン科植

物由来の光化学反応性アルカロイド類が単離

同定されている。

2. 2. 5 精油

表－ 2に主な国産針葉樹の葉油、材油含量

を示す。トドマツが最も高い葉油含量を示し

た。一般に葉の方が材よりも精油含量が多い。

精油成分のほとんどはテルペン類であり、針

葉樹の場合、葉油ではモノテルペンが多く、

材油ではセスキテルペンが多く含まれる。精

油は通常、試料の水蒸気蒸留によって得られ

るが、当所では超臨界二酸化炭素流体を用い

た方法でベイスギ材から抗菌性成分であるヒ

ノキチオールを選択的に採取することに成功

している。樹木精油が副交感神経を刺激して

ストレスの解消、心身のリラックスに効果的

であることが確認されている。最近では、樹

木精油のこのような機能を木質建材に応用す

る住環境向上資材の開発研究も行われているo

さらに、精油がアンモニア等の消臭作用やホ

ルムアルデヒドの吸着にも有効であること、

ヒパ材油、ヒノキ材油がヤケヒョウヒダニに

対して強い殺ダニ活性を有することを明らか

にした2）。

2. 2. 6 樹皮抽出成分

日本の製材工場から発生する残廃材の中で

樹皮は最も未利用率が高く、 2002（平成14)

年度からの焼却施設の規制強化に伴い、樹皮
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表－ 3 樹皮のタンニン含有量＊

樹 種 ， ｜タンニン量（%）

スギ ー｜

カラマツ ｜ 

エゾヤナギ ｜ 

モリシマアカシア I 30. 7 
アカシアマンギウム I 19. 8 
マングローブ ｜ 

＊絶乾樹皮に対する重量%

の有効利用法の開発が重要な問題となってい

る。当所では、樹皮に多量に含まれているタ

ンニンの用途開発を目指した研究を進めてい

る。表－ 3に主なタンニン含有樹種の含有量

を示した。アカシア属樹木にはタンニン含有

量の高いものが多く、ヤナギ属、カラマツ等

の針葉樹にもタシニンが広く分布している。

タンニンは化学構造に基づいて縮合型タン

ニンと加水分解型タンニンに分類されるが、

樹皮に存在するものはほとんどが前者である。

樹皮タンニンの機能として、気中アルデヒド

吸着能、抗菌・消臭作用、・シロアリに対する

抗蟻性を明らかにしている。また、タンニン・

木炭懸濁液を木質材料表面に塗布することに

より、タンニンを木質材料表面に固定化する

方法を見出した。さらに、タンニン・木炭添

着パルプシートによる有害ガス吸着材やタン

ニン・炭化物複合体の特性を活かした重金属

吸着材を調製した。

2. 3 今後の課題

林産由来の有機性廃棄物が約3,800万t／年

発生していることから、廃棄物の減量化・循

環利用技術の開発に貢献する変換・利用技術

の開発が今後重要な課題の一つである。その

ためには樹皮等の工場廃材、枝葉等の林地残

材の収集、運倣、共同処理施設等を充実させ

るとともに、タンニン、リグナン、テルペン

等の有用物質は資源化し、残誼は敷料やエネ

ルギーとして利用する多段階利用を地域の実

情に合わせて開発していくことが必要である。

また、パガス、籾殻、茶殻等のほかの農林産



廃棄物についても同様の開発研究が重要であ

る。さらに、樹木二次代謝成分の森林生態系

における変性特性や環境への影響評価に関す

る基礎的知見の集積も、今後解明すべき重要

な課題と考える。 （大原誠資）

3.木材炭化

3. 1 試験研究の動向

．当所における木炭関係の初めての研究報告

は、家庭用の燃料を目的とした木炭の製炭試

験に関するものである。 1911（明治44）年に

は日本で初めて炭窯の炭化温度の計測、炭質

の分析がなされ、製炭技術に科学的検討が加

えられた。また、炭窯の排煙の利用法につい

ての研究では、木酢液から酢酸石灰を製造し、

アセトンの原料とする技術などが研究された。

日露戦争の時には、アセトンが火薬原料とし

て大量消費されたため、その原料である酢酸

石灰が重要物資となり、その供給源のーっと

して木酢液の採取法に関する技術が重要と

なった。当所においても木酢液の採取法につ

いての研究がこの頃から盛んになっている。

そのほか松根油製造に関する研究も行われて

いる。また、 1918（大正7）年には、純銑鉄

製造用木炭の研究も行われ、工業用木炭の先

鞭をつけている。 1929（昭和4）年には木炭

の規格が設定され、木炭の品質管理について

も検討された。このころは家庭用燃料、製鉄

用等としての需要が多く、全国のさまざまな

炭焼き窯の特性に関する調査が行われ3）、優

れた製炭技術が確立されていった。第二次世

界大戦下ではガソリン等の燃料不足が深刻に

なり、代替燃料のーっとして木炭が注目され、

木炭の培産にむけた製炭技術の研究が盛んに

行われた。このころの木炭の利用面での研究

は自動車等の燃料として検討されたものが多

くある。終戦直後からは、木酢液の除草効果

等の利用に関する実証研究が盛んに行われる

ようになった。また、市販木炭の破砕性等に

関する研究も行われた。昭和40年代は一般家
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庭の暖房用熱源が木炭から石油に変わった時

期で、木炭の生産量も年々減少したが、工業

用木炭の需要は変わらず、木炭の製造法も安

価な輸入木炭に対応するための大量生産方式

に関する研究が主なものとなった。一方、木

酢液については分析法、生産法、生成機構等

伝聞する研究が行われた。また、炭化現象を

学問的に追究する動きも活発になり、優れた

研究成果が多く出された。 1965（昭和40）年

以降は燃料以外の用途としての需要が高くな

り、機能性木炭として土壊改良剤、融雪剤、

水質浄化等の環境浄化資材、調湿剤など多方

面での利用が検討された。また、木酢液につ

いては、需要の拡大などを目的として品質の

安定化が図られ、規格の策定、新たな利用法

の開発等が行われている。

3. 2 研究の成果

3. 2. 1 製炭技術

栗山らは林試式角型ブロック釜による製炭

試験3）、流動炭化による新しい製炭法に関

する試験3）などを行い、それぞれの製炭法

の特性を明らかにした。また、移動が可能な

移動式炭化炉も開発されている。この炉の特

徴は軽量かつ移動が容易なように解体・、組み

立てが簡単な構造となっている点である。こ

のほか、 U字型波型鋼板を 2枚組み合わせた

O字型簡易炭化炉や可搬性を考慮して車輪を

付した移動式簡易炭化炉の試作も行われてい

る。いずれも短時間の炭化が容易であり、多

種類の炭材への使用が可能であった。

3. 2. 2 木炭の物性と利用

岸本らは系統だった一連の研究を展開し、

木材の炭化に関する基礎的なデータの多くを

蓄積した。木炭製造時における流出液、製炭

法、電気抵抗による木炭の品質の判定、木炭

の精錬度、木炭の性質、活性炭、特殊用炭、

触媒製炭、樹皮の炭化等成果は多岐にわたっ

ている 3）。特に木炭の精錬度に関する研究

では研究成果の普及のために精錬計の開発も



行っており、特許7件3）を取得している。 研究としては、分析法、生産方法、炭化現象

辻らは、自動車または据置小型発勢機燃料 を科学的に解明する熱分解反応に関する研究

用の木炭について研究した。農林業用の木炭 が行われ、木酢液の生成機構等が明らかにさ

の利用についても検討され、林業用としてはー れた。木酢液の除草効果に関する研究、木酢

木炭、樹皮炭等の苗木生産への利用が検討さ 液の樹病菌に対する抗菌効果も研究されてい

れ、成長の促進効果等が見出されている。ま

た、クロマツの活着、成長促進、食用菌根菌

の増殖効果なども検討され、木炭と松露菌．と

の共生関係が見出されている。木炭の土壌改

良資材としての機能性評価が行われ、木炭中

で増殖可能な微生物の種類や木炭の物性と微

生物増殖能との関連性が解明されている。各

種木炭の水質浄化機能が検討され、アンモニ

ア性窒索、有機リン等の除去効，果やCODの

低減効果が実証されている。さらに、木炭の

調湿効果についての研究も行われ、木炭によ

る吸・放湿機構が解明されている。

3. 3. 3 木酢液及びタール

燃料等を目的とした松根油や酢酸石灰の効

率的な製造法が見曲された。木酢液に関する

る。

各種木材から得られる木酢液、木タールの

化学分析や木酢液の植物の発芽・成長に及ぼ

す影響が検討され、成長促進に効果的な木酢

液の種類、濃度、構成成分が明らかにされた。

また、木酢液の香りに着目し、それらの機能

として植物成長制御活性などが明らかされて

いる。そのほか木酢液の抗酸化性に関与する

物質の特性が検討されている。

3. 3 今後の課題

木炭、木酢液にはさまざまな機能性が経験

的に知られている。今後は、それらの機能の

科学的な解明と新たな利用分野の開拓が課題

である。 （大平辰朗）
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きのこ・微生物研究領域

1.試験研究の動向

1. 1 きのこ分野

きのこ類の2002（平成14）年度の総生産量

は38万 8千t／年、生産額は2,314億円（林業

粗生産の41%）であり、特用林産物の総生産

額の2,955億円の77%を占め、きのこ栽培は

農山村の貴重な収入源であり、地域経済の安

定と就労の場の確保に大きく貢献している。
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近年、大規模生産企業の参入や中国産のシ

イタケの輸入僧加による供給過剰できのこ類

の市場価格が低迷しており、中山間地域きの

こ生産者の経営を脅かしている。原材料の経

費削減、収穫の効率化など生産者の経営努力

によっても収益が上がらず、生産意欲を萎え

させており、中山間地のきのこ産業の振興に

は公的研究機関による支援が必要な状況と



なっている。

2001 （平成13）年の独立行政法人化の組織

改編で、旧生物機能開発部きのこ科のきのこ

生態研究室ときのこ育種研究室の2研究室が

合併し、きのこ研究室とチーム長（きのこ遺

伝子、子実体形成）の体制で研究を推進して

いる。食用きのこ生産の基礎的・基盤的技術

の開発を担当し、有用な遺伝資源の探索・収

集・保存管理、病虫害発生機構の解明、きの

この変異判別と変異発生予防技術の開発、子

実体形成機構の解明、新育種技術・品種判別

技術の開発、きのこの形質転換に必要なベク

ターや遺伝子導入技術の開発、きのこの付加

価値を高める栽培技術の開発等の研究を進め

ている。

1. 2 微生物・酵素利用分野

木材成分は主にセルロース、ヘミセルロー

ス及びリグニンからなる。木材は紙・パルプ

の原料とじて利用されているが、食料、飼料、

燃料及び化学工業の原料としても潜在的に高

い価値を持っている。近年、地球環境問題が

大きくクローズアップされ、省資源（リサイ

クルやカスケード利用）、省エネルギー、有

害汚染物質の微生物による環境修復など、地

球環境を保全する研究開発が要請されている。

微生物・酵素利用による木材多糖類の工業

原料としての有効利用の研究やリグニン分解

能を有する白色腐朽菌による環境汚染物質の

分解機能の評価及び解明を進めてきた。

2001 （平成13）年の独立行政法人化の組織

改編で、旧生物機能開発部森林化学科の微生

物化学研究室と旧木材化工部成分利用科の酵

素利用研究室の2研究室が合併し、微生物工

学研究室とチーム長（微生物環境修復、酵素

利用）の体制で研究を推進している。木材成

分を分解する微生物・酵素の利用技術の開発

を担当し、セルロース、ヘミセルロースを発

酵可能な糖類・液体燃料（エタノール）・好

リゴ糖・機能性多糖素材（バクテリア・セル
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ロースト化学工業原料などの有用物質に変

換する技術の開発、セルラーゼ・ヘミセル

ラーゼの構造と機能の解明、白色腐朽菌の環

境汚染物質の分解能力を利用した環境修復技

術の開発、リグニン分解酵素の性質の解明等

の研究を進めている。

2.研究の成果

2. 1 きのこ分野

きのこの育種素材・遺伝資源の確保のため

九州、佐渡島、奈良県、長野県秋山郷、八甲

田山・十和田湖、白神山地の6地域のブナ帯

において野生きのこの調査、収集、保存を行

い、保存株の特性を評価して、一部を農林水

産省ジーンパンクに登録した。亜熱帯の奄美

大島に分布する野生きのこの調査、収集を行

い、その発生の様式を解析した。

きのこ栽培は原木栽培から菌床栽培に移行

しているが、閉鎖環境下の菌床栽培では病虫

害が一度発生すると壊滅的な被害を受けるこ

とが多く、病虫害の発生機構を解明し生態的

に防除する技術開発が必要となっている。病

害菌である真菌類や細菌類の同定を行い、非

薬剤防除法としての生態的防除法やきのこの

耐病性育種の基礎となる検定法の開発を行っ

た。

きのこは母菌から多段階の拡大培養を経て

生産される種菌をもとに栽培されているが、

母菌や種菌に変異が起きると収量減少、品質

劣化等の発生異常をきたし、多大な被害が起

こる。きのこ菌糸の変異発生機構を解明し、

変異回避法を開発した。 DNAや染色体レベ

ルの情報を用いた簡便で信頼性の高いきのこ

変異の検出手法を開発した。エノキタケには

核外因子として2本鎖RNAが存在し、その褐

色変異は遺伝的要因によるものでなく、この

2本鎖RNAに起因していることを明らかに

した。変異を起こしにくい菌株維持法として、

-85℃の超低温槽での直接凍結保存法を開発

した。



きのこの特異な生命現象である子実体形成 リストール生産酵母菌体、ビール粕などの栄

を誘起する化合物の活性と構造の相闘を解明 養材を導入することによりきのこの菌床栽培

した。サポニンはヒラタケの子実体形成を刺

激する生理活性物質であり、実際の栽培で

ショ糖脂肪酸エステルが利用できることを明

らかにした。

近年のシイタケの輸入の急増は我が国のき

のこ産業に深刻な影響を与えており、圏内生

産者保護のため2001（平成13）年に中国から

の生シイタケにセーフガード暫定措置が発動

された。乾シイタケの輸入量は国産を上回り、

生シイタケも消費量の3分の l以上を輸入品

が占めており、国産ブランドを喚起する上で

輸入シイタケの系統判別は緊急の課題であっ

たが、ゲノム情報に基づくシイタケの系統判

別法を開発した。

マツタケのゲノムより担子菌で初めてレト

ロウイルス様遺伝子をクローニングし、

m紅Ylと名付けたレトロエレメントは一対の

末端反復配列がコートタンパク質・タンパク

質分解酵素・逆転写酵素・核酸分解酵素・組

換え関与酵素等の遺伝子を挟み込む構造をも

ち、レトロウイルスと異なるのは感染に関わ

る膜タンパク質の遺伝子を持たない点である

ことを明らかにした。マツタケのゲノムより

単離したもう一つのレトロエレメント

m紅Y2Nは、末端反復配列を持たずレトロウ

イルスとは異なる構造をもつことが分かつた。

2種類のレトロエレメントの存在を多くの高

等菌類で確認し、外生菌根性の担子菌類が異

なる進化の過程を経てきたことを明らかにし

た。マツタケ種特異的遺伝子をマーカーにし

たマツタケ菌根の系統判別法を開発した。

m紅Yl遺伝子の組換えに関わる領域を取り出

し、担子菌の形質転換用のベクターに組み込

むことにより形質転換効率の高い組換え系を

開発した。また、遺伝子導入法の一つである

パーティクルガン法でヒラタケの形質転換体

を作成した。

カカオハスクなどの未利用の培地基材やエ
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の培地経費の削減、きのこの噌好性に影響す

る成分の解明、きのこの機能性成分を高める

栽培技術を開発した。

2. 2 微生物・酵素利用分野

木材の主要成分である高分子の多糖類を発

酵可能な糖類にまで低分子化し、石油資源を

代替する燃料や化学工業の原料として利用す

る鍵は、セルロース成分をいかに効率よくグ

ルコースに変換するかにある。広葉樹材の酵

素糖化の前処理技術として蒸煮・爆砕を検討

し、成分の効率的分離と分離した各成分の特

性を活かした利用法を開発し、木材の成分を

総合的に利用するプロセスを確立した。

蒸煮・爆砕処理は、確実に木材を酵素糖化

できる機械的微粉砕法よりもエネルギーを必

要とせず、化学的脱リグニン法のように溶媒

や化学試薬を必要としないので環境への負荷

が少ない点で注目されたが、リグニン含有量

が多く縮合度の高い針葉樹材ではほとんど効

果が認められなかった。広葉樹材を蒸煮・爆

砕処理することによりヘミセルロースのキシ

ランはキシロースやキシロオリゴ糖としてお

よそ15%の収率で回収でき、リグニンの大部

分は有機溶媒やアルカリに可溶となった。ヘ

ミセルロース画分は精製して低カロリー甘味

料に、リグニンは接着性能の優れた樹脂また

は水素化分解により熱溶敵性を付与して炭素

繊維に、残溢のセルロースは酵素加水分解に

よりグルコースにそれぞれ変換できた。生成

したグルコースは容易にエタノールに変換で

きる。これらの成果を受けて木材成分総合利

用研究技術組合では広葉樹材の主要成分を効

率的に分離して総合的に利用するプロセスの

経済性を企業レベルで検討した。

セルロースの酵素糖化を効率的に行うため、

セルロースの高次構造やセルロース誘導体の

構造とセルラーゼの作用機構との関係を解明

f 



した。セルロースは結品 (Iα、 I /3）と非

晶の状態で存在するが、結品セルロースはミ

クロフィブリルの束からなり、分子鎖聞が水

素結合で規則正しく緊密に結ぼれているため、

セルラーゼがミクロフィブリルの中に直接侵

入し、攻撃することは不可能である。結晶セ

ルロースはその分子鎖の外側からエキソ型の

作用様式で徐々に分解を受けるため、加水分

解をしても残溢の結品的性質は損なわれな

かった。また、セルロース IαはI/3よりも

酵素分解を受け易いことを明らかにした。 6

位のみ置換のメチルセルロースは酵素分解を

受けるが、 2位と3位にメチル基が存在する

セルロース誘導体は酵素の措抗阻害剤として

働くことを明らかにした。

ヘミセルロースの利用を推進するため、植

物に対して生理活性をもっ酸性キシロオリゴ

糖を効率的に生産するキシラナーゼの選抜、

予め還元処理をして抽出したキシランから得

られる中性分岐オリゴ糖の構造、キシロース

異性化酵素によりキシロースをキシルロース

に変換して酢酸菌セルロースに変換する方法、

遺伝子のランダムシャツフリングによるキシ

ラナーゼの改質等の検討を行った。

木材成分を分解する微生物機能に関して、

多クローン性抗体の交差反応による木材腐朽

菌セルラーゼの類型化や褐色腐朽菌が菌体外

に生産するキレーターによるフェントン反応

を明らかにした。難分解性色素の脱色能から

クラフトパルプの微生物漂白用の白色腐朽菌

としてPhanerochaetecrassa MAFF 420737 

仰 D1694）株を選抜し、同菌の生産するマ

ンガンペルオキシダーゼの性質を解明した。

リグニン分解能力をもっ白色腐朽菌は、ダイ

オキシン類等の有害物質に汚染された土壌の

環境修復に利用できる。ダイオキシンの分解

菌の選抜に利用できる新規蛍光物質を特許出

願した。圏内に生息し難分解性色素の脱色能

力において優れているウスヒラタケの土壌中

での菌糸の蔓延条件を明らかにし、環境修復
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の実用化技術の開発を目指している。

3.今後の課題

3. 1 きのこ分野

2000 （平成12）年1月に遺伝子組換え作物

等の安全性に関する議定書（カルタヘナ議定

書）が採択されている。遺伝子組換え体は、

栽培きのこよりも担子菌のリグニン分解機能

の強化やパルプ漂白を目的とした酵素の生産

性の向上等で近い将来に研究開発の可能性が

あり、遺伝子組換え体きのこが自然の生態系

へ侵入したケースのリスク評価法の開発など、

生物多様性への悪影響の防止対応策の具体的

検討が求められている。 2003（平成15）年6

月にカルタヘナ議定書の担保法が成立し、組

換え体の研究開発は従来のガイドラインから

法律による規制に変わっている。種苗法が

2003 （平成15）年6月に改正され、育成者権

の侵害に対する罰則の対象が収穫物段階での

権利侵害まで拡大された。しかし、育成者が

権利侵害により生産された収穫物であること

を証明しなければならず、栽培環境による個

体変異の大きいきのこでは形態的特徴だけで

の判別は困難であり、主要栽培きのこのゲノ

ム情報を利用した簡便で信頼性の高い品種判

別技術の開発が必要となっている。

3. 2 微生物・酵素利用分野

地球環境の保全に関する認識の高まりから、

人と自然が共存する豊かで快適な生活が求め

られる中で、安易な化石資源の大量利用への

依存からの脱却が迫られている。我が国は国

土の66%が森林で覆われ、森林の年成長量が

l億m3とみられる森林国であるが、圏内で

消費される木材の82%は輸入材であり、国産

材の利用は不振に鳴いでいる。低質の広葉樹

材は用途が見出されず、林地残材、間伐材、

工場残材等の木質バイオマスも、紙パルプ工

業を除き、十分に活用さ点ているとは言えな

い。 2002（平成14）年12月に国が策定したバ



イオマス ・ニッポン総合戦略に沿って、きの

こ栽培の廃菌床や建築廃材など針葉樹材を含

めた未利用の木質系資源、を燃料や産業素材へ

変換し、循環資源利用の持続性社会の実現を

目指す上で、環境に優しい微生物・酵素の利

用技術の開発は奇可欠となっている。

（石原光朗）

森林作業研究領域

1.試験研究の方向

森林作業研究領域の研究は、森林作業、労

働科学、林道の 3部門からなっている。森林

作業、労働科学に関する研究は使用される林

業機械と関連しており、まず、主要な林業機

械の導入経過等について述べる。

1920 （大正 9）年、木曽の御料林に米国製

の集材機が導入された。トラクタ集材は1920

年代に始められたが、戦争の影響を受けて行

われなくなり、 1950（昭和25）年に国有林に

再び導入された。チェーンソーは米国製のも

のが1953（昭和28）年に国有林に導入された。

1954 （昭和29）年、国産の刈払機の製造、

販売が開始され、国有林では、 1958（昭和

33）年頃から本格的な導入を始めた。 1965（昭

和40）年に「白ろうの指」と題するテレビ放 ．

送がなされるなど、チェーンソーなど手持ち

機械の振動に起因する「レイノー氏現象」が

社会の注目を集めることになり、林業試験場

では、チェーンソーの低振動化に向けた研究

が行われた。林業試験場、メーカ一等の研究

の結果、チェーンソーの防振化は大きく進展

し、チェーンソーのハンドル部分の振動加速

度は1966（昭和41)年には16～3Gであったが、

2004 （平成16）年には1.0～1. 4G、平均1.2G 

となっている。 1988（昭和63）年、木材生産

の生産性の向上を目指した新たな林業機械と

して高性能林業機械が導入されるようになっ

た。図－1～3はその一部である。

図ー 1 タワーヤーダ
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2.研究成果の概要

2. 1 森林作業部門

戦前における森林作業に関する研究は、農

山村で低廉かつ豊富な労働力が自由に得られ

たこともあり、多くはなかった。戦後におい

では、作業能率調査、伐木運材作業コストの

分析、国有林における作業基準作成のための

調査研究などが行われてきた。振動問題の発

生後は、森林作業の研究分野においては、作

業員が受ける振動を如何に少なくするかの観

点から研究が行われた。チェーンソーによる

伐木造材作業の中で振動暴露時聞が多く、振

動発生の大きい枝払い作業について斧作業と

の比較を行った結果、作業能率は、伐採木の

胸高直径が40cm以下であれば、チェーンソー

による枝払いよりは有利となること、労働時

間内における消費カロリーには大差がないこ

とを明らかにした。

森林作業部門におけるここ10年間の研究は、

高性能林業機械を使用した森林作業を対象と

したものが中心となっており、その概要は以

下のとおりである。

タワーヤーダを用いた間伐作業において、

列状間伐方式と単木間伐方式との比較を行っ

た結果、生産性は単木間伐方式では1.8m3/ 

時であったのに対し、列状間伐方式では

3. 5m3／時（1.9倍）であった。ハーペスタと

フォワーダを用いた間伐作業において、列状

間伐方式と単木間伐方式における残存木の損

傷について調査を行った結果、残存木の損傷

率は単木間伐方式では24%であったのに対し、

列状間伐方式では15%(0. 63倍）であった。

タワーヤーダ集材の作業効率の調査を行った

結果、上荷集材は3.lm3／時で下荷集材

2. lm3／時の1.5倍であった。タワーヤーダ集

材の横取作業の時間分析に基づき、横取時間

を最小にする横取角、伐倒角を求めた。その

結果、例えば横取距離が20mの場合、最適な

横取角は40。、伐倒角は10～30° で、このと

きの横取時間は77秒となった。伐採方法別の
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横取速度は、皆伐0.44ml秒、列状間伐

0. 27ml秒、単木間伐0.20m／秒であった。

スイングヤーダ集材とプロセッサ造材との

作業工程の調査を行った結果、スイングヤー

ダ集材の生産性は4m3／時前後、プロセッサ

造材は10m3／時前後であった。この生産性の

違いからプロセッサには多くの待ち時間が生

じることになる。そこで、集材作業の終了後

に造材作業を行う方式と集材作業と造材作業

を並行して行う方式との比較を行った。その

結果、後者においては集材した材の滑落防止

のための材の引き上げ作業をプロセッサが

行ったため、サイクルタイムは短くなり、後

者の生産性は前者の1.4倍であった。

フェラパンチャによる伐倒時間の時間分析

を行った結果、伐倒時聞は、従来型の機械で

あるチェーンソーによる場合の 1/5～1/10 

であることが分かつた。ホイール式のスキッ

ダの走行速度はクローラ式の約2倍であった。

フォワーダの林内走行における障害物（立木、

伐根、転石）の密度と走行速度等の関係を明

らかにした。トラック運材の作業効率の調査

を行った結果、グラップルクレーンによる積

込はウインチクレーンによる場合の1.3～1. 6 

倍の作業効率となった。森林作業は地形の影

響を大きく受けるため、森林作業のための地

形評価に関する研究を行ったo

下刈作業において、刈払機を用いた場合の

作業効率は、手鎌の場合の2.2～2. 6倍であっ

た。刈払機を用いた下刈作業について、地形

傾斜別の作業効率の調査を行った結果、地形

傾斜が10～20° 程度のときに最も作業効率は

高かった。作業員を対象に調査を行った結果、

地形傾斜が10～20° 程度のときが最も刈払作

業が行いやすいとの回答を得た。その理由と

して、少し傾斜があった方が作業はしやすく、

平坦地では刈払った植生は倒れにくいが、傾

斜地では下方に倒れやすくなるとともに、作

業しやすい刈り幅となることが分かつた。



2. 2 労働科学部門

戦前、林業試験場における労働科学に関す

る研究は多くはなかった。戦後、国有林の合

理化方策の中で標準工程を把握することとな

り、その一環として、各種作業の労働強度を

エネルギー代謝率によって測定する研究が

1950 （昭和25）年から始まった。チェーンソ一

等の振動問題の発生後、チェーンソーの振動

の調査、チェーンソー使用II寺の作業動作、作

業姿勢、作業方法、ソーチェーンの目立て状

況と振動との関係、チェーンソーの振動の腕

等への伝わり方などの研究も行った。それら

の結果は伐木造材作業基準の改正、ソー

チェーン目立て要領となり、 t国有林において

は、それらの基準に基づいて作業員の技能教

育が行われた。また、 1973（昭和48）～74（同

49）.年、通産省ーの機械安全化 ・無公害化委員

会は、国会などの要請に基づいて、チェーン

ソー及び刈払機の安全化・無公害化問題を取

り上げ、林業用手持機械の安全化 ・無公害化

目標の策定を行ったが、それには、林業試験

場の試験研究成果を活かしたとりまとめが行

われた。

2001 （平成13）年の林業労働者の死傷災害

者数は2,974人（休業4日以上）で、そのう

ち死亡者数は54人となっている。死亡災害の

作業種別内訳は伐木造材作業が33人、集運材

作業がll人、造林作業が5人、そのほか 5人

となっている。林業における労働災害は、度

数率、強度率ともに全産業平均の約10倍と

なっている。

ここ10年間の労働科学に関する主な研究は

以下のとおりである。

下刈作業における災害の実態を明らかにす

るため、実災害やニア事故に関する調査を

行った結果、足の滑りや転倒時に刈刃で脚部

を切創するケースが多かった。 刈払機の回転

している刈刃が伐根等の障害物に当たったと

き、キックバックと呼ばれる跳ね返りが生じ、

そのことによる災害が生じているのである。
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図－ 4 プレーキ付き刈払機。スロットルから手を離
すと刈刃の回転は停止する。

キックバック現象の解明を行った結果、反

力の最大値は刈刃の回転数が4,000～

6, OOOrpmのときに生じ、各回転数における

最大値をトレースした曲線はエンジンの出力

曲線に似た形となることが明らかとなった。

従来の刈払機は、ハンドルから手を離しても

刈刃は回転し続ける構造となっている。この

ため、作業時に転倒、足の滑りが生じた場合

など、労働災害が発生する。このため、刈払

機メーカーとの共同研究により、ハンドルか

ら手を話すと刈刃の回転が自動的に停止する

新たな刈払機（図－ 4）を開発した。この刈

払機の操作性、作業効率等の調査を行った結

果、問題はないことが確認された。この刈払

機は特許出願、製品化を行い、販売されてい

る。

森林作業の中で最も災害発生が多いチェー

ンソーによる伐木作業を対象としてヒヤリ

ハットの調査を行った。その結果、伐倒方向

が急変したために被災しそうになった場合や

かかり木処理中に被災しそうになった場合が

多かった。伐木作業における危険な行動につ

いての調査を行った結果、危険な行動をとる

比率の高いものは「伐倒木がかかり木となっ

たので、かかり木を外すために、かかり木の

元玉部分を鋸断した。Jが38%、「伐倒木がか

かり木となったので、かかり木を外すために、

隣接する立木をかかり木に浴びせ倒すように

伐倒したけが36%であった。タワーヤーダ

集材の作業者を対象としてヒヤリハットの調

10ヌ



査を行った結果、「今まで 1～2回経験Jが

67%、「ときたま経験する」が21%、「しばし

ば経験するJが12%であった。発生時刻は、

午前中ではIO時、午後では14時から15時にか

けて発生する頻度が最も高かった。この時間

は、実際の労働災害の発生時間帯と一致して

いる。発生時の作業内容では、横取作業中が

最も多く52%、次いで集材作業中が17%、荷

卸し、架線の架設撤去がそれぞ、れ13%であっ

た。

チェーンソー玉切り時の振動伝達機構の解

明のため、ハンドル部及び左手腕各部に伝達

する振動、作業者の作業姿勢、腕角度、グ

リップ把持力を計測し、左腕に伝わる振動を

3次元的に解析した。その結果、手首及び肘

への振動の伝達は、把持力の増加に伴い減衰

量が小さくなることが明らかになった。

ハーペス夕、プロセッサ、スキッダを対象

として、運転作業環境の評価を行うため、座

席上の振動、オペレータの耳位置での騒音、

操作器具類の配置、オペレータの視野、注視

点、心拍数等の測定を行い、人間工学的な見

地から検討を行った。また、高性能林業機械

の運転者の年齢と作業速度の関係、高性能林

業機械の運転者の精神的負荷の状況の調査を

行ったe

2. 3 林道部門

我が国では、木材の輸送には古くから河川

を利用した流送が行われてきたが、次第に陸

送に席をゆずり、 1964（昭和39）年に姿を消

した。森林鉄道には大量輸送能力があり、国

有林や御料林では1910年代以降各地に森林鉄

道の敷設を進めていった。しかしながら、 ト

ラック運材の方がコスト的に有利であること

などから、 1959（昭和34）年、国有林は既設

の森林鉄道は自動車道に改良することを決定

した。 1975（昭和50）年、長野営林局の大滝

森林鉄道の廃止をもってその歴史の幕をとじ

た。 2002年度の林道の開設量は895km、作業
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道の開設量は3,252kmである。

我が国で林道の研究が活発に行われるよう

になったのは1951（昭和26）年ころからで、

大学の農学部を中心としていた。林業試験場

では1969,（昭和44）年に林道研究室が新設さ

れ、岩石の岩質を判断するための弾性波探査

法、林道の排水のあり方、急傾斜地及び特殊

地帯における林道設計法等の研究が行われた。

ここ10年間の林道等に関する主な研究は以

下のとおりである。

茨城県里見村内の民有林を対象にタワー

ヤーダ集材を前提とした路網配置計画を作成

した。計画区の数は43で、全面積は6,002ha

で、あった。配置された路網の分析を行った結

果、路網計画上必要な定数、関係式を得た。

林道を谷筋林道、中腹林道、稜線林道に区

分し、地形分析、迂回率、縦断勾配の測定を

行った。その結果、稜線林道は迂回率、縦断

勾配はともに最も小さく、稜線林道には走行

性の面で利点のあることが分かつた。林道、

作業道、集材路の開設単価の実態調査を行い、

路網の規格、地形傾斜に応じた路網の作設単

価の計算式を導いた。この計算式を用いれば、

地形傾斜を測定するだけで路網作設費の概算

値を容易に求めることができる。林道開設の

不適区域、要注意区域等の区域区分を行うた

め、地形図、地質図、空中写真から地質情報ー

を抽出し、地盤情報図を作成した。循環路網

の利便性を数量的に表すため、その評価法の

開発を行った。路網の機能を総合的に評価す

るため、路網における林業的交通量、林道密

度と木材生産費の関係、作設費、規格構造、

路網配置等の調査を行ったo

砂利道の路面の沈下を少なくする方法とし

て、実験棟内において、路床の上にジオテキ

スタイルを敷き、その上に砂利の敷設を行い、

10,000回の車輪自動往復通行を行った結果、

効果のあることが確認された。林道における

敷き砂利のうち、粒径4.76mm以上をレギ、

それ以下を砂とし、砂利の締固め後の乾燥密



図－ 5 新たな木製燦壁 （森林総研構内）。設置方向、

縦断勾配の変化に対応している。

度を最大にするレキと砂の混合比率を実験に

より求めた結果、レキと砂の比率は60: 40で

あった。路面流による砂利道路面の浸食を防

止する観点から、路面の緑化試験を行った結

果、植生の被覆率が高かったものはバミュー

ダグラス、ノシパ、ウィーピングラブグラス

で、あった。林道路面流の定量評価を行うため、t

路面流量、土砂流出量等の測定を行った。ま

た、横断排水溝の機能状況、林道における擁

壁の設置状況の調査を行った。

林道建設には木製擁壁が多く使用されてき

ている。木製擁壁に関する現場担当者に対す

る調査を行った結果、標準歩掛が整い、施工

が容易でかつ安価なユニット式の二次製品の

開発が必要であることが明らかになった。従

来の木製擁壁はi曲線部や勾配変化点に設置す

る場合には部材の切断を要するという欠点が

あった。そこで、曲線部や基礎地盤の勾配の

変化のある箇所においても、部材の切断等の

加工を要することなしに、容易に設置しうる

擁壁の開発に取り組み、新たな木製擁壁（図

-5）の開発、特許出願に至った。

（大川畑修）

林業機械研究領域

1. 試験研究の動向

我が国の林業機械化は、すでにこれまで半

世紀を越える発達史を展開してきた。奇しく

も本年は林業機械分野が森林総合研究所に組

織として発足してから40年目を迎えている。

我が国の林業機械化の歴史は、森林鉄道や

軌道 ・索道などの集運材分野の機械の導入か

ら始まっている。本格的な林業の機械化は第

二次世界大戦後であり、とくに1954（昭和

29）年の洞爺丸台風による風倒木処理に

チェーンソーやトラクタが使われて以来のこ

とである。また、我が国の森林の地形条件に

合わせて、国産の自動変速2胴集材機が開発

されたのもこの時代であった。 l955～1965年

代に入り、独自の構想、を持った国産の小型集

材機やチェーンソー及びトラクタが次々と開

発改良され、伐木造材作業にチェーンソー、

集材作業に トラクタや集材機、運材作業では

森林鉄道等から林道に代わり トラックによる

運材など機械化が進められた。一方、戦後に
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積極的に植林された人工造林地の間伐に対し

て、間伐搬出用の機械として林内作業車、簡

易架線、モノレール、自走式搬器なと、の小型

の林業機械が次々と開発され、民有林を中心

に多様な間伐搬出の機械作業システムが展開

された。これらの林業機械は、後述の高性能

林業機械に対する従来型林業機械と呼ばれる

ものであり、いわゆる、従来型作業システム

の原形がこの頃に確立された。これらの林業

機械による作業システムは機械の改良を進め

ながらも1975（昭和50）年頃まで大きな進展

がないまま推移してきた。この理由の一つに

は、作業規模の零細化や我が国の急峻かつ複

雑な地形条件に適合できる高度な林業機械の

技術開発不足が挙げられるが、素材生産技術

に対する対応が各地域とも保守的であり、新

しい技術導入に消極的であったことも挙げら

れる。しかし、当時の高度経済成長期の下で、

上昇する賃金や一般物価を上回る材価が労働

生産性を上げなくてもこれを吸収できたこと



が、新たな機械化の進展を鈍らした大きな原

因と言える。

当時の林業機械研究の特筆すべき試験研究

として、チェーンソ一、刈払機等の林業用手

持機械の振動・騒音の防止に関する研究があ

る。チェーンソーの普及とともに、チェーン

ソ一作業者の手指に発生するレイノー氏現象

（白蝋病）が林業労働災害として社会的な問

題となり、その対応研究が重点的に進められ

た。その結果、ハンドルを持つ手指に伝わる

振動を正確に測定する方法（定圧測定法）を

開発し、各種レシプロチェーンソーや電動 ・

空気チェーンソーの防振効果や振動伝達機構

の解明、振動と騒音の相関、イヤストップ・

イヤマフ類の遮音効果、ロータリーチェーン

ソーの開発等の成果を収めた（図－ 1）。

これらの研究は、 1975年代にさらに展開し、

チェーンソーの排ガスの問題、キックパック

現象、チェーンブレーキ等の諸現象の解明に

つながり、現在の完成品 (1G以下のチェー

ンソー）の原形をみることになる。また、も

う一つの特筆すべき試験研究として、集材架

線機械に関する研究がある。当時、多径間索

道に代わって盛んに使用され始めた集材機の

索張設計法に関するものである。この研究で

．は、架線用ワイヤロープの曲げ疲労や損傷試

’験、スプライス、クリップ止め、クランプ類

の性能試験、張力計の試作改良など集材機に

関わる諸器具類の性能に関する研究とともに、

索の張力測定法や架空線理論と呼ばれる索張

図－ 1 ロータ リーチェーンソー
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設計のあり方を索張方式ごとに評価し、体系

化した。これらの結果は我が国の各種索張方

式に適用できる集材架線設計計算法として世

にでることになり、架線集材の安全性確保の

課題として大きな成果をもたらした。このほ

かにこの時代に、すでに高性能林業機械の走

りとなる無線操縦式林業トタクタや二胴ウイ

ンチ付きフォワーダの開発が試みられている。

機械化技術は、 1975年代に入ると安定成長

の経済基調にのり、林業機械及び生産施設の

開発普及が目覚ましくなる一方、林業の労働

生産性の向上や林地保全及び林業就労者の労

働安全などに調和した効率的な作業やその技

術が模索され始めた。林業機械の試験研究も、

これに従って多少広範な領域に進化し、新し

い機械への模索が試みられた。当時(1975（昭

和50）～1985（同60）年）の特筆すべき林業

機械研究として、非皆伐施業に適した伐出技

術として自動制御型集材機や気球（バルーン）

集材に関する研究とバイオマス関連収穫機の

開発研究が挙げられる。前者は、経済性の観

点から最終的には実用までには至らなかった

が、非皆伐施業の新しい有効な集材法町として

森林総研式の三線式索張法を提示している。

また、後者は、ササやホプラ、カンバ類のバ

イオマス収穫搬出技術の開発に関わるもので

あり、機械研究では、その作業機と急傾斜

地 ・不整地の走行を可能とするベースマシン

の開発研究であった。この研究開発では、足

回り機構の異なるこつの車両を試作し、現在

にも受け継ぐ連結装軌車両と段軸式車両の開

発として実用に供する成果を得た（図－ 2）。

連結装軌車両は、 4自由度を有する連結機

構により 2台の車両を連結させ、関節部の制

御によって地面に接地させる履帯接地部の接

地圧分布を変えることにより、履帯の粘着け

ん引力を増加させ、従来の車両に比べてより

推進力を発揮できるようにした機構である。

また、段軸式車両は、左右の車軸の高さを制

御できる構造であり、コンビュータ制御によ



図－ 2 段軸式車両

り地形傾斜の感知と車両の姿勢制御を自動的

にコントロールすることで斜面での横走行を

可能にしたものである。 これらの開発研究は、

車両の足回り機構の研究の新しい展開として

大きな成果を挙げるとともに、その貴重な技

術蓄積は、その後の車両系足回り機構に関す

る研究に反映されている。

我が国の林業の機械化にとって飛躍的な技

術革新は、 1985（昭和60）年に入ってからで

ある。フエラーパンチャ、ハーベス夕、プロ

セッサ、タワーヤーダなどいわゆる高性能林

業機械の導入が始まったのが、この時期であ

る。当時は、木材価格は下降をたどり、賃金

上界による伐出コストの上昇と立木価格の低

迷が、林業経営に極めて深刻な影響を与えて

いた。加えて、森林 ・林業をめぐる情勢は、

円高等による外材との競合の激化、林業労働

力の減少や高齢化、若年労働者の林業離れ、

国民ニーズの多様化に対しで多様で高度な森

林作りに向けた森林管理の要請などの林業に

対する否定的な問題が山積していた。これら

に対応して林業の健全な発展、活性化を図る

ためには、従来型の機械化から新たな機械化

への展開が必要であり、林業先進地で実績を

挙げている高性能林業機械の導入が各地で模

索され始めた。国は、 1991（平成3）年に国

産材供給体制の整備のための生産性増強とい

う観点から、伐出 ・育林作業の現場を高性能

林業機械を中心とした効率的な形態に転換し

ていく方向を示した（高性能林業機械化促進
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基本方針）。林業機械の試験研究もこれに呼

応して、機械の大型・高性能化に関するもの

あるいは新規性や自動制御機構を有する機料

開発の研究に力点がおかれた。

l 988 （昭和63）年に林業試験場は森林総合

研究所となり、従来の個別的な試験研究から

時代ニーズやシーズに対応する総合的研究に

展開していった。 1985（昭和60）～1995（平

成7）年の試験研究の代表的なものでは、 新

しい足回り機械としてテープルスライ ド型歩

行機械や4脚2補助脚機構を持った脚式車両、

3組クローラをせ星状に配置した構造の車両

(Tri－τ'rack-Mover）等のハイブリッドマシン

の開発がある。また、 伐倒機の自動化のため

の制御装置の開発、プロセッサに組み込まれ

る材測尺装置の開発、掻き起こし・耕転 ・植

付け等の自走式造林機械の作業機の試作開発、

枝打ちロボットの試作開発などが挙げられる。

現在に至る過去10年間の機械化は、第3～

4期の機械化と呼ばれるファイナルステージ

の時代と言える。 より操作性の高い機械が開

発され、高性能林業機械の国産化が進み、林

業現場に普及していき、その労働生産性は

徐々に向上してきた。しかし、当初予期した

労働生産性の飛躍的向上や大幅なコスト低減

などは期待どおりの展開になっていないまま

前半を推移した。その原因として高性能林業

機械の作業システムの未構築や稼働率の低さ

など、主としてソフト的な問題が明らかに

なってきた。機械自体の開発改良は不可欠で

あるが、それ以上に機械を使いこなすマネー

ジメントの質をそれぞれの地域 ・経営体がど

う高めるか、そのことが最終成果を左右する

要因であった。

2001 （平成13）年に森林 ・林業基本法が改

正され、森林の多様な機能の持続的な発揮と

資源、の循環利用の推進が求められる中で、森

林施業に的確に対応できる機械化作業の有り

様をどの様に構築するかが求められたのもこ

の時代の大きな変化であった。具体的には、



次のような問題が機械化の動向を左右した。

高性能林業機械の作業システムとしての未

構築や稼働率の低さに対する対応、急傾斜地

での作業や間伐等の非皆伐作業あるいは育林

作業への対応が可能な4機械や作業システムの

構築への対応、環境負荷低減への配慮した機

械ハード部分の開発改良や普及に対して小型

軽量、低価格な機械の開発などへの対応であ

る。

林野庁では、先に策定した我が国の林業機

械化のガイ ドラインである高性能林業機械化

促進基本方針を改定し、21世紀に向けた新た

な林業機械の構築・普及に向けての施策を展

開することになった。林業機械の試験研究も、

これに呼応して機械化による作業技術の体系

化の実現に向けて、林業生産の能率の向上、

作業の安全性の確保、環境負荷低減を目的と

して伐出機械の高度化と造林機械の技術開発

に関わる新たな研究を推進することになった。

2. 1995 （平成7）～2004（平成16）年まで

の研究成果

2. 1 伐出機械研究

伐出機械研究では、効率的かつ安全性の高

い伐出機械の開発に向けて、各種伐出機械類

の性能試験をもとに機械の機構特性を解明し、

林地 ・林分の保全及び制限された作業条件に

対応できる新しい伐出機械の概念を模索した。

そのーっとして集材作業の安全性の確保や省

力化に対する無人化への展開として、自律走

行や自動搬送型の集材機械の開発に取り組ん

だ。車両系では集材路上を走行する無人集材

車両の開発、架線系では自走式搬器の自動化

の技術開発を行った。前者は、簡易な位置内

界センサと自律走行を制御するプログラム搭

載の車両であり、集材路に埋設した永久磁石

により路上のスリップ誤差を補正しながら集

材路上の自律走行を可能にしたものであり、

その試作機を完成させた。 ' 

また、我が国の複雑急峻な地形に対して林
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図－3 林業モノレール

業労働の安全性の確保と林地撹乱の防止のた

めの機械が模索され、乗用可能な林業用モノ

レールや急傾斜地用車両系機械の機体支持装

置及び、新素材を使った林業労働災害防止用機

械器具類なと、の研究開発を行った。林業モノ

レールの開発では、急傾斜地における安定走

行に関わる各部の強度、安全性等の設計上の

問題を抽出し、傾斜地走行に適したレール構

造や機構を明らかにし、林道等に代わる新し

いレール路線網のあり方を展開した（図－ 3）。

また、機体支持装置では、車両の転倒や暴走

の抑制や安定走行に対して自動制御により機

体を一定の力でコントロールするサポート機

構を明らかにし、その試作機を開発した。新

素材を使った林業労働災害防止用機械器具類

の研究では、タワーヤーダの控索にスーパー

繊維を適用したもの、防振用として制振合金

を用いたチェーンソ一、チタンや炭素繊維を

駆使したフエリングレバー等の開発を行った。

これらの機械器具類は、民間との共同研究に

より試作機が完成しており、今後実用機とし

て現場で展開されることが期待される。

2. 2 造林機械研究

造林機械研究では、人力に依存する育林作

業から機械化による育林作業の作業仕組みの

確立を目指し、種々の育林機械の機構 ・性

能 ・作業効果を解明し、省力的かつ効果的な

育林作業の機械化技術を開発することに主眼

がおかれた。特に、労働力が集中する植栽及



図－4 植付多工程処理機

ぴ初期保育に焦点をあて、機械植栽に適した

造林材料や省力化のための植付け機構や地静

えの方法、マルチング材の効果等を解明し、

コンテナ苗を用いた新しい植栽機械の開発に

取り組んだ。また、育林作業は林内での作業

が余儀なくされ、森林作業が林地環境に与え

る影響の評価と軽減技術の開発として、足回

り機構や車両構造が林地地表に与える影響を

解明し、高性能で環境負荷の少ない育林用軽

量ベースマシンの開発に取り組んだ。前述の

連結式装軌車両やTri-Track-Moverが継続して

研究開発、改良され、その実用機の開発に成

果を収めた。これらの作業機及びベースマシ

ンの一連の機械は、ヘッド式 ・連続処理型の

植付多工程処理機としてその試作に着手した

（図－ 4）。また、下刈作業等の労働災害防

止機械器具として刈払機に関してブレーキ付

き刈払機の開発を行った。これは、スロット

ル操作用レバーから手を放すと刈払機のシャ

フト回転を強制的に止めるブレーキ機構を備

えた刈払機であり、本開発機は実用機として

既に市販に至った。

2. 3 自動化技術に関する研究

自動化技術に関する研究では、森林作業の

多様化に伴い、森林への環境負荷低減を前提

として、森林施業 ・経営の基礎となる森林情

報を自動的に識別し、離れたところから森林

作業をコン トロールする技術やシステムの開

発に関する研究を行った。具体的には、地形・
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地理及び林況の自動計測装置の開発、マニュ

ピュレータのテレイグジスタンス技術やテレ

コントロールシステムによる森林管理用機械

の開発に取り組み、育林から伐出までの各機

械の自動化や無人化ならびにこれを統合して

コントロールするシステムの開発を推進した。

これらの機械が実践的に展開し、機械作業

システムとして使いこなすようになるために

はソフト面も含めた解決しなければならない

多くの課題があるが、新しい機械化の有り様

として一つの成果を収めた。このほかに、前

述の段刺l車両の開発研究の成果をもとに4

WD車両のサスペンションをベースにし、傾

斜不整地で車体の姿勢を常に水平に保つこと

のできる森林管理用車両の開発もこの時代の

成果として挙げられる。

3.今後の課題

科学技術は、人類の予想、を遥かに越える範

囲と速度で進んできた。 19世紀には夢にも描

けなかった人類の生活が実現した。しかし、

この大量消費型文明は、環境への大きな負荷

を与えることになり、また、安全であると認

識された製品あるいは技術が実際にはそうで

なかったということが相次いで判明してきた。

安全 ・安心な社会の構築は、林業分野でも

不可避の課題である。 厳しい自然条件下での

重筋労働が主体であり、労働災害の発生もほ

かの産業に比べて多い林業労働では、人的な

安全性の確保はきわめて重要な問題である。

日本林業が直面する高齢化・ 少子化などの

担い手の問題に対して、特に近年では、ボラ

ンティアや雇用対策による新規参入者の急増

に対応した林業労働災害防止等の安全性の確

保は、緊急に対応すべき社会的課題となって

いる。

一方、昨今の地球温暖化、CO2等に代表さ

れる環境問題に対して森林の有り様が大きく

クローズアップされる中で、林業生産過程に

おいても自然の有する物質循環機能を活かし



た生産性の向上と環境負荷低減を両立させた

技術が急務の課題となっている。

このことから、林業の機械化の開発目標は、

生産性向上を前提としながらも安全、環境に

力点をおいたものになっていく必要がある。

今後の林業機械研究は、大別して六つの課

題が考えられる。 (1）生産性向上のための機

械・装置の開発・改良、（2）森林の自然循環機

能発揮のための機械・装置の開発、（3）中山間

等地域特性に適応した機械の開発・改良、（4)

高付加価値化のための機械・装置の開発、（5)

林業機械の安全性及び林業作業の快適性向上

のための技術開発、（6）林業機械の開発のため

の基礎・基盤技術の開発、である。

（井上源基）

成分利用研究領域

1.試験研究の動向

木材の主成分であるセルロース・ヘミセル

ロース・リグニンの研究は、木材からグル

コースを得るための木材糖化に関連して1950

（昭和2,5）年ごろに始まった。グルコ←スを

結晶で得るため、ヘミセルロースの前加水分

解法などが研究された。その後1960年代には、

ヘミセルロースの構造に関する基礎研究が実

施された。リグニンに関しては、生合成、構

造、反応等、基礎研究とともに、リグニンの

水素添加分解による分解物の利用に関する研

究も盛んに行われた。また、．パルプ化に関し

ては、本邦産材及び南洋材のパルプ化試験が

広範に行われた。セルロースの高分子材料と

しての研究も、 1960年代から始められた。

ここ十数年の試験研究動向は、環境対応研

究と基礎研究が中心であった。 1980年代半ば

に、木材パルプの塩素漂白過程で生成する有

機塩素化合物、とりわけダイオキシンの問題

が大きな社会問題となり、成分利用研究領域

においても、ダイオキシン、クロロホルム等

有機塩素化合物生成機構の解明と生成防止技

術の開発に関する研究が積極的に行われた。

また、 21世紀に入ると、地球温暖化問題がま

イオマス利用に関する試験研究が盛んになっ

た。成分利用研究領域においても、木質資源

のオゾン酸化、酵素糖化によるエタノール製

造技術の開発や、セルロースを用いた機能性

膜製造技術の開発に積極的に取り組んだ。ま

た、基礎研究としては、樹木中のリグニンと

炭水化物の化学結合の直接的証明や、セル

ロースの結品構造や非品領域の特性に関する

研究に取り組んだ。

2.研究の成果

2. 1 クラフトパルプの中濃度オゾン漂白

1989 （平成元）年、クラフトパルプの塩素

漂白排液からダイオキシシが検出されたこと

により、塩素及び二酸化塩素などの塩素系化

合物を使わない完全無塩素漂白方法の開発が

急務となった。そこで、フッ素に次ぐ酸化力

を持つオゾンによるクラフトパルプの漂白を

検討した。これまで、オゾン漂白はパルプ粘

度が大きく低下するため実用化が難しいとさ

れてきたが、パルプ濃度10%の中濃度でハイ

シェアミキサーを用いることにより、粘度低

下を最小限に抑えながら70%程度の白色度を

得ることが可能となった。また、酸素と過酸

すます大きくクローズアップされ、化石資源 化水素漂白と組み合わせることにより、 80%

に頼る生活が見直されるようになったo バイ を超える白色度のパitプも・製造可能であったo

オマスニッポン総合戦略も閣議決定され、バ ．加えて、パルプ粘度が低下しても紙の強度は
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オゾン漂白一過酸化水素漂白広葉樹クラフトパルプから作成した試験紙の
物性

／可 Jレ プ LKP-ZP LKOP-ZP 

オゾン添加率（%on p叫.p) 0. 6 1. 0 0.6 1. 0 
Kappa 価 1以下 1以下 l以下 1以下
粘度（mPa• s) 20.3 13. 4 ・ 13. 6 9. 6 
白色度（%ISO) 71. 0 79.8 80.5 84.4 
裂断長（km) 8.4 8. 0 8. 1 8.5 
比破裂強さ＊ 6.0 5. 7 5. 8 6.0 

表－ 1

LKP-ZP：広葉樹クラフトパルプーオゾン漂白一過酸化水素漂白
LKOP-ZP：広葉樹クラフトパルプー酸素漂白ーオゾン漂白一過酸化水素漂白
＊比破裂強さ：破裂強さ（kgf/cm2)／試験紙の坪量 (g/m2)
＊＊比引裂き強さ：引裂き強さ (gt)／試験紙の坪量 (g/m2)

酸塩添加率においてクロロホルムの発生を抑

制することが可能となった（図－ 1）。

2. 3 クラフトパルプの希硫酸漂白

希硫酸漂白は、これまで行われたことがな

い新たな漂白方法であり、初めにpHlから

pH2程度の希硫酸を用いた酸処理が行われた

後、アルカリ抽出が行われる。また、脱リグ

ニンをより進める必要がある場合には、少量

の硝酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウムが希硫

酸に添加する。モデル化合物を用いた実験よ

り、酸漂白の漂白機構には、（1)ベンジル位で

結合したリグニン・炭水化物結合体のベンジ

ル位結合の開裂（図－ 2）、（2）ビニルエーテ

ル型リグニン構造の分解の二通り存在するこ

とが明らかにされた（図ー 3）。さらに、パ

ルプ化の過程でヘミセルロース中のウロン酸

基から生成するヘキセンウロン酸が、 pH2、

低下しないことも明らかとなった。結果の一

例を表－ 1に示す。

2. 2 パルプの次亜塩素酸塩漂白から発生す

るクロロホルムの削減

1999 （平成11）年7月の環境汚染物質排出

移動登録法（PRTR法）の制定に伴い，クラ

フトパルプの塩素及び次E塩素酸塩漂白工程

から約1,50Qt／年のクロロホルムが大気中へ

排出されていることが明らかとなった。クロ

ロホルムは、強アルカリ性下で加熱すると脱

ハロゲン反応を生じてギ酸へ変換される。そ

こで、次亜塩素酸塩漂白の条件をpH12以上、

温度70℃以上としてパルプ漂白を行ったとこ

ろ、有効塩素1.0%対パルプまでの次亜塩素
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ペンジル位結合リグニン・炭水化物結合体図－ 2
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図ー 3 ビニルエーテル型リグニン構造

100℃、 1時間程度の酸処理により、容易に

除去されることも明らかにされた。無塩素漂

白が行われる場合、一般にはオゾンもしくは

過酸化水素が用いられるが、オゾンはヘキセ

ンウロン酸との反応性が高いために、ヘキセ

ンウロン酸を多く含むパルプではオゾン漂白

の効率が著しく低下することが知られている。

しかし、オゾン漂白の前に酸処理を行うこと

により、オゾン漂白の効率を大きく改善する

ことが可能である。このような、オゾン漂白

の前処理として希硫酸を用いる手法は、現在

いくつかのパルプ工場で導入されている。今

後、希硫酸漂白法の実用化をより進めるため

には、穏和な条件下で漂白を行えるよう改善

することが必要である。

2. 4 木質資源のオゾン前処理・酵素糖化

木質バイオマスから酵素糖化・発酵により

燃料用エタノールを生産する場合には、効果

的な前処理が必要である。本研究では木質バ

イオマスの例としてスギのこ屑を用い、これ

にオゾン前処理を施してその後の酵素糖化率

に与える影響を検討した。のこ屑にオゾンガ

。
／ 

100 

。。

100 聾

80 事
60 宣

40坦届

20~ 容

O 畏
1.0 2.0 3.0 4.0 "" 
Q3消費量（mol/Ce-C34nit) 

図－ 4 乾式Q3前処理スギのこ屑の糖化率

スを直接反応させる乾式前処理の場合、のこ

屑の含水率がオゾンの消費効率に大きく影響

することが分かつた。その結果を踏まえ、最

適合水率（含水率40%前後）で乾式オゾン前

処理を行った結果、糖化率は最大で対出発糖

成分当たり 8割近くとなった。同様の前処理

を廃材・廃合板等にも適応してみたが、同様

に糖化率が向上することが確認された。

2. 5 リグニンと炭水化物の化学結合の直接

的証明

バイオマス利用等で樹木含有成分を利用す

る場合には、セルロース・ヘミセルロースと

リグニンを、いかに低コストで効率良く分離

するかということが最も重要なポイントとな

る。これまでの研究より、リグニンとセル

ロース問、リグニンとヘミセルロース聞には

化学結合（リグニン・炭水化物開化学結合：

LCC結合）が存在すると推定されてきたが、

明確にされることがなかった。本研究では、

LCC結合について明らかにし、樹木化学成分

の効率的分離技術の開発につながる知見を得

ることを目的とした。ベンジルエーテル型リ

図－ 5 リグニン・炭水化物悶化学結合の単離過程
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グニン・炭水化物結合体モデ、ル化合物を用い

た実験よりも、オゾンと酸処理戸併用した手

法を用いてLCC結合を開裂することなく、

LCC結合が含まれる生成物（LCC結合体）を

単離できることが明らかにされた（図－ 5）。

このようなLCC結合を直接分析できる手法は

本研究が初めてである。さらに、本手法をア

カマツ材に適用した結果、 GCクロマ トグラ

ム上の保持時間とマスフラグメントパターン

が、モデル化合物から得られたLCC結合体と

一致する生成物が得られた。

2. 6 セルロース系新材料構築のための高次

構造制御技術の開発

セルロースの高次構造はJこれまで一定の

繰り返し三次元構造からなる f結晶」と特定

の周期構造が規定されない「非晶Jの二相に

分けての検討が行われてきた。しかし、セル

ロースの高次構造は、 上記の二相のみから構

成されているだけでは説明できない結果が得

られたことから、セルロース構造の分類を新

しく確立することが必要となった。その際、

材料の性質を左右する重要な因子である分子

鎖の「配向（Order)Jの概念を非晶領域にあ

てはめて、グルカン鎖の配向程度を基準とし

た分子集合構造形成の新コンセプトを提案し

た。

分子集合状態を制御した新セルロース材料

を構築するために、その先駆体として開発し

たのが図－ 6に示す水膨潤セルロースである。

図－ 6 高川透明性を示す水膨潤セルロース

＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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図ー 7 NOCのX線回折パターン

この水jJ新聞セルロースは、これまで困難で

あった固体セルロースの延伸による構造制御

を可能にした。水！！彰潤セルロースを延伸 ・乾

燥させた後、 X線回折を測定したところ、そ

の構造は「配向Jをもっているが結晶ではな

いという、結晶と非晶の中間領域に属する新

しい構造であった（図－ 7）。これをNOC

(nematic ordered cellulose）とした。次に、

高分解能電子顕微鏡観察による分子鎖の構造

解析や、固体NMRの測定から得られるグル

コース環の立体構造解析から（図－ 8）、詳

細な三次元構造情報を得た。このように、

NOCはこれまでの分類では説明できない分

子集合構造を有することから、セルロース構

造におけるグルカン鎖凝集（配列）状態を、

従来の「結晶／非晶Jで区分するのではなく、

「配向」の程度を基準に分類した（図－ 9）。

グルカン鎖の配向はその材料物性に大きな

NOC 

80 75 70 65 60 55 50 

ppm 

図－8 NOCの団体NMRスペクトル
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図－ 9 セルロース分子鎖集合構造のコンセプト

影響を与えることから、セルロース材料の創

出においては、分子鎖の配向状態の解析情報

が重要である。

2. 7 重水素化赤外法によるセルロース非結

晶領域の構造解析

セルロース非結晶領域中の分子鎖凝集状態

の詳細は解明されていない。そこで、重水蒸

気による非結晶性セルロースフィルムの重水

素化過程の赤外吸収スペクトル解析と重水素

化反応の速度論的解析を組み合わせた手法で、

セルロース非結晶領域の構造を解明した。

異なるフィルム調製法（溶液凝固法及び

キャスト法）由来のセルロースフィルムの表

面の形状は異なったーが、重水分子の拡散定数

はほぼ同じであった。すなわち、フィルム表

面の構造は、重水分子のフィルム内部への拡

散に影響を与えなかった。次に、過剰の重水

蒸気が均一相では擬一次反応的に水素（H)

一重水素（D）交換反応をすると仮定し、フィ

ルム中のOH相対残存量の対数と時間の関係

をプロットして反応速度解析をした。その結

果、上記の関係は3次の指数関数と近似され、

三種の速度定数を得た。位置選択的にメチル

化した2,3－ジメチルセルロースと 6－メチル

セルロースの非結晶性フィルムも同様に三種

の速度定数をザえたo このことは、セルロー

ス及びセルロース誘導体から調製された非結
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図ー10 セルロース非結品領域のモデル図
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

晶性フィルムでは分子鎖はランダムに存在す

るのではなく、三種類のドメインが存在する

ことを示唆している（図－10）。

2. 8 水の汚染物質であるアンモニアをキト

サン膜で除去する

キトサンはカニやエビの殻に含まれるキチ

ンから製造されることで知られている。キチ

ンはカビ菌、酵母菌、キノコなどの細胞壁に

も多量に存在し、接合菌類にはキトサンも含

まれる。すなわち、キチンとキトサンはセル

ロースと同様に森林バイオマスの循環系を構

成する重要な資源である。これらの資源はそ

れぞれ特色のある分離膜素材である。ところ

が水の汚染物質であるアンモニアを膜分離法

で除去する場合、水とアンモこアの分子の寸

法に差が無いので滅過で分離するのは不可能

である。本研究では分子構造にアミノ基を有

するキトサン膜をパーベーバレーション法

(PV法、或いは浸透気化法と呼ばれる）に

適用して水とアンモニアを分離することに成

功した。

脱アセチル化度の異なるキトサン粉末から

キトサン膜を作製し、 PV法によるアンモニ

ア水の分離実験を行った。アンモニア除去率

はキトサンの脱アセチル化度の増加（すなわ

ち、アミノ基含有量の増加）に従って増加し、

供給液の温度変化に対しては変化しなかった

（図－11)。この結果から、 PV法による水と

アンモニアの分離機構は分子の熱運動が関係

するのではなく、キトサン膜表面のプラスに

荷電したカチオンとアンモニア水中のプラス

に荷電したアンモニア分子との聞の電気的反
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一仁ト 水とアンモニアの全透過速度

一〈〉ー アンモニア除去率

温度と全透過速度及びアンモニア除去率の関係図－11

発がアンモニア分子のキ トサン膜への，浸透を

妨げ、透過を抑制することによる水とアンモ

ニアの分離モデルを提案した（図－12）。
電気的反発による溶質分子の膜への浸透抑制
機備を表すモデル

図－12

高分子材料としての高度な利用は僅かな量に

過ぎない。その最大の理由はセルロースの構

造と物性について理解が充分でなく、構造を

どのように変えたら物性はどう変わるのかと

いう基本的な知識さえも充分でないことにあ

ると言って過言ではない。セルロースと同等

の量が毎年生産されセルロース系高分子とさ

れるキチンやキトサンも然りである。これま

．でに非結晶の研究に焦点をあてて新規の構造

制御法や解析手法を開発し、新しい知見を得

てきたことを基礎にして、今後は利用面につ

いても新材料の創製、医療材料、音響材料、

機能性膜などの可能性を検討する。利用 ・応

用法の目処が得られた成果についても実用化

に向けた検討を行う。 （細谷修二）

3.今後の課題

地球温暖化問題が大きな社会問題となって

いるため、化石資源代替としての木質資源の

利用開発は、 今後ますます重要な課題となっ

てくる。木質資源からのエタノール等液体燃

料の製造に関しては、早急に実用化をはかる

必要がある。また、木質バイオエネルギー製

造の採算性を上げるためには、リ グニン樹脂

やリグニン炭素材料等より付加価値の高い製

品の開発も続ける必要がある。パルプ製造技

術の開発については、引き続き環境負荷の少

ないパルプ製造技術を開発する。

セルロースは地上最大量の有機高分子物質

で木材の50%を占めており製紙原料に大量に

使われている反面、精練な構造を有する天然

複合材料研究領域

片や木材の繊維などを接着して製造した材料

である。 代表的な製品である合板、集成材、
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1.研究の背景と概要

木質複合材料は、木材のひき板、単板、削



ボード類は、接着剤の開発とともに発展して

きた。

接着剤研究に関しては、 1924（大正13）年

に林業試験場における最初の報告がなされ、

1935 （昭和10）年に林業試験場木材乾燥研究

室内に、実験施設としての単合板製造試験室

が作られた。 1942（昭和17）年頃には、フェ

ノール樹脂など、今日でも用いられる接着剤

に関しでもデータが取られていた。戦後は、

1950 （昭和25）年頃に林産関係が本場に統合

された経緯の中で、接着及び合板、集成材、

パーティクルボード関係は木材部材質改良科、

繊維板関係は林産化学部第3科において研究

が実施され、以降、 1978（昭和53）年つくば

移転時に、接着及び合板関係は木材利用部、

集成材関係は木材部、ボード関係は林産化学

部に分かれて研究が実施され、 1988（昭和

63）年森林総合研究所ヘ名称変更した際、合

板、ボード及び接着関係は木材化工部、集成

材関係は木材利用部とそれぞれ分かれて研究

が実施されていた。これらが、 2001（平成

13）年独立行政法人化を契機に、接着技術を

利用して再構成した材料である「木質材料J

全般を研究する『複合材料研究領域j として、

大きくまとめられた。

現在、接着技術・合板・集成材を研究する

積層接着研究室とボード類などを研究する複

合化研究室の2研究室があり、領域長の下に、

1チーム長、 2研究室長など計11人の研究員

によって関連の研究が推進されている。

これまでの関連研究成果によって、接着剤

の性能評価や合板、集成材、ボード等製造技

術の発展に大きく寄与してきた。特に、日本

での合板製造技術に関しては、戦後初期の段

階から関わり、その定着に貢献した。加えて、

合板から放散するホルムアルデヒドなど安全

性に関する研究に関しては、合板が出回り始

めた1950年代に研究発表するなど、先導的役

割を担いつづけている。そのため、 1978（昭

和53）年のつくば移転時に、実大合板のホル
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ムアルデヒド放散性状を測定する試験室も作、

られた。 2004（平成16）年には、実大でvoe
放散性状を測定できる fラージチャンパーJ

が完成した。また、当初化粧柱など造作材に

限定されていた集成材に関しても、大断面集

成材による大規模木造建築物の実現による用

途拡大の確立に寄与するなど成果を上げてい

る。近年では、信頼性の高い設計を可能とす

る国産材による集成材等エンジニアードウッ

ドを製造する技術開発に取り組んでいる。加

えて、循環型社会の実現のため、建築解体材

など木質系バイオマスを原料としたボード等

の製造技術の開発など、より安全でより健康

的な住環境実現のための研究を続けている。

2.研究分野ごとの研究の展開

2. 1 接着研究分野

接着研究分野においては、合板・集成材な

どの「木質材料Jを製造するために用いられ

る接着剤に関する研究を行っている。接着研

究分野における最近10年間の主な成果をまと

めると、以下のとおりである。

2000 ・＜平成12）年に施行された住宅品質確

保促進法では、住宅の主要構造部材は10年間

の壊疲担保が義務づけられた。合板集成材等

接着製品についても、実際の環境における長

期聞の接着耐久性に関する技術資料を提供し、

木質材料の持続的用途拡大に寄与した。

木質材料の接着性能及びその耐久性やシッ

クハウスの原因化学物質であるホルムアルデ

ヒド放散量を調べる木質材料の日本農林規格。AS）試験方法について、科学的な裏付け

をすると同時に、 JAS制定のためのデータを

提供した。 JAS試験では、接着耐久性の評価

のために、煮沸水や温水に試験片を4～72時

間浸しているが、 JAS試験により評価される

性能と実際の住宅で使われた場合の性能はど

のような関係にあるかを明確にする必要があ

あ。森林総研では、屋外や軒下のいろいろな

条件で長期間の暴露試験（図－ 1）を実施し、



図－ 1 軒下環境を想定した合板の暴露試験

実際の環境における接着耐久性に関するデー

タを蓄積するとともに、短期間の試験で長期

間の接着耐久性を予測するための方法を開発

した。これにより、新しく開発された接着剤

による木質材料の接着耐久性の評価を行って

いる。これらの成果は、接着製品の安心な使

用の根拠として有効に活用されている。

また、 2003（平成15）年に改正、施行され

た建築基準法により、シックハウス症候群の

原因となるホルムアルデヒドを発散する建材

の規制が開始された。この改正に関し、 JAS

試験によるホルムアルデヒド放散量から、実

際の室内の気中濃度を予測するための換算式

を開発していたので、建築基準法の改正の根

拠として、この換算式が引用、活用された。

この換算式により、 JAS規格の最上級区分で

あるF交交交交は、規制対象外として無制限

に使えるようになった。

さらに、各種木質建材からの揮発性有機化

図－2 揮発性有機化合物測定装置（小形チャ
ンパー）
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20°c 

24時間後

蒸留水300ml

図－3 デシケータ法

合物（VOC）の放散特性に関するデータを蓄

積（図－ 2）し、広く活用に供するため、「シッ

クハウスと木質建材J資料集を刊行した。デー

タは林野庁などによる行政施策の基本データ

としても、評価活用されている。

加えて、アセトアルデヒド放散量の簡易測

定法として、デシケータ法（図ー 3）を開発

した。この簡易測定法は、今後予想される建

材のアセトアルデヒド放散量についての建築

基準法等の規制に関し、 JISで規定した小形

チャンバ一法に代える簡便方法として有効で

あるとともに、当該物質の放散量を抑制する

ための建材メーカーでの早期検証による技術

開発への利用が期待されている。

以上の例のように、安全 ・安心な接着技術

の開発を引き続き行っており、今後とも、安

心 ・安全な木質材料が供給 ・利用されるため

の科学的データの整備を続けていく。

2. 2 積層材研究分野

積層材研究分野においては、集成材に代表

される木質刺i材料の製造技術及び集成材構造

物の性能などの研究を行っている。積層材研

究分野における最近10年間の主な成果をまと

めると、以下のとおりである。

集成材の原料となるラミナについて、樹種

別に強度特性、比重、年輪幅等との関係を検



板挿入ガセット接着接合技術を開発した。

スギ、ヤナギ等の早生樹の小径木や工場端

材等を割裂したストランドを接着・成形した

木質材料を開発 ・実用化しSSTと命名した

（図－ 4～6）。割裂ストランドにモルタル

を配合して製材品と同等の強度を持つセメン

ト複合材料（CSS）を開発し、特許を取得した。

木造橋に適用可能な、高い強度、耐久性を

有する集成材桁等の製造技術を開発した。 加

えて、集成材大型構造物の耐久性に関する総

合的な評価方法を明らかにした。

建築廃材、林地廃材等のリサイクルを促進

するため、熱圧後急速減圧放冷する爆裂とい

う手法によるス トランドの製造技術を開発し、

それらを用いたボード製品及びセメント複合

材を開発した。

以上の例のように、集成材を主体とした軸

材料の製造技術や、実使用における耐用性の

解明など、安全 ・安心な木質積層材料製造技

術の開発を引き続き行っている。

討し、構造用集成材の強度性能を統計的に評

価できるようにした。集成材、単板積層材

(LVL）、木質ボード等各種のエンジニアー

ドウッドの強度試験に基づいて、確率論によ

る強度分布特性を明らかにした。

集成材ラミナの継ぎ方の形状とその分布が

集成材の引張強度に及ぼす影響を定量化し、

構造用集成材の製造基準を明確化した。

繊維補強プラスチック（FRP）板挿入によ

る大断面部材の接着接合方式について特許を

取得し、接合強度に及ぼす接合補強材（ガ

セット）の形状等の影響を明らかにし、 FRP

2. 3 木質ボード研究分野

木質ボード研究分野における最近10年間の

主な成果をまとめると、以下のとおりである。

木片と農業用塩化ビニール（PVC）の廃棄

物を混合して、必要な強度性能と高い振動吸

収性能を有するボードを開発した（図－＇7～

9）。開発したボードの製造技術については、
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3件の特許を取得した。

振動を熱に変換する特性の高い接着剤を利

用して、 ドアや床を想定した、音の静かな振

動減衰性の積層材を開発した。ク リープ特性

の向上、枠等への固定のためにビス止めが有

10 

モデルとして展示に供した。

合板及びボードを厚物化することにより、

床、壁の強度 ・断熱・遮音 ・防火等の性能が

改善された。厚物合板の床性能を利用して、

住宅金融公庫仕様書に、根太を必要としない

仕様として取り入れられ普及が図られている。

使用済みボード等の建築廃材破砕片をス

チーミング前処理して、接着剤を加水分解し、

実用性能に近い再生ボードを製造する技術を

開発した。この結果、ボードが再資源化でき

るようになった。

オゾン処理とアセチル化を併用し、寸法安

定性と強度性能がともに優れたボー ドを開発

した。

以上の例のように、ボードを主体とした廃

材を原料とした面材料の製造技術など、循環

型社会を目指したカスケー ド型の木質面材料

製造技術の開発を引き続き行っている。

（鈴木憲太郎）
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木材改質研究領域

1.試験研究の動向

木材を加工処理して、短所（腐る、燃える、

狂う等）を改善し、長所を生かし、本来持つ

性質よりはるかに優れた性質を木材に付与し

ていこうという考えかたは、古くからあり、

経験から発した手段で実行されていたが、現

代における学問的体系に基づく手法によるも

のは極めて近年のものである。

林業試験所設立時から木材改質の成果につ

いて簡単に触れておきたい。

1902 （明治35）年に鉄道敷設に伴い枕木防

腐の必要に迫られ、設立時より木材防腐の研

究がなされクレオソート、コールタール、塩

化第二水銀、硫酸銅などによる、菌糸に対す

る発育阻止効力試験及び塗布処理、注入処理

剤の杭試験などが行われた。その後、各種の

防腐剤で処理したブナ材を地中に埋設し67ヵ

月間腐朽させた後その重量減少率を求める研

究が行われ、これは今日の野外試験法の基礎

となった。

1928 （昭和 3）年に木材保存会が発足し、

木材の防腐、防火に関する研究は一段と高

まった。戦後ーペンタクロロフェノール

(PCP）を始め有機水銀等の新しい防腐剤が

紹介され、これらの合成、研究が進められた。

防腐分野でも基礎研究が求められ、生化学的

研究も発展の道が聞かれた。

そのころより、木材改質の基礎である木材

への溶液浸透・拡散の研究が始められた。ま

た、高分子化学的立場から木材が研究され、

放射線を利用したポリマーと木材の複合化

料の認定機関として200種以上の検定試験を

行っており、この方面への寄与は大きい。

21世紀を迎えて人類は大きな転換期を迎え

た。機械と物を中心に発展し続けた文明は、

エネルギー資源の枯渇、地球規模での環境問

題などを引き起こし、近年では、地球の有限

さと発展の危機を肌身に感じるまでに至った。

その中で、人に潤いと安堵感を与える材料と

して木材の持つ意義はますます増大している。

自然融合素材としての木材を化学改質によっ

て高性能・高機能化する木材改質研究領域で

の研究開発を紹介する。 （瀬戸山幸一）

2.研究の成果

2. 1 化学加工研究－

木材の化学加工研究は、化学加工研究室及

び耐候処理研究室において、 1）木材の表面

改質、 2）木材及びセルロース材料の性能の

向上及び機能性の付与を中心に研究が推進さ

れてきた。独法化後は、主として木材改質研

究領域機能化研究室及び表面加工担当チーム

長が担当し、木質新素材や木質系福祉材料開

発のため、木材及び木材表面に各種機能性を

付与するための新技術の開発研究を推進して

いる。

木材表面改質法を代表するものとして、木

材表面の親水化と援水化、染色性の改善、グ

ラフト重合の前処理、低温プラズマ処理技術

があげられる 1）。新たなプラズマ処理法と

して、反応槽をヘリウム置換することによっ

て大気圧下で処理する大気圧グロー放電プラ

(WPC）の研究が20年近くなされた。 ズマ装置も開発した。また、表面のみを化学

1960年代に都市建築の高層化等一連の社会 修飾により熱溶融化する表面プラスチック化

情勢を背景として建築基準法が改正され、都 についても精力的に研究を行った。表面のア

市不燃化が推進され、木材不燃化の研究が進 リル化処理による反応性の高い二重結合を利

められるようになっ込また、現在のJISの 用した無接着剤熱圧接合法を検討し、さらに、

難燃性判定法についての研究のほか、難燃材 ペンジルエーテル化処理により寸法安定性及
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図－ 1 プラズマ処理装置

び耐水性に優れた高強度を有するボードを開

発した。

セルロース材料への含フッ素アクリレート

のグラフト重合に関する研究により、 t農水 ・

耐吸湿性が高く、かつ良好な熱的 ・電気的性

質を有する新たな電子機能性材料の開発の可

能性を示した。

超臨界流体を用いた研究においては、木質

資源、からのバイオエタノール等の有用ケミカ

ルス生産開発に資することを目的として、超

臨界 ・亜臨界水処理により木材から高速かつ

高効率での糖の生産を可能にした 2）。また、

超臨界二酸化炭素処理により、処理後の薬剤

の注入性が未処理木材と比較して約6倍に向

上することを明らかにした。

そのほかに、機能化木材のレオロジー特性、

木材表面の汚染に関する基礎的研究、超高圧

による微木粉の接着剤なしでの高強度木材の

成型などの研究を進めている。さらに、高齢

化等の進展を踏まえた新たな木材利用を図る

ため、高齢者や障害者に適したユニバーサル

デザインとして福祉用具材料の開発研究を

行っている。

従来に増して環境への関心が高まり、同時

に安全 ・安心な住環境創造への要求が高まる

ことが予想されるため、木材の化学加工につ

いても、 化石資源に替わり持続的に再生産が
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図－2 超臨界水処理装置

可能な木質資源の多角的な利用の推進と、環

境と調和した循環型社会の構築に資すること

が最大の課題となる。また、木材の新たな利

用法として、高齢化社会の中で、人の心に安

らぎを与える木材を用いたいと言うニーズに

応えた、木製の生活 ・福祉用具の開発は今後

とも重要である。 （松井宏昭）

2. 2 耐候処理研究

耐候性とは、屋外の風雨や太陽光などの自

然環境劣化 （weathering）に対する性質であり、

これらによる材料 ・製品などの性能低下を防

ぐための処理が耐候処理である。

森林総合研究所における耐候処理に関する

研究は、 1978（昭和53）年の筑波移転の際に

行われた組織改編において、新しく発足した

木材利用部資源利用科に耐候処理研究室を設

置したことに始まる。木材の屋外への利用は、

プラスチックや軽金属などの新素材の開発や

接着技術の耐水性の問題などにより、戦後そ

の使用量は激減した経過があった。そのため、

木材の屋外使用のための塗装処理や耐久化処

理に関する研究は我が国ではほとんど行われ

ておらず、 耐候処理研究室の新設は我が国の

木材耐候性研究のスタートとなる画期的なこ

とであった。

当初は、それまでの塗装研究のうち特に塗

膜耐久性に関する研究が主であり、また、木

造住宅の性能向上に関する研究の一環として、

木造住宅の劣化診断技術の開発に関する研究



も平行して行われた。特に、釘の劣化を木造

住宅の劣化指標として使用できるようにした

一連の研究は、木造住宅の劣化診断技術のー

っとして取り上げられた。

昭和末期から平成にかけて、日本経済の好

調さを受けて材料分野も新素材、新用途開発

への要求が高まり、この頃より屋外での木材

の使用が注目されはじめた。我が国では、欧

米諸国とは異なりクリア系、淡色系処理が要

求されたため、これらの耐候性向上が大きな

問題となった。耐候処理研究室では、屋外暴

露試験及び促進耐候性試験による透明 ・淡色

系エクステリア用塗料の性能評価と評価基準

の提案を行った 3）。また、木材の耐候性向
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上には塗装性能だけでなく、木材表面の耐候 〆
官kl13WO

性向上が不可欠であることを明らかにし、木

材表面の光劣化機構の解明と表面処理による

耐候性向上技術の開発を行うこととなった。

光劣化機構に関する研究では、 XPS(X線光

電子分光分析装置）による光照射木材表面の

光酸化現象の解明、ケミルミネッセンスによ

る光劣化の定性、定量化、顕微FTIRによる

木材表面への光浸透深さ測定などの研究成果

を得た。一方、耐候性向上研究では、基材処

理としてのポリエチレングリコール（PEG)

処理やアセチル化処理、木材成分との結合が

期待できる紫外線吸収剤のグラフト処理など

による透明塗膜や淡色系塗料の耐候性向上技

術を開発した。

21世紀に入ってからは環境への対応が重要

となり、天然物系成分による塗料の性能評価、

塗料や塗装基材からのvoec揮発性有機化合

物質）放散量の測定、低voe型塗料の耐候性

評価などに関する研究がスタートした。また、

非薬剤による耐久性向上の流れから、塗装や

表面処理のメンテナンス、塗装設計などに関

する研究も積極的に行っている。

従来にまして環境への対応が高まり、同時

に安全・安心な住環境創造への要求ポ高まる

ことが予想されるため、これまでの透明系 ・
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図－ 3 木材のウェザリング劣化マップ
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

淡色系塗装の高耐候化を進めつつ、低環境負

荷型の塗装システムの提案、塗装木材のライ

フサイクル評価や廃棄方法、天然物系塗料と

メンテナンスを合わせた新しい塗装システム、

木材表面の光劣化現象の解明とこれによる新

しい耐候処理技術の開発などが今後重要であ

る。 （木口実）

2. 3 防火研究

2000 （平成12）年に建築基準法、同施行令、

国土交通省告示などが改正され、それまでの

仕様書的な規定から性能規定を目指した規定

へと生まれ変わった。改正では、建築物や建

築材料の火災安全性を評価する試験法や評価

項目が変更され、従来、原則、木造禁止とさ

れていたものについても耐火設計法により性

能が確かめられた場合は、主要構造部に木質

材料を使用することが可能となったほか、性

能を満たせば木質材料であっても不燃材料と

なりうるなど、建築部材への木質材料の利用

拡大への機運が高まりを見せている。関連す

る研究機関等と連携を図りながら、制度改正



に向けた検討に参画し、木材の燃焼機構に関 60 

する研究、新しい評価手法の下での木等防火

材料の開発、木質構造の耐火性能向上に関す

る研究を行い木造建築物や木質材料の利用拡

大にむけた取り組みを展開してきた。

木材の燃焼機構の解明については、木材の

組織構造や物理的・化学的性質が木材の着火

時間、発熱速度、重量減少速度に及ぼす影響

の研究を進めた。着火時間は、密度、熱伝導

率、放射熱強度との聞に相闘があり、木材の

密度が大きいほど着火時聞が遅れ、熱伝導率

の違いから同じ樹種であれば、木口面を加熱

した場合の方がまさ目面や板目面を加熱した

場合よりも着火が遅れることを明らかにし、

理論モデルから着火時間を推計する予測式を

提案した。また、木材の燃焼時の発熱速度は、

重量減少量と相闘があり、さらに、木材の密

度、加熱面の種類、組織構造因子、樹種ごと

の有効燃焼発熱量、放射熱強度が影響し、こ

れらを因子とする簡易な予測式で推計できる

ことを明らかにした4）。熱伝導率については、

その密度依存性、異方性、温度依存性につい

て検討し、理論モデルによる解析を行った。

さらに、国産材22樹種、外国産20樹種の着火

性、燃焼発熱性に関するデータをまとめた。

防火材料の開発については、ポリリン酸系

薬剤の木材への注入量と難燃処理木材の燃焼

発熱性との関係を明らかにし、今薬剤注入量が

固形量80kg/m3で難燃材料、 160kg/m3以上で、

準不燃材料となることを明らかにしたほか4）、

岩手県林業技術センターとの共同研究で、準

不燃材料の性能を有するシナ材の商品開発に

取り組んでいる。また、難燃薬剤を用いない

木質防火材料の開発では、木材の表面に溶融

亜鉛／アルミを溶射処理することで難燃また

は準不燃材料の性能が得られることを示した。

木質構造の耐火性能については、水性高分

子イソシアネート系接着剤を用いて接着した

大断面構造用集成材の耐火性能がレゾルシ

ノール接着剤で接着された集成材と同等であ
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ることを明らかにした。接合部についても

FRP板とエポキシ樹脂でガセット接合した集

成材や強化LVI，の接合板と接合ピンで接合し

た集成材、鋼板等で接合した大断面構造用

L羽，の耐火性能を明らかにし、火災安全性を

有する新たな木質構造用材料とその接合方法

の開発の可能性を示唆した。また、火災被害

を受けた大規模木構造建築物（中学校体育館）

の被害調査を行い、各部位の炭化の進行状況

から火災がどのように進行したかを明示する

とともに、被害木を再度載荷耐火試験に供し、

一度火災被害にあった集’成材であっても使用

可能であることを証明した。さらに、大断面

製材の炭化速度を求め、製材品における燃え

代設計導入に向けた指針作りに寄与したほか、

H型鋼と集成材を複合化することで、これま

で不可能であった木質系材料で、の 1時間耐火

構造が可能となることを見出した。また、厚

物の木質面材料の耐火性能についても検討を

進めている。

1時間の耐火構造では4階、 2時間の耐火

構造では14階までの建築物の建設が可能とな

る。改正建築基準法の下で、防火性能、耐火

性能を付与した新しい木質材料の開発を行い、

木質材料の利用可能性をさらに進めていくこ

とが今後の課題である。 （原因寿郎）



2. 4 木材保存研究

保存剤の注入性向上ではカラマツを始めと

する難注入性樹種や高含水率材への保存剤の

浸透性を高めるために新たな加圧注入法につ

いて検討し、オシレーション法を用いること

で高含水率材への注入性が改善されることを

明らかにした。また、段階的に圧力を上げる

ことで、注入性に改善が認められることを示

した。水溶性銅系木材保存剤の木材組織内で、

の分布をSEM・EDXA法で調べ、辺・心材で

薬剤の分布位置が異なることなどを明らかに

した。

各種処理材の効力評価では、クレオソート

油やCCAに代表される保存剤の耐朽性を最長

33年間にわたり調査し、各種薬剤の耐用年数

を明らかにした。また、近年木炭生産の副産

物として生産される木タール・木酢液による

耐久性向上について評価した。一方、乾燥時

における耐久性変化を調べる目的で、煉煙乾

燥したスギ材及びスギ丸太の耐久性を、室内

試験・野外試験によって調べた。乾燥時の耐

久性変化については、高温乾燥と絡めた研究

も行い、高温乾燥及び高温熱処理により耐朽

性が低下する場合と向上する場合とがあるこ

とを示すとともに、・耐蟻性も熱処理によって

変化することを明らかにレた。さらに、天然

物系保存剤の効力評価やボンゴシ材に壊滅的

被害をもたらすシイサルノコシカケに対する

薬剤の効力を明らかにした。

野外杭試験は木材の耐朽性評価法として古

くから行われてきたが、時間がかかりすぎる

という欠点があるため、時間を短縮すること

を目的にファンガルセラー試験法を開発した。

最終的にこの成果は「木材保存剤の防腐効力

試験法 QISK1~71 c2004））」に反映された0

・さらに、より簡易に耐朽性を推定することを

目的に室内試験から耐朽性を予測する方法を

提案した。

保存剤を用いないシロアリ防除に対する要

求が高いJことから、昆虫寄生菌を用いたシロ

アリ防除法を検討した。また、近年環境負荷

が小さいという理由から広く用いられつつあ

るベイトシステムの効果をより高めるための

シロアリ誘因物質を探索し、蒸煮したカラマ

ツの成分やドクダミの抽出成分にシロアリ誘

因物質があることを明らかにした5）。

使用中の保存処理木材による環境負荷を調

べる目的で各種研究を行った。 CCA処理木材

に接した土壌に含まれる銅・クロム・ヒ素の

濃度を測定した。また、雨水によって溶脱し

て環境中に放出される保存剤量についても明

らかにした。さらに、化審法改正により化学

物質の環境影響に対する評価が必要になるこ

とを受け、木材保存剤ならびに保存処理木材

の水生生物への影響を評価した。シックハウ

ス症候群への保存処理合板の関与を調べる目

的で、接着剤混入保存処理合板からのvoe及
びアルデヒド類の放散量を測定し、保存剤の

voe放散への影響を明らかにした。

（桃原郁夫・大村和香子・西村健）
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木材特性研究領域

1.試験研究の動向

当研究領域は、 2001（平成13）年の独立行

政法人化に伴う組織改編で、 2研究室と 1

チームとなり、組織材質研究室（木材の組織・

構造、木部形成、材質関係の研究担当）と物

性研究室（木材物理関係）及び識別データベー

ス化担当チーム（木材の樹種識別）で研究を

行っている。

当研究所における木材の組織、材質及び物

性分野の研究は、明治の末期から大正のはじ

めにかけて行われたのが最初である。この頃

には、樹種識別のための生材から搾り取った

木材水分の蛍光現象の検討やスギの黒心問題

が藤岡光長らにより取り上げられ、 1909（明

治42）年には民有林の主要樹種の材の硬軟、

収縮率や欠点調査などが行われた。その後も、

いくつかの主要樹種の性質に関する研究が続

けられてきたが、 1930（昭和5）年頃にはヒ

ノキの材質研究が三好東ーら 1)により行われ、

これは体系的な材質研究のはじまりと評価さ

れている。

第二次世界大戦後の1947（昭和22）年には、

木材部が設置され、近代的な設備が徐々に整

備されたこともあって本格的な木材特性に関

する研究が開始された。この頃には、上村

武2）による抵抗式木材含水率計の開発や原

田 浩らによる電子顕微鏡による木材の微細

構造の研究、カード式の樹種識別方法の開発

などが行われた。

現在でも用いられている本邦産の主要樹種

の性質に関するデータは、蕪木自輔や加納

孟らが体系的に行ってきた研究成果を、東京

大学と協力して1954（昭和29）年から 6年間
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にわたって整理しまとめたもので、その成果

である性質の一覧表は、日本木材加工技術協

会から1966（昭和41)年に「日本の木材Jと

して刊行された 3）。また、 1950（昭和25)

年頃からは林木育種に関する関心が高まり、

1961 （昭和36）年にはアカマツの試験林が整

備され、材質育種に関する特別研究が開始さ

れた。

一方、外材については、 1965（昭和40）年

には木材利用量のうち外材が占める割合は

30%程度であったが、 1974（昭和49）年には

65%にも達し、中でも南洋材の性質の調査が

急務となった。そのような流れの中で昭和30

年代後半から、南洋材の樹種種別と基礎材質

の研究が行われ、同時に行われた加工適性の

研究成果も併せて「世界の有用木材300種J

として刊行され4）、現在ではホームページ

にも公開され利用されている。

しかし、安価な外材利用が進む中で、一方

では国産材の利用が低迷を続け、国産材の利

用問題の解決が、近年においてますます重要

な課題となってきた。我が国の森林における

人工林面積は全体の約40%、人工林蓄積の割

合は約58%にも達し、中でもスギの占める割

合が際だつて大きくなっている。しかし、国

産材の蓄積が増加し続けているのに対して、

間伐材として生産される中小径材の利用は一

向に進んでいない。このような流れの中で、

近年においては、以下のような研究を行い、

成果を公表してきた。

2.研究の成果

2. 1 木材の材質評価



されている。さらに、スギ以外の造林木に関

する研究では、カラマツの成長と材質との関

係や密度と組織及び構造との関係、外国産樹

種についての成長と材質に関する研究などを

行い樹種的特性を明らかにした。

2. 2 木材の物性評価

中小径材や間伐木の有効利用を図るには多

目的な利用形態に対応できるように、材料と

しての木材性能を評価する必要がある。それ

には非破壊による評価方法が不可欠であり、

そのための方法として木材の振動特性の利用

に関する研究を行ってきたー材内の不均質性

等を振動試験で評価できる方法を確立し、床

構造の性質を振動試験で評価する方法などを

明らかにした。また、木材の各種の機械的な

性質を試験するための問題点とその解決方法

を明らかにした。

人工造林木の利用には、低コストで乾燥し

た材を供給する技術が求められている。その

ためには特殊な乾燥方法、例えば、高温乾燥

のような極めて木材にとっては厳しい環境下

での処理条件が必要であるが、そのような非

定常状態での木材の物性変化について測定す

る方法を開発し、平衡含水率や振動特性など

の物性変化を明らかにした（図ー 2）。

1 圧
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国産材の特にスギなどの間伐材や中小径木

である中目材の有効利用が大きな問題となっ

ていることを受けて、スギの材質評価、特に

若齢木や未成熟材に関する研究を行ってきた。

スギの造林木では、未成熟材部のヤング係数

が低い個体や品種があったり、樹幹内の上下

方向で値が異なったりして品質のバラツキの

大きいこと、心材含水率が高く黒心発生率も

高い傾向にあることが大きな問題であり、そ

れらの実態解明と解決法を見出すことが主た

る研究課題であった。

スギの材質について、これまでの常識と異

なる多くの事例が認められる原因については、

ミクロフィブリル傾角や密度の樹幹内変動に

関する解明等を行った結果、理論的に説明す

ることができた5）。

また、ス．ギでは心材含水率の高いものが多

く（図－ 1）、乾燥時の重大な障害になって

いるが、スギの心材含水率の樹幹内での変化

のパターンや品種間での違いなどが明らかに

された。

さらに、これらのスギの材質は、品種など

の遺伝性に大きく左右されることが明らかに

なり、早期の材質検定の可能性も示された。

また、環境の影響では、年輪幅などは環境の

影響が大きいものの、心材含水率などでは遺

伝的影響の方が’大きい可能性が示された。ス

ギの若齢木を中心に材質に関する情報が多く

発信されたことから、今後は利用サイドでこ

れらのデータを有効に使っていくことが期待 95 
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さらに、非破壊による木材性能の評価及び

多用途でのヂ材利用を促進するための基礎物

性解明の観点から、木材の電気的特性の中で

も未知の領域であった圧電緩和現象について

詳細な研究を行った。さまざまな条件下にお

ける圧電緩和についての情報を得、それを利

用したセルロース新材料の圧電性を高める方

法を明らかにした。さらに、誘電特性を利用

して高含水率心材の含水率を測定する方法を

開発するために、高周波域における誘電特性

を明らかにした。

また、木材に何らかの処理を施してその特

性の一部をより高めて利用しようとの研究も

行って布り、炭化木材（木炭）の床下調湿機

能の吸放湿特性が明らかになった。

さらに、木材と温室効果ガス等の関係につ

いては、森林吸収源としての樹木の木部の炭

素固定量算出のための基礎データである樹種

別基準密度の研究やリサイクル及び木質資源

の有効利用に関する多くの提言などを行って

きた 6）。これは、我が国で削減する二酸化

炭素等温室効果ガスについては、森林吸収源

として約3.7%が認められることになり、森

林資源の重要性や木材資源のリサイクルの必

要性がより強調されるようになってきたこと

による。

2. 3 木材の組織 ・構造と木部形成

戦後の土地開発ブームにより各種の建築物

や高速道路の建設が増加し、 1950（昭和25)

年の文化財保護法の施行もあり、開発現場で

発見された遺跡では一定の発掘調査が義務付

けられ、木質造物の樹種鑑定や保存処理が問

題となってきた。遺跡の数が極めて多いこと

もあって毎年数～十数件程度の遺跡で木質造

物が発掘され、樹種鑑定は当時の植生推定や

文化史の研究に重要な役割を果たしてきでい

る。また、樹種識別の技術は、遺跡の出土材

研究のためだけでなく、現今における建築材

の樹種保障に関するクレームや食品などに混
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図－3 新設された材鑑標本康

入した木片の鑑定などにも必要不可欠となっ

ている。

そのような状況の中で、樹種識別の基準と

なる標本を収集して保存し（図ー 3）、さら

にはそれらを用いて識別基準となる木材の組

織・構造の特徴を観察 ・記録しデータベース

化する研－究を行ってきた。現在では、樹種識

別技術を一般に普及することを目的に組織を

示す光学顕微鏡写真を89属約300樹種につい

て当所のホームページで公開した。これまで

に蒐集した本邦産材の標本数は約800樹種

8,000点に達しており、残りの樹種の組織写

真や組織構造的な特徴を記載したデータベー

スについても公開の準備を進めている。

また、樹種識別に関連して、木材組織の個

体内変異や遺伝や環境による変異等に関する

研究を行い、最近では、栽培ウルシと天然に

生えているウルシ類の組織的な違い、国宝級

の仏像の樹種選択に関して、 これまでのヒノ

キ利用説と異なるカヤ利用の事実を明らかに

した。また、環境影響による木材の組織 ・構

造変異や成長変化に関する研究では、樹体中

や土壌中の水分が樹木の細胞形態と構造に及

ぼす影響の解明や、生体電位の測定法の開発

を行い、環境による年輪構造変化に関する世

界各地の樹木におけるデータの収集も行って

きた。

3.今後の課題

当研究領域における研究成果の還元先とし



いては簡便で実用的な材質評価手法の開発や

圏内だけでなく海外も視野に入れた造林木ω
選定とその木材利用法に関する研究が必要に

なるだろう。緑化と木材利用を永続的に両立

させることは地球規模での大命題となってい

るからである。 （平川泰彦）

ては、造林・育林技術分野と材質評価・木材

利用技術分野がある。前者については、これ

まで植物形態学や組織構造学的な観点からの

研究が主であったが、今後は、生理学や遺伝

子工学などの新たな研究手法を導入した研究

展開が必要となるであろう。また、後者につ

献
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種原木の特性に適合した効率的な加工技術の

開発に重点をおいた研究を行った。すなわち、

間伐材等小径木の型削り式製材機（チッパ・

キャンター）を開発し、製材品とチップとを

同時に生産する加工方式を検討した。また、

針葉樹材（スギ、アカマツ）の単板積層材製

造技術を開発し、新たな人工林材利用方法を

提案した。他方、製材業界は、原木事情や製

品市場の構造変化から従来の存立基盤が低下

し、効率的な生産と運営が求められるように

なった。このため、国産材の製材工場につい

て、原木の形質、木取り方式、生産方式など

を分析し、適切な製材方式や経営管理技法に

ついて検討を行った。また、ツーパイフォー

工法やプレハブ工法などが住宅建築に導入さ

れるようになり、針葉樹製材についても人工

乾燥の必要性が生じた。このため、高温乾燥、

減圧乾燥、除湿乾燥等の新たな乾燥方法の開

発にも取り組んだ。

1990年代に入ると、輸入材の増加に伴い、

我が国における木材自給率は25%程度にまで
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1.試験研究の動向（背景と対応）

1960年代～70年代には、高度経済成長によ

る合板や製材品の圏内需要拡大によって、

フィリピン、マレーシア、インドネシアから

の原木輸入が活発に行われた。これを背景に

して、熱帯産広葉樹材の鋸断性、銀削性、接

着性などの加工適性や人工乾燥スケジュール

の検討、ロータリー単板切削J単板乾燥など

の合板製造試験が重点的に行われた。 1970年

代半ばには、東南アジア諸国からの丸太輸入

が減少し始め、太平洋地域の樹種の利用促進

が求められるようになった。このため、パプ

アニューキ、ニア産材42樹種についても、製材、

乾燥、合板製造試験等を行い、輸入材の適切

な加工・利用技術の開発に貢献した。

1970年代後半から1980年代には、戦後造林

された圏内の人工林蓄積が増加するとともに、

スギ等の小径間伐材の利用促進が課題となっ

た。この問、木材の需要が低迷し、また、原

木の多様化・低質化の流れのなかで、従来の

加工精度の向上、高能率の追求に加えて、各



低下してきた。一方、戦後に植林された人工

林材の蓄積量は増加し、特にスギの供給量が

増加した。他方、 主要な供給先の木造住宅建

築では、大手住宅メーカーを中心に住宅の部

材化が進み、木造住宅の品質向上、高性能化、

工期の短縮に伴うプレカット化が進んだ。国

産針葉樹材製材品は輸入製材品との競合を強

いられ、国産材製材工場の体質強化のために

生産効率の向上や針葉樹乾燥材の供給が求め

られるようになった。また、合板用原木等の

熱帯産広葉樹丸太の輸入が減少し、合板製造

においては針葉樹材原木への転換を余儀なく

される状況にあった。これらを背景に、針葉

樹合板用の単板製造技術の高度化、 製材工場

における生産性向上・製材能率を高めるため

の製材システムの検討や鋸断特性の解明、人

工林丸太の製材木取りの適正化、針葉樹材の

適正乾燥技術等の研究に取り組んだ。また、

製品生産のコンビュータ制御システムが大き

く発展したことを受け、帯鋸の腰入れや目立

ての自動化、 NCルータによる成型加工、乾

燥コス ト低減のための乾燥機の自動化に取り

組んだ。他方、 大型構造物への大断面集成材

の急激な需要拡大を背景にして、すでに集成

材製造技術は確立していたものの、その品質

の確保ならびに性能評価が求められるように

なった。このため、ラミナの接合強度やその

評価方法、製造基準の明確化、耐久性の評価

方法等について取り組みを行った。また、優

良な木材資源、の枯渇に伴い、早生樹等の人工

林材の有効活用が求められ、木材資源、の新た

な需要開発のための製品開発が求められた。

このため、スギ等早生樹材や廃材を用いた次

世代木質材料の開発を進めた。

1990年代半ばには、地域の林業 ・木材産業

を活性化させることが急務とされ（林野三法

の成立）、人工林蓄積の多くを占めるスギ材

の需要拡大のために、その中小径木の利用促

進のための加工技術開発研究が求められるよ

うになった（図－1）。このため、スギ中小
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図－ 1 スギ原木供給の多様化

丸太の利用目的に即した木取りの最適パター

ンの解明や、集成材ラミナや板材を有効に製

造する木取り技術、ラミナ材の乾燥歩止り向

上や急速乾燥条件の解明にも取り組んだ。ま

た、その大断面製材への転換利用を見越して、

スギの各種大断面の製材品やタイコ材、カヤ

碁盤用材等の効率的な乾燥方法の開発に取り

組んだ。

2000 （平成12）年には住宅の品質確保の促

進等に関する法律（品確法）が施行され、そ

れまで以上に性能を明らかにした材料の供給

が求められるようになった。スギ材はほかの

建築用針葉樹材に比べて材内の水分が多く、

乾燥経費が必要以上にかかることが問題視さ

れ、既存技術をしのぐ大幅な乾燥時間短縮、

品質向上を実現するための高速乾燥技術の開

発に取り組んだ。他方、地球環境の保全を前

提としたゼロエミ ッションの工場生産が求め

られるようになり、製材工場においても廃棄

物を可能な限り削減しうる生産システムの確

立が求められるようになった。また、2002（平

成14）年にはバイオマス日本総合戦略が閣議

決定され、工場廃材のバイオマス資源として

の評価と利用が求められようになった。この

ため、加工の効率化のための研究とともに、

製材工場における廃材発生霊の調査に取り組

み、廃材処理方法のシステム化と省エネ化に

関わる研究を実施した。

2.研究の成果



図－ 2 製材試験

2. 1 製材 ・機械加工研究

2. 1. 1 新歯先処理帯鋸の鋸断特性

製材工場における生産性を向上させるには、

帯鋸の耐久性向上が必要である。このため、

帯鋸歯先の材質の相違が摩耗特性に与える影

響を検討し、ステライト、パウダーハイス、

超硬合金を付歯した帯鋸が従来の帯鋸と比較

して鋸断性及び耐摩耗性に優れていることを

明らかにした。また、帯鋸の年間保守費の計

算式を作成し、帯鋸の寿命についての経済的

評価方法を提示した （図－2）。

2. 1. 2 帯鋸腰入れ技術

腰入れ機のローラの圧締位置と長さ、圧締

圧、腰入れ量、背盛り量等の指標を定量化し、

これに基づいて腰入れの理論的な解析と検証

を行い、コンビュータ制御による自動腰入れ

のための基本式を示した。

2. 1. 3 帯鋸緊張装置の振動抑制技術

緊張装置の振動は挽き材面の仕上がりと歩

止りに影響するため、一般に使用されている

帯鋸盤の分銅ーレバー式緊張装置の減表振動

特性ならびに振動吸振装置の効果を明らかに

した。

2. 1. 4 帯鋸盤鋸車の回転数変化の解明

挽き材中に帯鋸に負荷がかかり、鋸車の回

転数が帯鋸盤の消費電力や挽き材面に影響す

る。このため、挽き材中の帯鋸盤鋸車の回転

数と消費電力の挙動を明らかに、適正な挽き

材の条件を示した。

2. 1. 5 製材作業の効率化
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国産材製材作業の作業時間分析を行い、作

業方法の問題点を摘出してそれらの改善方法

を示した。製材作業の標準化を目的として、

丸太形質等の作業条件から作業時間を推定す

るためのニューラルネッ トワークモデルを作

成した。また、 中丸太から高品質の製材品を

生産するための木取り方式を明らかにした。

2. 1. 6 機械加工作業環境の改善

製材や機械加工等の作業環境改善のための

集塵機開発に資するため、各種材料の丸鋸加

工時に生じる浮遊粉塵の詳細！なj解析を行った。

2. 1. 7 単板切削技術の高度化

振動切削法及び引き切り切削法を単板切削

に採用し、スギ材の単板品質が著しく向上で

きることを実証した。

2. 1. 8 NCルータによる成型加工技術

ルータの回転方向と繊維方向との角度が加

工面仕上げに与える影響を明らかにした。ま

た、加工面の品質評価のため鏡面光沢度測定

を応用した簡易評価方法を示した。

2. 1. 9 工場における木質残廃材の発生と利

用

製材工場において発生する木質残廃材の再

資源化利用を促進するため、それらの発生量

を把握し、利用上の問題点を明らかにした。

2. 2 木材乾燥研究

2. 2. 1 難乾燥広葉樹材の乾燥

乾燥が難しいホワイトオーク等3種の輸入

材の乾燥スケジュールを作成し、割れや狂い

の少ない乾燥材の生産方法を明らかにした。

2. 2. 2 乾燥室制御の自動化

広葉樹板材及びスギ板材の表面ひずみ挙動

と含水率の関係、表面ひずみの挙動と板厚と

の関係に基づいて、表面ひずみ測定装置によ

る乾燥室自動制御ができることを明らかにし

た。また、常圧下における湿球温度での飽和

水蒸気圧と水蒸気分圧との差を指標として、

乾燥スケジュールを関数化するとともに、乾

燥装置自動化のためのタイムスケジュールを



示した。

2. 2. 3 大断面製材の乾燥

高周波加熱減圧乾燥法による梁、 桁等大断

面スギ製材の乾燥スケジュール、蒸煮処理と

高周波加熱減圧乾燥を組み合わせることによ

るログハウス用スギたいこ挽材の乾燥方法、

碁盤用カヤ材の乾燥条件を明らかにした。

2. 2. 4 スギ材の乾燥スケジュール

背割りの有無、乾燥前の含水率選別を勘案

したスギ心持ち柱材の乾燥速度や割れの出現

頻度などの検討により、中温域での柱材のス

ケジュールの改良を行った。高温乾燥による

乾燥性への影響やスケジュールを明らかにし、

また、 前処理として丸太に爆煙処理を施すこ

とによる乾燥仕上げへの影響や製材品の爆煙

乾燥による処理性を明らかにした。

2. 2. 5 過熱蒸気処理技術

過熱蒸気の活用によって、無背割り心持ち

材の材面割れを抑制できる可能性を示した。

また、天然乾燥や通常の中温乾燥における材

面割れを防ぐには、過熱蒸気による前処理が

有効であることを明らかにした。併せて、過

熱蒸気処理下での含水率の変化や処理材の平

衡含水率の変化を明らかにした（図－ 3）。

2. 2. 6 無背割り心持ち柱材の高速乾燥技術

圧力容器内において高温の過熱蒸気雰囲気

（加圧状態）下で心持ち無背割り柱材乾燥す

ることによって、高温処理でも材面、内部と

もに割れを生じさせずに、 3日以内で乾燥が

可能であることを明らかにした。

3.今後の課題

「最近のニーズを踏まえた森林 ・林業 ・木

材産業分野のあり方 （平成12年）Jでは、循

環型社会の構築に向けた木質資源のより高度

な利用が、重要な政策課題のーっとして挙げ

られている。2001（平成13）年に新たな 「森

林・林業基本計画」が策定され、2002（平成
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図－ 3 過熱蒸気処理試験装置

14）年には「地域産材利用の推進方向及び木

材産業体制整備の基本方針」がまとめられた。

この中では、1999（平成l1)年の国産材需

要2,000万m3を2010（平成22）年には2,500

万m3にするとの目標が立てられている。また、

国産材の自給率は20%を切る事態となり、国

産材の需要拡大に資する木材の加工 ・利用技

術の開発に対する期待が高まっている。

人工林材の加工 ・利用技術に関して、製材

技術や、合板、集成材、 LVL等への転換技術、

乾燥技術が検討され成果を上げてきたが、今

後中径木や根曲がり材、小径間伐材などの新

たな用途の開発が必要であり、主製品と各種

用途の木質原料を能率的に生産する加工技術

が求められる。特に、製材品に占める乾燥材

の割合はこの15年間において着実に上昇して

きているが未だ10%台にあり、乾燥材供給用

のために一層の低コスト化技術と乾燥材品質

の向上技術とが求められている。循環利用社

会の構築に向けては、木材加工コストと同時

に環境への負荷を低減する見地からも、廃材

の削減技術や、工場廃材等のエネルギー転換

技術による資源循環利用型の木材加工システ

ムの構築が求められる。また、製材・木工工

場における低騒音化、低粉塵化技術など、安

全で快適な作業環境を創出する技術の開発も

必要である。 （黒田尚宏）



構造利用研究領域

1.試験研究の動向（背景と対応）

1. 1 材料強度研究

材料強度研究は、 1906（明治39）年、大蔵

省臨時建築部が国産樹種の建築材料としての

調査を山林局林業試験場に依頼したことに始

まった。国産の針葉樹 ・広葉樹合計29樹種の

試験結果を基に、 1914（大正3）年、大蔵省

臨時建築部より、「本邦産石材及び木材」と

して刊行され、長期にわたって建築設計の参

考資料として利用された。

大正から昭和初期には、強度に影響を及ぼ

す因子として、年輪1幅、比重、繊維傾斜及び

クリープ特性が取り上げられ、強度との関係

についての研究が開始された。戦後に入ると、

木材を構造部材として利用することを目的と

し、設計の際に基礎的な知見とされる荷重と

変形との関係及び木材の直交異方性について

検討された。その結果、当時の強度研究室を

中心に梁についての評価方式が確立され、そ

の後の集成材の強度について理論的な解析を

可能にし、 この分野の製造技術に大いに貢献

した。

さらに、木材全般にわたる試験方法が検討

され、日本工業規格 QIS）の木材試験法の

制定 (1958（昭和33）年）に貢献した。そし

て、この標準試験方法に基づいて国産主要樹

種の性質を明らかにするための研究が開始さ

図－1 製材品の闘げ破壊試験
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れ、強度については1982（昭和57）年にまと

められた 1）。また、東南アジアから輸入材

の増加を背景に、 1964（昭和39）年から南洋

材の性質についての研究が開始され、これら

の成果は南洋材の利用指針として有効な役割

を果たしてきた。

1980年代に入ると、従来、木材の許容応力

度の設定の基礎として利用されてきた無欠点

小試験体による強度データに代わり、実大材

による強度データ（図－1）を蓄積していく

ことの必要性が一層認識されてきた。そこで、

構造用材として使用される国内外の樹種を対

象に、実大材による曲げ ・縦引張り ・縦圧縮

試験が実施され、節などの欠点による強度低

減を明らかにするなど、構造用製材の強度等

級区分法についての研究が進められた。

また、スギ中目材の利用拡大を目的に、ス

ギ平角、丸太、たいこ材の曲げ強度を明らか

にするともに、試験体の形状の影響を明らか

にし、試験体の形状 ・寸法や含水率が曲げ・

縦引張り・縦圧縮強度に及ぼす影響について

の検討が開始された。さらに、製材品や丸太

の非破壊的に測定される静的 ・動的ヤング係

数（図－ 2）によって強度を推定する手法に

ついても検討された。

最近では、森林総合研究所が事務局となり、

公立の試験研究機関で得られた強度データを

図－2 丸太の非破i裏手法によるヤング係数の測定



一括集積し、「製材品の強度性能に関するデー

タベース」が構築されつつあり、今後、規格・

規準の改正への貢献が期待される。

1. 2 接合研究

1980年代後半から1990年代前半にかけて、

ドリフトピン、シアプレートといった大規模

木質構造用の耐力の大きな金物接合部につい

て集中的に研究を行い、その結果を基に、日

本建築学会編「木質構造設計規準・同解説J

に許容耐力を示し、大規模木質構造の発展を

推進した。また、同じ時期に、かねてより提

唱してきた在来軸組構法における継手・仕口

の金物補強に関する研究を進め、各種金物接

合部の強度評価を行ったo

1995 （平成7）年の阪神・淡路大震災の後、

金物による接合部の補強はより一般的なもの

となり、現在では建築基準法、品確法、住宅

金融公庫の標準仕様書のいずれにおいても各

種補強金物の使用が厳しく義務づけられてい

る。

1~90年代後半以降、スギの需要拡大に資す

るため、スギ高速乾燥材やスギ異樹種複合集

成材の接合強度の評価、メタルガセットトラ

スへのスギの応用などの研究を行った。また、

我が国古来の伝統建築における接合部の構造

的評価も、積極的に行ってきた。

1. 3 構造研究

構造研究は、 1950年代より集成材による大

型建築の研究を開始した。 1970年代からは筋

かいや合板等を用いた耐力壁による今目的な

在来軸組構法や、枠組壁工法、プレハブ構法、

丸太組工法による住宅、大地震による木造建

物の被害調査を行い、その耐震化の研究を

行ってきた。 1978（昭和53）年の宮城県沖地

震を契機として始まった建設省、科学技術庁

等との共同研究では、一連の耐力壁や床・屋

根構面の研究を行い、その成果は新耐震設計

法に盛り込まれた。また、 1980年代には集成
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材のトラス・ラーメン構法による大規模木造

建築の研究を集中的に行い、 1987（昭和62)

年の建築基準法改正に貢献した。 1995（平成

7）年の兵庫県南部地震では、古い時代に建

てられた木造住宅が倒壊し、比較的新しい時

代に建てられた住宅（新耐震基準による）は

被害が小さかった。そこで改めて木造住宅の

耐震性評価が必要となり、 1995（平成7）年

に香川県の多度津工学試験所にて実大木造住

宅6棟の振動台実験が行われた。また、 1996

（平成8）年3月には、森林総合研究所内に

木質耐震・快適性工学実験棟が完成し、 2階

建木造住宅規模の擬似動的応答実験や木造耐

力壁の振動台実験が可能になった。 2000（平

成12）年度には在来軸組構法の床の施工を合

理化する目的で、厚物合板を利用することに

より根太を省略する構法の検討を行った。

1997 （平成9）～2000（平成12）年度に実

施された「木材利用促進のための緊急支援研

究開発」では、公立の林業・林産業関係試験

研究機関を支援し、国産材を利用した構造部

材の開発とその性能評価を行った。公立試験

研究機関との連携は、 2002（平成14）～2006

（平成18）年度に実施する「国産材利用の為

の地域と共同した加工技術の開発及び強度

データベースの構築Jに受け継がれ、岩手県、

岡山県、広島県と地域産材を活用した耐力

壁・水平構面の開発及び性能評価に関する研

究を実施中である。 2000（平成12）～2004（平

成16）年度の「スギ高速乾燥Jでは、壁・床

に組み込まれたスギ乾燥材の強度的品質評価

を、 2001（平成13）～2004（平成16）年度の

「バイオリサイクルjでは、建設リサイクル

法施行で大量に発生する木質建設廃材の用途

として厚物の再構成木材を想定し、それらの

需要拡大を図るために厚物再構成木材を使用

した壁・床の開発と性能評価を実施している。

また、 2003（平成15）年度からの2年間、文

部科学省の大都市大震災軽減化特別プロジェ

クトにコア機関として参加し、 e－ディフェン



ス（兵庫県三木市に造られた世界最大の震動

台）実験の準備的研究として、既存木造住宅

の劣化と構造性能との関係解明に取り組んで

いる。

1. 4 木質環境研究

木材を活用して居住環境の質的向上を図る

“木質居住環境の改善に関する研究”は、林

業試験場木材部物理研究室で行われ、 1988（昭

和.Jfl:3)年の組織再編に伴い新設された森林総

合研究所木材利用部木質環境研究室に引き継

がれた。 2001（平成13）年の独立行政法人化

後、快適性評価チームを経て、木質構造居住

環境研究室において、木質居住環境の改善に

関する研究を推進中である。温熱環境につい

ては、木造住宅がコンクリート住宅に比べ、

「温まりやすくJf冷めにくい」といわれて

いる点を実験的に解明した。また、木造住宅

のl耐久’性の向上を目指して、実際の木造住宅

を用いて建築廃材を原料とする粒状木炭の調

湿効果を実証した。交付金プロジェクト「機

能性木炭 (1998（平成10）～2002（平成14)

年度）Jでは、実大規模のコンクリート布基

礎モデルにおいて、木炭敷設による床下の調

湿機能の持続性を検証した。音環境について

は、木造住宅の軽量及び重量床衝撃音遮断性

能の向上を目指した。

軽量床衝撃音については、床の表面仕上げ

材料を改善することにより、また重量衝撃音

については床構造の質量を増加させることに

より、それぞれの床衝撃音レベルを低減でき

ることを実証した。木質環境の快適性評価に

成7）年度）Jでは、木造床の遮音性、歩行

安全性、及び蓄熱性の向上技術を開発し、特

別研究「新機能性内装材 (1997（平成9）～

1999 （平成11)年度）Jでは、吸音性木質内

装材を開発した。交付金プロジェクト「国産

材利用（2002（平成14）～2006（平成16）年

度）」では、スギ単層フローリングと遮音材

の積層複合化によって、民家型工法床の床衝

撃音遮断性能の向上を図った。

農林水産バイオリサイクル研究では、再構

成木材による床・壁の遮音性能向上技術の開

発（2002（平成14）～2003（平成15）年度）

を担当し、厚物パーティクルボードを活用し

て、根太や受材を省略して施工を合理化して

も、重量床衝撃音遮断性能が低下しないこと

を実証した。

2.研究の成果

2. 1 材料強度研究

2. 1. 1 日本産主要35樹種の強度的性質

日本産主要樹種の利用上の基礎資料を得る

ため、針葉樹11種、広葉樹24種について、気

乾状態での無欠点小試験体による強度試験を

行い、樹種別の強度特性を明らかにした。

2. 1. 2 製材品の非破壊的手法による強度推

定

製材品の非破壊的に求めたヤング係数と曲

げ・縦圧縮・縦引張り強度との関係を明らか

にした 1)。これらの考え方と強度データは、

構造用製材の，JASの制定に貢献した。

2. 2 接合研究

ついては、木造住宅の床衝撃音に対する生理 2. 2. 1 接合の耐力発現機構の解明

応答を指標とした床衝撃音の不快感の評価の 接合部を強度設計・構造計算する上で、釘

可能性とともに、心理音響解析による木造住 やボルト・ドリフトピンなど、その基本的単

宅の床衝撃音遮断性能評価の可能性を示した。 位である 1本当たりの強度や変形能力等の耐

また、木材への接触時の快適性評価を行うた 力発現機構を知ることは重要である。このた

め、木材に接触した時の温度や熱流の変化と め、ドリフトピンをはじめとする rdowel型j

生理応答ゆ関係を明らかにした。この間、特 接合具のめり込み特性やクリープ特性に関す

別研究「複合部材 (1993（平成5）～1995（平 る研究を行った。
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図－ 3 モーメント抵抗援会部の加力実験

2. 2. 2 大型構造用接合部の開発と評価

大規模木質構造やラーメン構造を実現する

上で重要な技術である「ドリフトピンを用い

たモーメント抵抗接合部Jの構造耐力に関す

る研究を行った（図ー 3）。また、その接合

部が地震などによって大変形を受けたときの

補修方法についても技術開発を行った。

さらに、大型構造用接合部の典型的な応用

例として、近年建設数が増加している木橋を

対象に、接合部の保守 ・管理方法の確立を目

標としてさまざ、まな調査を行った。

2. 2. 3 住宅用接合金物の評価

補助接合金物については、新しい金物自体

の開発、使用実態に即した施工方法、屋外暴

露実験による劣化等に関する多くの研究を

行った。接合の耐力を金物のみに依存する金

物構法用金物については、代表的な数種につ

いて実験を行い、その構造特性を検討した。

2. 2.4 スギの需要拡大のための接合研究

交付金プロジェクトで進められてきた高速

人工乾燥されたスギ材を対象に、プレカット

接合部の強度、補助金物の接合強度に関する

研究を行った。また、従来スギを使うことが

許されていなかったメタルガセットトラスの

実大実験を行い、等級区分されたスギなら十

分使用可能であることを示した 2）。この成

果を基に、スギトラスを用いた畜舎が宮城県

に建築された。

中心屈にスギラミナを外層に異樹種のラミ

ナを配置する異樹種複合集成材について、接
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図－ 4 実大土壁の公開加力実験

合強度の研究を行い、その強度特性が両者の

中間的な値を示すことを明らかにした。

2. 2. 5 伝統構法の耐力発現機構の解明

伝統架構を温故知新的に検討するため、伝

統継手の強度試験をはじめとして、実大の斗

組、架構、土壁に関する研究を行った（図－

4）。これらの結果は2010（平成22）年に予

定されている平城京大極殿の復原に関する貴

重な資料となった。なお、この公開実験には

数百人の見学者があり、その結果はNHK等

多くのマスコミで大々的に取り上げられた。

2. 3 構造利用研究

2. 3. 1 木造住宅の耐震性向上に関する研究

多度津で振動台実験に供した6棟のうち 1

棟は森林総合研究所が協同中央住宅とともに実

験計画と解析を担当した。 1997（平成 9）～

1999 （平成11)年には日本住宅パネル工業協

同組合（図－ 5）、大和団地鮒（現、大和ハ

ウス工業側）、伊藤建友側の各社との共同研

図－ 5 慢似動的応答実験



図－ 6 厚物合板を使用した床の集中荷重試験

究により、木質耐震 ・快適性工学実験棟の装

置を使用して擬似動的応答実験を実施し

た3）。 1997（平成 9）年度の「市民の安心

を確保し安全な市街地を創出するための総合

的な地震防災に関する研究J（科学技術振興

調整費 ・生活 ・社会基盤研究）においては、

耐力壁強度の速度依存性の解明を行った。

2. 3. 2 厚物合板の構造性能評価

厚物合板による床の性能の向上を図るため

に、水平構面としての性能、集中荷重に対す

る性能（図ー 6）及び釘接合部の強度を解析 ・

評価した。これらの成果は、厚物合板利用マ

ニュアルに盛り込まれた。最近では国産材を

使った厚物合板が生産され、需要が飛躍的に

増えている。

2. 3. 3 国産材を利用した構造部材の開発

「木材利用促進のための緊急支援研究開発J

において、 1998（平成10）～2000（平成12)

年度には、広島県、福岡県と「国産材を利用

した耐力壁の開発及び、評価J、鹿児島県と「国

産丸太材用途開発のためのポールファウン

デーションの設計法の確立」、岡山県、広島

県と「国産材を利用したダイアフラムの開発

及び評価」を実施した。

2. 4 木質環境研究

2. 4. 1 木造住宅の温熱的特徴の解明

駆体の蓄熱性に着目し、 RC造と比べて木

造住宅各部の断熱性や熱君主量の改善点を明ら

かにした。
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図－ 7 床衝撃音に対する生理応答測定

図－ 8 厚物パーティクルボードを張った木造軸組床

2. 4. 2 木炭敷設による床下調湿機能の解明

実大のコンクリート布基礎モデルで建築廃

材を原料とした木炭の床下の調湿機能の持続

性を実証した。

2. 4. 3 木質構造の床衝撃音レベル低減に関

する研究

実大木造モデル床の高剛性化や高密度材料

の積層複合化により、床衝撃音レベルを低減

できることを実証した（図－ 7、 8）。

2. 4. 4 生理応答を指標とした木質環境の快

適性評価

床衝撃音に対する不快感や木材への接触時

の快適感について、生理応答を指標として、

評価できることを明らかにした4）。

3.今後の課題

3. 1 材料強度研究

現在、木材の試験方法や評価方法について

ISOによる国際規準化が進められており、我

が国において、これまであまり検討されな



かった実大材によるめり込み強度やせん断強

, 度などの評価方法について、さらに検討して

いく必要がある。また、近年、橋、ダム、防

護柵など土木構造物への木材の利用が見直さ

れており、土木構造部材としての利用を目的

とした研究が要求されている。

3. 2 接合研究

今後の研究課題は上に述べた五つの方向性

の延長線上に存在するが、新たな課題として

は、既存木質構造の耐カ評価技術の開発があ

げられる。現在のレベルで木質構造の量が推

移すれば、今後確実に既存木質構造は増加し

てくる。したがって、接合部の残存耐カの非

破壊的推定方法の確立や補修・補強のための

技術開発がさらに必要となるであろう。

3. 3 構造利用研究

既存木造住宅の経年劣化等による構造性能

の低減を定量的に評価し、適切な維持管理指

針を提示することが木造住宅に対する信頼を

高める上で不可欠となっている。木造住宅に

留まらず、大・中規模の木質構造物、土木施

設などに対する構造性能の評価技術を開発す

る必要がある。また、木質構造の動的性能及

び動的性能と静的な性能評価との関係につい

て、最近一部明らかになってきているが、そ

の解明を促進する必要がある。

3. 4 木質環境研究

環境負荷の低い木質資源を活用して木質環

境の改善を推進するため、パーティクルボー

ド等の再構成木材や建築廃材を原料とした木

炭の利用を推進する必要がある。特に、厚物

パーティクルボードについてはiその剛性や

断熱性を活かし、施工の合理化をすすめなが

ら、床や壁の下地材としての利用方法を開発

していかなければならない。また、居住者の

観点から木質環境の改善を推進するため、各

種の物理量計測と並行して、人間の生理応答

や主観評価に基づいた木質居住環境の快適性

評価を重視した研究を推進すべきである。

（神谷文夫）
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森林管理研究領域

1. これまでの歴史

森林計画及び森林経理分野の研究は、林業

試験場発足当初は造林部の経営、測定、営農
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林牧野の各研究室で取り組まれ、国有林野特

別経営事業に伴う林業上諸種の試験研究が主

として行われていた。 1949（昭和24）年の機



構の整備により新たに経営部が設けられ、測

定、航測、営農林、経営、経済の各研究室と

なった。当時の研究分野は、木材生産増強が

主流の時代背景もあり、森林計画のための森

林資源量の把握や推移予測、森林施業と林木

成長の関係から材積推定を行う研究などが主

なものであった。戦後は、空中写真判読、標

本調査法、統計数理の応用、電算機など先進

的な技術導入も図られ、空中写真はその後の

人工衛星からの画像解析を行う遠隔探査研究

室へ、電算機は電算機室の開設へと発展した9

牧野研究と林野開拓の問題解決が求められた

営農林牧野研究室は、農業と結びつく森林を

意図した混牧林研究として引き継がれ山地畜

産マニュアルの完成に至ったが、 1980年代に

なると森林はそれまでの単なる林木生産の場

としてから、環境あるいは保健休養といった

人々との生活とに関連する多面的な機能が強

く求められるようになり、 1988（昭和63）年

に森林環境、風致分野を意識した環境管理研

究室に再編された。現在の森林管理研究領域

がその指導と研究を担った。戦後、拡大造林

による人工林の間伐時期を迎えると、間伐効

果及び人工林や天然生林の構造分析など成長

に関連する研究を中心に進められた。相対幹

距を指標とした林分密度の異なる施業法や地

形環境の差違による生育状況を長期的に観測

する乙とも収穫試験地で開始された。試験地

は当初、営林局の調査課によって担当され、

戦後は林業試験場の各支場が担うことになっ

た。

このように、戦前はほとんどが材積表の調

製や収穫表の作成に関するものであったが、

1950 （昭和25）年以降はビッターリッヒ法の

研究なども進展した。成長を予測する上で重

要な林地の地位については、数量化理論によ

る判定や地位指数曲線の作成が行われ、拡大

造林によって成林した林分の成長予測に広く

全国で適用された。林分密度管理図の現地適

用に関しては、全国規模でスギやヒノキなど

主要樹種の林分密度管理図の作成が行われ、

実用に供された。森林計画の分野では、電算

は、森林の資源量や構造的形態を計測する分 －機利用による保続計画の作成手法の研究が行

野と、森林施業と林木成長の関係から材積推 われ、実際の森林計画に使用されるまでに

定を行う森林計画の分野、それと森林の多面

的機能の一つである環境、保健休養に関連す

る研究分野とからなっている。

2.試験研究の動向

2. 1 森林資源計測研究

明治維新以後芽生えた我が国の林業研究は

ドイツに学ぶ森林経理理念であり、 1905（明

治38）年誕生した林業試験所では、簡易測量

法、測樹、林価算法、森林施行法などが実施

され、 1910（明治43）年林業試験場に改称後

も、森林の測定及び計画、材積測定に関する

研究が行われた。また、 1934（昭和 9）年に

は各営林局に人工林収穫試験地が設定された。

当時、収穫表の重要性を痛感していた寺崎

渡の働きにより、 1938（昭和13）年固有株が

組織的な収穫表の調整を開始し、林業試験場
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至った。 1980（昭和55）年には、収穫試験地

の測定データが充実してきたこともあり、林

分の成長解析や高齢級林の収益性予測、複層

林収穫予測の研究が主となった。 1990（平成

2）年以降は、地球規模での環境問題に絡む

温暖化防止として、森林バイオマス量の推定

をはじめ、スギ花粉の飛散推定など、森林資

源を基とする指標推定には必須の研究分野と

なっている。

2. 2 空中写真、衛星リモートセンシング研

究

戦後、新たな森林調査法として急速に進展

したのが空中写真計測である。 1953（昭和

28）年から空中写真を併用した標本調査法の

研究が開始され、写真判読による林相区分や

樹冠面積、本数を計測し材積推定を行う研究



が行われた。 1965（昭和40）年ごろには赤外

カラーフィルムなど、多様なフィルムを用い

た季節別、縮尺別撮影と地上調査を実施した

結果に基づき、写真材料と森林判読、標本調

査法の基礎研究も行われた。林分写真の濃度

を測定して林分ごとの特徴を求める測定も行

われ、解析の電子計測の研究が進んだ。 1972

（昭和47）年には、米国の地球探査衛星アー

ツが打ち上げられ、最新科学技術である人工

衛星搭載のセンサー観測による宇宙からの森

林解析が始まった。写真とは異なり、太陽光

からの反射スペク トルをデジタル的に処理す

るため高度な画像処理技術が求められ、ハー

ドウエアの構成からプログラム開発、応用解

析に至るまでが主な研究課題となった。特に、

1988 （昭和63）年にアメリカから導入したエ

ンジニアリ ングワークステーション（EWS)

をベースとする画像解析装置「System600J

では、飛躍的に高速、大容量に解析すること

ができ、衛星画像解析の先導的研究に活躍し

た。 1990（平成2）年前半は日米欧からさま

ざまな衛星が打ち上げられ、多種、多時期の

解析が可能となった。同時にパーソナルコン

ビュータの技術革新が始まり、 GIS技術と合

わせて地図情報と組み合わせた統合的な解析

技術へと進んだ。これらの研究、解析技術は

国内外への普及、とりわけ東南アジア諸国へ

の指導に大きな働きとなった。

2. 3 環境、レク リエーション研究

1980年代に入ると森林はこれまでの木材生

産の場から、自然環境や生活環境の場として

森林を捉える気運が出てきた。森林が持つ多

面的機能として、環境、風致、保健休養、レ

クリエーション、教育的効果などである。そ

れらに対応すべく新たな分野として研究者を

増強し、さまざまな環境研究分野に取り組ん

できた。ただ、産業技術や植物生態の研究と

は異なり、人が介在する分野でもあるため、

複雑 ・多岐にわたる取り組み方が望まれる反
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面、長期的な展望に立った総合的な研究推進

が求められる研究分野である。

3.最近の研究の成果

3. 1 資源解析

3. 1. 1 透明検証

地球温暖化防止条約に基づく 3条3項の新

規植林、再植林及び森林減少による森林の炭

素貯留量等の変動に対応できるようにと実施

されたのが、透明かつ検証可能な手法による

吸収源の評価に関する研究（2001（平成13)

～2003 （平成15）年度）である。ここでは、

林野庁と共同で暫定プロットを全国各地に設

定し、吸収量を算出するのに必要な基本パラ

メータを信頼性の高いレベルで計測、提出す

るとともに、得られた基本パラメータを用い

れば、約束期間中に個別林分が獲得する森林

統計から得られる基本的なデータと、一部の

環境条件を測定するだけで科学的に評価でき

るシステムの開発を目標とした。その結果、

幹材積を総バイオマス量に換算するための拡

大係数については、国内の主要樹種について

IPPC-LULUCFグッドプラクティスガイダン

スの資料として示し、検証用試験地としては、

収穫試験地等39プロットのバイオマス調査を

行い、バイオマス拡大係数の精度を向上させ

た。間伐施業が及ぼす林分成長と気温などの

環境条件との関係についても求めた（図－ 1）。

バイオマス髭測定問査
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国有林向の国定以験地

および収積院峨地

邸格
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図－ 1 バイオマス量測定調査の槻要
＊第E章巻頭にカラー図潟載。



3. I. 2 スギ花粉

スギ、ヒノキは造林樹種として大変優れて

おり、戦後広大な面積に植林されてきたが、

成長とともに大量の花粉を飛散させ、また、

一方で生活様式の変化も加わって、アレル

ギー疾患の原因となり、春先には多くの人が

スギ花粉症で悩むことになった。この花粉症

の被害を軽減するべく、飛散状態を予測する

花粉情報を発表することになったが、関東地

方のスギ、ヒノキ林についてその分布図を作

成し、より高精度の花粉飛散予測モデルを確

立することになった。

スギ林の分布データセットを作成した結果、

1995 （平成7）年花粉発生源の対象となるス

ギ林は関東平野を取り巻くように分布してお

り、埼玉県・東京都の西部、茨城県北部、赤

城山付近、伊豆半島なと、で分布密度が高かっ

た。ヒノキ林もほぼ同様の分布を示したが、

分布密度はスギの約 1/3であった（図ー 2）。

将来のスギ花粉発生源面積は、主伐が停滞

した状態では今後20年間に約25%増加し、ヒ

ノキの発生源面積は今後も大幅に増加すると

推定された。

~.2 航測研究、遠隔探査

リモートセンシング技術を活用した研究は、

それまでは主としてセンサー画像の前処理技

I 
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図－ 2 花粉発生源となるスギ林の広域分布図
(1995 （平成7）年〉

＊第E章巻頭にカラー図掲載．
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術の高度化であったが、徐々にさまざまなプ

ロジェクト内での森林資源把握のための研究

として取り組まれるようになった。

タイ熱帯林の生育環境と季節変動の観測研

究では、水分環境の変動によって季節変化を

示す熱帯季節林を対象に、森林の分布と生育

状況の季節変動及びその経年変化を、広い範

囲を長期で観測できる手法を開発することと

なった。ランドサット衛星のTM画像を用いて、

タイ北部のチェンマイでは、熱帯山地常緑林

地帯を対象に、雨期の終わりから乾期の終わ

りにかけていくつかの衛星画像を重ね合わせ、

落葉林から常緑林への移行帯が標高700～

800mにかけて分布している様子を鮮明に抽

出した。また、タイ中部のカンチャナブ、りで

は、フタパガキ科を主体とする混交林が優勢

であるが、現存植生と標高との関係はあいま

いで、水分環境よりは人為的な影響（とくに

火入れ）によって複雑な植生分布が示されて

いる様子が抽出された。ここでは、 TMデー

タによる近赤外と中間赤外データを用いる水

分含有指数（LWCI)を開発し、植生の乾燥

状態を相対的に観測することで水分環境区分

図が作成された。

2000 （平成12）年になると、新たなセンサー

による観測も行われるようになった。航空機

やヘリコプターにレーザー光を用いた測距器

(LIDAR）を搭載し、上空から森林表面の凹

凸計測を行うものである。これによって、森

林の垂直方向における断面構造の解析や、地

表面におけるわずかな微地形が求まり、現地

計測では不可能であった立体的な把握技術が

進み、立木位置、本数、樹高の計測の高度化

が図られた（図－ 3）。

3. 3 環境、レクリエーション

3. 3. I 環境レクリエーション

森林が持つ、レクリエーション機能に関す

る研究として、森林レクリエーション資源の

分布に関するものと、観光レクリエーション
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図－3 林冠の階層術造の模式図 （左）とレーザー測

距による林分断面 （右）
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

のために森の管理が効果的な場所を選定する

手法に関するものが取り組まれた。前者は、

・レクリエーション需要が高い首都圏近郊で、

保健休養や余暇活動として利用される森林を

整備するための計画策定に使用できる手法を

検討した。対象地域として、 平地林地帯であ

る霞ヶ浦流域の808箇所の観光レクリエー

ション資源 ・施設のうち、無形文化財など地

理的に把握が不可能なものを除く528箇所を

対象に実施した。位置情報を国土数値情報の

3次メ ッシュ （約 1kmメッシュ）単位に取

りまとめ、森林管理面からみた重要度を基準

に得点を付与した。画像処理の一つである 3

×3のフィルタリング手法を行いて周囲との

重み付けを計算し、定量化を図った。

その結果、①自然資源が車越した地域 (11

箇所）、 ②歴史文化資源、が卓越した地域（30

箇所）、③自然 ・文化両資源が卓越した地域

(12箇所）、 ④山間型レクリエーション施設

を導入した地域 (14箇所）、 ⑤都市型レクリ

エーション施設を導入した地域（4箇所）、

＠そのほか（4箇所）に類型化できた。また、

地域の広がりも最小 1メッシュから最大66

メッシュまでのi隔が見られた。これにより、

現実の森林計画区に対応した地域のレクリ

エーション的な類型や、その拡がりを判定で

きる評価手法が開発できたため、地域の森林

整備計画や市町村森林整備計画に応用するこ

とで、余暇活動と森林との地理的関係を具体

的かつ定量的に把握することができると期待

される。
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次に、管理側の立場に立って、積極的森林

づくりが行える、効果が期待できる重要な地

域を判定し、類型化する手法も開発された。

上記の平地林地帯としての霞ヶ浦流域に加

え、地勢や林況が大きく異なる茨城県八構多

賀流域を中山間市町村が多い地域として入れ

た。二つの流域内の観光レクリエーショ ン資

源 ・施設の数は、 1 km2当たり、八溝多賀流

域で0.23箇所、 霞ヶ浦流域で0.24箇所と大差

はなかった。そこで、地理的メ ッシュ手法を

用いてポイント計量を行い、特に効果的と判

定された重要地区は、八溝多賀流域で36箇所、

霞ヶ浦流域で75箇所となり、単位面積当たり

に換算するとこれも大差はない。しかしなが

ら、それらを地形の形状や森林型及び植生の

形態などをもとに細分化し、さらに、歴史的

文化的な要素や農山村か都市型かなどの集落

形態を考慮すると、流域により大きく異なる

ことが判明した。これらの結果から、八構多

賀流域は、凹地伏の谷間の集落作った山間レ

クリエーション施設や、 川沿いの湿原 ・渓流

釣りなど自然資源に依存した観光レクリエー

ション地区であり、霞ヶ関流域は平地に点在

する市民の森や神社仏閣などの平地林や、伝

統的な城下町や研究学園都市などの市街地を

中心とした観光レク リエーション地区が多く

見られることがより明確化されたのである。

3. 3. 2 ランドモザイク解析

近年の急激な土地利用改編などにより本来

の森林が分断化され、それによる生態系の劣

化が懸念されている。そこで、分断度合に関

するモニタリ ング法として、ラン ドモザイク

解析による森林の分断度合いの定量化に取り

組んだ。対象地域は、茨城県西茨城郡七会村

と筑波山系加波山周辺を対象とした。前者は

全面積の83%が山林が占める農村地域であり、

後者は小規模ならが山頂付近にブナ、アカガ

シの自然林が残る山岳地域である。

1992 （平成4）年及び1993（平成5）年の

空中写真から現存植生図を作成し、GIS化し
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図－ 4 植生パッチ数とパッチサイズの分布 （七会村
（左）と加波山 （右））

た。分断度合いは、植生のパッチ数、パッチ

サイズ、植生パッチの総エッジ数に占めるほ

かの森林植生と隣接するエッジの割合の3と

おりとした。その結果、加波山では20ha以上

の植生パッチが森林面積の21%、 5ha未満の

植生パッチが21%だったのに対し、七会村で

は36%、36%となり、加波山と比べて小面積

パッチの割合が高く、また、パッチの数から

も小面積の数が多数分布していることが示さ

れた。植生タイプ別では、七会村の落葉広葉

樹林では20ha以上のパッチが全面積の約半分

を占め、分断化が進んでいなかった。隣接す

るエッジとの割合からは、両地域とも森林と

しての分断度合いは低レベルにあると判断し

てよいことが判明した。これらは、古くは薪

炭林生産、近年はシイタケ原木生産に用いら

れ、かつスギ・ヒノキの造林不適地であった

ことが分断化が抑えられた理由として考えら

れた。このように、 森林分断度合いの定量化

が行えるようになったことで、より地域森林

計画策定への科学的数値の取り組みが可能と

なった（図－ 4）。

4.今後の課題

4. I 資源解析

1992 （平成4）年に地球サミットが行われ、

木材生産だけでなく森林の多種多様な機能の

保続を目指す「持続可能な森林経営Jの実践

が強く要請されるようになった。「持続可能

な森林経営Jでは、科学的なモニタリングが

大変重視されている。また、同時期に気候変

動枠組み条約が採択され、京都議定書で温室

効果ガス排出削減義務が定められ、我が国は、

透明かつ検証可能な方法で、森林に関する

CO2吸収 ・排出を報告する義務を負う ことと，

なった。この二つの動きによって、 CO2に直

接関係する森林バイオマスや、生態学的な森

林タイプ、森林の分断化などランドスケープ

の計測など、森林の種々多様な側面の計測が

強く求められる時代となり、当分野でも林野

庁と密接に協力し、研究を進めている。

4. 2 環境計画

森林セラピーについては、高齢化社会の進

展、生活習慣病の拡大、子どもたちの不登校

や穆など心の健全性の確保等が今後ますます

必要になってきており、森林浴による癒し効

果を科学的に検証し、療法メニューの開発や

セラビートレイルのデザインなどに関する研

究が待たれている。また、環境教育について

も、子どもたちの創造性や活力を育むために、

森林空間を活用した教育プログラムの開発や

環境教育に適した森林の保全活用手法の確立

が望まれている。 （中北理）

林業経営 ・政策研究領域

1. はじめに

森林総合研究所における林業経営 ・政策研

究領域関係は、1949（昭和24）年に林業試験

場時代の経営部に経営研究室が設置されたと
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とに始まる。その後、 1952（昭和27）年には

経済研究室が設置され、経営分野の基本的研

究体制が確立された。それ以来、経営研究室

は個別の森林経営問題を、経済研究室は林業



生産を巡る経済的な側面の研究、特に木材流

通・市場に関する研究を行ってきた。

その後、いくつかの組織の改編を経て、

2001 （平成13）年の独立行政法人化に伴う組

織改編により現在の組織構成がで、き上がったo

当研究領域は当時の林業経営部経営管理科が

一つの組織として独立したものであり、林業

動向解析研究室及び林業システム研究室、

チーム長（現在、担い手育成担当）から構成

されている。当研究領域が担う主な研究課題

は「森林・林業・木材産業政策の企画立案に

資する研究分野Jであり、従来以上に行政や

政策との密接な関連をもつこととなった。

2.試験研究の動向

2. 1 経営問題の研究

経営研究室では常に森林管理の担い手問題

が中心的研究課題のーっとなってきた。

まず取り上げられたのが農家林家である。

当時は我が国の農家経済の中に育林業的な展

開がかなり顕著に見られ、林業改良普及事業

の主要な政策客体である農家林業に関する基

礎データを収集する必要があった。このため

各地において農家林家の実態調査が精力的に

行われ、普及事業の政策客体の圧倒的多数が

農家であることを明らかにした。当時は農家

林家の林政上の位置づけや政策客体としての

的確性などの討議が華々しく行われた時代で

あり、当所におけるその研究成果は林業基本

問題答申や林業基本法の審議過程においても

活用された。

昭和40年代に入ると、研究に大きな影響を

及ぼすような社会経済的枠組みの変化が起

こった。すなわち、日本経済が驚異的な発展

を示す一方で都市部での人口が急増し、生活

環境の悪化が指摘された。また、森林・林業

関係においては産業としての林業の確立を目

指した林業基本法の施行にも拘らず外材輸入

の激増とともに園内林業が急速に停滞し始め、

山村における過疎化の進行や所得の低下が顕
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著となり、林地の転用の進行など、問題が多

様化してきたのである。また、群界経済は石

油ショックに苦しみ、経済のグローバル化も

進んだ。このような情勢の変化は当領域の研

究にも大きな変化をもたらした。

期待された農家林家が日本経済の発展とと

もに昭和40年代を中心に若年家族労働力の流

出や離村などによって次第に困難な状況が生

まれ始めるとともに、経営研究面においては

新たな森林管理の担い手の問題の研究も始

まった。

昭和50年代の成果として、山村集落を対象

にして森林管理を担う者の実態調査に関する

研究が本・支所一体となって実施された研究

がある。この研究では各支所は統一した様式

によって過疎化段階区分と挙家離村跡地の森

林管理実態を調査した、その結果、林家は離

村後も山村保有を続けることが多く、森林管

理の後退と作業能率の低下を防ぐために公的

機関の管理代行と森林管理組織再編成の必要

があることが指摘された。山村振興調査や林

業構造改善事業調査など、行政需要による諸

調査の要請がますます強まったのもこの時期

である。

昭和60年代は、プラザ、合意とその直後に始

まった急速な円高の進行、ガット・ウルグア

イ・ラウンドの合意、第二次産業を主とする

生産拠点の海外移転等、国際的な経済と環境

保全の進行の荒波を受けた年代であった。急

激な円高は木材輸入の増大を招き、用材にお

ける国産材の割合は昭和55年代半ばに初めて

20%を割り込んだ。

こうしたことから林業・林産業の経営の収

益性が従前にも増して危機的状況を呈し始め

た。このため、農林業センサス等の統計書や

現地調査結果の分析により、伐期の延長、就

業者の減少・高齢化、作業の委託・請負化の

進展などの構造変化の実態を明らかにした。

このような困難な状況にある個別の経営体の

森林管理を代行するものとして森林組合など



の協業組織体の動向分析とその果たすべき役

割と体制整備の必要性を指摘した。これらの

研究で得られた知見は「流域管理システムJ

における流域林業活性化方針書の策定にも活

用された。

また、弱体化する山村問題に関する研究も

行われた。めまぐるしく変貌する社会経済の

下での林業集落の変貌とその活性化のための

方策の検討や、海外に目を転じてイギリスや

ドイツ、 EUの山村活性化のための政策の動

向について調査分析を行い、圏内における政

策の立案の一助とした。

一方で戦後造林地の林齢が上昇し、木材資

源としての潜在的利用価値に注目が集まるよ

うになり「国産材時代j の到来が期待された。

そのための支援研究として林業生産及び経営

情報のデータベース化に関わる研究及び労働

力・林政・木材需給構造の変化に関わる研究

を進行させるとともに、森林？林業・木材産

．業の活性化を図り、地域の社会・経済条件に

適合した持続的な流域管理システムを確立さ

せるための研究を行った。

また、混牧林に関する研究も複合的土地利

用の一環として当研究領域として行われた時

があった。その成果は、林畜複合利用の形態

を幼齢林型、長伐期型、チップ型、牧野林型

の4タイプに類型化し、それぞれのタイプに

おける牧養力や適正放牧頭数等を明らかにし、

混牧林経営マニュアルとして集大成した。

2. 2 経済問題の研究

経済研究室がスタートした当時は、産業復

興と国民生活の再建を契機として林産物の需

要が大きく高まり、圏内の木材供給がこれに

対応し得なかった時期である。このため、林

産物の統制撤廃や需給ギャップを通じて価格

問題が大きく取り上げられるようになった。

これに対して当所の経営研究では、林産物

市場構造の解明を通じて林産物の価格形成の

理論の研究を行った。木材価格に関する研究
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はその後も継続され、我が国の木材市場に占

める外材のシェアの高まりとともに、外材と

の関連も含めて林産物の需要構造の定量的な

把握のために計量経済学的研究をさらに進め

た。

昭和40年代に入ってからの我が国の林業を

巡る大きな変化により経済研究面においては

圏内の木材流通問題や外材問題の研究が一層、

重要となってきた。

1972 （昭和47）年に木材価格が高騰したの

を受けて、当時の経営部の本・支所をあげて

その要因の解明を行った。調査の重点を主要

市場における流通の各段階の在庫調整機能に

おき、価格の不安定性に与える要因を分析し

た。その結果、硬直的な供給体制にインパク

トを与えた需要構造、なかんずく末端の零細

な小売り・大工・工務店などの遅れた体制に

問題点があることを見出した。

50年代になると、日本の木材市場における

外材のシェアが急速に増大した。このため、

木材需要の中でも最も重要な建築用材と普通

合板、紙パルプ等の林産物の需給に関する計

量モデル研究を行い、外材輸入が価格に対し

て非常に弾力的に入ってくること、すなわち、

圏内林業に及ぼす外材の影響の大きさを計量

的に明らかにするなどの成果を上げた。

また、我が国林業の計測可能な経済諸量の

長期的統計を基にした計量的研究も行われた。

そω結果、林業はその産出高の伸びにも拘ら

ず、趨勢的には縮小しつつある産業であるこ

とを明らかにした。

園内市場における外材のシェアが高まり、

外材の輸入動向が国産材価格ひいては国内の

森林・林業に大きな影響を与えるようになっ

てくる中で、必然的に木材輸出国の資源状況、

林業構造についても関心が向けられた。当初

は東南アジア諸国を中心としていたが、アメ

リカ、カナダ等の環太平洋諸国に対象範囲を

拡大し、森林の資源及び木材生産の構造、制 d

度・政策の状況、流通構造などに関する資料



の収集・分析が行われた。

外材産地の研究の中でも最も重要な米材に

ついては、米材の丸太及び製材品について対

日市場競争力を研究した結果、スギ丸太に比

して米マツ丸太は立木価格・伐出費・造林費

のいずれにおいても下回ることを明らかにし

た。また、アメリカやカナダを中心とする環

太平洋諸国の木材生産と貿易の動向について

の調査研究と計量経済モデル研究により、ア

メリカにおける自然保護運動の高まりの影響

を受けること、丸太輸出から製品輸出へと急

速な変貌が予想されることなどをいち早く指

摘した。

2. 3 政策問題の研究

市場経済が環境問題を合理的に解決できな

いことが明らかになるに連れ、両者のバラン

スを取るための公的部門の役割が増大してき

た。このため、昭和40年代後半頃から政策問

題に対する研究が開始された。

当領域における本格的な政策研究の始まり

は、経済学を援用した森林の環境保全機能も

含めた森林政策の理論的な枠組みに関する研

究である。地球規模の環境の悪化が懸念され

森林の環境効果に対する社会的需要が増大す

る中で、経済性と公益性との調和を図った森

林の利用計画を策定するには、公共部門の果

たすべき役割がますます重要となる。そのた

めの理論的根拠として、まず、環境効果の経

済的性質を明らかにし、望まれる森林利用が

満たすべき条件やその便益の評価、守るべき

保全基準などの設定に関し経済学的な接近を

試み、公的規制のあり方について考察を加え

た。

昭和50年代に入ってからは森林利用を巡る

環境保全諸問題が経済分析の立場から理論的

に整理されよ保全基準と施業基準を軸とした

森林利用計画体系について検討が加えられた。

また、環境保全との関連で発生する損失補償

及び森林造成のための費用負担、海外の環境
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保全政策についても調査された。さらに、森

林造成q費用分担の事例調査を実施し、水源

林基金や水源の森基金が上流と下流の住民の

長い結びつきの上に成立していることを明ら

かにした。

また、圏内産業における林業の経済的地位

が低下するに伴い、中央や地方の政府による

財政的な支援が重みを増してきた。そのため、

国の財政がどのように森林・林業に影響を及

ぼしているか、林業財政の規模や支出構造な

どの財政に関する研究も行い、林業財政が国

の一般会計の中で、比較的安定したシェアを占

め、そのため林業所得に対する林業財政の比

率が急速に増大していることを明らかにした。

また、我が国の造林補助金の分析を行い、

現行の造林補助金制度がもともと経営意欲の

ある林家には有効であるが、森林の管理には

関心が低下した林家の森林整備には不十分で

あることを指摘した。

3.最近の研究成果

今からほぼ5年前の2001（平成13）年6月

に、 37年ぶりに林業基本法が抜本的に見直さ

れ、森林・林業基本法が成立した。その背景

には、（1）国民の森林に対する要請が木材生産

から水源かん養、国土・自然環境の保全、地

球温暖化防止、生物多様性の保全等、多面に

わたる機能の発揮へと多様化、（2）一方で、木

材価格の低迷、林業採算性の悪化、林業収入

の定価など林業を取り巻く情勢の悪化、（3）そ

れに伴う管理不十分な森林の増加、などがあー

る。森林・林業基本法はこれらに対応し、森

林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的

かつ健全な発展とを基本理念として、今後の

森林・林業政策の基本方向を示したものであ

る。さらに、これに基づきより具体的な政策

指針が森林・林業基本計画として発表された。

当研究領域の研究も基本的にはこの方向に

沿って行われ、多くの研究成果を得ている。

以下、ここ10年間程度に行った研究の成果の



一部について述べる。

3. 1 林産物貿易が及ぼす影響に関する研究

世界の森林資源と林産物市場は、木材需要

の大部分を輸入に依存している我が国の林業、

ひいては森林・山村ばかりでなく、輸出国の

森林資源・環境にも大きな影響を及ぼす。こ

のため、この分野の研究は早くから進めてき

たところであるが、新たに農林水産技術会議

の行政対応特別研究（2000（平成12）～2002

（平成14）年度）としてこの研究に取り組ん

だ。この研究は我が国政府のWTO交渉を支

援するために、我が国独自の林産物貿易モデ

ルの構築と文献調査等により、林産物関税の

撤廃が我が国や主要な木材輸出国に及ぼす影

響を明らかにすることを目的としていた。

貿易モデルに関しては、世界林産物需給の

先駆モデル（GFPM）の構造と特性のほぼ全

容を解明した。そして、 FAOの林産物統計、

森林資源評価等に基づく基本データセットを

構築し、 JIRCAS（国際農研センター）の世

界食料モデルを基礎にした世界林産物需給・

貿易均衡モデルを開発した。このモデルに

よって、林産物輸入関税が撤廃された場合に

日本国内の木材産業に影響が及ぶこと、東南

アジア諸国など森林資源が減少傾向にある地

域ではさらに減少が加速されること、などの

推計結果が得られた。

文献や現地調査等により、アメリカ及びカ
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図－ 1 森林蓄積量の地域別将来推計
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ナダ等の環太平洋諸国、さらにはロシア・東

欧を対象に森林・林業・林産業及びその政策

の動向、木材貿易の拡大による地域の森林資

源や環境、住民への影響の分析を行った。ま

た、日本における調査では、木材価格の低下

により伐採跡地の放棄、立木の土地付き販売

などの管理水準の低下、さらには林地所有の

放棄などの深刻な地域の実態が明らかにされ

るなど、森林管理問題に関する多くの知見が

得られた。

当モデルを用いたシミュレーションの結果

や文献調査による分析結果は、 WTO本格交

渉に向けた我が国政府の対処方針を打ち出す

ための基礎情報としてすでに活用され、諸外

国の最新の森林・林業政策の動向についても

林野庁の政策立案の資料として利用されてい

る。

3. 2 国産材需要拡大に関する研究

昭和50年代に入ると戦後造林地も利用可能

な林齢に達し、園内の木材の供給能力が増大

してきた。このため、圏内木材市場において

国産材の復権、いわゆる「国産材時代」の到

来が口にされるようになり、木材流通・市場

の分野では新たな国産材産地体制の整備のあ

り方に関する研究が活発に行われた。

当時の住宅建築市場の状況は、大手ハウス

メーカーや地域ビルダーが在来の大工・工務

店のシェアを蚕食し、さらにコンビュータ制

御による住宅部材の加工を行うプレカット加

工システムが平成の時代に入って急速に普及

していったo そしてこのプレカット加工シス

テムに見合う工業製品並みの精度と品質を備

えたものとして集成材の需要量も急激な．増加

を示した。’その傾向は1995（平成7）年の阪

神淡路大震災による在来住宅の大きな被害、

2000 （平成12）年の住宅品質確保法の施行に

よって一層強まった。このような木材需要サ

イドの動きから、未乾燥のスギ並材の大量供

給システムではなく、人工乾燥化、あるいは



集成材化こそが国産スギ材産地の進むべき道

であるとし、集成材等のエンジニアードウツF

ド加工を組み込んだ、「国産材新流通加工シス

テムJの構築の必要性を明らかにした。

また、集成材等の国産材の高次加工製品の

生産とともに、国産材の無垢製材品でも一定

の品質・価格・供給の量的安定性が確保でき

れば地方圏での住宅メーカーを中心に需要の

拡大は可能であり、それに対応できる国産材

の供給システムの確立が求められていること

を示した。こうした研究成果に沿って林野庁

は、地域材利用に関するこつの推進方向のー

っとして大量消費の市場に向けた取り組みを

取り上げ、施策を展開している。

林野庁が取り上げた地域材利用の推進方向

のほかの一つは、地域材を活用した、いわゆ

る、「顔の見える木材での家造りJである。

このような地域材の利用はあくまでもニッチ

市場ではあるが底堅い需要があり、小・零細

規模の業者に適した需要拡大策として重要で

あることを明らかにした。

これらの木材流通・市場研究を通じて、今

後の木材の加工・流通の展開方向としては、

首都圏等の大規模消費地をターゲットにした

大規模な設備による大量生産の方向と、 f顔

の見える関係Jで主として地場の消費者を

ターゲットにした方向があることを明らかに

した。そして前者は大量の原木供給が必要で

あるが、原木供給側がそれに対応していない

ことが問題であり、大量原木消費に見合う素

材の生産・供給体制の整備が必要であること
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図－ 2 木造住宅建築システムと部材需給の変化
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を指摘した。

3. 3 林業労働力問題に関する研究

林業労働力の問題についての近年の研究で

は、中山間地域の活性化あるいは林業活性化

という視点から、当時注目されつつあった林

業労働への新規参入者の実態を全国的に明ら

かにし、その中から林業労働者の育成・定着

条件を解明した。全国358森林組合へのアン

ケート調査から、新規採用者の4割が林業労

働を経験したことがないこと、就業者募集の

情報は林業労働の未経験者ではハローワーク

や就職情報誌から得ている割合が経験者の場

合よりも高いこと、静岡・長野・岐阜の3県

においては未経験者の4割弱が県外出身者で

占められることなど、従来とは異なったタイ

プの労働者が林業に参入している実態を明ら

かにした。

さらに、新規参入者が引き続き林業労働者

として定着するためには、合目的的な採用プ

ロセス、班編制での新規参入者への配慮など

が求められることを指摘した。これらの研究

成果は、林業就業前の研修の実施など林業労

働力対策の一部として行政にも活用された。

3. 4 森林管理問題に関する研究

林業と森林管理を担ってきた林家と森林組

合の存在形態と両者の有機的関係について分

析し、住民として山村社会を支えてきた林家

や林業労働者への支援策を検討した。その支

援策のーっとしてドイツの林業に対するデ

カップリング的施策が有効であると指摘した。

「林産物貿易が及ぼす影響に関する研究J

の一部として述べたように、土地付きの立木

販売の実態など、圏内林業の危機的な状況が

さらに進行していることを明らかにした。ま

た、ほぽ4分の lの面積が不在村者によって

所有されると推定される私有林の森林管理の

問題点を統計と実態調査により明らかにした。

さらに、このように個別的に管理ができない



所有者の森林については施業や経営の集団化

を進める方策が採られた。このため、実態調

査を基に施業の集団化を円滑に進めるための

条件について提示した。

3. 5 環境問題に関する研究

平成の時代に入ってからは、環境保全問題

の一層の高まりに対応して、自然資源・環境

などの状態を「勘定」の形式で記述し、環境

保全と経済成長のつながりを明示することを

目的とした森林資源勘定の開発に関する研究

を行った。この研究では森林資源勘定のメイ

ンフレームに関して、理論的な根拠・裏付け

となる日本の森林・林産物統計の整備状況・

研究上の重点領域及び実施上の問題点等を解

明した。さらに、北欧・フランス・国際機関

等の文献調査によりその特徴を明らかにする

とともに、森林資源勘定の下位勘定の一つで

ある森林管理勘定をレクリエーション目的の

森林管理ならびに水資源管理目的の森林管理

についてそれぞれ試作した。また、地域勘定

と土地勘定を推計すると同時に、テストサイ

トにおいて土地勘定を作成した。長期にわた

る所有権の移転経緯をSNAの制度部門別に集

計・表示した林地勘定は、諸外国の土地勘定

研究に前例のない独自性をもっ。

3. 6 海外の森林・林業に関する研究

経済のグローバル化により海外の森林・林

業・木材産業動向が我が国に大きな影響を及

ぼすようになった今日ょ国内問題だけに目を

奪われているわけにはいかない。また、国内

の森林・林業政策のあり方を検討する際にも、

社会経済的条件の似通ったヨ一同ツパをはじ

めとする先進諸国の政策の動向は大いに参考

になる。

こうしたことから、 EUやイギリス等の森

林・林業・木材産業に関する調査研究を行っ

た。 EUの林業政策に関しては、自然・環境・

景観保護の高まりによって1980年代から大き
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く転換したことを明らかにした。また、 1985

（昭和60）年以降から農地への造林費助成、

農地造林による農業収入の低下分の補償、さ

らには木材加工・流通過程への助成などにま

で急速に広がっていることを明らかにした。

イギリスの．森林・林業政策に関してはEUの

余剰農産物削減対策の一環としての農地造林

に対する補助制度の影響を分析するとともに、

独自の造林補助金にも競争的資金制度が導入

されるなど、新しい動きがあることを明らか

にした。

4.今後の研究課題

当領域が研究対象とする森林・林業・木材

産業の状況は、大まかに森林・林業を主な対

象とする、いわゆる川上部門と、生産された

木材の流通・加工を対象とする川下部門とに

分けることができる。そのいずれもそれぞれ

の時代の社会・経済的枠組みとともに絶えず

変化しており、その動向に常に注意を払い、

かつ、森林経営の現場や行政とも密接な関係

を保ちつつ新しい情報を絶えず収集しておか

ずには試験研究が進まないのが特徴である。

繰り返しになるが、森林・林業基本法では

木材生産に限らず、環境保全等の国民の要請

に応えて森林の多面的な機能の発揮の実現を

目指しており、われわれの研究もこれに寄与

するような成果を生み出していくことが必要

である。

今後取り組むべき圏内的な課題のーっとし

て、森林を持続的に管理・利用していく問題

がある。特に、地球環境問題との関連で国産

材利用の拡大が求められる中、いかにしてそ

の体制を構築していくかは、われわれに課せ

られた大きな研究課題であるのは言うまでも

ない。森林の保全管理の段階に留まるのでは

なく、木材を伐採し、加工・流通・消費の

ルートに乗せて循環的に木材を利用していく

ためには、林業経営・政策領域だけではなく

それに関連する他分野との連携・協力によっ



て進めていく必要がある。

経済のグローバル化によっF我が国の森

林・林業・木材産業全体に大きな影響を与え

るものとして、．海外の森林資源や木材生産の

動向にも絶えず目配りを怠るわけにはいかな
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い。また、地球環境問題への取り組みが世界

的に重要な課題となっている中で社会科学的

な側面から森林の多面的機能の発揮に寄与す

る研究がますます求められている。

（鶴助治）



第E章地域に対応した試験研究の動向

ノ



F北海道支所

1.試験研究の動向

北海道支所は、北海道の森林管理に必要な

試験・研究を実施する目的で1908（明治41)

年6月に江別市大字野幌志文別に内務省野幌

林業試験場として設立されたのが始まりで、

1927 （昭和 2）年に野幌国有林の北側（現林

木育種センター北海道育種場）に移設された。

一方、帝室林野局北海道林業試験場が1938

に発揮されるように事業を進めた。これに

よって、北海道においても非皆伐による人工

林施業（複層林等）や天然林施業（択伐等）

の研究が推進されることとなった。また、同

時に、森林の水源かん養や山地災害防止等の

多面的な機能の研究も推進された。 1996（平

成8）年には全国森林計画が改訂され、森林

整備の方向が「水土保全林J、f森林と人との

（昭和14）年に札幌に設立された。 1947（昭－ 共生林j及び「資源循環林Jの三つに分けら

和22）年の林政統ーによりこれら二つが合併

し、林業試験場札幌支場となった三 1953 （昭

和28）年にー野幌の試験設備をすべて札幌市

豊平に統合し、林業試験場北海道支場と改め

られた。 1974（昭和49）年に現在の羊ケ丘に

移転し、その後1988（昭和63）年に森林総合

研究所北海道支所に改組された。そして、

2001 （平成13）年4月に、独立行政法人森林

総合研究所北海道支所となり、現在に至って

いる。

この間、北海道支所は林野行政からの研究

ニーズに対応するとともに、常に先を見越し

た研究を展開してきた。 1954（昭和29）年の

洞爺丸台風により石狩川源流域は特に大被害

を受け、国有林の要請を受けて被害調査並び

に風害後の植生遷移の研究が開始され、風害

後20年及び40年後の総合調査も実施された。

また、昭和30年代は国有林による拡大造林政

策が推進され、北海道の人工林率は27%に達

した。このため、研究面でも人工林の造成技

術、成長予測や産地試験に関する調査・研究

れ、多面的機能がさらに重要視されることと

なった。北海道支所においても、一層、公益

的機能に関する研究に拍車がかかり現在に

至っている。ここでは特に、最近10年間の北

海道支所の研究の流れを振り返ってみるo

森林総合研究所の研究基本計画が1994（平

成6）年4月に改訂され、北海道支所では研

究問題区「北方系森林の高度に自然カを活用

した管理技術の確立Jを担当することとなっ

た。この研究問題のもとに、研究部単位で次

の三つの大課題を立てて、独立行政法人にな

るまでの 7年聞にわたって研究を進めた。

「北方系森林の多様性及び動態の解明と更

新・保育技術の向上（育林部：造林研究室、

樹木生理研究室、遺伝研究室、土壊研究室）」

では、林木の遺伝、樹木生理、森林生態、土

壌、保育の 5分野の中課題を立てて、北海道

を中心とした北方系森林の実態を遺伝子から

生態系レベルにわたって解明し、その知見に

よって森林の取り扱い技術の開発に関する研

究を推進した。また、北方圏の環境問題にも

が推進されるとともに、大面積の植林による 取り組んで、きた。

病虫獣害の発生を契機にエヅヤチネズミ対策 「北方系森林の施業・経営管理及び保全技

等森林保護に関する研究も精力的に行われた。 術の改善（経営部：天然林管理研究室、防災

急速な経済成長による環境問題の発生や拡 研究室、経営研究室）Jでは、北方系森林の

大造林の反省から、 1973（昭和48）年に林野 資源、量の予測 d管理、水資源・土砂の流出、

庁は『国有林における新たな森林施業方法J 森林経営や木材の流通実態の解明等について

を定め、森林の有する各種公益的機能が高度 研究・調査を進めてきた。
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f北方系森林の生物被害回避及び生物管理

技術の改善（保護部：樹病研究室、昆虫研究

室、鳥獣研究室）Jでは、人工林の長伐期施

業への移行と育成天然林施業の増大によって

発生する被害を制御、または回避する技術の

改善及び森林における野生鳥獣、昆虫、樹病

に関する管理技術の改善に関する調査・研究

に取り組んできた。

2001 （平成13）年4月に、独立行政法人森

林総合研究所北海道支所となってからは、研

究部制が廃止され、五つの研究チームと五つ

の研究グループに組織が改編された。この組

織改編に伴って、支所の研究は森林総合研究

所の全所横断的研究計画に組み込まれ、この

中で北海道支所の重点研究項目及び実行課題

の下に支所の研究を進めることとなった。

支所の重点課題として、択伐を主とした天

然林施業・管理技術の高度化、北方林の長伐

期化に伴う森林管理システムの構築、北方林

における環境保全・持続的利用の実態把握と

多目的管理手法の開発のほか、森林における

CO2収支の総合評価、国際基準に基づいた生

物多様性及び森林の健全性評価手法の開発、

都市と里山のランドスケープ構造が森林の生

物多様性に及ぼす影響評価等の研究を進めて

いる。

森林の木材生産機能以外の公益的機能に関

する施策がこれまでにも増して求められる中、

北方林の持つ森林の環境保全機能や森林生態

系の維持機構の解明等に関する研究をより一

層進める必要がある。一方、木材資源の保続

2. 1 森林の育成及び遺伝に関する研究分野

2. 1. 1 研究の概要

森林育成研究グループは独立行政法人化に

伴い、造林研究室と遺伝研究室が統合されて

できた。造林部門では1908（明治41)年の林

業試験場が設立された当時から天然更新及び

人工造林に関連する調査研究が行われてきた。

1950年代には洞爺丸台風による風倒跡地の

植生回復過程の調査が開始され、調査は現在

まで継続して行われている。 1960年代は画一

的な人工造林の反省より天然力を極力活用し

ようとする漸伐作業に関心が高まりトドマツ、

エゾマツを主とした天然林施業の基礎的な研

究が行われ、更新の阻害要因であるササ植生

の省力的制御技術として林地除草剤の施用に

関する研究も進められた。一方、ササをバイ

オマス資源として活用する観点から、ササの

再生能力、分布及び現存量に関する研究が行

われた。また、有珠山噴火後の植生遷移に関

する研究が開始され、針広混交林の生態的構

造に関する研究や天然生有用広葉樹林の育成

を目的とした落葉広葉樹林の更新特性に関す

る研究、林内の光環境の推定法に関する研究、

バイオマス資源としてのヤナギ類の生産力に

関する研究などが行われた。

遺伝部門では1930年代より育種的な観点か

らの研究が行われてきた。当初はトウヒ属・

モミ属・カラマツ属の種間交雑育種が、その

後は、カンバ、 トドマツなどで選抜育種のた

めのさまざまな形態の遺伝性の評価が産地試

験や次代検定林を用いて行われてきた。また、

も将来的には重要課題であり、現在ある北方 カラマツ先枯れ病の抵抗性育種にも取り‘組ん

系人工林の育成方法及び人工林の新たな管理・ できた。 1957（昭和32）年の北海道林木育種

方法に関する研究も同時に推進して行く必要 場の創立以降は協力して研究と育種の推進に

がある。北方林の持つ多面的機能をバランス

良く、持続的かつ総合的に管理する方法につ

いての研究が益々重要になると考えられる。

（猪瀬光雄）

2.研究分野ごとの研究の動向
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努めてきたが、近年は育種の基盤となる各種

形質の遺伝性の評価や森林の遺伝的管理を行

うための研究が行われている。前者ではカラ

マツ・トドマツの成長や材質の産地試験、ウ

ダイカンパの心材形成とそれに相関する外部

形質の探索、カラマツの連鎖地図作製の試み



など、後者では1970年代後半からのアロザイ

ム多型を用いた解析技術、 1980年代後半から

のDNA多型を用いた解析技術の発展により

飛躍的に研究ニーズが高まり、ホオノキ・ア

オダモの自殖率の推定、近交弱勢の同定、ヤ

マナラシのクローン構造の解明、ミズナラの

遺伝子流動の解明、コナラの産地問アロザイ

ム変異の解明を行っている。

当研究分野では現在、固定試験地を用いた

長期モニタリングによる広葉樹及び針葉樹天

然林の動態と回復過程に関する研究、森林施

業が植物の多様性や現存量に与える影響に関

する研究、そして、炭素吸収源としての森林

の役割を評価するため、森林のCO2吸収能力

に関する研究を行っている。また、主要樹種

の遺伝構造の解析を通じて健全な次世代を残

せる持続的森林管理手法の開発や、アポイカ

ンパなど希少植物保全のための系統や繁殖動

態の解明、産地試験を通じてウダイカンパの

心材形成変異の解析を進めている。

2. 1. 2 主要な成果

1）北海道における森林の炭素吸収量

環境省の植生データを元にして現在の森林

面積を把握し、北海道の森林が吸収可能であ

る潜在的な炭素の量及び樹体や土壊中に貯え

られている炭素量を合わせた森林の炭素量を

試算した。その結果、北海道の森林の炭素貯

留量は1,121. 0メガトン、 1年間の炭素吸収

量は9.64メガトンで、これは全国の森林の潜

在的な炭素吸収量の約 5分の 1に相当した

（表－ 1）。

2）自殖率の高い樹種における近交弱勢の解

明

ホオノキは一般の樹木に比べて高い自殖率

(0. 54～0. 90）を示す。特に、種子～実生段

階での自殖率は0.90～0. 97とどの集団でも高

いのに、成木ではほとんど自殖種子由来の子

孫が残っていなかったことから、近交弱勢の

大きいことが分かつた。さらに、人工交配に

より自殖由来のものと他殖由来のものを比較

したところ、 1年目の発芽率には差がなかっ

たが、 2年目の発芽率や樹高、葉面積など自

殖のものは有意に低く、生存率にも違いのあ

ることを明らかにした。

2. 1. 3 今後の課題

森林の木材生産以外の環境保全的機能が重

視され、林業の厳しい経済的状況により施業

の省力化の必要性の増加と長伐期化が進行し

つつある中、森林のもつ多面的機能の発揮及

び経済性を考慮した森林の管理技術の高度化

に取り組む必要がある。また、生態・遺伝な

ど、生態系のさまざまな要素を統合的に評価

した持続的森林管理手法を構築していく必要

がある。 （河原孝行）

2. 2 樹木生理及び土壌に関する研究分野

2. 2. 1 研究の概要

土壌に関する研究は、昭和初期の天然更新

と土壌因子の関係及び苗畑における施肥の研

究から始まった。 1940年代に入り、針葉樹林

に厚く堆積する腐植層の重要性に着目した研

究が進められた。 1950年代には、戦後の荒廃

した森林の復興と1954（昭和29）年の洞爺丸

台風による風倒跡地の緑化のための生産力増

表－ 1 北海道における森林別の年間炭素吸収能力と炭素貯留量

植生区分
面 積 炭素吸収量 炭素貯留量

（千ha) （メガトン／年） （メガトン）

針葉樹林 2,042 3. 89 388.8 
針広混交樹林 743 1. 40 150. 9 
広葉樹林 2,843 4. 35 581. 3 
その他（農地・市街地等） 2,236 一 一

ぷロh、 計 7,864 9.64 1 121. 0 

＊その他（農地・市街地等）の炭素吸収量及び炭素貯留量は試算していない。
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強策を背景に適地判定技術に関する研究が進

められ、 1960年代の土壌生産力や地力維持と

林地肥培に関する研究に発展していった。ま

た、土壌調査も進められて、 1970年代には全

道の林地土壌図がまとめられた。その後は環

境保全的立場から、施業や風倒などによる撹

乱や酸性雨など環境汚染が土壌に与える影響 , 

に関する研究が進められた。

樹木生理に関する研究は、 1930年代の種子

の発芽生理や冷 ・温床による養苗、陽光及び

濯水調節などの育苗に関する研究から始まっ

た。 1940年代から1960年代にかけて、天然更

新における陽光問題や稚樹の成長と水分 ・温

度条件、北海道特有の冬の寒さの害に関する

研究が行われ、林木の耐陰性、耐凍性、耐乾

燥性などの生理的特性解明の研究に発展して

いった。その後は、針広混交林を主とする天

然林の持続的利用と維持に向けて森林生態系

の構造と動態の解明が重要な課題となり、多

様な樹種について光利用や環境応答などの生

理生態的特性に関する研究が進められた。

近年は森林の大気CO2吸収 ・固定能に対す

る期待の高まりから、主要樹種の光合成 ・呼

吸特性や土壌の炭素貯留能などに関する研究

が進められている。

2. 2. 2 主要な成果

1 ）広葉樹の光利用特性の解明

．天然林は複雑な階層構造を持っているが、

それぞ、れの階層は異なった樹種群によって構

成されており、樹種によって光の利用特性が

異なっている。主要樹種30種以上について光

合成特性や葉の構造を調べて強光利用型、弱

光利用型、中間型の 3タイプに分類し、同一

樹種でも成長段階に応じて光利用タイプが変

化する場合のあることを明らかにした。

2）森林土壌の有機物と炭素貯留量の解明

森林は陸域における最大の炭素貯蔵庫であ

るが、 中でも土壌中には地上部植生と比べて

より多くの炭素が存在しており、森林生態系

の炭素貯留機能に果たす土壌の役割は大きい。

Carbon Storage 

in Soil and Forest Floor 

• 0・50

• 50・100

圃 100-150 

150・200

• 200・m

国 250・（Mg/ha)

図－ 1 北海道の土壊炭素貯蔵量マップ
土線（0～70cm）と落葉の合計炭素貯蔵量 Mg=t（トン）

＊第E章巻頭にカラー図掲載。

本研究では、土壌型毎に深さ70cmまでの炭

素量を計算し、その結果を元に北海道におけ

る土壌中の炭素貯留分布を明らかにした（図

。
、，ノ1

i
 

2. 2. 3 今後の課題

大気CO2濃度の上昇と温暖化という地球規

模での環境変動が進んでいる。温暖化影響は

高緯度地域ほど大きくなると予測されており、

北海道の森林は我が国でも特に大きな影響を

受けるおそれがある。当研究分野では引き続

いて森林土壌の立地特性や分布様式、生産力、

物質の循環移動などを明らかにし、光、水、

温度などの環境条件に対する樹木の反応を明

らかにすることで、環境変動が立地環境と樹

木に与える影響をさまざまな角度から評価 ・

予測する研究に取り組む。 （丸山 温）

2. 3 寒地の環境保全に関する研究分野

2. 3. 1 研究の概要

森林の水土保全、防災機能は北海道におい

ても最重要の公益的機能であり、それに関連

した調査研究は1908（明治41)年の支所設立

当初から行われていた。 1950年代は拡大造林

の新植地の問題や台風災害に関連して森林気

象、森林理水、また、耕地保全等のため防風

林 ・防霧林などの防災林、さらに、森林火災

に関する研究が主に進められた。 1960年代に

はいると研究の多様化と山地災害の頻発か色、

山地荒廃の予防と復旧に関する研究が始まり、
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図－ 2 CO2フラックス及び関連要素の測定結果（2000（平成12）年）
CO2フラックス（NEE）と襲面積指数 (IAI)の季節変化、な6びlこ、日射置（SolarRadiation）、降
水量（P問clpltatlon）、気温 σair）、地温 (Tsoil）、積雪深（Snowdepth) 

樹木の山崩れ防止機能、落石防止や土壌侵食

に関する研究も多くなった。その後、森林の

水源かん養機能への関心の高まりから、森

林・樹木が水収支に及ぼす影響、蒸発散の研

究が開始され、平面ライシメータによる調査、

地下水位の面的な測定や流域試験が行われた0

・さらに、森林の環境保全機能に対する要請が

高まる中で、森林群落と大気との相互作用を

明らかにするため、気象学的な手法を用いて

熱エネルギーや水蒸気、二酸化炭素ガスなど

の輸送量を測定する研究が進められた。

現在、 CO2等温室効果ガスの増加が気候変

動をもたらすと考えられている。そこで、当

研究分野では森林と大気との聞のCO2交換の

実態を明らかにする長期の微気象観測を重点

的に行っているo また、森林の理水機能の解

明には長期モニタリングが必要なため、定山

渓試験地において積雪寒冷地森林の量水試験

を継続している。

2. 3. 2 主要な成果

1）・山地小流域におけるパイプ流の実態と流

域流出における役割

山地小流域1次谷の斜面において、地表流

が生じないにも拘らず降雨に対して流出が素
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早く応答することは従来の数値シミュレー

ションでは合理的に－説明できなかった。この

疑問について羊ケ丘実験林及び定山渓理水試

験地での集中的な測定によって土壌内のパイ

プ状の大きな空隙が重要な排水機能を発揮し

ていることを明らかにした。

2）森林の降雪遮断に関する研究

頻繁に降雪の生ずる気候条件下において、

常緑針葉樹林の樹冠では長期間着雪が生じ、

そこから大気への蒸発が無視し得ない大きさ

で生じていることを、羊ケ丘実験林において

水収支的な方法と微気象学的な方法を用いて

解明した。

3）北方系の冷温帯落葉広葉樹林一大気聞に

おけるCO2交換量の長期変化

樹木の展葉一成熟ー落葉に対応したCO2交

換量の季節変化などを数量的に示すとともに、

変動要因の影響を解明した（図－ 2）。

2. 3. 3 今後の課題

森林の環境保全機能に関する研究では、そ

の機能を定量的に明らかにすることが求めら

れている。森林と大気との聞のエネルギーや

物質交換のフラックス観測に関しては、長期

連続観測が必要である。また、複雑地形への



適用方法を明らかにする必要がある。さらに、

水需要の変化や台風・火山など自然災害が多

い中で、寒冷地森林の水土保全機能の解明は

益々重要となり、保全的森林管理の在り方な

どを検討することが課題となっている。

（中井裕一郎）

2. 4 森林生物に関する研究分野

2. 4 .. 1 研究の概要

本研究分野は、独法化以前は「保護部1と

して昆虫・樹病・鳥獣の 3研究室があった。

この f保護Jとは林木保護の意で、林業推進

のため林木に対する生物害の防止を研究の主

旨とした。独法化に伴い森林に期待される役

割が、林木生産から環境的機能の発揮へと大

きく変化したことからこの部門を「森林生物J

研究分野とした。見虫・微生物・野生生物を

森林生態系の構成員として幅広くとらえ、そ

の生態や機能の解明、また、保全を含めた管

理技術の研究開発に主眼を移したのである。

これに伴って各担当分野の呼称も、森林昆

虫・森林病理・野生生物へと変更された。

保護関連研究は、 1920年代より行われてお

り、 1933（昭和8）年にはすでに試験部の一

つに「保護」が見られる。 1950（昭和25）年

に野鼠研究室が設置され苅 1955（昭和30）年

に病理昆虫研究室が分離されて、樹病研究室

と昆虫研究室が誕生している。野鼠研究室は

1975 （昭和50）年に鳥獣研究室へと名称変更

された。

1950年代後半から、いわゆる、拡大造林政

策が進められ、見虫・樹病・野鼠・野兎の害

が多発した。このため、保護部門の研究はこ

れらの被害防止の流れの中で展開した。しか

し、 1980年代以降になると被害が沈静化して、

研究の重点は保全も含めた基礎研究へと徐々

に移行してきた。

最近では、森林病理分野では広葉樹の細菌

性病害における病理解剖学的解析や立木腐朽

の被害動態及び木材腐朽菌の生態と多様性の
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研究が、森林昆虫分野では北方針葉樹の主要

害虫に対する対策技術の開発や、森林の孤

立・分断化が生物多様性に与える影響の研究

が、野生生物分野では生息環境解析、モニタ

リング手法開発、樹洞利用研究、集団遺伝解

析などが進められている。

2. 4. 2 主要な成果

1）ヒラタハパチの被害解析

1993 （平成5）年に始まった、カラマツを

食害するヒラタハパチ3種の同時大発生と、

気象条件との関係を解析した結果、大発生が

始まる4年前から 3年連続で年平均気温の高

い年があり、これが要因であることが示唆さ

れた。また、道央部での大発生は、最初に発

生した地点を中心に、毎年、周辺地域に拡大

していったことが分かつた。このように被害

範囲が移動したため、大発生そのものは長期

間継続したものの、激害が2年以上続いた林

分は少なく、カラマツ枯損の可能性は低いこ

とが分かつた。

2）細菌性の広葉樹病害に関する研究

これまであまり知られていない細菌性広葉

樹病害の研究に取り組み、イヌエンジュに激・

しいがんしゅ症状を起こす病原細菌

(J'seuゐmonassyringae）を見出し、がんしゅ

形成過程や初期病徴である師部放射柔細胞の

異常増生を明らかにし「イヌエンジュがん

しゅ細菌病Jと命名した。また、北海道中央

部で発生しているヤナギ類の萎凋枯死病害が

英国・オランダ等で発生しているwatermark

disease （水紋病）と同一の病原細菌Erwinia

salicisによるものであることを明らかにした。

3）野生生物モニタリング手法の開発

自然環境保全のため自動撮影による効率的

な野生生物調査手法を開発した。開発した自

動撮影装置は商品化され、技術の一部は特許

出願した。各地の森林を調査した結果、知床

ではシカの多さが際だち、奥定山渓でも外来

種アライグマが確認されるなど、各地の野生

生物の生息状況が明らかとなった（図－ 3）。



図－3 自動禄影装置

2. 4. 3 今後の課題

北海道には本州以南に見られない大規模な

森林が残されている。しかし、森林にどのよ

うな姿 ・機能を求め、それをどう維持してい

くかについては模索状態にある。こうした中

で当分野は広範な生物を対象に分布 ・生息状

況の把握、生息環境及び個体群動態の解析、

基礎生態等の研究を推進し、北海道本来の自

然環境の保全、森林の持続的利用・生物害防

止のための森林管理手法について技術的な提

言を行っていくことにしている。（平川浩文）

2. 5 北方系森林の管理方法に関する研究分

野

2. 5. 1 研究の概要

当研究分野は、独法化後は、経営研究室と

天然林管理研究室の二つの研究室で実施して

きた調査研究を引き継いでいる。旧経営研究

室では、1980年代以降はカラマツ人工林の農

地転用とカラマツ製材業の発展過程の実証的

研究や、森林のリゾート開発が地元経済に及

ぼす影響調査を行った。また、 北海道大学と

共同でランドスケープエコロジーの概念を導

入した多目標流域管理計画策定手法のプロト

タイプ構築を行った。その後は、自然公園の

レクリエーション地域管理手法の提案や森林

所有者の経営行動の調査など、森林の多様な

利用や森林経営に関係する研究を実施してい

る。 一方、旧天然林管理研究室は、人工林の

収穫予想表の作成など森林の成長予測の研究
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を実施してきたが、 1990年代に入って本格的

に天然林にも研究対象を広げ、天然林の成長

予測や択伐を中心とする天然林施業方法の改

善などの研究を行うとともに、最近発達が著

しいリモートセンシング技術やGISを利用し

た森林全体の管理手法についての研究にも取

り組んできた。

当研究分野では現在、衛星画像を用いた北

方系森林の現況把握手法、多目的森林計画策

定手法、天然林の施業方法など技術開発型の

研究とともに、木材生産やレクリエーション

利用など人と森林との多様な関わり方を社会

経済的視点から解析する研究も実施している。

2. 5. 2 主要な成果

1) 自然環境に及ぼす影響を考慮した土地利

用計画策定手法に関する研究

GISと数理計画法を用いて、収益と水資源

l!武存量の把握を目標とし、森林面積、森林成

長量、流出土砂量を制約条件とする流域管理

計画モデルを作成した。

2）北方林の多様な機能及び持続的管理に関

する研究

赤外線カウンターを用いた入林者数の正確

な把握手法を用い、大雪山国立公園の入山者

数を調査した結果、入山者数は従来予想され

ていた人数の2倍に達していることが明らか

となった。この調査手法とレクリエーション

空間管理計画手法（ROS）を組み合わせるこ

とにより、レクリエーションを目的として森

林を利用する国民の要求に配慮した森林管理

計画策定に利用できる。

3）生物多様性に及ぼす森林の組成 ・構造の

評価手法の開発

長い冬の問、雪に覆われる北方林で積雪期

画像による森林変化の抽出を試みた。対象地

はロシア極東のハバロフスク近郊で、 1980（昭

和55）年から1999（平成11)年まで、 5シー

ンのランドサット画像を用い、それらから得

られる指標を連続する 2時期のシーンで比較

して変化抽出を行った。その結果、特に可視
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図－ 4 北方林の森林分布変化図（ロシア・ ハパロフ

スク州）
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

バン ドとWetness指標（ランドサッ ト画像か

ら算出される一つの指標値）が森林変化抽出

に優れていること、夏期のWetness指標は抽

出された変化の後の遷移を表すのに適してい

ること、そして冬季に晴天率が高い北方林で

は森林変化の把握手法として実用的であるこ

’とカt明らかとなった（図－ 4）。

2. 5. 3 今後の課題

森林の多面的利用が進んでおり、自然公園、

保護林などの保護地域における環境保全に配

慮した森林の持続的利用の確立のための制度

及び管理体制の構築が求めれている。また、

カラマツやトドマツなど北方系の造林樹種に

対する間伐作業の指針となるシステム収穫表

の開発が必要である。これに関連して、森林

管理を担う主体形成に関する研究に取り組む

必要がある。さらに、北海道でも森林認証に

対する意識が徐々に高まっており、森林認証

と木材製品認証表示が森林管理と木材流通及

び消費者の購買意識に及ぼす影響評価を行う

必要がある。 （駒木貴彰）

東北支所

1.東北支所の歴史概要

1959 （昭和34）年、 青森支場と秋田支場が

統合され、岩手県玉山村好摩に林業試験場東

北支場が置かれた。その翌年、盛岡市下厨川

に新庁舎が落成し、この地に移転した。設立

当時の組織は庶務課と調査室、育林音，~ 4研究

室、保護部2研究室、経営部4研究室、それ

に山形分場の 1課2研究室からなる一大勢力

であった。 1964（昭和39）年には庶務課に職

員厚生係が新設されるとともに、会計係と用

度係が新設の会計課に移り、育種を担当する

育林第3研究室が本場に統合された。その後、

1968 （昭和43）年には念願の鳥獣研究室が増

設されて 3部12研究室の体制ができた。しか

し、 1978（昭和53）年の組織改編では山形分

場が廃止されて山形試験地が設置され、多雪

地帯林業第 1研究室は育林部へ、多雪地帯第
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2研究室は本場防災部に編成換えとなり、 3

部ll研究室、 1試験地の体制となった。 1988

（昭和63）年の組織改編では調査室が連絡調

整室となり、育林部4研究室、経営部3研究

室、保護部3研究室が置かれた。 1991（平成

3）年には山形試験地が無人化され、さらに、

2001 （平成13）年の独立法人化では会計課と

研究部が廃止され、庶務課と連絡調整室、研

究調整官、 地域研究官、 4チーム 6研究グ

ループから成る現在の体制に移行した。

2.森林・林業研究を取り巻く環境変化

東北地方は南北約500kmに及ぶ奥羽山脈を

境に、西側が多 ・豪雪、東側が寒冷という厳

しい気象条件に特徴付けられており、このこ

とが森林造成 ・林集生産の大きな阻害要因と

なっており、 雪や寒さに関連して発生する気



象害や各種病虫害対策も重要な課題である。

また、当地方では、森林が古くから農・畜産

の生産基地としても利用されてきた歴史があ

る。さらに、 1990年代以降、地球環境問題と

それに果たす森林の役割が大きくクローズ

アップされるとともに、林野庁による「森林

生態系保護地域Jの指定・設定、白神山地の

『世界自然遺産Jへの登録等を反映し、東北

支所では渓畔林研究や緑の回廊、酸性雨モニ

タリング、森林によるCO2固定能評価、野生

動植物の多様性や保全に関わる研究等森林環

境問題に関わる研究の重要性が飛躍的に増大

しており、今後、こうした地域課題とともに

全国規模の課題へも積極的に対応していく必

要がある。

3.研究分野ごとの要請変選と対応状況

3. 1 森林生態・育林研究

3. 1. 1 地域ニーズへの対応概要

1960年代、木材価格の高騰や丸太輸入の自

由化等を背景に、樹種更改等による拡大造林

が国策として推進され、厳しい自然条件に適

応した更新や保育技術の体系化、自然環境の

実態把握等が強く求められた。

立地環境分野では、 1960～1970年代、国有

林で木材増産計画が策定されたこと等を受け、

林地肥培や除草剤の効果、施用量等が検討さ

れ、このほかにも造林適地の解明、地力維

持・生産力増強のための施肥技術の研究等が

行われた。また、森林土壌型に立脚した地域

区分や土壌と森林分布、生育状態についての

研究が進められ、養分欠乏や首木の形質に関

する研究も行われた。 1980年代後半には環境

と関連した課題が主流となり、酸性雨モニタ

リング、土壊有機物の分解特性、地球温暖化

が高山・亜高山地域の植物に与える影響、樹

幹流と樹種特性、土壌の酸性化抑制作用、気

温と植生の変化等の研究が展開された。 1990

年代になると酸性雨が森林生態系に及ぼす影

響のほか、森林タイプと渓流水質特性の関係
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及び変動要因等、森林環境研究の重要性がー

層増大した。

育林分野では、 1960年代にアカマツ更新技

術が体系化され普及に移された。この頃、広

葉樹林分を対象に天然更新を主体とする施業

技術の確立を目指した研究が進められ、ブナ

について皆伐形態での更新初期の成績等が明

らかにされ、国有林の施業指針として利用さ

れた。薪炭林施業のためのナラ類を主とする

天然林研究はシイタケ原木林及び有用広葉樹

用材林へ誘導するための研究として進められ

た。 19_80年代に入り、東北地方の拡大造林は

ほぼ終了したことから、人工林の質的充実が

課題となり、良質材生産を目指した密度管理、

高齢林の成長量、複層林、寒害回避効果、保

育方法等が検討された。また、広葉樹資源育

成技術の開発に対する強い要望を受け、天然

林施業研究も進められた。さらに、自然度の

高い天然林の保全が重要かつ今日的課題とな

り、多様性に富んだ自然林のーっとして、ブ

ナ帯渓流沿いに発達する渓畔林の総合的な研

究が開始された。 1990年代以降は生物多様性

保全や温暖化防止等、環境と森林機能との関

係が重視され、広葉樹とスギ等を組み合わせ

た複層林や渓畔林の多様性・維持機構に関す

る研究とともに、不成績人工林を針広混交林

へ誘導する技術開発研究等も開始された。資

源量の減少が著しいヒバについては資源保持、

成長量増大を目指し、更新や成長の動態、育

苗、漏脂病対策等の研究を進めた。

東北地方の日本海側は有数の多雪・豪雪地

帯で、しばしば甚大な雪害が発生したことか

ら、主に人工林を対象とした雪害発生要因の

解明と防除対策とともに、豪雪地帯における

造林適地の判定と育林技術開発のための研究

を行ってきた。特に山形試験地で行われた先

駆的な業績は雪害研究の草分けとして高く評

価されている。雪害は1970～1980年代にもし

ばしば発生し、「56豪雪Jでは広い範囲で甚

大な被害が発生した。そこで、耐雪機能に関
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図－ 1 カラマツモニタリングサイトの樹高成長幽線（破線は出羽地方カラマツ林林分収穫表 1等地の値）

1 ）東北における100年以上の人工林長期成 、ものへシフトし、植栽針葉樹のみでなく、天

長モニタリング（林試研報No.361) 然生広葉樹にも着目した研究が多くなった。

1899 （明治32）年に国有林野特別経営事業 多雪地域では厳しい環境条件のため、スギ

が開始され、秋田県大曲市にカラマツが植栽

された。これはその後の国有林造林の初期事

業であり、人工林長期成長モニタリング研究

の始まりでもあった。同試験地の研究は現在

も継続しており、世界的にも希な個体識別を

した研究サイ トになっている。同試験地から

は100年を経た現在も成長には明瞭な頭打ち

が観察されない等予想、を超えた成長データが

得られており、樹木の成長制限要因等を考え

る上で貴重な情報が発信されている（図ー1）。

する調査や雪害防除技術について研究を進め、

総合的に雪害危険度を区分した積雪環境区分

図を試作した。

太平洋側の少雪寒冷地帯ではスギ寒害発生

環境調査を行い、寒害地帯区分図を作成した。

1990年代には、凍裂の発生実態と発生機構

の解明が重点的に進められ、寒害についても

立地環境と被害要因の解明、寒害回避技術の

開発について研究を進めた。近年、多雪・ 豪

雪地帯の森林維持機構や荒廃地の修復 ・再生

過程等、特異な環境と森林との関係解明が一

層重要となっている。 （中島清）

3. 1. 2 主要成果の概要

また、 1917（大正6）年にはスギ人工林の大

面積長期モニタリングサイ トが出羽丘陵（秋

田県山本町）に設定された（図ー 2）。同サ

イトも個体識別した研究が現在も継続されて

おり、前者と同様に明陳な成長頭打ちが報告

されていない。これらの長期モニタリングサ

イトは資源問題のみならず環境問題を考えて

いく上でも、今後さらに重要性が高まるであ

ろう。 （森茂太）

2）スギの不成績造林地から針広混交林への

誘導（ForestWinds No.11) 

東北地方では拡大造林面積が縮小した後、

森林に対するニーズも多面的機能を重視した

図－ 2 秋田県のスギ長期モニタリングサイト
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図－ 3 若齢の針広混交林地（秋田県比内町）

だけでは成林が見込めない人工林がかなりの

面積で生じているが、その中には幼齢期に広

葉樹が侵入して針広混交林が形成されている

ものがある（図－ 3）。このような人工林は「不

成績造林地Jと呼ばれてきたが、 3層の階層

構造に分かれることが多く、林齢が進むほど

種の多様性が高まる傾向にある等から、侵入

広葉樹を活用して多様な樹種構成の森林を省

力的 ・合自然的に維持するための好条件を備

えており、混生広葉樹を生かした新しい人工

林施業の可能性を秘めたケースとして注目を

集め、積雪地帯区分ごとの針広混交林の成立

過程とともに、その取扱いに関する知見を蓄

積しつつある。 ． （杉田久志） ‘

3. 1. 3 今後の課題

東北地方の豊かな森林資源と生物多様性を

維持 ・管理するため、各種の試験地において

モニタ リングを長期に継続し、森林の環境 ・

生物多様性維持機能と木材生産機能との調和

を図るための研究を進める必要がある。

（森茂太）

3. 2 林業経営 ・経済研究

3. 2. 1 地域ニーズへの対応概要

1959 （昭和34）年東北支場発足を境に、択

伐作業を主とした天然林の施業法研究から、

人工林の施業法及び薪炭林作業法の研究に重

点が推移した。1960～1970年代には人工造林

地で保育や間伐の基準が必要となり、施業方

法に応じた伐期と間伐方法別に収穫予想、表が
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作成された。一方、 1950（昭和25）年頃より

土地711用の面から林畜の競合が問題となり、

林畜複合の林地利用研究が開始され、林kの

更新や幼齢時の保育問題と放牧 ・草生産の関

係に重点を置いた研究へ推移した。また、土

地経営の高度化についての調査研究や国土保

全、森林の持つ公益的機能の数量化等の研究

が盛んになる一方、 山村の人口減少、高齢化、

林業生産や生活環境基盤整備への対応が必要

となり、地域林業と地域経済の発展を指向す

るための研究も進められた。 1980～1990年代

は長期にわたる木材価格の低迷や林業従事者

の減少等のため、従来の施業目標に沿った林

分管理が困難となり、施業目標の転換とそれ

に基づく林分管理のため間伐種の特性把握が

進められた。また、成長量試験地における70

年以上に及ぶ長期継続調査から、スギ人工林

の長伐期施業を提案した。近年はコンビュー

タを利用したシステム収穫表を調整し、多様

な施業方法等に応じた成長予測を可能とした。

また、広葉樹林の地位指数判定スコア表や林

分密度管理図を作成し、施業管理指針を提示

することで育成樹種の多様化にも対応してき

た。1980（昭和55）年半ば以降は、農山村経

済及び農林業経営の再建が喫緊の課題となり、

鹿山村経済再建のため林業経営者の所得向上

に必要な諸条件を明らかにする研究を推貯 1

た。 1990年代以降、 山村集落の人口減少の実

態、その背景－について調査 ・分析を進めると

ともに、急速に進歩した遠隔探査技術、 幽 f~i

処理技術等の導入によって森林計測技術ν吋！？

究を進め、種々の衛星データを森林に適HJ9

る基礎的な解析を行い、赤の波長データを用

いることにより蓄積推定の精度を高めた。

一方、白神山地等自然度の高い森林に恵ま

れた東北地域では、森林の多面的機能の中で

もレクリエーション等に関わる機能が重要で

あることから、保健休養機能や教育機能に関

する研究を展開し、森林内における人の心理

構造に空間的な因子と価値的な因子を見出し、



空間因子と本数密度の間には定量的な関係が

あることを明らかにした。 （中島清）

3. 2. 2 主要成果の概要

1 ）森林植生の動態解明と遷移予測（農林水

産技術会議研究成果420号）

世界自然遺産の白神山地はブナ天然林を主

体とした地域で、その外縁部にはブナ林を伐

採してスギを植栽した地域があるが、寒冷 ・

多雪な自然環境下のため、成長不良で広葉樹

が侵入している林分（混交林）も少なくない。

このような造林地の管理指針策定に必要な

基礎情報を得るため、ランドサット衛星の

MSSとTMのデータを用い、森林植生タイプ

の把握と森林の経年変化のモニタリングをマ

クロレベルで行った。その結果、世界遺産外

縁部における20年間の森林変遷は、 1980（昭

和55）～1986（昭和61)年には伐採が顕著で

あったが、 1986（昭和61）～1992（平成4)

年には減少し、奥赤石等の造林地で植被の回

復が見られた。 1992（平成4）～2000（平成

12）年には古い伐採地の植生変化は顕著でな

くなった。一方、世界遺産地域でのブナ林は

沢肉村両沢集落を支える人的つながり

集落から出た
子供・親族

！電話送りもの往来（酬によ仇がり｝

決~Ji【1車線にぷるっと：；bl"•J、

〈 両沢まるごと公開化m~提〕
花のliUJ!＜集跨ぐるみの参加｝
水Z刷、趨．遊歩道のE笠置

【南沢集覧車内の集まり〕
さむぷり〈回植えのご苦労さん会〉
新年会｛長瀬野集fg:と合同｝
花見 lまたるを見る会

安定しており、この間の変化は認められな

かった。 （粟屋善雄）

2）山村振興（支所たよりNo.464)

東北地方の山村人口の減少は依然として続

いており、今後消滅する集落も少なくないと

予想される。このような状況の中で、人が「住

みたいJ山村・はどのような山村かを提示する

ことが求められている。

岩手県沢内村両沢集落では、高齢者の生活

をサポートするための地縁による人的ネット

ワークをベースにした活動が活発に行われ、

それを支援する人たちのネットワークが村

外 ・都市部へと広範囲に形成されている（図

-4）。このような山村内外に張り巡らされ

た人的ネットワークが強いほど、また、その

広がりが広いほど、山村に住む人たちの活動

が活発化し、集落は活性化する。こうして住

民は山村で、自信と誇りを持って暮らしてい

くことができる。このような人的ネットワー

クが集落を活性化させ、 山村を魅力あるもの

にしていることがこの事例研究から明らかに

なった。 （奥田裕規）

沢内村を支lまする
村外の人たちとの

ネットワーク

岩手県沢内村両沢集落を支える人のネットワーク
資料．東北の森・科学の散歩道（森林総合研究所東北支所 編著． （株J熊谷En即Dp224を基に作成

図－ 4 集落を支える人的なつながり
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3. 2. 3 今後の課題

近年、普及した地理情報シ子テム（GIS)

上でこれまでの研究成果を重ね合わせて検討

することにより、森林の多面的機能を調和的

に発揮するための森林の類型化手法等の開発

を進めつつあり、今後、森林資源管理技術の

さらなる高度化を図り、持続可能な森林資源

動法によるCO2収支の観測が開始された。

（中島清）

3. 3. 2 主要成果の概要

1)冷温・多雪地帯の森林水源かん養機能の

解明（ForestWinds No.3) 

釜淵森林理水試験地（山形県最上郡真室川

町大字釜淵）では、多雪地帯山地流域におけ

管理に資することを目指す。 （古井戸宏通） る森林の水源かん養機能を解明するため、

3. 3 森林環境研究

3. 3. 1 地域ニーズへの対応概要

森林理水等の研究は、研究の主体を復旧治

山技術や予防治山技術の研究に置いて、支場

発足以降も引き継がれた。 l970年代には、各

種緑化工試験により北上山地に多数分布する

風衡荒廃地の植生回復を図る目処を立てるこ

とができた。この頃、森林の公益的機能への

関心の高まりや林地の林畜利用が推進された

ことから、放牧利用地における土壌の物理性

や水土流出量の研究が行われた。 1980年代後

半以降も畜産用草地への林地転用の影響や荒

廃地の成立、自然復旧過程等の研究が継続さ

れ、放牧草地における渓岸林の水土保全機能

や林地転用による地表撹乱と土壌物理性や地

表流下量、流出土砂量の変化等の解析が進め

られた。 1983（昭和58）年に発生した真室川

水害を契機に、山地災害発生危険地区判定法

の研究が開始され、数量化理論を用いた判別

解析により的中率の向上が図られた。

当地方に多いスギの寒害の被害実態、積雪

地帯における積雪の動態や雪圧が森林や土地

保全に及ぼす影響、森林の理水機能や雪崩防

止林、治山工法に関わる研究等も進められた。

1939 （昭和14）年、釜淵試験地に理水試験

地が設定され、その後60年以上にわたって観

測が継続された。得られたデータの解析から、

森林の水源かん養機能には流域の植生や施業

方法が大きく関わっていることを明らかにし

た。さらに、森林によるCO2吸収能評価の一

環として、安比高原のブナ二次林内で乱流変
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1939 （昭和14）年から60年以上にわたって水

文観測が継続されている。本試験地は気象観

測露場と3流域からなり、 1号沢はブナ・ナ

ラ類を主とする広葉樹林、 2号沢はスギを主

とする針広混交林、 3号沢はスギ林の流域で

ある。 1号沢は自然状態に放置された流域で

あるのに対し、 2号沢と 3号沢は広葉樹を皆

伐してスギを植栽した後、 40年及び30年経過

した流域である。試験開始から現在までの流

出量の変動傾向を解析した結果、 (1）年流出率

はl号沢で僅かな上昇傾向にあるが（図－ 5）、

2号沢と 3号沢では下降傾向にあること、（2)

低・渇水期の日流出量は2号沢より 3号沢で

の減少傾向が大きいことが分かつた。これら

の結果から、森林は蒸散として水を消費する

ため、スギ植栽から30～40年経過した流域で

は流量が減少するが、 60年以上自然放置され

た流域では増加に転ずることが示唆される。

これは、森林の水源かん養機能の発揮に長伐

期施業等の施業方法が深く関わっていること

を実証する貴重なデータといえる。

（細田育広）

3. 3. 3 今後の課題

寒冷多雪地域にある東北地方では、温暖化

官50

ε 100 
時
笥

= 50 

fSRo_ -....句≫.a?...P _a> 占o..,.o_o♂~
Yo O' a ~cP'W＂＂＂＇曹て吋－ -""' 0’ O会。
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図－ 5 釜淵 1号沢における年流出率の変動傾向



等による環境変化の影響を強く受けると予想

されることから、環境負荷物質、栄養塩類、

温暖化ガス等の森林生態系内における収支と

動態を明らかにし、環境変動に対する森林の

応答予測と、これに対応した森林管理体系

（技術）の再構築を目指し、釜淵理水試験地、

安比森林気象試験地 （C02JI又支観測）、姫神

試験地 （水質観測）等、現実の森林を対象と

した実測、モニタリングの継続と観測精度の．

刈上を継続する。 （三浦党）

3.4 スギの薬枯 ・枝枯性病害に関する生態

学的研究

3. 4. 1 地域ニーズへの対応概要

東北地方はスギの人工林率が高いため、発

生する病筈も多く、これまでに約30種の重要

病害が報告されている。東北地域では特にス

ギ黒粒葉枯病、スギ黒点枝枯病、スギ枝枯菌

核病及びスギ褐点枝枯病が重要な病害であり、

背くからこれらの病害に取り組んできた結果、

病原菌とその発生生態を明らかにすることが

できた－。

3. 4. 2 主要成果の概要

1 ）スギ黒粒葉枯病（森林総研研報No.368)

本病はスギ人工林に激しい赤枯病類似症状

を呈する病気として1927（昭和2）年に報告

され、病原菌はChlorosり,Phaseaveriと同定さ

れた。しかし、本病の発生生態に関する研究

は乏しく、的確な防除方法の確立が遅れてい

た。そこで、 1972（昭和47）年以来、本病の

図－ 6 子のう盤（矢印）
＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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研究を進め、感染源である子のう盤（図－6) 

と子のう胞子の形成は春と秋の年2回である

が、小雪地帯では 6月上旬、多雪地帯では

2ヵ月遅れの7～8月であることを明らかに

した。また、本病は高海抜地帯や風衝地形、

霧の停滞する除湿な環境条件下に植栽された

場合に大発生することを明らかにし、本病に

対する防除対策として、劣悪な環境下に植栽

しないこと、枝打ちゃ間伐などの保育の励行

及び抵抗性品種（ウラスギ系統）の導入を提

示した。

2）スギ黒点枝枯病（支所たよりNo.449)

黒点枝枯病の発見は古く、 1925（大正14)

年に北島君三によって「スギ樹枝枯病Jの病

名で報告された。 1965（昭和40）年には伊藤

一雄によって病名を「黒点枝枯病Jと改名さ

れた。伊藤は病患部に多数の黒点状の子座様

態を認めたものの、病原菌の胞子確認には至

らず、本病は樹木病害の難病の一つに挙げら

れていた。支所では1988（昭和63）年より本

病の研究を進め、 1994（平成6）年に病原菌

の完全世代を発見し、Str1仰 iatinia的，ptomeriae
Kubono et Hosoyaとして新種記載した（図ー

7）。また、本菌子のう胞子が花粉飛散中の

スギ雄花から侵入することを突き止め、本病

の感染経路及び伝染環を明らかにした。

3）スギ枝枯菌核病（スギ褐点枝枯病）（森

林総合研究所平成10年度研究成果選集）

スギ枝枯菌核病は1952（昭和27）年、佐藤

邦彦によって 「枝枯菌核病Jと名付けられた

図－7 完全世代（子のう盤）
＊第E章巻頭にカラー図掲載。



図－ 8 Scolicosporium sp 
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

が、長年、伝染に関与する胞子体は発見され

なかった。一方、スギ褐点枝枯病は1959（昭

和34）年に報告され、 病 原 菌 名は

Scolicosporium sp.と名付けられた。しかし、

1972 （昭和47）年、佐藤はスギ枝枯菌核病の

擢病枝上にスギ褐点枝枯病の病原菌とされる

Scolicosporium sp.の子実体が高頻度で、形成さ

れることを見出し、 Scolicosporiumsp.はスギ

枝枯菌核病の不完全世代の胞子型ではないか

と指摘した。そこで、 1981（昭和56）年以降、

スギ枝枯菌核病とスギ褐点枝枯病の同根関係

を明らかにする研究が進められ、 2004（平成

16）年に両者は同一の病原菌によって発生す

ることが判明し、病名をスギ枝枯菌核病に統

一して病原菌名をScolicosporiumsp.とした（図

-8）。また、 Scolicosporiumsp.はスギ枝枯菌

核病の伝染に関与する胞子体であり、スギタ

マバエの虫えいから感染することを突き止め、

本病の伝染環を明らかにした。

3. 4. 3 今後の課題

長年の研究により、東北地域に発生するス

ギ病害の発生生態や伝染機構が解明された。

今後、これらの貴重な成果を基に実用化に向

けた防除手法を開発する研究が必要である。

（窪野高徳）

3. 5 昆虫研究

3. 5. 1 地域ニーズへの対応概要

1960年代、東北地方の昆虫研究はマツカレ

ハの生態と発生予察、防除技術の開発を中心

に進められた。マツカレハはマツ類の重要な
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食葉性害虫で、当時は若い林を中心に数万ヘ

クタール規模で大発生し、成長が低下して表

弱したマツはほかの害虫の被害を受け、 大量

に枯死することが問題になっていた。こうし

た被害は越冬幼虫によることから、春に各地

で幼虫の密度を推定する簡易な方法を開発し

た。

1975 （昭和50）・年に宮城県石巻でマツ材線

虫病が発生して以降、高緯度地方へも拡がり

つつあり、寒冷地におけるマツ枯れ発生機構

の解明や被害の拡大防止方法の開発が求めら

れた。そこで、ザイセンチュウの生理・生態

とマツの枯損動態、マツノマダラカミキリの

生態解明や防除法等の研究が本格化し、ザイ

センチュウの低温耐性、殺線虫剤による防除、

生立木への接種試験等が進められた。マツ材

線虫病は1990（平成2）年以降も依然として

重要な病害であり、低温期感染が「年越し枯

れ」の要因であること、弱毒線虫を用いた誘

導抵抗性が寒冷地方でも有効であること等を

確認した。天敵微生物であるボーベリア菌を

利用した防除方法も検討され、この菌を運ぶ

キイロコキクイムシの大量増殖法等を確立し

た。

スギ、ヒノキ穿孔性害虫の研究では広域的

な被害分布図の作成、スギノアカネトラカミ

キリ成虫移動調査法の確立等の成果が得られ

ている。

3. 5. 2 主要成果の概要

1 ）マツノマダラカミキリ分布地域の推定

（東北支所たよりNo.422)

東北地方において、マツ材線虫病が拡がる

可能性のある地域を媒介虫であるマツノマダ

ラカミキリの発育に必要な温度量の地理的分

布から推定し、現在は松枯れが拡がっていな

い地域の中にも、マツノマダラカミキリの生

息に適した地域があることが分かつた（図－

9）。こうした被害の最前線に隣接する地域

や生息適地では、松枯れが発生してもすぐに

根絶できるよう監視を強める必要がある。



．． 量乙随地

己コ準生日地

獄仁コ生息不適地

図－9 マツ材線虫病北端地域における2001 （平成
13）年度の被害分布（左）とマツノマダラカ
ミキリの生息可能地域（右）

3. 5. 3 今後の課題

マツ材線虫病の高緯度地域への拡大防止に

向け、寒冷気候下におけるマツ枯れ発生機構

の解明と被害拡大防止・ 防除技術の開発に取

り組み、マツ林の保全に資する。スギ人工林

においては材質劣化害虫による被害蓄積等、

林の健全性に関わる要因の評価技術を高め、

スギ林の健全な育成に資する。 （後藤忠男）

3. 6 野生動物の保全と管理

3. 6. 1 地域ニーズへの対応概要

鳥類は、 林業上有害な見虫や野兎鼠の捕食

者として有益であるとの観点から、森林タイ

プ別の生息状況を明らかにするとともに、樹

洞が少ない人工林へ誘致するためのねぐら用

巣箱の開発等、その保護策を検討してきた。

近年は、森林生態系の多様性評価の指標と

しても注目され、また、 固定調査地で継続し

ている繁殖群集の長期的動態を明らかにする

ためのモニタ リング調査も、保全生物学上重

要視されている。滝沢鳥獣試験地 （岩手県森

林公園野鳥観察の森）では、 1970（昭和45)

年から毎年「なわばり記図法」による繁殖鳥

類群集の調査を行い、全国的に減少が心配さ

れている夏鳥の動向や、繁殖群集の変動等を

明らかにした。

晴乳類については、若い造林地が多かった

時代、野兎鼠による被害が多発したため、こ

れらの生態と被害防除、猛禽類の生態、保護

の問題等についての研究が進められ、ノネズ
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ミ発生予察法の確立のための再捕獲法による

個体群変動機構や、スギ品種別耐兎性試験に

よる品種間差異等を明らかにした。また、成

長した林木にも被害を与えるニホンジカとツ

キノワグマの保護管理対策が課題となり、五

葉山周辺でニホンジカの個体数推定と適正頭

数の算出を行い、岩手県の保護管理計画策定

に貢献した。ツキノワグマは農林業の有害獣

であると同時に、豊かな森林生態系を代表す

る種であり、近年では国有林野緑の回廊の設

定に際して指標種のーっとされている。その

一方、人里近くへ出没するクマと住民との遭

遇による人身被害等が大きな社会的関心事と

なっており、クマの適切な保護管理のため、

齢構成、生息実態、 個体群の地域分化、クマ

出没とブナ豊凶との関係等について調査 ・解

析が進められている。

3. 6. 2 主要成果の概要

1 ）ツキノワグマ個体群の地域分化 （森林総

研平成12年度研究成果選集）

岩手県で捕獲された個体の頭骨形態変異を

解析したところ、北上山地と奥羽山脈の個体

群問の遺伝的交流は長い時問、ごく限られて

きたことが明らかとなり （図－10）、それぞ

れ別のユニットとして保護管理する必要があ

ることを提言した。また、設定された緑の回

廊をツキノワグマがどのように利用している

かを明らかにするため、 DNA分析用の体毛

図ー10 北上 ・奥羽山系のクマの頭骨



サンプルを効率よく採取する方法を考案し、

北上高地緑の回廊で調査陀開始した。今後、

設定区域の検証や変更に際し、有効な情報を

提供できるものと期待される。

3. 6. 3 今後の課題

野生動物による農林業被害を軽減するため、

適正な保護管理対策を検討し、提案する。ま

た、森林からのさまざまな恩恵を将来にわ

たって享受していくため、生物多様性保全の

観点から必要な科学的根拠を提供する。

（鈴木祥倍）

関西支所

1. 岡山市竜の口山理水試験地の設置

1. 1 試験研究の動向

この試験地は、昭和初期に岡山県南部地方

で頻発した、ため池の水不足をめぐって繰り

広げられた論争をきっかけとして設置された。

この試験地の位置する瀬戸内海沿岸地方で

は、水不足が深刻な問題であり、渇水対策が

緊急の課題となっていた。 1933（昭和8）年

の同地方は例年にない少雨に見舞われ、ため

池の水不足が各地で発生するという異常事態

となった。従来からこの地方の人々は、森林

は水源を枯渇させるものだと信じており、こ

れを契機に多くの人たちがため池に注く手集水

地の森林伐採を希望し、そのために保安林解

除を願い出る人が続出するという事態になっ

た。

この水不足の原因をめぐり、農林省林業試

験場（現森林総合研究所）の平田徳太郎博士

と岡山県林務課の山本徳三郎技師の間で、流

域のアカマツ林の影響が論じられた。現地調

査をした平田博士は、ため池が満水するかし

ないかは雨の降り方によるものであり、森林

の影響はわずかなもので森林の伐採では解決

できない、というものだ、った。これに対し山

本技師は、岡山県南部地方のような少雨地方

では、ため池の水確保に水源かん養林は効力

を持たず、かえって水源を枯渇させるものだ

と主張した。この論争は3年間に及び、結局

決着を見ることはなかったが、平田博士の提
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言に従い、 当時の山林局は1937（昭和12）年

に岡山市郊外の国有林に竜の口山理水試験地

を設け、森林伐採による流量変化を調べる研

究に着手した。

1. 2 研究の成果

竜の口 山理水試験地は隣接し た北谷

Cl 7. 3ha）と南谷（22.6ha）の 2流域からな

り、 北谷を基準流域、南谷を処理流域とする

並行流域法をとっている。南谷では1959（昭

和34）年に流域のほぼ全域が焼失する山火事

が発生し、その後に植栽されたクロマツも、

1980 （昭和55）年頃をピークとするマックイ

ムシ被害でほぼ全滅した。この山火事とマツ

枯れの前後で南谷と北谷の流出量を比較した

ところ、以下のようなことが明らかになった

・森林が消失することにより、総流出量が憎

加した。

－直接流出量は1.3～2. 0倍に増加した。

図－1 竜の口山理水試験地の遠景



－基底流出量はI.5～2. 0倍に増加した。

・ピーク流量は1.2～2. 2倍に増加した。

森林の消失が蒸発散量の低下をもたらし、

その結果流出量が直接、基底に拘らず、年間

を通じて増加する。増加の程度はマツ枯れ時

よりも山火事時の方が大きい。これは山火事

では地表植生のほか、落葉 ・落枝なども消滅

してしまうのに対し、マツ枯れでは上層木が

なくなるだけであり、森林に対するインパク

トか人きいほど、流出量の増加も大きくなる

という結果が得られた。

l. 3 今後の課題

二札までの研究で、森林の消失が流出量の

増加に結びつくことが明らかになった。今後

は、単に植生が変わったためというのではな

く、植生がどのように変わり （量と質を含め

て）、それに伴って水循環過程のどの部分が

どのように長期的に変化したのか、そのメカ

二ズムはどうであるのか、長期間の観測の中

に現れている数十年～数百年に一度の割合で

しか発生しないような確率の低い現象が、通

常とはどのように違うのか、といった解析が

重要になってくると考えられる。こうした研

究を通して、われわれが実際に利用すること

が可能な水量に及ぼす森林の影響を解明して

いく必要があろう。e

2.瀬戸内地方の禿げ山の緑化試験及びせき

悪林地の育林技術に関する研究

2. 1 試験研究の動向

1950～1960年代、近畿中園地方の花闘岩、

流紋岩山地に広く分布する禿げ山 ・せき悪林

地は、 国土保全上の見地から早急な緑化が求

められていた。関西支場は高島分場の玉野試

験地で緑化促進による禿げ山の早期復旧に関

する試験を開始した。また、土壌条件不良の

せ」悪林地にク ロマツ、ヤシヤブシ、ハンノ

キ、アカシヤ、Jヤマモモ、ハギなどの植栽試

験も行った。
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図－ 2 玉野試験地、復15号区施工前（1959（昭和

34）年6月撮影）

2. 2 研究の成果

禿げ山の緑化試験には、クロマツのほか、

テーダマツ、リギダマツ及びユーカリなどの

外国産樹種が用いられたが、 ユーカリは全く

成林の見込みがないことが明らかになった。

また、ほかの外国産マツ類についても、施肥

が不可欠であることが分かった。

せき悪、林地の育林技術に関する試験では、

クロマツ、ヤマモモ以外では不成績で‘あり、

施肥効果も小さいことが明らかになった。

図－3 玉野試験地復15号区施工後31年（1991 （平成
3）年4月撮影）



2. 3 今後の課題

かpての禿げ山、せき悪林は戦後60年を経

て、大部分が改良された。現在近畿中園地方

では、マツ枯損跡地対策、山火事跡地対策が

該当地域の大きな課題となっている。

3.竹林に関する研究

3. 1 試験研究の動向

京都府下における竹林施業は古くから伝統

的集約栽培技術が伝えられていた。 1950～70

年代まで、戦後の食料増産の時代要請の下で、

笥及び竹材生産についてもさまざまな施業法

と収穫量との関係を明らかにし、竹林の施業

改善が求められた。 1980年代になって、竹林

の生態学的研究に取り組んだが、次第に竹林

の施業放棄地が増え、竹林拡大が社会問題化

するに至り、竹林拡大防止のための技術開発

が求められるようになった。

3. 2 研究の成果

竹林の密度試験（2,000、4,000、6,000、

8,000本／ha）及び施肥試験を8年間実施した。

立竹密度を少なくすると、発笥本数は変わら

ず、新竹の竹高、直径が小さくなり、形質も

悪化した。一方、立竹密度を多くすると、林

分成長量は大きくなり、新竹の形質も良く

なった。また、施肥試験では施肥の効果が大

きく表れ、無施肥区の約2倍の収穫量が得ら

れた。

竹林の生態学的研究結果は、モウソウチク

林とマダケ林の地上部純生産量と炭素蓄積・

循環 (Isagiet al. 1997 そのほか）としてま

とめられている。

それによると、モウソウチク林の総生産量

は10～20t/ha・年と推計され、スギ、ヒノキ

人工林のそれに劣らないことが分かつた。ま

た、放置竹林の拡大現象は、 1953（昭和28)

～1985 （昭和60）年の32年間で、面積にして

7～20倍に増加し、竹林境界の拡大速度は、

年間2～3mと算出されているo
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3. 3 今後の課題

関西地域における放置竹林の拡大現象は、

景観の激変、生物多様性の減少、及び土地所

有権の侵害に関わる紛争の原因などとして、

現在でも大きな社会問題と認識されている。

しかし一方で、生産力の大きい竹資源、の有効

利用、高い二酸化炭素の固定機能などを、効

率的に利用するための技術開発への指向も高

く、産官学の各分野で試験研究が行われつつ

ある。

4.森林の断片化による遺伝子交流の解析

4. 1 試験研究の動向

関西地域の都市近郊では、開発によって森

林の断片化が進んでいる。森林の断片化は、

花粉・種子を介した植物の遺伝子交流を妨げ、

結果として植物集団の遺伝的多様性の低下と

消失リスクの増加をもたらすと考えられてい

る。そこで、都市近郊域における生物多様性

の保全技術を開発するための基礎的知見を得

ることを目的として、森林の断片化が構成種

の遺伝子交流に及ぼす影響を解析した。

4. 2 研究の成果

主要構成樹種であるホオノキとシラカシに

ついて、開発したマイクロサテライトマー

カーを用いた遺伝分析により実生と成木の親

子関係を推定し、断片化した森林における花

粉流動と種子散布の実態を解明した。特にホ

オノキについては、森林内における花粉移動

距離が平均で130mとかなり長いことを明ら

かにした。

4. 3 今後の課題

関西地域には、森林の断片化によって絶滅

が危倶されている動植物種が多く分布してい

る。これらの種について消失リスクを評価し

保全策を構築するため、遺伝的多様性の推定

と繁殖動態の分析が課題となっている。



5. 生物的防除手法を導入した松くい虫被害

防止技術の開発

5. 1 研究の背景と対応

明治の終わり頃から始まった松枯れは、九

州から西日本、東日本、東北方面へと今なお

北上を続けているが、西日本では高海抜地域

に被害が拡大している。過去の研究は加害原

因の究明や被害実態の解明、薬剤を中心とす

る防除技術手法の開発に関する研究に多大の

勢力が投入されてきた。しかし、薬剤防除に

よる環境汚染等の懸念から、最近では環境に

配慮した天敵等による生物的防除技術手法の

確立が求められている。関西支所では、この

生物的防除技術の確立にいち早く着手した。

5. 2 研究の成果

サビマダラオオホソカタムシの鮮化幼虫が

マツノマダラカミキリ幼虫に対して寄生能力

（天敵効果）があることを、室内外で明らか

にした。昆虫寄生性糸状菌Beauveriabassiana 

の胞子を付着させたキイロコキクイムシによ

るマツノマダラカミキリ幼虫の防除効果を室

内で実証した。保菌キイロコキクイムシの幼

虫数とマツノマダラカミキリ幼虫の死亡率と

の関係を調べ、防除に必要な放虫数、放虫点

数、距離の相互関係を明らかにした。オオコ

クヌストの天敵効果の有効性を室内試験によ

り検証した。マツ穿孔虫類であるサビカミキ

リの代表的な天敵キタコマユバチの寄主サイ

ズ評価を個体問で比較し、捕食効果の有効性

に関する基礎試験を行った。

5. 3 今後の課題

サビマダラオオホソカタムシの天敵効果が

実証され、現地でもその効果が確認された。

今後、人工培養技術と大量養殖法を確立する

とともに、現地の周辺への拡散の影響 ・効果

調査などを含め、関係府県と連携協力しなが

ら実用化に努めていく必要がある。ほかの生

物についても天敵効果の役割について幅広く
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カシノナガキヲイムシ （メス成虫）
2003年7月録集
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図－ 4 カシナガキクイムシの標本

対象を考慮しながら、総合的な防除技術の確

立が必要である。

6.ナラ類集団枯損の原因究明と病原性の解

明

6. 1 研究の背景と対応

1980年代後半から、本州の日本海側を中心

に落葉ナラ類の集団枯損が増加し続けている。

西日本では最近、奈良県や和歌山県まで南

下した。薪炭林の施業が行われなくなり、高

樹齢となった林分での被害が特徴である。

6. 2 研究の成果

ナラ類集団枯損が発生しているいずれの地

域の枯損木にも養菌性甲虫であるカシノナガ

キクイムシの穿入があり、糸状菌Raffaelea

quercivoraが存在することを明らかにした。

また、被害木の樹幹木部は黒褐色に変色し、

水分通導が停止していた。この菌はカシノナ

ガキクイムシの体、孔道、そこからのびる材

変色部から高頻度で検出されることから、健

全木への接種実験を行い、病原性の確認を

行った。接種部位では木部の変色と通導の停

止が発生し、 この菌が病原体として被害に直

接関与していることを実証した。自然環境で

はこの菌はカシノナガキクイムシの背中にあ

る菌嚢に入って健全なナラ樹幹に感染する。

感染後は孔道を利用して迅速に分布を拡大



し、広範囲に材変色を起こす。その結果、キ

クイムシ穿入の多い樹幹下部では木部樹液p
上昇が完全に停止し、葉の萎れから枯死へと

進むことが分かつた。

6. 3 今後の課題

病原体が確定し、菌の感染から枯損に至る

メカニズムがかなり解明された。今後は被害

の発生を促進する環境要因や菌の伝搬役であ

るカシノナガキクイムシの生態を明らかにし、

被害軽減対策に役立てていく必要がある。

7.材質劣化に関与する獣害の実態解明と個

体群管理技術手法の開発

7. 1 研究の背景と対応

西日本では、野生鳥獣による森林被害が深

刻化したため、各府県から被害防除に関する

研究機関の設置の要望が強く出され、 1992年

（平成4年） 4月に鳥獣研究室が関西支所に

新設された。以来、野生鳥獣による森林被害

防止技術、野生鳥獣の個体群生態、個体群管

理技術手法の確立に関する研究を行っている。

7. 2 研究の成果

材質を劣化させる獣害としては、ノウサギ、

ニホンザル、ニホンジカ、ツキノワグマなど

によるものがある。ノウサギでは、食害と材

質劣化の関係、生息地の下層植生と造林木へ

の食害の程度の関係について明らかにした。

ニホンザルでは、鳴き声から居場所の方向

と距離の推定を可能にした。今後、被害対策

や生息数推定調査の基礎資料として生かして

いく。ニホンジカでは、捕獲個体の解析によ

り、西日本での繁殖特性を明らかにした。

ツキノワグマによるクマハギは5～7月に

発生し、造林木に致命的な腐朽被害を与える

ことが分かつた。このツキノワグマの分布は、

西日本で分断、孤立化しているが、分布の分

断の程度と遺伝的多様性の実態を遺伝学的に

明らかにした。
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ニホンジカとツキノワグマについて、駆除

時の捕獲データや生息地の状況などを活用し、

野生動物管理に役立てるシステムを確立した。

7. 3 今後の課題

平成11年より、農林業被害を与える野生動

物や大幅に減少が見られる野生動物を対象に、

各府県が特定鳥獣保護管理計画をたてること－

になった。西日本では、森林被害や農業被害

が深刻な府県が多いため、関西支所の鳥獣担

当者に対して研究協力や指導依頼が多く、対

応に苦慮している。地域の関係各府県、大学

等の研究機関と連携して、速やかに野生動物

の生息地環境、生態解明、個体数の把握技術

などの基礎的解明を行い、個体群の適正保護

管理技術に結びつけていくことが必要である。

8.野生鳥獣害対策のための森林生態系管理

（バイオネット）

8. 1 試験研究の動向

日本各地でニホンジカによる実生や樹皮の

激しい食害のために天然更新の阻害や立ち枯

れが顕著となり、森林の存続が危ぶまれてい

る。「新環境基本計画j では、保全すべき原

生的自然環境が劣化している場合には、自然

的環境の回復や野生生物の保護管理などの適

切な施策によって生物多様性の高い健全な生

態系を維持・回復すべきとしている。生物多

様性保全を考慮しながら自然環境や野生生物

の管理を行っていくためには、生態系を構成

するさまざまな生物聞の相互作用を明らかに

し、それに基づいて生態系全体の動態を予測

し、制御手法についての提言を行っていく必

要がある。本研究では、奈良県大台ヶ原の森

林におけるニホンジカやミヤコザサなどの実

験的除去に伴う植生、動物相、土壌の性質等

の変化についての8年間にわたるモニタリン

グ調査及びシカ密度の異なる場所での植生や

烏群集の違いについての比較調査によって生

物問相互作用ネットワークを明らかにし、そ



れに基づいて、シカ個体数やササ現存量の管

理が生態系の動態に及ぼす効果を予測できる

シミュレーションモデルを構築した。

8. 2 研究の成果

ニホンジカの個体数とミヤコザサの地上部

現存量は、現在、需給の釣り合いによって、

平衡状態にあると考えられた。ところが、ニ

ホンジカの除去区では、ミヤコザサの地上部

現存量はその生産力の高さによって、わずか

5年間で最大値まで回復した。ニホンジカに

よって食べられなかったミヤコザサはリター

として、ニホンジカによって食べられたミヤ

コザサは死体や糞尿として土壌にかえり、そ

れが養分として、再びミヤコザサに吸収され

る。このニホンジカーミヤコザサー土壌の各

要素聞の窒素循環の動態についてシステムダ

イナミクスモデルを作成した。さらに、この

モデルを拡張させて、ニホンジカ個体数増加

と、－それに伴うミヤコザサ現存量の減少や枯

死木の増加が、樹木実生、鳥類、地表節足動

物、土壌動物の個体数や多様性に及ぼす影響

を組みこんだ。シカ密度あるいはミヤコザサ

現存量の影響は、生物群によってさまざまに

異なっており、すべての生物群にとって好ま

しいニホンジカ密度やミヤコザサ現存量は存

在しなかった。森林の再生が最も促進され、

かつ、生物多様性が最も高くなる管理手法を

検討した結果、シカの個体数駆除と同時に、

その主要な餌であるミヤコザサの現存量を減

らす必要があることが分かつた。本モデルの

予想、を応用して、ほかの群落も含めた大台ヶ

原全体の自然再生についていくつかの提案を

行った。環境省による大台ヶ原自然再生推進

計画策定のための調査が今年度から行われて

おり、再生手法のオプションとしてササ刈り

が採用された。

8. 3 今後の課題

本研究で作成したシミュレーションモデル

を、環境条件の影響や樹木の生活史を組み入

れ改良していくことによって汎用性の高いモ

デルへ拡張していくとともに、予測の検証を

行っていく必要がある。 （河室公康）

四国支所

1.四国支所の変選

四国支所の発足は、 1947（昭和22）年に大

正試験地と高知営林局の試験調査部門を統合

し、林業試験場高知支場として高知営林局内

に併設された時点に遡る。その後、 1959（昭

和34）年に四国支場と改称し、専任の支場長

がおかれることになった。 1947（昭和22）年

の設立当時の組織は、庶務係と研究員のみか

らなり、営林局を兼務する職員もいたが、次

第に拡充され、 1951（昭和26）年に経営、造

林、土壌の 3研究室が、 1959（昭和34）年に

保護研究室、 1963（昭和38）年に調査室が設

置された。 2001（平成13）年の独立行政法人・
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化では、造林研究室と林地保全研究室が森林

生態系変動研究グループと複層林生態管理担

当チームに、保護研究室と経営研究室が流域

森林保全研究グループと源流域森林管理担当

チームに再編された。

2.四国支所における研究の流れとその背景

2. 1 生産力増強と連動した研究目標ー併設

支場から独立支場時代ー

四国支所の前身である高知支場発足当初の

営林局内併設時代においては、戦後の大面積

造林の推進を背景に未材生産力の増強を目標

とした研究が求められ、適地適木調査、土壌



調査、更新と保育、薪炭林調査、収穫表調整

のための調査研究が進められた。「森林の構

造と成長に関する研究J、「外国産マツ類の導

入試験J、「薪炭林綜合試験J、「スギ、ヒノキ、

アカマツ等の産地別試験J、「林床植生のウラ

ジロ・コシダに関する研究J、「土壌調査J、「病

虫獣害の基礎調査j等が主要な課題で‘あった。

鑑定や指導依頼への対応も多く、造林分．野で

はスギ品種の鑑定、育林技術 ・育苗技術 ・更

新技術の指導が求められた。土壌の分野では、

国有林から土壌理学分析、土壌化学分析及び

肥料分析などが、また、国有林、民有林を問

わず土壌調査法等の指導が求められた。保護

分野では病 ・虫 ・獣筈の鑑定と防除指導等の

要請が国有林、民有林から毎年多数寄せられ

た。

1959 （昭和34）年から翌年にかけて、それ

までの国有林重点の調査研究から脱皮を図る

べく、研究目標の検討が行われ、関係機関と

の協議を経て、「森林成長量の増大」と「鹿

山村経済の振興」を目標とすることが打ち出

された。この研究目標の整理は、独立支場と

なった意気込みが感じられる作業であり、当

時の世論を受けた木材生産中心、拡大造林指

向の生産力増強計画と連動するものであった。

具体的な課題として、「森林成長量の増大」

に関しては、①樹種・品種に関する特性研究

（気象 ・土壌などの立地条件と成長特性、林

分構造、諸被害に対する抵抗性、造林方法、

マツ類の育種）、②地力の維持培養に関する

研究（林地肥培、 地力低下、苗畑の土壌肥料）、

③森林保護に関する研究（被害をもたらす病

虫猷の生態並びに防除または回避方法）であ

り、後者の「鹿山村経済の振興」に関しては

①私有林経営計画、 ②農家林業 ・薪炭林施業

の改善等が取り組まれた。

こうした木材の増産という時代の要請を受

けた研究目標は、 1960年代の高度経済成長の

時代に引き継がれていった。
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2. 2 木材生産と公括的機能との調和一生産

重視から環境重視の時代へ一

1970年代に入ると高度経済成長がもたらし

た大気汚染、水質汚濁といった公害問題や自

然環境の破壊に国民の関心が向けられるよう

になり、それとともに森林に対する期待も木

材生産から森林の環境保全機能の発揮へと大

きく移った。木材生産と公益的機能の発揮を

調和させる森林施業が強く要請されるように

なり、四国支場の試験研究項目においても、

生産力の増大や被害防除に関する研究と並ん

で、非皆伐施業など環境保全的施業に関する

研究が大きな柱になった。また、1970年代か

ら 1980年代には、本 • i支所体制による全国規

模の研究や営林局署 ・四国4県との共同研究、

農林水産技術会議予算による研究等も実施さ

れるようになり、「合理的短期育成林業」、「外

国産マツ類の導入試験」、「農林漁業における

環境保全的技術に関する総合研究J、「野生鳥

獣の保護増殖に係る体系的手法の開発に関す

る研究J、「人工林の非皆伐施業に関する研究j、

「まつ類枯損激害地域の更新技術J等の研究

プロジェクトを分担する研究課題に取り組ん

だ。

さらに、 1980年代後半から1990年代にかけ

ては、国民所得の向上や価値観の多様化に伴

い、森林の環境保全機能に対する期待は

強いものになり、森林 ・林業政策の柱も環境

保全機能を重視する方向に大きく転換された。

1988 （昭和63）年に策定された森林総合研究

図－1 四国支所庁舎（1964（昭和39）年建築）



所の研究基本計画では、このような流れを受

けて「森林生態系の特性解明」や「環境形成・

保全機能の増進J、「地球環境問題への貢献J等、

環境保全に関する研究が重点的に推進すべき

研究方向として打ち出された。あわせて地域

研究に関しては「地域に根ざした林業の発展

と多面的利用技術の高度イ七Jが重点方向とし

て打ち出され、これに沿って四国支所におい

ては、「豪雨急傾斜地域における森林施業技

術の体系化Jを目標に、「環境保全的森林施

業技術の向上j と「高度に人工林化した地域

における林業経営技術の向上j の二つの大課

題を設定した。具体的な研究課題として、前

者に関しては「森林施業と土壌保全効果との

関係J、「複層林の施業技術（光環境と下木の

成長）J、「複層林施業による土壌特性の変化J、

「雨水・渓流水等の水質モニタリングj等に、

また後者に関しては、「枝打ちによる林木の

成長、材質への影響J、「下刈りの省力化技術J、

「スギ・ヒノキの穿孔性害虫j、「獣類による

造林木被害J、「人工林の構造解析と収穫予測j、

「林分成長モデルの構築」、「広葉樹林施業J、

「森林の広域調査とモニタリングJ、「地域林

業振興J等に取り組んだ。またこの時期にお

いては、農林水産技術会議や林野庁、環境省

予算によるプロジェクト研究として、「中山

間地域における農林業の環境保全機能の変動

評価j、「スギ・ヒノキ穿孔性害虫の生物的防

除技術の開発J、「生物的防除手法を導入した

松くい虫被害の激化防止新技術J、「酸性雨等

の森林生態系への影響モニタリングJ、「人工

針葉樹林における土壊劣化機構の解明」、「人

工衛星データ等を利用した陸域生態系の3次

元構造の計測とその動態評価に関する研究j、

「四国傾斜地に対応した野菜・花き等の集約

的生産技術の確立J、「森林、海洋等における

CO2収支特性の解明J、「四万十川流域におけ

る環境保全型農林水産業による清流の保全に

関する研究J、「流域圏における水循環・農林

水産生態系の自然共生型管理技術の開発J等
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が推進され分担課題に取り組んだ。中でも、

「四万十川流域の清流保全に関する研究Jは

四国支所を主査とするプロジェクト研究で、

清流保全のための流域の農業及び林業生産の

改善方策や水質、生物層のモニタリング方法

に関して新たな知見を提供した。

3.研究の成果

3. 1 造林・保育分野の研究

造林・保育分野の研究は、社会的要請の変

化に伴い、「生産力の向上Jや「省力技術j

から「優良材の生産技術Jへ、さらには「環

境保全的技術Jの開発へと大きく移り変わっ

てきた。

支場として発足した当初は、スギ、ヒノキ、

アカマツ等の「産地別試験jや苗畑での巨大

苗の選抜による「育種試験」が行われた。

1951 （昭和26）年からは「耐痔性のスギ品

種の育成Jと「老齢木のさし木試験」が取り

組まれた。 1950年代半ばからは、生産力向上

と省力に向けた研究として、「シダの撲滅試

験Jが始まり雑草制御法として火炎放射器に

よる焼き払いといった思い切った試験も行わ

れた。

シダ類の制御法に関する研究は、除草剤の

開発に伴いその適用試験へと移り、 1970年代

はじめには除草剤で枯殺した跡地の植生変化

が調べられ一連の研究の取りまとめがなされ

た。また、 1950年代後半からは、生産力増強

の一翼を担う研究として外国樹種の植栽試験

が取り組まれ、 1964（昭和39）年に開始され

た特別研究 f合理的短伐期育成林業に関する

研究Jの一環として大規模な試験地がいくつ

か設定された。これらはその後、病虫害や気

象害により中止されたが、スラッシユマツと

テー夕、マツだけが継続されている。一方、

1950年代終わりからは育種分野の研究員の転

入により、育種研究が着手されマツ類やハン

ノキ類、アカシア類などの交雑ならびに倍薮

性育種を中心とした研究が進められた。



図－ 2 複居林の林相

保育に関する研究では、「同齢単純林の密

度管理に関する生態学的研究J（林試研報210、

1968）がまとめられ、これをもとにした「密

度管理」（農林出版会、 1968）が出版された。

植物の密度効果理論は日本人研究者によっ

て作られた生態学分野での独創的な研究の一

つであるが、それをもとに単純一斉林の密度

管理理論が組み立てられた。現在、本理論は

一斉単純人工林で所定の大きさの材を収穫す

るための間伐の経路を決めたり、収穫を予測

するため広く利用されている。 1970年代には、

下草刈りの省力化に関連した研究として、造

林木と雑草木の相互作用に関する研究が進め

．られ、 「造林地の下刈り、除伐、つる切り等

についての基礎的研究」としてまとめられた。

このほか植生制御に関する研究として、コ

シダ群落の生態研究やササ群落の生態研究が

精力的に取り組まれ、植生の選移や組成につ

いて研究成果が発表された。枝打ち技術に関

しては、枝打ち後の成長経過や枝打ち跡の巻

き込み、穿孔害虫による食害などの研究が進

められ、適正な枝打ち強度と頻度、材の変色

防止や無節性を高めるための指針が示された。

1980年代には、環境保全面で長所を持つ複

層林施業に関する研究に本格的に取り組んだ。

愛媛県久万地方に数箇所設置された長期複層

林試験地で開始された調査を通じ、基礎とな
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る光環境測定手法の開発、低照度下における

スギクロ「ンの耐陰性、林内の光環境と下木

の樹高成長、雑草木の制御効果等に関する研

究成果が次々と報告された。スギクローンの

耐陰性についての研究では、 65系統のスギク

ローン苗の樹下植栽試験から生存率や形状比

などの耐陰性に関わる要因が明らかにされ、

樹下植栽木選定の目安が得られた。

さらに、 1990年代には、林内光環境の把握・

解析が一層の進展をみせ、下刈りなどを省い

たこ段林造成法や、帯状伐採跡造林地などさ

まざまなタイプの複居林における下木の光環

境と成長の関係の解析を進めた。中でも、上

木伐採後の下木の成長と取扱いに関する研究

は、環境変化の影響を調べたもので複層林の

みならず天然林の施業研究にとっても重要な

意義を持つものである。また、下層植生を維

持するための上層木の管理技術の開発の一環

として、上層木の間伐、枝打ち等による光環

境の変化が下層植生の種数、被度に与える影

響を解析し、木材生産の維持と土壌の保全機

能の発揮を調和させる人工林の密度管理のあ

り方を提示した。

1990年代後半からは、各種林業機械の普及

とともに、単層人工林施業にも列状間伐や強

度間伐等、新たな作業方法の導入が広がり始

め、これらの効果を明らかにする研究が要寸

されるようになってきた。こうした中で、間

伐様式と強度の違いがスギ ・ヒノキ人工林の

林分成長量と下層植生の発達に及ぼす影響を

明らかにする研究を進めている。また、 一部

で見られ始めた再造林放棄地を適正に管理す

るための技術開発に向け伐採後の植生回復と

遷移のメカニズムに関する研究に着手してい

る。

天然林の管理技術指針を策定する上で重要

な知見である天然林の動態については、長期

的な観測が不可欠であることから、 固定試験

地を設定し、 林分構造の解析を進めるととも

に、林分の成立と発達過程を把握するため、



種子生産から稚樹の消長や林木の成長を定期

に測定し、天然林の成立 ・維持の過程が明ら

かになりつつある。ヒノキなどの針葉樹天然

林についても、伐採後の天然更新について稚

樹の発生消長を追跡するともに、低標高域の

照葉樹林も含めた自然林の、種子生産量と落

葉落枝量を測定し、樹木の生育動態の年別変

動を明らかにするとともに、断片化した天然

林の林分維持メカニズムに関する研究を進め

ている。

3. 2 林地保全分野の研究

土壌・林地保全分野の研究は、支場発足当

初の「国有林野土壌調査事業j に始まり、「苗

畑施肥J、「林地生産力の維持（土壌保全）j、「雨

水 ・渓流水の水質」、「水保全機能及び炭素蓄

積機能の評価Jという変遷をたどってきた。

国有林の土壌調査は、 1948（昭和23）年に

開始された。調査基図や踏査経路の未整備、

移動手段の貧困さ等から調査が軌道に乗るま

でには数年を要するなど苦労の多い作業で

あったが、 三つの事業区の調査を完了し、

1962 （昭和37）年に営林局に引き継がれた。

一方、 1950年代には荒廃した林野復興のた

めの造林事業が強力に進められ、拡大する育

苗事業のために苗畑の施肥に関する試験が求

められた。営林局からの要請を受け、施肥試

図－ 3 天然林固定試験地
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験が実用的見地から実施され、その結果は管

内苗畑の育苗事業に応用されていった。

1963 （昭和38）年からはプロジェクト研究

として、「林地生産力に関する研究Jが5ヵ

年計画で実施された。環境条件の異なる四国

脊梁地帯と、 太平洋沿岸地帯を対象に土壌の

分布状態、土壌の諸性質、林木の成長との関

係などが明らかにされた。得られた成果は、

後の林木成長予測技術の進歩に大きく寄与す

るものであった。

1970年代半ばからは、森林施業による土境

保全機能の変動に関する研究が開始され、森

林の成長に伴う土壌の諸性質の経時的変化や

土壌の侵食量の測定と解析が進められた。こ

の一連の研究を通じて、皆伐地では非皆伐地

に比べて土壌侵食が進行すること、落葉 ・落

枝、草本などの地被物が土壌侵食の防止に重

要な役割を果たしていることが分かつた。特

にヒノキ林では間伐遅れなどにより下層植生

が皆無の場合、林冠からの雨滴衝撃によって

年間落葉量の40～90%が飛散しながら移動 ・

流亡するとともに、土砂が下層植生が存在す

るところの2～3倍移動することが判明し、

四国地方のように豪雨多雨の気候下にあり急

峻な立地に成立する・多くのヒノキ林で、林床

を保全するため下層植生が重要な要因になっ

ていることが定量的に明らかとなった。

これらの研究はさらに、ヒノキ林の斜面上

における位置、微地形、林分状態と土壌侵食

との関係や、枝打ちが土壌侵食に与える影響

に関する研究につながっていった。 1960年代

半ばからは、ヒノキ一斉林を複居林化するた

めの施業が土嬢侵食や土壌の諸性質に及ぼす

影響に関する研究に取り組み、複層林は林床

植生並びに堆積有機物層の現存量が多く地表

保護効果が高いため、組孔隙率も高くなり林

地の保水機能を向上させていることが明らか

になった。 これらの研究を発展させ、林地の

土壌流亡を予測するためのUSLE式（米国農

務省土地保全局による汎用土壌流亡予測式）
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一 図－ 4 土様流亡量の計測

の適用とそのための係数に関する研究が取り

組まれ、その一環として広葉樹林、アカマツ

林及び林齢と管理水準の異なったヒノキ林と

スギ、林について土壌流亡量の計測を行った。

その結果、アカマツ林と管理水準の低下した

ヒノキ林では大きな差があることが明らかと

なり、これらの結果を踏まえUSLE式の林地

適用のための改良がなされた。

1990 （平成2）年には林野庁による「酸性

雨など森林被害モニタリング事業j の開始と

平行して、研究ブロジェクト「酸性雨等モニ

タリングセンターステーション構築」が始ま

り、「森林衰退及び森林環境の総合的解析と

評価Jを目指した研究が行われた。四国支所

では「四国ヒノキ林における森林環境の解析J

を分担し、構内実験林のほか、試験地を設定

して林外雨、林内雨、樹幹流、土壌溶液の溶

存成分濃度の計測を開始した。この研究は「酸

性雨等の森林生態系への影響モニタリングJ

として継続され、樹冠で捕えられた雨水が流

下する過程での成分濃度の変化とその特質が

明らかとなった。雨水の水質モニタリングは、

現在まで継続されデータが蓄積されている。

一方、渓流水の水質に関しては、 1994（平

成6）年に四万十川上流域の異なった林相の

流域に試験地を設定しモニタリングを開始し

た。その結果、森林は基本的に降水中に含ま

れる窒素などの汚濁成分を吸収して下流に清

澄な水を供給していることが明らかになった。

また、人工林流域と天然林流域の比較では、

図－5 水量及び水質の測定

天然林流域の方が窒素濃度がやや高い傾向が

みられ、人工林が特に渓流の水質に悪影響を

及ぼしているわけではないことが解明された。

これらの成果は、河川 ・湖沼の総合的な水質

環境保全の面から非常に有益な知見と言える。

1999 （平成l1)年からは、中山間地の土地

利用変化という社会情勢を踏まえ「棚田跡の

植林効果」に関する研究が行われた。減反政

策や過疎化によって放棄された山間の棚田跡

にはスギなどが植林されるケースが多いが、

植栽木の成長に伴って表層土壌の炭素量は増

加し、物理性が改善されることが明らかに

なった。また、 孔隙量の増加に伴って土壌の

保水容量も増加することが解明された。これ

らの結果から、棚田跡への林木の植栽が、環

境保全上きわめて有効であることが検証され

図－ 6 棚田跡の植林地
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た。

また、 2000（平成12）年頃から、地球温暖

化の防止に向けた取り組みの一環として全国

的に森林の炭素プールとしての役割を評価す

る試みが行われ、 当支所でも「枯死木や切り

株等の分解速度の推定」が実施された。スギ・

ヒノキ、放置丸太 ・切り株に分けて分解速度

が推定され、スギよりもヒノキが、切り株よ

りも放置丸太の分解速度が速いことが明らか

になった。これらの数値は、京都議定書に示

された森林の二酸化炭素吸収 ・排出量の算定

に有効に活用されるものと考えられる。

". 3 保護分野の研究

保護分野の研究は、拡大造林時代の「苗畑

と植林地における病虫獣害の基礎調査」に始

まり、「松くい虫による激害型マツ枯損の原

因究明と対策技術」、さらには戦後造林地の

成林に伴い「スギ ・ヒノキ人工林の病虫害と

被害対策Jへと移っていった。1990年代に入っ

てからは 「キバチ類とその共生菌によるス

ギ ・ヒノキの材変色被害」について重点的に

取り組み、先導的な研究成果を上げてきた。

近年は、「伐採跡地の植生遷移における鳥類

や小動物の役割Jに関する研究に着手してい

る。

病害に関しては、苗畑の針葉樹苗立枯病や

スギ赤枯病、造林地のスギ溝腐病、 スギ暗色

枝枯病等に重点的に取り組み、発生生態や環

境との関係を明らかにした。その後もスギ赤

図一7 ニホンキパチ成虫
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枯病について研究を続け、スギ赤枯病菌の培

養において培地内に作られる菌核様体から大

量の分生胞子を形成させることに成功し、こ

れによって耐病性試験や薬剤スクリーニング

試験が進展することになった。その後、スギ

赤枯病菌の分生胞子の形成条件や飛散 ・伝播

について精力的な研究に取り組んだ。1990年

代には、木材腐朽菌類相の基礎調査とあわせ、

スギ ・ヒノキ生立木の根株腐朽被害実態調査

を進めた結果、 ヒノキの根株腐朽にキンイロ

アナタケが関与することを明らかにした。

獣害に関しては、 1958（昭和33）年からほ

ぼ20年間にわたり、四国全県下でスミスネズ

ミの個体数変動と繁殖状態の調査に取り組み、

被害回避のための基礎資料が整備された。

1970年代後半からは造林木被害をもたらす

カモシカやシカ、ノウサギの生息と被害実態

について調査が進められ、被害回避策が検討

された。

虫害に関しては、 1960年代まではコガネム

シ類などの苗畑害虫のほか、外国産を含むマ

ツ類やアカシア類の虫害について被害の実態

調査と防除試験に取り組んだ、。 1970年代には

ヒノキ成木の立ち枯れに、マスダクロホシタ

マムシが関与することを明らかにした。 1980

年代になるとスギ ・ヒノキ生立木の穿孔性害

虫による材質劣化被害がしだいに顕在化し、

四国では特にニホンキバチによる材変色被害

図－ 8 スギ材に生じた変色被害



が甚だしいことが明らかになったことから精－ 者であるマツノマダラカミキリの関係の解明

力的な研究を進め、 1980年代後半にはニホン やその後の個体群管理に関する研究の進展に

キパチの生活史と加害様式のほぼ全容が解明 大きく寄与することになった。その後、林業

された。これを受けたニホンキパチの発生生 試験場をあげた共同研究によりマツ枯損の原

態調査の結果、伐り捨て間伐の一般化により 因であるマツ材線虫病の全貌が明らかにされ、

ニホンキパチの繁殖源となる伐倒木が増加し、 研究成果を受けて防除試験が取り組まれた。

成虫の発生数が維持されていることが明らか

となった。さらに、ニホンキバチの被害によ

る材の変色と材質の低下は、産卵時に材内に

持ち込まれるニホンキバチの共生菌で日本に

おいては未記録種であるキパチウロコタケ

(Amylostereum laevigatum）であることを突

き止めた。これにより、接種実験による変色

の発生．機構及び変色部位の腐朽や強度につい

ての厳密な研究が可能となり、被害回避策に

向けた研究につながった。

一方、 1960年代には四国でも西南部の海岸

林を中心に大量のマツ枯損被害が発生するよ

うになり、主因と考えられていた穿孔虫類に

ついて寄生実態や寄生時期、発育状況などに

ついて詳細な調査に取り組んだ。その結果、

枯損木の中には穿孔虫の寄生をうける以前に

枯死しているものが少なくないこと、そして

枯死時期はマツノマダラカミキリの活動期と

重なることが明らかになった。マツ枯損原因

の解明には1969（昭和44）年のマツノザイセ

ンチュウの発見を待たねばならないが、マツ

ノマダラカミキリの生活史や寄生生態、幼虫

の材内死亡経過、個体群動態についての一連

の研究は、マツノザイセンチュウとその媒介
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野生生物との共生を目指した森林の管理法

に関する研究としては、マツ枯損防止のため

の空中散布が試行された当初の1960年代から、

薬剤散布がマツ林の生物相に及ぼす影響に着

目して、無脊椎動物群集の変動について検討

した。 1970年代にば照葉樹林における野鳥の

センサス法を検討するとともに、鳥類の餌資

源量についても評価した。 1996（平成8）年

からは高知県が行う四万十川森林計画区のモ

ニタリング事業と連携し、森林利用が生物多

様性に与える長期的インパクトを流域レベル

で評価するために、 トンボ類、カミキリムシ

類、アリ類、鳥類などを環境指標として用い

る手法について研究を進めている。

3.4 経営・計画分野の研究

経営・計画分野の研究は、経営計画策定に

係る林分収穫量などの基礎データ整備と技術

開発を大きな柱としつつ、地域林業振興に関

する調査分析にも取り組んできた。前者に関

しては、国有林を対象にした「収穫試験地調

査J、「施業標準地調査J、「天然林の択伐作業

法J、「広葉樹施業J、「森林情報の効率的管理

システムの開発J等があげられる。また、後

1925 1925 1930 1935 1940 1947 1955 1963 1967 1973 1983 1983 1993 2000 
年年年年年年年年年年年年年年
調択問調問調 調 鋼 択 問 調 択 調 調
査伐査査査査査査伐査査伐査・査
後 後

図ー 9 魚梁瀬千本山収穫試験地の林分材積の推移
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者に関しては、「地域林業の実態分析」や「担

い手育成方策J等を明らかにするための調査

分析を進めてきた。

収穫試験地調査は経営研究室創設以来の中

心課題の一つで、 1959（昭和34）年に策定さ

れた 「収穫試験地要項」に基づき、現在14箇

所の試験地が設定され、間伐などの施業と林

分成長との関係を解析するための資料を集積

している。その中で2箇所の試験地は、故寺 図ー10 FSC認証材と口ゴマーク

崎博士が1925（大正14）年に魚梁瀬千本山に

設定したスギ天然生林択伐試験地である。現 れた。

在、林齢は250～300年とされ、高齢スギ林の

成長量に関わる貴重なデータが蓄積されつつ

ムる。

1980 （昭和55）年からは生産目標施業体系

に基づく林分成長量、収穫量及び林分構造の

推移を予測するため「施業標準地Jを高知営

林局と共同で、スギ225箇所、ヒノキ261箇所

で設定し調査を実施している。得られた結果

についてはデータベース化を進め、林分構造

の解析や収穫表調整の基礎資料として活用さ

れている。

1980年代には、収穫試験地においてスギ天

然林の択伐作業法に関わる調査を行った。魚

梁瀬営林署管内スギ択伐試験地における調査

結果から、天然更新作業の方が人工更新作業

よりも事業投入量が多くなることが示され、

コスト面からみた択伐作業の評価に新たな知

見が加えられた。

広葉樹施業については、 コナラ、クヌギ、

タイワンフウなどを対象に、材積表、組lり表、

収穫表の調製を進めた。とくにコナラに関し

て高知県独自の立木材積表の調製を行った。

また、 1980年代半ばから1990年代にかけては、

木材価格の低迷や伐出コストの上昇により間

伐作業の遅れや長伐期化の傾向が強まってき

たことから、間伐作業の採算性を評価するシ

ステムの作成や複層林施業の収穫予測モデル

の開発を進めた。これらは民＃林における施

業指針作成のための基礎情報の整備に活用さ
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1992 （平成4）年の地球サミット、さらに

1994 （平成6）年のモントリオール・プロセ

スにより持続可能な森林経営に対する社会の

要請が強まることにより、森林の現況を正確

に把握し、森林情報を効率的に管理すること

が求められるようになってきた。そこで、地

理情報システム（GIS）及び汎地球測位シス

テム（GPS）を用いた、森林情報を林分レベ

ルあるいは価値の高い天然木の単木レベルで

管理するシステムの開発に取り組んだ。また、

多時期の衛星データを用いた伐採地の抽出手

法の開発を行い、広範囲での一元的な森林管

理へ向けた新たな技術開発を行った。

地域林業振興に関する課題については、

1970年代半ばから本格的に取り組み始め、主

に徳島県下の林業地を対象とする実態調査に

より、地域の林業生産活動の特質や問題点等

を明らかにし、労働者の技術向上や生産と流

通の組織化など地域林業振興に向けた取り組

みの方向性について提言を行った。また、

1990年代に入ってからは林業の採算性が一層

低下する中、個別経営の限界を克服する方策

のーっとして、森林組合による森林管理の受

託方策を検討し、具体的な仕組みづくりや所

有者が森林組合に管理委託する場合の条件な

どについて明らかにした。森林組合を核とす

る地域林業振興策のあり方を検討する一環と

して、国内初のグループ森林認証を取得した

梼原町の森林組合の事例調査を行い、認証取



得の効果について分析した。その結果、認証 意識が高まるなど、地域振興につながる副次

材の加工 ・販売率は低い水準にとどまるが、 f 的効果が現れつつあることを明らかにした。

一方で認証材に関心を持つ都市住民と生産者 （加藤 隆）

側との交流が始まり地元住民の森林管理への

九州支所

1.概要

1. 1 地域ニーズへの対応の概要

九州支所の森林 ・林業研究の動向は、まさ

に九州の森林・林業の変選に沿ったもので

あった。戦後の荒廃した山林の復興運動の中

で、スギ・ヒノキの造林研究、育種研究、‘土

壌図の作成、成長予測研究、水文観測、造林

初期の気象害・生物害、複合経営等から始ま

り、拡大造林によって植栽されたスギ ・ヒノ

キ人工林の成熟に従って、収穫予測、材質劣

化を起こす生物害、特用林産研究等次々と発

生する要請に応えてきた。また、本地域では

豪雨、台風、火山噴火等自然災害も多く、時

折に発生する災害の素因となる地質 ・地形・

植生などの要因の解析を行ってきた。20世紀

末からは、人工林一辺倒への反省、種の多様

性の維持、希少種の保護など多様な森林の育

成が課題になってきた。研究の視点、を「林業J

から「森林 ・林業」に移して時代の要請に応

えようとしている。

1. 2 今後の課題

戦後造林され成熟期に達したスギ・ヒノキ

人工林を次の世代に繋いでいくため、また、

暖温帯から亜熱帯という気象条件下ではぐく

まれた多様な森林生態系の保全管理技術、地

球規模での環境問題等の新たな研究要請に応

えて、九州の地域特性を生かした研究を推進

していく。
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2.研究分野ごとの研究の展開

2. 1 造林研究 ・｜慶帯林研究

2. 1. 1 地域ニーズへの対応の概要

1950年代まではスギ、ヒノキ、カラマツな

ど戦後を代表する造林樹種を中心に、ツバキ

やカシ類などの広葉樹も含めて、育種や保

育・成長試験などの研究が行われた。 1960年

代に入ると、この時期頻発した凍霜害に関す

る研究や、九州で広まったアカシア造林や薪

炭林としてのシイ萌芽林に対応した研究が多

くなった。 』970年代には、環境保全や非皆伐

といった時代の流れを反映した研究方向にシ

フトし、スギ ・ヒノキを中心とした樹木生理

や物質生産に関する研究とともに、遺伝子保

全や都市近郊林の研究など日本の高度経済成

長に伴う開発で失われつつある森林への対応

も始まった。 1980年代は耐凍性の研究や、ア

イソザイムによる家系分析、水分生理 ・光合

成などの実験的研究が施設 ・機械の充実を背

景に行われるようになった。この時期には、

図－1 高海抜地慢で凍霜害を受けた成長不良
のスギ



図－2 綾町の照葉樹林試験地

農林水産技術会議の大型プロジェクトのもと

複層林施業や常緑広葉樹林の生態に関する研

究が展開され、アカシア ・ユーカリ ・シイな

よのバイオマス研究も進められた。その一方

で、マツノザイセンチュウによるマツ枯れや

スギザイノタマバエなど病害虫防除に連携し

た研究も行われた。 1990年代以降は、広葉樹

を対象とした研究がクローズアップされ、宮

崎県綾町に設置した常緑広葉樹林動態解明試

験地での照葉樹林の生態 ・動態に関する研究

とともに、かつての拡大造林が生み出した放

置 ・不成績人工林の維持、管理に関する研究

も始められた。

2. 1. 2 主要成果の概要

1 ）照葉樹林における更新機構と動態の解明

綾町の照葉樹林に設定した大規模試験地

( 4:ha）で台風常襲地域の森林の変化を約15

年間モニタリングし、成熟した照葉樹林では

100年周期の大型台風でも一斉倒壊は起こり

にくい反面、小規模の林冠被害でもさまざま

な樹種が混交する契機となることを明らかに

した。

2. 1. 3 今後の課題

綾町の照葉樹林試験地は、九州地方を代表

する大規模試験地として環境省 fモニタリン

グサイトIOOOJの中核サイトの一つに指定さ

れており、今後も毎木等の調査を長期的に継

続していく。また、環境保全の視点からは、

佳久島をはじめとする南西諸島の暖温帯 ・亜

熱帯林も対象にして、天然林の動態、維持機
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構に関する基礎的研究を進めていく。

2. 2 土壊研究

2. 2. 1 地域ニーズへの対応の概要

1960年代までは、黒色土壌に関する研究、

スギ品種の環境調査、林地土壌生産力に関す

る研究、林地肥培試験、苗畑施肥試験、木場

策の研究を行った。 1970年代には、森林土壌

の分類とその生産力、林地肥培に関する研究、

森林生態系における養分の動態、苗木の栄養

生理、苗畑の土壌及び施肥管理が主な研究課

題として取り上げられた。1980年代は、土壊

の生成 ・分類に関する研究が沖縄の赤、黄色

土などを対象に精力的に行われたが、以前に

比べこの分野の比重は小さくなった。 一方、

地力維持、 養分動態、物質収支というキー

ワードで代表される森林生態系における養分

動態の研究は幅広く実行されてきた。また、

水質問題、保水機能など森林の持つ公益的機

能に取り組み始めた。最近では、これまで蓄

積してきた分析技術を武器に、雨水などの成

分分析を行う酸性雨モニタリング研究をはじ

め、土壌酸性化研究、沖縄におけるマング

ローブの立地変動、赤土流出研究など、森林

をとりまく環境変動が森林生態系に及ぼす研

究課題の比重が高くなっている。さらに、土

壌の保水機能の研究では地表面付近の土壌層

ばかりではなく、地下深部の風化層の保水特

性も扱うようになった。 1990年代は、台風19

号被害、 雲仙普賢岳噴火の森林への影響など、



図－4 褐色森林土の土犠断面

九州地域に特徴的な地域研究も進めてきた。

2. 2. 2 主要成果の概要

1)九州地方における土壌の生成分類に関す

る研究

九州地方の低山帯に分布している褐色森林

土群の化学特性の決定には母材の寄与が大き

いことを明らかにした。褐色森林土、黄褐色

森林土の分化が従来、気候の影響を強く反映

した結果であるとされてきたのに対し、新た

にこれが土壌母材への火山灰影響度の差異に

よるものであることを提唱した。これらは日

本の森林土壌の約7割を占める褐色森林土群

の広域的な機能評価手法の開発において基幹

をなす知見となっている。

2）沖縄における森林の水土保全機能に関す

る研究

沖縄における赤土の流出問題で、その要因

のーっと考えられた森林伐採が土壌侵食に及

ぼす影響を、現場における長期観測と実験的

手法を用いて定量的に評価した。その結果、

森林伐採が土壌侵食に及ぼす影響は、農地・

宅地造成と比較して非常に小さいことが明ら

かになった。また、集中的な土層厚調査及び

土壌水分測定により、沖縄の亜熱帯林の保水

機能はかなり高いことが明らかになった。

2. 2. 3 今後の課題

土壌生成 ・分類に関する研究の比重が低く
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なったとはいえ、この分野では日本で唯一担

当する研究機関であることを認識しつつ、森

林の根幹をなす土壌の調査技術や知識の伝承

に務めていく。さらに、立地環境が要因と

なっていると考えられる諸問題に関して公立

試験研究機関と密接な連携をはかり、九州地

域における森林土壌 ・立地環境研究の発展に

貢献していく。

2. 3 経営研究

2. 3. 1 地域ニーズへの対応の概要

当研究分野の始まりは、九州地方における

林分収穫表の調製業務で、現行または将来予

想される施業法によって施業した場合の成長

量、収穫量及びそのほかの統計資料を収集す

るとともに林分構造の推移を解明することを

目的に行われた。林分収穫表は、地位区分の

判定、将来の成長量や収穫量の予想、間伐の

指針等に使用されるが、それには固定的に設

定した試験地における定期的な長期にわたる

調査で得られる基礎的データの蓄積を必要と

する。この調査研究は、収穫試験地調査とし

て今も継続しており、そこで得られた資料は

ほかの諸研究にも有効に利用されてきている。

林業の経営経済的研究も当分野の大きな柱

の一つである。九州地方の農林複合経営に取

り入れられる可能性のある林業技術を取り上

げ、経営経済的諸関係の究明が実態調査等に

より行われてきた。そこでは、木炭需要の減

少など生産方式の行き詰まりを打開し山林所

図－ 5 久間横山収種試験地（67年生スギ）
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有者の大多数を占める兼業農家の所得向上を

計るために必要な施策の検討を行い、生産性

の高い樹種の植林も含めた林野の高度利用、

林開放牧（いわゆる混牧林）、成長が早い外

来樹種モリシマアカシアに関する経営的性質

等の研究を実施した。 1970年代に入ると自然

環境保全法 (1972（昭和47）年）制定にみら

れるように、次第に自然環境に対する関心が

高まってくる中、農林地域における緑地環境

に関する研究需要の高まりをうけ、人間行動

分析の立場から山村における観光行動や森林

レクリエーショ ン行動を調査し、森林保健休

養機能の計量化手法の検討、山村地域の観光

開発アセスメント手法の研究等を行った。

2. 3. 2 主要成果の概要

1 ）九州地域における林分収穫表等の調製

収穫試験施行要綱に即して収穫試験地の定

期毎木調査から九州地域におけるスギ、ヒノ

キ等の立木材積表、林分収穫表、林分密度管

理図が調製され、現在林野庁をはじめとして

活用されている。

2）スギ並材生産の経営分析

九州地方の特徴である並材生産の採算性は、

1970 （昭和45）年当時と比べ1986（昭和61)

年では造林補助金制度がはるかに充実したに

も拘らず悪化していることとその要因を明ら

かにした。そこで提示された補助金と融資の

制度など林業活性止に必要な課題は林野行政

における林業制度金融の政策展開に活用され
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た。

2. 3. 3 今後の課題

厳しさを増す林業の経済的情勢に対処する

ため、生産から加工 ・流通まで一貫した地域

ぐるみの組織化にかかる研究を今後も進めて

いく。 一方、森林資源管理のための技術開発

に対する要請も多いことから、 林業経営の効

率化をねらいとする森林情報の処理 ・管理技

術の高度化に関する研究、木材生産だけでな

く森林が持つ多様な機能に対する需要を考慮

した森林資源管理方策に関する研究の取り組

みを進めていく。

2. 4 防災研究

2. 4. 1 地域ニーズへの対応の概要

水保全に関する研究では、 1957（昭和32)

年宮崎県大淀川上流去川国有林内に 3流域か

らなる去川森林理水試験地が設定され、観測

研究が現在まで継続されている。この試験地

では皆伐試験、部分伐採試験などを行って、

森林の変化が水流出に与える影響を明らかに

しており、九州森林管理局と共同で、森林の

成長に対応して100年単位で維持することを

合意している。また、当研究所の全国に展開

している水文試験ネットワークを構成する試

験地のーっとしても観測結果を公表してきた。

1990 （平成2）年には熊本県菊池川水系岩野

川上流部の鹿北町長生国有林に鹿北流域試験

地を設けて、スギ ・ヒノキ人工林流域の水循

環特性について、水蒸気輸送量の観測など、

図ー7 鹿北試験地の観測タワー



図－ 8 雲仙普賢岳噴火の被害地

個別水文要素に対応した観測研究を開始した。

土保全に関わる研究では、 1953（昭和28)

年の白川水害時の阿蘇地域の山地災害、 1972

（昭和47）年の天草地方の山地災害、 1990（平

成2）年の阿蘇地域の災害、雲仙普賢岳の平

成噴火など山地災害のデータを蓄積し、災害

の発生条件や危険度評価を行った。 1991（平

成 3）年の19号台風では倒木の流出実態に関

する研究を行った。森林気象に関わる研究で

は、小国試験地において、林業試験場熊本支

場の直轄試験地となる前の1913（大正2）年

の夏から熊本営林局内の森林測候所として40

年以上にわたって観測を継続し、筑後川の出

水通知をはじめ防災上貴重な種々の業績を上

げた。

近年では、地球温暖化問題への対応から、

森林の二酸化炭素吸収量を微気象学的手法に

よって把握することが急務とされ、鹿北流域

試験地に高さ50mのタワーを設置して1999

（平成11)年よりCO2フラックスの観測を行っ

ている。

2. 4. 2 主要成果の概要

1）去川森林理水試験地における長期流出観

測

試験流域内の地形・ 土壌 ・植生や土壌型毎

の浸透能 ・透水能といった基盤データととも

に、 1957（昭和32）年以降4回の調査で流域

内の森林蓄積の変化を明らかにした。1965（昭

和40）年に皆伐、 1982（昭和57）年に部分皆

伐を行い、その影響を解析した。この結果は、
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全国の流域試験地の結果とともに皆伐や部分

皆伐が水平出に与える影響について評価する

際の重要な基礎資料となっている。

2）雲仙普賢岳生成噴火による土砂災害

1990 （平成2）～1995（平成7）年の雲仙

普賢岳の噴火が森林に与えた影響について調

査を行うとともに、噴火直後の表面流や土石

流がきわめて発生しやすい状況を再現した実

験を行った。 この結果は、火山灰堆積斜面か

らの土石流発生危険度を予測するための重要

な知見となっている。

2.4. 3 今後の課題

森林水文の研究は長期流量観測を継続する

一方で、気象学や土壌学など他学問分野との

共同による研究の進展が著しいことから、学

際的な視点からの研究を遂行していく。土保

全に関する研究では、土砂災害の実態調査に

加えて、土砂移動現象の長期モニタリングを

継続していく。

2. 5 樹病研究

2. 5. 1 地域ニーズへの対応の概要

初期にはスギ ・ヒノキの幼齢造林木を集団

的に枯損させる凍霜害に取り組み、九州地域

のような温暖地でも凍霜害が発生することを

実証した。その後、この研究は造林分野に引

き継がれた。苗畑病害では、マツ葉枯病のli:/j

除法を確定し、林業苗畑での土壌線虫の生態

を初めて明らかにした。激害型のマツ枯損被

害である松くい虫被害の真の原因が、マツノ

ザイセンチュウであることを発見した（後出）。

過薗』晶
市圏

園置函

哩哩酷
『

園町司E 19P 

図－9 シラカシ枝枯細菌病菌



図－10 マツノザイセンチュウ

拡大造林が一段落して用材生産の量から質

への転換が求められるようになって、材の変

色と腐朽被害を起こす材質劣化関連病害が問

題になった。当初から研究されていたスギ赤

枯病・溝腐病やスギ暗色枝枯病については、

被害回避の観点から病害に対する品種間差異

を明らかにした。スギ ・ヒノキの根株腐朽病

害は樹齢の増加とともに被害がひどくなって

おり、長伐期化が指向されるなかでより深刻

な問題になると思われる。昆虫加害に伴う材

の変色 ・腐朽被害やヒノキ漏脂病では、スギ

ザイノタマパエやヒノキカワモグリガの加害

が病原菌や腐朽菌の侵入口となっていること

を指摘した。 1990（平成2）年頃から苗畑で

カシ類の枝枯れ被害が拡大した。新病害シラ

カシ枝枯細菌病として報告した。近年は環境

問題が注目されるようになり、針葉樹一辺倒

の造林から広葉樹を見直す傾向にある。広葉

樹林の腐朽病害であるツブラジイ幹腐病、絹

皮病などについて、用材生産の阻害要因とし

てだけでなく、森林生態系の遷移に果たして

いる役割を明らかにした。

2. 5. 2 主要成果の概要

1 ）マツ材線虫病に関する研究

松くい虫被害の真の原因が、マツノザイセ

ンチュウであることを発見した。この業績は

線虫学や植物病理学の分野に画期的な知見を

もたらした。その後の九州におけるマツ材線

虫病研究は、擢病マツの水分生理、線虫のマ

ツ樹体内動態、線虫の病原力の変異、誘導抵

抗性、病態組織の解剖、発病機構など、マツ
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材線虫病防除の基幹をなす知見となっている。

. 2）スギの暗色枝枯病に関する研究

スギ暗色枝枯病が心材の黒心化を引き起こ

す原因の一つであることを明らかにした。暗

色枝枯病に擢りやすい九州産スギ品種、また

暗色枝枯病の発生が促進される立地条件を明

らかにし、黒心化被害の軽減と回避法に指針

を与えた。

2. 5. 3 今後の謀題

森林を中心とした環境研究が求められる現

在、森林生態系の構成要素である菌類の役割

解明へと深化させる。また、人工林、 天然林

とも広葉樹林の病害については未知の部分が

大きく、今後も侵入病害等による新病害や既

知病害の大発生が予測されるので、その点を

考慮した研究を進めていく。

2. 6 見虫研究

2. 6. 1 地域ニーズへの対応の概要

昆虫分野における研究テーマは、スギ ・ヒ

ノキ等の造林木、マツ、広葉樹の虫害及び生

物多様性に大別できる。 ．野生鳥獣に関する研

究は1997（平成 9）年に鳥獣研究室に引き継

いだ。スギタマパ工、スギザイノタマバエは

1950 （昭和25）年頃に九州南部から徐々に拡

がったスギの新しい害虫で、前者はタマバエ

類の総合防除法の研究で実害がないことを示

した。後者については特別研究として生態及

び加害機構、防除に関する一連の研究を行っ

た（後出）。 1980年代にスギ材に大きな傷を

作るヒノキカワモグリガの生態研究と防除研

究を行った。 1950年代に、 対馬をはじめとし

て各地で、マツバノタマパエによるマツの枯

損が多発した。タマパエ類の総合防除法の研

究の中で2種の天敵寄生蜂がその密度を制御

していることを明らかにした。これら 2種の

天敵を韓国に移植したζともあった。このほ

か、マツ針葉を加害するマツカレハ、新梢を

加害するメイガ類とその天敵の研究を行った。

これらのマツの害虫はその後、マツ材線虫



図－11 マツノマダラカミキリ （左 ：雄、 右： 雌）

病の侵入によってその激烈な被害の陰に隠れ

て問題にされることは少なくなった。松くい

虫の原因生物であるマツノザイセンチュウの

伝播者の防除研究を行った（後出）」マツノ

マダラカミキリの研究は九州の昆虫研究の中

で最も大きな比重を占めている。生物多様性

に視点をおいた昆虫研究は、すでに1976（昭

和51)年に大型別枠研究として始まっている。

常緑広葉樹林生態選移における昆虫相など

のテーマで大型別枠研究が行われるなど、

数々の試みがなされている。そのほか、苗畑

における根切り虫の防除研究、夕、ニを含む土

壌動物や森林の重要な捕食者である狩りパチ

の生態研究、マングローブ林育成を阻害する

害虫相、希少植物であるヤクタネゴヨウ保存

に関わる松くい虫などの解明研究を進めてき

た。

2. 6. 2 主要成果の概要

1)スギザイノタマバエの生態と防除

本種の原産地が屋久島であることを明らか

にし、九州本土の北上経過、湿度が高い場所

で生息密度が高くなること、内樹皮の厚さが

被害量を決定していることを解析し、間伐等

のスギの成長を促す方法で実害を減少させる

ことができることを明らかにした。

2）マツ材線虫病の生態と防除

マツ材線虫病の原因生物であるマツノザイ

センチュウの伝播者がマツノマダラカミキリ

であることを明らかにし、九州でのマツノマ

ダラカミキリの防除法として現在使われてい
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図－12 ・スギザイノタマパエ

る予防散布、駆除等の技術の開発とその裏付

けとなる生態を明らかにした。

2. 6. 3 今後の課題

害虫問題と森林の生物多様性とは表裏一体

の関係にある。九州地域で経済林として最も

重要なスギ・ヒノキ造林木の害虫に関する研

究と、環境保護にも関わる広葉樹人工林及び

天然林または保護すべき森林の昆虫相に関す

る研究を平行して進めていく。

2. 7 きのこ研究（特用林産）

2. 7. 1 地域ニーズへの対応の概要

昭和20年代から50年代にかけて「シイタケ

の栽培技術」が主要な課題であった。この時

期、シイタケ栽培技術の根拠については十分

解明されているとはいえなかった。伏せ込み

期間の温度、湿度、含水率などの諸条件とほ

だ付き率、病害発生率などとの関係、あるい

は収穫時におけるほだ木成熟度や温度、湿度、

光などほだ場の環境条件と収量・形質との関

図ー13 黒腐病の被害ほだ木（左）



係などの解明を行った。また、九州に適した

シイタケ優良品種を得るために、既存の品種

及び交雑育種で得られた系統の栽培試験を行

い選抜を行った。さらに、シイタケ原木栽培

の抱える原木の入手問題、高齢化に伴う労働

力問題等から脱却するために行った「人工培

地によるシイタケ発生」の研究成果は現在普

及しているおが粉菌床栽培のベースとなった。

昭和40年代に「シイタケ原木栽培の病害J

が全国的なレベルで問題になり、シイタケ種

菌の雑菌による劣悪化の原因と判定法、原木

栽培に伴って発生するほだ木の害菌防除法の

開発を行った。九州地区に特異的で激甚な被

宮を与える「シイタケほだ木の黒腐病」につ

いて重点的に試験を行った（後出）。1985（昭

和60）年から、ヤナギマツタケ、マツオウジ

などの新しい食用きのこの栽培化のための諸

性質を明らかにした。また、これまで利用が

十分でなかったコジイ材及びスギ間伐材など

を用いたきのこ栽培技術の開発を行った。

1993 （平成 5）年からはDNA解析技術な

どの新技術を利用した試験研究を行い、害菌

の系統識別方法の開発やきのこの類縁関係の

解明を行ってきた。

2. 7. 2 主要成果の概要

pシイタケほだ木の黒腐病に関する研究

3関与するヒポクレア ・ニグリカンスなどの

諸菌の生理、生態的特性の解明を行った。ま

た、黒腐病の病徴再現にもっとも影響を与え

る条件は湿度条件であることを明らかにした。

図－14 害菌の被害（右側のポット、色の濃い部分）
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これは栽培現場の指針となっている。

2）菌床栽培における病虫害対策

害菌はこれまで、系統の識別手法が無かった

が、DNA解析などの新技術を利用し、 害菌

の種及び系統の判別を可能にする手法を開発

し、菌床栽培施設の管理に利用されている。

2. 7. 3 今後の課題

九州は、日本の乾シイタケ原木栽培の中心

地である。また、菌床栽培も盛んに行われて

おり、現在も日本のきのこ生産の重要な地域

であることから、研究課題は山積している。

菌床栽培で発生する病害は、原木栽培にお

ける病害とは異質なものであるため、新手法

を活用して新しい病害防除技術の開発を行っ

ていく。きのこは森林生態系において重要な

役割を果たしており、地球的規模の視点でき

のこの生態とその利用を進めることを今後の

課題としている。

2. 8 鳥獣研究

2. 8. 1 地域ニーズへの対応の概要

九州の森林は50%以上がスギ ・ヒノキを中

心とした人工林となっている。このため、人

工林における鳥獣害が深刻な林業問題に発展

する一方で、 天然林に生息する野生鳥獣の保

護がクローズアップされるようになってきた。

鳥獣研究は1996（平成8）年まで昆虫研究

室で所掌されていたが、1997（平成9）年4

月1日付けで鳥獣研究室が設置され、以下の

三つの地域要請課題に対応した研究が始まつ

図－15 発信器を装着したシカ



図－16 ヤマガラ

た。（1）管理研究 ：1990（平成2）年に「特定

鳥獣保護管理計画制度」が新設され、科学的

な個体数管理を進めることが求められるよう

になった。之のため、九州地域のニホンジカ

の生態に適応した被害防除と個体群管理技術

の開発を進めている。（2）保全研究：日本の絶

滅のおそれのある野生生物の約70%は南西諸

島に生息しており、保全計画の策定が求めら

れている。このため、絶滅危倶種であるアカ

ヒゲをモデルとして、地理的に隔離された小

集団の存続性評価に関わる手法の開発を進め

ている。（3）群集研究 ：再造林放棄地の針広混

交林への誘導や小規模に残存している天然林

の保全を図るために、森林ー鳥獣群集系にお

ける生物間相互作用に関する研究を進めてい

る。

2. 8. 2 主要成果の概要

1）九州におけるニホンジカの個体群特性の

解明

1978 （昭和53）～1991（平成3）年の聞に

九州におけるニホンジカの分布は1.3倍に拡

大し、個体数も明らかに増加している。発信

器装着個体の追跡から、メス個体には定住タ

イプが多く一部季節移動タイプもあることが

判明した。九州は積雪が少なく、 林業を中心

とした土地利用や山岳地形によるモザイク状

の生息環境であることから、 北日本のニホン

ジカと比べて移動距離、行動圏ともに小規模

であると推定された。これらの成果は九州各

県が行う個体群管理に利用されている。

2）台風による森林撹乱が鳥類群集に与える

影響評価

台風による大規模な森林撹乱の後の冬期に

は果実 ・種子を餌とする鳥類種群で生息密度

が減少した。また、生息密度に変化が見られ

なかった種でも採餌場所が植生の下層に移動

し、より大きな群で採餌．するようになるなど、

樹冠の被覆減少に伴う行動の変化が観察され

た。

2. 8. 3 今後の諜題

被害防除、希少種保全問題とも森林環境の

変動が我々の想像以上に野生鳥獣に大きな影

響を及ぼしていること示している。個別の種

の個体群研究と同時に、今後は野生鳥獣の生

息地管理問題にアプローチしていく予定であ

る。また、特定鳥獣保護管理計画に対する技

術支援を継続し、地域における専門家の養成

に関与していく。 （吉田成章）

多摩森林科学園

1. これまでの経過

多摩森林科学園は、 1921（大正10）年に帝

室林野管理局林業試験場として、林産の増殖

と改良に関する試験のために開場され、庁舎

は翌年11月に中央線浅川駅前の高台の現在地

に新築落成した。その後、1940（昭和15）年
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に帝室林野局北海道林業試験場の創設に伴い

東京林業試験場に改称され、 1947（昭和22)

年の林政統ーによって農林省に移管され、林

業試験場浅川支場となった。この問、林産研

究が本場へ統一されるまでは、御料林の試験

場として広範囲な林業研究に取り組んでいた。



1950 （昭和25）年、林産部門の本所集中に

伴い浅川分室となり、 1957（昭和32）年に浅

川実験林と改称された。 1958（昭和33）年に

樹木の分類に関する研究のために樹木研究室

が設立され、 1967（昭和42）年には天敵によ

る害虫駆除の研究を目的とした天敵微生物研

究室が発足した。本場がつくばに移転した

1978 （昭和53）年、実験林は一つの支場とし

て独立し、天敵微生物研究室が本場に移転し、

赤沼試験地がその樹芸研究室とともに浅川実

験林の管轄となり、樹木研究室と樹芸研究室

の2研究室の体制となった。 1980（昭和55)

年には、 野生鳥類の保護に関する試験調査を

II的とする多摩試験地が併設された。

1988 （昭和63）年の林業試験場から森林総

合研究所への組織改編に伴い、浅川実験林か

ら多摩森林科学園と改称し、樹芸研究室が森

林生物研究室となり、同時に、赤沼試験地と

多摩試験地は本所へ移管された。2001 （平成

13）年の独立行政法人化に伴い、環境教育を

視野に入れた動植物の生態・保全へと研究の

重点を移行し、研究チーム長と教育的資源研

究グループの体制となり、かつ、多摩試験地

を再び管轄することとなった。

その問、農林水産省の桜遺伝子保存事業で

1966 （昭和41)年から 3年聞にわたって植裁

されたサクラが見事な花を咲かせるようにな

り、 一般からの見学の要請に応えて小規模に

公開していた。 1991（平成3）年の森の科学

館（図ー1）の竣工に合わせて、 1992（平成

4）年4月からはサクラ保存林及び樹木園を

有料で一般に通年公開することとなった。こ

図－ 1 森の科学館
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れによって、森林総合研究所全体の研究成果

の普及・広報に果たす多摩森林科学園の役割

が強く認識されるようになった。近年の入場

者数は毎年8万人前後で、 2003（平成15）年

までの12年間で累計は100万人を突破してい

る。

当科学園は関東平野の西端に位置し、今で

は周囲を住宅地に取り固まれて、都道を隔て

て隣接する多摩御陵とともに、小さな島のよ

うに取り残された約56haの面積の森林の中に

ある。圏内には、永年にわたって育成してき

た樹木園、サクラ保存林、試験林、そしてシ

イ・カシが優占する天然林が存在している。

このような複雑な状態を呈しているフィー

ルドにおいて、最近の10年間は関東 ・中部地

域における森林・林業に関する研究の一部を

担当するとともに、前半では「首都圏地域の

島状森林生態系の保全及び教育的活用技術の

高度イじ」の課題のもとで研究を進め、また、

後半の独立行政法人化後には「森林の環境教

育的資源活用技術と機能分析 ・評価手法の開

発Jの課題のもとで研究に取り組んできた。

ここでは、 最近10年間の主要な研究成果を

紹介するとともに、後半では帝室林野局林業

試験場、浅川実験林、多摩森林科学園時代の

過去84年間の主な研究成果を振り返ることと

した。 （三輪雄四郎）

2.樹木研究関係の最近10年間の成果

近年の研究は、樹木の花生態と都市近郊林

から奥地まで含めた森林に対する人為影響の

二つの大きなキーワー ドでおおよそまとめる

ことができる。

花粉症対策としてスギ花粉に関する研究を

実施し、毎年の花粉生産量予測のために、花

粉生産が盛んな林分を把握するとともに、 気

象、立地ならびに林齢等の林分因子と生産量

との関係を明らかにした。また、スギ林の雄

花生産量推定のために、目視判定基準を開発

し、簡便な予測を可能とした。同時に、広域



図－ 2 多摩森林科学園本館（右 ：1966年竣工）

と研究別棟 （左奥）

のスギ林を対象とした花粉生産量推定に用い

る各因子との間の回帰式を得ることができた。

保存林の設置以降のサクラに関する研究で

は、系統問の分類学的差異を詳細に検討し、

異なった名称で呼ばれてきたいくつかの系統

が同ーのものであること等を明らかにしてき

た。また、サクラを含めた広葉樹の展葉・開

花から落葉までのフェノ ロジー（生物季節）

に関する研究を、高尾山、科学闘から神代植

物公固までの気候差のある立地を対象として

10年以上にわたり継続し、開花時期に影響を

及ぼす環境要因を解析した結果、前年の落葉

以降に経験する低温の程度により開花時期が

左右されることを明らかとした。これは、最

近の温暖化傾向が樹木開花に及ぼす影響を予

測するための基礎データとして重要である。

近年は、対象地を熊本、盛岡及び札幌まで拡

大した研究を展開中である。

森林に関する人為影響に関する研究のーっ

として、科学圏内の実験林を対象に、断片化

され島状に取り残された都市近郊林の管理技

術の開発にむけてシイ ・カシ林の更新動態を

積極的に調べてきた。スダジイは当年生の実

生が多いが、稚幼樹として定着 ・生存するも

のはほとんどなく、アラカシが優占する林に

変わりつつある。これは、林分構造等がっく

り上げる現在の立地環境がシイの実生定着に

不適であることを示唆している。また、過去

の植生調査との比較からは、このスダジイを

はじめモミやアカマツ等の減少とアラカシや
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図－ 3 クルミを運ぶニホンリス

ヤブツバキの増加、先駆性の高いホオノキ、

イイギリ、ミズキ等の出現が顕著となる傾向

が窺え、樹種毎の種子散布ならびに実生定着

様式の違いが森林動態に重大な影響を与える

ことが明らかになった1）。 さらに近年は、多

摩地方から八王子周辺までの幅広い地域のい

わゆる里山や都市近郊林を対象とし、元来の

森林タイプや森林管理履歴の違いと林分構造

の関係の詳細な調査を継続中であり、林況と

管理手法 ・強度による林相変化予測が可能と

なってきた。また、科学園に隣接する森林を

対象にオニグルミ等の広葉樹更新 ・定着動態

を調べ、大型種子散布への小型哨乳類の関与

を解析する等2）、植物分野と動物分野の連

携研究も進展してきた（図－ 3）。

人為影響との関係に関する研究は都市近郊

林のみならず、 八ヶ岳周辺の山岳地帯に分布

するヤツガタケトウヒやヒメバラモミ等のト

ウヒ属樹種の生態研究も発展させてきた。奥

山の人工林化により断片化されたこれら天然

生の針葉樹個体群がどのように維持され、あ

るいは衰退するのか等、稀少樹種個体群の保

全手法開発にとっても貴重な情報を蓄積して

いる。 （田淵隆一）

3. 森林生物研究関係の最近10年間の成果

「首都圏地域の島状森林生態系の保全及び

教育的活用技術の高度化Jでは、大都市周辺

の開発地域に残存する森林を「島状森林生態

系Jと位置づけ、科学園と周辺の近郊林を主

なフィールドとして、森林の断片化がニホン



リスやヤマドリ等のそこに生息する動物に及

ぼす影響、リス、ネズミ、 鳥類による種子散

布、ガビチョウ、タイワンリス等外来鳥獣の

在来生態系への影響等の研究を実施した。

これらの成果を発展させ、 2001（平成13)

年以降は森林の環境教育的資源としての活用

を図ることを目的として、チョウ類、ハチ類、

ゴミムシ類等の見虫群集に基づく環境評価に

関する研究、 土壌動物の種数、個体数、現存

量の測定とそれに基づく落葉落枝の分解機能

の研究を実施している。また、ミゾゴイ、ヤ

マドリ、アオゲラ、ニホンリス、ギフチョウ、

ルイヨウマダラテントウ等近郊林に生息する

固有種を対象とした間体群に影響を与える要

因及びガビチョウ、タイワンリスを対象とし

た外来種が生物多様性に与える影響に関して

研究している 3）。

2003 （平成15）年には、科学園の森林を環

境教育林として活用することを目的として、

その準備を始めた。この計画では、環境教育

の場としての整備 ・公開と同時に、生物多様

性保全、生活環境保全等の森林の多面的機能

に関するモニタリングをしつつ、その調査現

場での成果の展示を前提とした観測研究にも

着手している。動物に関しては穿孔性甲虫類、

管住性ハチ類、地表俳個性ゴミムシ類、鳥類

の群集を定量的に解析し、林相聞の比較と年

次変化のモニタリングを行っている。

そのほかに、家畜排池物の堆肥化を促進す

る技術、録音による鳥類個体数の調査法の開

発、サクラ保存林の虫害に関する研究等も

行っている。サクラ保存林では、樹幹穿孔性

害虫のコスカシバ （図－4左）による被害が

毎年発生していたため、薬剤防除を継続して

その効果をフェロモン トラップによる発生量

調査でモニタ リングしていたが、1995～6（平

成7～8）年頃から発生数が増加傾向となっ

た。そこで、 2000（平成12）年に合成フェロ

モンによる交信撹乱法を適用した防除を開始

した（図－ 4右）。この方法は大面積で傾斜

194 

図－4 左：コスカシパ、 右：フェロモンディスペン
ザー

の小さい土地で有効であるとされてきたが、

急傾斜地に立地するサクラ保存林でも年々被

害が減少し、効果があることが判明した。サ

クラではモンクロシャチホコ、 アメ リカシロ

ヒトリ等の鱗麹目昆虫の幼虫の食業被害も大

きいのが一般的であるが、科学園のサクラ保

存林ではこれらの被害はほとんと、問題になっ

ていない。 ビデオカメラによる観察の結果、

サクラ保存林に生息する4組のシジュウカラ

が巣立ちまでの］9日間に18,000個体以上の食

葉性昆虫を捕食しており、 野鳥の捕食圧がこ

れらの食葉害虫の大発生を抑制していること

が示唆された。 （松本和馬）

4.多摩試験地の沿革と最近の研究成果

多摩試験地の歴史は1933（昭和8）年に野

生鳥獣の保護繁殖を図るため農商務省が鳥獣

実験場を開設したときから始まる。その後、

1956 （昭和31）年に林野庁造林保護課への移

管を経て、1980（昭和55）年に林業試験場移

管となり、現在に至っている。

設立当時から一貫して鳥獣関連の研究が進

められ、現在では都市近郊林における鳥類相

の把握及び保全に関する研究が進められてい

る。 1930年代には120種の鳥類が確認されて

いるが、2000年代では60種類弱まで減少して

おり、周囲の環境変化の影響が歴然と現れて

いる。しかし、 一方ではソウシチョウ ・ガビ

チョウ等の移入種の出現も見られる。

最近の標識調査では、シジュウカラ、ヤマ



図－5 多摩試験地本館

ガラ等のカラ類が多く捕獲され、また、アオ

ゲラ、 コゲラも捕獲されている。この調査結

果と1959～1961（昭和34～36）年の調査との

比較により、この40年間で試験地の植生が森

林化方向に向かっていることが鳥類相の調査

から言える。また、アオゲラの詳細な調査に

より、営巣樹の90%が比較的古いサクラの樹

であり、それらの樹幹の内部はスポンジ状の

心腐れ状態となっており、アオゲラは樹木を

叩いたときの音で営巣樹に適した樹木を選択

していることが判明した。 （三輪雄四郎）

5.帝室林野局林業試験場 ・浅川実験林 ・多

摩森林科学園におけるこれまでの研究概要

5. 1 林木種子に関する研究4)

帝室林野局林業試験場開設と同時に、長谷

川孝三は林木種子全般の研究を開始し、とく

にテルル塩類を利用した還元法による種子活

力の検定のための種子鑑定紙の考案は、造林

用種子の発芽力を推定するのに極めて簡便で

あり、国際的にも大きく評価された。また、

小山良之助とともに、薬剤を利用した実用的

な貯蔵法も考案した。

5. 2 樹病に関する研究4)

樹病の研究は1939（昭和14）年の長谷川に

よるスギ赤枯病予防試験に始まり、次いで野

原勇太のヒノキ稚苗の腐敗病の研究があるが、

本格的な研究は第二次世界大戦後に発足した

樹病研究室によって行われた。当時、全国各
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地の苗畑で激しい被害が発生したスギ苗の赤

枯病に対して、野原勇太・陳野好之は広勾な

防除研究により、有効薬剤の検索と合理的薬

剤施用技術に検討を加えて本病の防除法を確

立した。また、各種の針葉樹のまき付苗に多

発する立枯病の防除対策についても、一連の

研究から、製炭時に排出される木酢液がこの

病気に対してかなり有効であることを発見し、

実用化に成功した。

5. 3 木材材料に関する研究4)

三好東ーは気候の影響が材質に及ぼす影響

を調査するため、本州産材9種、 北海道産材

8種を供試し、含水率の変化に伴って生じる

そり・ねじれ量の調査、収縮試験、強度試験

等を行った。また、三好は全国約400の天然

生林からの供試木を用い、ヒノキの材質変動

に関する広範な調査をし、ヒノキ材に関する

材質の体系を完成させた。

5.4 外国産樹種に関する研究4)

明治中期には多くの外国産樹種の試植が開

始され、それらの造林成績と成長状況につい

て種々報告されたが、草下正夫は世界の植生

分布図から導入樹種のおおよその基準を設け

て導入可能地帯の区分を行った。また、野原

らは育種材料としてテーダマツを利用した。

5. 5 育苗及び更新に関する研究4)

大正末期から昭和初期にかけての天然更新

に対する関心の急激な高まりの中で、人工造

林に対しでも天然更新の長所をとり入れ、人

工と自然との調和を図ることが必要とされて

いた。中村兼一郎と山内俊枝もこれに関する

研究を開始し、多くの成果を得た。また農薬

の開発が急速に進展するとともに、林業への

応用も活発になったが、長谷川、野原、 小山

は戦前において既に、地排え用笹枯殺剤の研

究を進めており、戦後の再開で実用化の段階

まで進めた。



5. 6 土壌微生物に関する研究4)

大政正隆は落葉層の分解に関連した森林土

壌の微生物相の研究に着手し、土壌温度と水

分が土壌中の細菌・糸状菌、放線菌類に及ぼ

す影響を調査した。ついで森経ーと共同で、

自然状態における数種針葉樹の落葉量、分解

過程、成分を調査し、さらに、高尾山のモミ

林における皆伐前後の土壌微生物の量と、そ

の作用について調査した。

5. 7 林木の交雑育種に関する研究4)

1932 （昭和7）年に野原は、スギ、ヒノキ、

マツについて品種間及び種間交雑の研究を開

始した。多収性・耐病性品種の育成を目的と

した関東系スギと秋田系スギ、北山台スギと

の聞の人工交配、ヒノキとサワラの種間交雑、

アカマツとクロマツの自然雑種または人工雑

種の特性に関する研究を実施した。

5. 8 パルプに関する研究4)

1935 （昭和10）年頃から三好・牧野幸次郎

らは間伐木やそのほかの未利用木利用の一方

法として、木材パルプ製造の調査・研究を開

始し、いかなる樹種の原料にも対応でき、か

つ、山間地でも容易に実施しうる方法として

簡易ソーダ木材パルプ法を考案した。また、

製造工程における蒸煮法、＝ソーダ回収法、パ

ルプの収量、色調、含有水分、漂白性、経済

的考察等について研究を行い、事業上の指針

を定めた。

5. 9 抽出成分に関する研究4)

1937 （昭和12）年、三好・中塚友一郎はパ

ルプ用削片から水蒸気蒸溜により、パルプ製

造と並行して精油を採取する方法とその装置

を考案した。また、三好は簡易製油採取装置

を考案し、ヒノキの薬及び根を原料とした精

油はガソリン代用燃料として十分に利用可能

であることを実証した。長谷川・三宅勇・

磯部甫は広葉樹材を水蒸気により加圧蒸溜
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し、木灰を主成分とする触媒を用いて採取し

た軽質油の中性のものはガソリン代用として

使用可能であり、酸性の強いものはクレオ

ソートと同様塗料や防腐剤として効果がある

ことを実証し、この製造法は1944（昭和19)

年に特許となった。堀岡邦典・柳原昌ーは針

葉樹精油を蒸溜した粘度のある残津を原料と

して、潤滑油の研究で成果をあげた。

5~ 10 材質改良に関する研究4)

第二次大戦中、航空機用材として、木材の

持つ比強度の優秀性が注目され、さらに、素

材の欠点を改良するため、合成樹脂を利用し

た圧縮積層材、樹脂注入圧縮材等一連の強化

木と称された改良木材が着目された。堀岡は

1942 （昭和17）年頃からこの様な強化木の材

質向上のための基礎研究として、摩擦係数、

腐朽性、湿潤現象、耐火性を検討し、さらに、

顕微化学的研究、 X線的研究を行い、航空機

の桁材、プロペラの製造に貢献した。

5. 11 木材炭化に関する研究4)

野原らは製炭の副産物である木酢液の利用

に関する各種の研究を行った。木酢液応用に

よる竹繊維の採集法、竹蒸解廃液から得たプ

ルフラールの利用法、笹パルプの製造法、及

び針葉樹の立枯病防除に対する木酢液の効果

についての研究を行い、それぞれ特許を取得

した。木材炭化の研究では、三宅・杉浦銀治

らが竹材を原料とした製炭法、根曲竹を原料

とした活性炭の製造、炭化過程における木材

収縮、製炭窯における障壁効果、デカシヤの

木炭等多くの研究を推進し、多大の効果をあ

げた。

5. 12 鳥獣に関する研究4)

宇田川竜男は森林に生息する野生鳥獣の益

害性の分析を行い、松くい虫の天敵鳥類：野

蚕の天敵鳥類等に関する研究ならびにノネズ

ミの駆除、被害の防除を重点的に研究した。



さらに、ノウサギそのほかの森林有害動物に

ついても、その寄態ならびに被害の防除、駆

除について研究した。

5. 13 天敵微生物に関する研究4)

浅川実験林設立以来、長谷川・小山等に

よって進められて来た天敵微生物による害虫

防除の研究は、 1967（昭和42）年の天敵微生

物研究室創設によってさらに強力に進められ

ることになった。

ウィルス関係では、マツカレハの細胞質多

角体病ウィルス（CPV）について病理・病原

学的及び応用的研究がなされ、生物殺虫剤と

して開発し、農薬登録された。マイマイガ、

ハラアカマイマイ等の核多角体病ウィルス

側PV）、℃PVについても疫学的・病理学的

研究を進め、ほかの多くの森林昆卑について

も各種ウィルス病について基礎研究を進め、

個体群を病理学的に理解するための基本資料

を蓄積した。

細菌関係では、大梓菌Bacillusthuri得iensお

(Bt）の利用についての研究に集中した。片

桐一正らによって、森林害虫に対する毒素の

応用試験が繰返された結果、森林害虫の防除

剤としての利用範囲が広く、特に、 CPVとの

併用・混用は有効であることが判明した。

糸状菌関係は串田 保・片桐・青木裏児に

より、 Beauveriatenella菌が苗畑根切虫の防除

に利用できることが判明し、その基礎的及び

応用的試験が強力に進められた。

そのほか、マイマイガの地域種系統の分離

固定、個体群変動の要因検索、天敵昆虫ブラ

ンコヤドリバチの生態・性フェロモンによる

個体群動向予察等が個体群病理研究の基礎分

野として研究された。

5. 14 樹木の分類に関する研究5)

草下は日本産樹木の新知見として数種の新

たな変・品種を発表するとともに、邦産松柏

類図説を著した。これは日本産針葉樹の分布、

形態等について、豊富な図を添えて詳説し、

分類ならびに解説書としては戦後の特筆すべ

きものであった。林弥栄もまた日本産樹木

新報知において計38樹種の新変・品種を発表

し、分類学的に考察し、草本類19種類の新

変・品種をも報告した。また、小林義雄は、

日本産ブナ科の樹木学的研究、各種の針葉樹

の花及び果実の形態と果実の成熟期間を調査

し、分類学的研究の新知見を報告した。

草下・小林は初めて実験林内の野生植物目

録をまとめ、その後、林らによって浅川実験

林天然林の生態学的研究において高等植物総

数127科894種が報告された。草下・小林は福

島県東白川郡樹木目録をまとめ、また、林ら

は丹沢山塊の高等植物の植物目録を作成し、

総数136科1,537種を報告した。続いて、高尾

山天然林の高等植物の植物目録を作成して、

153科1,598種を報告した。

植物地理、分布に関するものとしては、林

が日本産針葉樹の分類と分布に関するそれま

での研究成果を集大成して有用樹木図説林木

編を著し、日本産主要針葉樹の分布と生態を

詳説し、分布図を掲載し、さらに、日本産針

葉樹の各種類について分類的知見を記述した。

種類毎に類似種との区別点を解説しているこ

とが特筆される。

林らによってまとめられた実用樹木要覧は、

裸子植物及び被子植物全般の樹木の分類及び

識別を、外国種を含めて、一般向けに解説し

たものである。

5. 15 主要樹木への大気汚染による影響に関

する研究5)

都市圏の大気が著しく汚染され、緑地帯、

、公園、街路樹等の樹木が著しく衰退している

実態を調査し、亜硫酸ガスに対する指標植物

を探索した。東京都内におけるアカマツ、モ

ミ、ヒマラヤスギ、スギ等の針葉樹、ケヤキ、

ムクノキ、エノキ等の落葉広葉樹は、大気の

汚染度の高い都心ほど衰退が甚だしく、その
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影響は三多摩地域にも及んでいるが、イチョ

ウ、マテパシイ、カイヅカイブキ等は影響が

少ないことを明らかにした。

5. 16 日本産サクラの分類及び特性

サクラ保存林のサクラ品種の収集と品種の

同定を目的として、形態及び増殖法等を検討

するため、各地から多数の品種の穂木が収集

され、接ぎ木により増殖されてきた。定植し

た苗の同定は開花を待って順次調査し、同名

異種、異名同種等の個体を判別し、品種名を

同定するとともに、サクラ品種群の形態類別

と分類の研究を進めてきた。サクラ保存林の

品種については、 さらなる検討調査の必要が

あったが、 1981（昭和56）年にひとまず同定

した品種目録を作成した。

また、サク ラの花粉の大きさの測定と花粉

母細胞の減数分裂過程の観察を行い、花粉に

異常がみられる品種を検索した。不稔花粉の

出現率と粒径変異の大きさを基準とすると、

調査した186品種のうち34%に異常があった。

さらに、 全品種の花の形態について詳細な測

定を実施してデータの蓄積を行ってきた。

5. 17 サクラ保存林の維持管理

サクラ保存林における適切な病虫害の防除、

樹勢の回復、補植導λ、品種保存のための増

殖方法、更新方法等、具体的な撫育管理方法

を明らかにする必要が生じてきた。それまで

図－6 咲き誇る保存林のサクラ
＊第E章巻頭にカラー図掲載。

198 

の研究から問題になっていたものは、地際及

び根株を喰害するコスカシバ、ナラタケ病、

ガンシュ病等の複合被害による根腐れと、地

上部の幼果菌核病である。根腐れの原因は台

木そのものに若い時に既に病菌が侵入してい

ることにあり、低位接ぎの接木方法、接木部

位の創口からの病原菌侵入につながる覆土、

さらに、山地植栽で深植の傾向が問題と考え

られた。このため、実生の健全な台木養成と

接木方法の検討が必要となった。種子の取り

扱いについては充分満足な発芽率が得られる

方法や長期保存の有効な方法を見出した。

5. 18 キリ栽培に関する研究

南米諸国や東南アジアではウスバギリが主

体であり、材質の優るニホンギリは成長が悪

く、温帯地方を郷土とするキリにとっては、

熱帯地方の気温が高すぎることが原因と考え

られていた。しかし、北緯30度より北側のキ

リと南側のキリでは日長に対する反応のしか

たが異なり、北側に分布するキリは低緯度地

方では生育できないことが明らかとなった。

てんくや巣病に強い抵抗性を持ったキリを作

るため、各地のキリを集めて、抵抗性を調べ

た。種類によって抵抗性に違いがあり、南方

型のココノエギリ、タイワンギリ等は抵抗性

が強く、ニホンギリ、チョウセンギリ等は抵

抗性が弱く、また、ウスバギリ、ラクダギリ

等幼時に成長のよいものは、幼齢時に罷病す

ると病状の進展が早く、枯死するものが多く

なることが判明した。

5. 19 都市及び都市近郊林樹木の繁殖生態

東京及びその周辺の樹林地にみられる大気

汚染環境が樹木の繁殖に与える影響を知るた

め、主要構成樹種であるケヤキを指標に用い、

大気汚染が種子生産及び稚樹の成長に与える

影響を調べた。天然更新の状況を知る目的で

種子の飛散状況、天然更新稚樹の消長調査を

行うとともに人工更新に必要な資料を得る目



的で、ケヤキの開花結実時期、種子の豊凶、

採同時期、貯蔵法、発芽促進法及び育首方法

について検討し、ケヤキ種苗の取り扱い方法

を確立した。

5. 20 樹木の諸特性に関する研究

コナラ属における種間雑種の問題を取り上

げ、榛名山火口原のカシワ・ミズナラ混生林

において、両種の中間的な形態をもっ個体群

の実態を明らかにし、雑種形成の要因を探っ

た。稀少植物の保全に関する特定研究のなか

でヤツガタケトウヒ等トウヒ属を担当し、分

布、更新、分類について研究を進めてきた。

和紙原料として知られていたコウゾの多く

の品種が失われつつあるため、品種を収集し

て保存するとともに形態変異の面から品種分

類について調査した。

このほか、電子顕微鏡による針葉樹花粉の

発芽初期の形態、アズマネザサ類の地上部現

存量や繁殖特性、ハンノキ属の倍数性等につ

いての研究を実施した。 （三輪雄四郎）

6.今後への期待

「持続可能な開発のための教育の10年Jの

国連決議（2002年）等を背景とした「環境保

全活動・環境教育推進法（2003年）Jでは、

森林等の自然環境の育成と維持管理の重要性

に対する一般の理解を深めるために必要な配

慮を農林水産省を含む国の責務としている。

新たに制定された農林水産研究基本計画に

おいても、豊かな環境の形成に関する研究を

今後10年間の重点目標として掲げ、森林資源

が持つ教育機能の活用のための研究開発を期

別達成目標のーっとして位置付けている。

このため、植動物に関わる生態学等の研究

成果を基盤とした環境教育及び生物多様性保

全の場として、サクラ保存林及び樹木圏さら

には試験林までも含めて対象とした調査・研

究を重点的に推進するとともに、そのために

必要な施設等の整備が多摩森林科学園として

の主要な責務である。 （藤井智之）
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十日町試験地

1.試験研究の動向と沿革

明治時代末期の1907（明治40）～1910（明

治43）年にかけて毎年全国各地で大水害が発
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生し、政府はその対策として1911（明治44)

年から第1期治水事業を開始した。この事業

に伴い、農商務省山林局（現農林水産省林野



図ー 1 現在の十日町試験地庁舎

庁）は中央気象台（現気象庁）の協力の下、

全国の主要河川に沿って39箇所の森林測候所

を設置した。これは、 当時の気象観測施設が

上fこ都市域に偏在しており、 水害の防止 ・軽

減のためには河川上流域での気象観測を充実

させる必要があったためである。森林測候所

の業務は山岳地帯の気象、特に降水量の観

測 ・調査を行い、それらを基に河川の下流域

に洪水情報を提供することであり、その事務

は林業試験場が執り行うものとされた。

十日町試験地（図－ 1）は、このような時

代背景の下で1917（大正6）年林業試験場十

日町森林測候所として信濃川中流域に位置す

る現在の地に開設されたものである。当初の

業務は気象観測のみであったが、 1920（大正

9）年、後に日本雪氷協会（現社団法人日本

雪氷学会）初代会長となる平田徳太郎が全国

の森林測候所の責任者となると、業務の一つ

に森林の治水並びに水源かん養機能の研究が

加えられた。

1922 （大正11) 年の大雪によって山形県米

沢市付近で積雪に埋もれた桜桃の枝折れが多

発し、鉄管や鉄棒が曲がる被害も発生した。

しかし、 当時この現象（積雪の沈降現象）の

メカニズムは未知であった。このため、 山形

県新庄の積雪地方農村経済調査所が林業試験

場に委託してその試験研究が行われ、 十日町

で主要な実験が行われた。さらに、 1934（昭

和 9）年からは雪質の分類名称やお雪の変態

に関する研究が向調査所からの委託によって
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行われた。

なお、 1934（昭和 9）年4月8日、ス トー

ブの灰の不始末から出火し、 十日町森林測候

所は全焼した。しかし、観測資料は持ち出さ

れて焼失をまぬがれ、庁舎は翌年の11月15日

に再建された。

1935 （昭和10）年に第 l期治山事業が終了

すると全国の森林測候所は廃止され、1936（昭

和11)年の第2期森林治水事業の開始ととも

に、そのうちの14箇所が治水事業に直結した

試験研究を行う森林治水試験地に転換した。

当試験地の名称も十日町森林治水試験地と

改められ、 それ以来現在に至るまで、社会的

要請の強い森林雪害や雪崩の防止に関する調

査研究が主業務となった。 1950（昭和25）年、

名称は林業試験場十日町試験地と改められる。

1988 （昭和63）年に林業試験場は森林総合研

究所と名称を改め、さらに、 2001（平成13)

年には独立行政法人森林総合研究所となった

が、十日町試験地はそのまま存続されて現在

に至っている。

2004 （平成16）年10月23日に新潟県中越地

震が発生し、 十日町市では震度6強の揺れが

観測された。十日町試験地でも本棚や ロッ

カーが倒れて庁舎内に物品が散乱し、実験斜

面に亀裂が生じる、観測装置が破損する等、

大きな被害が出た。

2.研究の成果

1920年代には林内外の積雪の観測、融雪の

研究など水源かん養に関係した研究が行われ

た。

1930年代には、雪質、密度 ・硬度 ・引っ張

り強度（抗張力）・せん断強度（抗せん力）、

含水量、圧縮性など積雪の物性についての基

本的な研究が数多くなされ、その後の雪氷学

の発展へとつながっている。 さらに、 1937（昭

和12）年、 実験斜面（図ー2）での雪崩の発

生を積雪の下から観測するための地下道（図

-3）と周りを雪で、囲った恒温室（雪室）が



図－2 実験斜面 （傾斜40・、斜面長40m)

図－ 3 地下道（延長約50m)

造られる。 1938（昭和13）年冬、勝谷稔は

雪崩の発生過程を自動記録することに成功し、

積雪のグライドやクラックの発生、積雪移動

圧に関する研究が推進される。

1938 （昭和13）年冬からは積雪の沈降力の

研究が開始され、露場に種々の高さの鉄棒を

設置してその曲がり具合の測定が行われた。

1942 （昭和17）年からは、受庄板の高さと

形をさまざまに変えて測定が行われた。これ

らの研究の結果、積雪の沈降力は受圧面上に

存在する積雪荷重のみによって生じるのでは

なく、受圧面を中心とした雪冠の重さがあた

かも受庄面にふとんを掛けたかのように作用

することが明らかになった。

戦後は高橋喜平を中心に再び活発な研究が

なされた。実験斜面では、切取り階段工の雪

崩防止効果の研究がなされ、群杭工の雪崩防

止効果の研究が国鉄と共同で行われた。こう

した雪崩防止工に関する研究成果は、その後

1961 （昭和36）年から杭施工による雪崩防止
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林の造成、 1971（昭和46）年から雪崩防止柵

の研究、 1983（昭和58）年からグライド抑制

工の開発へと発展し、現場で活用されている。

北陸地方の豪雪地帯には、 雪圧による樹木

の倒伏と薪炭林として短伐期施業が繰り返さ

れた結果、根元曲がりのはなはだしい濯木化

した低質広葉樹林（ポイ山）が広く分布して

いる。積雪のグライドに関する研究は、主と

してこのボイ 山との関連においてなされ、

1968 （昭和43）年から若齢林の雪崩防止機能、

1983 （昭和58）年から雪食荒廃地の発生機構、

1987 （昭和62）年から埋雪樹木の移動低抗な

どの研究が実施され、 雪崩防止に必要な立木

密度について知見が得られている。

1950 （昭和25）年の冬からは樹木の冠雪害

の研究が始められ、同年冠雪量の自記記録に

成功した。これにより冠雪と気象条件との関

係の解明が進んだ。1958（昭和33）年からは

枝打ちによる冠雪害の軽減効果に関する実験

が行われ、枝打ちにより業量を 1/ 3減少さ

せると効果が高いことが示された。1983（昭

和58）年からは人工冠雪実験手法の開発が行

われた。 1984（昭和59）年からはこの手法を

用いて、冠雪害抵抗性品種の評価基準を確立

する目的で、 4品種のスギについて被害形態

と抵抗性要因の解析が行われた。

1987 （昭和62）年以降は、遠藤八十一が『j1

心となって粘性圧縮理論に基づく雪崩の発生

に関する研究が行われてきた。積雪の粘性圧

縮係数と密度及びその時間変化の関係が明ら

かにされ、これに基づいて降雪強度と雪崩の

発生並びに発生時間の関係が求められた。

これによる計算結果は過去の雪崩発生事例

とよい一致を示した。さらに降水量と積雪の

深さの観測値だけを用いて降雪の深さ（ある

時間内に新たに降り積もった雪の深さ）をリ

アルタイムで推定する装置が開発され、降雪

深自動計測システムとして市販されている。

2001 （平成13）年からは湿雪雪崩の危険度

評価手法の開発に関する研究が開始され、乾



雪に比べて研究が遅れていた湿雪のデータが

蓄積され、湿雪にも適用可能な雪崩発生危険

度の評価手法が示された。

3.今後の課題

雪崩の研究は社会的に重要であり、今後と

も継続・発展させる必要がある。一方、林地

における雪氷は水資源であり、しかも能動的
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に森林施業を行うことによって融雪の時期を

制御することが可能である。しかし、森林と

融雪との関係は、観測の困難さから十分な解

明がなされていない。十日町試験地は豪雪地

に位置する利点を生かして、今後とも雪崩や

融雪に関する研究を推進し、森林・林業政策

に貢献していくであろう。 （村上茂樹）



第W章海外研究・国際協力の動向



カ協際因究

F

研外海

1.はじめに

これまで、は、当所職員による海外関連の研

究及び技術協力は、 1970（昭和45）年設立の

熱帯農業研究センター（TARC、現国際農林

水産業研究センタ一切RCAS））と1974（昭

和49）年発足の国際協力事業団 (JICA、現国

際協力機構）による派遣により主に行われて

きた。近年では、国際農業研究協議グループ

(CGIAR）の傘下である国際林業研究セン

ター（CIF‘OR）に研究員を外務省経由で派遣

していることが特筆される。

一方、 1980年代以降は科学技術庁（現文部

科学省）などによる海外研究課題によっても

推進されるようになった。なかでも、森林総

合研究所が主査を務め、タイで行われた大型

研究プロジェクト「熱帯林の変動とその影響

等に関する観測研究」が1990（平成2）年度

に開始された。また、ほぽ同じ時期に閣議決

定予算で環境庁（現環境省）が担当している

“地球環境研究総合推進費”によるマレーシ

アを対象とした研究プロジェクトが加わった。
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これらの海外研究プロジェクトによって、そ

の後の当所における海外研究の著しい増加の

先鞭がつけられた。

図－ 1に1970（昭和45）年度からの海外派

遣職員数を示す。当所からの延べ派遣者数は

1970年代では各年度~o名程度であったが、最

近では250名を超えている。一方、 JICAによ

る派遣は1995（平成7）年度をピークに減少

傾向にある。 1995（平成7）年度から2000（平

成12）年度までの科学技術庁予算での派遣数

の急増は、二国間型及び多国間型の海外共同

研究が行われたことも見逃せないが、同庁予

算による国際研究集会参加が毎年度100名程

度行われ、海外における研究発表の機会が急

増したためである。 2001（平成13）年度の省

庁再編により科学技術庁予算は文部科学省や

科学技術振興事業団（現科学技術振興機構）

へと引継がれた。国際研究集会参加に関して

は、当所の独立行政法人化により当所の運営

交付金からまかなわれるようになった。運営

費交付金による所内研究プロジェクト（交付
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圏一 1 森林総合研究所における海外渡航件数の変遷の概要
各年度の年報の資料から作成．基本的IこJICAミッション派遣、海外研究集会
参加及び長期留学・派遣などの数を含むが、年度ごとの年報で統一されていな
いため、過小値になっている年度もある．なお、 1977年度は年報に資料の記雄・
が無かった〈作成：海外研究領域）．
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金プロ）’での海外研究は、 2001（平成13）年

度の渡航者数が数名であったが、現在、増加

傾向にある。また、 2001（平成13）年度以降、

科学研究費補助金（以下、科研費）の申請が

独法からも可能になったことで当所の海外研

究も増加傾向にある。

このように、当所はJIRCAS、JICA及び

C店、ORによる研究・技術協力に職員を短期・

長期の出張・派遣を続けているが、最近では、

当所職員の発案による海外研究も増加傾向に

ある。ここでは、当所の職員がこれまでに関

与した、主な海外研究及び技術協力に関して

国ごとにその概要を紹介する。

2.マレーシア

2. 1 国際生物学事業計画への参加：科研費

（文部省）、 (1966～1974)

国際生物学事業計画（IBP）におけるマレー

シアでの研究にマレーシア森林研究所（FRI、

FRIMの前身）の協力を得て、当所の 2名の

研究員が森林班の一員として参加した。マ

レ一半島のパソ一保護林で熱帯雨林の一次生

産力推定のために伐倒調査を行い、その研究

成果は東南アジア熱帯林の現存量と一次生産

力に関する最も基本的な研究成果となってい

る。なお、パソ一保護林は、現在も当所職員

を含む日本の研究者の研究フィールドとして

利用されている。

2. 2 マレーシア森林研究所（F町、 FRIMの

前身）との共同研究： TARC(1971～ 
1981) 

フタバガキ科の開花結実を気象要因や海抜

高との関係から検討する一方で、種子の貯蔵

は困難であるが北方まで分布する樹種では低

温耐性が高く数ヵ月聞は貯蔵が可能なことや、

マメ科やラタンの種子発芽促進法を見出した。

フタバガキ科、マメ科及びラタンの苗木の

成長特性の解明などにより各種の造林技術を

高めた。また、有用樹種の分布が土壌・地形・
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地質や気候に密接に関係していることを明ら

かにし、大縮尺の立地区分図作成及びチーク

と南洋スギの造林適地区分などを行った。

2. 3 マレーシア林産研究協力計画：JICA

(1985. 3～1990. 3) 

マレーシア森林研究所（FRIM）における

林産研究技術の向上を図るため、我が国の林

産研究に関する技術移転を行った。木材集成

加工、木材抽出成分、木材分析、木質パネル

製品、木材保存、木材乾燥に関して幅広い研

究協力を行った。

2. 4 アセアン諸国とのリモートセンシング

技術の高度化とその応用に関する研究：

科学技術振興調整費（科学技術庁）、（以下、

科振調） (1986～1990) 

熱帯林の広域環境特性把握手法の開発を目

的に、時系列的衛星リモートセンシングデー

タを用いて、森林伐採等の森林資源の変化を

効率的に把握する手法を開発した。森林型や

その樹種構成と温度・－水分等の環境条件との

対応をマレーシア森林研究所（FRIM）の協

力を得て、地上調査と地上観測で調べるとと

もに、主な構成種の環境特性を明らかにした。

また、熱帯林の区分手法及び森林地帯の生態

的なゾーニング手法の開発を目的とし、森林

モニタリング手法の研究、熱帯林の森林区分

と環境特性の解明、リモートセンシング技術

による広域的な環境情報の収集法の開発など

の研究を行った。

2. 5 マイクロ波センサデータ利用等による

リモートセンシング高度化のための基盤

技術開発：科振調 (1992～1996)

マレーシア森林研究所（FRIM）の協力を

得て、森林地帯の環境変動把握手法の開発を

目的に、マレーシアの熱帯湿地林を対象地と

して、日本の人工衛星JERSの合成開口レー

ダー（SAR）とランドサットTMデータの特



性などを明らかにした。

2. 6 複層林経営、 早生樹育成に関する技術

協力 ：JICA (1991～2002) 

マレーシア連邦森林局（FDPM）、ペラ州

森林局（PSFD）を相手機関としたJICAプロ

ジェクト「複層林経営プロジェクト（MSFM、

1991～1999）」とアフターケア的な「小規模

短伐期植林プロジェクト (1999～2002)Jが

実施された。両プロジェク トではチクス（ペ

ラ州ビドー町）が共通のサイ トとして使われ

た。アカシア ・マンギウム林を列状伐採した

場所に有用樹種を植える方法は成功し、現在

立派な森林になりつつある（図マ 2）。一方、

早生樹と有用樹を同時に裸地に植‘栽する方法

は、成林の見込みが得られなかった。当所か

ら造林、土壌、樹病、経営、機械などの広範

な分野から10数名が技術協力に参加した。

2. 7 熱帯林生態系の環境 ・構造 ・機能に関

する研究： 地球環境研究総合推進費（環

境庁）、（以下、環境総合） (1990～1992、

1993～1995、1996～1998、1999～2001、

2002～2005年現在）

マレーシア森林研究所（FRIM）と共同で、

熱帯林の環境及び構造解析に関する研究

(1990～1992）をはじめ、多くの一連の研究

図－ 2 JICAの複層林経営プロジェクトで植
栽されたショレア ・レプロー スラ
(Shorea leprosula) 

マンギウムアカシア（Acaciamag/um）林内に1991（平
成 3）年11月に値殺された約13年後の状況（写真 ：
松本陽介入
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図－ 3 丘陵フタパガキ林に設置したりター ト

ラッフ
林冠はセラヤ （Shoreacurtisil)が優占し、 林床はパー
ムが多い（写真：新山馨）．

プロジェクトを行った。マレ一半島のパソ一

保護林とセマンコック保護林（図ー 3）に6

haの試験地を設定し、熱帯林の主要な構成樹

種のサイズ構造・空間分布と群落動態、択伐

後の回復過程や小面積皆伐後の種組成の変化、

マイクロサテライトマーカーの開発などによ

りフタバガキ科樹種の遺伝的差異、親子関係

解析による遺伝子多様性保全及び、苗木～小

経木サイズにおける多数の熱帯樹種の葉の光

合成、蒸散、水分特性などを明らかにした。

これらの成果を、「Pasoh:Ecology of a Lowland 

Rain Forest in Southeast Asia (2003）」として

発刊した。なお、以下の2.8～2. 9と同様に、

我が国の国立環境研究所（NIES）とマレー

シア森林研究所（FRIM）を主体とする共同

研究党書（MOU）のもとで総合的な研究が

行われ、 一部は2005（平成J7）年現在も継続

している。

2. 8 熱帯林の熱 ・水収支に関する研究：環

境総合 (1990～1992、1993～1995、1996

～1998、1999～2001、2002～2005年現在）

マレーシア森林研究所（FRIM）と共同で、

マレ一半島ブキタレ水文試験地やパソ一保護

林において水文 ・気象観測 ・土壌調査を実施

し、降雨特性、選択的水みち経路と土壌物理

特性、土壌貯留量の季節変動、降雨流出応答

に対する土壌水分の役割、自然のダムとして



図－4 パソ一保護林に建てた53mタワー
FRIMの協力を得て日本の国立環炭研究所と共同で建
てた．約40mのタワー 2i基と上部で逮結されている．
フェノロジー観測、昆虫採集、気象観測、フラック

ス観測などに利用している（写真：松本陽介入

の熱帯降雨林の機能、短期水収支法を用いた

ぶ発散量の推定、浮流土砂流出特性などにつ

いて明らかにした。なお、ブキタレ水文試験

地では森林伐採による水流出や土壌変化研究、

パソ一保護林では渦相関法などによるフラッ

クス観測研究を現在も継続中である（図－ 4｝。

2. 9 熱帯林の微生物 ・昆虫 ・動物に関する

研究：環境総合 (1990～1992、1993～

1995、1996～1998)

マレーシア森林研究所（FRIM）と共同で、

パソ一保護林を中心として腐朽菌、昆虫、晴

乳類などのセンサスを行った。 その結果、熱

帯林で、は数ha内に、ヨーロッパ全土に分布す

る種数に匹敵するサルノコシカケ類が分布し

ていること、フタバガキ科樹木を特異的に寄

主とする木材腐朽菌が多いこと、強度の森林

伐採を行うとその数十年後においても木材腐

朽菌の種多様性が回復しないことを明らかに

した。昆虫研究では、原生林で訪花性コガネ

ムシが多く二次林では森林性チョウ類が少な

いこと、キクイムシやコガネムシの森林内垂

直分布などを明らかにした。さらに、原生林

と二次林での晴乳類相の違いを明らかにした。

2. 10 キナパル山における熱帯林の種多様性

と生態系機能の解明：環境総合 (1995、

1996～1998、1999～2001、2002～2004）、
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科振調 (1996～1999)

環境総合では、熱帯山岳地における調査研

究 (1995）など、科振調では、安定同位体を

用いた熱帯雨林の種多様性機能の解明(1996)

などのプロジェクト研究を行った。樹木の成

長の経年変化測定と 2週間毎のリター（落葉

落枝）量の測定を継続し、温度（標高）と土

壌栄養塩が森林生態系の機能（特に純一次生

産と分解）に与える相互作用について、地上

部純一次生産、炭素貯留量、栄養塩利用の面

で知見を得た。なお、このプロジェクトの成

果は米国の科学雑誌Science誌（22March、

2002号）で取り上げられた。

2. 11 熱帯林修復に関する研究：環境総合

(2002～2004) 

マレーシア ・プトラ大学（UPM）、マレー

シア森林研究所（FRIM）、タイ ・カセサート

大学、インドネシア科学院（LIPI)、国際林

業研究所（CIFOR）などとの共同研究で、荒

廃した熱帯林の修復に関する生態、造林、社

会経済及び情報交換ネットワークに関する研

究を行った。研究の成果は国際ワークショッ

プを毎年度開催し、“Rehabilitationof degraded 

tropical forest, Southeast Asia，， として合計 3

冊刊行した。

3.インドネシア

3. 1 南スマトラ森林造成技術協力計画 ：

JICA (1979. 4～1984. 3、1984.4～1986. 3、

フォローアップ： 1986:4～1988. 3、アフ

ターケア ：1994～1995)

州都パレンバンから西約180kmの地域にお

いて苗木生産事業、造林事業、林道開設及び

森林保護に関する技術協力を行い、 3,1 OOha 

の人工造林を行った。 50ha以上を植栽した樹

種は14種であった。防火対策には十分な配慮

を行い、防火帯、防火線を高密度に配置して

消防隊を組織した。アグロフォレストリーを

導入して収入が得られるようにと企画したが、
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図－ 5 伐採（左）と森林火災 （右）の影響を受けた低地フタパガキ林
ムラワルマン大学ブキットスハルト演習林（インドネシア束力リマンタン州） IこJICAの第3フェーズ基盤整備
資で段置した観測タワーより同じ林を撮影。右の写真は伐採とその後の火災の影響を受けている（写瓦：藤間剛）．

その継続は困難であった。造林成果をイ ンド

ネシア国から高く評価され、 1984（昭和59)

年から南スマトラ造林技術開発センターとし

て林業省造林総局直属の組織に組込まれた。

3. 2 インドネシア熱帯降雨林研究計画：

JICA (1984. 12～1989. 1 l、1990.1～ 
1994. 12、1995.1～1999. 12) 

東カリマンタン ・サマリンダのムラワルマ

ン大学に、ガジャマダ大学とボゴール農科大

学を加えた3大学共同利用施設として熱帯降

雨林研究センター （PUSREHUT）がJICAに

よって設立された。この研究センターを活用

して、大学教育充実国家プロジェクトの一環

として、熱帯造林のための人材養成を図るべ

く研究プロジェクトが開始された。林地利用、

天然林管理、人工林管理、地位級区分及びア

グロフォレストリー研究を行った。第 E

フェーズでは、熱帯林の修復及び再生に貢献

しつつイン ドネシアにおける森林研究を支援

した。プロジェクトサイトの土壌は熱帯地域

の標識土壌の一つになった。さらに、同州に

分布している蛇紋岩や火山灰由来の土壌の理

化学的性質を明らかにし、熱帯林の二次林

化・ 荒廃草地化に伴う土壌の理化学性の変化

及び焼畑・火災など人為的撹乱に伴う植生変

化に関する知見を得た。また、フタバガキ科

樹木の開花結実に関する記録を集積し、モミ

ガラ燕炭を利用した苗木への菌根菌の実用的

な接種法を確立した。第Eフェーズでは、森

林生態系の長期モニタリング研究及び造林技

術の高度化に関する研究を実施した。同

フェーズ中、 1997（平成9）年から1998（平

成10）年にかけて非常に強いエルニーニョの

影響により東カリマンタン州は異常乾燥と森

林火災という災害に見舞われたが、それ以前

から継続して森林生態系に関する情報を蓄積

していたことにより、乾燥及び火災の影響並

びにその後の生態系回復過程を詳細に記録す

ることができた（図－ 5）。また、第 Iフェー

ズからの15年にわたる研究協力により蓄積し

た知見をGuhardjaほか編著（2000）「Rainforest

ecosystem of East Kalirnantan: El Nino, 

drought, fire and human impactJとして取りま

とめ、 Springer社から出版した。森林総研は、

原稿の内容に関する査読や編集作業を担当し

た。

3. 3 インドネシア国マングロープ林資源保

全開発現地実証調査 ：JICA(1991～2004、

フォローアップ： 2004～2006)

バリ島南部ブヌア湾で、 1992（平成4）年

から1997（平成9）年には育苗、育林技術開

発、生態研究及び施業体系確立に向けての活

動を行った。東部イ ンドネシアでのマング

ロープ天然林の生産力を明らかにするととも

に、主要樹種の開花から種子成熟までの発達

過程を明らかにした。苗畑技術についても潅

水頻度やハードニング手法に関する情報を蓄

積し、マニュアルを作成した。造林技術では、
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地盤高を数段階に調整した場所への構栽と成

長観測により、樹種毎に必要な冠水頻度の範

囲を明らかにし、サイト毎の植栽樹種選定を

容易にした。経営分野ではマングローブ植物

Rhizophora apiculataの収穫表を作成した。

3. 4 インドネシア ・森林火災予防計画 ：

JICA (1996～2000, 2001～2006) 

スマ トラとカリマンタンを主な対象地とし

て、第 I期では森林火災早期発見 ・笹戒シス

テムの導入、住民参加と教育・ 訓練、火災に

強い森林の造成 ・管理の三つを柱とする活動

を行った。第E期では衛星情報による森林火

災の早期警戒 ・発見システムの改善と、森林

火災予防に関わる普及 ・啓蒙活動の推進を

行っている。森林総研では短期派遣により、

衛星データ直接受信システムを導入した森林

火災早期発見 ・響戒システムの開発などの協

力を行った。この成果を、「地球観測衛星を

利用したアジア太平洋地域農林災害ネッ ト

ワーク研究（科学技術振興事業団： 1998-

2001) Jに引継ぎ、タイで受信された衛星デー

タを高速ネッ トワークを介してリアルタイム

で入手して、東南アジアの森林火災を発見 ・

通報するシステムに発展させた。このシステ

ムは完全自動で、農林水産省研究計算セン

ターで運用している。

3. 5 熱帯アジア陸域生態系からの温室効果

ガスの発生 ・吸収量に関する研究：環境

総合 (1997～2002)

BIOTROP /ICSEAとボゴール農科大との

共同研究によって、熱帯林における温室効果

ガスの発生 ・吸収の制御要因を研究した。ス

マトラ島中央部において、温室効果ガスであ

る二酸化炭素、メタン及び~20の 3 種類の地

表面フラックスの継続調査を行い、土地利用

変化が温室効果ガスの発生に与える影響とし

て、森林伐燦時のインパクトが大きいこと、

そのインパク ト継続期間は l年から 2年程度
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図－6 インドネシアのジャンピ州Bangko市
のゴム林にて地表面から出てくるガス
を採取している様子（写真：石塚成宏）

であること、森林伐採後はなんらかの植栽が

行われれば土壌の生産力は回復し、温暖化ガ

スの収支に与える影響は少なくなることなど

を明らかにした。また、硝化過程がN20生成

の主過程であるという推論が支持され、硝化

速度とN20フラックスの問の関係を見出した

（図－ 6）。

3. 6 陸域生態系の吸収源機能評価に関する

研究：環境総合 (1999～2001)

ムラワルマン大学林学部（インドネシア）

とBIOMA（イ ンドネシア）を共同研究機関

とし、イン ドネシアの産業造林事業地を事例

として、 大規模造林活動が地域社会に与える

影響及び造林活動がもたらすりーケージ／ポ

ジティブ ・スピルオーバー（Leakage/

Positive Spillover）を明らかにした。そのため、

社会構造や周辺地域の経済状況、自然状況な

ども調査し、 地域住民の生活のリア リティ

（「文化生態的複合」）を把握した。

3. 7 森林火災による自然資源への影響とそ

の回復評価に関する研究：環境総合（2001

～2003) 

1997 （平成9）～1998（平成10）年に発生

したイン ドネシアの大規模森林火災が熱帯林

の森林環境や生物多様性に与えた影響を、 リ

モートセンシング手法や現地調査により解析

し、被害林の回復過程を評価するための指標



を提示した。当所では衛星データ解析による

影響地域q解析、腐生菌類、菌根菌及び昆虫

類への影響に関する調査研究を実施した。

天然林の被災地では、葉面積指数と植生指

数は負の相関を示すことが明らかになり、植

－生指数を介して広域での被災の評価を行うこ

とが可能となった。重度被害林、軽度被害林、

無被害林において生物相や微気象の調査を

行った。腐生菌類に関しては、各調査区の 3

箇所の小プロットで子実体を採集し、子実体

や腐朽材から菌株を分離し特性を調査した。

見虫類に関しては、 3種類のトラップを用

いてカミキリムシ類の捕獲調査を行った。菌

根菌に関しては、調査区で菌根性きのこを採

集する．とともに、土壌試料を採取して外菌類

の有無を調査した。

4.タイ

4. 1 タイ造林研究訓練計画：JICA(1981. 7 

～1986. 7.. 1986. 7～1991、1991～1993)

王室林野局（RFD）に対して、早生樹種の

造林育成に関して造林、育苗、機械、土壌の

各分野、 1984（昭和59）年からは森林生態と

土壌分野の研究協力を行った。第Eフェーズ

では造林、森林生態、森林土壌よ森林経営、

林木育種、森林保護の6分野で研究協力を

行った。マングローブ林を含む各種森林群落

の構造・機能の解明研究及び人工林の物質生

産・成長解析などの天然更新・人工更新に関

する基礎研究を行い、在来の有用樹種の植栽

密度と枯死率の関係、庇陰下における樹種別

の成長特性や活着率、有用樹種の収量一密度

効果及びマングローブ胎生種子の生産・消長

などを明らかにした。土壌分類を基礎とした

土地利用区分、適地適木の選定技術、土地改

良技術等の研究を行い、全国5箇所の土壌調

査及び分類、マメ科樹種の成長と土壌に及ぼ

す影響の解明及び経済樹種の適地選定技術の

移転等の成果を得た。また、マングローブの

更新及び植栽密度、乾性フタパガキ林におけ
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る山火事防止施業、混生落葉樹林における天

然林保育の試験研究、組織培養による無菌繁

殖の研究・種子のX線解析、長期種子保存技

術の開発・改良研究、マツ苗畑における病害

菌の発生と分布、フタパガキ科樹木の種子貯

蔵期間中の種子起源の病原菌の影響、チーク

を落葉させる蛾の生態と加害状況の研究、

チークビーホールポーラーの生態、飼育手順

及び被害防止の研究など広範な研究・技術指

導を行った。

4. 2 熱帯林の変動とその影響等に関する観

測研究：地球科学（科学技術庁） (1990～ 
1999) 

国家研究評議会（NRCT）、王室林野局

（悶‘D）、カセサート大学等を共同研究機関

として、 10年間の長期観測研究として認めら

れた研究で、森林総研を主査とし、関係省庁

と大学を含めた大規模な研究プロジェクトを

行った。熱帯林における植生の変動に関する

観測・解析的研究のために、衛星データを用

いた広域の植生変動解析、熱帯林の植生の維

持・更新機構、植生変動機構の観測研究を

行った。また、土壌有機物の分解及び物質循

環に関する観測研究を行うとともに、熱帯林

の変動とその影響評価のために、植生の変動

の評価・予測に関する研究と熱帯林を中心と

する炭素循環・水循環の変動を評価・予測す

る研究を行った（図ー 7）。

4. 3 東北タイ造林普及計画：JICA(1992. 4 

～1997. 3) 

王室林野局と連携して、東北タイの緑化推

進を目的として行われた技術協力プロジェク

トである。ここでは、新たに社会林業のアプ

ローチを採用し、地元住民が自らの意志で植

林を中心とした活動の中から自分たちの生

活・福祉の向上を図ることで、森林・農地の

合理的利用・保全を学び、自然環境の回復に

寄与しようというものであった。ベースライ



図－ 7 チーク造林地における微気象観測
チーク（Tectona grandis）の成長に伴う林内気象の

変化を追跡した（写真：高橋正通）．

ンサーベイの実施、大規模苗畑管理技術の開

発、普及手法の開発 ・．改良及び地域住民 ・政

府職員を対象とした訓練計画の策定・教材開

発に研究側から参加した。

4. 4 地球科学技術研究のための基礎的デー

タセット作成研究：科振調 (1993～1997)

国家研究評議会（NRCT）、王立林野局

(RFD）、カセサート大学、オーストラリア

国立科学産業研究所（CSIRO）及び中国林業

科学院と共同で、森林被覆度データセットを

作成するため、衛星データ等の収集と基準点

情報のデータベース開発、森林の林相別分布

状況及び立体構造の把握研究を行った。また、

森林における炭素蓄積量の算出手法を開発す

るため、林相別森林生態系における炭素蓄積

等の算出手法や、林相別森林生態系の炭素蓄

積量の基準化、炭素貯留量評価手法などを開

発した。

4. 5 熱帯低湿地林の炭素貯留に関する研

究：環境総合（2003～2007)

タイ ・チュラロンコン大学理学部、マレー

シア ・プトラ大学（UPM）林学部及びイ ン

ドネシア科学院（LIPI)なと、と供同し、泥炭

湿地林、マングローブ林、 淡水湿地林におけ
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る炭素貯留機能の解明研究を行っている。

5.中国

5. I 中国黒龍江省木材総合利用研究計画：

JICA (1984. 10. 14～1989. 10. 15、フォロー

アップ ：1989.10. 15～1991.10.14、アフ

ターケア： 1995.9. 26～1997.9.25) 

黒龍江省森林工業総局、黒龍江省林業科学

院、及び林産工業研究所を対象機関とし、森

林資源を保全し木材資源の有効利用を図るた

め、木材の加工技術及び廃材の有効利用技術

の開発、改良を行うことを目的とした共同研

究 ・技術移転を行った。当初の5年間は製材、

パーティクルボード、木材材料性能、複合材、

木材乾燥及び接着 ・塗装の6分野、フォロー

アップの 2年間には、製材、パーティクル

ボード及び木材材料性能の3分野、アフター

ケアの 2年間には、木質複合材料及び接着剤

の2分野について技術協力を行った。移転さ

れた技術は中国の林産工業に広く普及してい

る。

5. 2 砂漠化機構の解明に関する国際共同研

究 ：科振調 (1989～1994)

新彊生物土壌沙漠研究所及び蘭州沙漠研究

所を共同研究機関とし、植物群落の調査、類

型化並びに環境との関係解析研究を行った。

タクラマカン沙漠周辺において約250のプ

ロットを調査した結果、約20種の群落が区分

された。河西回廊では33プロッ トを調査した。

乾燥地域に成立する植物群落に共通する特性

として、立地条件に応じた分化が認められた。

現地調査の結果、植生に対する最も大きな制

限要因は水条件であったため、供給される水

量 ・期間 ・質（塩類濃度） によって群落を、

半固定砂地型、荒漠洪水型、地下水依存型及

び塩類集積地型の四つの植生型にまとめた。

5. 3 中国 ・黄土高原治山技術訓練計画 ：

JICA (1990. 1～1994、ー1995～1999)



北京林業大学に対して、土壌侵食防止及び 向していることを明らかにした。

荒廃地復旧に関わる技術の開発及び向上を図

り、黄土高原における水土保全的流域管理の

推進に資することを目的とした研究協力を

行った。北京林業大学の中国黄土高原水土保

持技術訓練センター及び吉県科学研究試験場

の2箇所で行われた。訓練の協力分野は、森

林水文、水土保全計画、水土保全造林、治山

工法、農地防災の 5分野であった。研究・調

査分野は、森林水文、リモートセンシング、

6. フィリピン

6. 1 パンタパンガン地域森林造成技術協力

計画：JICA(1976～1987、1987～1992)

JICAが二国間海外林業協力を開始した最初

のプロジェクトであり、環境天然資源省森林

管理局に協力した。ルソン島中北部パンタパ

ンガンダム流域において、土壌保全のための

森林造成に関わる技術開発と技術移転を行う

土壌科学、治山設計、農地防災の 5分野で・ ことを目的とした。フェーズIは、森林造成

あった。また、現地セミナーの開催、中堅技 技術と技術訓練を主体とした治山技術協力で、

術者養成対策、モデルインフラ基盤整備、造 約7,900haの植林活動を通じ、熱帯草原にお

林プロジェクト対策推進事業などを行った。 ける苗木養成、植林、山火事防止、林道建設

5. 4 アジア地域の微生物研究ネットワーク

に関する研究：科振調 (1995～1997)

黒竜江省において北方系の森林に生じる立

木腐朽性の担子菌類を採集し、菌株を分離・

収集した。それらをマレーシアのパソ一保護

林で採集した担子菌類と比較した。また、子

実体JOO個を収集し、北海道産の同じタイプ

と対時培養した結果、交配可能であることを

明らかにした。

5. 5 中国人工林木材研究計画：JICA

(2000. 5. 14～2005. 5. 15) 

中国林業科学研究院・木材工業研究所を実

施機関として、①人工林材の特性、②人工林

材の化学的処理、③人工林材の物理的処理の

3分野において木材利用のための基礎的な知

見の蓄積をプロジェクトの成果とする一方で、

中国林業科学研究院の基礎研究実行力を強化

し、さらに、中国における人工林材研究を広

く推進することを目標とした研究プロジェク

トである。 5年間の実施期間で多くの成果を

上げたなかの一例として、複合化技術では、

木粉、木材繊維及びポリマーの最適混合率を

決め、さらに、木粉の粒度により複合材料の

分布が異なること、繊維方向に木粉粒度が配
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等の技術移転を行った。また、森林造成と治

山技術の研修とあわせて、簡易工法による山

腹基礎工、緑化工、渓間工によるモデル施設

の建設を行った。フェーズEでは、造林地の

保育・保護及び樹種更改に関する技術及び現

地に適合する治山工法及び治山造林に関する

技術協力に取り組み、人材育成など我が国の

国際林業協力のパイオニア的存在としてその

後のプロジェクトの設立、運営に教材的な役

割も果たした。

6. 2 熱帯地域における早生樹種の成長解

析・林分生産量に関する研究：JICA(1981 

～1986) 

フタバガキ科樹種の更新並びに竹の造林に

関する研究、熱帯地域における早生樹種の林

分生産量に関する研究及び熱帯地域における

早生樹種の成長解析に関する研究を行った。

ケシアマツは癖悪地でも直根や菌根菌の働

きにより幅広い立地特性を有すること、アカ

シア類では立地条件の違いが成長状態に大き

く影響し立地選択性が極めて高いこと、メリ

ナでは環境条件に対する馴化適応力が大きい

ことなどを明らかにした。

6. 3 熱帯季節林地域における森林動態と森



林修復に関する研究： TARC/JIRCAS

(1993～2006) 

フィリピン大学 ・ロスバニョス校（UPLB)

林学部との共同研究で、 熱帯山地季節林の林

分構造研究と更新研究を行った。マキリン山

に設定した4haの調査区（標高500m）には、

胸高直径5cm以上で188種約5,000本が生育し、

種多様度が高いことを明らかにした。一方、

熱帯山地林上部に当たるバリグの調査区（標

高2,000m）では、0.25ha内に胸高直径 5cm

以上で、 34種約4,000本の生育を確認し、東

南アジア在来有用樹種の種子生産に関する現

地調査なども実施した。 1999年度以降は、ル

ソン島南部のバナハウ山荒JJ~草地に12haの植

林試験地を設置し植林プロジェク トを実施し

た（図－ 8）。アカシア類などの早生樹と在

来有用樹との混植を行う過程で、各植栽樹種

の成長速度、耐乾燥性などの特性を明らかに

し、降雨量が少ない土地でギンネムなどアカ

シア類、レイ ンツリーなどマメ科早生樹の定

着、成長が良好であることを明らかにし、さ

らに、用材生産に適する在来有用樹の中から

乾燥に耐え得る樹種を複数選択した。

7. ブラジル

7. 1 ブラジル ・サンパウロ林業研究協力計

画： JICA(1979～1986、アフターケア：

1989～1991) 

図－8 パナハウ山の有用樹植林試験地
熱帯山地林の下部 （標高約1,200m）にあるため霧が
多い．早生樹のギンネム （LeucaenalecocephalaJ 

右側）、用材樹樋のアクレ（Albiziaakle、左側）の混
鑓区（写真：高橋和規）．
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サンパウロ州森林院を対象に、流域管理、

伐出技術研究、リモートセンシンク、及び小径

木利用について研究協力を行った。

クーニャ森林水文試験により海岸山脈は水

源地帯として重要であることを実証するとと

もに、代表的な造林木であるエリオッテイ・

マツの材積表の改良及び山岳林における伐出

工程の解明などの成果をあげた。アフターケ

アでは流域管理及びリモートセンシングの研

究協力を行った。海岸山脈では年間を通じて

基底流量の安定化が期待できる水源林の拡大

が、流域の土壌保全のみならず水資源確保の

上からも有効であることを提言した。また、

ランドサット衛星データの解析・利用技術の

移転を行った。

7. 2 ブラジル ・サンパウロ州森林研究計

画 ：JICA(2002～2003) 

サンパウロ州森林院を対象に、上記プロ

ジェク トで造成した各種試験林のうち、定期

的に成長を測定しているものについて、デー

タの補完ととりまとめを行った。 20数種の樹

種を植裁し、大きいものは8年間で樹高10m

を超えた。また、表面侵食が激しい試験流域

における流出土砂量の推定方法に関する研究

では、試験流域を方形メッシュに分割し、流

域からの流出土砂量を推定する手法を提案し

た。

7. 3 ブラジル ・アマゾン森林研究計画：

JICA (1995～1997、1998～2003)

アマゾン地域の熱帯雨林について環境保全

と持続可能な森林管理モデルの確立を目指し

て、1995（平成7）年6月より国立アマゾン

研究所（マナウス市）において、リモートセ

ンシング、荒廃地の回復、天然林の管理を主

体に活動を開始した。その後、 7ォローアッ

プ期間の技術協力を経て、 1998（平成10）年

10月より森林型の分布様式、天然林の動態、

立地特性、種子の生理生態特性及び立地適応



図－ 9 アマゾン川流域の水没林
雨季の後、上流からの水盆が多くなりマナウス周辺で
は水位が上昇し、低地では 1ヵ月以上水没した森林と
なる．これは、魚の繁殖・稚魚成長の場所となる（写
真：国内裕之）．

性の五つの分野でフェーズ、Eを展開した。

共同研究の成果として森林動物の生態、リ

モートセンシング技術を用いた森林型の類型

区分、地形と林分構造の関係、主要樹種の更

新機構の解明などがなされ、荒廃地回復に向

けた試験地の造成と植栽木の成長に関する資

料の収集、蓄積が行われ、技術移転がなされ

た（図－9）。

8.韓国

8. 1 東アジアにおける環境酸性化物質の物

質収支解明のための大気 ・土壌総合化モ

デルと国際共同観測に関する研究：環境

総合 (1996～1998、2000)

韓国林業研究院との共同研究を行った。森

林生態系に及ぼす環境酸性物質の影響を解析

し、酸性物質の影響評価手法の開発に資する

ために、中国及び韓国での環境酸性化物質の

森林生態系への影響の現地調査、韓国ソウル

市郊外と東京八王子のアカマツ林流域におけ

る物質収支の比較、人工的に酸性処理した土

壊での中国及び韓国の植栽樹種の苗木の成長

特性の調査、土壌型や林相を異にするさまざ

まな土壌を用いた森林土壌の窒素無機化 ・硝

酸の生成速度の解明及び土壌酸緩衝試験など

の研究を行った。その結果、中国及び韓国で

は酸性化物質負荷量の供給が大きいこと、 土

壌酸性化に対する樹木の感受性は樹種にょっ
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て異なるので地域に適した臨界負荷量を評価

する必要があること及び韓国の土壌は緩衝能

が弱く渓流水から塩基の流亡が観測されるこ

となどが明らかとなった。また、森林土壌の

酸性化プロセスには硝酸化成と有機酸類の影

響が大きいことを明らかにした。

8. 2 アジア地域の微生物ネットワークに関

する研究 ：科振調 ・国際研究［多国間型］

(1995～1999) 

亜寒帯針葉樹林及び熱帯林に生息するきの

こ類について、種の同定と系統分類学的検討、

種の多様性の解析及び菌株の特性調査を行っ

た。 中国東北部の森林で確認した木材腐朽性

担子菌類の年ごとの総出現種数はそれぞれ50

種前後であった。一方、インドネシア熱帯林

の菌根性及び腐生性菌類に関しては、フタパ

ガキ科林から菌根性きのこを中心に約400点

のきのこを採集し65種を同定した。さらに、

半島マレーシアの低地熱帯林に分布する木材

腐朽菌類の子実体700サンプルを用いて子の

う菌類2科7属30種、担子菌類8科33属59種

を同定しそれらの子実体から286菌株を分離

培養し菌株リストを作成した。

9. ロシア

9. 1 シベリア凍土地帯における温暖化

フィードバックの評価に関する研究：環

境総合 (1991～1996、1994～1996、1997

～2000、2005～2005年現在）

科学アカデミー ・ヤクーツク生物学研究所

（現寒冷圏生物学研究所）及び科学アカデ

ミー ・スカチェフ森林研究所との共同研究に

よって、森林生態系における二酸化炭素貯留

と収支の解明に関する研究、森林生態系にお

ける一次生産と二酸化炭素収支、森林火災が

二酸化炭素収支に与える影響、群落レベルの

炭素集積とそのモデル化等の研究を行った。

極北の永久凍土上に成立した森林生態系に

ついて、これまでの植物生態学、土壌地理学



図－10 永久凍土地帯のシベリアのカラマツ
(Larix gmelinii)の黄葉 （写真：松浦

陽次郎）

の常識とは全く異なる多くの知見を得た（図

-10）。

9. 2 パイカル湖の湖底泥を用いる長期環境

変動の解析に関する研究 ：科学技術庁一

総合 (1995～2000)

ロシア科学アカデミ一地球化学研究所、陸

水学研究所、植物生理学研究所及び米国地質

調査所との共同研究によって、古生物情報解

析に関する研究の中で植生変遷に関する研究

などの一連の研究プロジェクトが実行され、

当所では植生変選及び生物進化データベース

の構築に関する研究を担当した。

バイカル湖底泥200m (BDP96）と600m

(BDP98）の掘削に成功し、この2本のコア

の花粉分析を行った。コアは1.200万年間の

連続試料であることが判明し、第三紀中新世

・から現在までの植生変遷が明らかになった。

また、 化石花粉のDNA分析に成功し、約15

万年前のモミの葉緑体DNAについて、スペー

サー領域の塩基配列の復元を行った。

10.パプアニューギニア

10. 1 パプアニューギニア森林研究計画 ：

JICA (1989. 4～1994.3、1995.4～ 
2000. 3) 

森林研究所を対象に、林業関連では、人工

造林、種子、土壌 ・肥料及び昆虫 ・樹病の研

究協力を行い、林産関連では、木材保存 ・木
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材化学、木材組織 ・利用及び木材加工につい

て研究協力を行った。天然林の持続的経営分

野では収穫跡地の成長及び更新に関する育林

技術研究、森林伐採と水、土壌との関係に関

する研究を行った。人工造林に関する研究で

は人工造林用樹種の選択（高海抜地における

郷土産有用樹種の造林適正に関する研究、産

業造林用樹種の材積表作成）と主要造林樹種

の育種に関する研究を行い、森林生物分野で

はコンビュータを用いた林木樹種の同定の研

究を行った。

11. ヴェトナム

11. 1 ヴェ トナム・ メコンデルタ酸性硫酸塩

土；境造林技術開発計画 ：JICA(1996～ 

1999、2000～2001)

ヴ、エ トナム森林研究所南部支所を対象に、

ロンアン省タンホア地区の酸性硫酸塩土壌地

帯で実用的な造林技術の開発を目指した。期

間中、土壌改良、造林及び育苗の 3分野に関

して協力した。メラルーカ等ロンアン省タン

ホア地区の酸性硫酸塩土壌地帯に適した造林

樹種を選定するとともに、現場向けの育苗マ

ニュアルを作成した。試験地の土壌 ・環境影

響モニタ リングを行い、造林技術ガイドライ

ンを完成させた。

12.ブルネイ

12. 1 ブルネイ林業研究計画 ：JICA(1985～ 

1997、フォローアップ1990～1992、アフ

ターケア1995～1997)

造林、木材利用及び森林管理に関する長期

林業計画の策定、適切な国家林業計画の策定、

国内外の研究活動を通じた林業研究者と技術

者の育成を目的に技術協力を行った。混合フ

タバガキ林、泥炭湿地林及び熱帯ヒース林を

中心にll箇所の試験地におけるフヱノロジー

調査を行った。アイソザイムによる遺伝分析

によdカプール山引苗の遺伝的健全性の確認、

森林立地評価や苗木の生理研究によるフタパ



ガキ科樹木の苗木生産への貢献及び主要樹種 森林局の中央林業開発訓練センターを対象

の材積表調整などの成果を得た。さらに、伐 に、中央林業開発訓練センターにおける訓練

採によって劣化した二次林の質的向上を目指

した試験地を設定し、土壌調査、バイオマス

調査及び植生調査を行い、このプロジェクト

で考案したギャップ・プランティングを実施

した。この手法は、後にJICAがパプアニュー

ギニアやマレーシアで実施した林業プロジェ

クトにも取り入れられた。

13.ペルー

13. 1 ペルー・アマゾン林業開発現地実証調

査：JICA(1981～1990) 

ペルー共和国林業動物研究所（町FOR）を

対象に、抜伐り等によって低質化した熱帯降

雨林において、生態系を保全しつつ、有用樹

種の多い森林に改良するための更新技術を開

発し、民間資金による試験造林事業を誘導す

るための技術協力を行った。天然更新試験で

は1,500haの試験区域の中の560haを天然更新

試験区として設定し、 28樹種の天然更新試験

を実施した。人工更新試験では580haの試験

区に15樹種を植栽し、生育状況を調査した。

苗木養成・首畑試験では2haの苗畑を造成し、

各樹種の育成技術開発を行った。このほかに

種子飛散量調査、種子貯蔵試験、施肥試験、

害虫防除試験及び密度試験などを実施した。

熱帯低地林及び丘陵林における地形と土壌分

布の関係を明らかにし、フンボルト実験林の

土壊図を完成させた。また、人工林対象樹種

の15樹種について、植栽方法や土壌と初期成

長との関係を明らかにした。また、主要造林

樹種であるセンダン科のセドロ及びカオパ

（オオバ・マホガニー）の新芽が芯くい虫の

度重なる食害を受けたため、害虫防除研究を

実施し、その成果を実証試験に活用した。

14. ミャンマー

14. 1 ミャンマー中央林業開発訓練計画：

JICA (1990～2000) 
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コースでの技術協力を行った。森林局職員を

対象とするコースでは造林技術、育苗技術、

森林保護、林道及び林業機械を設け、一般住

民を対象とする訓練コースでは地域開発のた

めの林業一般コースとアグロフォレストリー

特別訓練コースを設け、それぞれ訓練に関す

る技術協力を行った。当所では短期専門家派

遣による技術協力を行った。

15. ミクロネシア連邦

15. 1 マングローブ林の更新機構及び炭素固

定機能の解明に関する研究：科研費、環

境総合 (1993～2005年現在）

本研究は、ポナペ州におけるポンペイ島マ

ングローブ林の保全と持続的利用技術の開発

のための日米共同基礎研究 (1993～）などの

一連の研究プロジェクトによって推進されて

いる。ポンペイ島の4タイプのマングローブ

林に設定した永久調査区において、立木密度、

幹断面積合計、平均直径と樹高などを調査し

た。ミクロネシアの他州におけるマングロー

ブ林概況を調査し、住民のマングローブ林利

用あるいは関与の仕方にも、州問での大きな

違いが目立つことを明らかにした。

16.その他の国

16. 1 アジア地域

カンボジア森林・野生生物局（FA）との

共同で「アジアモンスーン地域における人

工・自然改変に伴う水資源変化予測モデルの

開発（文科省委託経費、 2002～2005年現在）J

として、メコン全流域の水文・水資源、シミュ

レーションモデルの構築に関わる研究を行っ

ている。 2003（平成15）年には60mの観測タ

ワーを熱帯常緑林に建設した。毎年現地で国

際ワークショップ等を開催し、これら一連の

活動に対して20.05（平成17）年にフンセン首

相から友好騎士勲章が贈られた。



ネパールとは、ネパール王国植物資源局と

の共同研究によって「アジア産マオウ科マオ

ウ属植物の学術的調査研究（金沢大・薬学部、

2001～2003)Jとしてマオウ属植物の多様性、

種ごとに生育地の環境要因及び種間・種内に

おける変異と生育環境との関係などを明らか

にした。

インドとは、「熱帯樹種による樹木年輸解

析とそれに基づく気候復元（科掌技術庁）J

によって、熱帯モンスーン地域に生育する樹

木の気候変動に対する成長応答を年輪気候学

の手法により解析するとともに、既知の気候

変動に対する成長応答から過去の気候変動を

復元する研究を行った。

16. 2 オセアニア地域

オーストラリアとは、「乾燥地植林による

炭素固定システムの構築（科振調、 1998～

2003) Jや「荒漠地でのシステム的植林のた

めの環境適応型 ・土壌制御技術の開発に関す

る研究（環境総合、 2003～2007)Jにより、

半砂漠地での炭素貯留機能を高めるための造

林研究を行っている。

ニュージーランドでは「エンジニアリング

ウッド利用のための統一的な性能評価法の確

立（科技庁）」によって、各種エンジニアリ

ングウッドの接着耐久性、放出ホルムアルデ

ヒド量及びせん断性能について性能水準の導

出を行い、パーティクルボードのせん断性能

と接着剤から放出されるホルムアルデヒドに

ついて我が国とオーストラリアの 3ヵ国の

ISO規格案として提案し、 ISO原案のための

オストラリア・ニュージーランド規格を作っ

た。

16. 3 そのほかの環太平洋地域

マダガスカルとは、チンバザザ動植物園と

の共同研究「マダガスカル島における鳥類の

社会進化の研究（科研費・大阪市大、 1994～

1996）」により、マダガスカル島で適応放散
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したオオハシモズ科鳥類の系統関係の解明、

及び形態 ・採食生態 ・繁殖生態の比較研究を

行い、オオハシモズ科の鳥がその種間関係を

とおしてマダガスカルの鳥類群集や森林生態

系の安定性及び生物多様性促進に大きく貢献

していることを明らかにした。

メキシコとは、国立メキシコ大学と共同し

て「メキシコ産ステビア属における有性生

殖 ・無性生殖型の変異と進化（九州大学大学

院、 1999～2001)Jによって、有性生殖型 ・

無性生殖型を有するステビア ・オリガノイデ

スの無性生殖型倍数体がどのように起源した

かを明らかにするため、 DNA塩基配列の解

析研究を行った。

さらに、カナダ森林局などとの共同研究

「国際的基準に基づく持続的森林管理指針に

関する国際共同研究（交付金プロジェクト、

1999～2004)Jによって、日本国内における

生物多様性の変化のモニタリング及び評価の

手法に関する研究を行った。

16. 4 ヨーロッパ地域

スロパキアとはタトラ国立公園研究セン

ターへの技術協力 「森林環境影響評価 (TICA

個別派遣、 1999～2001)」によって、カルパ

チア山地西部に位置すbタトラ国立公園にお

ける森林衰退研究に関Lて、森林植生、樹木

図－11 強風被害を受けた後にパークビートル
の食害で犠滅したドイツトウヒ（Picea

abies）天；然生林
チェ コのシュマパ国立公園．チェ コの林学者や林業
関係者が今後の対応について現地討給を行っていた
（写真：松本陽介入



生理生態、森林土壌及びリモセン・ GIS分野

の研究協力を行った。この協力を通じて、か

つて強度の大気汚染のために森林衰退が進ん

でいた東ドイツ・ポーランド・チエコスロパ

キアの国境が交わるブラックトライアングル

と呼ばれた地域での森林衰退は1990年代の中

頃には被害が軽微になったこと、過去100年
間にも数回発生している大西洋方面からの強

風被害（その後のパークビートルによる食害）

（図－11）の発生頻度が高まっていることの

知見を得た。
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ノルウェーとは「地すべり移動体の流動化

に関する研究（科技庁、 1994)Jな戸を端緒

に地すべりに関する研究を継続している。ク

イッククレイ堆積域において、高精度・高密

度な長期自動観測を1997（平成9）年から実

施し、これまでに 2回の地すべりイベントの

詳細観測に成功し、現在も国際電話回線によ

りモニタリングを継続中である。

（関係者からの資料を基に編集

文責：沢田治雄・松本陽介）
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林分収穫表及び立木幹材積表の調製

1.材積表の調製

1. 1 材積表

材積表とは、樹種ごとに胸高直径、樹高、

年齢などの因子別に樹幹材積またはその一部

分の平均的な値を示した表である。適用する

地域ごとに作成されるもので、一般的材積表

や特定の地域に利用する地方材積表がある。

また、用いる因子の数により、胸高直径のみ

による一変数材積表や、樹高を加えたこ変数

材積表などと呼ばれる。さらに、幹材積ばか

りでなく、枝条材積を示す表も材積表の類で

ある。

1. 2 材積表調製の時代背景

1903 （明治36）年林業試験規定を制定し、

林業試験の大綱を定めた。試験項目として4

項目が挙げられ、その一つに「林木ノ成長ニ

関スル事項Jが指定され、重点化が図られた。

当時、材積表は近代林業経営の基礎と考え

られ、各国でもその調製が行われていた。日

本においては志賀泰山が1891（明治24）年に、

直径と樹高に応じて幹材積を示した「幹積表J

がその最初と言われている。

1. 3 材積表の作成研究

林業試験場においては、寺崎渡が材積表

の開発に取り組み、 1910（明治43）年に

y=Aeax－会（A、a、bは定数）

という幹曲線式を利用して、アカマツ、スギ、

ヒノキ、モミ、ツガ及びヒパ 1）、 1913（大

正2）年にシラカシ、ブナ、クリの材積表を

発表した。

1914 （大正3）年に国有林野事業規定が発

布され、国有林におけるすべての事業がはじ

めて統合的に規定され、先の林業試験規定は

廃止された。そのような中で、山本和蔵は薪

材として利用されていたアカマツの枝条量を

算出する計算式や、アカマツの樹皮付と樹皮

を剥がした幹材積を比較して、樹皮率など発

表している。

1918 （大正7）年に各大林区署の林業課に

林業試験係がおかれ、山林局で第l回の会議

が行われた。これは国有林において林業試験

がようやく重視され始めたことの表れである。

この会議の五つの協議事項の一つに、「材積

表調製方法別案に関する件Jが取り上げられ

ている。また、収穫試験は青森大林区署で『天

然生ヒパ林の成長及作業種」という 1項が取

り上げられた。これは施業案編成のための資

料とするために、成長、収穫に関する試験地

がとのころから設置され始めたことを示して

いる。

同年に、山本和蔵は経験的事実から

v=k・hk1・dkz(k、k1、bは定数）

という材積モデルを考案して、アカマツ材積

表を発表した 2-)0 これは極めて有効な材積

モデルであり、これによって日本の立木材積

表調製の方法が確立したと言える。なお、こ

のモデルは翌1919＇（大正 8）年にアメリカで

シューマッカーとホールによって発表された

ために、欧米ではシューマッカー・ホール式

．と呼ばれている。

1.4 材積表調製事業

戦後、 1947（昭和22）年に林政統一が行わ

れ、山林局、御料林、道庁所管林として別個

に経営されていた森林が統一的に林野庁で管

理されるようになった。その際に個別に利用

されていた従来の材積表の不具合を是正して、

統一的な材積表を利用する必要が生じた。そ

こで、 1951（昭和2~）年に林業試験場と林野

庁との協議により、立木材積表測定要綱案を

定め、各営林局で資料収集を開始した。当時

は収穫表調製業務が軌道に乗り出した時でも
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図－ 1 共線図表法による材積表の調整

あり、作業は遅々として進まなかづたが、

1952 （昭和27）年7月に林業試験場に送られ

たデータに基づいて、経営部測定研究室では

近代的統計手法を取り入れた材積表調製方法

を考案してとりまとめ、立木材積表調製要綱

を発表した。材積表調製事業は1965（昭和

40）年にひとまず終了し、スギ、ヒノキ、ア

カマツ、モミ・ツガ、サワラ・ヒパ、エゾマ

ツ・トドマツ、ブナ、そのほかの広葉樹合計

58種の立木材積表が調製された。

なお、材積表の精度を示す尺度として、実

材積と材積表による材積とを比較して、累積

偏差と平均偏差を求めて評価する方法が長く

使われている。西沢正久は材積表の調製に際

して、累積偏差は±0.5%を超えてはならず、

土 1%を超える場合は再調製すべきであると

している。また、平均偏差は主として使用さ

れた資料の変動性を示すものであるが、いろ

いろな材積表の作成法を適用したとき、相対

的に精度を比較する場合には有効とされてい

る。

2.林分収穫表の調製

示したもので、成長条件が近似している地方

ごとに作成されるものである。林業経営の最

も基礎となる表で、何年生ではどの位の収穫

があるか、また、その林分は成績が良いか悪

いかといったことが収穫表から判断できる。

地域や国レベルでは、木材生産量の計画・予

測の基礎データとなる。

2. 2 収穫表の歴史

収穫表はドイツで1787年に作られたものが

最初といわれ、 Hartig,R. (1865）は今日の

形式に近いものを作成した。ドイツでは、

1876 （明治9）年に林業試験場連合が収穫表

調製指針を作成し、組織的な収穫表の作成に

着手し、固定試験地を多数設けて測定を始め

た。

第二次世界大戦中にはその測定結果がまと

まったので、多数の収穫表が作られたb 日本

では志賀泰山がアカマツの収穫表を明治20年

代 (1887～96）に作ったのが初めで、アメリ

カの最初の収穫表 (1896（明治29）年）より

古く、おそらく欧州以外の国では日本が一番

早いといわれている3）。

2. 3 林業試験場の指導による林分収穫表の

＠作成

噌1932（昭和7）年に国有林野事業規定の一

部が改正され、収穫試験を行う固定試験地に

ついて、初めて公式文書に明記された。 1934

（昭和 9）年には営林局試験係員協議会が聞

かれ、収穫試験にとっては画期的な「収穫試

験施行法」が作られた。ここで初めて収穫試

験地をA種とB種に分け、 A種は『所属作業級

ニオケル現行施業法ニ従イテ施業シj、B種

．は「現存林分ニ種々ナル施業ヲ試ミJ成長量

及び収穫に関する統計量を収集するとともに

2. 1 林分収穫表 施業効果の比較を行うこととした。人工林と

林分収穫表とは、林分の樹種と地位別に、 天然生林で収穫試験を行うこととし、それぞ

林齢と立木本数、樹高、胸高直径、林分幹材 d れの場合について詳細に試験方法を規定した。

積、材積成長率などの関係を 1枚の表として その結果、数多くの収穫表が作られたが、
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1938 （昭和13）年に当時の山林局は、管轄の

国有林に対して統ーした方式で林分収穂表を f 

作成することを決め、林業試験場を指導機関

として各営林局（現森林管理局）に担当者を

おき資料の収集を開始した。しかし、第二次

世界大戦のため、この時完成したのは三つの

収穫表にすぎなかった。

戦後ただちに、 山林局は林業試験地の現況

調査を行った。1946（昭和21)年に林業試験

関係業務打合せ会をもったが、収穫試験地で

あっても、各局の総合試験指定樹種であれば

総合試験の中に入り、それ以外の樹種は一般

試験に区分されるなど、営林局によって取り

扱いがまちまちであることが明らかになった。

そこで、 1949（昭和24）年に林野庁は「同齢

単純林の林分収穫表調製要綱」（昭和13～14

年に林業試験場の清野要、麻生誠原案作

成）を作り、改めて収穫表作成に乗り出した。

林業試験場経営部では1954（昭和29）年か

から収穫試験の資料を整備し、営林局ごとの

収稽試験地中間報告書を1957（昭和32）年か

ら1958（昭和33）年にかけて発行した。さら

に、 1958（昭和33）年から 「収穫試験施行要

綱J、「収穫試験地の管理方法J、「収種試験地

の整備計画j の検討と立案に着手し、翌1959

（昭和34）年にとりまとめた。 この結果を踏

まえ、林野庁との協議の上で林野庁長官と林

業試験場長から、全国の営林局と支分場に通

達した。「収穫試験施行要綱Jは1934（昭和 9)

年に制定された「収穫試験施行方法Jを基に

作ったものであるが、 B種収穫試験を除外し

たこと、簡易調査を行う場合に省略できる項

目を明示したこと、成長率の計算式を改めた

こと、記録を保存するためにホールソート

カードを採用したこと、などが主な改正点で

あった。「収穫試験地の管理方法」では、被

害の発生した場合の注意や、施業計画を編成

歯掴
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図－2 収穫試験地の調査

する場合の取り扱い方法を指示した。「収穫

試験地の整備」については、整理基準を定め

て試験地の廃止を決め、全国で130箇所の試

験地を廃止し、 6箇所の試験地を新設するこ

とで、全国で331箇所が収穫試験地として確

定された。

林野庁は各営林局に収穫表担当官をおき、

林業試験場経営部の嶺 一三、大友栄松らが

指導もしくは直接作成し、以来、 1969（昭和

44）年までに、主要造林樹種（スギ、ヒノキ、

アカマツ、カラマツ）について、 36の収穫表

が作成された。

2.4 近年の動き

試験地の廃止、新設の整備が行われ、現在

約210箇所の試験地が存続している。林分収

穫表は、標準的な施業や、林分密度が作成当

時最適な密度と思われたものの平均であるこ

とを前提としており、作成方法も厳密であっ

た。そのため実務的には、現実林分収穫予想

表（林分幹材積表と呼ばれることもある）が、

営林局や都道府県によってより簡便な手法で

作成され、森林計画で使われることが多く

なった。また、コンビュータによる林分収穫

表の作成手法も開発されている。

（沢田治雄 ・家原敏郎）
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務研究資料12,201pp，林野庁・林業試験場

森林資源調査への空中写真の利用と森林航測研究

圏内の森林資源調査に航空写真を利用した

記録としては、 1933（昭和8）年の木曽にお

ける旧御料林調査がある。戦後は1948（昭和

23）年に進駐軍から縮尺4万分の lで撮影さ

れた航空写真の利用許可が下り、森林調査で

の利用が開始された。 1952（昭和27）年に戦

後はじめて航空写真を日本独自で撮影できる

ようになり、 1955（昭和30）年から国有林資

源調査に航空写真による標本調査法を採用す

ることで航空写真の利用が本格化した。森林

総合研究所では1964＂＜昭和 39）年に航測写真

の林業的利用に関する試験研究を行う目的で

経営部内に航測研究室を新設し、研究体制を

整えた。

1.航空写真の森林分野での利用

航空写真による森林位置図の作成は空中三

角法の技術を応用することで可能であり、森

林位置図や森林基本図の作成は実務的に行わ

れた。また、森林位置図に加えて、 1950（昭

和25）年代には、蓄積量調査や林相図作成の

研究を進めた。 1963（昭和38）・年にはヘリコ

プターによる大縮尺写真の利用研究を開始し、

立木位置図の作成（図ー 1）など、その有効

性を確認した。また、航空写真による積雪調

査も同年から行われるようになった。さらに、

森林地域における治山分野でもその利用研究

が行われ、マニュアルなどが整備された。

2.森林蓄積量・成長量推定

森林蓄積量の把握研究では、 1953（昭和
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28）年から山梨県にある約620haの水源林を

対象とした蓄積調査を縮尺1万分の lの航空

写真で行い、林相判読を行って5千分の 1の

林相図を作成し、引き続き標本調査法の研究

を行った 1）。航空写真で天然林と人工林に

層化して蓄積を推定した結果、全蓄積の推定

誤差率は信頼度95%で9.5%となり、調査費

用と労力が極めて僅少ですむことを明らかに

した。また、カラマツと広葉樹を対象として

作成した判読因子の重回帰推定による写真材

積表は、その後の写真材積表作成の基準と

なった。

日本の航空写真は森林測量事業や国土基本

図事業でほぼ5年ごとに繰り返し撮影されて

いるため、その問の変化把握が可能である。

1u, 

lfJ 

.SP ltl 7tl ro 

図－ 1 立木位置図



変化としては森林開発などの林地改編の把握

だけでなく、林分成長量も 2時期の縮尺2万

分の lの航空写真を利用した多段サンプリシ

グで推定可能であることを示した。

3・.森林基本地形図と林相区分図の作成

航空写真を利用した標本調査法を1955（昭

和30）年に国有林調査に導入するに当たって、

林業試験場でその手法を開発し、全営林局担

当者に対する講習を行った。 1957（昭和32)

年には空中三角法を採用した森林基本図の図

化を開始し、国有林では1976（昭和51)年、

民有林では1981（昭和56）年に完了した。こ

れらによって森林管理の現場での航空写真利

用が急速な発展を見るに至った。

林業試験場ではさらに、林分材積量調査を

目的とした林相区分図の適切な作成手法の開

発と、材積推定精度の向上に関する研究を

行った 2）。林相区分の分類基準及び調査基

本図の作成手法を考案するとともに、地上調

査実施法とその取りまとめ方法を示した。航

空写真は海外でも森林調査に使われ始めてい

たが、先進国の比較的単純な林相と地形を対

象とするもので、日本のような集約的な林業

地帯での研究は世界的にも始めてであった。

の利用研究を開始し、林相入り写真図の有効

性を確認した。それらの有効性評価を背景に、

1981 （昭和56）年にはオルソフォト作成事業

が全国展開された。

5.航空写真の自動判読の試み

航空写真による地況解析、森林解析、材積

調査への利用、さらに、生産事業調査への応

用をとりまとめて刊行し、いわゆる、航空写

真判読技術上の研究は完成の域に達した。

肉眼写真判読は、経験や熟練に依存してい

るため、．その成果の均質化を図る手段として

さまざまな林分を対象としたステレオグラム

の作成が続けられたが、 1960年代になると中

島らはさらに客観的に判読させる技術開発に

取り組んだ。写真濃度読み取り装置（マイク

ロ・フォトデンシットメータ）を開発して空

中写真をデジタル化し、計算機処理によって

森林型を自動識別する試みであったイ具体的

には立木本数と、林分構造パラメータの把握

に取り組んだ。この技術は10年後に利用でき

るようになった衛星データのデジタル処理や

今日の超分解能衛星データによる立木の確認

処理と相通じるものである。

6. トムラウシ天然林調査

4.事業化の進展 最も体系的な航空写真利用研究としては、

林業試験場の指導の下に、 1958（昭和33) 1960年代に精力的に行われた北海道トムラウ

年から20年間ほど空中写真判読資料（ステレ シ天然林調査がある。これは、航空写真の観

オグラム）の作成が続けられ、 1977（昭和 察と計測で得られる情報を主体として、森林

52）年にはカラー空中写真判読基準カード集 経営に直ちに必要な全体的ならびに局地的な

が作成された。これらは、全国の航空写真判 林地情報を、効率的に求める手法を開発した

読技術の均質化に貢献するものであった。航 ものである。写真判読による、林型区分、林

空写真に関する研究の成果は、 1967（昭和 分構造と環境因子の判読による林分形成の要

42）年に民有林空中写真測量作業規定の制定 因解析、要因解析に基づく現地調査項目の決

を生んだ、。また、 1970（昭和45）年には固有 定、ステレオグラムによる林型区分ごとの細

林で空中写真林分材積表を作成する事業が関 部判定、要因解析による森林推移と．生産力予

始されるとともに、治山事業への航測技術の 測などの一連のフローをまとめた 3）。多変

利用が促進されるようになった。 1972（昭和 量解析を適用した森林の数量化試験などが含

47）年ころから正射写真図（オルソフォト） まれている。また、この立体方眼紙を航空写
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図－ 2 数値写真図

真にかぶせた数値写真図（図ー 2）が作成さ

れた。

これは森林情報にメッシュの概念、を利用し

たもので、後の衛星データの「画素Jに相当

する情報収集単位と相似している。

7.赤外カラー写真の利用

1967 （昭和42）年頃には、日本でも赤外カ

ラー写真が利用できるようになった。そこで、

樹木活力、病虫害、林地生産力などの調査を

目的とした赤外カラー写真の利用研究を行っ

た。マックイムシの被害判定に赤外カラー写

真を使った研究では、赤外カラー写真で把握

できる被害はすでに樹脂流動に異常を生じて

いるものに限られ、予防対策資料としての意

義は少ないと判断された。そのため、この分

野における赤外カラー写真の利用としては、

正確な被害現象と推移現象の把握により、基

本的な防除計画樹立のための資料や森林保全、

保続施業計画資料としての整備を目的とする

ことが提案された。

これらの知見をもとに、1973（昭和48）年

に赤外カラー写真による松くい虫被害実態調

査を開始した。また、航空機搭載のマルチス

ペクトルスキャナー（MSS）の利用研究も同

年に開始した。 MSSは波長別にモノクロ写真

を撮影するもので、可視（青、緑、赤）と近

赤外域の計4枚の写真が同時に撮影された。

これをカラー合成することで、赤外カラー写

真やナチュラルカラー写真が作成でき、判読

に利用された。

1976 （昭和51)年には、赤外カラー空中写

真を利用して、甲府営林署管内ハリモミ保護

林の調査を行った。赤外カラー写真の立体観

測によりハリモミ林を径級構成、疎密度、枯

損木率、樹冠色調によって林型区分すること

で、林分ごとの健全度を評価した。

8.衛星データのカラー合成写真の利用

森林総研は衛星データ（ラン ドサット 1号）

を世界的にも最も早く利用開始した研究機関

の一つである。当初はランドサッ ト衛星の波

長別画像であるMSSをポジフィルムで入手し

て、森林判読に適したカラー合成（フォール

スカラー）を行った。原理は航空機MSSと同

様であるが、 1枚の写真範囲は185km×

185kmで、あり、関東地方が一望できる範囲で

あった。これらをそろえることで、 1974（昭

和49）年に全国規模ではじめて森林分布の実

態が確認されるようになった。その後、衛星

データなどがデジタルデータとして利用でき

るようになり、航測研究はデジタル処理に重

点が置かれるようになった。 （沢田治雄）
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全国森林流域の長期モニタリングによる水文観測研究

1.森林総合研究所の全国森林水文試験地

森林総合研究所 （林業試験場）における森

林水文観測は1906（明治39）年の太田、笠間

試験地に始まり、研究の目的に対応して試験

地の完了や新規試験地の設定を続けている。

図ーlにはこのようにして作られ、研究が実

行されたすべての試験地をまとめている。現

在までに試験が完了した流域試験地は3箇所

であるが、2001（平成13）年度の独立行政法

人化以降、全国を対象とした森林水文ネッ ト

ワークの構築に向けて、北海道から九州に至

る5森林水文試験地 （名称は森林理水試験地

と呼ばれている流域が多い）の統一的なデー

タベース化を目指して森林水文観測研究を継

続している。また、さらに各地域に固有の問

題解決のために関東、関西、九州地域では

ネッ トワークと連携する形で森林流域試験地

を設定し、 研究を進めている。長期森林水文

観測研究は、森林水文ネットワークに参加し

ている 5箇所の森林理水地を中心に推進され

ていることから、 北海道地域の定山渓試験地

から順にその研究状況を述べる。

2.定山渓涜域試験地 （北海道地域；積雪寒

冷地域）

北海道地域では上川森林理水試験地 (1938

図－1 水文試験研究サイ トの位置図
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～I 958）の観測完了後、約30年近く森林水文

試験地での観測は行われていなかったが、

l 986 （昭和61)年に積雪寒冷地における山地

流域の水文特性を解明する目的で林業試験場

北海道支場治山研究室により定山渓流域試験

地が設定された。試験流域は、「時雨 1の沢J

及び「時雨2の沢Jの2流域からなり、水文

観測はl986 （昭和61)年から始められた。最

初は無積雪期のみの観測であったが、その後、

1991 （平成3）年より通年観測が始まった。

本試験地では1991（平成3）年～1998（平成

10）年の観測により平均水収支として降水量

1, 253mm、流出量845mm、損失量408mm及

び各流況指標が得られている。また、浮遊土

砂や炭素流出についても多くの研究成果が得

られている。

3.釜出｜森林理水試験地 （東北地域 ；多雪地

域）

釜淵森林理水試験地は多雪地帯の森林流域

における水文特性、施業効果の把握を目的に

1939 （昭和14）年から山形県最上郡真室川町

大字釜洲字鶴下田沢地内（北緯38度56分、東

経140度15分付近）において観測が継続され

ている。主な成果は伐採処理に関するもので

以下のような研究成果が見られる。（1）皆伐

後の流域では積雪面が被陰されないため融雪

が促進されるが、谷筋に雪崩が堆積した場合、

森林流域に比べて融雪期間が長くなることが

示された。（2）皆伐により年流出水量 ・年流

出率が増加し、植被の再生に伴いその割合が

小さくなる傾向が示された。

4.宝川森林理水試験地 （関東、中部地域 ；

首都圏の水がめ、利根川源頭部流域）

宝川森林理水試験地は首都圏の水がめであ

る利根川最上流部の支流宝川流域を対象に森
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林の水源かん養機能を解明することを目的に

1937 （昭和12）年から観測を継続している。

本流域は我が国の森林水文試験流域の中で

はほかと比較にならない規模の流域面積を

誇っており（約2,OOOha）、宝川流域の中流部

以上の流域を占めている。試験流域は海抜高

1, OOOmから最高1.945mの急峻な山岳に固ま

れている。流域本流の宝川は源を上越国境に

発し、流域外の藤原ダムの地点で利根川本流

に合流する約12kmの山岳河川である。気象

観測露場は、試験区域の最東端（東経139°

01’、北緯36° 51’、海抜高816m）にあり、

付近に本流試験区量水施設、初沢試験区量水

施設がある。本流域では、多くの成果が得ら

れているが、森林施業と流出量に関して初沢

流域内に設けられた小試験区1号沢の等高線

沿帯状伐採の結果によると、直接流出量は帯

状伐採により流出率で6～13%の増加が認め

られたが、これは皆伐の場合より増加率は小

さい。また、帯状伐採後は伐採前に比べて平・

低・渇水流出量の期間流出量に占める割合が

大くなることが確認された。

5.竜の口山森林理水試験地（関西地域；寡

雨地域）

竜の口山森林理水試験地は瀬戸内の比較的

降水量の少ない地域における森林の水源かん

養機能を解明することを目的に設置され、

3000 

。

193予｛陪和12）年から観測を継続している。

試験地は東経133° 58’、北緯34° 42＇に位

置し、南谷と北谷の2流域からなる。試験流

域は南北約250m、東西約600mの扇形に広が

り、中央を東西に走る分水界で南北両流域が

分かれている。本流域の成果により、伐採や

林野火災及びマツ枯れにより材積が減少した

期間中には、 1）流出量の多寡にかかわらず

ほぽ全日において日流出量が増加したこと、

2）増加割合は、日流出量の少ない日ほど大

きい傾向にあったこと、などが明らかになっ

た。

6.去川森林理水試験地（九州地域；温暖多

雨地域）

去川森林理水試験地は温暖多雨地域の森林

流域における水源かん養機能解明のためにほ

かの地域に数十年遅れて1956（昭和31)年に

設営に着手し、その後、 195・9（昭和34）年か

ら水文観測を継続している。ほかの長期3流

域（釜淵、宝川、竜の口山）に遅れること20

年、定山渓流域には30年先んじている。試験

地は宮崎県東諸県郡高岡町内山字和石地内に

あり、大淀川水系に属している。本流域の成

果も伐採に伴う流出量の変化が中心であり、

ほかの流域同様、伐採により、直接流出量・

ピーク流量とも増加した結果が得られている。

。 印o 1000 1500 2000 2500 却叩 お00 4000 
ii!降水量伽,m)

図－ 2 年降水量と年流出量の変動
＊第E章巻頭にカラー図掲載．
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7. 全国試験地の水収支比較

北村ら 1）は以上の全国の長期理水試験地

の水収支について解析を行い、図－ 2、図－

3のような結果を得た。対象流域は流域面積

が同規模（およそ数ha）の定山渓、釜淵、竜

の口山、去川の各森林流域である。この結果

・から、気候状況が非常に異なるにもかかわら

ず、 北海道と関西地域及び東北地域と九州地

域の水収支に比較的類似した傾向が見られ、

降水量の多寡によって大きく分類されること

が確認できた。しかしながら、二つのグルー

プの中では西日本（関西と九州）の損失量（降

水量から流出量を差し引いたもの； 蒸発散量

にほぼ等しい）が東日本北日本よりも明確に

高いものとなっており、積雪地帯とそれ以外

の地域との蒸発散量の違いがはっきりと現れ

ている。この4流域では、多雪地帯の釜洲試

験地が最大の流出量を生み出しており、暖温

帯地域の去川試験地は降水量は多いものの、

流出量は2番目という結果になっている。ま

た、ほぽ同じ降水量である定山渓と竜の口山

では、定山渓が竜の口山の半分程度の損失量

となっており（これは釜淵とほぼ等しい量で

あるが）、その結果、流出量はほぼ倍になった。

したがって、 4試験流域では、釜淵、去川、

定山渓、竜の口山の順で流出量が多いという

結果になっている。

8.今後の長期モニタリングの基本方針

8. 1 モニタリングの時間的側面： 観測（モ

ニタリング） 期間

試験地での観測期間について、森林の成長

3000 

2500小・“ ………・…・・・＝山中川

2αX> .・ーー】ー －一

1民X>+ 

500小 ・

。

岡崎失盆ロ流出量｜

定山if1宇嶋J 釜淵（山11$) 竜のロLIJ(岡山） 去川宮崎

図－ 3 各流域の水収支
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期間や従来からの伐期齢、伐採齢を考慮する

ことにより、一定期間以上の長期モニタ リン F

グが必要であると容易に理解される。さ ら，－、

保続森林経営から持続性への変換もモニタリ

ング期開設定には考慮する必要があると考え

られる。これについては、 箕輪光博3）は理

念としての法正林矩形モデル（輪伐期100年）

と生態系における林齢構成モデル（撹乱イン

ターパルを100年とする）の検討から、経営

林と天然生林の林齢構成を比較し、 生態系維

持を重視する立場からは自然の撹乱を模倣す

る輪伐期が望ましいとの結論を得ている。こ

のように今後の日本における森林管理は多く

の要素を含んだ持続性中心型になるもの占考

えられ、これに対応した観測期間（少なくと

も100年 (102のオーダー））は必要になると

思われる。これに加えて流出には、より長期

の要因（たとえば、土壌関係では102～103の

オーダー）もさまざ、まな形で関わっており、

さらには試験地の具体的管理の面などを総合

的に勘案して当面の観測期間は少なくと も

100年とし、今後、全国の試験地データを蓄

積していく予定である。

8. 2 モニタリングの空間的側面：観測（モ

ニタリング）サイトの配置とその意義

観測サイトの配置については現在全国に展

開する試験地がネットワークの基礎になるこ

とは当然である。しかしながら、これらの長

期理水試験地は第 1期治水事業 (1910（明治

43）年頃）、第2期森林治水事業 (1937（昭

和12）年頃）に対応して設定されたものが大

半であり、その活用意義も設定当初に比較し

てより広範なものに対応してくると思われる。

塚本良則は2）、森林整備と水源かん養林

について「森林整備のモニタ リングには県単

位程度で2、3箇所の小流域試験地を設けて、

国内外の試験結果を地域に応じて修正適用で

きるようにすると良い。Jと述べており、こ

のように森林整備の評価の観点からは地理的



にかなりきめ細かい試験設定が要求されると

思われる。また、このような施業評価に加え

て全国を対象とした比較水文学的研究や防災

情報など、さまざまな社会的要請によるデー

タの必要性は一層高まるものと思われる。こ

のような状況にかんがみ、森林総合研究所で

は今後の観測推進方針として、従来の研究解

，、－

析に加えて各地域の基盤的データベース構築

及び都道府県による観測試験の相互チェック

サイトとしての試験地活用（森林整備の効果

検証の役割も含む）などに取り組み、さまざ

まな形で情報発信を行っていくことも重要な

試験地の継続意義であると考えている。

（清水晃）
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林分密度管理図

1.試験研究の背景と対応

圏内の木材需要は、戦後の復興で大きく伸

びた。一方で、我が国の造林面積は、 1950（昭

和25）年からの造林未済地への造林、続いて

1957 （昭和32）年からの拡大造林が行われた

結果、 1950（昭和25）年から19.72（昭和47)

年まで年間30万ha以上に達した。戦後に植栽

された人工林には、昭和40年代になると樹冠

が閉鎖した林分が増え、生産目的を達成する

ための入工林の保育、特に、間伐による密度

管理が必要となった。

我が国の古くから発達した有名林業地では、

自然環境に合った独自の経営方式が採用され、

特色のある木材が生産されてきた。，坂口勝美

は有名林業地の本数密度を解析し、各林業地

の植栽密度や枝打ち、間伐の繰り返し方法の

違いによる密度管理、伐期の違いと生産材の

質と量の関係を明らかにした。また、目的と

する材を生産するには林業地固有の密度管理

があることを示し、それぞれの経営方式を保

育形式と呼んだ。保育形式を特徴づける密度

管理と林分構造や収穫量などは、すでに作成

されていた林分収穫表からある程度の予測が

232 

可能であった。しかし、収穫表に示されてい

る密度管理は一種類であり、それ以外の密度

管理では予測が困難であった。

密度の違いが植物群落の物質生産に及ぼす

影響について、吉良竜夫らはダイズなど 1年

生作物で密度効果の法則を解明した 2）。こ

れらの研究成果を森林に応用する研究が行わ

れ、安藤貴はアカマツで幹材積についての

密度効果式と最多密度曲線式との結びつきを

求め、只木良也・四手井綱英は密度と物質生

産に関する研究を育林技術に取り入れた。

以上のように、密度管理が必要な人工林が

増加した時期に、植物生態学的な法則を基礎

として、同齢単純林における密度効果の法則

を森林に適用し、林分及び個体成長について

密度管理理論や応用研究が行われた。ここで

は、安藤 1）による林分密度管理（図）を中

心に述べる。

2.研究の成果

林分の密度と幹材積の成長関係を、ある同

一の生育段階でダると、平均幹材積は高密度

ほど小さく、低密度ほど大きくなり、 ha当た

., 



りの幹材積は高密度ほど多く、低密度林分ほ

ど少ない傾向がある。このような時、密度と

幹材積の関係は密度効果の逆数式によく適合

する。

無間伐でひどく混んだ林分は、成長に伴っ

て自然に枯死木が発生し、それぞれの生育段

階に応じて、それ以上の密度になれないある

一定限界の最多の密度があり、最多密度に達

した林分の密度と幹材積は最多密度曲線式に

よって示される。

このような密度と成長の関係を示す植物の

密度効果法則を用いて、多くの林分調査資料

を解析し、スギ、ヒノキ、アカマツ、それに

カラマツの4樹種で全国を一括した一般林分

密度管理図を作成するとともに、地域では秋

田地方スギ林分、木曽地方ヒノキ林分、磐城

地方アカマツ林分、信州地方カラマツ林分密

度管理図を作成した。例としてスギ一般林分

密度管理図を図ー 1に示す。林分密度管理図

は、等平均樹高線、最多密度曲線と自然間引

線、等平均直径線、それに収量比数曲線など

から構成され、密度の影響を受けにくい上層

木の平均樹高階別に、密度と幹材積、平均直

径などの関係が、一つの図から読み取ること

ができる。そして、上述した曲線を組み合わ

せることにより、林分密度、上層木の平均樹

高、幹材積、平均胸高直径の相互関係を読み

取ることができる。

このように、ある林分である時点での諸量

を求めることができるが、林分密度管理図の

特徴は、植栽密度、間伐開始期、間伐繰り返

し期間、間伐率、あるいは密度の混み具合を

示す収量比数の違いなど、いろいろな密度管

”。，m a ~:i院／厄〉

図ー 1 スギ一般林分密度管理図

理に応じて収穫量や形質（直径）について予

測を行い、その得失を比較できることにある。

このため、林分密度管理図を用いて、植栽密

．度や間伐時期・回数の違いなどいろいろな密

度管理に検討を加えることができ、実用的な

間伐指針が作成された。

全国を一括して作成された4樹種の一般林

分密度管理図、地域ごとに作成された秋田地

．方スギ林分、木曽地方ヒノキ林分、磐城地方

アカマツ林分、信州地方カラマツ林分密度管

理図などは、幹材積などの推定値に誤差が大

きくなる場合がみられた。震遺昭は推定精

度の改良方法を示すとともに、各樹種で地域

ごとの林分密度管理図作成のためのプログラ

ムを作成した。その後、林分調査資料を追加

して地域の民有林、国有林別の林分密度管理

図が作成され利用されるようになった。地域

民有林を対象とした林分密度管理図は（表－

1）、スギが7地域、ヒノキが4地域、カラ

表一 1 民有林における樹種ごとの林分密度管理図

樹 種｜

ス ギ｜表東北、裏東北．北陸、北関東．東山、南関東．東海、北近畿．中国、
南近畿・四園、九州

ヒ ノ キ｜関東・中部、北近畿・中園、南近畿・四園、九州
カラマツ｜北海道、本州
アカ マツ｜表東北、関東・中部、日本海、西日本・九州
ナラ類・クヌギ｜東北、関東・中部、北陸・山陰、近畿・山陽、九州・四国
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マツが2地域、アカマツが4地域、広葉樹の

ナラ・クヌギが5地域に区分されて作成され

た。また、県下の林分調査資料を用いて、県

単独で独自の林分密度管理図を作成・利用し

ている場合もみられる。

以上のように、人工林施業の主要な．位置を

占める密度管理に関する研究は、林分を構成

する個体聞の競争、密度効果の解明、それに

森林の生産構造などに関する生態学的研究の

成果を取り込んだ林分密度管理図が作成・利

用されるとともに、大きく発展した。我が国

の主要な造林樹種については、林分密度管理

図を利用することで、生産目標に応じた植栽

から間伐の強度や繰り返し、主伐までの密度

管理に違いがある各種保育形式の得失を明ら

かにすることが可能になった。また、密度と

材積成長との定量的関係が解明されたことで、

経営目的に応じた保育形式を合理的に選択す

ることができるようになった。

3.今後の課題

一般林分密度管理図は1968（昭和43）年に

当時の林分調査資料で作成されたものであり、

その後に作成された国有林、民有林別、地域

ごとの密度管理図は、その後の林分調査資料

が加えられて作成された。しかし、これらの

林分調査資料は、木材市況が活況を呈してい

た時代で短伐期であったことから林齢が60年

生以上の林分資料がきわめて少なかった。ま

た、林分密度管理図が利用できる間伐方法は、

木材の量的生産に有利な下層間伐に限られて

いる。このため、林分密度管理図は、上層木

平均樹高が30m以上の林分資料が少ない中で

作成されたものである。また、間伐前後で上

層木平均樹高が変化しない下層間伐しか利用

できず、上層木平均樹高が間伐前後で変化す

る上層間伐、間伐後の樹冠空間が列状に集中

する列状間伐には利用できない。

最近は、大径材生産目的、あるいは木材価

格の低迷による長伐期化が進んでいる。長伐

期になった場合に、現在使用されている最多

密度曲線が適合するのか、幹材積などの推定

誤差などについて地域ごとに検討することが

必要である。また、間伐効率を上げるため、

列状間伐を導入することが多くなっており、

列状間伐後の林分変化を推定する手法も検討

することが必要であろう。 （竹内郁雄）
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人工林の保育形式比較試験

1.保育形式

人工林で生産される材の形質や量は、植栽

密度、間伐、枝打ち、伐期の長さなどと密接

な関係を持っている。日本各地の歴史の古い

林業地は、かつて地域それぞれの生産材に特

徴を持っていた。その材を生産したのは、要
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求される生産材の規格や品質に、その場所の

自然環境の特徴や市場までの距離などの地理

的条件が加わって生まれた特有の育成方式で

あった。その育成方式、すなわち、植栽密度、

間伐開始時期、間伐強度、d間伐繰り返し期間、

（枝打ち）、主伐の時期、主伐時の立木密度



表－ 1 我が国林業地の保育形式（坂口2))

植栽密度 間 伐 伐期の長さ 林 業 地 主 伝 用 途

ほとんど行わない 短 旧四ツ谷林業 足場丸太

密植乃至 弱度 短 西川、青梅、尾鷲、芦北林 足場丸太、角材、住材
多植 業

早くからしばしば 長 吉野林業 優良大径材、樽丸

中庸
弱度 長 智頭林業 向上

しばしば保育間伐 長 国有林 大径材

単木の成長に重点 長 飲肥林業 弁甲材
をおいて行う

疎植
ほとんど行わない 短 天竜、日目、小園、木頭、 一般用材、電柱
か弱度 ボカスギ、日光林業

＊植栽密度の多少や、伐期の長短は、従来その地方で行われてきた大体の傾向で他地方との比較に
よる記載である。

などの違いによる各種の施業方式のことを

T保育形式Jと呼んだのは、坂口勝美元場長2)

であった。

保育形式はさまざまある。密植～疎植、長

伐期～短伐期、強間伐～弱間伐、これらの組

み合わせでいろいろな保育形式が想定できる

が、我が国の林業地にそれぞれの経営目標に

応じて発達していた保育形式は、表－ 1のよ

うに例示される。

例えば歴史の古い吉野林業。 ha当たり

10,000本を超す植栽密度で、スギ林の間伐は

14、15年生から開始、伐期100年までに13回

の間伐を行い、第1固から 4、5固までの間

伐材は洗丸太－（磨丸太）、 5～10回材は普通材、

11～13回と主伐材は樽丸・酒桶等優良大径材

という鍛密な密植長伐期の保育形式が、 1898

（明治31)年発行の「吉野林業全書J（土倉）

に記されている。また、宮崎の飲肥林業では、

和船用の弁甲材生産のために、ha当たり1,500

本程度（750本ともいう）の疎植でー 60年以

上の主伐までに弱度間伐3回程度という、大

径材ねらいの疎植一長伐期方式で、あった。

表－ 1には無いが、京都北山林業も一種独

特の保育形式を持っていた。極端に品質を重

視する床柱生産用の造林地ではiha当たり

7,000～8,000本の密植、伐期50～60年までほ

とんど無間伐、幼時からの強度枝打ちの繰り

返しで高品質の床柱材に導くが、枝打ちは同
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時に無間伐林での個体問競争を緩和する手段

である。

昭和後期から、これらの地域ごとの特色を

持った保育形式は影を薄くし、全国的に均一

化されつつあるようである。質より量の重視、

外材利用の拡大、圏内林業の低迷、そのほか

さまざまな理由はあろう。そして、拡大造林

で過去の経験的歴史を持たない人工林域が増

加し、そしてそこでは「間伐手遅れjという

保育形式が採用され、普及してしまった。

2.保育形式比較試験

昭和30年代 (1955～64）は、大戦後10年余ょ

我が国は高度成長を目指した時代で、あった。

木材の需要も伸びたが、まだ輸入外材も限ら

れた時代で、木材増収を急務とした。拡大造

林が進行するのと並行して、密植、早生樹品

種、施肥など増収を目途とした木材生産の効

率化が叫ばれた。そこでは木材を量的に確保

することが優先し、品質面は軽視されがちで

あったことは否めない。最適・最効率の保育

形式が策定対象になったのもこの時期である。

その頃には、密植造林が迎合される風潮が

あった。大阪市大の吉良竜夫を中心とするグ

ループの研究が、「植物の生育密度と生産J

の基本的な法則性を数理的に明らかにしたが、

それを一言でいうと「生育密度が高いほど平

均個体は小さいが、個体群全体の現存量は大



表－ 2 保育形式比較試験地一覧

樹種
担当機関

林業試験場営林局・営林署

カラマツ
北海道支場 札幌・苫小牧

本場 長野・岩村田

東北支場 青森・久怒

アカマツ
関西支場 大阪・福山

関西支場 大阪・西条

九州支場 熊本・加久藤

スギ
本場 前橋・今市

九州支場 熊本・加久藤

きい、ただし十分時間が経てばその差はなく

なる、高密度では自然枯死が生育密度を減ら

すj というものであった。これらの法則性は、

草本群落で見出されたが、木本にも適合する

ことが明らかになり、それが密植造林の根拠

となった。木材が単に量だけでないのはいう

までもないが、量的生産優先、また、小径木

需要の大きい時代であった。

林業試験場では、植栽密度や間伐といった

林分密度管理方式と木材生産という基本的な

林業課題に取り組むべく、「保育形式比較試

験Jを立ち上げた。試験期間を35年と置き、

早生樹的意味も加味してカラマツ、アカマツ、

スギを材料樹種とし、全国規模でその試験地

を設置したのは1959（昭和34）～1963（昭和

面積
植栽年月

試験地の存廃
(ha) (* : 28年生まで）

35. 8 1958. 5 廃止（先枯病）

28.4 1962.4 廃止（つる、晩霜、台風）

17. 2 1959. 4 存続＊

3. 0 1960. 3 存続＊

2. 5 1960. 3 廃止（成長不良、虫害）

14.4 1962.3 存続＊

15. 1 1961. 4 廃止（寒風害）

17.4 1963. 2 存続＊

38）年のことであった。

3.試験の設計と経過

試験地は、表ー 2に示すように、全国6営

林局7営林署管内（設定時名称のまま）の国

有林に設置された。試験設計は、植栽本数4

段階、伐期本数2段階、間伐開始年2段階(14

年、 21年）、間伐年数は 1段階（7年）である。

伐期は35年であるので間伐回数はそれぞれ3

回と 2回となる。この組み合わせに無間伐を

加えて14通りの保育形式が設計された。アカ

マツについての設計を表－ 3とする。

こうして開始された35年という長期計画の

8試験地であったが、表－ 2に記載のとおり、

半数が試験途中で廃止せざるを得ないことと

表－ 3 保育形式試験設計（アカマツ）

形式符号｜ 植栽本数 伐期本数 間伐開始年 間伐回数｜予定間伐率
（本／ha) （本／ha) （年生時） （回）（%）

A 1,250 無 間 伐

B 2,500 無 問 伐

C-1 1,000 14 3 26 
C-2 1,000 21 2 36 
D-1 1,800 14 3 10 
D-2 1. 800 21 2 14 

E 5,000 無 問 伐

F-1 1,000 14 3 40 
F-2 1,000 21 2 50 
G-1 1,800 14 3 27 
G-2 1,800 21 2 34 

H 10,000 無 閑 伐

I 1,000 14 3 47 

J 1,800 14 3 39 

伐期は35年、間伐間隔は7年
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表－ 4 今市スギ保育形式比較試験地の設計と収穫予測（只木1963 林試研報154)

試験設計一伐期は35年、間伐間隔7年 幹材積収穫量（m3/ha)
保育形式 植栽本数 伐期本数間伐開始年

（本／ha) （本／ha) （年生時）

A’ 1,500 無 問

A 3,000 無 間

B-1 1, 100 14 
B-2 1 100 21 
C-1 1, 700 14 
C-2 1, 700 21 

-D 6,000 無 問
E-1 1,100 14 
E-2 1,100 21 
F-1 1, 700 14 
F-2 1, 700 21 

G 10,000 問
H 14 

1, 700 14 

なったのは、残念なことであった。そして、

存続してきた 4試験地も1987（昭和62）～

1991 （平成3）年の28年生時調査をもって終

了することとなった。その理由は、試験地管

理負担増、諸被害危険増などもあるが、この

段階で試験目的にも応えられると判断したた

めであった。

伐

伐

伐

存続してきた4試験地の試験結果は、保育

試験研究班 1) によってまとめられている。

それには「28年生まで存続の試験区（アカマ

ツ、スギ）の何れでも、高密度の無間伐区で

は自然枯死が起こり、自然枯死線に沿って本

数が減少し、また、両樹種の現存量や成長量

は、既往の常識的な値が得られている。立木

密度と幹材積との聞には理論通りの逆数式の

関係が得られた。当初の目的であった林分立

木密度と成長の法則性（競争密度効果、収量

密度効果）が実証されたJと集約されている。

計画よりまとめまで40年にわたる多数の関

係者各位の精進努力に敬意を表したい。

付．今市スギ保育形式比較試験地の収穫予測

栃木県の今市スギ試験地は、残念ながら寒

風害のために廃止されたが、設定後間もなく

試験設計に基づいて収穫を予測した資料があ

間伐 回数
間伐合計 主 伐 主間伐合計

（回）

一 445 455 

一 529 529 
3 84 405 489 
2 . 96 403 499 
3 37 478 515 
2 43 476 519 

一 581 581 
3 132 405 537 
2 144 406 560 
3 85 475 560 
2 90 478 568 

一 590 590 
3 161 402 563 
3 107 477 584 

るのでそれを表－ 4に示しておこう。これは

北関東阿武隈地方スギ収穫表調製のための標

準地資料から密度管理図を作成し、これに

よって計画された形式について主・間伐材積

を推定したものである。結果の要点は次のと

おりである。

1）伐期本数が多いほど主伐材積は大。

2＿）無間伐モデル問では、植栽本数の多いも

のほど主伐時本数・材積も多い。ただし、

主伐時に最多密度線に達しているもの相互

聞には差はないはず。

3）同一植栽本数モデル間では、主伐材積・

主間伐合計材積ともに無間伐モデルで最多。

ただしモデル問の差は10%以下。

4）同一植栽本数・伐期本数では、主間伐合

計材積は間伐開始が遅いもので大。

5）同一植栽本数・間伐回数では、主間伐合

計材積は伐期本数が多いもので大。

6）同一伐期本数・間伐回数では、主間伐合

計材積は植栽本数が多いものほど大。

何れも設計条件範囲内でのという注釈が付

く。また、生産材のサイズ・品質は無視した

幹材積の量としてのみの比較であることはい

うまでもない。 （只木良也）
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森林生産力研究（国際生物学事業計画 IBP) 

1.森林生態系の生物生産

1. 1 生産力

生態系という概念がある。この生態系の骨

格的構造を構成するものは植物であり、また、

系内の物質循環の原動力となるものは植物が

行う光合成生産もすなわち、無機物からの有

機物生産である。ある期間内の光合成総量を

総生産量、これから植物の生活に必要な呼吸

量を差し引いた残り、すなわち、実際の植物

体として固定された量を純生産量と呼んでい

る。

総生産量一呼吸量＝純生産量

＝新生した植物体量

ただし、純生産量は植物体量（現存量）の

その期間内の増加分ではない。その聞に枯れ

落ちるもの（枯死量）や動物に食べられるも

の（被食量）があるからである。すなわち、

純生産量一枯死量一被食量

＝現存量増加量

なのである。

なお、一定期間当たりの生産量、すなわち、

生産速度のことを生産力という。また、現存

量とはある時点における生物体量（biomass)

なる。極相原生林などで見られる現象である。

生産の担い手である葉の現存量、その測定

は1930年代からヨーロッパで開始され、我が

国では森林水文の分野で蒸散に関係するもの

として調査が行われてきた。その後多くの資

料が蓄積され、閉鎖という条件さえ満足され

れば、同樹種の林分の単位土地面積当たりの

葉量は、立木密度や生育段階等のほかの条件

とは関係無く、ある定まった量を持つ、とい

う林分薬量一定論が支配的となった。その後、

近縁種同士、類似生活型同士でもほぼ似た値

となると集約された。表－ 1にその例を示す。

1. 3 森林の生産量

期始と期末の現存量の差額と期間内の枯死

量等を合計する方法、また、当年新生部分を

精密に分けて測定する方法などによって、純

生産量の資料も大量に集積された。表一.1と

対応する形で表－ 2にそれを集約する。

こうした資料が蓄積されると、さまざまな

検討が可能となった。例えば、薬量とその生

産効率、太陽エネルギーの捕捉効率、総生産

量に対する純生産量の比率等である。なお、

のこと、これが本来のバイオマスの意味であ 大規模な群落である森林ではその呼吸量の把

る。

1. 2 森林の現存量

森林では、年々の純生産量の一部が幹や根

の形で蓄積されていくので、幼壮齢期では現

存量は逐次大きくなる。しかし、老齢期に至

ると純生産量の中の枯死量の割合が大きく

なって、ついには現存量の増加は見られなく
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握が難しく、総生産量の推定例は少ない。し

かし、非同化部分が大量でその呼吸消費も大

きい森林は、草本群落に比べてずっと大きな

総生産量を持ちながら、純生産における両者

の差は小さいことなどが分かつている。

林業試験場は1.950年代から、以上集約した

ような森林生産力の課題に大いに関心を年し、

調査研究や資料収集に力を入れてきた。生態



日本の主要森林タイプの閉鎖時薬重（νha）と葉面積指数（イタリック）

亜熱帯 暖温帯／低山帯 冷温帯／山地帯，亜寒帯／亜高山帯 （寒帯）／高山帯

表－ I

一一一一一一＝＝＝＝＝2.6[2-3] 3-5一一一一一一一一一
===3. 8[2-5] 4-7=== 

一一一一一一3.0[2-4]4-5一一一一一

==20 8?== 

落葉広葉樹林
陽樹林
陰樹林

落葉針葉樹林
常緑広葉樹林

1年薬林I=======3-4 5===== 
多年葉林I=====8. 6[6-11] 5-9==== 
タケ林1=======7 6一一一一一一

常緑針葉樹林

マツ林
ヒノキ林

スギ林
その他

［］は葉重範囲。
常緑広葉樹・ 1年薬林とは着葉期間約1年のもの（例：クスノキ） (Tad紘i2 )) 

=========6. 8[5-8] 3-6?========= 
=====14. 0[12-16] 5-7==== 
======19. 6[15-24] 5-7===== 
=======16. 9[12-22] 6-10三＝＝＝＝

(International Council of Scientific Unions、国

際学術連合会議）主導のIBP(International 

Biologiαl Programme、国際生物学事業計画）

が、 1964（昭和39）年に発足した。

この研究事業の主題は「人類の福祉と生産

力の生物学的基礎J。生物資源、の有効な利用

の方途や開発の可能性を追求すぺく、地球上

のさまざまな生物群集の生産力が調査研究さ

れた。我が国においては、日本学術会議が窓

口となり、文部省が特定研究「生物闘の動態j

を組んで対応した。参画した研究者数は約

600名という大プロジェクトであった。

IBP全体は、①陸上生物群集の生産力、②

学系の研究体制が本支場を通じて充実しつつ

あった1960年代、 IBPが発足し、林業試験場

もこれに協力することになる。

2.国際生物学事業計画（IBP)

2. 1 IBPの発足

1960年代は、地球人口はまだ40億人未満で

あったが、その後の人口急増が憂慮され始め

ていた。特に急増する人口を扶養するだけの

食糧供給能力が地球にあるかどうかが問題で、

食糧問題の基礎である生物資源量とその生産

力を検証する必要が生じ、地球上の生物生産

力を把握することを中心課題として、 ICSU

日本の主要森林タイプの純生産量（t/ha／年）（’fadaki2 )) _ 

暖温帯／低山帯 冷温帯／山地帯 亜寒帯／亜高山帯

表－ 2

（寒帯）／高山帯亜熱帯

========= 7[5-9] ============= 
====9[7-11] ==== 

=======10[8-15] ====== 

一一一一。6
唱

i一一一一

====14[12-16] ==== 
= = = =18 [14-22〕＝＝＝＝
一一一一10[9-12］一一一一一

一一一一一一－14(10-1η ＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一・＝＝＝＝＝14[11-18]===== 
一一一一一一一18(13-23]====== 
一一一一一一一一一14(11-19］一一一一一一一一一一一
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落葉広葉樹林

陽樹林
陰樹林

落葉針葉樹林
常緑広葉樹林

l年葉林
多年葉林
タケ林

常緑針葉樹林

マツ林
ヒノキ林
スギ林
その他

［］は範囲。



生物生産過程、③陸上生物群集の保護、④陸

水生物群集の生産力、⑤海洋生物群集の生産

力、⑥ヒトの適応性、⑦生物資源の利用と管

理、の七つの部門から構成されており、世界

各国が単独あるいは国際的なチームを組んで

各課題に取り組み、 1972＂（昭和 47）年まで継

続された。

この間に一次（植物）生産力、二次（動物）

生産力の概念やそれらの測定方法等が国際的

に検討・標準化され、これによって、世界各

地で統一的手法によって生物生産を測定する

ことが可能となった。そのことと併せて、国

際共同研究の気運が向上した意義は大きい。

2. 2 森林調査研究の対応

上記「①陸上生物群集の生産力Jの森林に

関して、当時の我が国は現存量や生産力の測

定手法や既往資料ともに世界をリードしてお

り、これらの点で国際的に大いに貢献した。

期間中に我が国のチームがメインプロジェ

クトとして調査した圏内森林は、熊本水俣の

照葉樹林、長野志賀高原の亜高山針葉樹林の

、二つであったが、これを支援するかたちで、

岩手アカマツ二次林、新潟と京都のブナ林、

高知モミ・ツガ林、岩手カラマツ人工林、沖

縄E熱帯広葉樹林等の調査が行われた。これ

らの調査のほとんどのものに林業試験場の研

究員が関与したが、特に水俣の照葉樹林〈九

州支場）、岩手のアカマツ林とカラマツ林（本

場造林部、東北支場）、高知のモミ・ツガ林

（四国支場）には貢献するところが大きかっ

た。

なお、スギ林については、すでに大量の調

査資料が蓄積されており、新規調査よりはそ

の資料整理が主となった。それを含め、我が

国の既往の資料を整理し、世界に公表するこ

とも重要な業務で、あったが、当時の林業試験

場の持つ資料量とスタッフの調査能力は、こ

こでも大いにカを発揮した。公式報告書には、

240 

安藤貴、蜂屋欣二、苅住昇、河原輝彦、

只木良也、谷本丈夫の名がみえるが、このほ

かにも直接間接に関係した人は多数にのぼる。

一方、マレーシア、イギリスとの国際共同

研究として、マレ一半島中部の熱帯多雨林に

おける生物生産を中心とする生態調査も大規

模に行われた。この調査には、林業試験場か

らは、加藤亮助（東北支場）、只木良也（造

林部）が長期間の調査に参加し、最大樹高

60mの熱帯多雨林の調査区20×100m2を悉皆

層別刈取り測定した（Katoet al. 1978）。

3. IBPその後

圏内のIBPの成果は、 1972（昭和47）年の

研究期間終了後、全20巻の1JIBPSynthesis （英

文、東京大学出版会）として出版されたが、

その内の 3巻（文献1）はその例）は森林の

生産力に関するものであった。

1960年代後半から、地球レベルでの環境問

題が顕在化してくる。暴走ともいえる人間活

動が生んだ環境汚染や環境破壊がもたらす人

類の将来に対する世界的な危機感は、 1972（昭

和47）年ストックホルムでの第l回国連人間

環境会議を実現させ、人間環境宣言を採択、

これらを受けてIBPは、 MAB(Man and 

Biosphere、人間と生物園計画）へと展開し

ていった。

森林の生物生産の研究はIBP時代がピーク

であったが、その後も各地で継承されている。

また、 1990年代から問題化してきた地球温暖

化と、それを抑止する森林の機能（光合成に

よる二酸化炭素吸収と現存量増加によるその

固定蓄積）を検討するに当たって、森林の生

物生産の理論枠組みはそのまま適用される。

また、フラックス観測等の新手法が導入され

たとはいえ、基本的な生物生産量やそれらか

ら換算可能な炭素収支等の数値資料を提供で

きるのは、 1960～70年代の森林生産力研究の

遺産と言ってもよいであろう。 （只木良也） ' 
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激害型マツ枯損の原因解明と防除研究

1.研究の背景

激害型マツ枯損とは、まつくいむし、マッ

クイムシ、松くい虫と呼びならわされてきた

集団的、流行病的マツ枯損のことである（現

在の正式な名称はマツ材線虫病）。この激害

型マツ枯損の日本いや世界で最初の報告者は、

農林省林業試験場林務技師矢野宗幹である。

彼は、激害型マツ枯損が1905（明治38）年

頃に、長崎県長崎市周辺で起こったこと、そ

の原因は生物害と思われること、ただし、原

因生物が何であるのかは不明であること等を

山林公報に記述している 1)。適切に処置さ

れたことにより、その被害は終息したものの

その後、被害は多発・拡大し、最初の被害の

報告から40年経った戦後の1947（昭和22）年

時点では、すでに九州から千葉県まで27都府

県に被害が広がっていた。拡大する一方のマ

ツ枯れに対し、 1964（昭和39）年に、この枯

損の原因を穿孔性昆虫類とする観点の研究

（林業試験場特掲項目研究「マツ類の穿孔虫

に関する研究、 1964（昭和39）～1969（昭和

44）年J）が行われ、穿孔性見虫類とマツ枯

れの関係についての研究が進んだ。この中で、

枯れに伴って樹皮下に穿孔する昆虫種（松く

い虫あるいは、まつくいむしの語源、ゾウム

シ類10種、キクイムシ類6種、カミキリムシ

類15種）と、その穿入時期が明らかにされ、

樹皮下に穿入する虫の種類による枯損型（夏

型、夏秋型、秋型、秋春型、春型）の分類が

された。また、昆虫種ごとにその虫が健全な
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マツを加害できるどうかの加害性（健全なマ

ツを加害し、生育あるいは増殖できるものを

一次性。マツに防御反応が起こらない弱った

条件でないと加害できないものを二次性）を

みるため、接種試験が実施された。しかし、

樹皮下穿孔虫類のいずれにも、一次性種はみ

られなかった。そのような中で、樹皮にポン

チ穴を聞け、そこから流出する樹脂量からマ

ツの健康度を判定する手法が考え出され、樹

脂流出が止まって異常と判定された木（異常

木）の枯死率は著しく高いことが明らかと

なったo 樹脂流出の停止と、穿孔性昆虫類の

樹皮下への産卵には強い関係があり、穿孔虫

類の産卵前には必ず樹脂流出の停止が起こっ

ていたことから、何か不明のマツへの一次性

の加害要因があって樹脂流出の停止が起こる。

その結果、穿孔性昆虫類による二次性の攻撃

が起こるのではないかと考えられるように

なった。

2.研究の成果

2. 1 枯損原因マツノザイセンチュウ及びそ

の媒介者マツノマダラカミキリの発見

穿孔性昆虫を対象にした防除事業が各地で

行われていたが、マツ枯れが一向におさまる

様子をみせないことから、激害型マツ枯損の

原因を明らかにすることで、的確な防除技術

を確立しようと、農林水産技術会議特別研究

「まつくいむしによるマツ類の枯損防止に関

する研究、 1968（昭和43）～1971（昭和46）年J



が実施された。枯損原因として穿孔性昆虫の

一次加害性には、この時点ですでに疑念が持

たれていたため、微生物、土壌、樹木生理等

の専門家を加えて広く枯れの真因探しが行わ

れた。想定された原因がいずれもネガティブ

な結果しか得られないという閉塞状況の中で、

九州支場樹病研究室では、収集した各地の被

害材から、 Bursaphelenchus属線虫が普遍的に

検出されることを見出した。この線虫はマツ

の衰弱の初めにはあまりみられないことから、

一次加害者とは考えられていなかったが、こ

れを培養し、マツ苗木やマツ生立木に接種し

たところ、樹脂流出を停止させ、その後急速

に黄赤色に葉が槌色するという激害型マツ枯

損の特徴的症状が再現され、接種枯死木から

は接種源に用いたと同じ線虫が分離された。

これらの事実は、病原微生物に関するコッホ

の四原則を満たすもので、これで激害型マツ

枯損の真の原因が、この線虫によるものであ

ることが明らかになった2、3）。この線虫には、

和名マツノザイセンチュウ (1971)、学名

分散型三期幼虫

Bursaphelenchus lゆicolus(1972）が与えられ

る（のちに、Bursaphelenchusxylophilusと変更）

とともに、病名としてマツ材線虫病が与えら

れた。ところが、枯損原因マツノザイセン

チュウには、マツからマツへの伝播能力がな

いことが分かり、媒介者が探索された。そし

て、線虫の媒介者がマツノマダラカミキリで

あること、この虫の後食時にマツに線虫が伝

播されることが明らかになった。

2. 2 両種の生活環の解明

マツノザイセンチュウとマツノマダラカミ

キリの共生関係が解明されたことから場内プ

ロジェクト研究「材線虫によるマツ類の枯損

に関する研究、 1972（昭和47）年J、続いて、

農林水産技術会議プロジェクト研究「マツ類

材線虫の防除に関する研究、 1973（昭和48)

～1975 （昭和50）年J4）が行われた。それ

により、マツノザイセンチュウとマツノマダ

ラカミキリが共生して被害を拡大するしくみ

が、詳細に明らかにされた（図－ 1)。それは、

／ 蝿 ノ学ト
I ffi散型線虫｝

‘分肱型四朗幼虫ーー－－
11月～翌年Sii 

J翌年
，’ S～7月のマツノマダラ
I カミキリの羽イt.a割ζ

耐久型幼虫が虫体.，ζ

乗り移る

図－ 1 マツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリの生活環
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①マツノマダラカミキリ成虫が健全木の枝の

樹皮を摂食する際の食害痕に虫体から脱出し

たマツノザイセンチュウが侵入する。②マツ

の枝に侵入したマツノザイセンチュウはマツ

に病気を起こす（樹脂流出が停止する）。す

ると、③発病木にマツノマダラカミキリ成虫

が誘引され、産卵する。④マツノマダラカミ

キリは発病木で育ち、老熟幼虫は蜘室を作る。

翌年マツノマダラカミキリが羽化脱出する時、

踊室周辺に集まっていたマツノザイセンチュ

ウがマツノマダラカミキリに移る。⑤この過

程を繰り返し、被害が広がるというものであ

る。この生活環（共生環）に関わる両生物の

発育温度等環境条件や、以下の防除技術の開

発が先述のプロジェクト研究「マツ類材線虫

の防除に関する研究Jの中で行われたのであ

る4）。

2. 3 媒介者マツノマダラカミキリ及び病原

生物マツノザイセンチュウを対象とする－

防除技術の開発

マツノザイセンチュウとマツノマダラカミ

キリの巧妙な連環が分かると、その連環を断

つための各種の防除方法が検討された。①こ

の虫が健全木の枝の樹皮を摂食する際のかじ

り傷にマツノザイセンチュウが侵入するのを

防止（後食予防）するため、樹冠に殺虫剤を

散布する方法、②マツノマダラカミキリ成虫

を誘引器に誘引する方法、③次年度のマツノ

マダラカミキリ成虫の発生源となる枯損木を

伐倒し、材表に薬剤を散布するなどし、材中

のマツノマダラカミキリ幼虫を駆除する方法、

④マツノザイセンチュウの樹体内での加害を

防止することを目的とする薬剤及びその効果

的な施用技術としての樹幹注入法と土嬢処理

法の検討がされた。

2. 3. 1 マツノマダラカミキリ後食予防剤

1）後食予防剤の開発

マツノザイセンチュウがマツノマダラカミ

キリにより健全なマツに伝播されることが明
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らかにされたことにより、場内プロジェクト

研考「材線虫によるマツ類の枯損に関する研

究、 1972（昭和47）年Jにおいて、後食防止

剤のスクリーニングが行われ、 MEP、MPP、

NAC等の散布による枯損防止効果が認めら

れた。以後、各県との連絡試験や、林業薬剤

協会の委託試験によって、地上散布で枯損防

止効果を得るための散布諸元（薬剤の種類、

濃度、マツ l本当たりの施用量、施用時期）が、

定められた。さらに、これらの薬剤は空中散

布用薬剤として実用化した。

2）後食予防剤のマツ枯損防止に果たす意義

実際の後食予防剤散布地で、枯損率を調査

ιする一方、樹冠に飛来した後、一定面積の清

・・掃した路上に後食ー落下するマツJマダラカ

ミキリを計数したところ、枯損木の多かった

散布初年には多くの虫が落下するが、枯損本

数の減少につれて次年、次々年と落下虫数は

減少した。この後食予防剤のマツ枯損防止に

果たす意義を室内試験でみたところ、殺虫効

果は、－経口によるもので、経皮やガス効果に

よるものではなかった。後食予防剤が殺虫・

後食防止効果を得るには枝表面積当たりの有

効成分量で一定（MEPで0.44μ.g/ cm2）以上

が必要で、その濃度以上では、僅かな後食で

致死する。それによって、マツノザイセン

チュウの樹体内への侵入が防がれ、当年度の

枯れが防止できる。また、成虫を殺すことで

産卵を防止し、次年度の成虫発生数を減らし、

周辺マツ林への飛び出しを減らし、枯れの広

がりを止めているものと推察された。

2. 3. 2 マツノマダラカミキリ後食予防剤の

環境安全確認調査

1977 （昭和52）年に制定された「松くい虫

防除特別措置法Jでは、マツノマダラカミキ

リを松くい虫とし、マツノマダラカミキリ成

虫の後食防止剤の空中散布を特別防除と定義

した。しかし、森林への殺虫剤の散布という

方法は効果の反面、生態系への影響が懸念さ

れ、安全確認の試験研究が要請された。それ



を受け、技会特別研究「有機合成（有機りん）

殺虫剤の環境生物に及ぼす影響と代替技術と

しての害虫誘引物質の開発利用に関する研究、

1977 （昭和52）～1981（昭和56，）年jが組ま

れ、空中散布薬剤の安全確認、調査が行われた。

1）見虫相に及ぼす影響

散布地と非散布地の比較を行うことで各種

昆虫類への影響をみると、樹冠部から路上に

落下する見虫類には、散布継続年数による種

数、総個体数に大きな変化はなかった。しか

し、多様性は幾分減少の傾向がみられた。乙

れは、林外から飛来する昆虫で樹冠昆虫が補

われたためと考えられた。下木類に生息する

昆虫群集は、散布による著しい単純化とその

後の回復を毎年繰り返した。これは、 MEP

の残留量の減少による死亡率の低下、新たな

個体の発生、ほかの優占種による置き換えや

飛び込みによる穴埋め現象－によるものと考え

られた。下草類に生息する昆虫類への影響に

ついてみると、捕食性昆虫類と食植性昆虫類

の個体数は散布により急激に減少するが、

1ヵ月以内にはほぼ元の個体数へと回復する

という周期変動を示した。オサムシ、ゴミム

シなど地上俳個性昆虫類は連年の薬剤散布で

個体数が減少したままで、後の回復が弱かっ

た。

2）野烏に及ぼす影響

散布が散布地内の鳥類のなわばり数、群行

動に及ぼす影響、鱗死体や、衰弱個体がみら

れなかったことから、 MEP散布による野鳥

の種類、生息密度に与える影響はなかった。

これは、散布地で薬剤を取り込んだ昆虫をシ

ジュウカラに食べさせた室内実験において、

この烏に生理的変化がみられなかったことか

らも裏付けられた。

2. 3. 3 被害材内マツノマダラカミキリ幼虫

の駆除

1）薬剤による幼虫駆除

有機りん剤の殺虫、丸太内移行・残留試験

が行われ、その丸太表面散布で防除効果のあ
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る薬剤数種が選ばれた。しかし、丸太表面散

布では鍋室にまで薬剤が入らず、冬に踊室を

形成した終齢幼虫には高い効果は得られな

かった。この問題を解決するため、野外に集

積した被害丸太をビニールシートで覆い、

シート内にくん蒸剤を施用し、それにより材

内虫を駆除する方法が開発された。顕著な効

果のある薬剤として当初メチルブロマイドが

開発されたが、この剤にはオゾン層破壊の問

題があることが分かり、後には施工者への安

全性と防除効果にも優れたNCS剤が開発され、

代替している。

2）天敵微生物による幼虫駆除

日本各地からマツノマダラカミキリの病死

個体が集められ、殺虫効果の高い微生物の検

索が行われた。その中で、マツノマダラカミ

キリ幼虫に対して強い病原力のあるボーベリ

ア菌、 Beauveriabassianaが選抜され、種駒、

やキイロコキクイムシを菌の運び手とする方

法なども検討されたが、強い殺虫カを防除効

果として引き出せる方法はなかった。ボーベ

リア菌の培養基材（不織布）を、伐倒丸太上

におき、さらに、シートで覆う方法をとると、

不織布上に形成された胞子がマツノマダラカ

ミキリに付着することで、羽化脱出後の成虫

は2週間ほどで100%近く死亡することが明

らかになった。現在、この方法での農薬登録

が期待されている。

3）天敵昆虫による幼虫駆除

オオコクヌスト等の捕食性昆虫15種が確認

されたが、これらは大量飼育が困難であった。

大量飼育が容易なサビマダラオオホソカタム

シについて、実用性を検討している。

4）昆虫寄生性線虫による幼虫駆除

見虫に敗血症を起こす共生細菌を体内に持

つ昆虫寄生性線虫であるSteinernemajセltieの

導入が図られたが、この線虫が乾燥に弱いた

め、農薬登録にいたらなかった。串田保が

ドウガネブイブイ幼虫に寄生して死亡させる

線虫Steinernemakushidaiを検出した。乙の線



虫にもマツノマダラカミキリ幼虫に対する殺

虫性はみられなかった。

5）昆虫捕食性鳥類による幼虫駆除

アカゲラは樹幹内の昆虫類の幼虫を捕食す

るが、樹洞の少ないマツ林にはあまり生息し

ない。そこで、マツ林に繁殖用巣丸太とねぐ

ら用巣箱を開発し、設置してみたところ、ア

カゲラの観察例が増え、 4年後にはマツノマ

ダラカミキリの羽化率は半分に低下した。こ

れは、マツ林へのアカゲラの誘致がマツノマ

ダラカミキリの幼虫防除に結びついた結果と

樹幹注入によるスクリーニング試験において、

戸エンスルフォチオン、チオナジン等に高い

防除効果が認められ、土壌処理ではダイスル

フォトン等に防除効果のあることが明らかに

なった。これらの薬剤については、林野庁シ

ステム事業「松の枯損防止新技術に関する総

合研究、 1978（昭和53）～1982（昭和57）年J

によって、 8県の参加による成木試験が行わ

れ、効果のある薬剤、材積重量当たりの処理

量、処理時期や防除効果のある樹体内分布濃

度が明らかにされた。この研究で防除効果の

いえる。 明らかとなった酒石酸モランテルやメスル

2. 3. 4 マツノマダラカミキリ成虫誘引剤 フェンホスは薬剤メーカーにより農薬登録さ

マツ材線虫病に躍ったマツ、あるいは伐倒 t れ、実用化した。これはその後の薬剤開発の

したマツ材からマツノマダラカミキリ成虫を モデ、ルとなって現在にいたっている。

誘引する匂い物質が発散することを突き止め、 2）マツノザイセンチュウに対する作用機構

それがエタノール、 αーピネンであることを これら有効な薬剤は線虫のアセチルコリン

明らかにした。そして、これをベースとする－ エステラーゼ等の神経系に作用し、体運動を

誘引剤が実用化した。しかし、この誘引剤に 阻害するものであること：から、マツ材線虫病

は羽化初期の性成熟前のマツノマダラカミキ

リ成虫を誘引する効果はなく、当年の枯損防

止に用いることは困難である。現在、これは

主に、マツノマダラカミキリのモニタリング

に利用されている。

2. 3. 5 マツノザイセンチュウの防除

1）マツ材線虫病防除薬剤の開発

激害型マツ枯れの原因であるマツノザイセ

ンチュウが発見されたことから、マツノザイ

センチュウそのものを防除対象とする薬剤開

発の．研究が前述の農林水産技術会議プロジェ

クト研究「マツ類材線虫の防除に関する研究J

(1973 （昭和48）～1975（昭和50）年）にお

いて開始された。マツノザイセンチュウはマ

ツ枝から伝播し樹体内に侵入することから、

薬剤を予め樹体内に浸透・移行させる必要が

ある。そこで、樹体内を浸透・移行し、マツ

ノザイセンチュウに作用し、防除に必要な期

間樹体内に残留する薬剤のスクリーニング試

験が苗木を用いて行われた。薬剤の処理方法

としては、樹幹注入、土壌処理が考えられ、
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がマツノザイセンチュウの樹体内移動と関係

するものであることが明らかにされた。

3）治療効果

殺線虫剤を処理することによる予防効果が

認められたことにより、これを治療剤とじて

用いることの可否が検討され、市販の薬剤で

はないが、樹脂流出の停止で発病が認められ

た段階であれば、数種の薬剤に生残・治療・

回復効果のあることが認められた。ただし、

実際の自然でのマツ材線虫病の治療に必要に

なる、発病木の非破壊的、かつ、簡易な診断

技術がまだなく、殺線虫剤による治療は実用

的なものにはいたっていない。

しかし、マツ材線虫病発病木が、殺線虫剤

の処理で生残・回復するということは、発

病・枯死がマツノザイセンチュウそのものに

起因することを改めて示すものといえる。

2. 4 マツノザイセンチュウの起源、枯損機構、

伝播機構、抵抗性機構の解明

2. 4. 1 マツノザイセンチュウの起源



マツノザイセンチュウの1975（昭和50）年

当時の分布範囲は、太平洋側の北限が宮城県、

日本海側では、石川県であった（その後30年

近くを経過した現在は、青森県・北海道以外

のすべての都府県に分布している）。この調

査を進める中で、マツノザイセンチュウに良

く似た線虫が発見され、 1979（昭和54）年に

はこれに和名ニセマツノザイセンチュウが付

けられた（学名Bursaphelenchusmucronatus）。

ところが、 1981（昭和56）年になり、 1972（昭

和47）年に学名Bursaphelenchuslignicolusが与

えられていたマツノザイセンチュウのタイプ

標本 (1934（昭和 9）年作製）が米国にすで

に存在することが1981（昭和56）年に分かり、

Bursaphelenchus l伊iicolusは Bursaphelenchus

砂lophilusのシノニムであることが判明した。

これにより、マツノザイセンチュウが日本に

侵入した線虫で、ニセマツノザイセンチュウ

の方が日本在来種であると推定された。この

ことは、 1990年代における各国のマツノザイ

センチュウの遺伝子配列の比較によって裏付

けられた白このマツノザイセンチュウが、全

国的に分布するようになると、何故かニセマ

ツノザイセンチュウの分布は限定的、狭小に

なってきている。

2. 4. 2 病原性の変異

各地のマツ枯死木やマツノマダラカミキり

から分離したマツノザイセンチュウを分離し、

アイソレート（分離個体群）としたものをク

ローンのマツに接種し、アイソレート別の病

原性の強さをみたところ、それぞれのアイソ

レートで発病率が異なること、つまり、アイ

ソレート別に病原性が異なることが明らかに

なった。また、同一林分内においても枯死木

別、マツノマダラカミキリの個体別に病原力

の違いがあることが明らかになった。アイソ

レート別に病原性と培地上での繁殖性の関係

を調べるとー強病原性のアイソレートグルー

プの方が繁殖がよかった。また、強病原性線

虫と弱病原性線虫を同時に接種したマツでは、
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発病・枯死が起こるがその枯死木の樹体内で

は強病原性線虫のみが検出された。これらの

ことから、病原性と線虫の繁殖性との聞には

強い関係があると考えられた。現在、内外の

強・弱病原性アイソレートや各地のニセマツ

ノザイセンチュウを合わせ、 200株ほどが継

代培養されており、病原性の指標となる性質

そのほかを探索している。

ところで、 2年生マツ苗木に弱病原性線虫

を先に接種し、後から強病原性線虫を接種す

ると、枯損率が下がる現象がみられた。これ

は、植物ウィルスのような誘導抵抗性による

と考えられ、実用化を図る研究が実施された

が、成木では安定した効果は得られていない。

2. 4. 3 発病・枯死機構

マツノザイセンチュウによるマツの枯損機

構が解明されれば、新たな防除技術の開発が

可能と考えられた。そのため、技会特別研究

「マツ枯損防止に関する新防除技術開発のた

めの発病機構の解明、 1981（昭和56）～1984

（昭和59）年Jが行われた。その中で、特に

検討されたのは奥八郎ら (1979）の毒素原

因説である。この説は、マツ材線虫病に擢っ

たマツからはマツの稚苗を枯らす物質が生成

されるというものであったが、これに関して

は、再現性が得られない結果となった。しか

し、マツノザイセンチュウが、多種の糸状菌

上で容易に増殖するだけでなく、マツや、ア

ルフアルファのカルスでも繁殖すること、こ

の線虫が食菌性であるだけではなく、食植性

であること、また、無菌のマツ稚苗に無菌の

マツノザイセンチュウを接種し、無菌状態で

培養することで、マツ稚苗が衰退致死するな

どのことも明らかになった。これらは、マツ

ノザイセンチュウはマツ樹体内でほかの生物

の介在なしで生活でき、発病させ得ることを

示すものである。また、マツノザイセンチュ

ウを接種し、マツ材線虫病を起こしたマツ樹

体には、樹脂道から道管に流出した樹脂によ

る水分通導の阻害現象（キャビテーション、



エンボリズム）がみられるが、マツノザイセ ア近隣国に侵入したものであることは、マツ

ンチュウの浮遊液から抽出した細胞壁分解酵 pノザイセンチュウの遺伝子解析によって確認

素（セルラーゼ）の投与マツ苗木には、これ

と類似の病徴がみられることを見出した。な

お、セルラーゼに関しては、マツノザイセン

チュウからセルラーゼ遺伝子を単離し、その

遺伝子配列から、これが糸状菌類から水平転

移で獲得されたものと考えられること、腹部

唾液腺で生成され、口針から分泌されている

などのことが、 2004（平成16）年に明らかに

なった。発病との関係は今後の課題である。

2. 4. 4 マツノザイセンチュウの伝播機構

マツノザイセンチュウには、樹体内や培養

条件で卵・幼虫・成虫・産卵を繰り返す増殖

型と、枯死が進んだ材中にいた個体が秋冬期

になって蛸室壁へ集合し、マツノマダラカミ

キリの羽化とともにその気門へ乗り移り、マ

ツノマダラカミキリの後食時に、マツ枝に侵

入するまでの聞を過ごす分散型との2型があ

ることが生活環の研究の中で明らかにされた。

増殖型から分散型に切り替わるのにはどのよ

うな条件が必要かが分かれば、マツノザイセ

ンチュウーマツーマツノマダラカミキリをつ

なぐ生活環を人為的に断ち切ることも可能で

あるとの観点からその機構の解明に向けての

研究が行われている。

2. 4. 5 マツノザイセンチュウに対するマツ

の感受性、抵抗性機構

マツノザイセンチュウの加害生、病原性に

遺伝的変異がみられる一方、宿主であるマツ

側にも、さまざまな感受性レベルのあること

が明らかになった。樹種では、国産のアカマ

ツ、クロマツ、リュウキュウマツやアジア・

ヨーロッパのマツの感受性が高い一方、テー

ダマツやスラッシュマツ等米国土着マツは抵

抗性である。これは、米国産のマツがマツノ

ザイセンチュウとの長い闘いの歴史を経て、

マツノザイセンチュウに対する抵抗性を獲得

したからではないかと考えられている。マツ

ノザイセンチュウが米国原産で、日本やアジ
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された。そのことは、この考えの一つの裏付

けといえる。マツノザイセンチュウをマツに

接種すると、初期の発病から枯死にいたるそ

の進展の過程で、樹脂流出の停止、生細胞の

変成、水分通導機能の阻害や形成層の壊死等 t

さまざまな現象が生起している。これらが何

故、どのようにして起こるのか。厳密には発

病（感受性）によって起こる現象と発病を抑

制すること（抵抗）によって起こる現象とは

分けて考えるべきであるが、両者は複雑に絡

んでいて分けにくい。マツノザイセンチュウ

の樹体内での挙動と各種の現象の起こる機構

を抵抗性と感受性に分けて解明・整理してい

くことは、今後の課題である。

2. 5 マツ林の枯損動態の解明

2. 5. 1 枯損動態に絡む要因

枯損動態に関しては、「マツ類材線虫の防

除に関する研究、 (1973（昭和48）～1975（昭

和50）年）J及び「マツ枯損防止に関する新

防除技術開発のための発病機構の解明、 1981

（昭和56）～1984（昭和59）年Jにおいて取

り組まれた。

1）気温、土壌乾燥と枯損動態

夏季の夏目、真夏日が発病に必要なことを、

線虫接種首木の温度条件を制御した実験で明

らかにした。すなわち、接種苗木を20℃、

25℃、 30℃の温度条件においたところ、 20°c

で、は枯死しなかったが、 25℃、 30℃では接種

後1ヵ月で枯死し、苗木体内では日数経過に

したがって指数関数的に線虫個体数が増加し

ていた。また、土壌乾燥は接種後の枯死率を

高めることが明らかになった。 10年間の現地

調査の結果を照合すると、夏季が特異的に高

温少雨だった年には枯損率の急激な増加がみ

られたのに対し、夏の高温期間の短かった年

の枯損率は低かった。このことは、高標高地

や寒冷地では、冷涼になってからの発病が起



こるため、通常は枯損率が低かったり、年越

し枯れが多かったりするが、夏の高温少雨の

年には夏型枯損が増加する傾向がみられるこ

とと共通の結果といえる。

2）大気汚染と枯損動態

室内で50ppbのS02を処理したもの、処理

しなかったもの双方にマツノザイセンチュウ

を接種したが、マツ材線虫病の発病率に差は

みられなかった。現在の日本でのS02濃度、

数ppb程度ではマツの生理への影響がみられ

カミキリによって広がっていることが解明さ

れ（昭和46・47年）、その仕組みに基づいて

各種の防除技術が開発された。

しかし、日本全国津々浦々にまで激害型マ

ツ枯損が拡大してしまったのは、一つは、媒

介者マツノマダラカミキリの個体群密度を落

とす程強力な天敵が現われなかったこと、二

つは、日本のマツにマツノザイセンチュウに

対する抵抗性が現われなかったこと、また、

一つは原因と対処技術が開発された時点にお

ないことなどから、 S02がマツ枯れの要因に いては、すでに人の手に負えない大火状態で

なる可能性は低いものといえる。 あったためである。限定された地域であれば、

3）マツ林の管理と枯損動態 マツ枯れ発生の仕組みに基づいて開発された

立木密度と枯損の関係では、調査林分は立 防除手法を統合し、防除を徹底・継続する体

木密度の粗密に拘らず、いずれの林分も最終

的に壊滅し、立木密度の粗密の差はなかったo

下刈りと枯損では、下刈り区の方が僅かに枯

損が少なかった。菌根菌をマツの健全性強化

に利用する試みがされたが、明確な結果は得

られなかった。

4）マツノマダラカミキリ成虫の移動・分散

と枯損動態

羽化・脱出したマツノマダラカミキリの大

部分は脱出木から100m～200m以内に停留し

ていて、発病木が発生すると発病木とその周

辺木に集中する行動が明らかになった。また、

被害林分からの距離と被害発生との関係では、

距離の指数に反比例して枯損率が減少する傾

向がみられた。また、この虫の飛朔カが強く

ないこと、夏期の風向は、被害拡大方向を決

定することが明らかにされた。

制をとれれば、マツ林の保全が可能なことは

改めていうまでもない。ただし、無限定にそ

れを広げることは経費的、環境保全的に無理

であり、また、伝染源が残る限り防除をやめ

たら元の木阿弥に帰するという問題がある。

守るべきマツ林を限定し、その中を重点的

に防除する一方、そのコア部分にマツノマダ

ラカミキリに飛び込まれることのないように言

周辺2kmを樹種転換林で囲むという現在の

行政施策は妥当といえる。それでは、地域に

限定しないで、両生物に起因するマツ枯損を

究極的に終息させるにはどうしたらいいのだ

ろうか。米国のマツでそうだったと考えられ

ていること、つまり、日本のマツの中からマ

ツノザイセンチュウに強いマツがでできて、

全国のマツがそれに置き換われば、枯れは沈

静化（土着化）するはずである。しかし、そ

れには長年月を要するであろう。マツ枯れ研

3.今後の課題ーマツ材線虫病の終息 究に関する期待の半面、厳しい目のある中で

矢野宗幹が記録した激害型マツ枯損の起 当所は、マツノザイセンチュウとマツノマダ

こった年 (1905（明治38）年）から数えて、 ラカミキリに関する基礎研究を内外の研究機

本2005（平成17）年は丁度100年の節目の年 関と時に競争しながら、時に連携しながら進

になるが、これは奇しくも我が所の創立年と めることで効果的なマツ枯れ防止技術の開発

重なる。この間に、被害が侵入生物マツノザ につなげていかなければならない。

イセンチュウの起こす病気（マツ材線虫病） （松浦邦昭）

であること、この病気は媒介者マツノマダラ
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大気汚染研究プロジェクト

1960年代に入って急速に進んだ高度経済成

長に伴い、都市域や工業地帯において大気汚

染や水質汚濁等の公害問題が発生し、大きな

社会問題となり、森林・樹木にも影響が見ら

れるようになった。このため、 1965（昭和

40）年以降‘農林水産技術会議参加の研究機

関を中心とした大型プロジェクト研究が実行

された。

1.研究の経過

1. 1 大気汚染による樹木被害の認識

「公益を害するJさまざまな現象が「公害j

という言葉で表現されていた。このうち，二

酸化硫黄（亜硫酸ガス）やばいじん（煤塵）

による大気汚染が大都市や工業地帯の樹木の

生育に悪影響を及ぼしていることが指摘され

てきた。そのため、科学技術庁の特別調整費

による「公害防止に関する総合研究Jの一環

主して「大気汚染の樹木に及ぼす影響Jとい

う課題が、造林部、土壌部、防災部、浅川実

験林の共同研究として1965（昭和40）年に開

始された。当時、大気汚染に対する社会一般

の認識はまだきわめて低く、いわゆる“公害”

という言葉も比較的なじみの薄いものであっ

た。しかし、大気汚染による影響は一部では

かなり深刻な形であらわれてきており、とく

に人体影響の面で見過せない時点にきていた
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ことも事実であった。樹木に対する影響につ

いても、主要汚染地域では、公園緑地の樹木、

街路樹などに衰退現象が指摘されはじめてい

た。

最初に、都内20箇所の公園・緑地に生育す

る樹木について樹種別、個体別に生育状況、

病虫害などを詳細に調査した結果、都心部で

は、アカマツ、スギ、モミの成木はほとんど

枯死して見当らず、ケヤキ、シラカシなどの

衰退が目立ち、地域による衰退の違いは大気

中の硫黄酸化物濃度の分布とほぼ対応するこ

とを明らかにした。また、樹葉中に含まれる

イオウ量と大気中の二酸化イオウ濃度と相闘

があること、葉面に付着しているダスト量か

ら樹林によるフィルター効果も明らかにした。

1. 2 被害発生機構の解明

農林水産技術会議の特別研究による最初の

プロジェクト研究「大気汚染による農林作物

被害の測定方法に関する研究Jは、 1968.（昭

和43）年から 4年問、二酸化硫黄とフッ化水

素による農林作物被害の測定方法の確立、指

標植物の探索等を目標として行い、林業試験

場は樹木と野生植物を分担した。東京都内の

主要樹種について追跡調査を行い、被害解析

が進められる一方、爆煙（ガス暴露）実験に

よって主要汚染物質の影響を確かめた。



主要な成果としては、東京都心部での樹木

表退が進行し、特にケヤキの異常落葉、スギ、

モミの枯死現象が都心周辺部へ拡大している

こと、主要道路の交差点付近では、都心と同

様の衰退が起きていることなどを明らかにし

た。アカマツ、ケヤキなどの樹葉中の硫黄含

有量を分析し、大気汚染の有力な指標となる

ことを確認した。浅川実験林に設置された大

型のビニ？ルハウスを用いた爆煙実験によっ

て、樹種による被害症状の特徴、ガスに対す

る相対的感受性の差異を約90種の樹木・草本

について明らかにした。ガス濃度と煉煙時間、

生育時期、土壊条件、光条件、葉齢、品種系

統に関する解析を行い、ガス濃度・時間と被

害の発現の関係、葉内の成分の変化と生理作

用への影響を明らかにした。岡山県水島地区

での現地植栽試験では、アカマツ、スギ、ヒ

ノキのポット植えを距離別に配置、アカマツ

が最も被害が大であること、被害発生時間と

大気中のガス濃度の関係が爆煙実験とほぼ一

致することを確かめた。さらに、マツのすす

葉枯病の発生に対し、二酸化硫黄が誘因とな

ることを実験的に証明した。また、大気汚染

指標としての樹皮着生蘇苔類を観察して広域

の大気汚染地図を作成した。

1. 3 光化学オキシダントの発生

この問、 1970（昭和45）年には新たに光化

学オキシダントによる汚染が発見されるなど、

一次、二次汚染物質からなる複合汚染の実態

が深刻化したことを受け、 1970（昭和45）年

7月に内閣に総理大臣を本部長とする公害対

策本部、関係閣僚からなる公害対策閣僚会議

が設置され、翌年には環境政策を一本化する

ために環境庁が設置された。

大気汚染関係のプロジェクトは環境庁一括

計上特別研究となり、 1972（昭和47）年から

5年間の計画で「農林水産生態系における汚

染物質の循環と指標生物に関する研究Jが始

まった。この中では f農林水産環境における
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布、P

指標生物の耐性限界とその利用Jのうち、ケ

ヤキ、ポプラの成長に及ぼす影響、主要汚染

物質に対する樹木の反応とその指標性、樹木

の異常落葉、ケヤキの着果短枝等に関する研

究を分担した。

大気汚染防止法の制定に伴い、最も主要な

汚染物質であった二酸化硫黄の濃度は1969

（昭和44）～1970（昭和45）年をピークに急

激に減少し、代わって光化学オキシダントが

大きな問題となった。そのため、 1977（昭和

52）年から 5ヵ年計画で「光化学オキシダン

トの農林作物の生育収量に及ぼす影響の解析

に関する研究Jが環境庁一括計上国立機関等

公害防止研究予算によって行われた。ここで

は、被害と生育収量、光化学オキシダントに

よる被害機構の解明、被害の定量化手法（と

くに、浄化チャンバーの改良）が行われた。

2.大気汚染に対する樹木被害の実態とその

指標性

2. 1. 樹木被害の実態把握

東京都内の公園緑地に生育する樹木の衰退

調査から、樹種間で衰退程度は異なり、スギ、

モミ、ケヤキなどは衰退が著しく、葉量の減

少、枯れ枝の発生等の現象が認められた。衰

退程度に地域間差が認められ、その差は大気

中の二酸化硫黄濃度分布とほぼ対応していた。

また、樹木葉中の硫黄含有量と大気汚染度と

の関係についても、マテバシイ、アカマツ、

スギ、ケヤキの葉中の硫黄量とPb02法に大

気中の二酸化硫黄濃度との相闘があることを

明らかにした。さらに、樹種をスギ、ケヤキ

に絞って関東平野全域における衰退分布地図

を作製し、それらの耐性限界を明らかにした。

野外調査結果の補強と、大気汚染外の実証

のために二酸化硫黄ガスによる暴露実験も行

い、樹木、草本、シダ植物の汚染耐性を序列

化した。この結果と野外での生育状況をあわ

せ、指標植物としての利用法、緑化対策の指

針となる表を作成した。大気汚染による主要



樹木の被害症状の発現とこれに関与する要因

については、樹種、季節、土壌条件等の渇い

によって被害の発現状況が異なること、葉中

の硫黄含有量と有害限界が実験と野外で一致

することを示した。大気汚染に関連して発生

する病害として、アカマツのすす葉枯れ病の

発生率が汚染地で顕著に高率となり、二酸化

硫黄による暴露実験でも同様の傾向があるこ

とを明らかにした。

2. 2 樹木の二酸化硫黄、オゾンに対する反

応ー暴露実験一

葉の変色などの可視被害の程度を調べた二

酸化硫黄及び光化学オキシダントの主成分で

あるオゾンの暴露実験から、それらガスに対

する樹種の相対的な感受性の違いを明らかに

し、野外の衰退調査による樹種間差とほぼ一

致する傾向を確認したが、スギ、シイなどで

適合しない樹種もあり、ほかの要因の存在が

予想された。二酸化硫黄に対する感受性の樹

種間差の発現機構について、葉の気孔から取

り込まれた二酸化硫黄の葉中の蓄積速度、蓄

積量と可視被害発現の関係から明らかにした。

また、オゾンに対するポプラクローン聞の感

受性の違いを光合成や気孔抵抗の生理的反応

で説明した。

2. 3 大気汚染に対する樹木の指標性

2. 3. 1 長期的・総合的指標としての樹木評

価

関東地域の樹木の被害分布地図では、樹木

の被害程度を正常樹形から立ち枯れ状態まで

を5段階に分けて地図化したもので、その汚

染指標としての有効性を検証するためケヤキ

の被害解析を行った。その結果、ケヤキの枝

の成長量、年輪構造、種子の着果量等の変化

との問で大気汚染度との相闘が高いことを明

らかにした。ケヤキのように大気汚染に感受

性の高い樹種と、ヤツデ、イチョウなど比較

的抵抗性の高い樹種を含めて定点観測を行う
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ことで、総合的な大気汚染環境に対する長期

的指標として利用できることを示した。

2. 3. 2 短期的・個別的指標としての樹木及

び着生蘇苔類の評価

前項で示したガス暴露実験からガスの種類

によって葉に特徴のある可視被害症状が発現

することを明らかにし、野外で高濃度のオキ

シダントの発生後にケヤキやポプラに同様の

症状が存在することを確認し、指標としての

有効性を示した。また、これらの樹種では汚

染地域でしばしば異常落葉現象が認められて

おり、その特徴的な現象がオゾンの暴露実験

で再現できること、そして、その発現機構は

オゾンの吸収に伴い生成される内生エチレン

によるととを明らかにし、光化学オキシダン

ト汚染に対する有効な指標となることを裏付

けた。また、大気汚染に最も敏感な植物群で

ある樹皮着生蘇苔類の分布調査を行い、東京

都の大気汚染地図を作成した。

2. 3. 3 指標植物による配置法・空気浄化

チャンパー法

土壌条件などの環境要因の影響を除去して

大気汚染の影響をより的確に把握する方法と

して配置法及び空気浄化チャンパ一法を採用

した。前者については汚染度の異なる東京都

内と周辺で、ケヤキ苗のポットの配置試験及び

岡山県水島地区のコンビナートにおいて汚染

源から距離を変えてアカマツ、スギ、ヒノキ

のポット苗を配置し、二酸化硫黄をはじめと

した大気汚染の被害が配置した位置によって

異なることを確認し、汚染程度の評価に有効

であること実証した。後者については、二つ

の透明なチャンバー内にそれぞれに指標とす

る植物検体を配置して、一方には外気をその

まま導入し、もう一方には活性炭フィルター

で浄化した空気を導入する装置を野外に設置

して検体の反応から汚染の状態を評価する方

法である。検体としで樹木の幹に着生する蘇

苔類とケヤキやポプラの苗木を用いた装置を

作成した。前者は、装置が小型で配置しやす



く、汚染に対する感受性は一般の樹木に比べ

て高いため、汚染環境の短期的な指標として

利点がある。そこで、ブリオメーターと命名

し、生物計器として実用新案を取得した。後

者では装置は大型になるが可視被害のみなら

ず不可視被害を苗木の成長で検知できる。こ

れらの方法で大気汚染による植物被害の存在

を実証した。 （井上倣雄・持田 宏）
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農林漁業における環境保全的技術に関する総合研究

1.研究の経過

昭和30年代後半から40年代中頃にかけて日

本経済が著しく成長した反面、大気汚染、水

質汚濁等の公害問題が指摘されるようになり、

農林漁業についても、自然及び人間環境の保

全という立場から見直しを行い、生産機能と

の調和を図る必要に迫られた。

そこで、 1973（昭和48）年から 5年間、農

林水関係60場所が参加して農林水産技術会議

別枠研究「農林漁業における環境保全的技術

に関する総合研究Jが行われた。目的は、農

林漁業の環境保全機能の計量、環境保全から

みた農林漁業技術の再評価と代替技術の提示、

土地利用における科学的指標や考え方を明ら

かにすることなどである。その後、外部イン

パクトによって農林水産生態系の保全機能が

うける影響の定量的評価、保全機能を維持増

進させる技術の開発を目的とした「農林水産

業のもつ国土資源と環境の保全機能及びその

維持増進に関する総合研究Jに引き継がれた。
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2.農林漁業における生態系の変動

2. 1 道路開設の影響

路線の伐聞によって風当たりが急に強くな

ると風害が発生する。林内稚樹にも被害が発

生するので、被害立木を残存させることで拡

大を防ぐ。捨土石や雪の吹き溜まり、除雪に

よる雪堤によって林床植物や林木に被害が生

じる。土壌動物も捨土裸地や伐開裸地で非常

に少なくなる。林内への影響を指標種で見る

と5～20mとなる。これは排気ガスより植生

の有無の影響が大きい。

2. 2 森林施業による生態系変動

栃木県高原山地区の太平洋型ブナ天然林及

びヒノキ人工林の調査から、土壌をよく緊縛

する植生はスゲ類、ササ・タケ類、シダ類で

あり、林木では針葉樹より広葉樹の方が表土

保全機能が高い傾向にあり、伐採直後のブナ

伐根（径40cm）の引き抜き張力が30トンあっ

たが10年後にほとんど張力がなくなる。



北海道の針広混交天然林の伐採と人工林化

に対して、林床植生が一時的に減少するp、

伐採翌年には38%まで回復した。落葉落枝量

は針葉樹林と広葉樹林で差がないが、針葉は

広葉より分解しにくく、 Ao層として堆積す

るため、土壌中への養分還元は針葉樹の方が

遅くなる。東北のブナ天然林の暗色系褐色森

林土は伐採によって表層の有機物の急激な分

解、一時的な塩基の増加、表層の透水性低下

が観察された。トラクター運材や放牧の影響

をうけた所では植生回復が遅い。九州の照葉

樹林及びスギ人工林の調査で落葉量の季節変

化パターンは常緑広葉樹林では春型、落葉広

葉樹林及びスギ・ヒノキ林では秋型であった。

落葉落枝中の養分量に対するAo層中の養分

現存量の割合は窒素が最も高くカリが最も低

動物と植物の相互関係では、烏の営巣材料

に林内のコケ類が関係すること、冬の越冬見

虫期が人工単純林より混交林や天然林で豊富

であり、鳥類にとって安定した生態系である

こと、さらに、林縁にヤブや低木類を残すこ

とが鳥類生息に望ましいことなどを明らかし

た。天然林を皆伐すると草食性のエゾヤチネ

ズミが増加するが、地ごしらえ、下刈りなど

もネズミ類の種類に影響する。ブナ天然林の

伐採により豊富な鳥類相が一時的に皆無状態

になり、幼齢林では草原性や林縁性のものが

多くなった。照葉樹林を皆伐して人工林化す

ることにより植生が単純化し、昆虫群も単純

化する傾向が認められた。

若干高く、樹冠遮断量（率）は両試験地問で

顕著な差がなかった。

2. 2 重金属が林地生態系に及ぼす影響

公園緑地及び社寺境内の土壌に含まれる鉛、

カドミウム、銅、亜鉛の濃度の変動域が広く、

重金属による土壌汚染の著しい所もある。銅

は住宅地域でも含有量の高い所があるが、ほ

かの重金属は住宅地域での濃度が比較的低い。

土壊中の重金属濃度が高くとも、植物体の

含有量が多いとは限らない。蘇苔類の体内に

含まれる銅と亜鉛は土壌に含まれている濃度

より高く、濃縮があるらしい。広葉樹林内の

カドミウムはAo層に多く分布していた。汚

染地区ではミズナラの樹皮のカドミウム濃度

が高くシイタケ原木としての利用は検討を要

する。

3 環境保全機能の解明

3. 1 水保全機能

針広混交天然林の最大浸透強度は草原や牧

草地の 5～10倍、 30cmまでの表土層の重力

水貯溜容量も 3倍であった。天然林地の地表

はその凹凸によって大きな貯水容量を持つ。

ブナ天然林の平均地表流出率は約 1%、大雨

時でも約2%であった。スギ、ヒノキ人工林

で皆伐・更新の繰り返し回数と散水型浸透計

による浸透能との間で明瞭な関係は見られな

かった。スギ人工林の樹冠遮断率や樹幹流下

率は照葉樹天然林より大きい傾向があった。

水収支調査では樹冠遮断量、地表流出量、 3. 2 土地保全機能

林地浸透能などがブナ天然林とヒノキ人工林 土砂崩壊防止機能は林木の根系の緊縛作用

で異なること、火山灰土壌の林地の中間流の と土砂の落下抑止作用による。森林伐採後の

速さが森林の種類より土層の構造に影響され 経過年数とともに更新樹の根系の緊縛力が増

ることなど、また、地表変動調査では森林は 加するが、伐採根の緊縛力低下も伴うため、

山地崩壊、山地土壌侵食いずれにも軽減効果 伐採後10～20年後に抵抗力の低下が存在する。

があることを明らかにした。水収支を照葉樹 温帯林の林相別侵食土量測定結果では、ブ

林とスギ人工林で比較すると、樹幹流下量は ナ天然林の侵食土量が最も少なく、伐採跡地、

スギ林で高く、地表到達量は照葉樹林の方が ヒノキ壮齢人工林の順に多くなる。ヒノキ林
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の林床植生量を低下させないよう、適切な密

度管理が必要である。全国の崩壊発生地をみ

ると、有林地（新植地を含む）の崩壊面積割

合は無林地の約 1/2であった。

~- 3 都市の気候緩和機能

気温に及ぼす樹林地の影響はそれほど広範

囲ではないので、樹林地の都市気候緩和機能

とくに気温への効果を期待するには規模の大

きな樹林地を小数設けるよりは、小さな樹林

地を多数散在させる方が効果がある。

3. 4 大気静化機能

人間に有害とされる10μ,m以下の径浮遊粒

子状物質を含んだ風が幅40～50mの広葉樹林

帯を通過する聞にろ過されて粒子状物質が減

少する割合は10～30%程度であった

3. 5 防音機能

森林の騒音減衰機能は奥行きの深い森林で

は明確に識別できる程度の効果を持つが、並

木程度の幅の狭い樹列ではあまり期待できな

い。音源側林縁付近では騒音は林木からの反

射音のため増加する場合もある。森林による

騒音減衰作用は高周波数帯域で大きく現われ、

中心周波数8,OOOHzの帯域の音を最も良く減

衰させる。

3. 6 生物保全機能

森林の中層、下層植生の有無及び林床植生

の多様性がそれに付随する昆虫相にも関連し、

鳥類保護機能に果す役割が大きい。林相では、

針葉樹林の占める割合が多くなるにつれて生

息種数が減少する傾向があるが、針葉樹林、

広葉樹林、混交林がほぼ同面積で混在する場

合に最も種数が多くなった。

4.環境保全的土地利用技術と管理方式

4. 1 農林漁業における環境保全指標

環境保全指標は、環境に関する多くの情報
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を体系的に捉え、環境保全の目的に対する評

価を単純明快に行うものである。水源かん養

に関する林地の重要度評価では、土壌型、母

岩の種類、傾斜、標高との関係が重要であっ

たことから、これら 4要素の合計評点によっ

て林地の水源かん養に関する重要度を評価す

ることができた。

4. 2 林地における土地利用技術と管理方式

腐植の分解促進や養分循環の円滑化の観点

から針葉樹林に広葉樹を混交させることは望

ましい。自然環境がきびしい所では皆伐面積

を5ha以下とし、更新は母樹保残の天然下種

更新か漸伐・択伐的取り扱いにより確実な更

新を図る。スギ・カラマツの人工造林は土地

条件の良好な所に限り、急峻多雨の条件下で

は皆伐一斉林施業より、複層林施業が環境保

全・地力維持のために望ましい。今後の森林

施業の具体的方向として長伐期高蓄積森林の

造成、小面積施業、天然林施業の充実、非皆

伐施業の確立などがあげられ、関西の都市近

郊林の造成ではスギ・ヒノキの造林地に広葉

樹の導入を図るか、または直接広葉樹を造林

する。立地条件の悪い所ではアカマツ林から

広葉樹林に転換させていくことを提言した。

荒廃林地では根粒樹木による早期緑化から

恒久的な樹種に転換させる。林分維持のため

禁伐を原則とし、場合によっては耐陰性樹種

の下木植栽が考えられる。

5.今後の展望

森林施業が適切であれば、施業に由来する

インパクトも森林生態系の持つ環境容量の限

界内に収まり、水土保全そのほかの公益的機

能を損うことなく木材を保続生産することが

可能である。一般的に環境保全上好ましいの

は、長伐期の非皆伐施業により複層林型を維

持することと考えられているが、今後の森林

はこれまで以上に木材生産林あるいは環境保

全林として期待が高まると考九られ、地域の



気候風土や木材需要に応じた多様な森林の存

在が必要である。たとえば、長伐期待と短伐

期林、針葉樹林と広葉樹林、単純林と混交林

など各種の組み合わせによる経営が求められ

るようになるであろう。そこで、多様な森林

状態のそれぞれの容量限界を地域毎に立地条

件毎に具体的に把握しておかないと、生産活

動が活発になるに伴い限界を越えたインパク

トが加わる森林も出てくる危険がある。各種

の条件に対し安全に対処できるよう従来の成

果を整理し、足らざる部分を補い、容量限界

の具体的把握を指向した研究がさらに展開さ

れることを期待する。 （時田 宏）

文献

1)農林水産技術情報協会 (1980）：人間環境としての農林生態系一環境保全と評価一， 1-222

2）林業試験場 (1971）：保健保全林ーその機能、造成、管理一，林試研報， 239,1-139 

3）只木良也 (1974）：生活環境保全のための森林，わかりやすい林業研究解説シリーズ， 54,1-75, 

林業科学技術振興所

人工林の非皆伐施業（複層林施業）に関する研究

1.複層林施業の研究推進の経緯

，戦後の復興期から高度経済成長期にかけて

木材は不足物資であったo 木材価格の高騰は

日本経済の足を引っ張るものとして、 1960（昭

和35）年前後から拡大造林政策が推進され、

それに伴い大面積皆伐の一斉更新施業が広く

進められた。これは日本の高度経済成長と軌

をーにするものであったが、 1970（昭和45)

年に公害問題（環境問題）が一気に噴出した

のに伴って、大面積皆伐にも批判の声が高

まった。それに応えるべく非皆伐施業の研究

が始まったといえるが、関西、四国、九州の

西日本3支場の造林研究室では、その2、3

年前頃からすでにその研究を経常研究として

着手していた。

非皆伐施業への関心の高まりと、西日本3

支場の研究成果を踏まえて、全場的な造林分

野のプロジェクト研究「人工林の非皆伐施業

に関する研究Jが1975（昭和50）年度から 5

年間にわたり実施された。その成果は1983（昭

和58）年に林業試験場報告323号にまとめら

れている 1)。一連の研究の推進者は関西支
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場の早稲田牧、四国支場の安藤貴、九州

支場の尾方信夫の諸室長であった。

このプロジェクトのスタート時点までは、

f非皆伐施業Jと呼ばれていたものが、 1980

（昭和55）年頃から「複層林施業j という呼

び方に変わっていった。その理由は必ずしも

明確に説明されていないが、当初の大面積皆

伐への批判に応える意味からの「非皆伐Jと

いう呼び方に対して、常に森林に覆われてい

るという、より良いイメージの呼び方へ行政

的にシフトしたように思われる。

2.研究の内容

プロジェクト研究のタイトルのとおり、対

象は人工林であり、そのほとんどがスギとヒ

ノキの人工林であった。表－ 1の研究項目と

分担からプロジェクト研究の枠組みが把握で

きる。この研究項目から複層林施業に関する

当時の研究は、ほとんどが複層林の造成に関

するものであったことが分かる。全体を通し

て重要なテーマは、「林内の光環境と下木ま

たは雑草木の成長Jであった。そこでまず林



表－ 1 プロジェクト研究項目と担当

本場 東北支場 関西支場 四国支場 九州支場

除草剤研 造林第l研 造林第2研 土じよう研 造林研 造林研 造林第2研

1.光環境の測定方法

1 全天空写真の利用 。 一 一 一 。 。 一
益 照度積分計の開発 。 一 一 一 。 一 一
温 ジアゾ感光紙照度積算計開発 一 一 一 一 一 。 。

2.光環境の変動

1 測定条件による光環境の変動 一 一 一 一 。 一 。
垣 間伐後の相対照度 一 一 一 一 一 。 。
直 光環境の経年変化 。 一 。 一 。 。 。
iv 林分構成因子と光環境 一 一 一 一 一 一 。

3.庇陰下における樹木品種の生態特性

1 スギクローンの耐陰性 一 一 一 一 。 。 。
話 下木の光環境と成長 。 一 。 一 。 。 。
温鹿陰蹴験 。 一 一 一 。 。 。
iv ヒノキの陰湿害 一 一 一 一 一 一 。

4.底陰下における雑草木の再生量と下刈り 。 一 。 一 。 。 一の要否

5.複層林の林分構造と成長 一 一 一 一 。 。 一
6.複層林の寒害防止効果 一 。 一 。 一 一 一

研究担当者：主査：森下義郎（四国支所長）、副査：蜂屋欣二（本場造林部長）、事務局：安藤貴・宮本倫仁（四国支場）
（所属肩書きは当時）

内の照度をどのように測るかが問題となり、

照度計のほかに、全天空写真やジアゾ感光紙

などの利用技術の実用化が図られた。また、

積分照度計の開発も図られた。「林内光環境

の変動Jは最も中心となった研究課題であっ

た。それは「庇陰下における樹木品種の生態

的特性Jと「庇陰下における雑草木の再生量

と下刈りの要否Jとセットとなったもので

あった。

3.研究の成果1)

林内の光環境とスギやヒノキなどの成長と

の関係については、ほぽ明らかになった。そ

k の結果、林内照度をどの辺りの範囲で維持す

ればよいか、そのためには（複層林の造成段

階において）林分密度をどの程度に管理して

いけばよいのか、おおよその目安がつかめる

ようになった。上木の収量比数（最多密度線

に対する相対的な混み合いの度合い）や形状

比 （HID）などと林内の光環境との関係から、

上木の密度管理をどの程度にしていけばよい

かの指針が得られるようになった。ただし林

齢段階によって収量比数や形状比の意味が異
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なり、そのことを含めた吟味は今後とも必要

である。

林内光環境の変動は、若齢林においては、

間伐後の再閉鎖の速度がかなり早いため、相

対照度の低下速度の早いことが分かつた。再

閉鎖の速度が早いこととともに、上木の経済

価値が乏しいことなどのために、若齢段階の

森林において複層林を造成することには無理

があるということが分かつてきた。長年維持

されてきた典型的な複層林（択伐林）の構造

と成長の事例についての資料も得られ、下木

と上木の成長特性と、下木から上木への成長

の移行過程などが把握できた。光環境が低下

すると下木は樹高成長よりも枝の伸長成長が

相対的に高まり、結果として傘型の樹形を呈

するというような成長形態の変化なども分

かった。林内光環境と下木の成長の関係を明

らかにしたことはこのプロジェクト研究の最

大の成果であった。

このプロジ、エクト研究の成果を受けて、国

が都道府県の研究を助成する大型プロジェク

ト研究「複層林の造成管理技術の開発Jが

1989 （平成元）年から 5年間実施され、その



成果が1996（平成8）年に報告されている。

そこでも光環境と下木の成長の関係資斜がさ

らに多く集められた。また、上木の収量比数

や形状比と林内の光環境との関係のさらに詳

しい情報が集まった。当プロジェクト研究と

その後の研究の成果を踏まえて、このプロ

ジェクトに参加した人たちの多くが、複層林

施業の普及に向けて研究成果をさまざまな形

で取りまとめている。

4. このプロジェクトから得られたもの

この研究の意義は、単純一斉林施業から多

様な森林施業の展開の研究への第一歩にあっ

たといえる。上述した研究の成果とは別に、

この研究を通して、当初考えていたことと異

なることがいくつか分かつてきた。そのこと

がその後の施業技術の発展に大きな役割を果

たしているものといえる。複層林施業の研究

開始当初は、「まず簡単な二段林施業から始

めようJということであったが、耐陰性が同

じか類似した樹種同士（例えばスギとスギや

スギとヒノキ）の二段林を長期に維持してい

くということは困難な施業だということが分

かつてきた。自然状態において、同じ程度の

耐陰性の樹種同士の安定した二段林が見られ

ないことはそれを示唆するものである。

若齢段階の森林は、林内が暗くて下層植生

が成立しにくく、間伐をしても再閉鎖速度が

早く、そのために二段林や多段林は維持しに

くいことが分かつたが、若齢林の間伐後の林

内照度の低下速度の早さが実証されたことは

無駄なことではなかった。なお、若齢林の複

層林への誘導は、上木の経済価値が乏しい段

階で、下木を傷めないように伐出しなければ

ならないという、コスト的な問題からも普及

性の乏しいことが分かつた。

当初は、高度な技術を要すると思われてい

た、択伐林施業（伐ったらその跡に複数の苗

木を植栽する方式）の方が、実は簡単なので

はないかということが分かつてきた。それは

生態学的に見たギャップ形成の更新機構に照

らしても説明できることである。このことを

始めとして、研究の当初に生態学的な階層構

造の成立機構をもっと研究すべきであったと

思われる。当時としてはそこまで認識が至っ

ていなかったが、このプロジェクトによって

生態的な構造の見方の必要性が分かつてきた。

複層林施業における研究の生態的なベース

としては、天然林の撹乱と時間の経過に伴う

林分構造の発達段階の法則性を把握し、その

応用として伐採方式と林分構造の動態を解析

するというプロセスが必要だということが分

かつてきた。そうすれば複層林施業は長伐期

多間伐施業の延長上に展開されるものという、

考えがより明確になろう。

非皆伐施業のプロジェクト研究は、その後

の複層林施業の研究の大きな土台となった。

近年、複層林施業の研究は、単木択伐のほか

に群状択伐や帯状択伐、そしてそれらをミッ

クスさせたものや、広葉樹との組み合わせな

ど、幅広い手法が展開されている。それらも

このプロジェクト研究の流れの上にあるもの

といってよい。現時点では複層林施業の実践

には、林齢が若かったり、路網が未整備であ

るなど多くの制約があるが、持続可能な社会

の構築に向けて複層林施業の意義は高まって

いくものと思う。複層林施業のプロジェクト

研究には不足した点もあったが、未来に向け

ての第一歩を踏み出したことは大きな意味を

持つものであったム （藤森隆郎）

文献

1)複層林施業研究班 (1983）：人工林の複層林施業に関する研究，林試研報， 323, 218pp. 
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農林水産業における自然エネルギーの効率的利用技術に関する総合研究

1.研究の背景と目的

1970年伏に至り、資源・エネルギー問題、

環境問題、都市問題等の複雑かつ困難な問題

が続出し、これらの諸問題を早急に解決する

とともに、国民生活の向上に寄与する革新的

技術の開発が強く求められた。このため、農

林水産技術会議事務局は、これらの要請に応

えるべく産官学の連携による長期的かつ大規

模なプロジェクト研究を構想した。その一環

として、 1978（昭和53）年度から1987（昭和

62）年度までの10ヵ年計画で「農林水産業に

おける自然エネルギーの効率的利用技術に関

する総合研究（グリーンエナジー計画）J .を

実施した。この研究は、光合成能力の向上や

生物的窒素固定の有効化等、植物体そのもの

が持つ物質生産能力を向上させるとともに、

太陽エネルギー等の自然エネルギーを一層積

極的に利用することにより、化石エネルギー

に大きく依存している農林水産生産技術から

脱脚し、革新的な技術体系を開発することを

目的とした 1）。

この総合研究は、国立試験研究機関をはじ

め、都道府県の試験研究機関、大学、民間等

の多くの研究分野が関わる多岐にわたる学際

的な研究であるため、以下の五つの研究系を

設定して研究を推進した（表ー 1）。

2.研究の経過と成果

2. 1 研究系と担当課題

林業試験場（当時）では、それぞれの系で

以下の課題を担当した（表ー 2）。

2. 2 主要な研究成果

2. 2. 1 I系の主な研究成果

I系では、自然エネルギーの分布の把握、

農林水産業におけるエネルギー消費実態の把

握と問題点の指摘、効率的生産を営むための

資源管理の基本計画の策定を研究目的とした。

林業試験場では、木材工業の中でも製材業、

合板製造業、集成材製造業を対象として、各

生産要素をエネルギー尺度に換算し、その投

入量と産出効果について研究を行った。その

結果、製材業については、製品 1m3当たり

の総エネルギー投入量は大規模工場ほど、ま

た、国産材工場より外材工場が省エネルギー

型であり、全国の製材工場で年聞に投入され

る総エネルギー量が約23兆kcalであることを

明らかにした。合板製造業については、廃材

の約63%が燃料として自家消費されること、

直接エネルギーの中で製品 lm3当たりの消

費量が最も多いのは木屑エネルギー（平均約

46万kαI)であり、続いて重油エネルギー（平

均約26万kαI)、電力エネルギー（平均約22

万kαI)の順であること、全国の合板工場で

年聞に投入される総エネルギー量が約16兆

kcalであることを明らかにした。さらに、集

成材製造業については、廃材の約71%が燃料

として自家消費されること、製品 lm3当た

りの総エネルギー投入量は229～517万kcalで

あり、全国の集成材工場で年聞に投入される

総エネルギー量は約 1兆kcalであることを明

らかにした。

表－ 1 研究系

I系 エネルギーの分布と利用系（昭和53～57年度、一部62年度まで）
E系物質固定系（昭和53～59年度、一部62年度まで）
E系 生産環境制御系（昭和54～56年度、組み替えにより57～62年度まで）
W系 補助エネルギー変換利用系（昭和53～59年度）
V系生産技術系（昭和56～62年度）
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I系

E系

E系前期
（昭和54～56年度）

E系後期
（昭和57年度以降）

V系

表－ 2 研究系ごとの担当課題

「林業における生産工程とエネルギー利用実態の解明J（経営部経済研）
「木材の加工過程はおけるエネルギー利用実態とその評価J・（木材部製材研）
「木材工業における廃棄物の処理実態の解明とその評価J

（木材利用部廃材利用研）

「植物根面の内生菌と根粒との関係J（土じよう部土壌微生物研）
「植物群落の反射電磁波特性の計測手法の開発J（経営部航測研）
「水分環境による光合成の変化と樹種による適応性の違いj

（造林部造林第1研）
「スギにおけるエネルギーの効率的利用に関する遺伝育種的解析J

（造林部遺伝育種第1研・第2研・第3研）

「林木葉の光学的性質と群落の放射環境J（防災部気象研）
「系における熱・水蒸気・炭酸ガスの輸送過程の解明J（防災部理水第2研）
「系における炭素・窒素の収支の解明J（土じよう部土壌第3研）
「系における太陽エネルギー利用の季節的・年次的変化J（造林部造林第2研）
「林地植生における遷移機構J（造林部植生研）
「系における物質とエネルギーの流れのモデル化J（防災部理水第2研）

「間伐による光質、光量の変動」（防災部気象研）
「間伐による熱、水分環境の変動J（防災部理水第2研）
f間伐による尿素、窒素の動態の変動J（土じよう部土壌第3研）
「間伐による林分構造と物質生産の変動J（造林部造林第2研）
「間伐による林内植生の変動J（造林部植生研）

「茨城林業における生産システムのエネルギー利用実態解析J
（機械化部作業第1研、作業第2研）

「対象地区におけるに自然立地条件と樹種の選択配置J（土じよう部地質研）
「施業技術の類型化と省工ネルギー的改善J（造林部造林第2研）
f木材生産における効率的生産システムの実証と評価J（経営部）

2. 2. 2 E系の主な研究成果 は、細菌数が増加すること、マツ、カラマツ

の木炭及びイナワラ炭では成長阻害が少なく、

モミガラ、マメガラ、ヤシガラ等の炭で成長

阻害がみられることを明らかにした。

E系では、生産力の飛躍的向上を図るため、

自然エネルギーの効率的利用による物質固定

能力の増大を中核とする革新的技術の開発を

研究目的とした。

林業試験場では、水分環境による光合成の

変化と樹種による適応性の違いを明らかにす

るため、ミズナラ、ダケカンパ、ウラジロモ

ミの葉の水分特性に関する研究を進めたo そ

の結果、ミズナラとダケカンバの水分特性は、

成長・成熟過程、成熟葉、落葉前の 3時期で

異なり、ウラジロモミでは成長・成熟過程と

成熟葉の時期に分けられること等を明らかに

した。このほか、マメ科植物の根に共生する

内生菌根はリン酸の吸収を高め、根粒形成と

窒素固定能を高めることに役立つている。そ

こで、これらの共生微生物を選抜し、木炭等

の資材を使用して土壌中で増殖させ、利用技

術の開発を図るための研究が行われた。その

結果、樹皮炭をすき込んだ土壌の微生物相で
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2. 2. 3 E系の主な研究成果

E系では、生産環境の成立機構の解明と好

適生産環境の作出を研究目的とした。

林業試験場では、東京営林局笠間営林署管

内天岳良国有林38林斑に小班（現天岳良共同

試験地）（茨城県西茨城郡岩瀬町）の31年生

ヒノキ人工林に共同試験地を設定し、 1982（昭

和57）年11月と1984（昭和59）年12月にそれ

ぞれ本数、材積ともに24%、25%の2回の間

伐を行い、間伐前後の林内光質、熱と水分収

支、炭素・窒素の動態、林分構造と物質生産、

林内植生等の変化について研究を推進した。

林内光質に関しては、間伐を行うと放射量

率は各波長ともに明るい方へ移動するが、移

動程度に波長の差は少なく、スペクトルの傾

向は間伐前の傾向に近似することを明らかに



した。また、林内に最も透過しにくい675nm

光の強度を分母とし、透過しやすい800nm光

を分子とする強度比と葉面積指数の関係を解

析した結果、強度比と葉面積指数との聞には

直線関係が成立することを明らかにした。

熱と水の収支に関しては、 2回の間伐後に

全短波放射量に対する反射短波放射量の割合、

降雨量に対する樹幹流下量の割合が減少し、

吸収短波放射量に対する純放射量の割合、降

雨量に対する樹冠通過雨量の割合が増加する

ことを明らかにした。また、これらの変化と

林分構造との関係を解析した結果、その変化

を林冠の閉鎖程度の関数として表現できるこ

とを明らかにした。

炭素と窒素の動態に関しては、地上部と地

下部の固相、液相、気相を幾つかのコンパー

トメントに区分したフローモデルを作成し、

これに沿って炭素と窒素の動態を解析した。

その結果、間伐によって林内に放置された枝

条は年間リター量の約3倍に相当すること、

間伐時に林内に放置された枝条の下では、温

湿度や土壌水分張力等の変化が放置されな

かった部分に比べて小さく、窒素の無機化の

進行や土壌呼吸に伴うCO2濃度の上昇が顕著

に認められること、林内雨や樹幹流によって

地表面にもたらされる炭素量と窒素量は、落

葉落枝として地表面に還元される量のそれぞ

れ約3%と50%に達すること等を明らかにし

た。また、枝条が放置されなかった部分でも、

炭素と窒素の輸送過程は間伐前と大差ないレ

ベルで推移することを明らかにした。

林分構造と物質生産の変化に関しては、間

伐によってヒノキの純生産量が減少し、下層

純生産量が増加し、その合計量は減少するこ

と、両者の関係は間伐の強度及び頻度によっ

て変化し、ヒノキ純生産量が同じでも間伐が

弱度で、かつ、頻度が高いと下層純生産量が

増加し、最大10数%の違いが生じることを明

らかにした。また、下層植物群落の発達を促

すには、木材生産量をある程度犠牲にする必
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要があり、林内照度を 2%以上とするように

間伐することが望ましい。しかし、葉量を約

9t/ha以下に減らすことは生産量を著しく減

少させるので避けるべきであるとした。

林内植生の変化に関しては、間伐によって

林内照度は6%程度に回復するが、 3年後に

は4%に減少すること、間伐による光環境の

好転によってキイチゴ類、タラノキ、アカメ

ガシワ、ススキ、チジミザサ等の先駆性の草

本や木本類が侵入し、林床植生の種数、被度

ともに増加して間伐後4年後にピークに達し、

その後減少することを明らかにした。また、

林床植生の地上部現存量は、間伐後5年目に

乾重で50g/m2となり、その中でもキイチゴ

類の占める割合が50%と高い割合を占めた。

林床植生によるリターの供給量は0.25t/ha ・ 

yr.と推定された。

このように、 E系では共同の試験地で各方

面から間伐前後のデータを集積し、間伐によ

る光やエネルギー、水や炭素、窒素等の動態

の変化を明らかにするとともに、林分構造や

生産量、林床植生の変化等について貴重な成

果が得られた。現在に至るも間伐による森林

生態系への影響の解析という面では、これら

一連の成果に比肩するものはなく、貴重な研

究事例となっている。

2. 2. 4 V系の主な研究成果

V系では、自然エネルギー分布の地域性の

中でそれぞれの立地する環境条件、社会経済

的条件を最大限に活用して適作目の導入と適

正配置を図り、自然エネルギーの効率的利用

を推進して、化石エネルギーへの依存度を極

力低減しながら土地生産性の可能な限りの増

大を実現するためのシステムの確立を研究目

的とした。

林業試験場では、全国を北部、中部、南部

に区分した地域性の中で中部の茨城県八郷地

域を対象とし、森林土壌の分布と樹種選択、

樹種毎の生産量、各施業類型のエネルギー収

支と経済性に関する研究を推進した。



土壌分布と樹種選択に関しては、八郷町全

域の山地、丘陵地等の林野土壌の形態申特徴

を把握し、これらを母材、層の厚さ等によっ

て細区分して14の土壌単位を設定した。その

中から林業の対象となり得る11の土壊単位に

標準地を設定し、スギとヒノキの地位指数を

求めた。また、 1・/25, 000の土壌図を作成し、

土壊単位毎の分布面積を算出した。これらの

結果、全林地のうち69%が山地に位置し、丘

陵地や台地には31%の林地が存在すること、

大部分のヒノキ林の地位指数が比較的大きい

こと等を明らかにした。

樹種毎の生産量に関しては、立地条件に応

じたスギ林とヒノキ林の配置及び号れらの施

業体系の策定を行い、材積を算出じた。その

結果、施業体系を集約度の高いものから順に

集約、普通、組放の 3段階に区分したスギの

ha当たり主間伐材積収穫量は、集約、普通、

組放のj慣に888、834、800m3となり、材積収

穫としては10%以内の差であることを明らか

にした。また、ヒノキの場合は、同様に652、

689、701m3で7%以内の差であることを明．

らかにした。スギでは集約度が増すほど収穫

材積量が増加するのに対して、ヒノキではそ

の逆の傾向を示すことについては、収量比数

の維持範囲に違いがあること、スギの方が成

長がはやいので多くの間伐によっても空間ロ

スが少ないためと推定している。さらに、地

位中の普通施業の主間伐材積収穫量は、スギ

660m3、ヒノキ538m3となり、樹種毎には最

大27%、地位毎には最大22%の材積収穫量の

差がみられることを明らかにした。エネル

ギー効率の面からは、投入作業量が植栽後10

～15年目位までに集中する一方、成長は80年

ギー投入／算出比は、スギで75～95、ヒノキ

で70～85となり、集約度別には粗放施業の場

合が最も高い値を示し、産出レベルが多少低

下しても極力省力化を図り自然力に任せた方

がエネルギー収支の面からは効率的であるこ

とを明らかにした。また、一般的な指標であ

る内部収益率でみると、伐期を80年とした場

合、スギで3.3～4. 7%、ヒノキで3.7～5. 2% 

となった。集約度別に比較を行うと、スギは

集約施業より普通施業の場合に、ヒノキは普

通乃至粗放施業の場合に最も経済効率性が高

まる傾向がみられた。さらに、各種作業の省

力効果では、下刈り、枝打ち、間伐の順に大

きく、特に下刈りについては労働投入量を

10%省くと内部収益率が絶対値で0.06高まる

ことを明らかにした。

3.今後の研究展開

本総合研究では、「自然エネルギー」とい

うキーワードのもとに、延ぺ10年間という多

大な時間と労力を費やして研究を行い、幾多

の貴重な成果やデータが得られた。農林水産

業の中でも、とりわけ自然エネルギーに依存

する割合の高い森林・林業において、この研

究で得られた成果や基礎的データは貴重なも

のである。特に、 E系では、 1箇所の共同試

験地を対象として、間伐による影響を多方面

から解析しており、その成果は今なお他に類

をみないものとなっている。また、木材産業

に関わるエネルギーの投入、廃材の利用によ

るエネルギーの消費等についても貴重なデー

タが得られている。さらに、茨城県八郷町を

対象としたV系の研究成果も施業とエネル

ギーの投入、経済性等の解析等の面で貴重な

を過ぎても継続することから、伐期50年生以 ものである。

下の短伐期では効率が低いとしている。 現在では、本総合研究が開始された昭和50

施業類型のエネルギー収支と経済性に関し 年代始め以上に化石エネルギーや原子力エネ

ては、立地別、樹種別、生産目標別の各施業 ルギーに依存する割合が高くなっている。ま

類型について、エネルギー収支と経済性の面 た、温暖化等の地球環境問題が大きな社会聞

から計数的評価を行った。その結果、エネル 題となり、循環型社会への移行が急務となっ
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ている。そのため、本総合研究で得られた誇

るべき成果を見直すことは、「自然エネル

ギーJに強く依存する森林、林業、木材産業

に関連する試験研究の今後を展望し、さらな

る深化、発展に寄与するものと確信する。

（加藤正樹）
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バイオマス変換計画

1.研究の背景

「生物資源の効率的利用技術の開発に関す

る総合研究J（バイオマス変換計画）は1981（昭

和56）年度から始まった農林水産技術会議の

大型別枠研究である。 1974（昭和49）年の第

1次オイルショック、 1978（昭和53）年の第

2次オイルショックと 2度の石油危機を経て、

化石燃料資源の有限性、地域偏在性が認識さ

れるとともに、資源やエネルギーに逼迫感の

ある社会では、経済活動もそれに大きく左右

されるとの意識が生じ、代替資源、代替エネ

ルギーの開発に関心が高まった。そうした中

で農林水産業に関わる生物体、いわゆるバイ

オマスは、太陽エネルギーのもとで再生産機

能を有する資源として再認識されるに至り、

食料・飼料・工業原料・エネルギーなどに効

率的に変換を図り、有効利用していこうとい

う視点から取り組みがなされた。

特に、木材はバイオマス資源としては確固

たる地位を占めており、本プロジェクト推進

上も中核となると目され林業、林産関連研究

への期待は高かった。このプロジェクト化に

林業分野を代表して企画立案に取り組み、そ

の後も積極的に研究を推進した 1人が当時の

造林科長であった佐々木恵彦であった。

ここでは、①生物資源評価系（現存の生物

資源量を評価。特に成長量、再生産可能量を

明らかにし、持続可能な生産に環境保全的な
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立場を含めて利用可能量を推定）、②新資源

導入系（現存の資源が豊富なほか、生産力が

高く、しかも有用成分の含有率の高い植物を

導入し、積極的な造成を図る。高成長で、各

種変換の容易な樹種の短伐期多収穫技術の開

発）、③素材化系（変換に至る前処理法の系で、

薄く広く分布するバイオマス資源の効率的な

収穫・運搬技術の開発及びリグノセルロース

系素材を物理、化学、生物的な処理で木材の

成分を効率的に分離する技術の確立）、④変

換系（資源を効率的に変換し、付加価値を高

め有効に利用する技術の開発で、ローカルエ

ネルギー化技術や有用成分の一貫抽出分離法

の開発）⑤共通基幹系（変換に必要な基本的

な技術の開発、特にバイオマズ資源の変換に

必要な微生物、酵素の利用技術の開発と省力

的な膜濃縮技術の適応）⑥地域利用系（研究

成果の総合化と地域社会へのシステム応用化

研究）と六つの研究問題から構成され、これ

らを有機的に関連づけた研究を行うために、

I期（4年）、 E期（3年）、 E期（3年）に

分かれて10ヵ年の計画で推進された。

1. 1 研究体制

このような枠組みの中で、研究の効率化の

観点から、資源の探索、造成から、変換、利

用まで一つの流れのように研究を行う体制が

必要とされ、それぞれの対象ごとに研究チー



ムを編成することとした。林業・林産関係で

は、林産資源変換チームや資源評価汚ーム、

基幹技術チームなどがそれにあたる。特に林

産資源変換チームが林業・林産に関する研究

の中心となり、新樹種生産サブチームでは、

ポプラ、カンバの超高密度超短伐期林の造成

技術の開発、ササ類の繁殖、再生の研究、ギ

ンネム、アカシア、ユーカリ等の暖地性樹種

の特性把握、さらに、ササの収穫、搬出技術

’の開発、ポプラ・カンパ短伐期林の収穫機械

の開発などがなされた。新樹種変換サブチー

ムでは、前処理技術、成分の変換利用、抽出

成分の利用などの技術開発が行われた。一方、

資源評価チームでは、森林バイホマス資源の

利用可能量の評価や土壊生産力の評価などが

展開された。また、基幹技術チームでは、セ

ルラーゼ、ヘミセルラーゼの固定化などの技

術が研究された。さらに、地域利用システム

の組み立てには、林産資源変換チームの開発

し・た技術を利用して行われた。このように本

プロジェクトでは、研究対象が広く、研究期

間も長かったため、造林、，土壌、保護、木材、

林産、機械、経営とほぼすべての分野の研究

者がこれに参画、本場だけでなく各支場を含

めて、当時の林業試験場あげての取り組みが

なされたと言って過言ではなかった。

2.研究成果

プロジェクトの研究成果は、『林業試験場

90年のあゆみJで志水ー允が、その時点の成

果をほぼ網羅している。その後の成果も、別

ぴ現存量の評価手法を開発、生物資源、の適

正利用のための生産力・有効利用量分布図

の作成。

・民有林、国有林の森林簿と広葉樹賦存状況

調査データにより広葉樹の資源量、利用可

能量を樹種ごとに市町村単位で分布図を作

成。

－林道からの距離500m以内にある林分の低

質広葉樹材の利用可能量は、全国で2.8億

トンと算出。

2. 2 林産資源の導入と生産技術の開発

・利用度の低い広葉樹資源やササの種ごとの

地域別分布状況と既存資源の現状把握。

－既存資源中成長の旺盛なユーカリ類、ギン

ネム類の環境適応性やコジイ、ササ類の生

産特性を解明。

－早生樹を対象に集約的多収穫のための超短

伐期林施業法の開発とその経済性の評価。

．シラカンバの葉柄培養による増殖と苗条原

基の人工種子化によるマイクロプロパゲー

ション法を開発。

－バイオマス資源の収穫・搬出を効率化する

ため、複雑で急峻な地形に対応した自走型

段軸式車両と連結装軌車両の2台のベース

マシンを開発。

－ベースマシンに装着する小径木やササなど

を伐倒、収穫する収穫機を開発。

－収穫・搬送システムを確立し、収穫コスト

を試算。

掲のバイオルネッサンスの中でも触れている 2. 3 林産資源の素材化、変換技術の開発

ので、ここでは主だった成果を羅列的に記述 ・生物的処理技術として、高能率リグニン分

するに止めたい。 解菌を選抜し、木材中のリグニンを選択的

に分解するための培養条件を確立。

2. 1 生物資源利用可能量の評価法の開発 ・物理的処理技術として、蒸煮・爆砕処理は

・衛星リモートセンシング、空中写真、地上 シラカンバ、ヤマナラシなどリグニン含量

での測樹データを利用した多段抽出法によ が低く、シリンギル型リグニンの比率の高

り、里山広葉樹林の現存量を評価。 い樹種では効率的なリグニン可溶化法であ

・生態系維持のために必要な有機物還元量及 ること、高収率でキシランを可溶化できる
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有益な方法と立証。

・化学的処理技術として、酢酸、プロピオン

酸による蒸解が広葉樹をはじめ、スギ・ヒ

ノキ等針葉樹の脱リグニンに有効であるこ

とを立証。

・蒸煮・爆砕処理による木材飼料化工業や蒸

煮・爆砕処理あるいは酢酸、プロピオン酸

蒸解処理により成分を分別し、分離成分を

有用物質に変換する木材成分総合利用シス

テムを確立し、これらの経済性を分析、実

用化の可能性を評価。

－蒸煮・爆砕処理した広葉樹材は、畜産関係

試験研究機関で長期飼養試験を実施、噌好

性、安全性に問題なく、消化率が表示され

れば十分飼料として利用可能と評価。

・蒸煮処理材から得られるオリゴ糖はイオン

交換樹脂、合成吸着剤で脱色、精糖し、甘

味料や食品添加物としての用途を開発。

・リグニンをピッチ系炭素繊維と同強度の炭

．素繊維に変換する方法を開発。

－ヘミセルロースやリグニンから従来のフエ

ノール樹脂と同程度の接着性能を持つフラ

ン系及びフェノール系樹脂を開発。

－均一反応によるサクシノイル化セルロース

の合成法を確立、キトサンとの複合により

高能率のアルコール分離膜を開発。

－セルロース中のグルコース残基のC-5と

6位への二重結合導入法を確立、新機能を

有するセルロース誘導体である5.6－セルロ

センを開発。

・シラカンパ外樹皮のベチュリンについて、

その配糖体の合成法を確立。

－タモギタケ、ヤナギマツタケはシラカンパ、

ドロノキに対する高い活着率と原木重量減

少率を示し、これらの材での原木栽培の可

能性を実証。

－木材表面をシアノエチル化、ベンギル化、

アリル化などエーテル化することにより耐

久性、援水性、耐紫外線性、熱融着性、反

応性などの機能を付与、表面高度や光沢の
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向上した木質材料を開発。

－木材エレメントと金属や無機材料との複合

化による木質系新素材開発を目指し、イソ

シアネート系接着剤を用いることにより高

強度の鉄箔積層パーティクルボードを開発。

2. 4 林産システムの確立

－北上山地平庭地区の資源構成を精査、資源

を保続的に収穫する場合の年伐採量を試算。

・未利用の広葉樹、針葉樹材や、鋸屑、ササ

等をキノコ栽培基質として適正を評価、最

適培養条件や栽培方法を確立。

－木材成分総合利用システムとして、セル

ロースの燃料アルコールへの変換プロセス

等については、その経済性を分析し、企業

化の可能性を評価。

－木材飼料化に関しては、広葉樹資源の実態

や畜産農家の経営規模等についての資料を

もとに生産コストを算出、ケーススタ

ディーとして、原料入手から飼料生産まで

の最適生産システムを検討。

－広葉樹林の分布、資源構成をもとに、保続

的に収穫する森林管理方式に加えて夏山冬

里の畜産方式を前提に、混牧林経営と木材

飼料化工業を組み合わせた地域システムを

検討。

2. 5 微生物・酵素の利用技術の開発

ー立木や倒木の腐朽菌、落葉落枝分解菌、土

壌微生物等から採取した菌株や保存菌株の

1万株以上からリグニン分解能の高い菌を

選別、リグニンを効率よく分解・除去する

培養法、培養条件を整理0

・ラッカーゼやメタノールオキシダーゼなど

のリグニン分解酵素を分離・精製し、その

酵素的諸特性を解明。

－リグノセルロース資源を大規模に連続糖化

を目的に、生成した糖類の分離とセルラー

ゼの回収、再利用を可能にする限外漉過機

能を有するバイオリアクターを設計ぜ試作。



さらに詳細は農林水産技術会議事務局編 マス利用に関心が高まっているが、バイオマ

fバイオマス変換計画J(1991)戸参照願い ス変換計画の中でも再三指摘されている、薄

たい。 くて広く分布する資源をどう効率よく集める

か、コストダウン、経済性の改善といった課

3.今後の課題 題は、依然として解決されないまま残されて

現在、地球温暖化防止の観点から、バイオ いる。 （佐藤明）

新需要創出のための生物機能の開発・利用技術の開発に関する総合研究

1.研究の背景

我が国はE熱帯から亜寒帯に及ぶ多様な気

象条件と変化に富んだ地形や広大な海洋に恵

まれ、多様な生物資源の持つ失きな可能性を

活かし得る自然条件を備えている。我が国の

農林水産業は、新たな消費ニーズに的確に応

え得る多様な素材を供給していくための画期

的な技術を開発し、地域社会の活性化を図る

ことが強く求められている。農林水産省は本

プロジェクトを1991（平成3）年からスター

トさせ、取り組むべき課題を以下のように設

定した。

①生物の持つ多様な物質変換機能を活用した

化石資源、に依存しない産業用素材の開発

②生物の持つ水域・土壌の浄化作用等の環境

保全機能の活用

③有用な形質や特性の強化による農林水産物

の高付加価値化

④地域の自然条件及び社会的条件にあった生

物資源の生産管理、変換・利用技術の開発

1. 1 研究体制

研究体制は「共通基盤技術開発系Jと「地

域技術開発系Jの二つに分け、 7のチームと

14のサブチームが配置された。森林総合研究

所は、産業素材開発チームのチームリーダー

と高機能素材、バイオプラスチック、寒冷地

林業資源、温暖地林業資源サブチームのサブ

リーダーを送り、 37課題を担当し、本プロ
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ジェクトの主な推進母体となった。

2.主要な成果

2. 1 SSTの製造技術及び利用技術の開発

1）スギ、ヤナギ等の早生樹種の小径材や、

製材端材を割裂し、その細片（ストランド）

を積層接着成型した、木質新素材SST

(Superposed S仕組dTimber）を開発した。

その強度は製材品の1.5～2. 0倍、吸水膨張は

JIS規格の12%以下であった。 2）スギ割裂

ストランド層聞に廃棄物由来の可塑性塩化ビ

ニールを分散・複合したボードを開発した。

これは既存のボード類より強度性能、振動吸

収性、寸法安定性で優れていた。 3）スギ割

裂ストランド層聞に、セメントグラウトを硬

化促進剤や混和剤とともに、圧入することに

より硬化障害のないccs（セメント・ストラ

ンド・スラブ）を、また、ウレタン樹脂を注

入することによりBBS（発泡樹脂・ストラン

ドスラブ）を開発した。

2. 2 バイオプラスチックの開発

1）非結品性だが、極めて良好な分子の配向

性を示す生分解性・高強度セルロースフィル

ムを創った。セルロース分子鎖聞の距離は

0. 66nm、 1分子鎖の幅は、 0.47nm。2）有

機溶媒可溶、熱可塑性、紫外線吸収性のリグ

ノベンジル化セルロースフィルムを開発した。

3）セルロースを高温・酸性下でエチレング



リコールと反応させ、その生成物とイソシア 剤、染色剤、アンモニア消臭剤、大腸菌に対

ネートと反応させて、ポリウレタン発泡体、 する抗菌剤、ホルムアルデヒド放散抑制剤等

ポリウレタンフィルム、接着剤を合成するこ として利用できる。アカシアタンニンあるい

とに成功した。 4）炭酸エチレンを用いた高 は樹皮粉末とイソシアネートとを反応させて

速かつ効率的な液化法を開発し、この液化物 生分解性の軟質や硬質のウレタンフォームの

とイソシアネートを反応させて断熱性の発泡． 調製法を開発した。

体を形成させることに成功した。

2. 3 エコマテリアルの開発

1）フィルム表面にフッ素をコーティングし、

フィルム中に高誘電率のBaTi03などを均等

に混入することで吸湿性と絶縁性を改善した

高蓄電性のシアノエチルセルロースフィルム

を開発した。 2）末端にエポキシ基を持つ紫

外線吸収剤（UVA）を合成し、単板表面や木

粉に化学結合させて高耐光性木質材料を開発

した。 3）リグニンをアルカリ性酸素処理、

あるいはアルカリ性酸素ーサルファイト処理

して土壌中のアルミニウムイオン捕捉する誘

導体を開発した。 4）高温で蒸煮処理した単

板を圧密化して、寸法安定性と表面硬度に優

れた複合床材料を開発した。

2. 4 スーパーツリー・ヤナギの開発

ヤナギ5樹種、計54クローンの成長を調べ

た結果、エゾノキヌヤナギが最も優れている

ことが分かつた。この樹種から19クローンを

選び、植栽密度を変えて成長を調べたところ、

8年後の 1本当たりの材積は平均で6.8～ 

28. 1 （千cm3）で、クローンによって生産力

に4倍以上の聞きがあった。選抜された2ク

ローンでは、年・ ha当たり平均で30m3以上

の材積成長が期待できる。これは熱帯の早生

樹に匹敵するほどで、まさにスーパーツリー

と言える。

2. 5 モリシマアカシア林造成とタンニン利

用技術の開発

モリ’シマアカシア樹皮を蒸煮処理して抽出

したタンニンは、高タンパク質吸着材、殺蟻
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モリシマアカシアは養分要求度が低く、乾

燥・塩害には強いが台風被害が発生しやすい。

伐採後火入れを行うことによって効率的な更

新が可能で、林齢10～15年の聞に約100～

200m3/haの収穫が期待できる。病害として

ガモシス及び根株腐朽病があり、ガモシス被

害は幼齢林で発生し、 10年生以下の林分で最

高84%の被害率を示す。漏脂病は短伐期生産

では施業上の問題とはならない。天草地方に

は既存の広葉樹林やみかん廃園の利用により

最大3,603haの適地が確保でき、病害を回避

できれば、地域資源としてのモリシマアカシ

ア林の造成は有望と考えられる。

2. 6 ヒパ材生産技術の確立と材抽出成分の

利用

積雪環境下のヒバでは、 T/R率は約 l～4

の範囲に納まり、埋幹部が樹体のバランスを

維持し、鉛直方向に発達する支持根は雪圧に

対応している。支持根のない個体は生育の過

程で積雪移動圧によって転倒し、消滅する。

ヒパ閉鎖林内稚樹の樹高は lm以下であるが、

帯状伐採地では 5～7mに達しており、帯状

伐採は稚樹の成長速度を増大させる効果が著

しく、 15年間の林分材積成長量は点状伐採地

の約19倍にも達する。

ヒバチップから発散された香り成分の吸入

によって、収縮期（最高）血圧が、有意に低

下し、生体がリラックスし、脳活動も有意に

低下し、脳が鎮静化することが新規に開発し

た快適性評価システムによって明らかとなっ

た。また、ヒバ材油及びヒノキ材油はヤケ

ヒョウヒダニの強い行動ならびに繁殖抑制効

果を示すことが分かつた。



2. 7 富栄養湖の木本植物による浄化

湖畔林の造成技術の旬発を目的に、沈降式

植栽基盤にはラクウショウを、浮上式植栽基

盤にはヤナギ類を植えた。樹高 lm程度のカ

ワヤナギは、成長期に 1日当たり 15.2mgのN

と2.73mgのPを吸収し、 25本／m2・の植栽密度

であれば、 Nは228kg/ha/60目、 Pは41kg/

ha/60日の吸収量が見込まれる。ラクウショ

ウは7月～8月が最も成長が良く、この時期

の基盤内のN濃度は基盤外の濃度の57%に低

下した。ヤナギやラクウショウを植えた浮上

式植栽基盤には、魚付き機能のほか鳥類、昆

虫類等の生物の生息、繁殖場所としての環境

が創出できることが観測された。

2. 8 野生ニホンジカの生息数調査技術の閲

発

陸上自衛隊東北方面航空隊からの支援を得

て、ヘリコプターに赤外線探査装置を搭載し、

本州北のニホンジカの個体数や分布の状況を

調査（センサス）した。

冬季、恒温動物である晴乳類は周囲よりも

多くの赤外線を放出している。落葉樹の陰に

かくれて色彩的に見つけにくい鹿の姿も

600m以内の距離なら鮮明に検出、記録でき

た。しかし、雌雄の判別はできなかった。五

葉山周辺の目視によるセンサスでは、総生息

数は約6,000頭で、一辺約2.5kmのメッシュ

内の最大個体密度は51頭／km2であった。

2. 9 ウダイカンパ資源を活かす

非破壊的に心材率を判断できる方法や心材

化を人為的に促進する方法を開発することを

目的にいくつかの試験を試みた。放射線木材

水分量測定装置では空洞は認識できたが、腐

朽にづいては判読できなかった。ストレス波

速度測定装置では、腐朽木と健全木を識別で

きた。レーダー波非破壊探知装置では、実際

に変色・腐朽があった62本のうち約76%、47

本に異常あるいは腐朽があると事前判定でき
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た。この装置で精度は落ちるがある程度心材

と辺材の境界部の深さを非破壊で測定できる

ことが示唆された。

ウダイカンバの心材着色成分は、 13C-NMR

スペクトルからジアリルヘプタノイド類の重

合物であること、フェノールオキシダーゼに

よって、本来無色であるジアリルヘプタノイ

ド類が有色の重合物に変換されていることを

明らかにした。

2. 10 竹林の管理指針とタケ材の利用

マダケとモウソウチク固定試験地の現存量、

純生産量、呼吸量等を検討し、収穫量を最大

にする管理指針を作成した。竹梓構造の発現

を経時的に究明するなど生物模倣材料（バイ

オミメテイク）のデザイン等に重要な情報を

得た。

嬬煙熱処理によって竹材の欠点である割れ

の生じやすいことを克服することができた。

また、竹炭は、水の改質、浄化、水中バクテ

リアのためのバイオフィールドの改善に有効

であることを明らかにした。

2. 11 有用樹種

ケヤキ材は、形質によって付加価値が高ま

る材である。そこで、高萩営林署管内の約90

年生のケヤキ人工林にプロットを設定し、プ

ロット内の113個体について、年輪幅、容積

密度、心材色などの内部的形質と、胸高直径、

樹高、枝下高、樹幹直線性など幹の形態に関

する形質を測定したほか、いくつかの方法を

用いて近縁度の推定を行ったが、容積密度及

び心材色b＊が、ほかの形質に比べて相対的

に遺伝性が高いことが明らかになった。

2. 12 針広混交による広葉樹の育成

針葉樹一斉林の欠点を補いつつ有用広葉樹

を成林させるため、針広混交林育成に関する

基本データを得ることを目的としてお年生の

スギ林の間伐後に広葉樹を植栽した試験結果



から、残ったスギが台風害を受けやすいこと

や、植栽した広葉樹の樹形を考慮すると20年

生以下のスギ人工林の混交林化を考慮してい

く必要があることが分かつた。

成9）年度に農林水産省補助事業「新木質建

材（割裂片積層材）開発事業Jで、段谷産業

下関工場にテストプラントが設置され、実用

化に向けて各種の試験が試みられた。ニホン

ジカ生息数調査研究の推定結果は、地元岩手

3.成果の普及等 が個体数調整計画をたてるための重要な基礎

SSTに関しては、 1995（平成7）～1997（平 データとして活用している。 （志水ー允）

スギの高密度基盤連鎖地図と遺伝的多様性研究

1.背景と目的

休木は農作物に比べて長い世代サイクルを

持ち、選抜や検定に長期を要するため、育種

年限の大幅な短縮や、森林の多様な遺伝資源

の合理的な保全方法の確立が求められている。

それには、遺伝子解析や遺伝情報を活用した

新たな技術の開発が不可欠であり、林木のゲ

ノム解析研究はこれらの課題を解決する基盤

的研究となる。

本研究は、日本固有の最も重要な造林樹種

であるスギを対象に、ゲノム解析のための目

印となるDNA多型マーカーの開発を通して、

遺伝子の並びを調べる連鎖解析を行い、高密

度な基盤連鎖地図を構築することを主な目的

にしている。有用形質と強く連鎖したDNA

マーカーを用いることで目的にあった個体を

直接選抜することができ、林業の生産性向上

への貢献、花粉症等の諸問題の解決、森林資

源の効果的な遺伝的管理手法の策定に向けた

前進が図られ、我が国の林業の活性化への貢

献が期待される。

2.研究の経過と概要

大型プロジェクトとしてのスギゲノム解析

研究は1997（平成 9）年度から2001（平成

13）年度の 5年間、生物系特定産業技術研究

推進機構（生研機構）の「新技術・新分野創

出のための基礎的研究推進事業j で実施され
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た。研究実施体制と全体の概要は次のとおり

である。

2. 1 「スギのゲノム解析とその高度利用に

関する研究J（総括・森林総合研究所）

2. 1. 1 スギゲノム上の遺伝マーカーの開発

と高密度基盤連鎖地図の確立（森林総

研）

スギの高密度連鎖地図を作製した。連鎖地

図を効率的に構築するための共優性遺伝マー

カーを多数開発した。全国に分布する天然ス

ギ集団の遺伝的多様性の評価を行い、地域的

な特徴を明らかにした。

2. 1. 2 in situハイブリダイゼイション及び

トリソミ一系統を用いた染色体と連鎖

群との対応（愛媛大学、 1999（平成11)

年度で終了）

三倍体子孫からのトリソミーの整備を進め、

細胞学的観察とRFLP分析により 3連鎖群に

対応するトリソミーを決定した。

2. 1. 3 スギ材質関連遺伝子のQTL解析（育

種センター）

ヤング率等の材質関連遺伝子のQTL解析を

行い、検出のためのDNAマーカーを開発した。

2. 1. 4 スギ雄性不稔遺伝子のマッピング解

析（新潟大学、 1999（平成11）年度で

終了）

スギ雄性不稔の遺伝様式と発現機構の実態



を解明した。

2. 1. 5 環場ストレスがスギの遺伝子発現及

び遺伝的多様性に与える影響の解析（静

岡大学、 2000（平成12）年度から課題

名を rスギ花粉cJ?NAクローンの構造及

び発現解析と多型マーカーのスクリー

ニング」に変更）

花粉アレルゲン遺伝子の特性及び連鎖群で

の位置を明らかにした。

2. 1. 6 スギゲノム上の遺伝子マーカーの

シーケンス情報に基づく分子進化学的

解析（九州大学）

種内・種間の塩基配列変異パターンを自然

淘汰とtの関係で理論的に明らかにした。ス

ギ・ヒノキ科樹種の系統関係を葉緑体DNA

配列から推定し、さらに、核遺伝子の分子進

化学的解析から適応的変異候補サイトの存在

を明らかにした。

3.高密度基盤連鎖地図とその応用

森林総研が担当する課題では、高密度基盤

連鎖地図の構築及びマッピングしたDNA

マーカーをPCRベースの簡便なマーカーに変

換することによる効率的な連鎖地図作製技術

の確立をねらい、また、早期発現形質のQTL

解析と開発したマーカーによる森林遺伝資源

の評価を行った。

3.1 cDNAの塩基配列と簡便な共優性DNA

マーカーの開発

実生、内樹皮、雄花、雌花、花粉由来の発

現遺伝子群であるcDNAライブラリーから約

8,000の部分塩基配列を得た。これらのシー

クエンス情報からDNAの特定領域を数百万

倍に増幅するPCR法を活用した共優性DNA

マーカーを496個開発した。さらに、スギで

開発した遺伝子部分を特異的にPCR増幅する

STSマーカーの約 1/3がヒノキに直接利用

できることが明らかになり、これから64個の

ヒノキのDNA多型マーカーを開発した。

3. 2 高密度基盤連鎖地図の作製

スギ交配家系を用いて遺伝子の並びを表す

DNAマーカ一連鎖地図を構築した。そのうち、

YA家系では遺伝子の集まりである連鎖群が

スギの基本染色体数に対応する11本の連鎖群

に収束した。このYA家系による連鎖地図と

クモトオシ×オキノヤマスギF2家系による連

鎖地図との統合を共通マーカーで行い、高密

度基盤連鎖地図を構築した 1) （図－ 1）。

図－ 1 2連鎖地図を統合した基盤連鎖地図
433遺伝子座（172CAPS、 22~PD、 200 RFLP、37SSR、1形態）、総地図距離 1351. 5cM、平均遺伝子座間距離 3.lcM、矢
印はスギ花粉アレルゲン遺伝子であるCryjlとCryflを示す．
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量的形質遺伝子座（QTL）については、ク

モトオシ×オキノヤマスギ、F2家系で、雄花着

花性、雌花着花性、成長量、発根性のQTLを

解析し、連鎖地図にマッピングした。

3. 3 連鎖地図ベースのスギ遺伝資源の評価

遺伝資源の評価に供するため全国の天然林

25集団からスギ711個体を収集した。連鎖地

図上にマップした共優性DNAマーカー120遺

伝子座を使用し、これらの集団の違いを解析

した。

その結果、日本海側と太平洋側の集団に大

きく二分することができ、これまで形態的特

徴からいわれてきたウラスギ系、オモテスギ

系の2系統がゲノム上でも分化していること

が明らかになった。また、遺伝的多様性は西

日本の集団が東日本に比べて高く、これまで

の花粉分析による結果を支持するものであっ

た。また、北限、南限等の分布の端の集団で

は高い連鎖不平衡が検出された3）。

さらに、最近の「屋久島森林生態系におけ

る固有樹種と遺伝子多様性の保全に関する研

究（2001（平成13）～2005（平成17）年、環

境省地球環境保全等試験研究費）」及び「希

少な森林となっている主要針葉樹天然林の保

全遺伝学的研究（2004（平成16）～2006（平

成18）年、科学研究費補助金）jの成果から、

多型性の高いマイクロサテライトマーカーを

使ったスギ天然林集団の遺伝的多様性の研究

では、屋久島をはじめとして、現在では小集

日本海

太平洋

スギ天然林の分布（黒ぬり：林 1951）と調
査した25地域のスギ天然林

点線は最終氷期（約18,000年前）の海岸線を示し、銅線（伊
E半島周辺、若狭湾周辺、隠岐、屋久島）は当時のスギの逃
避地を示す（Tsukada1982) o 

団となった愛鷹山（神奈川県）、隠岐島、伊

豆半島のスギ天然林でも、約18,000年前の最

終氷期のスギ逃避地近くの天然林では、現在

でもそれ以外の天然林には存在しない遺伝子

を多く保有しており、高い遺伝的変異を維持

していることが明らかになった2) （図－ 2）。

このように、将来に残すべき貴重な森林の

保全方法を検討する上でも、さらに詳細なゲ

ノム情報を天然林集団の解析に活用すること

が、今後ますます重要になる。 （長坂毒俊）

文献

1) Iwata H. et al. (2001): Cleaved amplified polymorphic sequence markers in sugi, Cη,Ptomeria japonica D. 

Don, and their locations on the linkage map. Theor Appl Genet, 103, 881・895

2 ) Takahashi T. et al. (2005): Microsatellite markers reveal highallelic variation in natural populations of 

Cη,Ptomeria japonica near refugial areas of the last glacial period. Journal of Plant Research (in press) 

3) Tsumura Y. & N. Tomaru (1999): Genetic diversity of Cη，ptomeria japonica using co-dominant DNA 

markers based on sequence tagged site. Theor Appl Genet, 98, 396-404 
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国産材の主要樹種の性質・材質研究

1.研究の背景

「木材をできるだけ合理的に、効果的に利

用するためには、その木材の特性によって使

途を選ぶことが必要である。このためには、

それぞれの木材の諸性質を明らかにしておか

なければならない。しかしいかんながら、我

が国にはこの意味で、の十分な資料が整ってい

るとはいえない。なるほど古くから、我が国

のおもな樹種について、多くの研究者によっ

て機械的性質をはじめ、ほかの物理的、化学

的性質が求められているが、これらはいずれ

も断片的にすぎず、系統的に求められたもの

ではない。また、その方法も区々であるため、

毛れらの資料を相互に比較できないのが実情

である。j

日本産主要樹種の性質に関するプロジェク

トは、 1959（昭和34）年に始まったが、 1963

（昭和38）年その試験計画を林試研報153号

に報告している。上記はその冒頭に書かれた

一文である。これからも明らかなようにこの

プロジェクトは、日本産の木材利用上の主要

な樹種についてその各種性質を同じ材料、同

じ試験方法を用いて求めようとするものであ

る。

2.試験計画

は針葉樹ではカラマツ、エゾマツ、ヒノキ、

広葉樹ではマカンバ、アカガシ、ケヤキ、ヤ

チダモの 7樹種、また、 C’樹種には16樹種、

残りの47樹種がC”樹種である。

供試木は国有林から採取したが、どの樹種

区分の樹種についても該当樹種の主要生産地

域の営林局（当時の機構による営林局）の国

有林において、現地で選木して伐採した。ま

た、伐採地は、業務実行の便宜上、 A、B樹

種については各局の年度内伐採予定地から選

ぶように計画した。 A樹種については複数の

営林局管内国有林から、ほかの樹種区分につ

いては 1営林局管内国有林から採取した。採

取数量は、 A、B樹種については約6m3、C’

樹種については約1.5m3、C”樹種について

は約0.6m3を目標とした。

試験丸太は根張りや根曲がりの影響を避け

るため、供試木の胸高部位の上から採取し、

材長2.lmのもの 1本としたが、供試木が細

い場合、材積を増やすため2番玉も採取した。

供試丸太には防腐剤を散布して腐朽を防ぐと

ともに、木口にはワセリンを塗布して木口割

れを防ぎ、速やかに搬送した。

林業試験場に到着した供試丸太は速やかに

製材を行った。樹心を含んだ6cm厚さの板

を中心に両側に同じ厚さの板をだら挽きした。

2. 1 試験材料の採取 これらの板は桟積みして天然状態で乾燥した。

試験の対象とする樹種は試験計画当初、針 ・人工乾燥を施した場合、熱を加えることから、

葉樹24樹種，広葉樹45樹種の合計69樹種を選

んだ。その後、試験期間中に早生樹種5樹種

を加え、合計は74樹種となった。これらの樹

種は、利用面や蓄積量などからその重要度に

応じA、B、C’、 C”に 4区分し、この区分

によって採材地区数、供試木本数、試験項目

などを決めた。

A樹種には針葉樹ではスギ、アカマツ、広

葉樹ではブナ、ミズナラの4樹種、 B樹種に
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試験項目によっては試験結果に影響がでて、

その信濃性が危ぶまれることもあるからであ

る。約 1年間の天然乾燥の後、試験項目に応

じた試験体を作製し、担当研究室に配布した。

残りの板についてはライブラリーを設け、補

足試験や新しい試験に対応できるよう保管し

た。そのいくつかは現在も木工室横のライブ

ラリーに保管され、各種試験に利用されてい

る。



2. 2 試験項目

試験は主としてJIS（日本工業規格）の木

材の試験方法に従って行ったが、この規格に

規定されていない項目については、担当研究

室で試験方法を検討し、それに基づいて試験

を行った。木材部が分担した項目は木材の物

理的性質として；比重（密度）、収縮率、繊

維飽和点、吸湿量、平衡含水率、吸水量、乾

燥試験として；乾燥速度係数、天然乾燥日数、

強度的性質として；静的曲げ、縦圧縮強さ、

縦引張強さ、衝撃曲げ吸収エネルギー、せん

断強さ、硬さ、上記以外の項目として；腐朽

による重量減少率、磨耗量、回転かんなによ

る切削抵抗のほか、限られた樹種ではあるが、

釘引抜抵抗及び帯鋸による切削抵抗である。

林産化学部が分担した項目は化学的な組成

として；熱水及びアルコール・ベンゼン可溶

分、ペントサン、ホロセルロース、 αセル

ロース、リグニン、硫酸塩パルプ及び漂白硫

酸塩パルプの性質として；収率、ローエ価、

白色度、硫酸塩パルプについて；各種強度で

ある。

3.研究成果

試験結果は、木材部が分担した項目につい

ては、日本産主要樹種の性質、木材の性質一

覧表、林試研報 319 (1982）に、林産化学

部が分担した項目については、日本産主要樹

種の性質、材の化学組成及びパルプ化試験、

林試研報 263 (1973）にそれぞれ報告した。

いずれの報告も、試験項目の値が樹種別に配

列された一覧表として示されている。これら

の表を利用することによって、樹種の性質に

ついての多くの情報が得られる。

表－ 1は一例としてブナ、ミズナラ、クリ

について、いくつかの試験項目の数値を比較

対照したものであるが、これによって各樹種

の性質の特徴が浮かび上がってくる。ブナの

偽心材は、天然乾燥日数が長くかかるほか、

乾燥に伴う狂いが大きく、また、湿気や水分

を吸いやすく、腐りやすいことも明らかであ

る。これに対し対照的なのがクリで、繊維方

表－ 1 ブナ、ミズナラ、クリ材の性質の比較

試験項目
ブ ナ ミズナラ ク リ

辺材（偽心材） 心材 心材

全乾比重（密度） (g/cm3) 0. 58 (0. 63) 0. 65 0. 52 
収縮率（気乾まで）（%）

接線方向 6. 06 (6. 84) 5. 91 5. 33 
半径方向 2. 18 (2. 34) 2. 11 2.43 
繊維方向 0. 19 (0. 10) 0. 13 0.00 

24時間吸湿量（mg/cm2)

木口面 319 (313) 282 250 
柾目面 98 (72) 73 64 

24時間吸水量（g/cm2)

木口面 522 (346) 326 ー180
柾目面 79 (46) 41 37 

腐朽による重量減少率（%）

オオウズラタケ 34. 3 (22. 7) 18.4 3. 1 
カワラタケ 22. 3 (18. 1) 14.8 3.6 

磨耗量板目面（mm) 0. 50 0. 54 一
板目面硬さ（kg/cm2) 1. 86 2.07 1. 75 
衝撃曲げ（kg-m/qn2) 1. 02 1. 06 0. 69 
天然乾燥日数（厚さ 6cmの板）
初期含水率（%） 86 (97) 72 92 
含水率30%まで（日） 49 (149) 69 118 
含水率40%から30%まで（日） 15 (42) 27 37 
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向の気乾までの収縮率が全くなく、湿気や水

分を吸う量が少なく、耐朽性に優れている。‘

クリは針葉樹のように構造材として使われて

きたが、それを裏付けるものといえる。これ

らに対してミズナラはほとんどの項目でブナ

とクリの中間の値を示し、広葉樹として標準

的な良材であるといえる。

4.本研究の意義

この種の研究で大事なことは、供試材料の

選定の問題であろう。スギは秋田、‘茨城、宮

崎で採取したが、 61、66、48年生の造林木で

あった。当時の国有林では主伐の対象木で

あったとはいえ、この種の試験の材料として

はいかにも若齢である。これに対しヒノキは

250年生前後の木曽の天然林から採取した。

木曽ヒノキは天然ヒノキとして著名である

が、そのような優良材が日本の人工林のヒノ

キを代表するものとは必ずしもいえない。今

後スギ、ヒノキ材とも供給の主体が造林木と

いうことになろうが、これに対応するために

は両者とも百年生前後の造林木の材料があれ

ばその標準的な性質を知る上でも、また、今

後の育林目標を得る上でも好都合であろう。

そのような材料が得られるようになれば、是

非補充したいものである。また、アカマツは

岩手、茨城、広島の3箇所から材料を入手し

たが、その後マツノザイセンチュウがはびこ

り、広島や茨城では壊滅的な被害があり、多

くの林が失われ、何時回復するのか見通しは

立っていない。また、マカンパはB樹種区分

であったが、当該年の伐区には適当な林がな

く、やむなく 3本の供試木を選木して採取す

るに止まった。その後マカンパの大径木は一

層少なくなり、今では銘木級扱いにされてい

てますます入手が困難になってきている。

この研究が始まったのは丁度拡大造林の最

盛期で、まだ高樹齢の広葉樹林が残されてい

て、予定の樹種の供試木を入手することがで

きた。その後の森林の変遷を見ると、これだ

け多くの樹種の高樹齢材を入手することは今

後長伐期に移行するとしてもおそらく200年

以上を待たないと困難なものと考えられる。

したがって、この研究は拡大造林前の国産材

の性質について、記念碑ともいうべき意味を

持つものであるといえよう。 （中野達夫）

南洋材の材質に関する一連の研究

1.背景

我が国の木材需給のなかで、外国産材の占

める比率は1950年代に入ると徐々にではある

が着実に増加し始め、 1960年代に入ると、需

要量の 1/4を超えるようになった。このこ

とから、外国産材が、国産材の補完的な役割

を超え、木材需給の主役になりかねないこと

が予測されるようになり、将来の木材利用の

あり方について、研究・技術の立場からの対

応が急がれることになった。

外国産材（南洋材、北米材、北洋材、その

ほか）の比率が総需要量の50%を超える1970
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年代になると、その中に占める南洋材（東南

アジア産の木材）の比率はほぼ一定して40%

以上を維持するようになってきた。しかし、

熱帯材利用の経験のほとんどなかった当時、

その材質について、研究者は勿論、木材工業

界、消費者何れもが、十分な知識、経験を

持っていたとは考えられなかった。とはいえ、

当初は南洋材は殆どがフィリピンからのラワ

ン類であったため、含まれる樹種数が限られ

ていたことから、国産材とは違った対応をせ

まられたものの、材質が比較的均一であるた

め、当時の木材工業の技術的努力で対応する



ことができていた。

1960年代後半から1970年代に入ると、木材

需要の高まりに対応して、それまで暫増して

いたインドネシア、サバ、サラワクなどから

の木材が急増に転じてきた。これらの地域か

らの木材は上述のラワン類と同類のメランチ

類に加えて、広範囲にわたる科の多種類の木

本シリーズの研究を始めることにしたj と目

標を述べている。

この一連の研究には木材部及び林産化学部

両部の多くの研究員が参加、協力した。この

研究の中で、最も大きな課題は、可能な限り

信頼性のある試料の採集を行うことであった。

幸いにして、 1964（昭和39）年に、カンボジ

材を含んでいる。これらの地域からの輸入が ？アにおいて、 8樹種の試験材を脂葉標本とと

急増すると、当然のことのように、日本市場 もに採取することができ、それらを研究試料

で未知の木材の種類と量が増加して来た。こ として用いることができた。この研究成果が、

のような状況の中では、名前も分からず、材 21報に及ぶ南洋材の性質研究報告の第1報と

質の不明な木材が急増し、それらへの対応が

不十分なまま、適材適所の利用がおろそかに

なり、それらの木材を量として使う傾向が広

まり始めた（MLH：雑軽軟広葉樹材という

言葉が使われるようになり、多くの木拭がい

わば固有の名無しで一括して取り扱われた）。

貴重な熱帯アジアの天然資源の有効利用に

危機感が持たれるようになったのもこの頃で

ある。さらに、 1970年代に入ると、パプア

ニューギニアを主とした太平洋地域から知名

度の低い多種の木材が市場に入ってくるよう

になって、この傾向は益々強まっていた。

当時、南洋材の材質に関する研究は、林業

試験場を始め、いくつかの研究機関において、

限られた樹種については、断片的に行われて

いた。しかし、多くは、市場に流通している

木材を研究試料として用いており、その樹種

名、出所などの正確さを欠いていた。そのた

め、可能な限り多数の樹種のより正確な試料

に基づいて多くの項目についての研究を行い、

その資料の集積によって南洋材利用をより有

効にすることが急務であった。

2.研究の目標と経過

当時の木材部長はこの一連の研究の開始に

当たり、「相当量の試験木に対して系統的な

研究を行い、各種の材質や材質相互間の関連、

現場で利用する場合の適応性、加工方式なぎ

の検討を加え、利用上の指針を与えるために
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なった。その後の試料は、現地での採集が出

来なかったため、丸太輸入企業の協力を得て、

出所の明らかな丸太を入手し、木材鑑定を行

い、その結果に基づいて試料の命名をして、

研究試料とした。したがって、賭葉標本との

照合はできない。

1973 （昭和48）年になって、科学技術庁の

特別研究促進調整費による「未利用樹種の利

用技術に関する総合研究jが承認され、 1974

（昭和49）から1976（昭和51)年にわたり、

3年間の研究が実行された。その研究対象と

して、市場で未利用樹種材の代表的な供給地

となっていたパプアニューキ、ニアの木材が取

り上げられた。この研究では、現地で試料採

集が行われ、それらの脂楽による同定が、同

ー国ラエにある国立踏葉標本館の研究員によっ

て行われた。したがって、試料の信頼度は我

が国の熱帯材研究の中では、画期的なものと

なった。この計画によって、同国ニューブリ

テンでの2年度にわたる試料採集が行われ、

成果は10報にわたり報告された。さらに、こ

の研究においては、木材利用に加えて、国立

病院の研究者の参加を得て、「未利用材含有

成分の健康阻害に関する研究j が取り上げら

れた。

3.研究成果の報告

東南アジア及びニューギニア11地区から採

取した試験材は、 27科47属、 67樹種で、試験
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65. セルチス
Ce/tis sp. 

（樹，心部の褐色部分）

43. ウリン
Eusideroxylon zwageri 

（はなはだしい木口割れ）

7. ターミナリア
7忌rminaliasp. 

（中央の材色の異なる部分）

項目は、材質関係が85項目、加工適性関係が

79項目に上った。各樹種についての結果は研

究報告及び「世界の有用木材300種 (1975）」

ほかに詳述されているので、ここでは測定項

目とデータのまとめ方についての概要を記載

するに留める。

3. 1 試験項目

3. 1. 1 南洋材の材質研究

南洋材については、基礎材質及び加工的性

質の双方について詳細なデータを収集した。

項目を以下に列挙する。

1 ）基礎材質： a.肉眼的構造、顕微鏡的構造、

年輪幅などの組織的事項。 b.密度（比重）、

収縮率、吸湿性、吸水量、摩耗等の物理的性

質。 C.圧縮、引張り、男断、静的曲げ、衝撃

曲げ、硬さなどの強度的性質。 d.耐朽性、着

炎性、注入抵抗等の木材保存上の特性。

2）加工的性質 ：e.素材及び単板としての接

着性。f.素材加工及び単板製造のための被削

性、切削法（ロータリ一切削、プレーナ一切

削を含む）。 g.丸鋸及び帯鋸による鋸断性、

鋸断法。h.素材及び単板としての乾燥性、乾

燥法。i.合板製造条件としての材質、塗装性。

j.必要に応じ化学的性質、そのほか。

3. 1. 2 パプアニューギニア材の加工的性質

パプアニューギニア材については、以下の

加工的性質のデータ収集を主に行った。

1 ）ひき材加工 ：鋸断、乾燥、鈎削、接着、

塗装、曲げ加工、釘打ち。2）合板製造：単

板切削、単板乾燥、単板接着。 3）ボード類

製造：パーティクルボード、ファイバーボー

ド、セメント硬化傷害。4）パルプ化： 繊維

形態、パルプ化。 5）木炭製造。6）丸太の

形質。 7）物理的性質 ：密度（比重）、収縮、

吸水、強度。 8）化学的性質：木材成分、抽

質成分、 化学的変色。9）耐朽性。

また、ニューギニア産材については、健康

阻害を引き起こす熱帯産材の化学成分につい

て国立病院機関と連携して詳しい研究を行っ

た。未利用含有成分の健康阻害に関する研究

（国立病院機関による研究項目）は、 1 ）内

科的、小児科的及び、皮脂科的領域からの研究、

特に呼吸機能に及ぼす影響。2）小児科的及

び皮脂科的領域からの研究。 3）耳鼻科的及

び皮脂科的領域からの研究に分かれており、

いくつかの興味深い知見が得られているが、

詳細については本稿では触れない。

3. 2 研究成果

以上に挙げた試験項目の結果の詳細につい

ては、当時の林業試験場研究報告（現森林総

合研究所研究報告）にシリ ーズ南洋材の性質

として21報にわたって報告した。第 l報は林

試研報第190号に1966（昭和4J）年6月に発

表され、第21報は同誌第277号1975（昭和50)

年の報告となっている。

詳細な結果報告は行われたものの、一般向

けの研究成果の普及と利用にはやや詳しすぎ

る面があったため、上記の項目の中で主要な
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ものを選ぴ、樹種ごとに一定基準による材質

及び加工適性の評価を行い、その一覧表を作

成し、その結果を日本木材加工技術協会から

「世界の有用木材300種j という単行本にま

とめて1975（昭和50）年に刊行した。評価の

一覧表は、材質については物理的、強度的性

質、耐朽性、加工適性については、ひき材加

工、合板製造、塗装性、パルプ化、ファイバー

ボード製造に分けて示した。その際の評価基

準は、原則として各特性値の平均値を中央に

おき、階級限界値を標準偏差に基づいて定め

た。そして、基礎的性質を 5段階評価、加工

適性については物理的利用と化学的利用に分

け3段階評価で示した。また、この「世界の

有用木材300種Jには、南洋材だけでなく本

邦産及び北米など世界の主要樹種のデータも

含まれており、林業試験場の戦後の総力を結

集した樹種利用マニュアルとして評価され、

現在に至っている。

以上のように、「南洋材の性質J及び「パ

プアニューギ、ニア材の加工的性質j の一連の

研究では、信頼度の高い試料を用いて熱帯産

材の材質及び加工的性質について系統的な研

究を行い、さらに、試験結果を一定基準に基

づいて階級評価し、用途に対する適性、加工

性の難易など示して利用上の指針を作り上げ

た。この研究は我が国における東南アジア及

び太平洋地域産材の利用技術の発展をもたら

し、熱帯材の材質研究の進歩に大きく貢献を

することとなった。これらの成果は、既に

ホームページにも公開され、今後とも有用な

データとして活用されることは疑いなく、貴

重な熱帯材資源の有効利用に資すると考えら

れる。 （須藤彰司）
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スギ材の革新的高速乾燥システムの開発

1.試験研究の動向 い乾燥材が要求されるようになり、未乾燥材

戦後、－ほぽ一貫して増加してきた日本の木 が大半を占める国産材の需要は低迷している。

材需要量は1973（昭和48）年をピークに、そ このため、乾燥材生産量の増大は我が国の木

の後は約 1億m3乃至これをやや下回る水準 ．材資源の利用拡大にとって解決すべき緊急の

で推移しているが、この間の需要増の大半は

輸入材によってまかなわれてきた。一方、我

が国における木材資源の蓄積は年々増加し、

現在では十分な供給能力がある。これらの木

材の用途としては、主に建築用の構造材や板

材等が想定されるが、近年の建築構法や工事

方法の変化によって、次第に寸法安定性の高
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課題となってきた。

これに対し、我が国の人工林蓄積の6割近

くを占めるスギは、含水率が高く、水分が抜

けにくい性質のほか材質のばらつきが大きく、

用途面でも心持ち材としての使用が多いこと

から、乾燥拠理が難しく、ほかの樹種に比べ

乾燥コストが格段に高い問題点がある。また、



1998 （平成10）.年からの一連の建築基準法の

改正によって、木材製品にもこれまで以上に

高い性能保証や製造者責任が求められるよう

になり、戦後植林され伐採可能時期がピーク

を迎えつつある国産スギ材の利用環境には、

より一層の困難が予想された。

こうした状況を打破するには、輸入乾燥材

よりも安価でかつ性能を保証し得る国産スギ

製材の供給を可能とする革新的な乾燥技術の

開発が必要となり、 2000（平成12）年度から

2004 （平成16）年度にかけて、産学官の連携

の下に木材利用部門の総力をあげてこの研究

が実施された。スギは我が国の木材産業、木

進住宅産業における主要な原材料であるため、

その成否は、木材生産者や製材業者の雇用だ

けではなく、我が国の人工林が抱える間伐促

進をはじめとする林業活性化、さらには森林

機能の維持．・管理にまで大きな影響を及ぼす。

このため、本研究では高品質なスギ乾燥材の

安定供給と利用拡大を可能にするための一連

の技術開発、すなわち、材質的なバラツキの

多いスギ材の用途を原木供給段階で選別する

技術開発、圧力制御下における水分除去と木

材物性に係る最新の知見を活用した乾燥日数

を従来の数分のーに短縮可能な革新的高速乾

燥技術の開発に取り組み、建築用材としての

性能確保と経済性を達成しうる乾燥技術を体

系的に明らかにした。

研究の実施にあたっては、木材特性研究領

域から物性研究室と組織材質研究室が、加工

技術研究領域から木材機械加工研究室と木材

乾燥研究室が、構造利用研究領域から強度性

能評価チームと材料接合研究室及び木質構造

居住環境研究室が、また、木材改質研究領域

から木材保存研究室が参加した。また、研究

の一部を京都大学木質科学研究所、愛媛大学

農学部、高知大学農学部、九州大学農学研究

院、長野県林業総合センタ一、愛媛県林業技

術センター、大分県林業試験場、愛媛県林業

技術センター、熊本県林業研究指導所、住友
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ち〉

林業株式会社筑波研究所及び山本ビニター株

式会社に委託した。研究の立案及び実容には、

責任者として久田卓興があたり、これを黒田

尚宏、平川泰彦、林知行が補佐した。

2.研究の成果

建築用針葉樹材の乾燥技術は1975（昭和

50）年頃から注目されるようになり、スギに

ついては1989（平成元）年頃から特に関心が

高まった。スギ材は用途面から背割りのない

乾燥材が要求される傾向があり、このため技

術的には心持ち材をいかにして割れなく乾燥

するかが最大の課題で、あった。この技術によ

うやく見通しがついたのは1996（平成8）年

になってからであり、これには従来とまった

く異なる高温域での乾燥処理が有効であるこ

とが明らかになった。高温乾燥技術はその後

2002 （平成14）年頃までには実用レベルに達

したが、この研究はこうした処理技術の基本

となる木材の熱湿特性を明らかにして技術の

高度化に貢献した。

また、この研究で開発された新乾燥システ

ムは、さらに一歩進んだ品質の優れた乾燥材

の生産を可能にしうる技術であり、次世代の

乾燥法として適用できる。スギ乾燥材に対す

る市場の要求は、乾燥割れが無いこと、木材

の強度性能や耐久性を劣化させないこと、乾

燥処理時間が短いこと、乾燥コストが安いこ

とであり、これを達成するには高温乾燥を含

む従来の熱風乾燥技術では限界がある。この

ため、高温の熱処理に加え、従来あまり利用

されていなかった圧力の制御や高周波加熱等

を組み入れる新しい乾燥処理技術を開発した。

研究は大きく次の四つの課題に分かれている。

2. 1 乾燥の効率化・品質安定化のための

材質評価技術の開発

スギ材の乾燥材生産の効率化、高品質化、

低コスト化を実現するには、木材加工・利用

の早い段階で、丸太の持つ材質的特性を把握



し、適正な用途及び加工方法を判断する必要

がある。このため、木材の密度、含水率、強

度等の材質を原木段階で評価する技術、製材

及び乾燥コストを考慮に入れた材の最適用途

を原木段階で判別する技術、乾燥過程の材質

変化モニタリングによって乾燥装置を制御す

る技術の開発を行った。

丸太段階で内部の材質的特性を把握する技

術は、 一般には非常に高価な測定装置を必要

£し、現場での利用は困難であった。このた

め、密度は丸太外部からのピロディンを打ち

込む深さまたは穿孔抵抗を測定する方法に

よって、また、含水率は周波数可変の交流抵

抗を解析する方法によって、強度は丸太の縦

振動周波数を測定する方法によって行うこと

とした。その結果、丸太段階で製材後の材の

性質を予測することが可能になり、原木の最

適用途の分類が可能となった。

2. 2 品質安定化 ・乾燥歩止まり向上のため

の木材改質技術及び乾燥処理条件の改良

スギ材の乾燥では乾燥時間の短縮と乾燥コ

ストの低減が大きな課題であり、輸入材や他

材料との競合に打ち勝っためには、既存技術

をしのぐ大幅な技術の革新が必要である。こ

のため、乾燥材の割れや狂いを防止し急速乾

燥を可能にする、新たな考え方に基づく温度、

湿度、圧力等の効果的な処理条件を明らかに

するとともに、乾燥促進につなげる木材改質

技術の開発を行った。このうち乾燥温度を

図－ 1 高速乾燥技術の開発に用いられた実験設備

120℃付近とした湿熱処理と引き続く急速乾

燥の組み合わせは、心持ち材の表面割れの防

止に有効であり、また、適切な減圧と高周波

加熱との組み合わせはさらに効果を高める方

法であることが明らかになった。また、これ

らの技術を応用して大型構造物のための丸太

材や大断面材の乾燥を可能にする技術の開発

を行った。

2. 3 圧力・温度制御による木材可塑化機構

の解明による乾燥処理技術の開発

割れ、狂い、変色などの発生を抑え、従来

に比べ大幅な乾燥処理時間の短縮や低コスト

化を実現するには、これまであまり行われて

いなかった圧力を制御する技術の導入が必要

であり、 これによって急速乾燥と乾燥材の高

品質化が実現できる可能性がある。この技術

の開発に当たっては、温度と圧力条件を自在

に制御する技術と最適な乾燥処理条件を設定

するための水分通導性や力学的性質など木材

物性に関わる情報が不可欠である。このため、

高温域における水蒸気の移動経路の分析や粘

弾性的性質の変化が研究された。乾燥割れの

発生は木材の応力緩和と密接な関係があるが、

特定の高温高湿条件下で著しい応力緩和がお

こるため、この特性を利用して乾燥割れを防

止できることが明らかになった。

スギ材を割れ少なくしかも急速に乾燥する

新しい処理技術としては、乾燥初期における

130～140℃の過熱蒸気処理が有効であった。

これに続く二次乾燥工程では減圧条件を用い

るが、高周波加熱との組み合わせにより非常

に急速な乾燥が可能になった。また、過熱蒸

気処理後の二次乾燥については、材の利用目

的に応じて色々な方法の組み合わせが可能で

あり、技術の適用性は広い。
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2.4 乾燥方法に応じた建築用材の品質評価

と乾燥技術の体系化

建築基準法の改正や住宅ニーズの多様化に



伴って、建築材料としてのスギ製材品には従

来にもまして住宅部材としての品質保証と安

価で安定した供給とが求められることと・なっ

た。これを実現するためには、住宅部材が満

たすべき性能基準を明確にし、さらに性能を

保証するための効率的な乾燥材生産システム

を構築することが必要であり、同時に乾燥コ

ストの低減を図る必要がある。このため、ス

ギ材の材質特性や用途に応じた乾燥材生産の

最適プロセスと、建築用材としての乾燥材の

適正な利用条件を明らかにしたー

3.今後の課題

この研究によって、今後の乾燥材需要に対

応しうるスギ材の適正乾燥技術を明らかにし

たが、実用化に際しては現場適用性の優れた

大型の乾燥設備の開発が不可欠であり、また、

基本となる技術の普及が必要である。この研

究の成果をスギ材の需要拡大につなげるため

には、さらに行政、民間企業と一体となった‘

実用化の推進が必要である。が （久田卓興）

酸性雨等森林モニタリング

1.はじめに

1980年代になって、光化学オキシダントが

原因とみられるケヤキの異常落葉の発生回数

が減少し、スギを除いて、都市域の樹木の生

育は回復してきた。その中で、一部の研究者

からスギ衰退の原因が酸性雨にあるとの仮説

が提唱され、マスコミ報道で大きく取り上げ

られることとなった。雨水の酸性度について

は、 1970年代にはpH3.0前後が珍しくなく、

湿性大気汚染もしくは酸性の雨と呼ばれてい

た。しかも、酸性の雨や霧が植物体への侵入

する可能性は低いことから、樹木衰退と関連

付ける発想はほとんど無く、酸性の雨とその

森林影響は研究対象とされてこなかった経緯

がある。しかし、ヨーロッパや北アメリカの

一部地域で河川や湖沼が酸性化して水生生物

が著しく減少したことと、高濃度の大気汚染

が継続していた工業地帯における森林被害が

結び付け．られたことから酸性雨仮説が唱えら

れ、問題化したため、新たな視点での研究が

必要となった。

2.研究の経過

まず、高齢スギ林への影響を解明するため、
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環境庁・国立機関等公害防止研究費により

「スギ林における酸性降下物等の動態解明と

影響予察に関する研究Jが1987（昭和62）年

から 3年間行われた。 1990（平成2）年から

林野庁の『酸性雨等森林衰退モニタリング事

業Jが開始されたことにより、同事業を研究

面で補強するために、特定研究『酸性雨等モ

ニタリングセンターステーションの構築J、

「酸性雨等の森林生態系への影響モニタリン

グJ、『酸性雨等の森林・渓流への影響モごタ

リング」がそれぞれ5年ずつ、モニタリング

事業I期からE期に対応して行われた。

一方、酸性雨、土壊の酸性化に関連する各

種の研究が環境庁・地球環境研究総合推進費

で以下の課題もしくはサブ課題として行われ

た：「スギ林における酸性降下物等の動態解

明と影響予察に関する研究J (19~0 . （平成2)

～1992 （平成4）年）、『酸性物質の生態系に

与える影響に関する研究J(1993 （平成 5)

～1995 （平成7）年）、「根圏環境の酸性化が

微生物及び養分バランスに与える影響に関す

る研究J(1996 （平成8）～1998（平成10）年）、

『酸性・酸化性物質に係る陸域生態系の衰退

現象の定量的解析に関する研究J(1999 （平



成11）＇～ 2002（平成14）年）、「流域の物質循

環調査に基づいた酸性雨による生態系の酸性

化及び富栄養化の評価手法に関する研究J

(2002 （平成14）～2004（平成16〕年）。

2~ 1 酸性雨の現状

1990 （平成2）年から開始された「林野庁・

森林衰退モニタリング事業Jと平行し、全国

8箇所に設定された「モニタリング・セン

ターステーションJにおいて林外雨、林内雨

及び樹幹流の通年観測が行われた。 10年以上

にわたる全国の観測結果を総合すると、降水

の水素イオン濃度（pH）の年平均値は4.3～ 

5. 0である。雨水中の溶存物質の量を示す伝

導度（EC）について、木曾御縁山では、都

市に近い支所のステーションより高い傾向に

あるが、雨量を考慮した負荷量を計算すると

環境庁が公表している全国平均値と大きな違

いはなかった。

林内雨は樹冠の葉・樹皮に付着した乾性降

下物が溶け込み、樹体から溶出した成分が混

入するために成分濃度が高い。観測結果では、

林内雨と林外雨のpHは差が少ないが、溶存

成分の濃度は林内雨で高くなり、林地への負

荷量は多くなる。特に、樹体から溶出するカ

リウムの濃度は林外雨より10倍程度多くなる

場合がある。

スギの場合は、樹幹流のpHが林外雨や林

内雨に比較して極端に低く、大気汚染の程度

とは関係ないようである。さまざまな樹種に

ついて、樹幹流のpHを測定した結果、スギ

ではpH3.7前後、ブナやユリノキではJ?H6以

上と高いことが明らかになったb

2. 2 酸性雨の森林土壊への影響

これまでの観測結果から、酸性雨による広

範囲にわたる森林土壌の酸性化は確認されて

pHの等値線は樹幹を中心とする同心円となり、

樹幹の近くと離れた場所のpHの違いはおよ

そ1前後、樹幹近くではpH4以下となること

も少なくない。特に、老齢木の樹幹周囲で顕

著である。土壌の酸性化が著しい場合は、土

壌中に水溶性アルミニウムが数ppmの濃度で

存在し、水溶性の硫酸イオンや硝酸イオンの

濃度も高くなっている。樹幹周辺の低いpH

と樹木衰退との聞には相関が認められなかっ

た。しかし、長期にわたって低いpHが続い

た場合には何らかの影響が生じることも考え

られる。

土壌には酸を加えても直ちに酸性化しない

特性がある。この土壌の緩衝能のはたらきに

より、酸性降下物の影響が直ちには顕在化し

ない。しかし、その影響が蓄積され、閥値を

超えると一気に問題が生じる可能性がある。

このため、森林生態系あるいは渓涜や河川、

湖沼への酸性降下物の影響を解明するために

は土壌が持つ緩衝能の大きさやその発現機構

を明らかにする必要がある。土壌カラムに人

工酸性雨を連続散布し流出水のpHを自記記

録するとともに、流出水を連続的に採取レそ

の溶存成分を分析する方法により、主要森林

土壊の緩衝能を測定し、その特性を解析した。

流出液のpHは段階的に変化することやpH

と溶出する成分には密接な関係があることが

明らかとなった。土壌の総合的な緩衝能をア

ルミニウムが溶出するpH4までに低下させる

酸の量とすると、火山性黒色土と暗赤色土を

除く土壌では交換性塩基量と相闘が認められ

た。また、森林土壌では有機物を多く含む表

層土壌は一般にpJIが低く緩衝能が低いこと、

すでに酸性化が進んでいるポドゾルやスギ樹

幹周辺の土壌の緩衝能は低いことが明らかと

なった。

いない。しかし、スギ林では、低いpHの樹 2. 3 酸性雨の植物影響と森林衰退

幹流によって、樹幹周囲の土壌の酸性化が進 大気汚染が激しかった1970年代には関東平

行していることが明らかとなった。土壌の 野で樹木衰退が広範囲に確認された。当時は、
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スギ、モミ、ケヤキ、シラカシなど多くの樹

種で衰退が確認され、大気汚染濃度との相関

も認められた。 1970年代の法的規制によって、

大気中の二酸化硫黄（亜硫酸ガス）濃度は急

激に減少した。そして、樹木の衰退も少なく

なり、首都圏のケヤキの樹勢は回復傾向を示

した。一方、高齢のスギ林については、回復

傾向は少なく、依然として表退が進行してい

た。

1987 （昭和62）年に関東地方のスギ林の衰

退状況を調査した結果、表退の程度は1970

（昭和45）年代より進み、かつ、衰退区域が

広がっていることが確認された。関西地方で

も、都市周辺でスギが衰退していることが確

認された。このスギ衰退現象は平野部に限ら

れ、山間部では衰退は認められていない。

1980年代に、スギ以外の森林衰退の情報．が

多くもたらされた。例えば、丹沢大山のモミ

やブナ、赤城山のダケカンパ、奥田光のダケ

カンバやオオシラピソ等々がある。これらの

衰退については、過去の大気汚染、登山者に

よる踏圧、晩霜害、台風害、シカによる食害、

寿命（縞枯れ現象〉、ナラタケ病など、多く

の衰退因子があり、共通的な表退原因とメカ

ニズムは明らかになってない。

土犠の酸性化に伴うマンガンの過剰障害に

ついて水耕栽培実験を行ったところ、マンガ

ン濃度がlmg/Lではどの樹種にも可視障害

はなく、 tOmg/L以上でハルニレ、．シラカン

パ等に障害が見られた。ダケカンパ、ナナカ

マドは50mg/L以上で障害が認められた。

奥田光の高海抜山岳林で、林外雨、樹幹流

及び霧のpHと成分濃度を測定したと乙ろ、

林外雨のpHは平均4.9、pH5以下の雨が観測

されたのは観測回数の7割以上となった。霧

のpHと樹幹流のCa濃度は年変動が大きい。

8月中旬頃から樹木葉の急激な変色．（褐変）

が確認された。養分動態や病虫害との関係か

ら奥田光の樹木衰退を調査したところ、衰退

の見られるコメツガでは、針葉のマグネシウ
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ム濃度が低い、根のカルシウム濃度が低いな

どの養分バランスの崩れがあった。ナラタケ

属菌の病原性は弱いが、－穿孔虫が侵入した針

葉樹に病原性の青変菌が検出された。シカ食

害による植物相の変化や窒素化合物の負荷の

増加が植物寄生菌類の分布に影響を及ぼして

いることが明らかになった。

環境酸性化の指標となる蘇苔類・地衣類に

ついて、酸性に対する耐性を調べた。 10-2N_

の硫酸、硝酸及び疑似酸性雨ではほとんどの

種類が枯死した。 5*10-3Nでは種類により枯

死率に差が生じた。大気汚染の高濃度域に深

く侵入して生育するコモチイトゴケ、サヤゴ

ケと汚染に弱いヒロハツヤゴケ、コダマゴケ

との差は小さく、野外での分布域の差を雨水

の酸性度では説明できなかった。酵素活性に

よる環境ストレス測定を行ったところ、ハイ

ゴケでは被害発現濃度であるlOmeq/Lの硫酸

処理区でSOD活性は全く上昇しなかったのに

対して予 1.0meq/Lでは活性がほぼ倍増した。

汚染耐性種のコモチイトゴケでは両濃度とも

SOD活性が大きく、硫酸耐性とSOD活性の聞

には相闘が認められた。

奥日光の土壌調査の結果、森林衰退と土壌

酸性化の聞の明確な関係は見出されな.－iJ''lった。

奥日光及び奥秩父の亜高山帯の樹木について、

酸性化物質の一つである窒素の含有濃度を調

べたところ、カラマツでは標高が増すと葉の

窒素濃度が増加する傾向が見られた。

2. 4 スギ衰退の原因解明

関東平野などの平坦地形でのスギ衰退現象

は1960年代から全国各地で指摘されてきた。

原因として大規模な火力発電所や農薬などが

指摘されてきたが、実験的証明ができないま

まで、あった。まず、酸性雨説の検証のための

実験と野外調査が開始された。スギ首につい

て酸性雨処理とオゾン暴露を組み合わせた実

験の結果では、苗の根元周囲の土壌のpHが

低下しやすい現象が認められたが、 pH3の酸



性ミストでも可視的な被害は見られないこと、

オゾン濃度O.lppmで5時間×65日間の暴露

でも可視被害はわずかであった。雨水の酸性

化の原因である大気汚染は1970.＜昭和45）年

以降から大幅に改善され、 pH3前後の降雨の

発生がほとんどなくなっていることから、関

東平野のスギ衰退は酸性雨や大気汚染が主原

因ではないことを指摘した。

スギの衰退原因の究明が進められた結果、

浮かび上がったのは水ストレス説であった。

スギは水ストレスに陥りやすい特性があるこ

と、近年の気象状況は空気の乾燥化が進行し

ており、都市周辺のヒートアイランド化や温

暖化がスギのような水消費量の大きい樹種の

健全な生育を妨げていると指摘された。またJ
スギ衰退が顕著な土地は土壊層が浅く、堅密

な土壊であることが多いことが明らかにされ、

そのような場所は利根川沿いに多いが、 1990

（平成2Y年の調査時点よりも衰退地域が拡

大していることなどの実態が明らかにされた。

関東平野の主要樹種における、最大水蒸気

拡散コンダクタンスを比代た結果、スギは水

を最も消費しやすい樹種であり、しかも、水

利用効率の指標となるPIT比（単位蒸散当た

りの光合成比）の比較によっても、光合成生

産時の水利用効率が最も悪い樹穏であること

も明らかになった。さらに、水分通導抵抗が、

広葉樹や同じ針葉樹であるサワラやヒノキに

比べても大きな値を示し、吸水に遅れが生じ

やすい特性を有していることが明らかになっ

た。これらのことは、スギは乾燥に弱い樹種

であることを示している。近年の関東平野に

おける気象環境の変化をみると、蒸散速度に

大きく影響する水蒸気飽差が過去40年間にわ

ずかづっ増大しており、年降水量の減少傾向

とともにスギの生育に不利な環境へ進んでい

ることが明らかになった。さらに、全国レベ

ルでの空気乾燥程度（潜在的蒸散速度）とス

ギ衰退の地域がよく重なることがシミュレー

，ションによって明らかにされた。これは、地

球温暖化の影響が我が国のスギ林の衰退要因．

となる可能性を示している。

2. 5 環境情報のデータベース化

森林表退の現象を正しく認識するためには、

過去の環境条件との比較が最も重要となる。

これまで、調査によって明らかにされた

データの保存が十分でなかったことを反省し、’

森林環境情報のデータベース化が推進された。

まず、林野土壌調査報告等の土壌調査情報を

整理し、全国を対象に2,000点以上の代表的

な土壌の物理化学性と林野庁モニタリング事

業で得られた土壌情報のデータペース化を

行った。これらの情報を解析した結果、同じ

土壌型であっても化学特性値はかなり変異に

富んでいることが明らかとなった。さらに精

度の高い影響予測を行うため、渓流水の成分

データを加えるなど、情報の蓄積をはかって

いる。 （松本陽介・持田宏）
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森林の二酸化炭素吸収量の観測研究

1.二酸化炭素動態観測施設と森林総合研究

所フラックス観測ネットワーク

地球上の二酸化炭素（CO2）濃度は産業革

命以降急激に上昇し、それが地球温暖化を進

行させる原因のーっとして考えられた。世界

各国で始まった地球温暖化防止の取り組みの

中で、 CO2の吸収源としての森林の機能が注

目されている。森林によるCO2の吸収は、森

量の観測研究を開始した（表ーし図－ 1）。

この観測研究は、森林のCO2吸収量の評価、

森林一大気聞のCO2、熱・水蒸気輸送過程の

解明とモデル化、モデル検証に向けたデータ

蓄積などを目的に、森林総合研究所フラック

林が大気中のCO2を光合成によ－って固定し森

林が成長するという、森林生態系の基本的な

営みに依存する。そこで、気候や樹種などに

対応した森林生態系のCO2吸収量の違いと、

そのメカニズムを明らかにするため、 1999（平

成11）年の春、微気象学的な手法を用いて森

林のCO2吸収量を観測する二酸化炭素動態観

測施設が、林野庁補正予算により圏内 5箇所

の森林に建設された。先行して観測を開始し

た埼玉県川越市の落葉広葉樹林における観測

を合わせ、森林総合研究所は圏内6箇所の森

林で、森林一大気聞のCO2やエネルギー輸送 図－ 1 タワーフラックス観測位置

表－ 1 森林総合研究所フラックス観測ネットワーク

標高
.• 

群落高
試 験 地 緯度・経度

(m) 
地形等 森林タイプ

(m) 
観測開始

札幌（北海道）
42。59’N

180 単純斜面 落葉広葉樹林 24 1999 141。23' E 

安比（岩手県）
40。00’N

825 単純斜面 落葉広葉樹林 18 1999 140。59’E

川越（埼玉県）
35。52’N

30 平坦地 落葉広葉樹林 15 1995 139° 29' E 

富士吉田（山梨県）
35。27’N

1030 単純斜面 常緑針葉樹林 19 1999 138。 46~’ .E

山城（京都府）
34。47’N

220 水文試験流域 混交林 6-20 1999 135。51’E

鹿北（熊本県）
33。08。N

165 水文試験流域 常緑針葉樹林 10-30 1999 130。43’E
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ス観測ネットワークという名称で束ねられ、

共通の目的と観測項目を基礎に地域の特徴を

加味した観測研究を行ってきた。 一方、陸域

生態系のCO2とエネルギー収支に関わるフ

ラックス観測の国際的な研究ネッ トワーク

(FLUXNET）が構築され、そのアジア域ネッ

表す。このような特徴から、タワーフラック

ス観測データは、群落スケールでの森林によ

る大気からのCO2吸収量の評価、さらに、各

種の森林生態系炭素収支モデルの検証に利用

される。

トワークであるAsiaFluxが2000（平成12）年 3.森林生態系正味CO2交換量の観測結果の

に活動を開始した。森林総合研究所フラック 一例

ス観測ネッ トワークも、アジア域の森林生態 富士吉田森林気象試験地における観測と解

系を対象に、継続的にフラックス観測を行う 析で得られた森林生態系純生産量（NEP；正

数少ない研究グループとしてAsiaFluxに参加

し、国際的なフラックス観測ネッ トワークの

一翼を担っていく ことが求められている。

2. タワーフラックス観測

森林総合研究所フラックス観測ネットワー

クの各試験地には、高さ25m～50mの微気象

観測タワーが設置され、群落上のCO2濃度、

気温、水蒸気量や風速の変動が、毎秒5～10

回程度の速さで測定されている。このデータ

から、渦相関法と呼ばれる方法で、森林群落

と大気間のCO2、水蒸気、顕熱などの交換量

(vフラックス）が求められる。また、正味

の生態系交換量（NEE）を求めるために、群

落内気層のCO2や水蒸気濃度、気温の時間変

動も同時に観測されている。タワーとその周

辺には、各種の放射計、気温・湿度計、風速

計、地温計、土壌水分計などの測器も配置さ

れ、蓄積されたデータは詳細な解析やモデル

計算などに用いられる。

一方、森林群落のCO2動態に限定したとき、

詳細な微気象観測が行われるタワーフラック

ス観測サイトは、光合成や呼吸特性の解明な

ど、森林群落のCO2収支過程を明らかにする

ための観測研究に格好の場を提供する。タ

ワーフラックス観測による正味CO2交換量は、

葉群、幹 ・枝、土壌など生態系を構成する全

ての個別要素からのフラックスの収支として、

森林一大気間でやり取りされるCO2の総量

（生態系純生産量： NEP;NEP=-NEE）を
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味生態系CO2交換量の符合を変えた値）の季

節変化と年々変動を図－ 2に示す。図の横軸

は各年の 1月1日起算の通日を、縦軸は 1日

の中の時刻を表し、それぞれの時刻の群落純

生産量（NEP）を最下段に示すスケールにし

たがって色で示した。森林によるCO2の吸収

は緑色系、放出は赤色系で表示されている。

冬季はゆるいCO2放出が続き、 3月から11月

にかけての日中は吸収が卓越する。盛夏は、

日中の吸収量とともに夜間の放出量も大きい

ことが分かる。その結果、森林によるCO2吸

収益は、 気温がそれほど高〈ない（生態系呼

SO I帥 130 お0 2SO ！曲 l!O
D町 olYuι2。伺

SO I曲目。却0 250 3田 3SO
OayolYHr, 2001 

’日 200 250 。，！f，。怖眠 2B6~

。日 100 150 2曲 250 3皿 lSO
Day。＇＂・・ι2。03

隙極圏ーI I I I I I I I 1、！？隠聡いi
666°w 回＜＞ w -
.. :.. .., ＂＇匂

純計E担可世間P幅四制限内 m9co,m• ,• 

図－2 生態系純生産量の季節変化と年々変動（富士

吉囲気象観測試験地 2000～2003 （平成12～
15）年）

＊第E章巻頭にカラー図掲載。



吸量がまだそれほど多くない） 5月頃にピー

クに達し、秋に向かつて緩やかに減少する季

節変化を示した。梅雨や秋森季には、主に日

射量の減少に伴う一時的なCO2吸収の減少が

現れた。冬季の気温や季節毎の天候は年に

よって大きく異なり、例えば、 2002（平成

14）年は暖冬に続き春の訪れも早かったのに

対し、 2003（平成15）年は暖候季に日射量が

少なく気温も低く推移した。このような年々

の気候の違いを反映して、 2000（平成12）年

からの 4年間で2002（平成14）年は最大の

CO2吸収を、 2003（平成15）年は最小の吸収

をそれぞれ示す結果となり、年々のCO2吸収

量には約1.4倍の違いが生じていた。

4.今後の課題

森林群落におけるタワーフラックス観測は、

日変化～年々変動といった広範な時間スケー

ルにおいて、森林の純生産量を直接的に測定

可能な方法として位置づけられる。一方、、そ

の観測結果においてエネルギー収支が閉じな

い場合が多く、風速が小さい夜間に生じがち

なフラックスの過小評価や山地などの複雑地

形下でのフラックス評価など、いくつかの課

題を残している。そのため、測定や解析方法

の改善により観測精度を向上する努力が現在

も続けられている。このような問題点はある

ものの、タワーフラックス観測は、ヨーロッ

パやアメリカでは既にかなりの成果を上げて

おり、我が国においても上記のような問題点

の克服と並行して、観測を継続しデータを蓄

積する必要があり、森林総合研究所フラック

ス観測ネットワークに属する多様な森林で得

られた観測結果の比較なども重要な課題とな

る。また、森林群落のCO2収支予測モデルの

構築において、森林群落の光合成・呼吸にお

ける植物生理過程や土壌生化学過程、森林群

落内のバイオマス分布とその長期的変化など、

植物生理・生態や土壌学的な情報の取り込み

が必要であり、この分野との連携が欠かせな

い。タワーフラックス観測を行うサイトにお

ける、複数の手法問での森林純生産量の比較

も重要な課題である。 （大谷義一）

農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究

1.研究の背景

1989 （平成元）年から10年間にわたり農林

水産技術会議の大型別枠研究プロジェクト

「農林水産生態系秩序の解明と最適制御Jい

わゆるバイオコスモスプロジェクトが行われ

た。

このプロジェクトは、従来のような針葉樹

人工林で．はなく、広葉樹天然林を対象とし、

生態学的視点から森林の動態メカニズムを解

明しようという当時としては画期的なテーマ

を持っていた。そのため、北海道では支所の

広葉樹林、東北ではカヌマ沢の渓畔林、本所

は小川群落保護林、九州では綾試験地にそれ
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ぞれ長期試験地を設定して行われた。その中

で、代表的な小川群落保護林での成果を報告

する。 （福山研二）

2.小川群落保護林の研究紹介

2. 1 森林の長期大面積観測

森林群落はそれを構成する種、個体群及び

各種環境要因との相互の関係か，ら成り立って

おり、その構成は時間的、空間的に多様であ

る。こうした多様な森林群落が成立し維持さ

れていく仕組みの解明や、とれらの仕組みに。

与える自然及び人為インパクトの影響の解明

は、森林生態系の環境許容量の把握を可能に



し、持続的な林業経営と環境保全機能を重視

した森林保全技術に必要な情報を与える。

森林の動態や樹木の生態に関する調査は、

古くからさまざまな手法で行われてきたが、

それらの多くは、ある時間断面での森林構造

や、短期間の観測値からの外挿などによるこ

とが多かった。しかし、その推定と実際との

違いの評価が困難な場合が多い。

また、 1980（昭和55）年頃から、森林の動

態には、台風などの自然撹乱の影響が大きい

ことが広く認識されるようになった。そのよ

うな数年から数十年のオーダーで起こる現象

の実態を把握するためには、それまで主流

だった0.1～1 ha前後の調査面積では不十分

で、森林や樹木の生態を把握するためには、

面積で l～I00ha、期間では10年から数百年

程度の直接観測の必要性が指摘されてきた。

そうした視点の下、群落動態研究室を中心

とする研究チームでは、 1987年に茨城県北部

の小川群落保護林 (lOOha）で森林の大面積

長期観測を目指した試験地（6 ha）を設置し、

森林生態に関する基礎的な研究を始めた。小

川群落保護林は、コナラ、ブナ、イヌブナを

中心に、シデ類、カエデ類などを交えた種類

数の豊富な冷温帯落葉広葉樹天然林であり

（図－ 1）、 試験地はこの保護林のほぼ中心

部にある。

この試験地での当初の主な研究テーマは、

主要な構成種の生活史全体を通じた個体群動

態を明らかにする（図ー 2）ことにより生活

史戦略を検討するほか、森林の世代交代の仕

図－1 小川群落保護林
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図－ 2 樹木の生活史を明らかにする
樹木の生活史サイクルをとおして、各生活史段階での死亡率
や、生存率、成長率、種子散布数（矢印）を観測する．

組みや、森林群集の多様性の維持の仕組みと

それに対する撹乱の役割を解明することなど

である。「バイオコスモス」プロジェクトが

始まったことをきっかけに、この森林に生息

するさまざまな昆虫や鳥、 H甫乳類、菌類など

の生物のほか、土壌や渓流水の研究も精力的

に行われるようになった。以下にこれまでの

調査結果の一部を樹木の成果を中心に紹介す

る。

2. 1. 1 林冠ギャップの形成と森林の世代交

代

成熟した落葉広葉樹林では、時折、林冠木

が台風などにより倒れたり、寿命が尽きたり

して枯れ、林冠の高木層が欠落した場所がで

きる。これを林冠ギャップという。ギャップ

内では太陽光が林床に直接達し、そこでの実

生や稚樹の生存率は高く、成長も早い。また、

花や種子も多くつけることができるため、林

冠ギャップは森林の世代交代の場所として重

要な役割を持っている。時間が過ぎると

ギャップ周辺の枝や稚樹が成長し、ギャップ

は修復されてもとのような閉鎖林冠にもどる。

過去の空中写真解析やこれまでの野外調査

から、この森林のギャップ形成は、平均面積

80m2、形成率はo.42% I年だ、った。 さらに、

ギャップ形成には10～20年のスケールで大き

な変動があることや、ギャップの大きさと地

形的な位置（尾根や沢など）によって更新す

る稚樹の種組成が大きく変わることなども分



図－ 3 メッシュ状に設置した種子トラップ

かつてきた。

2. 1. 2 種子の散布と実生の生存

先述したように、林冠ギャップのような実

生稚樹の生存成長がよく多くの樹種にとって

更新サイトとして価値の高い場所は、森林内

にそれほど多くあるわけではない。では、そ

れぞれの樹種の種子散布は、どれほどの

ギャップ到達可能性があるのだろうか。

メタシュ状に設置した種子トラップ （図－

3）と実生観察枠で、各樹種の種子散布の空

間パターンと実生生存を調査した。カンバ類

のミズメは、薄い小さな翼をもっ種子を非常

に多く生産し、毎年約三つのギャップに到達

できる可能性があるほどの散布面積があるが、

ほとんどの種子実生は 1年以内に死んでしま

う。一方、イタヤカエデ、の散布面積はミズメ

の 1/3だが、暗い林床でも実生は比較的よ

く生き残る（図－4と5）。特に風散布種子

を持つ樹種では、種子の散布の効率と実生の

生存率の聞に、こちらを立てればあちらが立

たずというトレードオフの関係があることが

分かつた。このような関係は、森林の中でさ

まざまなタイプの樹種が共存できる仕組みの

一つであると考えている。

2. 1. 3 推移行列モデルによる個体群動態予

?fllj 

この森林で得られたギ、ヤツプと樹木の全生

活史の基礎的データを基に、いくつかの樹種

について、推移行列モデルによる個体群動態

予測を試みた。推移行列モデルは、個体群や
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図ー 4 イタヤカエデとミズメの種子

イタヤカエデ ミズメ

図－ 5 散布後種子の生き残り

群集構造の構成要素の動態を行列とベクトル

の計算で表現するもので、現在の個体群構造

の安定性を評価することができる。樹木の生

活史を種子、当年生実生から成木までの生活

史段階に分け、各段階における生存率や死亡

率、次段階に移行する成長速度、種子散布数

の観測値を組み込んだ推移確率の行列を作成

した。これに現注の個体群構進比を表したベ

クトルを掛け合わせる計算を続けると、収束

した個体群構造比（安定構造）とその個体群

の期間増加率（入）を算出できる。モデル作

成の対象種として、調査林内の代表的亜高木

種で耐陰性の高いハクウンボク、ギャップ依

存性の高い低木種のニワトコ、高木種として

クマシデ属4種を選んだ。解析の結果、ハク

ウンポクは、仮に生活史の全てにわたって被

陰条件下におかれても個体群の維持が可能な

潜在力を持つが（図ー 5）、ニワトコの個体

群維持にはギャップ形成が必要であることが

分かつた。しかし、クマシデの場合、現在の

ギャ ップ形成でも個体群維持できないという

予測結果となった。この種の個体群維持には

さらに大きな規模の撹乱（山火事など）が必



要と考えられる。このように、長期にわたる

樹木の個体群動態観測によって、更新や繁殖

に対する撹乱の重要性が、各種の耐陰性や繁

殖力などの生態的特性の違いによって大きく

異なることが明示された。

2. 1. 4 森林動態データベース

今回、紹介した話を含む小川試験地での研

究成果は、多くの論文や本、報告書として広

く紹介され、 Springer社のEcologicalstudies 

シリーズの 1冊 としてまとめられた

(Nakashizuka and Matsumoto (eds.) 2002）。

また、これらの成果の基となった落葉広葉樹

構成種の生活史や更新特性、及び森林の動態

に関する定量的データは、データベース化が

すすめられ、ウェブサイトで公開されるよう

になった（図－6）。これによって、貴重な

：•拘，.，，イド シデータベース...・ 2・.. ‘＠志向.....一…．、
シデータ羽刷・a・ 2・データベース・・ 2・データグ，ンロード

シデータベースの開舗 ：・リンク匁

岨岨山容望書JD／’酎期3
主圃単註~

－~－t，ペー,u b’ e• ••••1..1. 1：両官冒・，＿.‘・.. ・・n・，..τ I 
:J,Ub・.，・fgτt.0・‘..ま.c.11..;,;nntt.1:. I 

E，』叫叫ム，~品冒 ’＂ ・ I 

図－6 森林動態データペースのウェフeサイトの表紙
(http://fddb.仔pri・108.a仔rc.go.jp/)

データの散逸を防ぐことができるし、将来、

落葉広葉樹林の持続的な森林管理の指針を作

成する上でも役立つだろうと期待している。

（柴田銃江 ・新山 馨 ・田中浩）

文献

1) Nakashizuka T and Matsumoto Y (eds.) (2002): Diversity and interaction in a temperate forest community 

-Ogawa Forest Reserve of Japan -Ecological studies 158, Springer Tokyo. 

小笠原諸島における外来樹種アカギの抑制と在来植生保全

1.研究の背景

生物多様性保全の研究は、かつては自然保

護という言い方が普通であったが、特定種だ

けでなく、多様な生物が共存することの重要

性なども含めて、広い概念としてとらえられ

るようになってきた。島国である我が国では、

固有種が多いこと、外来性の侵入種に影響を

受けやすいこと、狭い国土であるために、開

発などの人為の影響を受けやすいという特徴

をもっている。

生物多様性問題は生物多様性国家戦略ばか

りでなく、リオの地球サミット後のモントリ

オールプロセスでも見られるように、今や世

界的な重要課題となり、ここ10年ほどで多く

のプロジェクト研究が行われるようになった。
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代表的なものでは、世界遺産となった白神山、

東洋のガラパゴスと呼ばれる小笠原諸島をは

じめ、大台ヶ原、屋久島などで多様性保全研

究が行われている。 ここでは、その代表例と

して小笠原での研究成果を紹介する。

（福山研二）

2. 移入生物の生態と防除

小笠原諸島は、ガラパゴス諸島、ハワイ諸

島、タヒチ諸島などと同じく、一度も大陸と

繋がったことのない海洋島であり、 それらの

島々と同様に固有種の宝庫である。維管束植

物の40%、樹木の70%、陸産員類の90%以上

が固有種であったという。しかし、海洋島の

生態系は、外来種に弱い。小笠原においても、



多くの外来種が侵入し、自然植生を侵し、固

有種を滅ぼしつつある。あまりに多いので外

来種全部を挙げることはできないが、問題化

している「侵略的外来種」だけでも、アカギ、

シマグワ、モクマオウ、ギンネム、タイワン

モクゲンジ、ガジュマル、リュウキュウマツ

（以上樹木）、アメリカセンダングサ、ホナ

ガソウ、セイロンベンケイソウ、クリノイガ

（以上草本）、ヤギ、ブ夕、ネコ、クマネズ

ミ（以上晴乳類）、グリーンアノール(I問虫類）、

オオヒキガエル（両生類）、アフリカマイマイ、

オナジマイマイ、ヤマヒタチオビガイ（以上

陸産貝類）、ニューギニアヤリガタリクウズ

ムシ（扇形動物）、アメリカシロヒトリ、イ

エシロアリ、マツノマダラカミキリ、セイヨ

ウミツバチ（以上昆虫）、マツノザイセンチユ

ウ（線形動物）がある。もちろん、このほか

にもたくさんの外来生物を普通に見かける。

メジロは最も多い鳥だが外来生物だし、イン

ドゴムノキ、 トラノオ、ポトス、 リュウゼツ

ランなど観葉植物も野生化している。

これら帰化生物のうち、最も深刻なものを

挙げるとすれば、アカギ、モクマオウ、ヤギ、

クマネズミ、グリーンアノール、ニューギニ

アヤリガタリクウズムシだろう。戦前に薪炭

材として導入されたアカギは湿潤な森林に入

り込み、急速に分布を広げている。特に懸念

されるのが、母島に残る石門、桑の木山など

にある数少ない原生林に入り込んで、アカギ

林に変えつつあるという点だ。原生林であっ

ても、既にアカギが多数を占めつつある母島

・の桑の木山において、なお年3%の割合でア

カギが増加していることが、行列モデルを用

いて明らかになった。このままでは、いずれ

アカギの純林になってしまう。しかも、そこ

で消えていく在来種、特にシマホルトノキは

固有亜種アカガシラカラスバトの冬期におけ

る主要な餌資源である。アカガシラカラスバ

トは50羽以下しかいないと考えられていて絶

滅が危倶されている。アカギを減らし、在来
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図ー 1 アカギ巻き枯らし区

樹種を増やす必要に迫られている。こうした

研究成果を受け、関東森林管理局がアカギ駆

除事業を行っている。 森林総研の田中信行は

その委員の一人として、 研究成果を反映させ

る役割を担っている。モクマオウは乾性林で

多く、特に父島では問題化しつつある。しか

し、研究はこれからである。

2. 1 グリーンアノール

グリーンアノール（図－2）は、 北米原産

の樹上性のイグアナ科の小型トカゲで、 1960

年代後半に父島、ついで1980年代前半に母島

に持ち込まれた。本種は、森林総研と、神奈

川県立生命の星 ・地球博物館によって、小笠

原における昆虫類の減少の主要因と推測され

た。その主な根拠は、 1)昆虫類の減少の時

期が、グリーンアノールの増加時期に一致す

る、 2）グリーンアノールの分布していない

近隣の島艇では、今でも昆虫類は衰退せずに

残っている、 3）夜行性の種はあまり減って

いない（グリーンアノールは昼行性）、 4)

猛毒を持つ種（オガサワラクマバチなど）も

減っていない、などである。本種は単に見虫

類を滅ぼしているだけではない。在来の花粉

媒介者であるハナパチ類を滅ぼし、小笠原の

植物の送粉系を破壊した。外来種セイヨウミ

ツバチのみが主要な送粉者となっている。こ

れが在来種と共進化してきた小笠原の植物に

及ぼす影響は計り知れない。セイヨウミツバ

チをどう扱うかという問題も、 この点を無視



図－ 2 グリーンアノール

できない。アノールのいない島では駆除が望

ましいが、アノールのいる島で駆除すると、

主要な送粉昆虫を失うことになる。生態系を

考えるなら、アノールを駆除してから、ミツ

バチを駆除するという順番が考えられる。 ま

た、 マツノザイセンチュウ病が絶えようとし

ているのも、 グリーンアノールの影響が大き

いと見られる（大河内 勇 ・加賀谷悦子

2005）。その結果、消えかけたリュウキュウ

マツが再び勢力を強めつつある。このように、

単に昆虫だけの問題ではなく、 小笠原の生態

系全体がグリーンアノールに揺さぶられてい

る。グリーンアノールは、その密度が1.000 

頭／haを超えていて、非常に高密度であり、

その根絶は難しい。そのため、現在定着して

いる父島、母島からほかの島々に移動させな

いことが最も重要である。

2. 2 ニューギニアヤリガタリクウズムシ

ニューギニアヤリガタリクウズムシ（図－

3）は、アフリカマイマイの天敵として太平

洋諸島やモルディブなどに導入された。 小笠

原には経緯は不明だが、父島に1980（昭和

55）年ごろ侵入した。本種は導入した島々で

ことごとく固有種の陸産異類を滅ぼした悪名

高い侵略的外来種である。 いまだ、 生物農薬

は環境に優しいという間違った概念が、この

ような危険な侵略的外来種をはびこらせる温

床となっている。父島では本種の侵入後、ほ

ぼすべての固有陸産員類が絶滅寸前に追いや
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図－ 3 ニューギニアヤリガタリ クウズムシ

られている。あまり知られていないことだが、

海洋島は陸産員類の宝庫だった。流木などに

しがみついて漂着した少数の個体から、さま

ざまな種が適応放散し、島ごとに多くの種を

産み出した。

小笠原にも100種近い陸産貝類がいたとい

う。まさに進化の実験場であった。父島でも

その過程が研究されていたが、進化の途上に

あった個体群がほぼ全て消滅した。恐るべき

自然破壊と言わねばならない。本種の根絶は

不可能で、母島をはじめ、ほかの島々への移

入を阻止しなければならない。このほかにも

貝の減少要因となるプラナリア類の存在が明

らかになっている。 これらの蔓延を防ぐには、

土壌の移動を禁止し、靴の土は落として靴底

を海水につけるなどの措置が必要である。無

人島への上陸は制限する必要がある。

2. 3 シマグワ

これら広範囲に影響を与える生物のほか、

シマグワのようにピンポイントでオガサワラ

グワを絶滅に追いやっている外来種もある。

シマグワは、いわゆる栽培グワと同種で、濯

木に近く、個体数が多い。一方のオガサワラ

グワは高木であり、花をつける成木が少なく、

孤立している。そのため、父島、母島では、

オガサワラグワの種子はすべて雑種になり、

l唯一弟島の個体群だけが純粋なオガサワラグ

ワの種子をつけると言われていた。しかし、

遺伝子マーカーを作って両種を識別してみる



と、母島の種子には一部純粋な個体が含まれ

ている ζとが分かつた。この方法で母島のオ

ガサワラグワ個体群も子孫を残すことが可能

である。しかし、父島のものは、とりあえず

成木からのクローンを作る以外に道がない。

成木のクローンの作成には林木育種セン

ターが成功しているが、外部環境への順化は

これからであり、量的な確保は難しい。今後

は、少数のクローン苗から、オガサワラグワ

の採種園を作り、そこで純粋種子を作ること

により、父島のオガサワラグワも再生可能で

ある。

2. 4 ハハジマメグロ

外来種による影響があまり現れていない固

有種もある。ハハジマメグロは小笠原に生き

残った唯一の固有鳥類でああが、個体数も多

い。外来種のメジロがそれよりも多く生息し

ているにも拘らず、その影響はほとんどない。

対 F

3. これからの課題

このように、小笠原で生じている外来種問

題は、それぞれの種について調べなければな

らないことはもちろんであるが、それ以上に、

生態系を通じて影響が多方面に及んでいると

いうことを考えねばならない。それらを考慮

した上で対策が必要である。外来種には駆除

が可能な、長命で個体数の少ない樹木、ヤギ

などと、世代時間が短く、個体数が多くて駆 i

除が不可能な、グリーンアノールやニューギ

ニアヤリガタリクウズムシなどがある。前者

は駆除から根絶を目指すべきであり、後者は

ほかの島への移動を阻止することと、部分的

排除が目標となる。

小笠原は確かに遠くの小さな世界であるが、

小笠原で生じている事態は、やがて本土でも

経験することになろう。マツノザイセンチュ

ウやコイヘルペスはその先触れに過ぎないだ

ろう。 （大河内勇）

文献

1) 日本生態学会編（2002）：外来種ハンドブック，地人書館， 390pp

2）日本林学会（2002）：森林科学，（鈍I), 2-46 

スギ花粉症克服に向けた総合研究

1.試験研究の動向

近年、スギ花粉症患者が激増し、日本の社

会問題になっている。その数は10人に 1人と

言われ、しかも発症の低年齢化が進んでいる。

この原因の一つに、戦後人工造林されたスギ

やヒノキ林の多くが着花年齢に達し、花粉の

生産量が急激に増加したことがあげられる。

そこで、’文部科学省科学技術振興調整費生活

者ニーズ対応研究「スギ花粉症克服に向けた

総合研究jが開始された；本総合研究は、第

I期（1997（平成9）～1999（平成11）年度）

には「スギ花粉症の発症・増殖メカニズムの
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解明に関する研究J、「スギ花粉症の予防、治

療及び発症軽減化に関する研究」、「スギ花粉

の生産と飛散予報法の高度化に関する研究J、

「花粉発生源の抑制技術に関する研究」から

構成された。また、第E期（2000（平成12)

～2002 （平成14）年度）には、「スギ花粉症

の治療に関する研究J、Fスギ花粉症の予防に

関する研究J、「スギ花粉暴露回避に関する研

究Jからなった。森林総合研究所は、第I期

には3番目と4番目のテーマ、第E期には3

番目のテーマに参画した。ここでは、森林総

合研究所が担った研究課題の主要成果を紹介
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都道府県別のスギ林とヒノキ林の面積図ー 1

な発生源の雄花生産が増加すれば、都心部へ

の花粉飛散総数も増えることを明らかにした。

さらに、時間単位の気温データを用い、雄花

の開花に必要な日単位の有効温度を推定する

ことで、開花予測モデルの精度を向上させた。

気象データを配慮した花粉飛散モデルを用

い、都市部への影響が大きい花粉源を推定し

たところ、花粉飛散期の前半期に東京都23区

に飛来した花粉は、埼玉県から神奈川県にか

けての関東西部地域と並んで静岡県西部から

移流してきた割合が大きいこ とが明らかに

なった。この結果は、スギ花粉を供給する範

囲がこれまで想定されていた以上に広範囲に

わたることを示している。
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する。

2.研究の成果

2. 1 都市への花粉飛散をおこすスギ林の同

定（図－ 1) 

スギとヒ ノキの人工林は、 2000（平成12)

年で453万ha、256万haに達する。両者を併せ

ると林野面積の約28%を占める。スギとヒノ

キ林の推移を見ると、齢級の高いスギ林とヒ

ノキ林の割合が急激に増加しており、花粉源

になる可能性の高い林分が大きく増加したこ

とになる。 2000（平成12）年のスギ林とヒノ

キ林の面積を都道府県別で比較すると、その

面積は各地で異なり、西日本ではヒノキ林の

割合が高い（図－1）。最近はスギに比べて

材価の高いヒノキが植栽されており、今後ヒ

ノキ林についての花粉症対策も重要になると

考えられる。国立相模原病院では1965年から

飛散花粉を測定しているが、 1990年代には

1970年代の約3倍のスギ花粉が観測されてい

る。

統計資料の解析等から、日本全体のスギ花

粉源分布の現況と将来予測をメッシュデータ

として図化した（図－ 2）。関東地方では林

齢25年以上のスギ林が主要な花粉発生源とな

り、関東平野をとりまくように分布している。

特に、東京都や埼玉県の西部、茨城県北部、

赤城山付近、伊豆半島中央部などで高密度に

分布している。また、スギ林の雄花生産量を

推定する簡便法を開発した。そして、スギ林

の雄花生産量には大きな年変動があり、主要
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2. 2 花粉発生源の抑制技術

2. 2. 1 林業的手法

林業の低迷が今後も続くとすると、 スギ花

粉の発生源となる森林面積は20年後までに約

25%増加すると予想される。このスギ林に対

する花粉抑制方策として、間伐や枝打ちを応

用した樹冠量調節が施されているが、スギの

遺伝的特性や林分の立地環境条件がまちまち

であるため、効果の把握は必ずしも容易でな

く、モデルによる予測と現地実験を踏まえた

検証が必要である。モデルによる解析結果に

よると、間伐率を変えることでスギ林の雄花

生産量は変化するが、間伐には積極的な花粉

生産の抑制効果は認められなかった。また、

枝打ちの場合は、優良材生産を目的とする伝

統的な枝打ちよりも強度に枝を落とさなけれ

ば花粉抑制効果は期待できない。このような

強度の枝打ちは幹の成長盆を 2～4割以上損

なうばかりでなく、太枝も枝打ちされること

から材の変色など材質劣化を誘発する恐れが

あり、林業的には極めて過酷である。現存す

るスギ林に対する、より穏やかで、かつ、直

接的な効果を期待できる花粉生産の抑制方法

は、スギ林を伐採し、広葉樹林やアレルゲン

量の少ないスギ品種に転換することであろう。

群馬、神奈川両県でのアンケート調査の結

果によれば、森林所有者の過半数は花粉症対

策のための樹種転換や広葉樹導入に理解を示

しており、森林管理の自治体等への依託、補

助金など制度上の優遇措置などを望んでいる。

つまり、花粉生産の抑制を可能とする新しい

森林保全策が強く求められていると言える。

さらに、スギ花粉飛散情報が高度化すれば、

都会への花粉がどの地域のスギ林由来なのか

特定でき、花粉発生源への対策もより効果的

となる（図－ 3）。

2. 2. 2 化学的手法

スギやヒノキの着花はジベレリン処理によ

り誘導できる。森林総合研究所は、ウニコナ

ゾールやウニコナゾールp（ジベレリン ・ブ
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アーレルゲン含量の
少ないスギへの転換

都市部へ飛徴する

スギ花粉の発生源の同定

図－3 スギ花粉発生源の抑制技術

ラシノステロイド生合成阻害剤）、天然型ア

ブシジン酸による着花抑制技術を開発してき

た。ウニコナゾール類はイネ等の農作物の媛

化促進剤として現実に利用されている。この

うち、ウニコナゾールPの効果は最も大きく、

ジベレリン処理により誘発したスギやヒノキ

苗木の雄花 ・雌花形成を低濃度で抑制した。

そこで、野外のスギやヒノキ成木に対して、

樹幹注入処理技術、土壌施用処理技術やヘリ

コプターによる空中散布技術を開発した。ま

た、 トリネキサパックエチル（プロモマック

ス液剤、 シンジエンタ）も雄花形成を抑制す

ることを発見した。この化合物は3{3一水酸

化酵素を特異的に阻害するジベレリン生合成

阻害剤で、ハロゲン元素を含まず、安価で環

境にやさしい薬剤として注目されている。こ

うした薬剤処理は、花芽分化以前に施すこと

で十分な抑制効果が認められ、スギの花芽形

成を誘導する内生ジベレリン含有量を減少さ

せた。薬剤散布については、環境や動植物に

対する影響を十分に配慮する必要がある。し

かし、低濃度で作用し代謝されやすい薬剤で

あれば、神社、 寺、公園や街道沿いのスギ、

学校や病院の周辺のスギなど局所的散布は積

極的に実施すべきである。

2. 2. 3 育種的手法

スギの雄花生産量には、産地問、系統問、



クローン閉そして個体問で変異がある。例え

ば、ヤブクグリ、アヤスギやサンブスギは雄

花生産量が低く、反対にクモトオシはその生

産量が高い。また、成長や材質が良好、病虫

害や気象害抵抗性を保持するという点で選抜

されてきたスギ精英樹の中にも、雄花やアレ

ルゲン生産量の少ない系統が存在することを

明らかにした。一方、林野庁の調査事業「雄

花着花性に関する調査J(1996 （平成8）～

2001 （平成13）年度）でも、雄花がつかない、

あるいは非常に少ない精英樹として、スギ

267品種、ヒノキ72品種が選抜された。この

うち、 2001（平成13）年春から雄花生産量が

極端に少ない57品種を希望する県に配布して

いる。これらの品種が各県の採穂園や採種園

で育成され、穂木や種子が採取できるように

なれば、森林地域へ普及していくことになる一

一方スギ雄性不稔個体も選抜されており、今

後の育種素材としての利用も期待されている。

2. 2. 4 遺伝子工学的手法

林木は永年性であり、生殖活動を開始する

までの期間が極めて長く、従来の育種技術に

より人間が望む新たな品種を作曲することは

非常に困難である。・こうした要請に対し、ス

ギの有用形質を保持させたまま、単一の形質

を選択的に改変できる遺伝子組換え技術が注

目されている。遺伝子組換えには、目的を達

成させるための有用遺伝子、安定な遺伝子導

入技術、遺伝子を導入した後の効率の良い個

体再生技術が必要である。スギ花粉症対策の

ため利用可能な遺伝子としては、ジベレリン

生合成系酵素遺伝子、花芽分化を支配する遺

伝子、雄花の形態形成を支配する遺伝子やア

レルゲン遺伝子などが考えられる。そこで、

これら遺伝子を単離し、それら遺伝子の発現

特性を解析した。また、パーティクルガン法

によりスギのさまざまな組織や培養細胞へ外

来遺伝子を導入し、発現させることにも成功

した。スギは試験管内挿し木で大量増殖させ

ることが可能であるが、遺伝子組換えに必須

294 

な個体再生技術はいまだ確立されていなかっ

た。ごく最近、効率の良いembryoge凶cカルス、

不定腔を経由した個体再生技術を確立した。

現在、遺伝子組換えによるアレルゲンや雄花

の生産量の抑制された組換えスギの創出を急

いでいる。

3.今後の課題

環境省では、全国規模の花粉飛散予測シス

テムを構築するため、 2002（平成14）年度か

ら関東地方、近畿地方、東海・北陸地方に花

粉自動計測器を設置し、花粉飛散情報を提供

している。しかし、精度の高いシステムの構

築には、単年度毎の各地のスギ林の雄花生産

量と雄花開花日の情報が必要であるという。

一方、間伐試験林での雄花生産量を継続的に

解析し、花粉生産を抑制する林分密度管理技

術を開発し、花粉発生源の抑制対策を提案す

るべきである。最近、富山県で選抜された雄

性不稔個体が注目されている。この個体は「は

るよこいJと命名された。雄性不稔個体の小

胞子は大きさが不均ーで、成熟花粉へ発達せ

ず、花粉を飛散させることはない。しかし、

雌花の機能は正常である。こうした雄性不稔

個体と各地の精英樹とを交配し、花粉を全く

飛散しない無花粉スギを選抜しようと、「先

端技術を活用した農林水産研究高度化事業J

の中で推進されている。交配時の選抜効率を

高めるため、雄性不稔原因遺伝子の単離や雄

性不稔原因遺伝子と連鎖じたDNAマーカー

の開発が求められている。遺伝子工学による

アレルゲンや雄花の生産量の抑制された組換

えスギも近い将来提供できるであろう。

スギ花粉症患者の増加によって、一部には

スギ悪者説がある。確かに、スギ花粉症の発

症には、花粉飛散量の増加だけでなく、

ディーゼル排気微粒子の増加の関与も指摘さ

れている。しかし、林業樹種としてのスギの

重要性と林業全般への理解を求める必要性を

考えると、花粉症対策を求める国民の声を無



視すべきではない。森林所有者、行政、研究 の方策をさまざまな角度から積極的に取り組

者が一体となって、花粉発生源の軽減のため む姿勢と努力が必要である。 （篠原健司）

世界林産物需給モデルの構築

1.研究の背景と林産物需給モデル

林業・林産業の世界においてもグローバル

化が進む中で、個別経営における意思決定だ

けでなく、森林、林業・林産業における基盤

整備、貿易政策などの判断にあたって、世界

の木材市場に関する予測能力や政策影響評価

能力を高めることが要望され、計量モデル開

発の必要性が高まっている。

林業経営・政策研究領域では、 2000.. （平成

12）年度から2002（平成14）年度まで行われ

た行政対応特別研究「林産物貿易自由化が持

続可能な森林経営に与える影響評価jにおい

て、国際農林水産業研究センタ－ QIRCAS) 

とともに世界規模の森林資源と林産物市場と

を統合したシミュレーションモデルである世

界林産物需給モデルWFPMl＞を構築した。

その後、 2003（平成15）年度から2005（平成

17)'年度までの交付金プロジェクト「森林・

林業の資源的、社会経済的長期見通し手法の

開発Jにおいて、その改良を進めている。

林業部門における世界モデルの先駆けは、

国際応用システム研究所IIASAによって1980

年代に開発された世界貿易モデルGTM2＞で

ある。 GTMの開発にも当時の林業試験場の

研究者は貢献しているが、その後、森林総合

研究所ではこの分野の研究が中断していた。

GTMは林業部門における世界モデルの現

在に至る重要なアイデアを組み込んだもの

．だったが、森林資源そのほかに関ずるデータ

の制約や5操作の難しさなどの問題を抱えて

いた。

われわれは世界モデルの研究を始めるにあ

たって、このGTMの構造やそこで用いられ

ているパラメータを精査するとともに、 1990

年代にアメリカのウイスコンシン大学で開発

され、国連食料農業機関FAOによる世界林産

物市場の長期見通しゃ、米国政府による林産

物部門の貿易自由化促進影響評価報告で用い

られている世界林産物モデルGFPM3＞の構

造とパラメータを精査した。 GFPMに関して

は、開発リーダーのボンジ－ョルノ教授を森林

総合研究所に招待して、プログラムの詳細に

ついて教示を受け、プログラムを当所のコン

ビュータにインストールして、シミュレー

ションができるようになっただけでなく、

ソースコードを入手してGFPMのプログラム

改良が独自で可能になった。

これらの林業部門における先行研究を踏ま

えるだけでなく、 FAOの世界食料モデル

WFM及びJIRCASの国際食糧政策シミユ’レー

ションモデルE‘PSIMの基本構造をベースに

した連立方程式モデルによって、 JIRCASが

当所と共同で世界林産物需給モデルW ‘PMの

基本プログラムを開発したのを受けて、その

改良を進めている。 WFPMは連立方程式モデ

ルであるという点で、数理計画法を用いた

、GTMやGFPMなどの林業分野のほかの世界

モデルとは異なる独自性を持っている。また、

森林資源の蓄積変化と丸太生産の相互関係に

ついて、ほかの世界モデルにはない、詳細な

構造を組み込んでいるという特徴がある。
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2.モデルによる分析

このモデルを使うことによって、経済成長

や、造林面積、古紙のリサイクル、関税政策、

森林災害などに関するさまざまな前提条件の



下で、将来の世界の林産物需要・供給、価格

及び森林資源の動向をコンビュータでシミュ

レーション分析することができる。

このような森林資源と林産物市場を統合し

たモデルによるシミュレーションが可能に

なった背景には、世界的な森林資源評価の進

展がある。森林面積、蓄積変化、成長量等に

関するデータとして、われわれは主として(1)

FAOによる1990（平成 2）年と2000.・ （平成

12）年の森林資源評価F貼： ForestResource 

に、圏内の森林経営に対する影響が懸念され

ているが、モデルによる分析の結果、圏内で

は森林経営に対する影響以上に木材産業に対

する影響が大きいことが予測された。

世界的に林産物の輸入関税が削減されると、

関税が削減された輸入国では圏内の林産物価

格が低下し、需要が増大する，このとき、輸

入国での林産物需要の増大に対応した供給を

確保するために、林産物製品及びその原料と

なる丸太の国際価格は上昇する。林産物製品

Assessment 1990/2000.: (2）国連ヨーロッパ経 輸入に関税がかけられていて、丸太輸入に関

済委員会ECEとFAOによる温帯・亜寒帯林資 税がかけられていない日本のような国では、

源 評 価TBFRA2000(Temperate and Boreal －輸入関税削減によって、輸入製品の価格が低

Forest Resource Assessment 2000）、（3)FAOの 下すると同時に、丸太の貿易価格は上昇する。

林産物見通しGFPOS( Global Forest Products 乙のとき、国産材製品の価格は、低下した

Outlook Study）の一環として行われた世界繊

維供給モデルGFSM:(Global Fibre Supply 

Model: 1998）の三つを用いた。 FAQの資源評

価による1990年代の世界の森林蓄積量がほぼ

一定だったこととも関係して、成長量と伐採

や森林火災そのほかによる損失の合計はほぼ

均衡しているものと推計される。しかし、巨

大な森林を有するロシア、カナダ、ブラジル

などの森林資源蓄積変化のデータは、2000（平

・成12）年までの時点において必ずしも信頼性

が高くない。

最近になって、持続可能な森林経営のため

の基準と指標を定めたモントリオール・プロ

セスの報告や、京都議定書対応の報告のため

に、森林（炭素）蓄積の変化を統計的に偏り

のない推定手法で報告する必要が生じたため、

今後、より信頼性の高い資源調査データが得

られると期待される。それによってモデルも

より精度の高いものへと改良可能になるだろ

っ。

3.貿易の自由化と森林・林業の動向

貿易自由化が森林・林業に与える影響に関

．しては、世界的な貿易自由化政策のもとで、

林産物の輸入関税を撤廃ないし削減した場合
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輸入製品価格との競争のために低下する。そ

の一方で、国産丸太の価格は、製品の価格低

下のために引き下げられる方向の影響と、輸

入丸太価格の上昇のために引き上げられる方

向の影響と、二つの相異なる影響を受ける。

そして、圏内の木材加工業にとっては、輸入

製品の価格が低下しながら、輸入丸太の価格

が上昇することによって、原料と製品の価格

差が縮まり、輸出国の木材加工業との競争が

非常に厳しくなることが予想される。

4.今後の課題

現在、国際貿易されている林産物の価格が

持続可能な森林経営という観点からみて適正

であるかどうかについては、違法伐採の問題

や、カナダ州有林の立木価格に関する米国と

カナダの聞の論争などにみられるように、多

くの議論がある。世界の木材の多くは国公有

林から供給されており、その価格の決まり方

は、必ずしも自由な競争市場における需要と

供給の関係で、均衡をもたらすように調整さ

れているわけではない。そしてこのような国

公有林からの違法伐採を含めた木材供給が世

界の林産物価格形成に無視できない影響力を

持っているo 森林経営の持続可能性について、



国際的に聞かれた仕組みで見守っていける制

度発展の一環として、森林と林産物市場とを

統合した世界モデルによる長期推計能力の向

上が必要である。 ． （岡裕泰）
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衛星データ等リモセン情報利用技術の高度化

1972 （昭和47）年のランドサット衛星打ち

上げ以来、衛星データ利用分野における多く

の成果を背景に、フランスの衛星スポット

(SPOT、1986）や、日本の衛星モモ（MOS、

1987）、芙蓉 (JERS、1992）など、さまざま

な衛星観測システムが開発・運用された。現

在は lm級の識別能力を持つ衛星（イコノス）

や多くの波長域で観測する観測装置（アス

ター、 14バンド）など、空間的、スペクトル

的に高分解能の衛星データが利用可能となっ

ている。

森林総研の衛星データ処理システムは、汎

用計算機と専用ハードウェアを組み合わせた

独自のシステムから、ワークステーションを

利用した専用システムへと移行した。また、

パーソナルコンビュータを利用した廉価な高

機能処理システムの普及と、地理情報システ

ム（GIS）の発達が衛星データの実利用を促

進した。さらに、ネットワーク環境の発達は

衛星データの世界的な共有を可能にし、準リ

アルタイムでの情報提供が可能になっている。

このような、地球観測衛星システム、衛星

データ処理システム、地理情報システムなど

の関連技術の進歩を背景に、森林総研では衛

星データの基礎的な特性研究とともに、実利

用技術の開発研究に取り組み、大きな発展を

もたらした。
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1.衛星データに関する基礎研究

I. 1 衛星データのデジタル処理システムの

開発

衛星データが磁気テープに納められたデジ

タルデータとして利用可能になると、衛星で

観測されるスペクトル反射の特性に関する研

究を行った。また、電子計算機による衛星

データ処理システムFIAS(Forest Image 

Analysis. System）の開発など、解析アルゴリ

ズムと処理システムの開発を－行った。当初は

高価な処理装置が必要であったため利用でき

る人数が限られたが、 1990年代にはパーソナ

ルコンビュータで利用できる処理システムを

多数導入し、衛星データの利用研究を加速さ

せた。

I. 2 日本における森林調査への利用

衛星分野で先進的な米国やカナダではほと

んどが平地林を対象としていたが、日本の森

林は多くが山地にあるため、衛星データ処理

には地形の影響を軽減する複雑な技術を必要

とし、さまざまな日本独自の手法が開発され

た1）。

衛星データによる日本の森林資源量推定で

は、御癒山周辺の研究が最初の大きな研究で

あった。これは衛星データと航空写真、地上

調査を併用する多段サンプリング手法を適用



したもので、指定地点での調査が必要で、急

峻な御巌山周辺での調査は困難であった。

2.衛星データの実利用研究

2. 1 伐採照査への利用法

1981 （昭和56）年に林業試験場と北海道庁

は伐採照査への衛星データの利用実証共同研

究をはじめた。技術的には森林被覆の変化把

握が主であったが、伐採箇所抽出の自動化に

とどまらず、伐採量把握へと展開していった。

電算処理された道庁の森林管理システムを

用いたため、衛星データの解析精度と実利用

上の利点 ・欠点が明らかになった。特に、森

林地帯の解析では画像データの各種統計量を

算出する段階で、対象とする森林地帯を明確

にする「マスク処理j の利用が極めて重要で

あることを示し、GISの導入につながった（図

-1）。

2. 2 国土保全のための機能評価図の作成

国土保全機能を数量的に評価する手法開発

で、 水かん養機能、土砂崩壊防止機能など、

八つの機能の算出法が各専門家によって開発

された。それらは衛星データと標高デー夕、

図－ 1 池田町の対象地域（黒い部分は対象外）
＊第E章巻頭にカラー図掲載。
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そのほかの国土情報等ラスターデータの利用

を前提として開発されたもので、全国に適用

できる手法で、あった。 1980年代後半に、これ

らの評価法に衛星データから得られる被覆情

報を適用し、酒匂川流域における諸機能を評

価した。さらに、森林開発等による被覆変化

が各種機能へ及ぼす影響をシミュレーション

によって評価し、変化予察図を作成した。

2. 3 衛星データを利用した森林情報のシス

テム化

日本の森林管理情報は林分単位の森林調査

簿あるいは森林簿と森林基本図で構成されて

いる。これらを地理情報システム（GIS）を

利用して統合化することで森林GISが考案さ

れ、さまざまな森林管理への利用が進められ

ている。一方、衛星データは画像データであ

るが、地図座標を持たせることができるため、

GISの構成要素となれる。両者をGISシステ

ム上で併用することで、森林管理情報として

衛星データを利用できることになり、最新の

情報を有する衛星データの利用が大幅に拡大

されるようになった。

2.4 針葉樹天然林の資源情報取得

日本の森林情報は林分単位で管理されてい

るが、 天然林は林分面積が広いため林分を代

表できる十分な情報が得られていないことが

多い。そこで、 1990年代後半に、青森ヒバ、

木曽ヒノキ等の針葉樹天然林を対象として、

蓄積量分布と実際に供給可能な蓄積量を衛星

データを利用して推定した。 地形の影響を極

力減少させるためにランドサットデータに画

素分解法の一つであるパターン展開法を適用

して高精度で蓄積量を推定した。また、伐採

可能な傾斜、搬出可能な道路からの距離、森

林の機能指定などの分析をGISで加えること

によって、全地域の営林署ごとに供給可能な

蓄積量を推定することに成功した2）。



3.多時期観測

3. 1 反射スペク トル観測

1980年代にはクレーン車を利用して、樹木

のスペクトル反射計測などを行ったが継続的

な観測は行われなかった。1990年代からはブ

ナ林等で透過光や反射光スペクトルの通年観

測を行っている。森林の季節変化は成長量推

定に有効であるだけでなく、森林地帯の環境

変化を示すバロメータである。また、季節変

化データの集積は衛星データによる高精度の

森林情報取得にとっても極めて重要である。

そのため、自動近接撮影装置による森林植生

の季節変化パラメータの集積も近年、各地で

frっている。

3. 2 高頻度観測衛星の処理手法の開発

空間分解能は粗いが（250m～1km程度）、

同じ地点を毎日のように観測できる衛星は森

林地帯の季節変化を把握できる点で優れてい

る。季節変化は環境変化で起こるもので、気

温と水分が最も大きな気象因子である。そこ

で、高頻度観測衛星データから植生と温度の

季節変化を的確に把握し、長期の環境変化を

推定するために、「雲取り技術（LMF/LMF-

KF)Jを開発した。この手法を8kmメッシュ

のノア衛星データに適用して、 20年間の全球

の植生指数と表層温度の雲なし画像を10日間

隔で生成し、データセットを作成した。

3. 3 雲除去データの利用

スポッ ト衛星に搭載されている地上分解能

1 kmのセンサデータから作られた10日間合

成データに「雲取り技術Jを適用し、可視、

近赤外、中間赤外のデータを生成した。この

データを利用して、全国積雪分布図を10日ご

とに作成した。また、ノア衛星に「雲取り技

-31060 -31050 -31040 

図－ 2 広葉樹林における林冠の階層惰造（ヘリコプ
ター搭載ライダーを用いて林分の階層繍造を
明らかにする。）

術Jを適用することで乾季の状況から火災の

延焼危険度推定を画素単位で行うことを可能

にした。さらに、高頻度観測衛星データと気

象データなどを併用して森林の純一次生産量

を全球レベルで求める研究も、その精度向上

が見込まれている。

.4.最近の超高分解能リモートセンシング

衛星データに現れるスペクトル反射に関す

る研究は継続されているが3）、多数のスペ

クトルチャンネル観測が可能な航空機搭載の

イメージングスペクトロメータ（CASI) を

利用した広域の森林うつ閉度計測研究も進め

られた。

高さ情報が得られるレーザセ ンサー

(LIDAR）の特徴解析研究や、 lm程度の超

高分解能の医ONOS衛星などの利用研究を進

め、木部バイオマスの 3次元分布再現や

ギャップなどの林分構造パラメータの計測で

の有効性を示している（図－ 2）。（沢田治説。
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今も続くモントリオール・プロセス対応

1972 （昭和47）年「かけがえのない地球J

を合言葉にストックホルムで開催された「国

連人間環境会議」から20年後の1992〔平成4)

年に「国連人間環境会議（UNCED)Jがリオ

デジャネイロで開催された。森林問題につい

ては、「森林原則声明」と「アジェンダ21J

に集約され、持続可能な森林経営への転換点

となっている。あくる1993（平成5）年9月、

カナダのモントリオールで「温帯林と北方林

の持続可能な開発に関する専門家会合Jが開

催され、専門家の出席要請を受けて北海道支・

所の金海洋一造林研究室長が派遣された。こ

れにより、世界中で持続可能な森林経営を実

現するため、基準・指標という考え方で森林

の持続可能性を捉えるという考え方を知り、

扉の向こうに新しい世界があるこ、とを確信し

た。

1994 （平成6）年度のはじめに、林野庁か

ら各課の中堅課長補佐・専門官、森林総研か

ら研究室長・主任研究官クラスの選抜でモン

．トリオール・プロセス対応ワーキンググルー

プを結成した。これまでにも、行政と研究の

協力関係は少なくなかったが、林野庁全体と

森林総研全体で、公式の作業を進めるのは初

めてのことである。

すでに、 ITIOやヨーロッパ・グループ（ヘ

ルシンキ・プロセス）では基準・指標の考え

方の基づいた経営方針案が作られていたので、

それらを参考にしつつ、日本の主張を作成し

た。この問、ほぽ2ヵ月に一度の割合でモン

トリオール・プロセスの会合が開催され、途
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中経過が報告されるたびに、日本案の見直し

を行うという、あわただしい日々であった。

ワーキンググループ内では、用語の定義、

指標の科学的な根拠、データの収集可能性が

吟味された。既に大部分の天然林を失い、森

林が小面積・分散化している欧州では、「森

林生態系の管理j や「水質J「生物多様性J. 

といった項目は、現実的でないとされ、考慮

されなかったが、モントリオール・プロセス

ではこれらを重視した。そして、たとえ計測

が困難な指標であっても、意義のあるものを

前面に押し出し、理想論に近づけようとした。

基準・指標の基本的な考え方は、①持続可

能な開発を森林の分野で実践し、評価するた

めの方法・手段、②条約に準ずる約束（世界

森林条約へ向かう）、③透明性の確保が必要

（データの公開義務）、④園、地域、経営体

の各レベルで実行する、⑤森林経営者とすべ

ての利害関係者との合意が不可欠、というこ

とである。「持続可能な森林経営の技術的基

準に関する日本の考察」が作成されるまでは

自由な議論であったが、最終案を統合事務局

に提出する段階になり、事態が変わった。条

約にも匹敵する内容を部内協議のみでは提出

できないとされ、急逮、有識者による諮問委

員会の審議を経ることとなった。ここでは、

temperate and boreal forestとmanagementの訳

が一つの争点となった。前者については、

boreal forestを寒帯林と呼んできた歴史を尊

重しつつ、誤解を受ける呼称を使わないとい

う観点から「温帯林等」に、後者については、
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一般社会では経営が管理を包含する上位概念 ため、 1996（平成8）年のキャンベラ会合でよ

として使用されていることから「経営」を使 技術諮問委員会の設置が決定され、森林総研

用することになった。 の研究者が委員となった。フォローアップ会

日本の提案の多くは国際作業グループ案に 議と技術諮問委員会、それぞれ、年1回、各

取り入れられた。 1994. （平成6）年12月に東 国持ち回りで開催されている。

京で開催された第5回会合で原案が固まり、 日本国内で基準・指標の考え方を普及させ

翌年2月にチリのサンチャゴで開催された第 るためには具体的な事例を示す必要がある。

6回会合で、関係10ヵ国（オーストラリア、 そのためのプロジェクトが所の指定研究とし

カナダ、チリ、中国、日本、韓国、メキシコ、 て立ち上げられた。ここでは、公募によりメ

ニュージーランド、ロシア、アメリカ）が署 ンバーを集めるという方法が採られた。中間

名、七つの基準とそれを評価するための67の 成果をまとめ、調査の中心となった東京森林

指標が「温帯林等の保全と持続可能な経営の 管理局笠間森林技術センターの名を冠したパ

基準・指標に関する声明、サンチャゴ宣言 ンフレット「笠間レポート (1998)Jを公表、

(Santiago Declaration: Criteria and Inellαtors 基準指標の考え方を具体的に示した最初の手

for the Conservation and Sustainable 引きとして利用され、－好評を得た。

Management of Temp~rate and Bor，伺1Forests: 技術諮問委員会の第4回会合は、つくば会

The Mon住・ealProcess) Jとして公表され、国 合として森林総合研究所が主催し、 2003（平

連持続可能開発委員会第3回会合に報告され 成15）年の報告書作成の手順と様式、サブナ

た。 10ヵ国で出発したグループは、後にアル ショナル．・レベルの指標の考え方を議論した

ゼンチン、ウルグアイが参加して：12ヵ国とな ほか、指標及びデータ収集手法解説書の最終

り、世界の温帯林、北方林の90%が含まれる 調整、技術諮問委員会の役割などを話し合い、

こととなった。サンチャゴ宣言は林野庁訳の 笠間レポートの調査地で現地討議を行つ

小冊子として発行されたほか、森林総研の参 た9）。

加メンバーが「森林科学Jの特集に解説を行つ モントリオール・プロセスで用いられた持

た1-8）。 続可能な森林経営と基準指標の考え方は圏内

その後も、カナダに設置された統合事務局 でも広く認められるようになり、いくつかの

を中心にフォローアップ会議が継続され、 地域でモニタリングが行われているほか、『緑

1997 （平成9）年に「第一次概要報告書』、 の循環』認証会議（SGEC）の実践活動にも

1999 （平成11)年に「未来のための森林Jを 取り入れられている。 2003（平成15）年レポー

発行、翌年に「2000年プログレス・レポートj トの国別報告書など林野庁が作成する報告書

を第8回国連持続可能開発委員会に報告した。 への寄与のほかに、モニタリング方法の改善、

この問、各国が報告書を作成する段階に入り、 測定された指標の科学的な解釈など森林総合

データ収集の方法と共有性、地域レベルで計 研究所の研究成果を総合的に発揮する場とし

測する必要性、国別報告書の指標の表示法、 てモントリオール・プロセス対応は続けられ

などを具体的に検討する必要が生じた。その ている。 （持田宏）

文献

1）°藤森隆郎 (1966）：なぜ今「持続可能な森林経営Jなのか，森林科学， 16,57-58 

2）三浦慎吾・中島清 (1966）：基準1 生物多様性の保全，森林科学， 16, 59-60 

3）持田 宏・金沢洋一 (1966）：基準2 森林生態系の生産力の維持，森林科学， 16,61-62 
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5）堀田 庸・藤枝基久 (1966）：基準4 土壊及び水資源の保全と維持，森林科学， 16,64-66 
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国際基準に基づく持続的森林管理指針に関する国際共同研究．

1.はじめに

「森林は、地域住民、国家経済及び全体と

しての地球の生物園の長期的な福祉に不可欠

なものであるJという文章から、モントリ

オール・プロセス－ α。）のサンチアゴ宣言

は始まる。 1992（平成4）年の国連環境開発

会議（UNCED）.において森林原則声明とア

ジエンダ21が採択され、すべてのタイプの森

林の持続可能な管理が求められることとなっ

た。それまでは地球上で最も生物多様性の高

い熱帯降雨林の消失が焦点だったが、この会

議からは温帯における原生林の消失も重要視

され、すべての森林が保全の対象となること

となった。このように持続可能な森林管理は

生物多様性の減少に端を発するが、森林の有

する多面的な機能を評価しすべての機能を持

続的に利用することが、その後の世界共通認

識となった。熱帯諸国にはすでにITTO（国

際熱帯木材機関）が存在した。また、ヨーロッ

パ諸国はヘルシンキプロセスというワーキン

ググループ (WG）で持続可能な森林管理の

道を探ることとなった。残された日本を含む

アジア、南北アメリカ、オセアニアの温帯・

亜寒帯諸国は、新たなWGであるMPで持続

可能な森林管理の方法を検討することとなっ

た。その結果、冒頭にのべたサンチアゴ宣言

が発表された。なお、現在ではさらに多くの
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WGが世界各地に存在する。

2.対応の方法

持続可能な森林管理を行うためには、森林

の有する多面的な機能のすべてをモニタリン

グし、その変化を捉えて監視しようというの

が、とれら各WGの共通の考え方である。モ

ニタリングの具体的な手法は、多面的機能を

いくつかのカテゴリー（＝基準）に分け、各々

の具体的な特徴（＝指標）を測定し、変化を

とらえるというものである。たとえば生物多

様性の保全は一つの基準であり、森林性の種

の数はその指標の一つである。従って、ある

国で森林性の種の数が減少している場合、そ

の国の生物多様性は持続的とは言えなくなる。

基準・指標には国家の社会経済的な仕組みも

含まれる。たとえば、林業政策の意志決定に

国民が関われるか、などである。このように、

基準・指標を始め持続可能な森林経営の仕組

みは、林業のパラダイムシフトといってよい。

森林、林業に関わる研究や行政の目標が網羅

されている重要性に鑑み、 MPの全基準・指

標を示した（文末に掲載）。

実際には、個々の指標は既存の研究成果に

基づいてというよりも、政治的交渉の過程で

作られたものである。従っていざ測定する際

には問題が生じることが多々ある。またこれ



らの指標は国家レベルの視点で作られたため、

森林管理の現場では必ずしも適切とはいえな

いため、リアリティのある指標の開発が必要

である。一方、基準7の指標には「他国との

整合性」が指摘されており、指標の開発には

他国との連携が不可欠である。

Analysis）の利用について紹介した。森林総

研では、北海道の山口岳広らのチームが健全

性を担当した。山口らは、非破壊検査等を通

じて、樹冠の衰退が樹体内の異常と関連して

いるとと、従って樹冠の形態で樹木の健全性

をある程度予測できるとした。今後のスケー

このような経緯から、七つの基準のうち我． ルアップに繋がる報告であった。

が国がほとんど手をつけていなかった生物多 カナダのMcAfee博士は、基準指標システ

様性（基準1）と森林の健全性（基準3）に ム（CCFMFramework）を中心にカナダの現

関して、国際共同研究が行われることとなっ

た。カナダ森林資源局、アメリカ合衆国の

USDA・オレゴン州立大学、オーストラリア

のCSIRO・クイーンズランド州森林研究所・

SFNSW、CIFOR、韓国林業研究院を招聴し

たワークショップと、国内における個別研究

によって共同研究が行われた。圏外の研究者

には、行政と研究をつなぐ各国の取り組みを

報じてもらった。これは森林総研が弱い部分

であり、そのようなパイプとなる枠組みがな

いと同時に研究サイドも応用に対する意識が

低かった。今後両者の歯車が噛み合うために、

各国の例には示唆されるところが大きかった。

3.国際共同の成果

研究の中間報告は、 Proceedingsof the C＆王

workshop 2002にまとめた。その一部を紹介

する。オーストラリアのチーム（Old,K. et 

al.）はリモートセンシングで森林の健全性を

測る試みを紹介した。広域の健全性を測る試

みとして、重要なステップと考える。ブラシ

テーションでの結果であったが、このように

単純な森林から始めるのが妥当であろう。

USDAのSmith博士は、林業における健全性

と森林生態系としての健全性は異なると論じ

た。その上で、個別の森林データのスケール

アップのために州、地方、固などのレベルご

との指標であるFIA(Fores仕yInventory and 
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況を報告した。 MPがインターナショナルな

のに対し、 CCFMはカナダの実情に合わせた

指様である。カナダには地域別の指標もある。

米国同様、実際の森林管理には、多段階の指

標システムが不可欠である。 USOAのSpies博．

士は、森林の適正配置に関わる、多段階ス

ケールの植生の空間的パターンが、歴史的に

どのように変遷し、将来どう変化するかが生

物多様性の管理に重要だと論じた。牧野俊ー

らの小川チームは、北茨城市の小川地域の林

業のトレンドと、現在の生物多様性に関係が

あることを明らかにした。また飯田滋生らの

定山渓チームは、ササが卓越する地域では、

ササが下層の生物多様性を支配していること

を明らかにした。これら生物多様性に関する

課題は相互に関係し合っており、ワーク

ショップを通じて応用に至る道筋が見えたも

のと確信する。

4.残された課題

生物多様性と森林の健全性研究チームだけ

でMPを支えるのは困難である。これまでの

研究はどちらかといえば現場中心であった。

今後はMPや持続可能な森林管理を深く理解

するリーダーによって、基準・指標を網羅す

る、日本版の国家、地域レベルの包括的なプ

ロジェクトを実施し、持続的森林管理手法を

提案していく必要がある。 （阿部貴美子）



モントリオール・プロセスの基準、指標
基準1：生物多様性の保全

生態系の多様性

a 全森林面積に対する森林タイプごとの面積

b.森林タイプごと及び、齢級文は遷移段階ごとの面積

c. IUCN文は他の分類システムにより定義された保畿地域区分における森林タイプごとの面積

4 齢級文は遷移段階ごとに区分された保護区域における森林タイプごとの面積

e.森林タイプの分断度合

種の多様性

a.森林に依存する種の数

b.法令文は科学的評価によって、生存可能な繁殖個体群を維持できない危険性があると決定された、森林に依

存する種の状態〈希少、危急、絶滅危倶、文は絶滅）

遺伝的多様性

a 従来の分布域より小さな部分を占めている森林依存性の種の数

b. 多様な生息地を代表する種の‘それら分布域にわたってモニターされている集団（個体数）のレベル

基準2：森林生態系の生産力の維持

a ..森林の面積及び木材生産に利用可能な森林の正味面積

b.木材生産に利用可能な森林における商業樹種及び非商業樹種の総蓄積

c 自生種と外来種の植林面積と蓄積

d. 持続可能と決定される量と比較した、木材生産物の年間伐採量

e~ 持続可能と決定されるレベルと比較した、木材以外の林産物（毛皮動物、議類、きのと、狩猟等）の年間収
穫量

基準3：森林生態系の健全性と活力の維持

a.昆虫、病気、外来種との競合、山火事、嵐、用地造成、恒常的な洪水、塩類集積作用、家畜等による作用ま

たは要因によって、歴史的な変動の範囲を越える影響を受けた森林の面積及び比率

b.森林生態系に悪影響を与える可能性のある特定の大気汚染物質（イオウ酸化物、チッソ酸化物、オゾンなど）

や紫外線Bが一定のレベルに達している森林の面積及び比率

c.生態系の基礎的な過程（例、土壊養分循環、種子散布、受粉）及び／文は生態学的な連続性の変化の指標と

なるような生物的な構成員の減衰の見られる森林面積及びその比率（線虫、樹上着生植物、甲虫、菌類、ハ

チ等の機能的に重要な種のモニタリングなど）

基準4：土穣及び水資源の保全と維持

a.顕著な土壌浸食の見られる森林面積及びその比率

b.流域、洪水防止、雪崩防止、河畔林帯等の保護機能のために主として管理されている森林面積及びその比率

c.森林涜域において流量や時期が歴史的変動の範囲を著しく越えて変動した河川延長（キロメーター〉の比率

4 土壌有機物が顕著に減少し、及び／文は他の土壊の化学的属性が変化している森林面積及びその比率

e.人間の活動の結果として顕著な圧密状態であるか文は、土壌の物理的属性が顕著に変化している森林面積及

びその比率

f. 森林地域において、生物多様性が歴史的な変動の範囲を著しく越えて変動した水系の比率（例、河川キロメー

タ一、湖ヘクタール）

g. 森林地域において、 pH、溶存酸素、化学物質のレベル（電気伝導度）、堆積、文は温度の変化が歴史的な変動

の範囲を著しく超えて変動した水系の比率（例、河川キロメーター、湖ヘクタール）

h.分解し難い有害物質の集積が起こっている森林面積及びその比率

基準5：地球的炭素循環への森林の寄与の維持

a 森林生態系の総バイオマス（生物現存量）及び炭素蓄積量、そして、妥当ならば、これらの森林タイプ、齢

級及び選移段階ごとの区分

b. 炭素の吸収・放出を含む、地球上の全炭素収支への森林生態系の寄与（植物生体現存虫、倒木、根株中の炭

素量、泥炭及び土壌中の炭素量）

c. 地球上への炭素収支への林産物の寄与

基準6：社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

生産及び消費
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a 下流の製造工程で付加された価値を含む木材及び木材製品の生産額及び量

b.非木材製品の生産額及び量

c.人口一人当たりの消費を含む木材及び木材製品の供給と消費

札木材及び非木材製品生産の価値のGDPに占める比率

e.林産物のリサイクルの程度

f. 非木材製品の供給及び消費／利用

レクリエーション及び観光

a.金森林面積と対比した、一般的なレクリエーション及び観光のために管理されている森林の面積及び比率

b. 人口及び森林面積と対比した、一般的なレクリエーション及び観光に利用される施設及び施設のタイプ

c. 人口及び森林面積と対比した、レクリエーション及び観光のための利用客滞在延べ日数

森林分野における投資

a.森林の育成、森林の健全性と経営、人工林、木材加工、レクリエーション及びツーリズムへの投資を含む投

資額

b.研究・開発及び教育に対する支出のレベル

c.新規及び改良された技術の普及と利用

d.投資の収益率

文化・社会及び精神的なニーズと価値

a 全森林面積と対比した、文化・社会・精神的なニーズと価値を有する区域の保護のために管理される森林の

面積及び比率

b.森林の非消費的利用に係る価値

雇用及び地域社会ニーズ

a.森林部門での直接的・間接的雇用、及び総雇用に占める森林部門の雇用の割合

b.森林部門の主要な雇用分類における平均賃金及び障害発生率

c ..先住民社会を含む、森林に依存する地域社会の、経済状況の変化に対する活力及び適応力

d. 生活に必須な目的で利用される森林面積及びその比率

基準7：森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組み

次の項目の程度を含む、法的枠組み（法律、規定、ガイドライン）が森林の保全及び持続可能な管理を支える程度

a 所有権の明確さ、土地保有制度の適切さ、先住民の慣習及び伝統的な権利の認定、及び正当な手続きによる

所有についての紛争解決手段の規定

h 関連する部門との調整を含む、森林の価値の範囲を認知するような森林に関する定期的な計画、評価及び政

策見直しの規定

c.森林に関連する公的政策及び意志決定への国民の参加並びに情報への国民のアクセスの機会の規定

孔森林管理のための裁量の施業規定の助長

e.特に環境的、文化的、社会的、及び／文は科学的に保全する価値のある森林の経営の規定

次の項目の能力を含む、制度的枠組みが森林の保全及び持続可能な管理を推進する程度

a. .国民の参画活動や公的な教育、啓蒙、普及プログラムの規定、及び森林関連情報の入手を可能とすること

b.分野横断的な計画及び調整を含む、森林に関連する定期的な計画、評価及び政策見直しの企画及び実行

c.関連分野にまたがる人材養成訓練の開発及び維持

d.森林の生産物及びサービスの提供を促進するとともに森林管理を推進するための効果的な物的基盤の開発及

ぴ維持

e.法律、規定及びガイドラインの施行

次の項目を通じて、経済的枠組み（経済政策及び手段）が森林の保全及び持続可能な経営を推進する程度

a.投資の長期化を認識しかっ、森林の生産物及びサービスの長期的需要を満たすために、市況、非市場経済的

評価及び公的政策決定に対応して森林部門内外へ資金が流入乃至流出することを許容するような、投資及び

課税政策並びに関連する法的環境

b.森林生産物の非差別的貿易政策

以下を含む、森林の保全及び持続可能な経営における変化を計測及ぴモニターする能力

a.基準1から 7までに関連する指標を測定し、文は記述するための重要な、最新のデー夕、統計及び他の情報

の提供可能性及びその程度

b.森林資源調査、評価、モニタリング及び他の関連情報の範囲、顔度及び統計的信頼性

c. 各指標についての測定、モニタリング及び報告に関する他国との整合性f

以下の項目を含む、森林経営並びに森林の生産性及びサービスの提供を改善することを目的とした研究開発の実行

及び応用能力

a.森林生態系の特徴及び機能についての科学的理解の促進
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b.環境的・社会的な費用及び弁値器の算定手法及びそれを市場及び政策に統合する手法、並びに森林資源の減

少文は増加を国民経済計算体系に反映させる手法の開発

ι新規技術の導入に伴う社会・経済的影響を評価するための新規技術及び能力

d.人聞が介在することによる森林への影響を予測する能力の向上

e.想定されうる気候変動が森林に与える影響を予測する能力
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年表
S援枠総研 良林・環唆関係 内 外

1878 （明治II)年 閲｛段12月｛敵東地京9府町北91反E島5郡畝滝24野歩｝川｝村西ケ原に樹木鼠敏喝 lo中月林北区海、道幻、6小沖林縄区県にを区除分〈す全る国の宮林を6大林区、 京1大月島内学務協省の勧前島身｝局所管a学綬開後｛俊舎は駒I)野、

1879 （明治12）年 5月 山林局段医｛山緯周本銀内に鉱政綱告書綾田｝ 1月朝日航聞創刊

1881 （明治14)年 4月 良商a省段陸、内a省より山緯局を同省に移管

1882 （明治15）年 学｛伎II月の付属樹木とな鼠政る｝相｝Bの名綜をU!して良商務省東京山林 間1月段大欝日本言語山林蒲会股山立学伎が瓢府~t鐙腿蹄川
1884 （明治1η 年 も7診月加万国旗林健覧会．英国エジンパラで開催．日本

1885 （明治18）年 12月 館商窃卿を鹿し、 .Cl溺a大毘を置く 12月 内閣制度磁立

1886 C明治19）年
品を行7う＇＞村野鶴If.林ire手lftJC~＝手ii! 7月 東京府下駒舗に東京段林学後閲股 1月 北線道庁股置

1889 （明治22）年 1011 帝室御斜林限定
間討議自霊童書案

1890 （明治犯｝年 銭｛厳12掲月の島賦験商E務F項省仮が東鼠京験栂大が林区西署ケ原に餐に綾舵田されされた．｝ 樹木 山林学後跡地に良商a省aa局仮館験場開段
品品大経鮫饗議官草案清敏首管皆£

1892 （明治25）年 この年IUFRO発足

1893 （明治26）年 4月 良禽a省E量破鉱IHI£－東京府下西ケ原にR!rt 8月 日清喰.始まる

1896 （明治29）年 4月河川法公布

1897 （明治30）年 4月 森林法公布、砂防法公布 5月 足尾銅山鉱$被告排除命令

1899 （明治32)~ ：月月 悶図有有林林野野特法別公布経営事鍵創始

1900 （明治33）年 d平6緑月村｝目｝瓜鵬首回開段傑京府下郷節目鮒及 第10月1期林林業業餓俗習習録を湿JC(］制誌定に．開山催林局林索隊習所を段置し

1901 （明治34）年 （備所1、月物也日鳳な酋ど岡を盤内備に｝事2書室、 僚本窓． 生徒鐙蜜、 守

1902 （明治35）年 学3科月 盛岡高等島林学校段置、母初の泊方専門学校林

1903 C明治36）年 ｛国際林築研究僚関連合侃JFRO）に山林局各で加盟｝

1904 （明治3η 年 ｛林業鉱段級告鰐1号刊行｝ 5月林業S修習所閉鎖 2月日.峨.腿始

1905 （明治38). h~ ＃＊これ獄を易も経って松惇野宿患初を代山所側長糊とな峨る市と輸

9月 ポーツマス｛日ロ傷齢条約腐印

1907 （明治40）年 化学実厳密．工芸実践怠建股 農林法改正｛明治40年法flt第43骨｝
1908 （明治41)年 12月 白沢保鍵山林局林袋路験所長となる

議員、鱗？綴鶴湾海自鍛鰐貯蓄嗣按

1910 C明治43）年

務局 ！ ！ 態 護 法 義 援 報 器 蹴 同 誤認許躍；m綿総額錦織f:ii8月 －国併合

1911 （明治44)益事

詞！：署に？車総鯨書？縦総書務主謀描刷臨棉醐調蜘F胡I~ 
1月 レルヒ少佐高田にでスキー紹介

1912 C明治45）年 i綿織鱗襲；なる ニホ~月月ュこーの補中ヨ年諸図ーJU民面クE京ヘ国亡市成3,0立サ00ク本ラjlJ送を~シン トンに3,020本‘

1913 C大正2）年

結の7J日毎林獄測候詰所干開祭館鰭．平暴高千晶、松山‘鳩山
禁事戸線野義Z総局帥鮒酬のほか地方、

1914【大正3）年
木沼3工宮月所内廃山．m林止局山林の鍵2館務験林織測種候子所鑑関定股鍵則制定、 銀冶谷沢

日本林学会創段・

1915【大正4）年 &I測議請登録古車室経糊繍関股

1916【大正5）年 錦旗第能面積凪富士弘田島・自凪院内の7tl ． 
， 

1917 （大正6）年 震所ケ自・段鳴子、十日町、高風篠山・白鳥の6鰍 測 fi月月 ロロシシアアfa月月革社会命主磁怠命、ソピエト紋織樹立

1918 （大正7）年 線 、側、臨相続町、野沢の6鮒測候所 号F保随及狩拡関スル陰惨繍伏lE7年綿第32 ~月月 富シベ山県リ魚ア棒出兵で米騒動

1919 （大正8）年 智頭、十日市、自締の3森林測候所関股 林て林学士学会会、館林第友1号会等発各刊会で発行していた会総を統合し
：；言語器天然飽締法公布

1920. C大正9）年 矢倍、梅原、白鳥のS諜林測候所関股 A月月 図貌際が連困盟宛の足メーアー

1921 （大正10）年
多：摩月月S号仙繍管室台山及林村｝野ぴ熊管理本局に体林S業農拡民敏験絹渇支を4創舗段を股｛東置京府下陶

固有林特別経営$鍵終了 11月 原敬首相暗重量
． 

1922 （大mo年

11騨鱗Z抑 留

1923 （大正12）年 測犬繁候所山、廃周止山、小石原、豊田、富士見、篠山の6i!l林 政4月を所鹿掌商すZるS省に奮産局が除けられ、牛馬に関する行 9月関東大飯災偶者20万、焼失40万戸】

1924 （大正13）年 ii：：；；操縦，~：；；肉支細胞庁
1927 （昭和2）年

i懇i議議ie~鰻錨舗を関段
311 金融恐慌始まる ・．

1928 （昭和3）年 白糸i!lt本測候所を廃止し、.島議緯測候所を関股 6月額作a錫宛

1929 （昭和4）年
諮鐸雲纏 路震葬縮まる

1931 (i昭和6）年 井m.•原2.0林測候所廃止 4月牧野法公布 ：目 男総監箆

1932 (I昭和7）年 1月 磁岡光長林業院政相自長となる． ~見夫書E報誌
1933 (I昭和的年

；！弘鰭皆様鮮昔前学的野鵬自鮒』 i! li占ii::lt
1934 （昭和的年

鶴鰭 野鶴明器踏襲匙弘綴諸経手今 間鶏鐸制混トンネル閲遇

注：森林総研欄の1904（明治37）年以前の事項には（）を付した。
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S緑林総研 良林・環境関係 内 外

1936 （昭和11）年

購盟主主主i

第二期治水事擦が始まる i月月 ニ拓お・二省六鈎事州件側起箔民こ肘る国樹立（20均年で100万戸｝

1937 （昭和12）年 競総務詰険法公布 7月 虚構絹事件起こる｛日中高l4降》

1939何和1-0年

欝鞠轄酔認経林6路家月録窓笛取鍵鉢法局公並混布の則改公正布｛昭和14年法律鋸15号｝ 話会議if鵠~：

1940 （昭和15）年 議離111麟：L：ケ帥蜘制定J木 調接続盟塁強
1941 （昭和16）年

，~繰i轍態詑；：：：
木初鎗制法公布

語3論議
1942 （昭和17)年 ft月月月 食大ミ糧東ッ管豆ド理省ウ股法ェー公置布沖海聡

1943 （昭和18）年 初段配給統制緩良u制定 11月 .林・商工2省を良樹省·••省に改錨
1944 (I昭和19）年 、..，， 木材毘給統制組則制定、 ；月月 有サ珠イパ山噴ン火島．箇落昭和銃山発生

1945 （昭和20）年 錨 の鶏E競走字の醐蹴の大半及咽密文献p議欝臨：兵士：：it撃謹器撤
1946 （昭和21)年 2月 太田勇治郎林泉fitl量細長となる $11!11!"1鵬備制伐畑｝ ~L議事弘調主齢制行•' 

1947 （昭和22）年

；臨ん
1948 （昭和23）年

務3月担本瓢館司E鰭a賞れ、研戦究蜘室、｝変包盆、ガラス盆などを

1:J欝警議嬬襲鷲警麟なL野》 基盤強b略行

1949 （昭和2-0年 ti月留と鷹ますき巣る緊‘g智g碩~き縮g担gの：鼠g験号勉患を思廃議止長置、 7鼠 ii~号場事鱗及思慮量一緯3援；盤晶街＆宮事古案麟漉銅露鶴足
11 H議除勧定

．・

1950 （昭和25）年

問離島警；警名古一欝i周詑叩i謹岨き
i議議議立に関 il麟i；~死者1人負制

国，Hll査｛総人口83,199.637人〉

1951 C昭和26）年

，~」襲－~~Ill撃出明市醐庁舎主に叫：ど帥E渇 謡H_i鍛警護Z鯵Z摂固有器楠包田即；Z時L醐日掴 ~t議聾護議服8鶴概；：1：伊：：：目軸鮒

1952 （昭和27）年
品明II大d腿蓄5を5輔票駿の醐S室と長す義るる

i日線総薬品店月断｝ ii藷諜持論錦繍肱朗

1953 （昭和28）年 r~～月月 7 伊奄月努美群西神宮島日本1返5大5還9水也図定容式年調偶遷印者宮｛ ・行方不明2,000人魁｝
協！iii帥鶴：鎚究概錨制霞描構＠醐成問.Jot醐団軌附窟柑 人u議，；1態i鱒勢襲襲警説．酬ーの帥醐醐

12月発効｝

のすべてを札幌市盛平

ンソーの鉱厳
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森林総研 .Q林・環境関係 内外

1954 C昭和29）年

s訴n翠鋪盤車協戦聖路3『諸君1品帥2醐： it~：離i！！＇路器撤誌協i・F不明1詰おい

1955 （＇昭和30）年

IU盤撃事
首選機長五五r醐

1956 (I昭和31】年
をial史豪華警綴銭信号協議場庁舎‘研究室等ii韓親静麟器開針』

部襲撃.：：：~：：：＞JU! 

1957 (I昭和32）年

謁i止i制中籍霊協i警甥護議間論出血議陵；； 
jト麟器？の事掴 器購襲；：：＝：~~：~！~土

’ 

1958 C昭和33）年
品3月巴.縫同委雌鯨地S、a詩喝集を検経理地県電鐸止鵠沢照霊童 H譲欝勝櫨《欄聞7A> :: 岩旬甥田，~結Z幾RプUー皿欄ラ2号釘土干mは盛会醐幽

1959 （昭和34)年

審ti議e選語脇議i議；；事；；器轍む議Ill離概緯闘野有縁庁器尖内必続のF包ス9キE含鴎1ー園I鳳脇実取鼠銀晴？曹足健繍自値伊段スhキEー且Z詮Aぃm務理3香織L聖M書に鳴λるいt人抑

1960 （昭和35）年

韓議擁護欝謡番語語；韓；；語議議議議欝議誌錦：繍館何叩i播語草《？
1961 （昭狗36）年

襲撃驚霊堂盟主緊i韓議盤工 語u 鰹品購ti：~－IJ輪競－人-Jl,I 

11162 C昭和sη 年 符想ti襲撃集担最高まきIf鼠険制止
鵠訴の2童5話詰r聴務器、g明号事E計S図史の策万加定と鯨柑償 佐~が月月月地米z岡験s国民畿e休初sの周噂の国人第産間線衛一客星局磁フ取YレS県ンU大完ド山シ成にップ7でグレン中

とピー夕、図 関段

1963 （昭和38）年 関西、四国．丸州各支掲に周盗盆段置 ~目ぷ類税調患の民ー錦）J 発行 .＼月月R 米マ日本大レ統海ー側領シケでア議EキEデ官蹄宛イf足暗38脅自民曾さる・北強豪雷｝

1964 C昭和39）年

立覇髄謀議室
静襲撃銭安雛鰐fflJm＜叫よ構；i詰まる》

1965 (I昭和40）年

鱒量謹；；E品L旦除ホ寧一趨剤広箆2・g民4＊政事－局関町．鎗＠パ蜜イ中ロ段ッ布ト． ・フォレスト＠緑化完 11議議毛主：1&6,000万人と宛
固有林で初めて..

月月 第朝永10援回国ー郎勝調、査ノー（9ベs.ル2物81，理95学5人賞｝受賞
1966 （昭和41)年

品制品e鐙関F段踊；＝~婚tを＝；，自.~滋；闘置柵を量 録1事i.周R単久館樟制鍾で鼠a回a’島E世c~磁糊：~.る鐙』除纏見寧温蝿稀隆込盛倣収布会運；ペE袋gイ重量悠ン盆但・筆マと刊実纏附蕗偏 $・tいi人ざ》iなぎ齢気福絡崎まる恥ラ醐・聞朝

1967個和42）年

争鰭襲撃警 ~l~llr鱗鶏鰐！！.ti鍵10僻 符1”i符；of周zと予私紛~·ツ，A認s麹タバg次猫才符得3持掛鑓盛がz坊湘キ秘犠a怒富鰹冨溺伊伊伊肱程着評炉F飽鰭I，醐暮尉恥d讃鯵蝶卿盟

1968 （昭和43）年

襲撃盤整理fi島器輸藤一判It議騒ま：止蹴
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..林総研 良林・環境関係 内外

1969 （昭和44）年

覇!I 韓議襲I襲n~·臨i
i：誠E縦給意制義犠豊島繍命名拘置銀:1襲警襲謹論拠臨蛸

1970 （昭和45）年
建：fi.s北赤4m海沼η道館交験場泡経共営同実鼠験に室治峻山ヱ研究f室コをン分ク自リl!Wー段ト平家

llw離選議i御園

＊月月月月～三図国9産艶島月調初由査万紀の夫国で人工事樽日覧本衛件会星の大人『お阪口おで1す閲偉健み人』突打破ち上げ

1971 (I昭和48）年 i~ 前l週医院験繍勉共同臥禽am犠綾工f融帥Eコンク防リ災ー鋭ト語鶴韓普鱒選~＝H＿髄鵬帆＝342.20円で

1972 (I昭和47）年

繍盟主罫静i工藤護J人隣機組関騒2乱る鏑：7果 権離：：~
1973 （昭和48）年

申4眉噌請iJll誠膨路事轡曾事割長線償五鐙訣E璽騒孤穆曹滋究禽秘I；；；；穂組爵曲議調鵬ilJAl 
謀品里1賢議一滋種揖堕凧唾鶴却窃密の警自明察象額：間要綱z陣d一種臨舞瞳鶴a術蜘3関克Z醐也4遭図 ~I 語審鶴説中

1974 （昭和49）年

!1 R嘩f犠騨盤器語E擦晶る；語：；：捌

一地6月銀筑波店事林2研9謙究・団組抑林業滋金段改婿建震工事起工式指ii欝審是正；から闘
1975 （昭和50）年

i制F滋警綴護鑓E闘韓員E喜語怒襲胡誌桁は： 議ん議議察議当ぺ5掻Z説翻話臨 調i月月官米ベ国官トU話ナMム峨弱蹴争・2膚点働総ち叡上げ苦情ftf.~f~
， 

1978 （昭和51)年

議離譲鞠
園：』R月始R稽まU広る営『林フ局ィ、リパイロットフォレスト20周年式典

・lo月月月月 米陶米山上北国形県院バベ酒でイトナキ田ロム市ッンキ統大グーー火1号ド｛事火焼件E失E袋着I，面陣符化4戸． 死者1人｝ピン・パンタパンガン林築関宛貯

1977 （昭和52）年
，~岡韓鶴鱗i鱗験器援
語議霊！i！＇＇~蛾林ご榔 掛詰韓i議鵠事饗繋鐘空撃母；；私：；事

HL i草同富語講t習！~問M滋悼『 b

1978 （昭和53）年

!tl＊•議燃富鰐鵬銭；~m11u11m；設聞帥カル

1979 （昭和54)年

1争韓議欝罷善隣誠舗実縫置iき翌制限五・i脚部I・叫・ !~;~ 鱒議事長；Z凪蜘

1980 【昭和55）年Hffil：議議鰹ill語審請鶴報 J!i持機韓関思議機業 ii：来！欝Z富田機醐年関＠旭縁』舞弘，~511.也堺苦の悩疎林笠滋録少画
1981 （昭狗58）年

韓鱗襲撃語：：ご失3妥1器ご.密Iii: 鶴露伊都離主義ift常設；i言語…嗣a

1982 （昭和5η 年段：月月月 次図沢長吉聡郎街段段、林水銭産湯大鼠E臣Z本JJ場鍵観に耳安障全衛生専門官街 品iおa.，~き：：謡10穏識究語職鋳事る識蛸臨V改革~，’園 縫~；曾 滋鼠九許諾鵬畑・聞 を
～II月JICAの受入れによる研究集図研修再開 箆鋸ぷ告さ掠齢話会峨仰14

1983 （昭和58）年

ai~擁護i襲撃護3舞鶴最新股rと0Aw宛月謙広奇書島県音盤林銀鼠鴨験4一a署．にマ停ツ滞タケ人指工営指に側初成10功回 i装警還ま禁法悦
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I a林・環纏関係

附剛抑制絹賞授群言霊患~、時事室諸島署鮭手 I~~ ＝号室獄野自信悦服・代々松田

謂磁題離島義富擦II宅開催12カ醐
90名重量加
11月 皐太子殿下本喝』観察 11襲撃事謀議員五

駅昭和的 1 ：~議室限緩容器号察 I ~1:titt*r：シ；；：：：＝%： 1諸犠図…鮒覧会『…つ〈

~鶴融~＝:i；旬開館側メ…恒のJ~震予ぷ；；：~：「~：nA
襲翠霊 叩 m離 3麟5露P制度発

！！認白誠J麟寵雫II I 

…同 制Ji襲議霊祭盟主本所蛾Iii；都品；；義援IHi-1問問きの市町
議議罷鵜努勝一ク制定 ｜ ｜ 

一一111改繍霧器議議麟Ii器購議奇襲塁機Iii錦繍琴聞を蜘
H～ 磯？融L；な~：：うにこ｜
狩る欝鍔色盛大臣本所綿 －－一－一 ー

抑制官鞠謀議：；；；m±＇援護iJ!器子 宮If:::
棚臨釧期連絡調魁馴！i~f！場2襲撃＇~議官会！？ダ l!i火勢if怒号騒い 20間関

11；擁護！！銀協同11輔君i関空：~~：：
:Ji警j野！；：をい｜鰐識語；諮問機紘一績開発会働

関 S)~1i1~，，雪諮問即時｜替協議室長臨時滞献立L

人i思議結~：：s＜：；~恋と命名
選臼 也譲j；韓協議自然遺産に

重機盤？究僻針蹴 1：； 鐸i.. r 爾欝蕗~:S>"t句集~，綿織響賊媛謀議れた
錫償還 号館盤臨調間違糊踏に！？伊踏と富総重加姐合陸雄会
！？目縁 賂経欝議接記念式典桁 ｜ 一一－－－ ・・---- 一一一

印刷年｜接点鰐鍔？童話翁＝よる嬬回 1i:1-Jモ商品~！論落事詩噂例サls~~s{J~蹴総即死桁方不附

鵠州鍵謀議論話器1c：.~11に義務：：妥協力~1i：女ド；融轍56鯨岡
6 （平成8）年｜問実詩里璃1ft織となる ｜ぬ総理府、『制・械に関する健治悶釦の｜~, i欝襲安韓：ii酌策定 Ii~関脇甥，，鵡工捌に鳩償土硝
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議林総研 良林・環縫関係 内 外

1997 （平成9）益事

j：替議ドもに蓄積よ；~：臨f糊：？綿Ji:.~ ii~語品トF繋議引訊ぷ講義リー同属生シアの酬蜘T原

1998 （平成10）年 現J雪犠議事i議夢臨ffi研究三
認’τ1弘磨識子容勝！野患儀輔胸器の包並時犠署寄究・節柑臨倉輯と佳棚に境お審S拘：6陣土脚樹木立

銀勝手iz説話噂漢の僻駒

1999, （平成11）年

i;:; 句怠4総鑓韓！？喜滋鶴綴幡験諮禁宮弘認主溜犠行E政Z法需人

u ii~謀総懇II＇るお伊東 原品9子月力米国加司打ち上げ｛日本のASTER，附D時

S臨E臓界l県東紋海村ジェーオーシー事黛所で日本初の

2000 （平成12）年
：（＇月月月fAC）イブ毛、制ンラ勝ジドトでルネリ閲シオ・健アアー林マJI業ーハ島ナプ国スロ大州セ知臣ス$ーの行ー技本行術所本i所i問a察委m員会 1日2月 林結政節改事大鵠綱噂及び製株政宅改甥革プさロgグLラ｝ム公表

持鐸轍…に関す る9月1回全島避鋸命令

, 2001 （平成13）年

j町11一謀r犠欝議費量器臨購嗣時に－ 

!I.輔君Eフガードーil；！襲M撃腎臨い百み四回1咽綿脚貫目Eールt 

2002 （平成14）年 －：~~ 親宮脇会鰭著書室持雲害訴fit* 器11月腎一林野；オ鞍『木号初室寧l鰐m及び木鰹初産断幾に線関する定伎術開鐸融機守rlr脳会L
2003 （平成15）年

擁 品i所4；磁鉱場7騒・護酬マゾ・ン自議問鍵健全阻醐鰐ぴ醐時セ柑シ

品ア：自mタRショ媛食目盤イシ庁穏プン車ラeネ止翫シシEア名趨誕槍俊踏銀対襲擬針也図カ髄r共同発表』・ 語嘉；語＇：~；雛肉議器麟器髄臨4犠韓鑑謡鱗6詰鑓E器i器~：；ゐ2詑量髭品関Tお慨サ思期：野明慨：立z樗ι＝エr町敏育め

%004 （平成16）年

~！鶏鱗轄庁
ii月月 来野涜生遇き制の度こ改・訂スギヒラタケ銀食死亡事故多発

構記；五
内藤敏鎗財s省関a中央分続所長観照

2005 （平成17)年 ＊佳R月n 大マZレR併ー$シ独ア孟国行主政来法所人蘇林総合研究所理事長に u 擁護霊鰐援を~：~ !ff月月 官京ス郷マつ鑓〈ト定ラt：沖エ地発ク効量ス産プレス開通
S譲林総合研究所創立100周年
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名 称、

。森林総合研究所

・木曽試験地

－千代田賦験地

・小笠原試験地

・十日町試験地

0北海道支所

0東北支所

O関西支所

0四国支所

0九州支所

0多摩森林科学園

－多摩試験地

。
/] 

。

。U

森林総合研究所本・支所位置図

所 在 地 電話番号

茨城県つくば市松の里1 029 (873) 3211 

長野県木曽郡木曽福島町5473-8 0264(22)3203 

茨械県かすみがうら市上志筑
字堀之内751-2

0299(59)3360 

東京都小笠原村父島宇東町 04998(2)2103 

新潟県十日町市辰乙614 0257 (52) 2360 

北海道札幌市豊平区羊ケ丘7 011 (851)4131 

岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25 019 (641) 2150 

京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎68 075 (611) 1201 

高知県高知市朝倉西町2-915 088 (844) 1121 

熊本県熊本市黒髪4-11-16 096 (343) 3168 

東京都爪王子市廿里町1833-81 0426 (61) 1121 

東京都多摩市連光寺3-45-3 042 (375) 7021 

。
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昭和24年
｛林野庁付属｝

昭和50年
(7 0周年｝緊a＂：説法

｛本場｝

総務部T 人事眼u譲住
問 T「議；器

f
 

住

合課
務
糊

幌
庶
文
厚
共

τ
L
l
E
 

眼務庶

ω
目。

君臨戸部町議踏；ヒ欝桝一

I トー ｛林業・木材産業研究

l r官 勺韓「一
議長鍛 ｜ 噂！ff. ：「せ霧器

「罫； ｜器購轟；Lよ曾
下脇信官； L問糊鳴門j｜ ヒ諮糠

槌腺 官側 五五 鰐

議2係！？鷺贈位：「n櫨RI
I =-~-= ・ I ~－・ー一

庶務係

係
係
係
室
室

行
報
・
修
画
絡

刊
情
研
企
連

t
T
t
 

査

糊

酬

聞

広

企

麟眼ii：譲住
ト厚生第1係
ト厚生第2係
」財車保

会肝腺T腺長補佐． ； ト会酔眼T 眼長補佐
ト主計係 : I ト予l保
卜支出係 : I ト経理係

t酪担行問 _, t磁
ト用度係 : I 
ト営繕第1係 ． L用度謀T 県長棺佐
L営繕第2係・ ト用度：

嗣査室一一図書富・ I Ii興鈎保
問査室， J 庶務係 ： ト検収縄

ー庶務係

経営部ト経営む欝係究室 ! I=~~ Ei議
I 」営農林牧野 : I 
｜ 研究室： ト資料科T 資料蜜
L経済科T 経清研究室 ： ｜ L実験林宣

ト測定研究室 : I 
r造林研究富・ L航測研究室 ， L閥査 T 刊行係
ト壌研究車・ ・ 広報限 L情報係

地贋書籍；伊化T糊科て搬船務室j i開査部

ト樹芸研究室： I ：経営部， • 庶務保

造糊下警告書謹iL作業科て篠祭器豪華 「震お工差額謹
ト生理研究室： 、 : I 

語譲楚；造糊ト遺糊T霊葉第1布勉；
牧野研究輩． I ト造林第2研究室． 研究撞

首

議

糊

悩

附

図



締結：：） i 貯~~~ i 間協 i 駅間 i 漁協） ！ ？九lo＇事｝
l L種子研勉 : i ト海外林T 技鮒髄 i I I : I ＿＿一

， 庶務係 ・ l；韓関嘩ト研究協力室 : I L共清組合事業保： トー上席研究

棉科下韓民磯軍 部「機横行線第務室 内 tB賂鶴岡官iL会計保十服補佐 ： 「上席
ト生理研究室 ・ I L :nt研究室 ・ I ・ I ト予算係 ・ トー木曽院験地

L作業科T 作業第1研究室： ト図書情報室 : I ト支出係 ． － トー
」作業第2研究室： ト実験林宣 : I 」監査係 ： 」ー

「樹欄t額擁 : i t司書専門官 ： ト T 
：造林節 E 庶麟 ！ L育苗専門官 ： 「用度眼下賎鱗官 ； 織部 ・, 

選鰭1研究室l -;.. : I t競震 ; ←管理官
2研究室i経営部． 庶務保 I ト契両様

種子研究室 ・ ト包営 T 営研究室 ・ I ト検眼保
生理研究室 ・ l：第1科ト経済研究室 ・ I L .係
植生究室 － E ト 一一 ー
除剤研究室－

L31伝＿ T 遺 伝 聞 ・ Jiff＇－何「罰則均一

一 ・ ・： ：防災前 a ・ 庶務保 ： 育種科 l 第1研究室： L温般林研究室：
林 I 究室1 ． ト治山科T 治山第1研究室： 一←ート遺伝吉種 ： ーーで一一ー－

化学部下議礎盆： ｜ t霊泉研鍾究室j 遺品ま勉j機敏化 E 庶榔 ! L幅疎 i I 仁富雛務~：
I L凶 器盆j L Rf:flt≪ _ Rf:(i（酌出量 ． 

~ 

-.:i 

・一萌露室；；林E ， 庶務保 ：一一一ト樹病科T ー扇読究富
－・木材加工・化学部ト林窟他T セルロース ・ I ト菌類研究富 ・ ・蘇林環境部

研費量・ I l学第1・l 研究室・ I ト林業薬剤 ・造林部． 庶務係 ・ 一－
木材乾縄 i I l骨 トへミセルロースi ,. l一一貫u研究宣： 卜造林科T 造：第1研究室：－ I －一一

I L林業薬剤 : I 卜造林第2研究室： トー植物！

｜ 商好僻： l . 抑研賦 ｜ 種子研 : I E鰍生理開室 「経世研究 i I . I ト生理研究富 : I ト種簡研究宣 ： ト一 眼

:sa~MSl 「融科i:f協議室iI t灘君臨！ ｜ ヒ星雲鵡薙 ： I仁報譲住・
抽出成分研究室： I .. : I : I ・ : I ト経理係

パルプ研究室 j L開て鵬；票結 審私T遺伝空研究車！ 「 地 環 諸 問 究 室 ！ ｜ ヒ妥協震
祭器覧瀦fai__ 一ー ； 「遣もj究宣： ｜ 仁土壇物繍薙

庶務僚 ー； ト遺伝育種 : I 」地l研究富
治山第1研究室： I 第3研究室： I . 

理水露1研究室l ,. 傭4研究室 l I ト水涜出管理研究
理水第2研究室・ L組織培養研究室・ I .ト水質源｝研究

I .ト治山研究室
防災第1研兜室・ I I 」地すペり研究室 ． 
防泉第2揖究室i土捜部， 庶務保 － ・ ,. ’ ． 」ー管腺

一一一． : L気象研究室 : ト土犠 T土嬢第1研究室i ＇－ー防災科 : －トー眼畳舗

加工科T鰯籍 : i ｜開掛〓3書籍！ 同景勝擢室 ！ 仁鰍J理専門官



昭和24年
｛林野庁付属｝

ω
同∞

｛支所帯〉

浅川支場
高萩出張所
赤沼苗聞事務所
十日町蘇林治水

試験地
小堤製炭試敵地
都路放牧民験地
自荷林治水鼠験地

唱札幌支場

t却 l治水開地

釧路混牧林院験所．

昭和40年 : 招鞠50年 : 昭和60年 : 平成7年
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定員の推，移
臨時職員技手

32 
12 
12 一一一一一一一

技師

18 
14 
14 

計一
M

－m一川町

属一4－3－3

年 度 職員数

昭和24年 734 
昭和25年 811 
昭和26年 798 
昭和27年 804 
昭和29年 762 
昭和31年 760 可

昭和32年 759 
昭和33年 768 
昭和34年 792 
昭和35年 797 
昭和初年 827 ‘ 
昭和37年 827 
昭和38年 831 
昭和39年 831 
昭和40年 830 

年 度 指定職 行政職（ー） 行政職（二） 研究職 計

昭和41年 256 62 511 -830 
昭和42年 248 62 516 827 
昭和43年 248 62 516 827 
昭和44年 248 62 515 826 
昭和45年 246 62 514 823 
昭和46年 244 62 514 821 
昭和47年 242 61 512 816 
昭和48年 241 60 509 811 
昭和49年 237 60 508 806 
昭和50年 232 60 507 800 
昭和51年 229 58 506 794 
昭和52年 228 57 506 792 
昭和53年 227 56 505 789 
昭和54年 227 53 505 786 
昭和55年 225 53 504 783 
昭和56年 222 53 505 781 
昭和57年 219 53 505 778 
昭和58年 218 51 506 776 
昭和59年 215 51 509 774 
昭和60年 215 49 508 773 
昭和例年 215 48 508 772 
昭和62年 215 45 509 770 
昭和63年 213 43 507 764 
平成元年 211 43 505 760 
平成2年 210 43 503 757 
平成3年 208 43 502 754 
平成4年 207 42 500 750 
平成5年 205 41 495 742 
平成6年 203 40 492 736 
平成7年 202 39 489 731 
平成8年 200 36 488 725 
平成9年 197 35 486 719 
平成10年 195 33 484 713 
平成11年 192 32 482 706 
平成12年 189 31 480 701 

役 員 職員数 (1月1日現員数）
年 度 理事・監事 一般職員 技術専門職員 研究職員 計
平成13年 4・2. 186 31 474 689 
平成14年 4・2 183 31 474 688. 
平成15年 4・2 180 31 474 685 
平成16年 4・2 178 31 463 672 
平成17年 4・2 177 31 459 667 
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計一
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歴代幹部

注：平成13年4月1日以降は独立行政法人に移行したため官名はなし。

《場長・所長・理事長》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適 要
（年・月）

林業試験所長 山林局技師 松野 硝 明治38.11. 1～明治41.5. 14 2. 6 

（空席） 明治41.・ 5. 14～明治41.12. 28 7 

林業試験所長 山林局技師 白沢保美 明治41.12. 28～明治43.11. 1 1. 10 

林業試験場長 山林局技師 村田重治 明治43.11. 1～明治45.10. 24 1. 11 

林業試験場長 山林局技師 松波秀実 明治45.10.24～大正 2.6. 13 7 

林業試験場長 林業試験場技師 白沢保美 大正 2.6.13～昭和 7. 1. 29 18. 7 

林業試験場長 林業試験場技師 藤岡光長 昭和 7. 1. 29～昭和21.2. 16 14. 0 

林業試験場長 農林技官 太田勇治郎 昭和21.2. 16～昭和22.7. 5 1. 4 

林業試験場長 文部教官兼農林技官 吉田正男 昭和22.7. 5～昭和25.3. 31 2. 8 

林業試験場長 農林技官 長谷川孝三 昭和25.3. 31～昭和27.3. 31 2. 0 

林業試験場長 農林技官 大政正隆 昭和27.3. 31～昭和31.6. 12 4. 2 

林業試験場長 農林技官 斎藤美鴛 昭和31.6. 12～昭和37.6.16 6. 0 

林業試験場長 農林技官 坂口勝美 昭和37.6. 16～昭和44.6. 1 6. 11 

林業試験場長 農林技官 竹原秀雄 昭和44.6. 1～昭和49.12. 1 5. 6 

林業試験場長 農林水産技官 上村 武 昭和49.12. 1～昭和53.9. 2~ 3. 9 

林業試験場長 農林水産技官 松井光瑠 昭和53.9. 25～昭和56.9. 21 2.11 

林業試験場長 農林水産技官 土井恭次 昭和56.9. 21～昭和60.3. 31 3. 6 

林業試験場長 農林水産技官 難 波宣士 昭和60.4. 1～昭和61.12. 1 1. 8 

林業試験場長 農林水産技官 山口博昭 昭和61.12. 1～昭和63.10. 1 1. 10 

森林総合研究所長 農林水産技官 小林 富 士 雄 昭和63.10. 1～平成 3.8. 2 2.10 

森林総合研究所長 農林水産技官 勝目 柾 平成 3:8. 2～平成 5.10.1 2. 2 

森林総合研究所長 農林水産技官 小林一三 平成 5.10. 1～平成 8.10.1 3. 0 

森林総合研究所長 農林水産技官 大貫仁人 平成 8.10. I～平成11.10. 1 3. 0 

森林総合研究所長 農林水産技官 虞居忠盛 平成11.10. 1～平成13.3. 31 L 6 

森林総合研究所理事長 庚 居忠畳 平成13.4. 1～平成15.3. 31 2. 0 

森林総合研究所理事長 田中 潔 平成15.4. 1～平成17.3. 31 2. 0 

森林総合研究所理事長 大熊幹章 平成17.4. 1～ 

《理事・監事》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適 要
（年・月）

理事 企画・総務担当 藤原 敬 平成13.4. 1～平成17.3. 31 4. 0 

理事 企画・総務担当 川喜多 進 平成17.4. 1～ 

理事 森林研究担当 田中 潔 平成13.4. 1～平成15.3. 31 2. 0 

理事 森林研究担当 棋井尚武 平成15.4. 1～ 

理事 林業・木材産業研究担当 池田俊漏 平成13.4. 1～平成17.4. 26 4. 0 

理事 林業・木材産業研究担当 久田卓興 平成17.. 8. 1～ 

監事 非常勤 片桐一正 平成13.4. 1～平成15.3. 31 2. 0 

監事 非常勤 今村清光 平成13.4. 1～平成17.3. 31 4. 0 

監事 非常勤 井上敵雄 平成15.4. 1～ 

監事 非常勤 真柴孝司 平成17.4. 1～ 
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《次長》
I 

在職期間
職 名 官 名 氏 名 在職年月 日

（年・月）
適 要

次長 農林水産技官 山井良三郎 昭和57.4. 8～昭和59.3. 16 1. 11 

次長 農林水産技官 難波宣士 昭和59.3.16品昭和60. 4~ 1 1. 0 

次長 農林水産技官 蜂屋欣二 昭和60.4. 1～昭和61.12. 1 1. 8 

次長 農林水産技官 石原逮夫 昭和61.12. 1～昭和63.3. 1 1. 3 

次長 農林水産技官 小林富士雄 昭和63.3. 1～昭和63.10.1 7 ' 

次長． 農林水産技官 松本庸夫 昭和63.10. 1～平成 3.1. 16 2. 3 

（空席） 平成 3.1. 16～平成 3.3.15 2 

次長 農林水産技官 勝 目 柾 平成 3.3.16～平成 3.8. 2 4 

次長 農林水産技官 安永朝海 平成 3.8. 2～平成 5.3. 1 1. 7 

次長 農林水産技官 小林一三 平成 5.3. 1～平成 5.10.1 7 

次長 農林水産技官 小沼順一 平成 5.10.1～平成 7.3. 1 1. ・5 

次長 農林水産技官 大貫仁人 平成 7.3. 1～平成 8.10.1 1. 7 

次長 農林水産技官 井上敵雄 平成 8.10.1～平成11.3. 31 2. 6 

次長 農林水産技官 金谷紀行 平成11.4. 1～平成13.3. 31 2. 0 

《研究管理官》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日 在（年職・期月間） 適 要

森林・林業 農林水産技官 安永朝海 昭和63.10. 1～平成・a.s. 2 2.10 

森林・林業 農林水産技官 小林一三 平成 3.8. 2～平成 5.3. 1 1. 7 

（空席） 平成 5.3. 1～平成 5.3. 31 

森林・林業 農林水産技官 加藤宏明 平成 ・5,4. 1～平成 7.'3. 1 1. 11 

森林・林業 農林水産技官 河原輝彦 平成 7.3. 1～平成10.3. 1 3. 0 

森林・林業 農林水産技官 堀田 府 平成10.3. 1～平成11.4. 1 1. 1 

森林・林業 農林水産技官 真島征夫 平成11.4. 1～平成12.4. 1 1. 0 

森林・林業 農林水産技官 槙井尚武 平成12.4. 1～平成13.3. 31 1. 0 

木材 農林水産技官 志水ー允 昭和63.10. 1～平成 4.4. 2 3. 6 

木材 農林水産技官 金谷紀行 平成 4.・ 4. 2.～平成 5.3. 2 11 

木材 農林水産技官 今村浩人 平成 5.3. 2～平成 6.10. 1 1. 7 

木材 農林水産技官 太田貞明 平成 6.10. 1～平成10.3. 1 3. 5 

（空席） 平成10.3. ・1～平成10.3. 31 

木材 農林水産技官 海老原 徹 平成10.4. 1～平成12.4. l 2. 0 

木材 農林水産技官 林 良興 平成12.4. 1～平成13.3. 31 1. 0 

生物多様性・森林被害 田畑勝洋 平成13.4. 1～平成15.3. 31 2. 0 

生物多様性・森林被害 三浦慎悟 平 成15.4. 1～平成16.3. 31 1. 0 

生物多様性・森林被害 福山研二 平成16.4. 1～ 

国土保全・水資源 柴田順一 平成13.4. 1～平成14.3. 31 1. 0 

国土保全・水資源 真島征夫 平成14.4. 1～平成na.at 3. 0 

国土保全・水資源 加藤正樹 平成17.4. 1～ 

総合発揮・地球環境 a佐々朋幸 平成13.4. 1～平成16.3. 31 3. 0 
・、

総合発揮・地球環境 佐藤 明 平成16.4. 1～ 

林業経営・政策 捜井尚武 平成13.4. 1～平成15.3. 31 2. 0 

林業経営・政策 培田 宏 平成15.4. 1～ 

循環利用 海老原 徹 平成13.4. 1～平成16.3. 31 3. 0 

循環利用 山本幸一 平成16.4. 1～ 

木質資源利用 中井 孝 平成13.4. 1～平成14.3. 31 1. 0 

木質資源利用 久田卓興 平成14.4. 1～平成16.3. 31 2. 0 

木質資源利用 藤原勝敏 平成16.4. 1～ 
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職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適要
（年・月）

生物機能 林 良興 ，平成13.4. 1～平成14.10. 1 1. 6 

生物機能 田崎 清 平成14.10. 1～ 

海外 小林繁男 平成13.4. 1～平成15.4. 1 2. 0 

海外 沢田治雄 平成15.4 .. 1～ 

《研究協力官及び海外研究協力官》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適 要
（年・月）

研究協力官 農林水産技官 小沼順一 昭和63.10. 1～平成 3.3.16 2. 5 

海外研究協力官 農林水産技官 緒方 健 平成 3.3. 16～平成 5.3. 1 1. 11 

海外研究協力官 農林水産技官 大 角 泰 ・ 夫 平成 5.3. 1～平成 5.10. 1 7 

海外研究協力官 農林水産技官 太田貞明 平成 5.10. 1～平成 6.10. 1 1. 0 

海外研究協力官 農林水産技官 池田俊輔 平成 6.10. 1～平成11.3. 1 4. 5 

海外研究協力官 農林水産技官 林 良興 平成11.3. 1～平成12.4. 1 1. 1 

海外研究協力官 農林水産技官 小林繁男 平成12.4. 1～平成13.3. 31 1. 0 

《各部長》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適 要
（年・月）

総務部長 農林技官 太田勇治郎 昭和22.1. 31～昭和22.7. 5 5 事務取扱

総務部長 農林技官 吉田正男 昭和22.7. 5～昭和23.11. 10 1. 4 事務取扱

総務部長 農林事務官 五十嵐遼男， 昭和23.11. 10～昭和24.9. 19 10 

総務部長 農林事務官 飯島 浩 昭和24.9. 19～昭和26.11. 16 2. 2 事務代理

総務部長 農林事務官 飯島 浩 昭和26.11. 16～昭和27.3. 1 3 

総務部長 農林事務官 筒井敬一 昭和27.3. 1～昭和29.8. 9 2. 5 

総務部長 農林事務官 恩田芳彦 昭和29.8. 9～昭和31.2. 21 1 .. 6 

総務部長 農林技官 大政正隆 昭和31.2. 21～昭和31.2. 23 事務取扱

総務部長 農林事務官 奥 益美 昭和31.2. 23～昭和36.8. 1 5. 5 

総務部長 農林事務官 小林 繁 昭和36.8. 1～昭和38.4. 1 1. 8 

総務部長 農林事務官 松村良伍 昭和38.4. 1～昭和39.9. 16 1. 5 

総務部長 農林事務官 佐藤松寿郎 昭和39.g, 16～昭和41.5. 1 1. 7 
総務部長 農林事務官 宮 戸 喜 三 郎 昭和41.5. 1～昭和43.12. 16 2. 7 

総務部長 農林事務官 石川博厚 昭和43.12. 16～昭和45. 1. 5 1. 0 

総務部長 農林事務官 藤川秀夫 昭和45.1. 5～昭和46.4. 10 1. 3 

総務部長 農林事務官 大町 消 昭和46.4. 10～昭和48.9.14 2. 5 
総務部長 農林事務官 平井義徳 昭和48.9. 14～昭和49.3. 5 5 

総務部長 農林事務官 守谷 浩 昭和49.3. 5～昭和50.4. 1 1. 0 

総務部長 農林水産事務官 山下 勇 昭和50.4. 1～昭和54.4. 1 4. 0 

総務部長 農林水産事務官 戸部千之祐 昭和54.4. 1～昭和56.. 4. 1 2. 0 
、

総務部長 農林水産事務官 宮下園弘 昭和56.4. 1～昭和58.7. 22 2. 3 

総務部長 農林水産技官 土井恭次 昭和58.7. 22～昭和58.8. 1 事務取扱

総務部長 農林水産事務官 伏見一明 昭和58.8. 1～昭和61.4. 1 2. 8 

．総務部長 農林水産－事務官 蒲沼 満 昭和61.4. 1～平成元. 4. r 3. 0 ノ

総務部長 農林水産事務官 佐々木行夫 平成元. 4 .. 1～平成 3.4. 1 2. 0 

総務部長 農林水産事務官 兼松功次 平成 3.4. 1～平成 5.12 . .t 2. 8 

総務部長 農林水産事務官 矢崎潤ー 平成 5.12. 1～平成 7.8. 1 1. 8 

総務部長 農林水産事務官 村岡哲市 平成 7.8. 1～平成 9.4. 1 1. 8 

総務部長 農林水産事務官． 長塚輝一 平成 9.4. 1～平成11.4. 1 2. 0 

総務部長 加藤了嗣 平成11.4. 1～平成14.4. 1 3. 0 
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職 名 宮 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適要
（年・月）

総務部長 周藤 民 平成14.4. 1～ 

調査室長 農林技官 辻 行雄 昭和22. 1. 31～昭和24.12. 31 2.11 

（空席） 昭和24.12. 31～昭和25.5. 10 4 

調査室長 農林技官 玉 手 三 葉 寿 昭和25.5. 10～昭和26.8. 1 1. 2 

調査室長 農林技官 内藤信行 昭和26.8. 1～昭和26.12. 1 4 

調査室長 農林技官 内藤信行 昭和26.12. 1～昭和27.3. 31 4 兼務

調査室長 農林技官 内藤信行 昭和27.3. 31～昭和28.11. 1 1. 7 

調査室長 農林技官 茅野一男 昭和28.11. 1～昭和30.2. 16 1. 3 

調査室長 農林技官 福森友久 昭和30.2. 16～昭和31.12. 16 1. 10 

調査室長 農林技官 内藤信行 昭和31.12. 16～昭和33.6. 9 1. .5 

調査室長 農林技官 徳本孝彦 昭和33.6. 9～昭和37.4. 1 3. 9 

調査室長 農林技官 三井鼎三 昭和37.4. 1～昭和37.6.16 2 

調査室長 農林技官 橋本与良 昭和37.6. 16～昭和42.4. 1 4. 9 

調査室長 農林技官 竹原秀雄 昭和42.4. 1～昭和44.3. 31 2. 0 

調査部長 農林技官 竹原秀雄 昭和44.4. 1～昭和44.6. 1 2 

調査部長 農林技官 加納 孟 昭和44.6. 1～昭和49.12. 1、 5. 6 

調査部長 農林水産技官 松井光瑠 昭和49.12. 1～昭和53~ 9. 25 3. 9 

調査部長 農林水産技官 土井恭次 昭和53.9. 25～昭和56.9. 21 2.11 

調査部長 農林水産技官 難波宣士 昭和56.9. 21～昭和59.3. 16 2. 5 

調査部長 農林水産技官 揚屋欣二 昭和59.・3, 16～昭和飢 4. 1 1. 0 

調査部長 農林水産技官 山口博昭 昭和60.4. 1～昭和61.12. 1 1. 8 

調査部長 農林水産技官 小林富士雄 昭和61.12. 1～昭和63.3. 1 1. 3 

調査部長 農林水産技官 片桐一正 昭和63.3. 1～昭和63.10. 1 7 

企画調整部長 農林水産技官 勝目 柾 昭和63.10. 1～平成 3.3.16 2. 5 

企画調盤部長 農林水産技官 有光一登 平成 3.3.16～平成 4.10. 1 1. 6 

企画調整部長 農林水産技官 大貫仁人 平成 4.10.1～平成 7.3 .. 1 2. 5 

企画調整部長 農林水産技官 井 上 ． 敵 雄 平成 7.3. 1～平成 8.10. 1 7 

企画調整部長 農林水産技官 虞居忠量 平成 8.10. 1～平成』1.10. 1 3. 0 

企画調整部長 農林水産技官 田中 潔 平成11.10. 1～平成13.3. 31 1. 6 

企画調整部長 石塚和裕 平成13.4. 1～ 

経営部長 農林技官 嶺 一 一ー 昭和25.4. 28～昭和26.12. 1 1. 7 

経営部長 農林技官 内藤信行 昭和26.12. 1～昭和27.3. 31 4 

経営部長 農林技宮 小幡 進 昭和27.3. 31～昭和37.4. 1 10. 0 
経営部長 農林技官 原 敬造 昭和37.4. 1～昭和45. 1. 5・ 7. 9・ ． 

経営部長 農林技官 大友栄松 昭和45. 1. 5～昭和49.6. 16 4. 5 

経営部長 農林技官 大内 晃 昭和49.6. 16～昭和50.5. 15 11 

経営部長 農林水産技官 紙野伸二 昭和50.5. 15～昭和58.4. 1 7.10 

経営部長 農林水産技官 舟山良雄 昭和58.4. 1～昭和61.4. 1 3. 0 

経営部長 農林水産技官 粟屋仁志 昭和61.4. 1～昭和63.3. 31 2. 0 

林業経営部長 農林水産技官 熊崎 質 昭和63.4. 1～平成元. 4. 1 1. 0 

林業経営部長 農林水産技官 柳 次郎 平成元. 4. 1～平成 2.10. 1 1. 6 

林業経営部長 農林水産技官 加藤宏明 平成 2.10.l～平成 5.4. 1 2. 6 

林業経営部長 農林水産技官 高田長武 平成 5.4. 1～平成 6.10. 1 1. 6 

林業経営部長 農林水産技官 西川匡英 平成 6.10. 1～平成 8.8. 1 1. 10 

林業経営部長 農林水産技官 坂口精吾 平成 8.8. 1～平成13.3. 31 4. 8 

機械化部長 農林技官 米国幸武 昭和40.4. 1～昭和42.11. 16 2. 7 

機械化部長 農林技官 原 敬造 昭和42.11. 16～昭和44.4. 1 1. 4 兼務

機械化部長 農林技官 梅田三樹男 昭和44.4. 1～昭和51.4. 1 7. 0 

機械化部長 農林水産技官 山脇三平 昭和51.4. 1～昭和59.11. 16 8. 7 
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機械化部長 農林水産技官 福田光正 昭和59.11. 16～昭和62.3. 31 2. 4 

機械化部長 農林水産技官 林 寛 昭和62.4. 1～昭和63.・ 9. 30 1. 6 

生産技術部長 農林水産技官 林 寛 昭和63.10. 1～平成 3.3.16 2. 5 

生産技術部長 農林水産技官 小沼順一 平成 3.3. 16～平成 5.10. 1 2. 6 

生産技術部長 農林水産技官 奥田吉春 平成 5.10. 1～平成10.3. 1 4. 5 

生産技術部長 農林水産技官 辻井辰雄 平成10.3. 1～平成12.3. 31 2. 1 

生産技術部長 農林水産技官 柴田隈ー 平成12.4. 1～平成13.3. 31 1. 0 

造林部長 農林技官 大政正隆 昭和22. 1. 31～昭和27.3. 31 5. 2 

造林部長 農林技官 大政正隆 昭和27.3. 31～昭和27.6. 16 2 事務取扱

造林部長 農林技官 石川健康 昭和27.6. 16～昭和31.10. 1 4. 3 

造林部長 農林技官 坂口勝美 昭和31.10. 1～昭和37.6. 16 5. 8 

造林部長 農林技官 加藤普忠 昭和37.6. 16～昭和46.9.16 9. 3 

造林部長 農林技官 岩川盈夫 昭和46.9. 16～昭和51.4. 1 4. 6 

造林部長 農林水産技官 戸田良吉 昭和51.4. 1～昭和54.4. 1 3. 0 

造林部長 農林水産技官 蝉屋欣二 昭和54.4. 1～昭和59.3.16 '4.11 

造林部長 農林水産技官 浅川澄彦 昭和59.3.16～昭和62.4. 1 3. 0 

造林部長 農林水産技官 勝因 柾 昭和62.4. 1～昭和63.9.30 1. 6 ． 

生物機能開発部長 農林水産技官 坂上幸雄 昭和63.10. 1～平成 2.3.16 l. 5 

生物機能開発部長 農林水産技官 三上 進 平成 2.3.16～平成 5.3. 1 2.11 

生物機能開発部長 農林水産技官 森 徳典 平成 5.3. 1～平成 9.12. 1 4. 9 

生物機能開発部長 農林水産技官 山本千秋 平成 9.12. 1～平成13.3. 31 3. 4 

保離部長 農林技官 大政正隆 昭和22.1. 31～昭和23.7. 22 1. 5 兼務

保捜部長 農林技官 今関六也 昭和23.7. 22～昭和37.4. 1 13. 8 

保鰻部長 農林技官 藍野祐久 昭和37.4. 1～昭和41.4. 1 4. 0 

保捜部長 農林技官 伊藤一雄 昭和41.4. 1～昭和51.4; 1 10. 0 

保髄部長 農林水産技官 小田久五 昭和51.4. 1～昭和56.11. 1 5. 7 

保趨部長 、農林水産技官 山田房男 昭和56.11. 1～昭和59.4 .. 1 2. 5 

保蟻部長 農林水産技官 山口博昭 昭和59.4. 1～昭和60.4. 1 1. 0 

保髄部長 農林水産技官 横田俊一 昭和60.4. 1～昭和63.10. 1 3. 6 

森林生物部長 農林水産技官 小林一三 昭和63.10. 1～平成 3.8. 2 2.10 

森林生物部長 農林水産技官 真宮靖治 平成 3.8. 2～平成 5.3. 31 1. 8 

森林生物部長 農林水産技官 田村弘忠 平成 5.4. 1～平成 7.8. 1 2. 4 

森林生物部長 農林水産技官 竹谷昭彦 平成 7.8. 1～平成11.3. 1 3. 7 

森林生物部長 農林水産技官 池田俊粛 平成11.3. 1～平成13.3. 31 2. 1 

防災部長 農林技官 太田勇治郎 昭和22. 1. 31～昭和22.7. 5 5 事務取扱

防災部長 農林技官 吉田正男 昭和22.7. 5～昭和23.7. 22・ 1. 0 事務取扱

防災部長 農林技官 飯塚 肇 昭和23.7. 22～昭和26.8. 1 3: 0 

防災部長 農林技官 玉手三棄寿 昭和26.8. 1～昭和27.3. 31 8 

防災部長 農林技官 内藤信行 昭和27.3. 31～昭和27.6. 16 2 兼務

防災部長 農林技官 荻原貞夫 昭和27.6. 16～昭和30.8. 3 3. 1 、

防災部長 農林技官 川田正夫 昭和30.8. 3～昭和32.5. 10 1. 9 

防災部長 農林技官 斎藤美鴛 昭和32.5. 10～昭和32.. 5. 25 事務取扱

防災部長 農林技官 仰 木重蔵 昭和32.5. 25～昭和35.5. 31 3. 0 

防災部長 農林技官 川口武雄 昭和35.6. 1～昭和50.12. 15 15. 6 

防災部長 農林水産技官 中野秀章 昭和50.12. 15～昭和57. 1. 1 6. 0 

防災部長 農林水産技官 石川政－幸 昭和57. 1. 1～昭和62.-3. 31 5. 3 

防災部長 農林水産技官 秋谷孝一 昭和62.4. 1～昭和63.9. 30 1. 6 

森林環境部長 農林水産技官 秋谷孝一 昭和田.10. 1～平成 3.10. 1 3. 0 

森林環境部長 農林水産技官 井上敵雄 平成 3.10. 1～平成 4.10. 1 1. 0 
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森林環境部長 農林水産技官 有光一登 平成 4.10. 1～平成 5.4. 1 6 

森林環境部長 農林水産技官 藤森隆郎 平成 5.4. 1～平成11.3. 1 5.11 

森林環境部長 農林水産技官 大角泰夫 平成11.3. 1～平成13.3. 31 2. 1 

林産化学部長 農林技官 川村寅平 昭和22. 1. 31～昭和23.8. 25 1. 6 

林産化学部長 農林技官 田窪健次郎 昭和23.8. 25～昭和24.10. 24 1. 2 

林産化学部長 農林技官 安倍 慎 昭和24.10.24～昭和32.4. 30. 7. 6 

林産化学部長 農林技官 田富健次郎 昭和32.5. 1～昭和37.4. 1 4.11 

林産化学部長 農林技官 米海保正 昭和37.4. 1～昭和47.10. lQ 10. 6 

林産化学部長 農林水産技官 古 谷 Pill 昭和47.10. 11～昭和59.. 3.16 H. 5 

林産化学部長 農林水産技官 石原達夫 昭和59.3.16～昭和61.12. 1 1. 8 

林産化学部長 農林水産技官 田中治郎 昭和61.l2. 1～昭和63.9. 30 1. 10 

木材化工部長 農林水産技官 田中治郎 昭和63.10. 1～平成 3.3.16 2. 5 

木材化工部長 農林水産技官 千葉保人 平成 3:3. 16～平成 5.3. 1 1. 11 

木材化工部長 農林水産技官 志水一允 平成 5.3. 1～平成12.4. 1 7. 1 

木材化工部長 農林水産技官 海老原 徹 平成12.4. 1～平成13.3. 31 1. 0 

木材部長 農林技官 斎藤美鴛 昭和22. 1. 31～昭和31.6. 12 9. 4 

木材部長 農林技官 小倉武夫 昭和31.6. 12～昭和38.4. 30 6.10 

木材部長 農林技官 米海保正 昭和38.5. 1～昭和38.5.10 兼務

木材部長 農林技官 上村 武 昭和38.5. 10～昭和49.12. 1 11. 6 

木材部長 農林技官 加納 孟 昭和49.12. 1～昭和53.4. 6 3. 4 

木材部長 農林水産技官 鈴木 寧 昭和53.4. 6～昭和56.4. 1 2.11 

木材部長 農林水産技官
， 

筒本卓造 昭和56.4. 1～昭和63.10. 1 7. 6 

土壊調査郎長 農林技官 大政正隆 昭和26.6. 1～昭和2.7.3. 31 10 兼務

土境調査部長 農林技官 大政正隆 昭和27.3. 31～昭和27.6. 16 2 事務取扱

土壇調査部長 農林技官 石川健康 昭和27.6. 16～昭和28.4. 1 9 兼務

土壇調査部長 農林技官 林 行五 昭和28.4. 1～昭和29.. 3. 31 1. 0 

土蟻調査部長 農林技官 大．政正隆 昭和29.3. 31～昭和29.6. 1 2 事務取扱

土壇鯛査部長 農林技官 宮崎 榊 昭和29.6. 1～昭和37.4. 1 7.10 

土犠調査部長 農林技官
， 

橋本与良 昭和37.4. 1～昭和37.6. 16 2 
， 

土壇調査部長 農林技官 竹原秀雄 昭和37.6. 16～昭和42.4. 1 4. 9 

土壇調査部長 農林技官 橋本与良 昭和42.4. 1～昭和44.4. 1 2. 0. 

土じよう部長 農林技官 橋 ， 本 与 良 昭和44.4. 1～昭和48.4. 1 4. 0 

土じよう部長 農林技官 塘 隆男 昭和48.4. 1～昭和52.4. 1 4. 0 

土じよう部長 農林水産技官 河田 弘 昭和52.4. 1～昭和57.4. 1 5. 0 

土じよう部長 農林水産技官 吉本 衛 昭和57.4. 1～昭和59.7. 16 2. 3 

土壇部長 農林水産技官 原田 洗 昭和59.7. 16～昭和63.10. 1 4. 2 

木材利用部長 農林水産技官 加納 孟 昭和53.4. 6～昭和53.9. 30 5 

木材利用部長 農林水産技官 山井 良三 郎 昭和53.10. 1～昭和57.4. 8 3. 6 

木材利用部長 農林水産技官 雨宮昭二 昭和57.4. 8～昭和62.3. 31 4.11 

木材利用部長 農林水産技官 松本庸夫 昭和62.4. 1～昭和63.10. 1 1. 6 

木材利用部長 農林水産技官 中野達夫 昭和63.10. 1～平成 6.10. 1 6. 0 

木材利用部長 農林水産技官 小沼順一 平成 6.10. 1～平成 6.10.10 事務取扱

木材利用部長 農林水産技官 鷲見博史 平成 6.10. 10～平成10.3. 1 3. 4 

木材利用部長 農林水産技官 井上散雄 平成10.3. 1～平成10.4. 1 事務取扱

木材利用部長 農林水産技官 金谷紀行 平成10.4. 1～平成11.4. 1 1. 0 

木材利用部長 農林水産技官 中井 孝 平成11.4. 1～平成13.3. 31 2. 0 
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札幌支場長 農林技官 原田 泰 昭和22.4. 1～昭和24.9.30 2. 6 

札幌支場長 農林技官 林 行五 昭和24.9. 30～昭和28.4. 1 3. 6 

札幌支場長 農林技官 柳下鋼造 昭和28.4. 1～昭和28.9. 30 6 

北海道支場長 農林技官 柳下鋼造 昭和28.10. 1～昭和31.9. 30 3. 0 

北海道支場長 農林技官 石川健康 昭和31.10. 1～昭和34.4. 1 2. 6 

北海道支場長 農林技官 三井鼎三 昭和34.4. 1～昭和37.・4. 1 3. 0 

北海道支場長 農林技官 小幡 進 昭和37.4. 1～昭和42.4. 6 5. 0 

北海道支場長 農林技官 松井普喜 昭和42.4. 6～昭和43. 1. 1 8 

北海道支場長 農林技官 寺崎康正 昭和43. 1. 1～昭和46.9. 16 3. 8 

北海道支場長 農林技官 余語昌資 昭和46.9. 16～昭和48.4. 1 1. 6' 

北海道支場長 農林技官 柳沢聡雄 昭和48.4. 1～昭和50.4. 1 2. 0 

北海道支場長 農林技官 奈良英二 昭和50.4. 1～昭和52.4. 15 2. 0 

北海道支場長 農林水産技官 吉本 衛 昭和52.'4. 15～昭和57.4. 1 5. 0 

北海道支場長 農林水産技官 原因 洗 昭和57.4. 1～昭和59.7. 16 2. 3 

北海道支場長 農林水産技官 遠藤泰造 昭和59.7. 16～昭和63.3. 31 3. 8 

北海道支場長 農林水産技官 田口 豊 昭和63.4. 1～昭和63.9. 30 6 

北海道支所長 農林水産技官 田口 豊 昭和63.10. 1～平成 2.3.16 1. 5 

北海道支所長 農林水産技官 坂上幸雄 平成 2.3.16～平成 5.3. 1 2.11 

北海道支所長 農林水産技官 佐々木 紀 平成 5.3. 1～平成 7.3. 1 2. 0 

北海道支所長 農林水産技官 金谷紀行 平成 7.3. 1～平成10.4. 1 3. 1 

北海道支所長 農林水産技官 梁瀬秀雄 平成10.4. 1～平成13.3. 31 3. 0 

北海道支所長 高橋文敏 －平成13.4. 1～平成15。3. 31 2. 0 

北海道支所長 志水俊夫 平成15.4. 1～ 

青森支場長 農林技官 新谷哲夫 昭和22.4. 1～昭和M 9.30 2. 6 兼務

青森支場長 農林技官 川田正夫 昭和24.9. 30～昭和27.3. 31 2. 6 兼務

青森支場長 農林技官 西村太郎 昭和27.3. 31～昭和30.8. 3 3. 4 兼務

青森支場長 農林技官 西村太郎 昭和30.8. 3～昭和31.7. 16 11 

青森支場長 農林技官 村井三郎 昭和31.7. 16～昭和34.7. 1 2.11 

秋田支場長 農林技官 松本政一 昭和22.4. 1～昭和22.4.30 兼務

秋田支場長 農林技官 相沢洲二 昭和22.5. 1～昭和23.7.15 1. 2 兼務

秋田支場長 農林技官 富樫兼治郎 昭和23.7. 16～昭和25.8. 7 2. 0 兼務

秋田支場長 ：農林技官 島本貞哉 昭和25.,8. 7～昭和27.8. 15 2. 0 兼務

秋田支場長 農林技官 徳本孝彦 昭和27.8. 16～昭和29.6. 21 1. 10 兼務

秋田支場長 農林技官 片山佐文 昭和29.6. 21～昭和31.4. 16 1. 9 兼務

秋田支場長 農林技官 長井英照 昭和31.4.16～昭和32.10. 15 1. 6 兼務

秋田支場長 農林技官 鯉淵 隆 昭和32.10. 16～昭和34.6.30 1. 8 兼務

東北支場長 農林技官 日野通美 昭和34. -7~ 1～昭和38.5. 20 3.10 

東北支場長 農林技官 片山佐文 昭和38.5. 20～昭和41.3. 31 2. 10 

東北支場長 農林技官 渡辺録郎 昭和41.4. 1～昭和43.6.16 2. ・2 

東北支場長 農林技官 梅原 博 昭和43.6.16～昭和44.2. 1 7 

東北支場長 農林技官 松下規矩 昭和44.2. 1～昭和46.9.15 2. 7 

東北支場長 農林技官 寺崎康正 昭和46.9. 16～昭和47.4. 1 6 

東北支場長 農林技官 奈良英二 昭和47.4 .. 1～昭和50.4. 1 3. 0 

東北支場長 ．農林水産技官 中野 実 昭和50.4. 1～昭和54.9. 30 4. 6 

東北支場長 農林水産技官 山谷孝一 昭和54.10. 1～昭和56.4. 1 1. 6 

東北支場長 農林水産技官 伊藤 敵 昭和56.4. 1～昭和59.7. 1 3. 4 

東北支場長 農林水産技官 古川 忠 昭和59.7. 1～昭和59.7. 16 事務代理

東北支場長 農林水産技官 早稲田 牧 昭和59.7. 16～昭和63.9. 30 4. 2 
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東北支所長 農林水産技官 早稲田 政 昭和63.10. 1～昭和63.12. 1 2 

東北支所長 農林水産技官 三上 進 昭和63.12. 1～平成 2.3. 16 1. 3 

東北支所長 農林水産技官． 真宮靖治 平成 2.3. 16～平成 3.8. 1 1. 4 

東北支所長 農林水産技官 佐々木 紀 平成 3.8. 1～平成 5.3. 1 1. 7 

東北支所長 農林水産技官 緒方 健 平成 5.3. 1～平成 7.3. 1 2. 0 

東北支所長 農林水産技官 加藤宏明 平成 7.3. 1～平成10.3. l 3. 0 

東北支所長 農林水産技官 河原輝彦 平成10.3. 1～平成11.3. 31 1. 1 

東北支所長 堀田 庸 平成11.4. 1～平成13.7. 6 2. 3 

東北支所長 浅沼最吾 平成13.7. 6～平成16.3. 31 2. 8 

東北支所長 中島 清 平成16.4. 1～ 

大阪支場長 農林技官 佐伯直臣 昭和22.4. 1～昭和22.4. 30 兼務

大阪支場長 農林技官 名倉 清 昭和22.5. 1～昭和23.6. 28 1. 0 兼務

大阪支場長 農林技官 北沢新一 昭和23.6. 28～昭和23.7. 15 兼務

大阪支場長 農林技官 島本貞哉 昭和23.7. 16～昭和25.8. 6 2. 0 兼務

大阪支場長 農林技官 植杉哲夫 昭和25.8. 7～昭和27.3. 31 1. 7 兼務

大阪支場長 農林技官 佐 治 秀 太 郎 昭和27.3. 31～昭和27.6. 30 3 兼務

京都支場長 農林技官 佐治秀太郎 昭和27.7. 1～昭和31.7. 16 4. 0 兼務

京都支場長 農林技官 西村太郎 昭和31.7. 16～昭和34.6. 30 2. 9 

関西支場長 農林技官 西村太郎 昭和34.7. 1～昭和37.4. 1 2. 9 

関西支場長 農林技官 徳本孝彦 昭和37.4. 1～昭和41.6. 1 4. 2 

関西支場長 農林技官 江畑奈良男 昭和41.6. 1～昭和44.2. t 2. 8 

関西支場長 農林技官 梅原 博 昭和44.2. 1～昭和47.5. 15 3. 3 

関西支場長 農林技官 黒鳥 忠 昭和47.5. 15～昭和51.4. 1 3. 10 

関西支場長 農林水産技官 細井 守 昭和51.4. 1～昭和54.10. 1 3. 6 

関西支場長 農林水産技官 山田 房 男 昭和54.10. 1～昭和56.11. 1 2. 1 

関西支場長 農林水産技官 遠藤泰造 昭和56.11. 1～昭和59.7. 16 2. 8 

関西支場長 農林水産技官 横田俊一 昭和59.7. 16～昭和60.4. 1 8 

関西支場長 農林水産技官 小林富士雄 昭和60.4. 1～昭和61.12. 1 1. 8 

関西支場長 農林水産技官 安永朝海 昭和61.12. 1～昭和63.9. 30 1. 10 

関西支所長 農林水産技官 有光一登 昭和63.10. 1～平成 3.3.16 2. 5 

関西支所長 農林水産技官 林 寛 平成 3.3.16～平成 6.10.. 1 3. 6 ． 
関西支所長 農林水産技官 陶山正憲 平成 6.10. 1～平成 9.4. 1 2. 6 

関西支所長 農林水産技官 高田長武 平成 9.4. 1～平成12.3. 31 3. 0 

関西支所長 真島征夫 平成12.4. 1～平成14.4. 1 2. 0 

関西支所長 金子 繁 平成14.4. 1～平成16.3. 31 2. 0 

関西支所長 河室公康 平成16.4. 1～ 

高知支場長 農林技官 後藤克人 昭和22.12. 1～昭和23.7. 15 7・ 兼務，

高知支場長 農林技官 金井 彰 昭和23.7. 16～昭和24.9. 29 1. ,2 兼務

高知支場長 農林技官 佐治秀太郎 昭和24.9.30～昭和27.3. 31 2. 6 兼務

高知支場長 農林技官 中川久美雄 昭和27.3. 31～昭和29.6. 21 2. 2 兼務

高知支場長 農林技官 長井英照 昭和29.6. 21～昭和31.4. 16 1. 9 兼務

高知支場長 農林技官 片山佐文 昭和3.1.4. 16～昭和34.7. 1 3. 2 兼務

四国支場長 農林技官 渡辺録郎 昭和34.7. l～昭和41.4. 1 6. 9 

四国支場長 農林技官 福田秀雄 昭和41.4. 1～昭和43.3. 23 1. 11 

四国支場長 農林技官 岩川盈夫 昭和43.3. 23～昭和46.9. 16 3. 5 

四国支場長 農林技官 奈 良 英 － 二 昭和46.9. 16～昭和47.4. 1 6 

四国支場長 農林技官 大西 孝 昭和47.4. 1～昭和48.4. 1 1. 0 

四国支場長 農林水産技官 森下義郎 昭和48.4. 1～昭和55.4. 1 7. 0 

四国支場長 農林水産技官 伊藤 敵 昭和55.4. 1～昭和56.4. 1 1. 0 
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四国支場長 農林水産技宮 原因 洗 昭和56.4. 1～昭和57.4. 1 1. 0 

四国支場長 農林水産技官 辻 隆道 昭和57.4. 1～昭和61.3. 31 4. 0 

四国支場長 農林水産技官 久保哲茂 昭和61.4. 1～昭和63.3. 31 2. 0 

四国支場長 農林水産技官 脇 孝介 昭和63.4. 1～昭和63.10. 1 6 

四国支所長 農林水産技官 佐々ホ 紀 昭和63.10. 1～平成 3.8. 1 2.10 

四国支所長 農林水産技官 陶山正憲 平成 3.8. 1～平成 6.10. 1 3. 2 

四国支所長 農林水産技官 高田長武 平成 6.10. 1～平成 9.4. 1 2. 6 

四国支所長 農林水産技官 高橋文敏 平成 9.4. 1～平成11.3. 1 1. 11 

四国支所長 農林水産技官 佐々朋幸 平成11.3. 1～平成13.3. 31 2. 1 

四国支所長 時四 宏 平成13.4. 1～平成15.4. 1 2.' 0 

四国支所長 加藤 隆 平成15.4. 1～ 

熊本支場長 農林技官 柳下鋼造 昭和22.12. 1～昭和23.7. 16 7 兼務

熊本支場長 農林技官 袋輸満夫 昭和23.7. 16～昭和24.9. 29 1. 2 兼務

熊本支場長 農林技官 小幡 進 昭和24.9. 30～昭和27.3. 31 2. 6 兼務

熊本支場長 農林技官 片山佐文 昭和27.3. 31～昭和28.11. 1 l 7 兼務

熊本支場長 農林技官 内藤信行 昭和28.11. 1～昭和31.12. 16 3. 1 

熊本支場長 農林技官 三井鼎三 昭和31.12. 16～昭和34.4. 1 2. 3 

熊本支場長 農林技官 菊池 啓 昭和34.4. 1～昭和34.7. 1 3 兼務

九州支場長 農林技官 片山佐文 昭和34.7. 1～昭和38.5.20 3.10 

九州支場長 農林技官 甲斐原一郎 昭和38.5.20～昭和44.8. IS 6. 2 

九州支場長 農林技官 塘 隆男 昭和44.8. 15～昭和48.4. 1 3. 7 

九州支場長 農林水産技官 大西 孝 昭和48.4. 1～昭和54.12. 1 6. 8 

九州支場長 農林水産技官 上田 実 昭和54.12. 1～昭和56.11. 1 1. 11 

九州支場長 農林水産技官 横田俊一 昭和56.11. 1～昭和59.7. 16 2. 8 

九州支場長 農林水産技官 尾方信夫 昭和59.7. 16～昭和61.3. 31 1. 8 

九州支場長 農林水産技官 田口 豊 昭和61. ~. 1～昭和63:4. 1 2. () 

九州支場長 農林水産技官 橋本平一 昭和63.4. 1～昭和63.9. 30 6 

九州支所長 農林水産技官 橋本平一 昭和63.10. 1～平成3.. 3.16 2. 5 

九州支所長 農林水産技官 大貫仁人 平成 3.3.16～平成 4.10.1 1. 6 

九州支所長 農林水産技官 井上敵雄 平成 4.10.1～平成 7.3. 1 2. 5 

九州支所長 農林水産技官 高橋邦秀 平成 7.3. 1～平成 8.4. 1 L 1 

九州支所長 農林水産技官 今村浩人 平成 8.4. 1～平成IQ.3. 1 1.11 

九州支所長 農林水産技官 鷲見博史 平成10.3. 1～平成12.3. 31 2. 1 

九州支所長 福田章史 平成12.4. 1～平成15. 3~ 31 3. 0 

九州支所長 吉田成章 平成15.4. l～ 

浅川分室主任 農林技官 今関六也 昭和25.5. 31～昭和30.10. 1.6 5. 4 兼務
、

．浅川分室主任 農林技官 思田芳彦 l 昭和30.10. 16～昭和31.2. 23 4 兼務

浅川分室主任 農林技官 奥 益美 昭和31.2. 23～昭和31.7. 16 4 兼務

浅川分室主任 農林技官 佐治秀太郎 昭和31.7.-16～昭和32.7.10 11 兼務

浅川実験林主任 農林技官 林 弥栄 昭和32.7.10～昭和42.6. 1 9.10 

浅川実験林長 農林技官 林 弥栄 昭和42.. 6. 1～昭和44.4. 1 1. 10 

浅川実験林長 農林技官 奥山 ・晋 昭和44.4. 1～昭和44.7. 1 3 兼務

浅川実験林長 農林技官 小山良之介 昭和44.7. 1～昭和44.11. 27 4 

浅川実験林長 農林技官 奥山 晋 昭和44.11. 27～昭和47.4. 1 2. 4 

浅川実験林長 農林技官 植村誠次 昭和47.4. 1～昭和51.4. 1 4. 0 

浅川実験林長 農林水産技官 黒鳥 忠 昭和51.4. 1～昭和54.3. 1 2.11 

浅川実験林長 農林水産技官 山谷孝一 昭和54.3. 1～昭和54.10. 1 7 

浅川実験林長 農林水産技官 細井 守 昭和54.10. 1～昭和57.8. 1 2.10 

浅川実験林長 農林水産技官 加藤亮助 昭和57.8. 1～昭和61.3. 31 3. 8 
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浅川実験林長 農林水産技官 石，戸忠五郎 昭和61.弘 1～昭和63.9. 30 2. 6 

多摩森林科学園長 農林水産技官 石戸忠五郎 昭和63.10. 1～平成 6.3. 1 5. 5 

多摩森林科学園長 農林水産技官 蹟居忠量 平成 6.3. 1～平成 8.10. 1 2. 7 

多摩森林科学園長 農林水産技官 大角泰夫 平成 8.10. 1～平成11.3. 1 2. 5 

．多摩森林科学園長 農林水産技官 田畑勝洋 平成11.3. 1～平成13.3. 31 2. 1 

多摩森林科学園長 三 輪 雄 四 郎 平成13.4. 1～平成17.3. 31 4. 0 

多摩森林科学園長 藤井智之 平成17.4. 1～ 

好摩拭験地主任 林業試験場技師 吉田重助 昭和13. I. 1～昭和15.4. 22 2. 3 

好摩試験地主任 林業試験場技師 神保宰雄 昭和15.5. 15～昭和16.9. 2 1. 3 

好摩試験地主任 林業試験場技師 高橋憲三 昭和16.9. 3～昭和21.5. 24 4. 8 

好摩試験地主任 農林技官 宮崎 榊 昭和21.5. 25～昭和22.3. 31 10 

好摩分場長 農林技官 宮崎 榊 昭和22.4.‘1～昭和29.6. 1 7. 2 

好摩分場長 農林技官 吉田藤一郎 昭和29.6. 1～昭和34.6. 30 丘 1

釜淵試験地主任 林業賦験場技手 斎藤．美鴛 昭和11.2. 15～昭和15.6. 7 4. 3 

釜淵拭験地主任 林業拭験場技手 黒田一郎 昭和15.6. 11～昭和16.7. 17 I. 1 

釜淵猷験地主任 林業試験場技手 天野『司郎 昭和16.7. 17～昭和18.11. 30 2. 4 事務取扱

釜淵試験地主任 林業試験場技手 片岡哲蔵 昭和18.12. 1～昭和19.5. 28 5 

釜淵試験地主任 林業試験場技師 斎藤美鴛 昭和19.5. 29～昭和19.10. 25 4 

釜淵試験地主任 林業試験場技手 片岡哲蔵 昭和19.10. 26～昭和io.9. 11 10 

釜淵賦験地主任 林業試験場技師 斎藤美鴛 昭和20.9. 12～昭和21.10. 15 1. 1 

釜淵試験地主任 林業試験場技師 斎藤美鴛 昭和21.10. 15～昭和22.I. 27 3 兼務

釜淵試験地主任 農林技官 川崎修吾 昭和22. 1. 28～昭和22.3. 31 2 

釜淵分場長 －農林技官 川崎修吾 昭和22.4. 1～昭和23.3. 9 11 

釜淵分場長 農林技官 四手井綱英 昭和23.3. 10～昭和27.8. 31 4. 5 

釜淵分場長 農林技官 伊藤一雄 、昭和27.9. 1～昭和32.4. 15 4. 7 

釜淵分場長 農林技官 野原勇太 昭和32.4. 16～昭和34.6.30 2. ・2 

山形分場長 農林技官 野原勇太 昭和34.7. 1～昭和37.8. 31 3. 2 

山形分場長 農林技官 丸山岩三 昭和37.8. 31～昭和40.6.16 2. 9 

山形分場長 農林技宮 高橋喜平 昭和40.6. 16～昭和46.4. 1 5. 9 

山形分場長 農林技官 石川政幸 昭和46.4. 1～昭和47.9. 1 I. 5 

山形分場長 農林技官 小島忠三郎 昭和47.9. 1～昭和53.4. 6 5. 7 

高島拭験地主任 林業試験場技手 武田繁後 昭和13. 1. 1～昭和15.3. 31 2. 3 

高島試験地主任 林業試験場技師 吉田重助 昭和15.4. 1～昭和16.6. 20 I. 2 

高島試験地主任 林業試験場技手 山本勝市 昭和16.6. 21～昭和19.12.15 3. 5 

高島鼠験地主任 林業紙験場技師 倉田益二郎 昭和19.12. 16～昭和22.3. 31 2. 3 

高島分場長 農林技官 倉田益二郎 昭和22.4. 1～昭和25.10. 31 3. 7 

高島分場長 農林技宮 井上 、 桂 昭和25.10. 31～昭和28.6. 1 2. 7 

高島分場長 農林技官 萩原隆文 昭和28.6. 1～昭和31.4. 16 2.10 

高島分場長 農林技官 白井純郎 昭和31.4. 16～昭和33.7. 1 2. 2 

高島分場長 農林技官 玉木廉土 昭和33.7. 1～昭和34.6. 30 I. 0 

岡山分場長 農林技官 玉木廉士 昭和34.7. 1～昭和37.3. 31 2. 9 

岡山分場長 農林技官 徳本孝彦 昭和37.4. 1～昭和37.4. 16 

岡山分場長 農林技官 ，福田秀雄 昭和37.4. 16～昭和41.4. 1 3.11 

田野分場長 農林技官 吉筋正二 昭和22.12. 1～昭和25.ll. 30 3. 0 

田野分場長 農林技官 橋本与良 昭和25.11. 30～昭和26.7. 19 7 

宮崎分場長 農林技官 橋本与良 昭和26.7. 20～昭和27.9.10 I. 1 

宮崎分場長 農林技官 外山三郎 昭和27.9. 10～昭和33.4. 1 5. 6 

宮崎分場長 農林技官 松尾安次 昭和33.4. l～昭和36.9. 30 3. 6 

宮崎分場長 農林技官 木下貞次 昭和36.10. 1～昭和42.6. 1 5. 8 
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木曽分場長 農林技官 渡辺録郎 昭和29.11. 1～昭和34.7. 1 

木曽分場長 農林技官 梅原 博 昭和34.7. 1～昭和43.6.16 

木曽分場長 農林技官 高樋 勇 昭和43.6. 16～昭和46.4 .. 1 

木曽分場長 農林技官 滑川良一 昭和46.4. 1～昭和51.3. 1 

木曽分場長 農林技官 横田英雄 昭和51.3. ~～昭和52. 6. 15 

木曽分場長 農林技官 下野田 正 昭和52.6. 15～昭和61.3. 31 

木曽分場長 農林技官 佐々木 紀 昭和61.4. 1～昭和63.9. 30 

《帝室林野局、道庁関係》

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日

帝室林野局林業試験場長 帝室林野局技師 和田国次郎 大正10.2. 16～大正13.4. 9 

帝室林野局林業試験場長 帝室林野局技師 佐々木和策 大正13.4. 9～大正14.12. 19 

帝室林野局林業猷験場長 帝室林野局技師 中村賢一郎 大正14.12. 19～昭和 3.12. 21 

帝室林野局林業賦験場長 ．帝室林野局技師 中村賢一郎 昭和 3.12. 21～昭和15. 1. 1 

帝室林野局東京林業賦験場長 帝室林野局技師 中村賢一郎 昭和15. 1. 1～昭和16.11. 28 

帝室林野局東京林業賦験場長 帝室林野局技師 長谷川孝三 昭和16.11. 28～昭和22.4. 1 

林業試験場浅川支場 農林技官 長谷川孝三 昭和22.4. 1～昭和23.8.13 

林業試験場浅川支場 農林技官 長谷川孝三 昭和23.8. 13～昭和24.5. 31 

林業拭験場浅川支場 農林技官 長谷川孝三 昭和24.5 .. 31～昭和25.3. 31 

北海道庁林業献験場長 北海道庁技師 斎藤音作 明治41

北海道庁林業献験場長 北海道庁技師 保科宮城 明治42

北海道庁林業賦験場長 北海道庁技師 有国正盛 明治43

北海道庁林業猷験場長 北大教授兼北海道庁技師 新島普直 明治45

北海道林業鼠験場長 北大教授兼北海道庁技師 新島普直 昭和 8. 1. 1 

北海道林業試験場長 北海道庁技師 石原供三 昭和 9.

北海道林業試験場長 北海道庁技師 服部正相 昭和15. ～昭和21.3. 31 

北海道林業試験場長 北海道庁技師 広田 実 昭和21.4. 1～昭和22.3. 31 

帝室林野局~t帯道林業賦験場長 帝室林野局技師 原因 泰 昭和15. 1. 1～昭和22.3. 31 

＊本項は昭和22年林政統一以前の帝室林野局と北海道庁の人事と浅川支場当時の人事を掲記した．

《管理官・監査官・監査室長》．

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日

管理官 農林水産事務官 作宮 啓 昭和59.4. 12～昭和61.4. 1 

管理官 農林水産事務官 富岡芳男 昭和61.4. 1～昭和63.4. 1 

管理官 農林水産事務官 山崎勝夫 昭和63.4. 1～平成 2.4. 1 

管理官 農林水産事務官 酒谷正憲 平成 2.4. 1～平成 5.4. 1 

管理官 農林水産事務官 妹尾博文 平成 5.4. 1～平成 6.8. 1 

管理官 農林水産事務官 吉田英夫 平成 6.8. 1～平成 9.10.・1 

管理官 農林水産事務官 加藤秀春 平成 9.10. 1～平成11.12. 1 

管理官 農林水産事務官 夏井幸一 平成11.12. 1～平成13.3. 31 

管理官 土肥史朗 平成13.4. 1～平成10:4. 1 

管理官 嶺野一義 平成16.4 .. 1～ 

監査官 農林水産事務官 管 利雄 昭和55.4. 7～昭和57.4. 1 

監査官 農林水産事務官 員 守重視 昭和57.4. 1～昭和58.4. 1 

監査官 農林水産事務官 景．山哲誠 昭和58.4. 1～昭和59.4. 1 

監査官 農林水産事務官 富岡芳男 昭和59.4. 1～昭和61.4. 1 

監査官 農林水産事務官 近． 勇次 昭和61.4. 1～平成 2.3.16 
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職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在臓期間

適要
（年・月）

監査官 農林水産事務官 斎 藤 健 寿 夫 平成 2.4: 1～平成 5.3. 31 3. 0 

監査官 農林水産事務官 古海拓雄 平成 5.4. 1～平成 6.8. 1 1. 4 

監査官 農林水産事務官 加藤秀春 平成 6.8. 1～平成・ 9.10. 1 3. 2 

監査官 農林水産事務官 中野鷹介 平成 9.10. 1～平成13.3. 31 3. 6 

監査室長 篠井徳男 平成13.4. 1～平成16.4. 1 3. 0 

監査室長 後藤慎太郎－ 平成16.4. 1～平成17.4. 1 1. 0 

監査室長 ’ 藤揮通隆 平成17.4.・ 1～ 

《各課長〉

職 名 官 名 氏 名 在職年月 日
在職期間

適 要
（年・月）

人事課長 農林事務官 町田通太郎 昭和26.6. 1～昭和26.7. 16 

人事課長 農林事務官 菊地季雄 昭和26.7. 16～昭和35.7.16 9. 0 

人事課長 農林事務官 美濃口 操 昭和35.7.16～昭和42.4. 1 6. 8 

人事課長 農林事務官 原 長 吉 昭和42.4. 1～昭和43.3. 31 . 1. 0 

人事課長 農林事務官 鈴木重次 昭和43.4. 1～昭和47.7. 31 4. 4' 

人事課長 農林水産事務官 平号五男 昭和47.. 8. 1～昭和57.4. 1 9. 8 

人事課長 農林水産事務官 菅 利 雄 昭和57.4. 1～昭和62.4. ・1 5. 0 

人事課長 農林水産事務官 員守重視 昭和62.4. 1～平成 2.4. 1 3. 0 

人事課長 農林水産事務官 山崎安久 平成 2.4. 1～平成 6.8. 1 4. 4 

人事課長 農林水産事務官 酒谷正憲 平成 6.8. 1～平成 8.4. 1 1. 8 

人事課長 農林水産事務官 北田 徹 平成 8.4. 1～平成11.1. 1 2. 9 

人事課長 農林水産事務官 吉田英夫 平成11.1. 1～平成13.3. 31 2. 3 

総務課長 加藤秀春 平成13.4. 1～平成17.3. 31 4. 0 

総務課長 土肥史朗 平成17.4 . .1～ 

庶務課長 農林事務官 三浦末魔 昭和22.1. 31～昭和24.2.22 2. 0 

庶務課長 農林事務官 町 田 通 太 郎 昭和24.2.22～昭和26.6. 1 2. 3 

庶務課長 農林事務官－ 江原貞男 昭和26.6. 1～昭和29. 1. 31 2. 8 

庶務課長 農林事務官 藤田信夫 昭和29. 1. 31～昭和33.7. J 4,' 5 

庶務課長 農林事務官 ．鈴木仙三郎 昭和33.7. 1～昭和42.4 .. 1 8. 9 

庶務楳長 農林事務官 有働政．慶 昭和42.4. 1～昭和50.8. 31 8. 5 

庶務課長 農林事務官 小林政吉 昭和50.9. 1～昭和53.4. 1 2. 7 

庶務課長 農林水産事務官 今井 －勉 昭和53.4. 1～昭和55.9. 1 2. 5 

庶務課長 農林水産技官 征矢 隆 昭和55.9. 1～昭和57.4. 1 1. 7 

庶務課長 農林水産事務官 原口 猛 昭和57.4. 1～昭和59.2. 1 1. 10 

庶務課長 農林水産事務官 金丸隆夫 昭和59.2. 1～昭和60.7. 16 1. 5 

庶務課長 農林水産事務官 伏見一明 昭和60.7. 16～昭和60.8. 1 事務取扱

庶務課長 農林水産事務官 吉田 敏ー 昭和60.8. 1～昭和62.3. 1 1. 7 

庶務課長 農林水産事務官 蒲沼 満 昭和62.3. 1～昭和62.4. 1 事務取扱

庶務課長 農林水産事務官 徳光 傭 昭和62.4. 1～平成元. 8. 1 2. 4 

庶務課長 農林水産事務官 高橋秀雄 平成元. 8. 1～平成 4.4. 1 2: 8 

庶務課長 農林水産事務官 北田 徹 平成 4.4. 1～平成 6.4. 1 2. 0 

庶務課長 農林水産事務官 米望孝男 平成 6.4. 1～平成 8.4. 1 ・ 2. 0 

庶務課長 農林水産事務官 西野忠慶 平成 8. 4~ 1～平成10.6. 1 2. 2 

庶務課長 農林水産事務官 賀川義人 平成10.6. 1～平成11.10. 1 1. 4 

庶務課長 農林水産事務官 後藤一郎 平成11.10. 1～平成13.3. 31 1. 6 

職員課長 夏井幸一 平成13.4. 1～平成17.3. 31 4. 0 

職員課長 神田 正 平成17~ 4. 1～ 

会計課長 農林事務官 岡崎 功 昭和22. 1. 31～昭和23.11. 19 1. 9 
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職 名 官 名 氏 名

会計課長 農林事務官 飯島 浩

会計課長 農林事務官 遠山重明

会計眼長 農林事務官 恩田芳彦

会計課長 農林事務官 －， 門 馬 孝

会計課長 農林事務官 原 長吉

会計課長 農林事務官 鈴木重次

会計課長 農林事務官 平今五男

会計課長 農林水産事務官 後藤宏安

会計課長 農林水産事務官 貝守重視

会計課長 農林水産事務官 椎橋 勝

会計課長 農林水産事務官 山崎勝夫

会計課長 農林水産事務官 兼松功次

会計課長 農林水産事務官 三国 昇

会計課長 農林水産事務官 酒谷正憲

会計陳長 農林水産事務官 妹尾博文

会計課長 農林水産事務官 吉田英夫

会計課長 農林水産事務官 中間敏昭

経理課長 中間敏昭

経理課長 神田 正
経理腺長 後藤慎太郎

用度課長 農林事務官 三浦－末鹿

用度課長 農林事務官 出田隆秀

用度線長 農林事務官－ 橋本満興

用度楳長 農林事務官 江原貞男

用度課長 農林事務官 原 長吉

用度線長 農林事務官 鈴木仙三郎

用度課長 農林事務官 藤川秀夫

用度線長 農林事務官 宮内喜久二

用度課長 農林水産事務官 須野田 一

用度課長 農林水産事務官 椎橋 勝

用度隈長 農林水産事務官 山崎安久

用度眼長 農林水産事務官 三国 昇

用度課長 農林水産事務官 上野武敏

用度課長 農林水産事務官 矢崎潤ー

用度牒長 農林水産事務官 西野忠鹿

用度隈長 農林水産事務官 篠井徳男

用度眼長 後藤一郎

用度課長 吉田 博

用度牒長 周藤 民

用度陳長 堀 孝司

施設管理課長 農林水産技官 引地重一

施設管理課長 農林水産技官 斎藤哲爾

．施設管理課長 農林水産技官 和出喜重

施設管理課長 農林水産技官 森木敏夫

施設管理課長 農林水産事務官 村岡哲市

施設管理課長 農林水産事務官 ’後藤健太郎

管財保長 後藤慎太郎

管財課長 中野鷹介
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在職年月 日

昭和23.11. 19～昭和25.3. 31 

昭和25.3. 31～昭和30.3. 1 

昭和30.3. 1～昭和30.4. 1 

昭和30.4. ・1～昭和34.4. 1 

昭和34.4. 1～昭和41.4. I 

昭和41.4. 1～昭和43.4. 1 

昭和43.4. 1～昭和47.8. 1 

昭和47.8. 1～昭和58.4. 1 

昭和58.4. 1～昭和62.4. 1 

昭和62.4. 1～平成 2.4. 1 

平成 2.4. 1～平成 3.11. 1 

平成 3.11. 1～平成 3.12. 1 

平成 3.12. 1～平成 5.4. 1 

平成 5.4. 1～平成 6.8. 1 

平成 6.8. 1～平成 9.10. 1 

平成 9.10. 1～平成11. 1. 1 

平成11. 1. 1～平成13.3. 31 

平成13.4. 1～平成13.12. 1 

平成13.12. 1～平成17.4. 1 

平成17.4. 1～ 

昭和22. 1. 31～昭和22.6. 14 

昭和22.6. 14～昭和23.10 .. 30 

昭和23.12.28～昭和24.10. 9 

昭和25.3. 31～昭和26.6. 1 

昭和41.4. 1～昭和42.4. 1 

昭和42.4. 1～昭和45. 1. 16 

昭和45.1. 16～昭和45.2. 16 

昭和45.2. 16～昭和51.6. 1 

昭和51.6. 1～昭和58.8. ~ 

昭和58.8. 1～昭和62.4 .. 1 

昭和62’4. 1～平成 2.4. 1 

平成 2.4. 1～平成 3.12.1 

平成 3.12. 1～平成 6.2. 28 

平成 6.2. 28～平成 6.4. 1 

平成 6.4. 1～平成 8.4. 1 

平成 8.4. 1～平成13.3. 31 

平成13.4. 1～平成14.. 4. 1 

平成14.4. 1～平成16.12. 1 

平成16.12. 1～平成17.1. l 

平成17.1. 1～ 

昭和53.4. 6～昭和61.3. -1 

昭和61.3. 1～昭和63.10 .. 1 

昭和63.10. l～平成 5.4. l 

平成 5.4. 1～平成 8.3. 1 

平成 8.3. 1～平成 8.4. 1 

平成 8.4. 1～平成13.3. 31 

平成13.4. 1～平成16.4. 1 

平成16.4. 1～ 
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... , 
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編集後記

2003・ （平成15）年5月に編集委員会を立ち上げてから、 2年弱の時を経て、 2005（平成

17）年3月にようやく大方の原稿を集めることができた。電子情報の発達は旧来の編集の

．在り方を大幅に変えたのが、驚きであった。多くの指示や原稿のやりとりが電子メールで

迅速かつ大量に行われた。刊行について、現職は勿論、多くの先輩方のご意見をいただき、

また、ご指導をたまわって発行にこぎ着けられたことに深く感謝する。

編集委員会の構成は下記のとおりであり、総務課、企画科、研究情報科にはそれぞれの

立場から、事務局を担っていただいた。

委員長桜井尚武（理事｝

委員（生物多様性・森林被害研究担当）三浦慎悟、福山研二

委員（国土保全・水資源研究担当） 真島征夫、加藤正樹

委員（総合発揮・地球環境研究担当） 佐々 朋幸、佐藤 明

委員（林業経営・政策研究担当） 時田 宏

委員（循環利用研究担当） 海老原徹、山本幸一

委員（木質資源利用研究担当） 久田卓興、藤原勝敏

委員（生物機能研究担当） 田崎 清

委員（海外研究担当） 沢田治雄

委員（上席研究官） 松浦邦昭、鈴木暗史、香川隆英、

斉藤昌宏、三森利昭、今富裕樹、

藤間 岡。

委員（企画科長） 藤井智之、大河内勇

委員（研究情報科長） 中村松三、杉村 乾

（渡遺 毅、高橋’健二）

委員（総務課長） 加藤秀春、土肥史朗

（磯村雅通、中田賢二、佐々木秀喜）

また、百年誌の具体的構想、を練るために、委員長の下に作業部会を置いて、実質的な企

画と提案をしていただいた。作業部会員は以下のとおりである。

千葉幸弘（物質生産研究室長）、竹内美次（水土保全研究領域長）、大原誠資（樹木化学研

究領域長）、．林知行（材料接合研究室長〉、鶴助治（林業経営・政策研究領域長）、松

本陽介（海外研究領域長）

、長い歴史の過程では、多くの研究が行われ、さまざまな出来事があったo そして、古い

出来事の多くの記憶や伝承がハッキりしなくなっていることが、改めて明らかになった。

「森林総合研究所のあゆみ」は既に「六十年のあゆみJから10年ごとに、「九十年のあゆみJ

までを刊行している。そこで、本冊子では、記録のない最近10年間の事象の記述を中心と

して、成果の得られている100年間の主要成果等を記載することとした。このようなわけ
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で古い事項については充分のものとはできなかった。

本書の執筆は、 100年の沿革を始めとして先輩にも多くの部分に記述をいただいた。研

究分野は関係編集委員、支所長、領域長に核になっていただき、多くの方々にご執筆をい

ただいた。さらに、事務局の方々には巻末資料の作成にご尽力いただいた。今回も最後ま

で編集が遅れて、，書きぶりの調整や推敵が充分にできず、読みにくい点が残ってしまった

ことをお詫びする次第である。

本書に採り入れた写真は九既刊の fあゆみJのものを多用したが、これは、本冊子単独

で、 100年のアラマシを理解して貰うことを想定したもので、既刊書との重複を避けなかっ

た。とはいえ、記述のほとんどは書き下ろしであり、執筆者には随分無理を強いた。前述

した方々に加えて、さらに多くの皆様の多大なご尽力のおかげで本冊子が完成したことを

書き添えて、関係者のご協力に改めてお礼申し上げる。 （桜井尚武）
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「森林総合研究所百年のあゆみJ正誤表

頁 項 自 正 誤
巻頭写真 皇室の当所への行幸啓のご様子 左2枚目キャプション 2002（平成14）年10月桂宮殿下本所へ 2002（平成14）年10月桂宮殿下妃殿下本所へ
巻頭言 森林総合研究所100周年にあたって 下から17行目中段 搬を飛ぽす 激を飛ばす

97 右段 12行目後段 明らかにされて 明らかされて
111 表－， 凡例削除 削除 ＊＊比引裂き強さ：引裂き強さ（gf)／獄験紙の坪量（g/『rl)
111 図－， 圏中の凡例 72。C、55。C、55。C、72。c 720、550、550、720
111 右段 10行目後段 E硝酸ナトリウムを希硫酸に E硝酸ナトリウムが希硫酸に
113 左段 2行目前段 実験より、 実験よりも、
114 図－9 図中の脱明文③ 容易に接近できないほど 容易に近できないほど

118～119 園－7～図－9 凡例掃入 S：ストランド、P：パーティクル 掃入
160 右段 9行田中段 構築が求められている 構築が求めれている
184 右段 7行目後段 木場作 木場策
207 右段 8行自後段 小径木 小経木
217 左段 2行目前段 材積表銅製 材積表調整
223 右段 17行目（）肉 k、k1、k2：定数、 h：樹高、d：直径 k、k1、k2（ま定数
227 左段 1行自後段 林地改変 林地改編
262 左段 下から4行田中段 佐々木恵彦 佐々木恵彦
264 右段 下から4行目前段 リグノセルロース資源の大規模な リグノセルロース資源を大規模に
265 右段 下から13行目中段 css ccs 、
265 右段 下から11行目中段 BSS BBS 
267 右段 15行目後段 バイオミメティック バイオミメテイク




